
 

まとめ資料比較表 〔52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 添付資料〕 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

相違No. 相違理由

①

島根２号炉の耐圧強化ベントラインは，新規制基準施行以前にアクシデントマネジメント対策として設置しており，設置許可基準規則第48条としても必要な容量を有する設備であ
るが，格納容器フィルタベント系を新たに重大事故等対処設備として設置することから，耐圧強化ベントラインは同規則第48条の自主対策設備として位置付け，万一，炉心損傷前
に格納容器フィルタベント系が使用できない場合に耐圧強化ベントラインを使用する運用としている。
なお，格納容器フィルタベント系は，同規則第48条，第50条及び第52条を満足する重大事故等対処設備として，以下に示すとおり，信頼性の高い系統構成としている
・ベント弁（第１弁及び第２弁）の並列２重化及び操作機構の多様化によるベント弁開放の信頼性を確保
・他系統との隔離弁の直列２重化による格納容器フィルタベントラインの隔離機能の信頼性を確保

②
島根２号炉は，放射線分解により発生する水素ガス及び酸素ガスの発生割合（G値）を設計基準事故ベースとした場合，事象発生から７日以内に原子炉格納容器内の酸素濃度が
５％を上回る可能性があることから，原子炉格納容器内を不活性化し酸素濃度の上昇を抑制するため窒素ガス代替注入系をSA設備として使用する

③ 柏崎6/7は，設計基準対象施設の格納容器内酸素濃度を重大事故等対処設備として兼用して使用

④ 東海第二は，設計基準対象施設の格納容器内水素濃度，酸素濃度を重大事故等対処設備として使用していない

⑤ 使用する電源設備が異なる

⑥ 島根２号炉の可搬式窒素供給装置は，発電機を搭載

⑦ 東海第二は，可搬型窒素供給装置を複数台組み合わせて構成するが，島根２号炉は，可搬式窒素供給装置１台で構成し，必要流量を満足できる設計としている

⑧ 柏崎6/7は，格納容器内に直接設置した水素濃度を設置するが，島根２号炉は，サンプリング式の水素濃度を設置する

　比較表において，相違理由を類型化したものについて以下にまとめて記載する。下記以外の相違については，備考欄に相違理由を記載する。
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3.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

【52 条】 

【設置許可基準規則】 

（水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備） 

第五十二条 発電用原子炉施設には，炉心の著しい損傷が発生した

場合において原子炉格納容器内における水素による爆発（以下

「水素爆発」という。）による破損を防止する必要がある場合に

は，水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するために必要

な設備を設けなければならない。 

 

（解釈） 

１ 第５２条に規定する「水素爆発による原子炉格納容器の破損を

防止するために必要な設備」とは，以下に掲げる措置又はこれ

らと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

＜BWR＞ 

ａ）原子炉格納容器内を不活性化すること。 

＜PWR のうち必要な原子炉＞ 

ｂ）水素濃度制御設備を設置すること。 

＜BWR 及び PWR 共通＞ 

ｃ）水素ガスを原子炉格納容器外に排出する場合には，排出経路

での水素爆発を防止すること，放射性物質の低減設備，水素及

び放射性物質濃度測定装置を設けること。 

ｄ）炉心の著しい損傷時に水素濃度が変動する可能性のある範囲

で測定できる監視設備を設置すること。 

ｅ）これらの設備は，交流又は直流電源が必要な場合は代替電源

設備からの給電を可能とすること。 

 
 

3.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設

備【52条】 

【設置許可基準規則】 

（水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備） 

第五十二条 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生した

場合において原子炉格納容器内における水素による爆発（以下

「水素爆発」という。）による破損を防止する必要がある場合に

は、水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するために必要

な設備を設けなければならない。 

 

（解釈） 

１ 第５２条に規定する「水素爆発による原子炉格納容器の破損を

防止するために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれら

と同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

＜BWR＞ 

ａ）原子炉格納容器内を不活性化すること。 

＜PWR のうち必要な原子炉＞ 

ｂ）水素濃度制御設備を設置すること。 

＜BWR 及び PWR共通＞ 

ｃ）水素ガスを原子炉格納容器外に排出する場合には、排出経路

での水素爆発を防止すること、放射性物質の低減設備、水素及

び放射性物質濃度測定装置を設けること。 

ｄ）炉心の著しい損傷時に水素濃度が変動する可能性のある範囲

で測定できる監視設備を設置すること。 

ｅ）これらの設備は、交流又は直流電源が必要な場合は代替電源

設備からの給電を可能とすること。 

 

 

 

 

3.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

【52条】 

【設置許可基準規則】 

（水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備） 

第五十二条 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生した

場合において原子炉格納容器内における水素による爆発（以下

「水素爆発」という。）による破損を防止する必要がある場合に

は、水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するために必要

な設備を設けなければならない。 

 

（解釈） 

１ 第５２条に規定する「水素爆発による原子炉格納容器の破損を

防止するために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれら

と同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

＜BWR＞ 

ａ）原子炉格納容器内を不活性化すること。 

＜PWR のうち必要な原子炉＞ 

ｂ）水素濃度制御設備を設置すること。 

＜BWR 及び PWR 共通＞ 

ｃ）水素ガスを原子炉格納容器外に排出する場合には、排出経路

での水素爆発を防止すること、放射性物質の低減設備、水素及

び放射性物質濃度測定装置を設けること。 

ｄ）炉心の著しい損傷時に水素濃度が変動する可能性のある範囲

で測定できる監視設備を設置すること。 

ｅ）これらの設備は、交流又は直流電源が必要な場合は代替電源

設備からの給電を可能とすること。 

 
 

3.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 

3.9.1 設置許可基準規則第 52 条への適合方針 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器内に

おける水素による爆発（以下「水素爆発」という。）による破損を

防止する必要がある場合には，水素爆発による原子炉格納容器の

破損を防止するための設備として，不活性ガス系，格納容器圧力

逃がし装置，耐圧強化ベント系及び水素濃度監視設備を設ける。 

 

3.9水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 

3.9.1 設置許可基準規則第 52条への適合方針 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器内

における水素爆発による破損を防止する必要がある場合には，

水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するために必要な

重大事故等対処設備を設置及び保管する。 

 

 

3.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 

3.9.1 設置許可基準規則第 52条への適合方針 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器内に

おける水素による爆発（以下「水素爆発」という。）による破損を

防止する必要がある場合には，水素爆発による原子炉格納容器の

破損を防止するための設備として，窒素ガス制御系，格納容器フ

ィルタベント系，窒素ガス代替注入系及び水素濃度監視設備を設

ける。 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 
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島根２号炉の耐圧強

化ベントラインは，新規

制基準施行以前にアク

シデントマネジメント

対策として設置してお

り，設置許可基準規則第

48 条としても必要な容

量を有する設備である

が，格納容器フィルタベ

ント系を新たに重大事

故等対処設備として設

置することから，耐圧強

化ベントラインは同規

則第 48 条の自主対策設

備として位置付け，万

一，炉心損傷前に格納容

器フィルタベント系が

使用できない場合に耐

圧強化ベントラインを

使用する運用としてい

る。 

なお，格納容器フィルタ

ベント系は，同規則第

48条，第 50条及び第 52

条を満足する重大事故

等対処設備として，以下

に示すとおり，信頼性の

高い系統構成としてい

る 

・ベント弁（第１弁及び

第２弁）の並列２重化

及び操作機構の多様

化によるベント弁開

放の信頼性を確保 

・他系統との隔離弁の直

列２重化による格納

容器フィルタベント

ラインの隔離機能の
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なお，不活性ガス系は設計基準対象施設であり，炉心の著しい損

傷が発生した場合に使用するものではないため，重大事故等対処

設備とは位置付けない。 

 

(1) 原子炉格納容器内の不活性化（設置許可基準規則解釈の第

1 項 a）） 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容

器内におけるジルコニウム－水反応及び水の放射線分解等に

より発生する水素ガスにより，原子炉格納容器内で水素爆発

が発生することを防止するため，原子炉運転中において原子

炉格納容器内は，不活性ガス系により常時不活性化されてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 不活性ガス系による原子炉格納容器内の不活性化（設置許可

基準規則解釈の第 1項ａ）） 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容器

内におけるジルコニウム－水反応及び水の放射線分解等により

発生する水素により，原子炉格納容器内で水素爆発が発生する

ことを防止するため，発電用原子炉運転中は原子炉格納容器内

を不活性ガス系により常時不活性化する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，窒素ガス制御系は設計基準対象施設であり，炉心の著しい

損傷が発生した場合に使用するものではないため，重大事故等対

処設備とは位置付けない。 

 

(1) 原子炉格納容器内の不活性化（設置許可基準規則解釈の第

１項 a）） 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容

器内におけるジルコニウム－水反応及び水の放射線分解等に

より発生する水素ガスにより，原子炉格納容器内で水素爆発

が発生することを防止するため，原子炉運転中は原子炉格納

容器内を窒素ガス制御系により常時不活性化する。 

 

信頼性を確保 

（以下，①の相違） 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，放射線

分解により発生する水

素ガス及び酸素ガスの

発生割合（G値）を設計

基準事故ベースとした

場合，事象発生から７日

以内に原子炉格納容器

内の酸素濃度が５％を

上回る可能性があるこ

とから，原子炉格納容器

内を不活性化し酸素濃

度の上昇を抑制するた

め窒素ガス代替注入系

を SA 設備として使用す

る（以下，②の相違） 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二は，3.9.1(1)

項に記載 
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(2) 格納容器圧力逃がし装置の設置（設置許可基準規則解釈の

第 1 項 c)e)） 

格納容器圧力逃がし装置は，炉心の著しい損傷が発生した

場合において水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止で

きるよう，原子炉格納容器内に滞留する水素ガス及び酸素ガ

スを大気へ排出するために使用する。 

 

 

 

ⅰ) 格納容器圧力逃がし装置は，排気中に含まれる水素ガス

及び酸素ガスによる水素爆発を防ぐため，系統内を不活性

ガス（窒素ガス）で置換した状態で待機させ，使用後にお

いても不活性ガスで置換できる設計とし，排出経路に水素

ガス及び酸素ガスが蓄積する可能性のある箇所にはバイパ

スラインを設け，水素ガス及び酸素ガスを連続して排出で

きる設計とする。 

 

 

 

 

 

なお，不活性ガス系は設計基準対象施設であり，重大事故等が

発生した際に使用するものではないため，重大事故等対処設備

とは位置付けない。 

 

 

(2) 可搬型窒素供給装置による原子炉格納容器内の酸素濃度抑

制（設置許可基準規則解釈の第 1項ａ）） 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容器

内におけるジルコニウム－水反応及び水の放射線分解等により

発生する水素により，原子炉格納容器内で水素爆発が発生する

おそれがある。これらの反応によって格納容器内水素濃度は，

可燃限界濃度を上回るが，可搬型窒素供給装置である窒素供給

装置及び窒素供給装置用電源車により原子炉格納容器に窒素を

供給し酸素濃度を可燃限界未満とすることで，水素及び酸素が

同時に可燃限界に到達することを防止する。 

 

 

(3) 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の水素及

び酸素の排出（設置許可基準規則解釈第 1項ｃ），ｅ）） 

炉心の著しい損傷が発生した場合おいて水素爆発による原子

炉格納容の破損を防止するための設備として，格納容器圧力逃

がし装置を設置する。原子炉格納容器内の水素爆発防止のため

の運用に当たっては，代替循環冷却を行った際に原子炉格納容

器内で発生する水素及び酸素を排出することを目的とする。な

お，上記設備の設置においては以下の条件を満たす設計とする。 

 

（ⅰ） 排出経路での水素爆発を防止するため，通常待機時は系

統内を可搬型窒素供給装置である窒素供給装置及び窒素供

給装置用電源車により窒素置換しておくことで，ベント実

施時に排出ガスに含まれる水素と酸素により系統内が可燃

領域となることを防止する設計とする。また，ベント停止

後にフィルタ装置内に蓄積した放射性物質による水の放射

線分解で発生する水素及び酸素によって，系統内が可燃領

域に達することを防止するため，可搬型窒素供給装置であ

る窒素供給装置及び窒素供給装置用電源車により不活性ガ

スを供給することにより系統内をパージすることが可能な

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

(2) 窒素ガス代替注入系の設置（設置許可基準規則解釈の第１

項 a)） 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，水素爆発によ

る原子炉格納容器の破損を防止するため，原子炉格納容器内

を不活性化するため，窒素ガス代替注入系を使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 格納容器フィルタベント系の設置（設置許可基準規則解釈

の第１項 c)e)） 

格納容器フィルタベント系は，炉心の著しい損傷が発生し

た場合において水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止

できるよう，原子炉格納容器内に滞留する水素ガス及び酸素

ガスを大気へ排出するために使用する。 

 

 

 

ⅰ) 格納容器フィルタベント系は，排気中に含まれる水素ガ

ス及び酸素ガスによる水素爆発を防ぐため，系統内を不活

性ガス（窒素ガス）で置換した状態で待機させ，使用後に

おいても不活性ガスで置換できる設計とし，排出経路に水

素ガス及び酸素ガスが蓄積する可能性のある箇所にはバイ

パスラインを設け，水素ガス及び酸素ガスを連続して排出

できる設計とする。 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，3.9.1

項に記載 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 
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また，炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子

炉格納容器内雰囲気ガスを不活性ガス系等を経由して，フ

ィルタ装置及びよう素フィルタへ導き，放射性物質を低減

させた後に原子炉建屋屋上に設ける放出口から排出するこ

とで，排気中に含まれる放射性物質の環境への排出を低減

しつつ，ジルコニウム－水反応及び水の放射線分解等によ

り発生する原子炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガスを大

気に排出できる設計とする。 

 

 

また，フィルタ装置出口配管にフィルタ装置出口放射線

モニタを設置することにより，放出口から排出される放射

線量率を測定し，放射性物質濃度を推定することが可能な

設計とする。さらに，水素ガスが蓄積する可能性のある排

出経路の配管頂部にフィルタ装置水素濃度を設置すること

により，排出経路における水素濃度を測定し，監視するこ

とが可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ)格納容器圧力逃がし装置のうち，フィルタ装置水素濃度

は，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備か

らの給電が可能な設計とする。 

 

 

また，フィルタ装置出口放射線モニタは，常設代替直流

電源設備又は可搬型直流電源設備から給電が可能な設計と

する。 

 

 

 

 

また，排出経路にフィルタ装置を設置することにより，

排出ガスに含まれる放射性物質を低減することが可能な設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

また，フィルタ装置出口配管にフィルタ装置出口放射線

モニタ（高レンジ・低レンジ）を設置することにより，放

出された放射性物質濃度を推定することが可能な設計とす

る。さらに，水素が蓄積する可能性のある排出経路の配管

頂部にフィルタ装置入口水素濃度を設置し，系統内の水素

濃度を測定可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

なお，フィルタ装置の出口配管は大気放出端まで連続上り

勾配とし，系統内に水素が滞留することがない設計とする。

（設置許可基準規則解釈の第１項ｃ）） 

 

（ii） 格納容器圧力逃がし装置の電源については，重大事故等

対処設備である代替電源設備より受電可能な設計とする。 

フィルタ装置入口水素濃度は，常設代替交流電源設備又

は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な設計とす

る。 

また，フィルタ装置出口放射線モニタ（高レンジ・低レ

ンジ）は，常設代替直流電源設備又は可搬型代替直流電源

設備からの給電が可能な設計とする。（設置許可基準規則解

釈の第１項ｅ）） 

 

格納容器圧力逃がし装置については，「3.7 原子炉格納

 

また，炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子

炉格納容器内雰囲気ガスを窒素ガス制御系等を経由して，

第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ

銀ゼオライト容器へ導き，放射性物質を低減させた後に原

子炉建物屋上に設ける放出口から排出することで，排気中

に含まれる放射性物質の環境への排出を低減しつつ，ジル

コニウム－水反応及び水の放射線分解等により発生する原

子炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガスを大気に排出でき

る設計とする。 

 

また，第１ベントフィルタ出口配管に第１ベントフィル

タ出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）を設置するこ

とにより，放出口から排出される放射線量率を測定し，放

射性物質濃度を推定することが可能な設計とする。さらに，

第１ベントフィルタ出口配管に第１ベントフィルタ出口水

素濃度を設置することにより，排出経路における水素濃度

を測定し，監視することが可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ) 格納容器フィルタベント系のうち，第１ベントフィルタ

出口水素濃度は，常設代替交流電源設備又は可搬型交流電

源設備から給電が可能な設計とする。 

 

 

また，第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・

低レンジ）は，常設代替直流電源設備又は可搬型直流電源

設備から給電が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，第１ベ

ントフィルタスクラバ

容器上流からの窒素ガ

スパージにより下流側

で不活性化を確認する

設計 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，別添資

料-1に記載 
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(3) 耐圧強化ベント系の設置（設置許可基準規則解釈の第 1 項

c)e)） 

耐圧強化ベント系については，炉心の著しい損傷が発生した

場合であって，代替循環冷却系を長期使用した際に，ジルコニ

ウム－水反応及び水の放射線分解等により原子炉格納容器内に

発生する水素ガス及び酸素ガスを不活性ガス系等を経由して，

主排気筒（内筒）を通して大気へ排出することにより水素爆発

による原子炉格納容器の破損を防止するための設備として使用

する。 

また，炉心の著しい損傷が発生した場合に耐圧強化ベント系

を使用するため，以下の条件を満たすものとする。 

 

ⅰ) 炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納

容器内雰囲気ガスを排出するために使用する際には，排気

中に含まれる水素ガス及び酸素ガスによる水素爆発を防止

するた め，系統待機中に原子炉格納容器から耐圧強化ベ

ント弁までの配管については，系統内を不活性ガス（窒素

ガス）で置換しておく運用とする。また，排出経路に水素

ガス及び酸素ガスが蓄積する可能性のある箇所については

バイパスラインを設け，水素ガス及び酸素ガスを連続して

排出できる設計とする。さらに，可搬型窒素供給装置は，

耐圧強化ベント系を使用する前に外部より排出経路の配管

へ不活性ガス（窒素ガス）を供給できる設計とする。 

耐圧強化ベント系は，サプレッション・チェンバ及びド

ライウェルのいずれにも接続し，炉心の著しい損傷が発生

した場合において，原子炉格納容器内の水素ガス及び酸素

ガスを排出する場合は，サプレッション・チェンバのプー

ル水によるスクラビング効果が期待できるウェットウェル

ベントとすることにより，排出される放射性物質の低減を

図るものとする。 

容器の過圧破損を防止するための設備（設置許可基準規則

第 50条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

 

フィルタ装置入口水素濃度及びフィルタ装置出口放射線

モニタ（高レンジ・低レンジ）については，「3.15 計装設

備（設置許可基準規則第 58条に対する設計方針を示す章）」

で示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 
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また，排出経路の配管に耐圧強化ベント系放射線モニタ

を設置することにより，放出口から排出される放射線量率

を測定し，放射性物質濃度を推定することが可能な設計と

する。さらに，水素ガスが蓄積する可能性のある排出経路

の配管頂部にフィルタ装置水素濃度を設置することによ

り，排出経路における系統内の水素濃度を測定し，監視す

ることが可能な設計とする。 

 

ⅱ) 耐圧強化ベント系のうち，フィルタ装置水素濃度は，常

設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電

が可能な設計とする。また，耐圧強化ベント系放射線モニ

タは，常設代替直流電源設備又は可搬型直流電源設備から

給電が可能な設計とする。 

 

(4) 水素濃度監視設備の設置（設置許可基準規則解釈の第 1 項

d)e)） 

ⅰ) 炉心の著しい損傷が発生した場合に水素濃度が変動する

可能性のある範囲で水素濃度を監視するため，原子炉格納

容器内に格納容器内水素濃度（SA）を設置する。 

また，原子炉格納容器内で発生する水素ガス及び酸素ガス

によって原子炉格納容器内が水素爆発することを防止する

ため，原子炉格納容器内雰囲気ガスを排出する必要がある。

このため，格納容器内雰囲気計装にて，原子炉格納容器内

の水素濃度に加え，原子炉格納容器内の酸素濃度の監視が

可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ) 格納容器内水素濃度（SA）は常設代替直流電源設備又は

可搬型直流電源設備からの給電により中央制御室において

原子炉格納容器内の水素濃度監視が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 原子炉格納容器内の水素濃度監視及び酸素濃度監視（設置許

可基準規則解釈の第１項ｄ）） 

炉心の著しい損傷が発生した場合に水素濃度及び酸素濃度

が変動する可能性のある範囲で水素濃度及び酸素濃度を監視

するため，原子炉建屋原子炉棟内に格納容器内水素濃度（Ｓ

Ａ）及び格納容器内酸素濃度（ＳＡ）を設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

格納容器内水素濃度（ＳＡ）及び格納容器内酸素濃度（Ｓ

Ａ）は，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備

からの給電が可能な設計とし，中央制御室において原子炉格

納容器内の水素濃度及び酸素濃度の監視が可能な設計とす

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 水素濃度監視設備の設置（設置許可基準規則解釈の第１項

d)e)）  

ⅰ) 炉心の著しい損傷が発生した場合に水素濃度及び酸素濃

度が変動する可能性のある範囲で水素濃度及び酸素濃度を

監視するため，原子炉建物原子炉棟内に格納容器水素濃度

（ＳＡ），格納容器酸素濃度（ＳＡ）及び格納容器内雰囲気

計装（格納容器水素濃度（Ｂ系）及び格納容器酸素濃度（Ｂ

系））を設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ) 格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度（ＳＡ）

は常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

の給電により中央制御室において原子炉格納容器内の水素

濃度及び酸素濃度監視が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7は，設計基準

対象施設の格納容器内

酸素濃度を重大事故等

対処設備として兼用し

て使用（以下，③の相違） 

【東海第二】 

東海第二は，設計基準

対象施設の格納容器内

水素濃度，酸素濃度を重

大事故等対処設備とし

て使用していない（以

下，④の相違） 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

③の相違 

使用する電源設備が
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また，格納容器内水素濃度及び格納容器内酸素濃度は全

交流動力電源喪失が発生した場合でも，常設代替交流電源

設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電及びサンプリ

ングガスを代替原子炉補機冷却系により冷却して，中央制

御室において原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の

監視が可能な設計とする。 

 

 

なお，水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための

自主対策設備として，以下を整備する。 

 

(5) 可燃性ガス濃度制御系 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器内

で発生する水素ガス及び酸素ガスを再結合することにより水素

濃度及び酸素濃度の抑制を行い，水素爆発による原子炉格納容

器の破損を防止する。 

なお，可燃性ガス濃度制御系については設計基準事故対処設

備として設置するものであることから，炉心の著しい損傷が発

生した場合において可燃性ガス濃度制御系を使用して原子炉格

納容器内の水素濃度及び酸素濃度を制御する運用については自

主的な運用とする。 

 

 

(6) 可搬型格納容器窒素供給設備 

原子炉格納容器内の水蒸気凝縮による負圧破損を防止すると

ともに，原子炉格納容器内の可燃性ガス濃度を低減するために，

可搬型格納容器窒素供給設備を設ける。本系統は，可燃性ガス

濃度制御系配管に接続治具を用いてホースを接続し，可搬型大

容量窒素供給装置にて発生した窒素ガスをドライウェル及びサ

プレッション・チェンバに供給が可能な設計とする。 

また，本設備は事故後 8 日目以降に使用するものである。 

なお，可搬型格納容器窒素供給設備については，「3.7 原子炉

格納容器の過圧破損を防止するための設備（設置許可基準規則

第 50 条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

 

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するた

めの自主対策設備として，以下を整備する。 

 

(5) 可燃性ガス濃度制御設備の設置 

可燃性ガス濃度制御設備は，炉心の著しい損傷が発生した場

合において原子炉格納容器内で発生する水素及び酸素を再結合

することにより水素濃度の抑制を行い，水素爆発による破損を

防止する。 

なお，炉心損傷による大量の水素が発生するような状況下で

は，可燃性ガス濃度制御系の処理能力を超える水素が発生し，

また原子炉格納容器内の圧力の上昇に伴い可燃性ガス濃度制御

系の使用に制限がかかるため，炉心の著しい損傷が発生した場

合において可燃性ガス濃度制御設備を使用して原子炉格納容器

内の水素濃度を制御する運用については自主的な運用とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，格納容器水素濃度（Ｂ系）及び格納容器酸素濃度

（Ｂ系）は全交流動力電源喪失が発生した場合でも，常設

代替交流電源設備からの給電及びサンプリングガスを原子

炉補機代替冷却系により冷却して，中央制御室において原

子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の監視が可能な設

計とする。 

 

 

なお，水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための

自主対策設備として，以下を整備する。 

 

(5) 可燃性ガス濃度制御系 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器

内で発生する水素ガス及び酸素ガスを再結合することにより

水素濃度及び酸素濃度の抑制を行い，水素爆発による原子炉

格納容器の破損を防止する。 

なお，可燃性ガス濃度制御系については設計基準事故対処

設備として設置するものであることから，炉心の著しい損傷

が発生した場合において可燃性ガス濃度制御系を使用して原

子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度を制御する運用につ

いては自主的な運用とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

異なる（以下，⑤の相違） 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

④の相違 

【柏崎 6/7】 

⑤の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 
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(6) 格納容器内水素濃度及び格納容器内酸素濃度 

格納容器内水素濃度及び格納容器内酸素濃度は，炉心の著し

い損傷が発生した場合において，水素及び酸素濃度が変動する

可能性のある範囲で監視することを目的とし，原子炉格納容器

内の雰囲気ガスをサンプリングすることで，原子炉建屋原子炉

棟内に設置した水素検出器及び酸素検出器にて原子炉格納容器

内の水素及び酸素濃度を測定する。 

なお，格納容器内水素濃度及び格納容器内酸素濃度について

は，設計基準事故対処設備として設置するものであり，重大事

故等時における原子炉格納容器内の圧力及び温度では使用でき

ない場合があることから，炉心の著しい損傷が発生した際に格

納容器内水素濃度及び格納容器内酸素濃度を使用して原子炉格

納容器内の水素濃度及び酸素濃度を測定する運用については自

主的な運用とする。 

 

 

(6) 原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の監視 

格納容器水素濃度（Ａ系）及び格納容器酸素濃度（Ａ系）

は，原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度を測定し，指

示値を中央制御室で監視できる設計とする。 

 

 

 

なお，格納容器水素濃度（Ａ系）及び格納容器酸素濃度（Ａ

系）については設計基準事故対処設備として設置するもので

あり，重大事故等が発生した際に格納容器水素濃度（Ａ系）

及び格納容器酸素濃度（Ａ系）を使用して原子炉格納容器内

の水素濃度を制御する運用については自主的な運用とする。 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，設計基

準対象施設の格納容器

水素濃度，酸素濃度のう

ち B 系を重大事故等対

処設備とし，A系を自主

対策設備としている 

 

3.9.2 重大事故等対処設備 3.9.2 重大事故等対処設備 

3.9.2.1 可搬型窒素供給装置 

3.9.2.1.1 設備概要 

可搬型窒素供給装置は，炉心の著しい損傷が発生した場合に

おいて原子炉格納容器内における水素爆発による原子炉格納容

器破損を防止するために重大事故緩和設備として設けるもので

あり，窒素供給装置及び窒素供給装置用電源車で構成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.2 重大事故等対処設備 

3.9.2.1 窒素ガス代替注入系 

3.9.2.1.1 設備概要 

窒素ガス代替注入系は，炉心の著しい損傷が発生した場合にお

いて，水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止できるよう，

原子炉格納容器内に窒素ガスを注入することにより原子炉格納容

器内の酸素濃度を抑制するために使用する。 

本系統は，可搬式窒素供給装置，燃料補給設備であるガスター

ビン発電機用軽油タンク，非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タン

ク，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク，タン

クローリ，流路である窒素ガス代替注入系配管及び弁並びにホー

ス等，注入先である原子炉格納容器で構成する。 

本系統は，可搬式窒素供給装置により，原子炉格納容器内へ窒

素を供給することで酸素濃度を可燃限界未満に抑制できる設計と

する。 

可搬式窒素供給装置は，付属のディーゼル発電機からの給電に

より駆動できる設計とし，燃料は燃料補給設備であるガスタービ

ン発電機用軽油タンク又はディーゼル燃料貯蔵タンクからタンク

ローリにより補給できる設計とする。 

本系統の操作に当たっては，可搬式窒素供給装置に付属する操

作スイッチにより，可搬式窒素供給装置を起動し運転を行う。 

なお，可搬式窒素供給装置を使用する際に接続する接続口は，

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉の可搬式

窒素供給装置は，発電機

を搭載（以下，⑥の相違） 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 
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可搬型窒素供給装置の系統概要図を第 3.9－1図に，可搬型窒

素供給装置に関する重大事故等対処設備を第 3.9－1 表に示す。 

共通の要因によって接続することができなくなることを防止する

ために，原子炉建物の外壁により隔離される原子炉建物内及び原

子炉建物外に複数箇所設置する設計とする。 

本系統に関する系統概要図を図 3.9-1，本系統に関する重大事

故等対処設備一覧を表 3.9-1に示す。 

 

 

 

 

 

 

第 3.9－1 図 可搬型窒素供給装置系統概要図 

 

図 3.9-1 窒素ガス代替注入系 系統概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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 第 3.9－1表 可搬型窒素供給装置に関する重大事故等対処設備

一覧 

 

※1 電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57条に対する

設計方針を示す章）」で示す。 

※2 計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58条に対する

設計方針を示す章）」で示す。 

表 3.9-1 窒素ガス代替注入系に関する重大事故等対処設備一覧 

 

 
※１：電源設備については「3.14電源設備（設置許可基準規則第 57条に対する設計方

針を示す章）」で示す。 

※２：計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規２則第 58条に対する設

計方針を示す章）」で示す。 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.9.2.1.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

兼用する設備は以下のとおり。 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.2.1.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉の可搬式

窒素供給装置は，最終ヒ

ートシンクへ熱を輸送

する設備及び原子炉格

納容器の過圧破損を防

止するための設備と兼

用 
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 (1) 窒素供給装置 

種   類         圧力変動吸着式 

容   量         約 200Nm３／h（1台あたり） 

窒素純度         約 99.0vol％ 

最高使用温度       60℃ 

供給圧力         約 0.5MPa［gage］ 

台   数        2（予備 2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置場所         屋外 

保管場所         西側，南側保管場所 

 

 (2) 窒素供給装置用電源車 

エンジン 

台   数         1（予備 1） 

使用燃料         軽油 

発電機 

台   数         1（予備 1） 

種   類         三相交流発電機 

容   量         約 500kVA 

力   率         0.8 

電   圧         440V 

周 波 数         50Hz 

設置場所         屋外 

保管場所         西側，南側保管場所 

 

(1) 可搬式窒素供給装置 

種類     ：圧力変動吸着式（ＰＳＡ） 

容量     ：約 100m3/h[normal] 

窒素純度   ：約 99.9vol％ 

最高使用温度 ：60℃ 

供給圧力   ：0.6MPa以上 

個数     ：１（予備１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置場所   ：屋外 

保管場所   ：第１保管エリア及び第４保管エリア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 なお，電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則

第 57 条に対する設計方針を示す章）」，計装設備については「3.15 

計測設備（設置許可基準規則第 58 条に対する設計方針を示す章）」

で示す。 

・設備の相違 

【東海第二】 

設備仕様の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

東海第二は，可搬型窒

素供給装置を複数台組

み合わせて構成するが，

島根２号炉は可搬式窒

素供給装置１台で構成

し，必要流量を満足でき

る設計としている（以

下，⑦の相違） 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑥の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 
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 3.9.2.1.3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.9.2.1.3.1 設置許可基準規則第 43条第 1項への適合方針 

(1) 環境条件（設置許可基準規則第 43条第 1項一） 

 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放

射線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処

するために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

窒素供給装置及び窒素供給装置用電源車で想定する環境

条件を第 3.9－2表に示す。 

窒素供給装置及び窒素供給装置用電源車は，西側及び南

側保管場所に保管し，重大事故等時に，原子炉建屋付近の

屋外に設置する設備であることから，その機能を期待され

る重大事故等における屋外の環境条件を考慮する設計とす

る。 

窒素供給装置及び窒素供給装置用電源車の操作は，各々

に付属するスイッチにより，設置場所にて操作可能な設計

とする。 

地震，風（台風），竜巻による風荷重については，当該荷

重を考慮しても機器が損傷しない設計とする。積雪・火山

の影響については，適切に除雪・除灰する運用とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.2.1.3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.9.2.1.3.1 設置許可基準規則第 43条第１項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43 条第１項

一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放

射線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処

するために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

窒素ガス代替注入系の可搬式窒素供給装置は屋外の第

１保管エリア及び第４保管エリアに保管し，重大事故等時

に原子炉建物南側の屋外に設置する設備であることから，

想定される重大事故等時における，屋外の環境条件及び荷

重を考慮し，その機能を有効に発揮することができるよ

う，以下の表 3.9-2に示す設計とする。 

 

可搬式窒素供給装置の操作は，可搬式窒素供給装置に付

属の操作スイッチにより，想定される重大事故等時におい

て設置場所から操作可能な設計とする。 

風（台風）による荷重については，転倒しないことの確認

を行っているが，詳細評価により転倒する結果となった場

合は，転倒防止措置を講じる。積雪の影響については，適

切に除雪する運用とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑥の相違 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

地震について，島根２

号炉は，表 3.9-2に記載 

・設計方針の相違  

【東海第二】 

島根２号炉は，柏崎

6/7と同様に，SA事象と

重畳する自然現象の規

模を検討し，環境条件と

して地震，風（台風），

凍結，降水，積雪を考慮

することとしている 
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    また，降水及び凍結により機能を損なうことのないよう，

防水対策がとられた窒素供給装置を使用し，凍結のおそれ

がある場合は暖気運転を行い凍結対策とする。 

（52－3－2，52－7－2～4） 

また，降水及び凍結により機能を損なわないよう防水対策

が取られた可搬式窒素供給装置を使用し，凍結のおそれが

ある場合は暖気運転を行い凍結対策とする。 

（52-3，52-9，52-10） 

 

 

 

 

 

 第 3.9－2表 想定する環境条件 

 

 

表 3.9-2 想定する環境条件及び荷重条件（可搬式窒素供給装置） 

 

 

・設計方針の相違 

 

 (2) 操作性（設置許可基準規則第 43条第 1項二） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操

作できるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

可搬型窒素供給装置の操作に必要な窒素供給装置，窒素

供給装置用電源車及び弁を第 3.9－3表に示す。 

窒素供給装置を用いて原子炉格納容器に窒素を供給する

場合は，窒素供給装置用電源車と共に原子炉建屋近傍に配

置するとともにホースを原子炉建屋東側又は原子炉建屋西

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43条第１項二） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に

操作できるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑥の相違 
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側の格納容器窒素供給ライン接続口に接続し，現場操作で

格納容器窒素供給ライン元弁を開とし，窒素供給装置付属

のスイッチにより起動することで窒素供給を行う。 

 

 

原子炉建屋東側及び原子炉建屋西側の格納容器窒素供給

ライン元弁については，各々原子炉建屋東側接続口近傍の

屋外と原子炉建屋西側地下格納槽内から手動操作で弁を開

閉することが可能な設計とする。 

 

窒素供給装置及び窒素供給装置用電源車に付属のスイッ

チは，運転員等の操作性を考慮して十分な操作空間を確保

する設計とし，機器の名称等を表示した銘板の取付け等に

より識別可能とすることで，運転員等の操作性及び監視性

を考慮して確実に操作が可能な設計とする。 

 

また，窒素供給装置及び窒素供給装置用電源車は，設置

場所にて車両を輪留め又は車両転倒防止装置にて固定が可

能な設計とする。 

ホースの接続作業に当たっては，特殊な工具は必要とせ

ず，簡便な接続金物及び一般的な工具により，確実に接続

が可能な設計とする。 

 

 

 

 

（52－3－2，52－4－2） 

 

窒素ガス代替注入系の可搬式窒素供給装置については，

付属の操作スイッチからのスイッチ操作で起動する設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

可搬式窒素供給装置は付属の操作スイッチ及び操作に必

要な弁を操作するにあたり，緊急時対策要員のアクセス

性，操作性を考慮して十分な操作空間を確保する。また，

それぞれの操作対象については銘板をつけることで識別

可能とし，緊急時対策要員の操作・監視性を考慮して確実

に操作できる設計とする。 

可搬式窒素供給装置は，接続口まで屋外のアクセスルー

トを通行してアクセス可能な設計とするとともに，設置場

所にて輪留めによる固定等が可能な設計とする。 

ホースの接続作業に当たっては，特殊な工具及び技量は

必要とせず，簡便な結合金具による接続並びに一般的な工

具を使用することにより，確実に接続が可能な設計とす

る。 

操作が必要な弁については，屋外にあるため，操作位置

及び作業位置の放射線量が高くなるおそれが少ないため

操作が可能である。 

（52-3，52-4，52-9） 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，表 3.9

-3に記載 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑥の相違 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，車両転

倒防止装置を使用しな

い 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 第 3.9－3表 操作対象機器 

 

 

表 3.9-3 操作対象機器 

 

・設備の相違 
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 (3) 試験検査（設置許可基準規則第 43条第 1項三） 

(ⅰ) 要求事項 

   健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中

又は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

窒素供給装置及び窒素供給装置用電源車の試験検査を第

3.9－4表に示す。 

窒素供給装置及び窒素供給装置用電源車は，発電用原子

炉運転中又は停止中に，機能・性能検査，弁動作確認，車

両検査が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

機能・性能確認として，窒素供給装置用電源車と窒素供

給装置を接続し，試運転を実施することにより，流量の確

認に加え，運転時の振動，異音，異臭及び漏えいの確認が

可能な設計とする。 

 

ホースについては，機能・性能に影響を及ぼすおそれのあ

るき裂，ジョイント部の腐食等が無いことを確認可能な設

計とする。 

 

弁については，分解検査として弁体等の部品の状態を確

認可能な設計とする。分解検査においては，浸透探傷試験

により，性能に影響を及ぼす指示模様の有無を確認可能な

設計とし，目視により，性能に影響を及ぼすおそれのある

き裂，打こん，変形及び摩耗の有無を確認可能な設計とす

る。 

また，発電用原子炉停止中に弁動作確認を実施することで，

弁の開閉動作を確認可能な設計とする。 

 

 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第１項三） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中

又は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

窒素ガス代替注入系の可搬式窒素供給装置は，表 3.9-4

に示すように発電用原子炉の運転中又は停止中に独立し

て機能・性能試験，分解検査及び外観検査が可能な設計と

する。 

 

可搬式窒素供給装置は，発電用原子炉の運転中又は停止

中に分解又は取替え，車両としての運転状態の確認及び外

観の確認が可能な設計とする。 

 

また，上記の試験に加えて，発電用原子炉の運転中又は停

止中に各接続口の弁開閉動作の確認が可能な設計とする。 

 

運転性能の確認として，可搬式窒素供給装置の吐出圧力

及び流量の確認を行うことが可能な設計とする。 

 

 

 

ホースの外観検査として，機能・性能に影響を及ぼすお

それのある亀裂及び腐食等がないことの確認を行うこと

が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑥の相違 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二は，５段落後

に記載 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二は，４段落後

に記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，表 3.9

-4に記載 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，３段落

前に記載） 
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窒素供給装置及び窒素供給装置用電源車は，車両として

異常なく走行できることを確認可能な設計とする。 

（52－4－2，52－5－2） 

 

 

 

 

 

（52-5） 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，４段落

前に記載 

 

 第 3.9－4表 可搬型窒素供給装置の試験検査 

 

 

表 3.9-4 可搬式窒素供給装置の試験及び検査 

 

 

 

 (4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第 1項四） 

(ⅰ) 要求事項 

   本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するため

に使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から速

やかに切り替えられる機能を備えるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

示す。 

窒素供給装置及び窒素供給装置用電源車は，通常待機時

は接続先の系統と分離された状態で西側及び南側保管場所

に保管し，本来の用途以外の用途には使用しない設計とす

る。 

 

 

 

（52－4－2） 

(4) 切り替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第１項四） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するた

めに使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から

速やかに切り替えられる機能を備えるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

窒素ガス代替注入系の可搬式窒素供給装置は，本来の用

途以外には使用しない。 

 

 

窒素ガス代替注入系の可搬式窒素供給装置の移動，設

置，起動操作については，図 3.9-2で示すタイムチャート

のとおり速やかに切り替えることが可能である。 

（52-4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑥の相違 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 
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図 3.9-2 窒素ガス代替注入系による原子炉格納容器内の 

不活性化 タイムチャート＊ 

＊：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止

に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況

についての 1.9で示すタイムチャート 

・記載方針の相違

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第 1項五）

(ⅰ) 要求事項 

 工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもので

あること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

窒素供給装置及び窒素供給装置用電源車は，通常待機時

は接続先の系統と分離された状態で保管することで，他の

設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

窒素供給装置及び窒素供給装置用電源車による窒素供給

は，弁操作や接続によって通常待機時の系統構成から重大

事故等対象設備としての系統構成とすることで，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。 

窒素供給装置及び窒素供給装置用電源車は，保管場所に

おいて転倒しない設計とすることで，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。 

(5) 悪影響の防止(設置許可基準規則第 43条第 1項五）

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもの

であること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

窒素ガス代替注入系の可搬式窒素供給装置は，通常時は

接続先の系統と分離して保管し，重大事故等時に接続，弁

操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とす

ることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

・設備の相違

【東海第二】 

⑥の相違

・資料構成の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，3.9.2.

1.3.1 (1)項に記載 

手順の項目

緊急時対策所～第４保管エリア移動

車両健全性確認（可搬式窒素供給装置）

可搬式窒素供給装置の移動

可搬式窒素供給装置のホース敷設・接続，暖気運転

弁開操作

備考40 60 80 100 120 140 220 240

経過時間（分）

160 180 200

可搬式窒素供給装置による
原子炉格納容器への窒素ガス供給

（窒素供給ライン接続口を使用した原子炉格納
容器への窒素ガス供給の場合）

20

緊急時対策要員 ２

要員(数)

必要な要員と作業項目

可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器への窒素ガス供給開始

２時間

手順の項目

緊急時対策所～第４保管エリア移動

車両健全性確認（可搬式窒素供給装置）

可搬式窒素供給装置の移動

可搬式窒素供給装置のホース敷設・接続，暖気運転

弁開操作

要員(数)

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

備考20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240

可搬式窒素供給装置による
原子炉格納容器への窒素ガス供給

（窒素供給ライン接続口（建物内）（原子炉建
物付属棟西側扉）を使用した原子炉格納容器へ

の窒素ガス供給の場合）

緊急時対策要員 ２

可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器への窒素ガス供給開始

２時間

手順の項目

緊急時対策所～第４保管エリア移動

車両健全性確認（可搬式窒素供給装置）

可搬式窒素供給装置の移動

可搬式窒素供給装置のホース敷設・接続，暖気運転

弁開操作

備考

要員(数)

可搬式窒素供給装置による
原子炉格納容器への窒素ガス供給

（窒素供給ライン接続口（建物内）（タービン
建物北側扉）を使用した原子炉格納容器への窒
素ガス供給の場合（故意による大型航空機の衝
突その他のテロリズムによる影響がある場

合））

緊急時対策要員 ２

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

360 48012060 180 240 300 420

可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器への窒素ガス供給開始

６時間40分
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設置場所においては，車両転倒防止装置又は輪止めにより

固定することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

 

 

また，窒素供給装置及び窒素供給装置用電源車は，固縛等

を実施することで，飛散物となって他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。 

（52－3－2，52－4－2） 

 

可搬式窒素供給装置は，輪留めによる固定等をすること

で，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

可搬式窒素供給装置は，飛散物となって他の設備に悪影

響を及ぼさない設計とする。 

 

（52-3，52-4，52-5） 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，車両転

倒防止装置を使用しな

い 

 

 

 (6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第 1項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故

等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう，

放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置

場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたもので

あること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

可搬型窒素供給装置の系統構成に操作が必要な機器の設

置場所及び操作場所を第 3.9－5表に示す。 

窒素供給装置及び窒素供給装置用電源車の接続及び操作

は屋外で実施するが，作業に当たっては，放射線量を確認

し，適切な放射線防護対策で作業安全確保を確認した上で

作業を実施する。 

 

 

 

仮に線量が高い場合は，線源からの離隔距離を確保すると

ともに，状況に応じ仮設遮蔽の設置等を実施した上で，線

量を測定し線量が低い場所で作業を行うことにより，窒素

供給装置及び窒素供給装置用電源車の設置並びに常設設備

との接続が可能な設計とする。 

（52－3－2，52－7－2） 

 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第１項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事

故等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよ

う，放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，

設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じた

ものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

窒素ガス代替注入系の可搬式窒素供給装置の操作が必

要な機器の設置場所，操作場所を表 3.9-5に示す。 

このうち，可搬式窒素供給装置，ホースは屋外にあること

から，操作位置及び作業位置の放射線量が高くなるおそれ

が少ないため操作が可能である。また，ＡＮＩ 代替窒素

供給ライン元弁（Ｄ／Ｗ側）及びＡＮＩ 代替窒素供給ラ

イン元弁（Ｓ／Ｃ側）については，屋外に設置されている

ことから，操作位置の放射線量が高くなるおそれが少ない

ため操作が可能である。 

 

 

 

 

 

（52-3，52-4，52-9） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，3.9.2.

1.3.2 (4)項に記載 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，被ばく

評価上，仮設遮蔽が不要 
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 第 3.9－5表 操作対象機器 

 

 

表 3.9-5 操作対象機器設置場所 

 

 

・設備の相違 

 

 3.9.2.1.3.2 設置許可基準規則第 43条第 3項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第 3項一） 

(ⅰ) 要求事項 

     想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十

分に余裕のある容量を有するものであること。 

 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

窒素供給装置及び窒素供給装置用電源車は，炉心の著

しい損傷が発生した場合において，水の放射線分解によ

って発生する水素及び酸素濃度上昇の抑制が可能な窒素

供給量を有する設計とする。 

供給量としては，有効性評価シナリオ「雰囲気圧力・

温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）（代替循

環冷却を使用する場合）」において，設計基準事故対処設

備である可燃性ガス濃度制御系の性能評価で使用してい

るＧ値を採用した場合に，有効性が確認されている原子

炉格納容器への供給量が 400Nm３／hであることから，窒

素供給装置 1 台あたり 200Nm３／h を供給可能な設計と

し，2台使用する設計とする。 

 

窒素供給装置は，重大事故等時において窒素供給に必

要な容量を有するものを 1 セット 2 台と，故障時及び保

守点検による待機除外時の予備用として 2 台の合計 4 台

を保管する。 

 

 

 

3.9.2.1.3.2 設置許可基準規則第 43条第 3項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第 3項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分

に余裕のある容量を有するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

窒素ガス代替注入系の可搬式窒素供給装置は，炉心の著

しい損傷が発生した場合において，水の放射性分解によっ

て発生する水素及び酸素濃度上昇の抑制が可能な窒素供

給量を有する設計とする。 

供給量としては，有効性評価シナリオ「水素燃焼」にお

いて，設計基準事故対処設備である可燃性ガス濃度制御系

の性能評価で使用しているＧ値を採用した場合に，有効性

が確認されている原子炉格納容器への供給量 100 m3 

/h[normal]を供給可能な設計とし，１台使用する設計とす

る。 

 

 

 

可搬式窒素供給装置は，重大事故等時において窒素供給

に必要な容量を有するものを１セット１台使用する。保有

数は，１セット１台に加えて，故障時及び保守点検による

待機除外時のバックアップ用として１台の合計２台を分

散して保管する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑥の相違 

 

 

 

 

 

 

・解析結果の相違 

【東海第二】 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑦の相違 
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窒素供給装置用電源車は，窒素供給装置 1 セット 2 台

への電源供給に必要な容量を有するものを 1 台と，故障

時及び保守点検による待機除外時の予備用として 1 台の

合計 2台を保管する。 

（52－6－2～5） 

 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第 43条第 3項二） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又

は短時間に発電用原子炉施設と接続することができる常

設の設備をいう。以下同じ。）と接続するものにあっては，

当該常設設備と容易かつ確実に接続することができ，か

つ，二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用す

ることができるよう，接続部の規格の統一その他の適切

な措置を講じたものであること。 

 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

可搬型窒素供給装置の窒素供給装置に付属のホースと格

納容器窒素供給ライン接続口（原子炉建屋東側又は原子炉

建屋西側）については，フランジ接続にすることで，一般

的に使用される工具を用いてホースを確実に接続が可能な

設計とする。また，格納容器窒素供給ライン接続口（原子

炉建屋東及び原子炉建屋西側）の口径を統一し，確実に接

続が可能な設計とする。 

（52－7－2） 

 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第 43条第 3項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によっ

て接続することができなくなることを防止するため，可

搬型重大事故等対処設備（原子炉建屋の外から水又は電

力を供給するものに限る。）の接続口をそれぞれ互いに異

なる複数の場所に設けるものであること。 

 

 

 

 

 

 

（52-6） 

 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第 43条第 3項二） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は

短時間に発電用原子炉施設と接続することができる常設

の設備をいう。以下同じ。）と接続するものにあっては，

当該常設設備と容易かつ確実に接続することができ，か

つ，二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用する

ことができるよう，接続部の規格の統一その他の適切な措

置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

窒素ガス代替注入系の可搬式窒素供給装置の接続箇所

は，格納容器フィルタベント系への窒素ガスの供給にも使

用することができるよう，可搬式窒素供給装置から来るホ

ースと接続口について，簡便な接続方式である結合金具に

することに加え，接続口の口径を 50Aに統一することで，

確実に接続ができる設計とする。 

 

（52-3，52-9） 

 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第 43条第 3項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって

接続することができなくなることを防止するため，可搬型

重大事故等対処設備（原子炉建物の外から水又は電力を供

給するものに限る。）の接続口をそれぞれ互いに異なる複

数の場所に設けるものであること。 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑥の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，結合金

具を使用する 
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  (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，

悪影響防止等」に示す。 

可搬型窒素供給装置は，水又は電力を供給するもので

はないものの，原子炉格納容器へ窒素を供給する接続口

は，重大事故等時の環境条件，自然現象，外部人為事象，

溢水及び火災の影響により接続できなくなることを防止

するため，原子炉建屋の異なる面の隣接しない東側に 1

箇所及び西側に 1箇所設置する。 

（52－7－2） 

 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第 3項四） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型

重大事故等対処設備を設置場所に据え付け，及び常設設

備と接続することができるよう，放射線量が高くなるお

それが少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設

置その他の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

窒素供給装置及び窒素供給装置用電源車の接続及び操

作は屋外で実施するが，作業に当たっては，放射線量を

確認し，適切な放射線防護対策で作業安全確保を確認し

た上で作業を実施する。仮に線量が高い場合は，線源か

らの離隔距離を確保するとともに，状況に応じ仮設遮蔽

の設置等を実施した上で，線量を測定し線量が低い場所

で作業を行うことにより，窒素供給装置及び窒素供給装

置用電源車の設置並びに常設設備との接続が可能な設計

とする。 

 

 

 

 

また，ホースと接続口の接続は，簡便なフランジ接続

により一般的な工具等を用い確実に接続が可能な設計と

する。 

（52－3－2，52－7－2） 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

窒素ガス代替注入系の可搬式窒素供給装置は，原子炉建

物の外から水又は電力を供給するものではないものの，原

子炉格納容器へ窒素ガスを供給する接続口は，重大事故等

時の環境条件，自然現象，外部人為事象，溢水及び火災の

影響により接続できなくなることを防止するため，原子炉

建物南側に１箇所及び原子炉建物付属棟内に１箇所設置

する設計とする。 

 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第 3項四） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型

重大事故等対処設備を設置場所に据え付け及び常設設備

と接続することができるよう，放射線量が高くなるおそれ

が少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その

他の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

窒素ガス代替注入系の可搬式窒素供給装置の操作位置

及び作業位置は屋外であり，想定される重大事故等が発生

した場合における放射線を考慮しても作業への影響はな

いと想定しているが，仮に線量が高い場合は線源からの離

隔距離をとること，線量を測定し線量が低い位置に配置す

ることにより，これら設備の設置及び常設設備との接続が

可能である。 

 

 

 

 

 

 

また，現場での接続作業に当たっては，簡便な結合金具に

よる接続方式により，確実に速やかに接続が可能である。 

（52-9） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，原子炉

建物南側及び原子炉建

物付属棟内に窒素供給

用の接続口を１箇所設

置する 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑥の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，被ばく

評価上，仮設遮蔽が不要 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑥の相違 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，結合金

具を使用する 
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(5) 保管場所（設置許可基準規則第 43条第 3項五） 

(ⅰ) 要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空

機の衝突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故

対処設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を

考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所

に保管すること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，

悪影響防止等」に示す。 

窒素供給装置及び窒素供給装置用電源車は，地震，津

波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突そ

の他のテロリズムによる影響他の条件を考慮し，発電所

敷地内の西側及び南側保管場所に保管することで位置的

分散を図る設計とする。 

（52－3－2，52－8－2） 

 

(6) アクセスルートの確保（許可基準規則第 43条第 3項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬

型重大事故等対処設備を運搬し，又は他の設備の被害状

況を把握するため，工場等内の道路及び通路が確保でき

るよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査

性」に示す。 

窒素供給装置及び窒素供給装置用電源車は，通常待機

時は西側及び南側保管場所に保管するため，想定される

重大事故等が発生した場合における，保管場所から設置

場所までの経路について，設備の運搬及び移動に支障を

来すことのないよう，別ルートも考慮して複数のアクセ

スルートを確保する。 

なお，アクセスルートの詳細については，「実用発電用

原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び

拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的

能力に係る審査基準」への適合状況について」の「1.0 重

(5) 保管場所（設置許可基準規則第 43条第 3項五） 

(ⅰ) 要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機

の衝突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故対処

設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮

した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保

管すること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

窒素ガス代替注入系の可搬式窒素供給装置は，地震，津

波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突そ

の他のテロリズムによる影響その他の条件を考慮し，発電

所敷地内の第１保管エリア及び第４保管エリアに分散し

て保管する。 

（52-3，52-10） 

 

(6) アクセスルートの確保（設置許可基準規則第 43条第 3項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型

重大事故等対処設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を

把握するため，工場等内の道路及び通路が確保できるよ

う，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

窒素ガス代替注入系の可搬式窒素供給装置は，通常時は

第１保管エリア及び第４保管エリアに分散して保管して

おり，想定される重大事故等が発生した場合においても，

保管場所から接続場所までの運搬経路について，設備の運

搬及び移動に支障をきたすことのないよう，迂回路も考慮

して複数のアクセスルートを確保する。 

（『可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルー

トについて』参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑥の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑥の相違 
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大事故等対策における共通事項」添付資料 1.0.2「東海第

二発電所 可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアク

セスルートについて」で示す。 

（52－9－2） 

 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多

様性（設置許可基準規則第 43条第 3項七） 

(ⅰ) 要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因に

よって，設計基準事故対処設備の安全機能，使用済燃料

貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防

止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するた

めに必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれが

ないよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，

悪影響防止等」に示す。 

窒素供給装置及び窒素供給装置用電源車は，重大事故

緩和設備であり，発電所敷地内の西側及び南側保管場所

に保管することで位置的分散を図る設計とする。 

 

 

 

 

（52-11） 

 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様

性（設置許可基準規則第 43条第 3項七） 

(ⅰ) 要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によ

って，設計基準事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵

槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防止設

備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために

必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがない

よう，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

窒素ガス代替注入系の可搬式窒素供給装置は，重大事故

緩和設備として配備するものであるが，安全機能等を有す

る設備が設置されている原子炉建物と位置的分散を図り，

発電所敷地内の第１保管エリア及び第４保管エリアに分

散して配置する設計とする。 

（52-3，52-4，52-9，52-10） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑥の相違 

3.9.2.1 格納容器圧力逃がし装置 

3.9.2.1.1 設備概要 

格納容器圧力逃がし装置は，炉心の著しい損傷が発生した場合

において水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止できるよ

う，原子炉格納容器内に滞留する水素ガス及び酸素ガスを大気へ

排出するために使用する。 

本系統は，フィルタ装置，よう素フィルタ及びラプチャーディ

スク，電源設備（常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設

備，代替所内電気設備，常設代替直流電源設備，可搬型直流電源

設備），計測制御装置，流路である不活性ガス系，耐圧強化ベント

系，格納容器圧力逃がし装置及び遠隔空気駆動弁操作設備の配管

及び弁並びにホース等，排出元である原子炉格納容器（サプレッ

ション・チェンバ，真空破壊弁を含む）で構成する。 

3.9.2.2 格納容器圧力逃がし装置 

3.9.2.2.1 設備概要 

格納容器圧力逃がし装置は，炉心の著しい損傷が発生した場合

において原子炉格納容器内における水素爆発による原子炉格納容

器破損を防止するために重大事故緩和設備として設けるものであ

り，フィルタ装置，第一弁（サプレッション・チェンバ側），第一

弁（ドライウェル側），第二弁，第二弁バイパス弁及び圧力開放板

で構成する。 

 

 

 

 

 

3.9.2.2 格納容器フィルタベント系 

3.9.2.2.1 設備概要 

格納容器フィルタベント系は，炉心の著しい損傷が発生した場

合において水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止できるよ

う，原子炉格納容器内に滞留する水素ガス及び酸素ガスを大気へ

排出するために使用する。 

本系統は，第１ベントフィルタスクラバ容器，第１ベントフィ

ルタ銀ゼオライト容器及び圧力開放板，電源設備（常設代替交流

電源設備，可搬型代替交流電源設備，代替所内電気設備，常設代

替直流電源設備，可搬型直流電源設備），計測制御装置，流路であ

る窒素ガス制御系，非常用ガス処理系及び格納容器フィルタベン

ト系の配管及び弁並びにホース等，排出元である原子炉格納容器

（サプレッション・チェンバ，真空破壊装置を含む。）で構成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

系統構成の相違 

・設備の相違 
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また，炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納

容器内雰囲気ガスを不活性ガス系等を経由して，フィルタ装置及

びよう素フィルタへ導き，放射性物質を低減させた後に原子炉建

屋屋上に設ける放出口から排出することで，排気中に含まれる放

射性物質の環境への排出を低減しつつ，ジルコニウム－水反応及

び水の放射線分解等により発生する原子炉格納容器内の水素ガス

及び酸素ガスを大気に排出できる設計とする。 

 

本系統に関する系統概要図を図 3.9-1，本系統に関する重大事

故等対処設備一覧を表 3.9-1 に示す。 

 

格納容器圧力逃がし装置の詳細は，「3.7 原子炉格納容器の過圧

破損を防止するための設備（設置許可基準規則第 50 条に対する

設計方針を示す章）」で示す。 

また，フィルタ装置出口放射線モニタ，フィルタ装置水素濃度の

詳細は，「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58 条に対する設

計方針を示す章）」で示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

格納容器圧力逃がし装置の系統概要図を第 3.9－2図，格納容器

圧力逃がし装置に関する重大事故等対処設備を第 3.9－6 表に示

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納

容器内雰囲気ガスを窒素ガス制御系等を経由して，第１ベントフ

ィルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器へ

導き，放射性物質を低減させた後に原子炉建物屋上に設ける放出

口から排出することで，排気中に含まれる放射性物質の環境への

排出を低減しつつ，ジルコニウム－水反応及び水の放射線分解等

により発生する原子炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガスを大気

に排出できる設計とする。 

本系統に関する系統概要図を図 3.9-3，本系統に関する重大事

故等対処設備一覧を表 3.9-6に示す。 

 

格納容器フィルタベント系の詳細は，「3.7原子炉格納容器の過

圧破損を防止するための設備（設置許可基準規則第 50条に対する

設計方針を示す章）」で示す。 

また，第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レン

ジ）及び第１ベントフィルタ出口水素濃度の詳細は，「3.15 計装

設備（設置許可基準規則第 58 条に対する設計方針を示す章）」で

示す。 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の排出経

路に設置される隔離弁

は，空気作動弁を設置し

ない設計のため，遠隔空

気駆動弁操作設備の配

管はない 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 
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図 3.9-1 格納容器圧力逃がし装置 系統概要図 

 

 
 

 

第 3.9－2図 格納容器圧力逃がし装置 系統概要図 

 

 

 

 

図 3.9-3 格納容器フィルタベント系 系統概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

表 3.9-1 格納容器圧力逃がし装置に関する重大事故等対処 

設備一覧 

 

 

 

 

 

 

第 3.9－6表 格納容器圧力逃がし装置に関する重大事故等対処

設備一覧（1／2） 

 

 

表 3.9-6 格納容器フィルタベント系に関する重大事故等対処 

設備一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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・電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第57条に対する設置方針を
示す章）」で示す。 
・計測設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第58条に対する設置方針を
示す章）」で示す。 
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※1:水源については「3.13重大事故等の収束に必要となる水の供給設備(設置許可基準

規則第 56条に対する設計方針を示す章)」で示す。 

※2:単線結線図を補足説明資料 50-2に示す。 

電源設備については「3.14 電源設備(設置許可基準規則第 57 条に対する設計方

針を示す章)」で示す。 

※3:主要設備を用いた炉心損傷防止及び格納容器破損防止対策を成功させるために把

握することが必要な原子炉施設の状態 

計装設備については「3.15 計装設備(設置許可基準規則第 58 条に対する設計方

針を示す章)」で示す。 

※4:重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いる補助パラメ

ータ 

第 3.9－6表 格納容器圧力逃がし装置に関する重大事故等対処

設備一覧（2／2） 

 

※1 「3.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備（設置許可基準規則第

50条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※2 水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設置許可

基準規則第 56条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※3 電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57条に対する設計

方針を示す章）」で示す。 

※4 計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58条に対する設計

方針を示す章）」で示す。 

 

 

 

 

 

※１:単線結線図を補足説明資料 50-2に示す。 

電源設備については「3.14電源設備（設置許可基準規則第 57条に対する設計

方針を示す章）」で示す。 

※２：主要設備を用いた炉心損傷防止及び原子炉格納容器破損防止対策を成功させる

ために把握することが必要な原子炉施設の状態 

計装設備については「3.15計装設備（設置許可基準規則第 58条に対する設計

方針を示す章）」で示す。 

・設備の相違 
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3.9.2.2 耐圧強化ベント系 

3.9.2.2.1 設備概要 

耐圧強化ベント系は，炉心の著しい損傷が発生した場合におい

て，代替循環冷却系を長期使用した際に，水素爆発による原子炉

格納容器の破損を防止できるよう，原子炉格納容器内に滞留する

水素ガス及び酸素ガスを大気へ排出するために使用する。 

耐圧強化ベント系はサプレッション・チェンバ及びドライウェ

ルのいずれにも接続し，炉心の著しい損傷が発生した場合におい

て，原子炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガスを排出するために

使用する場合は，サプレッション・チェンバのプール水によるス

クラビング効果が期待できるサプレッション・チェンバ側からの

排出経路のみを使用する。 

本系統は，サプレッション・チェンバ，可搬型窒素供給装置，

電源設備（常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，代

替所内電気設備，常設代替直流電源設備，可搬型直流電源設備），

計測制御装置，流路である不活性ガス系，耐圧強化ベント系，遠

隔空気駆動弁操作設備及び非常用ガス処理系の配管及び弁並びに

ホース，主排気筒（内筒）等，排出元である原子炉格納容器（真

空破壊弁を含む）で構成する。 

また，炉心の著しい損傷が発生した場合において，代替循環冷

却系を長期使用した際に，ジルコニウム－水反応及び水の放射線

分解等により原子炉格納容器内に発生する水素ガス及び酸素ガス

を不活性ガス系等を経由して，主排気筒（内筒）を通して大気へ

排出できる設計とする。 

本系統は，排出経路の配管の一部が大気開放されており，排気

中に含まれる水素ガスによる水素爆発を防止するために，可搬型

窒素供給装置を用いて不活性ガスにて大気開放ラインのパージを

行う。また，排出経路の配管に耐圧強化ベント系放射線モニタを

設置することにより，排出された放射性物質濃度を測定し，監視

が可能な設計とする。さらに，水素ガスが蓄積する可能性のある

排出経路の配管頂部にフィルタ装置水素濃度を設置することによ

り，系統内に蓄積した水素濃度を測定し，監視が可能な設計とす

る。また，系統内で可燃性ガスが蓄積する可能性のある箇所につ

いては，可燃性ガスを連続して排出するバイパスライン（水素バ

イパスライン）を設置し，系統内に可燃性ガスが蓄積することを

防止する設計とする。 

本系統に関する系統概要図を図 3.9-2，本系統に関する重大事

故等対処設備一覧を表 3.9-2 に示す。 

  ・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

 

 

添3.9-29



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

耐圧強化ベント系放射線モニタ，フィルタ装置水素濃度の詳細は，

「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58 条に対する設計方針を

示す章）」で示す。 

 

 

図 3.9-2 耐圧強化ベント系 系統概要図 
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表 3.9-2 耐圧強化ベント系に関する重大事故等対処設備一覧 

 

 

 

※1：単線結線図を補足説明資料 48-2 に示す。 

電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57 条に対する設計

方針を示す章）」で示す。 

※2：主要設備を用いた炉心損傷防止及び格納容器破損防止対策を成功させるために

把握することが必要な原子炉施設の状態 

計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58 条に対する設計
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方針を示す章）」で示す。 

※3：フィルタ装置水素濃度については，設置許可基準規則第 52 条において原子炉格

納容器内の水素ガスを排出する際に要求されるものである。格納容器圧力逃がし

装置のフィルタ装置水素濃度と兼用であり，サンプリングラインを切り替えるこ

とによって，耐圧強化ベント系も計測可能である。 

 

3.9.2.2.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

(1) 耐圧強化ベント系 

最高使用圧力  ：620kPa[gage] 

最高使用温度  ：171℃ 

容量      ：約 15.8kg/s 

(2) サプレッション・チェンバ 

個数   ： 1 

容量   ： 約 3,600m3 

取付箇所 ： 原子炉建屋原子炉区域 

 

(3) 可搬型窒素供給装置（6 号及び 7 号炉共用） 

種類    ：圧力スイング吸着式（PSA） 

容量    ：約 70Nm3/h/台 

個数    ：2（予備 1） 

設置場所  ：屋外 

保管場所  ：荒浜側高台保管場所及び大湊側高台保管場所 

 

なお，電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則

第 57 条に対する設計方針を示す章）」，計装設備については

「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58 条に対する設計方針

を示す章）」で示す。 

 

   

3.9.2.2.3 設置許可基準規則第 43 条への適合方針 

3.9.2.2.3.1 設置許可基準規則第 43 条第 1 項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43 条第 1 項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射

線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処する

ために必要な機能を有効に発揮するものであること。 
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(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 耐圧強化ベント系を構成する機器は，原子炉建屋原子炉区域

内及び屋外に設置されている設備であることから，想定される

重大事故等時における原子炉建屋原子炉区域内及び屋外の環境

条件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に発揮することが

できるよう，以下の表 3.9-3 に示す設計とする。 

耐圧強化ベント系の排出経路に設置される隔離弁の操作は，

重大事故等が発生した場合の原子炉建屋原子炉区域内の環境を

考慮し，また，電源喪失時においても操作可能なように，原子

炉建屋内の原子炉区域外より遠隔手動弁操作設備を介しての人

力操作が可能な設計とする。 

耐圧強化ベント系のサプレッション・チェンバは原子炉建屋

原子炉区域内の設備であることから，想定される重大事故等時

における，原子炉建屋原子炉区域内の環境条件及び荷重条件を

考慮し，その機能を有効に発揮することができるよう，以下の

表 3.9-4 に示す設計とする。 

耐圧強化ベント系の可搬型窒素供給装置は，屋外の荒浜側高

台保管場所及び大湊側高台保管場所に保管し，重大事故等時に

タービン建屋西側大物搬入口前の屋外に設置する設備であるこ

とから，想定される重大事故等時における，屋外の環境条件及

び荷重条件を考慮し，その機能を有効に発揮することができる

よう，以下の表 3.9-5 に示す設計とする。 

可搬型窒素供給装置の操作は，可搬型窒素供給装置に付属の

操作スイッチにより，想定される重大事故等時において設置場

所から操作可能な設計とする。風（台風）による荷重について

は，転倒しないことの確認を行っているが，詳細評価により転

倒する結果となった場合は，転倒防止措置を講じる。積雪の影

響については，適切に除雪する運用とする。また，降水及び凍

結により機能を損なわないよう防水対策が取られた可搬型窒素

供給装置を使用し，凍結のおそれがある場合は暖気運転を行い

凍結対策とする。 

（52-3，52-9，52-10） 
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表 3.9-3 想定する環境条件及び荷重条件 

（耐圧強化ベント系） 

 

 

 

表 3.9-4 想定する環境条件及び荷重条件 

（サプレッション・チェンバ） 
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表 3.9-5 想定する環境条件及び荷重条件 

（可搬型窒素供給装置） 

 

 

 

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43 条第 1 項二） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作

できるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

耐圧強化ベント系を使用する際に操作が必要な隔離弁（一

次隔離弁（サプレッション・チェンバ側），二次隔離弁，フィ

ルタ装置入口弁，耐圧強化ベント弁）については，遠隔手動

弁操作設備にて原子炉建屋内の原子炉区域外より人力にて遠

隔操作することにより，重大事故等の環境下においても確実

に操作が可能となる設計とする。また，一次隔離弁（サプレ

ッション・チェンバ側），フィルタ装置入口弁，耐圧強化ベン

ト弁については,遠隔空気駆動弁操作用ボンベ及び遠隔空気

駆動弁操作設備にて原子炉建屋内の原子炉区域外より遠隔操

作することにより，重大事故等の環境下においても確実に操

作が可能な設計とする。さらに，一次隔離弁（サプレッショ

ン・チェンバ側）,二次隔離弁については電源が復旧すること

により，中央制御室でも遠隔操作可能である。二次隔離弁が

使用できない場合には二次隔離弁バイパス弁を遠隔手動弁操

作設備により，原子炉建屋内の原子炉区域外より人力にて遠

隔操作することも可能である。なお，二次隔離弁バイパス弁

についても，電源が復旧することにより，中央制御室でも遠
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隔操作可能である。 

耐圧強化ベント系使用時に，耐圧強化ベント系に接続され

る系統との隔離のための弁（換気空調系一次隔離弁，非常用

ガス処理系一次隔離弁，非常用ガス処理系フィルタ装置出口

隔離弁 A 及び B，非常用ガス処理系 U シール隔離弁）につい

ては，中央制御室により閉操作，若しくは閉確認をすること

ができる。なお，原子炉区域・タービン区域換気空調系，非

常用ガス処理系には，格納容器圧力逃がし装置との隔離を確

実にするため，手動駆動の二次隔離弁をそれぞれ設置してい

るが，これらの弁については通常時閉とし，さらに運転操作

上，弁を開とする必要が生じた場合には運転員を近傍に配置

し，緊急時には即座に弁の閉操作を可能とすることで，格納

容器圧力逃がし装置使用時には，これらの弁が確実に閉とな

るような運用とする。 

水素バイパスラインに設置される止め弁については，遠隔

手動弁操作設備にて原子炉建屋内の原子炉区域外より人力に

て遠隔操作することにより，重大事故等の環境下においても

確実に操作が可能な設計とする。 

表 3.9-6 に操作対象機器を示す。これら操作機器について

は，運転員のアクセス性，操作性を考慮して十分な操作空間

を確保する。また，それぞれの操作対象については銘板をつ

けることで識別可能とし，運転員の操作及び監視性を考慮し

て確実に操作が可能な設計とする。 

耐圧強化ベント系大気放出ラインの窒素パージを行うため

の操作が必要な機器及び操作に必要な弁を表 3.9-7 に示す。

このうち，耐圧強化ベント系 N2 パージ用元弁（二次格納施

設側）及び耐圧強化ベント系 N2 パージ用元弁（タービン建

屋側）については，原子炉建屋内の原子炉区域外に設置され

ており，手動操作で開閉することが可能な設計とする。 

また，耐圧強化ベント系の可搬型窒素供給装置については，

付属の操作スイッチからのスイッチ操作で起動する設計とす

る。可搬型窒素供給装置は付属の操作スイッチ及び操作に必

要な弁を操作するにあたり，緊急時対策要員のアクセス性，

操作性を考慮して十分な操作空間を確保する。また，それぞ

れの操作対象については銘板をつけることで識別可能とし，

緊急時対策要員の操作・監視性を考慮して確実に操作できる

設計とする。 

可搬型窒素供給装置は，接続口まで屋外のアクセスルート
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を通行してアクセス可能な設計とするとともに，設置場所に

て輪留めによる固定等が可能な設計とする。 

ホースの接続作業に当たっては，特殊な工具及び技量は必

要とせず，簡便な結合金具による接続並びに一般的な工具を

使用することにより，確実な接続が可能な設計とする。 

操作が必要な弁については，原子炉建屋内の原子炉区域外

にあるため，操作位置及び作業位置の放射線量が高くなるお

それが少ないため操作が可能である。 

（52-3，52-4，52-9） 
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表 3.9-6 操作対象機器 

 

 
※1 中央制御室にてランプ確認を行う。 

全閉でないことが確認された場合はスイッチ操作にて閉操作を行う。 

※2 中央制御室にてランプ確認を行う。 

これらの弁は，運転操作上，弁を開とする必要が生じた場合には運転員を近傍に

配置し，緊急時には即座に弁の閉操作を可能とすることで，耐圧強化ベント系使

用時には，これらの弁が確実に閉となるような運用とする。 
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表 3.9-7 操作対象機器

 

 

   

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43 条第 1 項三） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又

は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

耐圧強化ベント系において排出経路に設置される隔離弁

（電動弁及び空気作動弁）については，表 3.9-8 に示すよう

に発電用原子炉の停止中に機能・性能試験及び弁動作試験が

可能な設計とする。発電用原子炉の運転中については，弁の

開閉試験により系統内に封入されている窒素が外部に排出さ

れることを防止するため，開閉試験は実施しない。 

耐圧強化ベント系のサプレッション・チェンバは，表 3.9-9 

に示すように発電用原子炉の停止中に，内部の確認が可能な

設計とする。また，気密性能の確認として，全体漏えい率試

験が可能な設計とする。発電用原子炉の運転中には中央制御

室にて 24 時間に 1 回の頻度で水位の確認により漏えいの有

無の確認が可能な設計とする。 

耐圧強化ベント系の可搬型窒素供給装置は，表 3.9-10 に

示すように発電用原子炉の運転中又は停止中に独立して機

能・性能試験，弁動作試験，分解検査及び外観検査が可能な

設計とする。 

可搬型窒素供給装置は，発電用原子炉の運転中又は停止中

に分解又は取替え，車両としての運転状態の確認及び外観の

確認が可能な設計とする。 

また，上記の試験に加えて，発電用原子炉の運転中又は停

止中に各接続口の弁開閉試験を実施することで弁開閉動作の
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確認が可能な設計とする。 

運転性能の確認として，可搬型窒素供給装置の吐出圧力及

び流量の確認を行うことが可能な設計とする。 

ホースの外観検査として，機能・性能に影響を及ぼすおそ

れのある亀裂及び腐食等がないことの確認を行うことが可能

な設計とする。 

（52-5） 

表 3.9-8 耐圧強化ベント系の試験及び検査 

 

 

表 3.9-9 サプレッション・チェンバの試験及び検査 

 

 

表 3.9-10 可搬型窒素供給装置の試験及び検査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 切り替えの容易性（設置許可基準規則第 43 条第 1 項四） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために

使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から速やか

に切り替えられる機能を備えるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

耐圧強化ベント系を使用する際には，流路に接続される弁

（一次隔離弁（サプレッション・チェンバ側），二次隔離弁，
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フィルタ装置入口弁，耐圧強化ベント弁）を電源喪失時にお

いても遠隔手動弁操作設備にて原子炉建屋内の原子炉区域外

より人力にて遠隔操作することにより，排気ガスを非常用ガ

ス処理系配管を経由して主排気筒（内筒）へ導くことが可能

である。また，一次隔離弁（サプレッション・チェンバ側），

フィルタ装置入口弁，耐圧強化ベント弁については, 遠隔空

気駆動弁操作用ボンベ及び遠隔空気駆動弁操作設備にて原子

炉建屋内の原子炉区域外より遠隔操作可能である。さらに，

一次隔離弁（サプレッション・チェンバ側），二次隔離弁につ

いては電源が復旧することにより，中央制御室でも遠隔操作

可能である。二次隔離弁が使用できない場合には二次隔離弁

バイパス弁を遠隔手動弁操作設備により，原子炉建屋内の原

子炉区域外より人力にて操作することも可能である。二次隔

離弁バイパス弁は，電源が復旧することにより，中央制御室

でも遠隔操作可能である。 

これにより，図 3.9-3 で示すタイムチャートのとおり速や

かに切替え操作が可能である。 

耐圧強化ベント系の可搬型窒素供給装置は，本来の用途以

外の用途には使用しない。なお，重大事故等時に対処するた

めに耐圧強化ベント系に系統構成を切り替える場合，切替え

操作としては，接続口の弁開閉操作，ホース敷設及び接続作

業，可搬型窒素供給装置の移動，設置，起動操作を行う。 

耐圧強化ベント系の可搬型窒素供給装置の移動，設置，起

動操作及び系統の切替えに必要な弁操作については，図 3.9-4 

で示すタイムチャートのとおり速やかに切り替えることが可

能である。 

（52-4） 

 

図 3.9-3 耐圧強化ベント系（ウェットウェル）による原子炉格

納容器内の水素ガス及び酸素ガスの排出 タイムチャート＊ 
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※1：大湊側高台保管場所への移動は，20分と想定する。 

※2：窒素供給については窒素ガスパージ完了後も継続する。 

図 3.9-4 耐圧強化ラインの窒素ガスパージ タイムチャート＊ 

 

＊：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に

必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況に

ついての 1.9 で示すタイムチャート 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43 条第 1 項五） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもので

あること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

耐圧強化ベント系は，不活性ガス系，非常用ガス処理系

及び格納容器圧力逃がし装置が接続されている。 

通常時に使用する系統としては表 3.9-11 のとおり，不

活性ガス系及び非常用ガス処理系があるが，二次隔離弁，

二次隔離弁バイパス弁及び耐圧強化ベント弁を通常時閉と

することでこれらの系統とは隔離され，悪影響を防止する。

格納容器圧力逃がし装置については，通常時は使用しない

系統であるため，系統隔離弁であるフィルタ装置入口弁に

ついては通常時開としても悪影響を及ぼすことはない。 

一方で，重大事故等時において耐圧強化ベント系を使用

する際に，排出経路を構成するための隔離境界箇所は，表

3.9-12 のとおりである。 

非常用ガス処理系（非常用ガス処理系排風機入口側）及

び原子炉区域・タービン区域換気空調系との接続箇所は，

一次隔離弁と二次隔離弁の間となっており，それぞれの系

統を隔離する弁は直列に各 2 弁ずつ設置してある。これら

の弁は通常時閉，電源喪失時にはフェイルクローズとなる
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空気作動弁と通常時閉の手動弁であり，万が一，弁座から

シートパスがあったとしても，排気ガスが他系統へ回り込

むことを防止し，悪影響を及ぼさない設計とする。 

また，格納容器圧力逃がし装置，非常用ガス処理系（非

常用ガス処理系フィルタ装置出口側）及び原子炉建屋との

隔離弁については二次隔離弁より下流側に接続される。格

納容器圧力逃がし装置との隔離弁は通常時開，電源喪失時

にはフェイルオープンとなる空気作動弁であるため，耐圧

強化ベント系使用時には閉操作が必要である。非常用ガス

処理系フィルタ装置との隔離弁は，通常時閉の電動弁であ

るが，非常用ガス処理系自動起動信号により自動開となる

ため，電源喪失時にはアズイズとなることを考慮すると，

中央制御室での閉確認が必要である。また，主排気筒（内

筒）で発生するドレンをサンプへ導くラインに接続する弁

については通常時開の弁であり，耐圧強化ベント系使用前

に中央制御室からの閉操作が必要である。これらの弁によ

って他系統と隔離する弁は直列に 2 弁ずつ設置されている

ものではないが，耐圧強化ベント系を使用した際には，二

次隔離弁の開度を調整開とする手順とすることで，当該弁

の弁座シート部にかかる系統内圧力を低減させ，水素ガス

が他系統へ回り込むことを防止する設計とする。 

以上のことから，耐圧強化ベント系を用いる場合は，弁

操作によって，通常時の系統構成から重大事故等対処設備

としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼ

さない設計とする。 

耐圧強化ベント系のサプレッション・チェンバは，重大

事故等時に弁操作等により重大事故等対処設備としての系

統構成とすることで，他の設備に対して悪影響を及ぼさな

い設計とする。 

耐圧強化ベント系の可搬型窒素供給装置は，通常時は接

続先の系統と分離して保管し，重大事故等時に接続，弁操

作等により重大事故等対処設備としての系統構成とするこ

とで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

可搬型窒素供給装置は，治具や輪留めによる固定等をす

ることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

可搬型窒素供給装置は，飛散物となって他の設備に悪影

響を及ぼさない設計とする。 

（52-3，52-4，52-5） 
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表 3.9-11 他系統との隔離弁（通常時） 

 

※ 格納容器圧力逃がし装置は，重大事故等対処設備であり，通常時は使用しない系統

である。 

 

表 3.9-12 他系統との隔離弁（重大事故等時） 

 

※ 耐圧強化ベント使用時に切替え操作が必要（中央制御室若しくは現場にて容易に切

替え可能） 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43 条第 1 項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等

対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射

線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所へ

の遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであるこ

と。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

耐圧強化ベント系の系統構成に必要な機器の設置場所，操

作場所を表 3.9-13に示す。 

炉心損傷後に耐圧強化ベント系を使用する際に操作が必要な

排出経路に設置される隔離弁については，排気ガス中に含ま

れる放射性物質により，当該弁に直接近接して操作を行うこ
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とは困難であるため，中央制御室又は離れた場所から遠隔操

作が可能な設計とする。また，原子炉建屋原子炉区域内に設

置されている高線量配管に対して原子炉建屋原子炉区域壁厚

さが足りないため，遮蔽効果が不十分である場合は，操作場

所での被ばく線量率を評価した上で，追加で遮蔽体を設置す

る。 

耐圧強化ベント系の可搬型窒素供給装置の操作が必要な機

器の設置場所，操作場所を表 3.9-14 に示す。このうち，可

搬型窒素供給装置，ホースは屋外にあることから，操作位置

及び作業位置の放射線量が高くなるおそれが少ないため操作

が可能である。また，耐圧強化ベント系 N2 パージ用元弁（二

次格納施設側）及び耐圧強化ベント系 N2 パージ用元弁（タ

ービン建屋側）については，原子炉建屋内の原子炉区域外に

設置されていることから，操作位置の放射線量が高くなるお

それが少ないため操作が可能である。 

なお，タービン建屋内にホースを設置する場合は，放射線

量を確認して，適切な放射線対策に基づき作業安全確保を確

認した上で作業を実施する。 

（52-3，52-4，52-9） 

表 3.9-13 操作対象機器設置場所 
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※1 これらの弁は，運転操作上，弁を開とする必要が生じた場合には運転員

を近傍に配置し，緊急時には即座に弁の閉操作を可能とすることで，耐

圧強化ベント系使用時には，これらの弁が確実に閉となるような運用と

する。 

 

表 3.9-14 操作対象機器設置場所 

 

   

3.9.2.2.3.2 設置許可基準規則第 43 条第 2 項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43 条第 2 項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであ

ること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

耐圧強化ベント系は，想定される重大事故等時において，
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原子炉格納容器内に滞留する水素ガス及び酸素ガスを大気へ

排出することで，水素爆発による原子炉格納容器の破損を防

止する設計とする。 

耐圧強化ベント系は，原子炉定格熱出力の 1%に相当する

15.8kg/s の蒸気を排出することが可能であり，水素爆発によ

る原子炉格納容器の破損を防止するために十分な排出流量を

有する設計とする。 

また，耐圧強化ベント系の最高使用圧力は,原子炉格納容器

の最高使用圧力の 2 倍の 620kPa[gage]，最高使用温度は,原

子炉格納容器の最高使用温度の 171℃とする。炉心損傷後の

耐圧強化ベント系は，代替循環冷却系を長期使用した際に使

用するものであるため，耐圧強化ベント系を使用する際の原

子炉格納容器の圧力並びに温度は，これよりも十分に低いも

のとなる。 

サプレッション・チェンバは，設計基準対象施設と兼用し

ており，設計基準対象施設としての保有水量が，炉心の著し

い損傷発生後の原子炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガスを

排出する際において，スクラビング効果による放射性物質の

低減が可能な水量に対して十分であるため、設計基準対象施

設と同仕様の設計とする。 

（52-6） 

 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43 条第 2 項二） 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこ

と。ただし，二以上の発電用原子炉施設と共用することによ

って当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上する場合

であって，同一の工場等内の他の発電用原子炉施設に対して

悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

 耐圧強化ベント系及び耐圧強化ベント系のサプレッショ

ン・チェンバは，二以上の発電用原子炉施設において共用し

ない設計とする。 
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(3) 設計基準対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43 条第 2 

項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故

対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれが

ないよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系は，非常用

交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備

又は可搬型代替交流電源設備及び常設代替直流電源設備又は

可搬型直流電源設備からの給電により駆動できる設計とす

る。 

耐圧強化ベント系は，同一目的の水素爆発による原子炉格

納容器の損傷を防止するための設備である可燃性ガス濃度制

御系と異なる方式にて水素ガス及び酸素ガスの濃度を低減す

ることで多様性を有する設計とし，共通要因によって同時に

機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

格納容器圧力逃がし装置のフィルタ装置及びよう素フィル

タ並びにラプチャーディスクは原子炉建屋近傍の屋外に設置

し，耐圧強化ベント系のサプレッション・チェンバは原子炉

建屋内に設置することで共通要因によって同時に機能を損な

わないよう位置的分散を図る設計とする。 

（52-2，52-3，52-4） 

3.9.2.2.3.3 設置許可基準規則第 43 条第 3 項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43 条第 3 項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分に

余裕のある容量を有するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

耐圧強化ベント系の可搬型窒素供給装置は，想定される重

大事故等が発生し，代替循環冷却系を長期使用した場合であ

って，原子炉格納容器内で発生する水素ガス及び酸素ガスに
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よる原子炉格納容器内の水素爆発を防止するため，適切なタ

イミングにて耐圧強化ベント系を用いて原子炉格納容器内雰

囲気ガスを排出する前までに，短時間で耐圧強化ベント系大

気放出ラインを窒素ガスにてパージするだけの流量を有する

設計とする。 

可搬型窒素供給装置は，耐圧強化ベント系大気放出ライン

を窒素ガスにてパージするだけの流量を確保できる容量を有

するものを 1 セット 1 台使用する。保有数は 6 号及び 7 号

炉共用で 2 セット 2 台に加えて，故障時及び保守点検による

待機除外時のバックアップ用として 1 台(6 号及び 7 号炉共

用)の合計 3 台を分散して保管する。 

（52-6） 

 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第 43 条第 3 項二） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短

時間に発電用原子炉施設と接続することができる常設の設備

をいう。以下同じ。）と接続するものにあっては，当該常設設

備と容易かつ確実に接続することができ，かつ，二以上の系

統又は発電用原子炉施設が相互に使用することができるよ

う，接続部の規格の統一その他の適切な措置を講じたもので

あること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

耐圧強化ベント系の可搬型窒素供給装置の接続箇所は，格

納容器圧力逃がし装置への窒素ガスの供給にも使用すること

ができるよう，可搬型窒素供給装置から来るホースと接続口

について，簡便な接続方式である結合金具にすることに加え，

接続口の口径を 25A に統一することで，確実に接続ができる

設計とする。 

また，6 号及び 7 号炉が相互に使用することができるよう，

可搬型窒素供給装置から来るホースと接続口について，ホー

スと接続口を簡便な接続方式である結合金具にすることに加

え，接続口の口径を 25A に統一することで，確実に接続がで

きる設計とする。 

（52-9） 
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(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第 43 条第 3 項三) 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって接

続することができなくなることを防止するため，可搬型重大

事故等対処設備（原子炉建屋の外から水又は電力を供給する

ものに限る。）の接続口をそれぞれ互いに異なる複数の場所に

設けるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

耐圧強化ベント系の可搬型窒素供給装置は，原子炉建屋の

外から水又は電力を供給するものではない。 

 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第 43 条第 3 項四） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大

事故等対処設備を設置場所に据え付け，及び常設設備と接続

することができるよう，放射線量が高くなるおそれが少ない

設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な

措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

耐圧強化ベント系の可搬型窒素供給装置の操作位置及び作

業位置は屋外であり，想定される重大事故等が発生した場合

における放射線を考慮しても作業への影響はないと想定して

いるが，仮に線量が高い場合は線源からの離隔距離をとるこ

と，線量を測定し線量が低い位置に配置することにより，こ

れら設備の設置及び常設設備との接続が可能である。また，

現場での接続作業に当たっては，簡便な結合金具による接続

方式により，確実に速やかに接続が可能である。 

（52-9） 

 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第 43 条第 3 項五） 

(ⅰ) 要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の
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衝突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故対処設備

及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上で

常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管すること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

耐圧強化ベント系の可搬型窒素供給装置は，地震，津波そ

の他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテ

ロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等

対処設備の配置その他の条件を考慮し，格納容器圧力逃がし

装置のフィルタ装置、よう素フィルタ及びラプチャーディス

クと位置的分散を図り，発電所敷地内の荒浜側高台保管場所

及び大湊側高台保管場所に分散して保管する。 

（52-10) 

 

(6) アクセスルートの確保（設置許可基準規則第 43 条第 3 項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重

大事故等対処設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握

するため，工場等内の道路及び通路が確保できるよう，適切

な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

耐圧強化ベント系の可搬型窒素供給装置は，通常時は高台

の荒浜側高台保管場所及び大湊側高台保管場所に分散して保

管しており，想定される重大事故等が発生した場合において

も，保管場所から接続場所までの運搬経路について，設備の

運搬及び移動に支障をきたすことのないよう，迂回路も考慮

して複数のアクセスルートを確保する。（『可搬型重大事故等

対処設備保管場所及びアクセスルートについて』参照） 

（52-11） 

 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様性

（設置許可基準規則第 43 条第 3 項七） 

(ⅰ) 要求事項 
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重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によっ

て，設計基準事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の

冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防止設備の重大

事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能と

同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置

を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

耐圧強化ベント系の可搬型窒素供給装置は，重大事故緩和

設備として配備するものであるが，安全機能等を有する設備

が設置されている原子炉建屋と位置的分散を図り，発電所敷

地内の荒浜側高台保管場所及び大湊側高台保管場所に分散し

て配置する設計とする。 

 

3.9.2.3 水素濃度監視設備及び酸素濃度監視設備 

3.9.2.3.1 設備概要 

格納容器内水素濃度（SA）は，炉心の著しい損傷が発生した場

合に水素濃度が変動する可能性のある範囲で水素濃度を監視する

ことを目的として原子炉格納容器内に検出器を設置し，水素濃度

を測定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.2.3 水素濃度及び酸素濃度監視設備 

3.9.2.3.1 設備概要 

格納容器内水素濃度（ＳＡ）及び格納容器内酸素濃度（ＳＡ）

は，炉心の著しい損傷が発生した場合に水素濃度及び酸素濃度が

変動する可能性のある範囲で監視することを目的として，原子炉

格納容器内の雰囲気ガスをサンプリングすることで，原子炉建屋

原子炉棟内に設置する水素検出器及び酸素検出器にて原子炉格納

容器内の水素濃度及び酸素濃度を測定する。 

 

 

 

 

 

格納容器内水素濃度（ＳＡ）及び格納容器内酸素濃度（ＳＡ）

のサンプリング装置は，原子炉格納容器内の雰囲気ガスを圧縮機

により吸い込み，測定に影響を与える蒸気凝縮が生じないようサ

ンプリング系統及びサンプリング装置内にトレースヒータ及びキ

ャビネットヒータを設置し温度調節を行う。 

サンプリング装置内は温度・圧力制御され，湿度検出器により

サンプリングガスの湿度を測定した後，水素検出器を通り原子炉

格納容器内（ドライウェル，サプレッション・チェンバ）の水素

濃度を測定する。さらに湿度検出器及び水素検出器を通ったサン

3.9.2.3 水素濃度監視設備及び酸素濃度監視設備 

3.9.2.3.1 設備概要 

格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度（ＳＡ）は，

炉心の著しい損傷が発生した場合に原子炉格納容器内で発生する

水素ガス及び酸素ガスによる原子炉格納容器内の水素爆発を防止

するため，原子炉格納容器内雰囲気ガスを排出する必要があるこ

とから，原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の監視を目的

として原子炉建物原子炉棟内に検出器を設置し，原子炉格納容器

内のガスをサンプリングすることで原子炉格納容器内の水素濃度

及び酸素濃度を測定する。 

 

 

 

格納容器内水素濃度（ＳＡ）及び格納容器内酸素濃度（ＳＡ）

のサンプリング装置は，原子炉格納容器内のガスをサンプリング

ポンプにより吸い込み，水素検出器により原子炉格納容器内の水

素濃度を測定する。さらに冷却器でガスを処理した後，酸素濃度

検出器により原子炉格納容器内の酸素濃度を測定する。 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

③の相違 

柏崎 6/7は，格納容器

内に直接設置した水素

濃度を設置するが，島根

２号炉は，サンプリング

式の水素濃度を設置す

る（以下，⑧の相違） 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

③，⑧の相違 
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また，格納容器内水素濃度（SA）は常設直流電源が喪失した場

合においても常設代替直流電源設備又は可搬型直流電源設備から

の給電により中央制御室において原子炉格納容器内の水素濃度の

監視が可能である。 

格納容器内水素濃度及び格納容器内酸素濃度は，炉心の著しい

損傷が発生した場合に原子炉格納容器内で発生する水素ガス及び

酸素ガスによる原子炉格納容器内の水素爆発を防止するため，原

子炉格納容器内雰囲気ガスを排出する必要があることから，原子

炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の監視を目的として原子炉

建屋原子炉区域内に検出器を設置し，原子炉格納容器内のガスを

サンプリングすることで原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃

度を測定する。 

格納容器内水素濃度及び格納容器内酸素濃度のサンプリング装

置は，原子炉格納容器内のガスをサンプリングポンプにより吸い

込み，冷却器及び除湿器でガスを処理した後，水素濃度検出器及

び酸素濃度検出器により原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃

度を測定する。 

全交流動力電源喪失が発生した場合は常設代替交流電源設備又

は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能であり，また，サン

プリングガスを冷却するための原子炉補機冷却系による冷却機能

が喪失した場合においても，代替原子炉補機冷却系による冷却に

より中央制御室において原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃

度の監視が可能である。 

水素濃度監視設備及び酸素濃度監視設備に関する系統概要図を

図 3.9-5，水素濃度監視設備及び酸素濃度監視設備に関する重大

事故等対処設備一覧を表 3.9-15 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

プリングガスを冷却器（ペルチェガスクーラ）にて一定温度に冷

却後，酸素検出器により酸素濃度を測定し，湿度検出器の測定値

により補正を行う。 

全交流動力電源喪失が発生した場合においても常設代替交流電

源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電を可能とし，中央

制御室において原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の監視

が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水素濃度及び酸素濃度監視設備に関する系統概要図を第 3.9－3

図，重大事故等対処設備一覧を第 3.9－7表に示す。 

 

 

 

全交流動力電源喪失が発生した場合に常設代替交流電源設備又

は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能であり，中央制御室

において原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の監視が可能

である。 

格納容器水素濃度（Ｂ系）及び格納容器酸素濃度（Ｂ系）は，

炉心の著しい損傷が発生した場合に原子炉格納容器内で発生する

水素ガス及び酸素ガスによる原子炉格納容器内の水素爆発を防止

するため，原子炉格納容器内雰囲気ガスを排出する必要があるこ

とから，原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の監視を目的

として原子炉建物原子炉棟内に検出器を設置し，原子炉格納容器

内のガスをサンプリングすることで原子炉格納容器内の水素濃度

及び酸素濃度を測定する。 

 

格納容器水素濃度（Ｂ系）及び格納容器酸素濃度（Ｂ系）のサ

ンプリング装置は，原子炉格納容器内のガスをサンプリングポン

プにより吸い込み，冷却器及び除湿器でガスを処理した後，水素

濃度検出器及び酸素濃度検出器により原子炉格納容器内の水素濃

度及び酸素濃度を測定する。 

全交流動力電源喪失が発生した場合は常設代替交流電源設備か

らの給電が可能であり，また，サンプリングガスを冷却するため

の原子炉補機冷却系による冷却機能が喪失した場合においても，

原子炉補機代替冷却系による冷却により中央制御室において原子

炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の監視が可能である。 

 

水素濃度監視設備及び酸素濃度監視設備（格納容器水素濃度（Ｓ

Ａ），格納容器酸素濃度（ＳＡ），格納容器水素濃度（Ｂ系）及び

格納容器酸素濃度（Ｂ系））に関する系統概要図を図 3.9-4，5，

水素濃度監視設備及び酸素濃度監視設備に関する重大事故等対処

設備一覧を表 3.9-7に示す。 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

③，⑤の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

④の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑤の相違 
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第 3.9－3図 水素濃度及び酸素濃度監視設備に関する系統概要

図 

 

 

 

 

図 3.9-4 水素濃度及び酸素濃度監視設備（格納容器水素濃度（Ｓ

Ａ）及び格納容器酸素濃度（ＳＡ））に関する系統概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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図 3.9-5 水素濃度監視設備及び酸素濃度監視設備に関する系統

概要図 

  

 

図 3.9-5 水素濃度及び酸素濃度監視設備（格納容器水素濃度（Ｂ

系）及び格納容器酸素濃度（Ｂ系））に関する系統概要

図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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表 3.9-15 水素濃度監視設備及び酸素濃度監視設備に関する

重大事故等対処設備一覧 

 

※１：単線結線図を補足説明資料 52-2に示す。 

電源設備については「3.14電源設備（設置許可基準規則第 57条に対する設計方

針に示す章）で示す。 

 

第3.9－7表 水素濃度及び酸素濃度監視設備に関する重大事故等

対処設備一覧 

 

 

※1 電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第57条に対する設計方

針を示す章）」で示す。  

 

表3.9-7 水素濃度及び酸素濃度監視設備に関する重大事故等対

処設備一覧 

 

※１：単線結線図を補足資料52-2に示す。 

電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57条に対する設計方

針に示す章）で示す。 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

添3.9-56



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

3.9.2.3.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を表 3.9-16に示す。 

 

表 3.9-16 主要設備の仕様

 

なお，電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則

第 57 条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

 

3.9.2.3.2 主要設備の仕様 

設備の主要機器仕様を以下に示す。 

(1) 格納容器内水素濃度（ＳＡ） 

兼用する設備は以下のとおり。 

   ・計装設備（重大事故等対処設備） 

    種   類     熱伝導式 

    計測範囲      0～100vol％ 

    個   数     2 

    取付箇所      原子炉建屋原子炉棟3階 

原子炉建屋原子炉棟2階 

 

(2) 格納容器内酸素濃度（ＳＡ） 

   兼用する設備は以下のとおり。 

   ・計装設備（重大事故等対処設備） 

    種   類     磁気力式 

    計測範囲      0～25vol％ 

    個   数     2 

    取付箇所      原子炉建屋原子炉棟3階 

原子炉建屋原子炉棟2階 

 

3.9.2.3.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を表3.9-8 に示す。 

 

表3.9-8 主要設備の仕様 

 

 

 

なお，電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則

第 57 条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

 

 

 

・設備の相違 

 

3.9.2.3.3 設置許可基準規則第 43 条への適合方針 

3.9.2.3.3.1 設置許可基準規則第 43 条第 1 項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43 条第 1 項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射

線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処する

ために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

格納容器内水素濃度（SA）は，原子炉格納容器内に設置す

る設備であることから，想定される重大事故等時における，

原子炉格納容器内の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機

能を有効に発揮することができるよう，以下の表 3.9-17 に

示す設計とする。 

格納容器内水素濃度及び格納容器内酸素濃度は，原子炉建

屋原子炉区域内に設置する設備であることから，想定される

重大事故等時における，原子炉建屋原子炉区域内の環境条件

3.9.2.3.3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.9.2.3.3.1 設置許可基準規則第 43条第 1項への適合方針 

(1) 環境条件（設置許可基準規則第 43条第 1項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放

射線，荷重，その他の使用条件において，重大事故等に対

処するために必要な機能を有効に発揮するものであるこ

と。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

格納容器内水素濃度（ＳＡ）及び格納容器内酸素濃度（Ｓ

Ａ）は，原子炉建屋原子炉棟内に設置する設備であること

から，その機能を期待される重大事故等が発生した場合に

おける，原子炉建屋原子炉棟内の環境条件を考慮し，その

機能を有効に発揮することができるよう，以下の第 3.9－8

表に示す設計とする。 

（52－3－3，52－3－4） 

 

3.9.2.3.3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.9.2.3.3.1 設置許可基準規則第 43条第１項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43条第１項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放

射線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処

するために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

格納容器水素濃度（ＳＡ），格納容器酸素濃度（ＳＡ），

格納容器水素濃度（Ｂ系）及び格納容器酸素濃度（Ｂ系）

は，原子炉建物原子炉棟内に設置する設備であることか

ら，想定される重大事故等時における，原子炉建物原子炉

棟内の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に

発揮することができるよう，以下の表 3.9-9に示す設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

③の相違 
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及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に発揮することがで

きるよう，以下の表 3.9-17 に示す設計とする。 

 

 

表 3.9-17 想定する環境条件及び荷重条件 
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第3.9－8表 想定する環境条件 

 

 

表3.9-9 想定する環境条件及び荷重条件 
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(2) 操作性（設置許可基準規則第 43 条第 1 項二） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作

できるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

格納容器内水素濃度（SA）は，想定される重大事故等時に

おいて中央制御室にて監視できる設計であり現場又は中央制

御室による操作は発生しない。 

 

 

 

格納容器内水素濃度及び格納容器内酸素濃度は，通常時か

らサンプリング方式による計測を実施しており，中央制御室

にて監視を行っている。サンプリング装置は，中央制御室の

格納容器内雰囲気モニタ盤からスイッチ操作が可能な設計と

する。 

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43条第 1項二） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操

作できるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

格納容器内水素濃度（ＳＡ）及び格納容器内酸素濃度（Ｓ

Ａ）は，サンプリング装置を起動し，中央制御室にて監視

する設計とする。サンプリング装置は，中央制御室の制御

盤から操作が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43条第１項二） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に

操作できるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作牲及び試験・検査性」

に示す。 

格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度（ＳＡ）

は，想定される重大事故等時においてサンプリング方式に

よる計測を実施し，中央制御室にて監視する設計とする。

サンプリング装置は，中央制御室の重大事故操作盤からス

イッチ操作が可能な設計とする。 

 

格納容器水素濃度（Ｂ系）及び格納容器酸素濃度（Ｂ系）

は，通常時からサンプリング方式による計測を実施してお

り，中央制御室にて監視を行っている。サンプリング装置

は，中央制御室のＢ－格納容器Ｈ２／Ｏ２濃度計盤からス

イッチ操作が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

③の相違 

 ⑧の相違 

島根２号炉は，中央制

御室での操作が必要 

・設備の相違 

【東海第二】 

④の相違 
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中央制御室の操作スイッチを操作するにあたり，運転員の

アクセス性，操作性を考慮して十分な操作空間を確保する。

また，操作対象については銘板をつけることで識別可能とし，

運転員の操作及び監視性を考慮して確実に操作できる設計と

する。 

以下の表 3.9-18 に操作対象機器を示す。 

（52-3） 

 

中央制御室からサンプリング装置を操作するにあたり，

運転員の操作性を考慮して十分な操作空間を確保する。ま

た，操作対象については操作器に名称を表示させ，運転員

の操作・監視性を考慮して確実に操作が可能な設計とする。 

 

操作対象機器を第 3.9－9表に示す。 

（52－3－5） 

中央制御室の操作スイッチを操作するにあたり，運転員

のアクセス性，操作性を考慮して十分な操作空間を確保す

る。また，操作対象については銘板又は操作器に名称を表

示させることで識別可能とし，運転員の操作及び監視性を

考慮して確実に操作できる設計とする。 

以下の表 3.9-10に操作対象機器を示す。 
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表 3.9-18 操作対象機器 

 

 

第 3.9－9表 操作対象機器 

 

 

 

表 3.9-10 操作対象機器 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43 条第 1 項三） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又

は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

  

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

 格納容器内水素濃度（SA），格納容器内水素濃度及び格納容

器内酸素濃度は，以下の表 3.9-19に示すように発電用原子炉

の停止中に模擬入力による機能・性能の確認（特性の確認）

及び校正が可能な設計とする。格納容器内水素濃度及び格納

容器内酸素濃度のサンプリング装置は，発電用原子炉の停止

中に機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。 

(3) 試験検査（設置許可基準規則第 43条第 1項三） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中

又は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

格納容器内水素濃度（ＳＡ）及び格納容器内酸素濃度（Ｓ

Ａ）は，第 3.9－10 表に示すように発電用原子炉の停止中

に機能・性能検査が可能な設計とする。検出器（格納容器

内水素濃度（ＳＡ）及び格納容器内酸素濃度（ＳＡ））の機

能・性能の確認として，基準ガスによる校正及び模擬入力

による計器校正を行う。また，格納容器内水素濃度（ＳＡ）

及び格納容器内酸素濃度（ＳＡ）のサンプリング装置は，

発電用原子炉の停止中に機能・性能及び漏えいの有無の確

認が可能な設計とする。 

（52－5－3，52－5－4） 

 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第１項三） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中

又は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

格納容器水素濃度（ＳＡ），格納容器酸素濃度（ＳＡ），

格納容器水素濃度（Ｂ系）及び格納容器酸素濃度（Ｂ系）

は，以下の表 3.9-11 に示すように発電用原子炉の停止中

に模擬入力による機能・性能の確認（特性の確認）及び校

正が可能な設計とする。格納容器水素濃度（ＳＡ），格納

容器酸素濃度（ＳＡ），格納容器水素濃度（Ｂ系）及び格

納容器酸素濃度（Ｂ系）のサンプリング装置は，発電用原

子炉の停止中に機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能

な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

③の相違 

【東海第二】 

④の相違 
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表 3.9-19 水素濃度及び酸素濃度監視設備の試験及び検査 

 

（52-5） 

第3.9－10表 水素濃度及び酸素濃度監視設備の試験検査 

 

 

 

表3.9-11 水素濃度及び酸素濃度監視設備の試験及び検査 
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・設備の相違 

 

(4) 切り替えの容易性（設置許可基準規則第 43 条第 1 項四） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために

使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から速やか

に切り替えられる機能を備えるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

格納容器内水素濃度（SA），格納容器内水素濃度及び格納容

器内酸素濃度は，想定される重大事故等時において，他の系

統と切り替えることなく使用できる設計とする。 

 

（52-4） 

 

 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43 条第 1 項五） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであ

ること。 

 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第 1 項四） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するため

に使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から速

やかに切り替えられる機能を備えるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

格納容器内水素濃度（ＳＡ）及び格納容器内酸素濃度（Ｓ

Ａ）は，本来の用途以外の用途には使用しない設計とする。 

 

 

（52－4－3） 

 

 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第 1項五） 

(ⅰ) 要求事項                   

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもので

あること。 

 

(4) 切り替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第１項四） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するた

めに使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から

速やかに切り替えられる機能を備えるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作牲及び試験・検査性」

に示す。 

格納容器水素濃度（ＳＡ），格納容器酸素濃度（ＳＡ），

格納容器水素濃度（Ｂ系）及び格納容器酸素濃度（Ｂ系）

は，想定される重大事故等時において，他の系統と切り替

えることなく使用できる設計とする。 

（52-4） 

 

 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第１項五） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないも

のであること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

③の相違 

【東海第二】 

④の相違 
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(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

格納容器内水素濃度（SA），格納容器内水素濃度及び格納容

器内酸素濃度は，他の設備と遮断器又はヒューズによる電気

的な分離を行うことで，他の設備に電気的な悪影響を及ぼさ

ない設計とする。 

 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43 条第 1 項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等

対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射

線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所へ

の遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであるこ

と。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

格納容器内水素濃度（SA）は，重大事故等において中央制

御室にて監視できる設計であり現場における操作は発生しな

い。 

 

 

 

格納容器内水素濃度及び格納容器内酸素濃度の設置場所，

操作場所を表 3.9-20に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

格納容器内水素濃度及び格納容器内酸素濃度は，通常時か

らサンプリング方式による計測を実施しており，中央制御室

にて監視を行っている。サンプリング装置は，中央制御室に

て操作を実施するため，操作位置の放射線量が高くなるおそ

れが少ないため操作が可能である。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

格納容器内水素濃度（ＳＡ）及び格納容器内酸素濃度（Ｓ

Ａ）は，他の設備と電気的な分離をすることで，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第 1項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故

等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう，

放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置

場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたもので

あること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

 

 

格納容器内水素濃度（ＳＡ）及び格納容器内酸素濃度（Ｓ

Ａ）は，重大事故等時においてサンプリング装置を起動し，

中央制御室にて監視が可能な設計とする。 

格納容器内水素濃度（ＳＡ）及び格納容器内酸素濃度（Ｓ

Ａ）の設置場所並びにサンプリング装置の設置場所及び操

作場所を第 3.9－11表に示す。 

 

 

サンプリング装置は，中央制御室にて操作を実施する設

計とするため，操作場所の放射線量が高くなるおそれが少

なく操作が可能である。 

（52－3－5） 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

格納容器水素濃度（ＳＡ），格納容器酸素濃度（ＳＡ），

格納容器水素濃度（Ｂ系）及び格納容器酸素濃度（Ｂ系）

は，他の設備と遮断器又はヒューズによる電気的な分離を

行うことで，他の設備に電気的な悪影響を及ぼさない設計

とする。 

 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第１項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事

故等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよ

う，放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，

設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じた

ものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

 

 

 

 

 

格納容器内水素濃度（ＳＡ），格納容器内酸素濃度（ＳＡ），

格納容器水素濃度（Ｂ系）及び格納容器酸素濃度（Ｂ系）

の設置場所，操作場所を表 3.9-12に示す。 

格納容器内水素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度（Ｓ

Ａ）は，重大事故等時においてサンプリング方式による計

測を実施し，中央制御室にて監視を行っている。サンプリ

ング装置は，中央制御室にて操作を実施するため，操作位

置の放射線量が高くなるおそれが少ないため操作が可能

である。 

格納容器水素濃度（Ｂ系）及び格納容器酸素濃度（Ｂ系）

は，通常時からサンプリング方式による計測を実施してお

り，中央制御室にて監視を行っている。サンプリング装置

は，中央制御室にて操作を実施するため，操作場所の放射

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

③の相違 

【東海第二】 

④の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑧の相違 

島根２号炉は，中央制

御室での操作が必要 

 

・設備の相違 
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③の相違 
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線量が高くなるおそれが少ないため操作が可能である。 

 

表 3.9-20 操作対象機器設置場所 

 

第 3.9－11表 操作対象機器設置場所 

 

 

 

 

表 3.9-12 操作対象機器設置場所 

 
（52-3） 

・設備の相違 

 

3.9.2.3.3.2 設置許可基準規則第 43 条第 2 項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43 条第 2 項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するもので

あること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

格納容器内水素濃度（SA）は，想定される重大事故等時に

原子炉格納容器内の水素濃度が変動する可能性のある範囲を

測定できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

格納容器内水素濃度及び格納容器内酸素濃度は，想定され

る重大事故等時に原子炉格納容器内の水素爆発を防止するた

め，その可燃限界濃度（水素濃度 4vol%，酸素濃度：5vol%）

を測定できる設計とする。 

（52-6） 

 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43 条第 2 項二） 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこ

と。ただし，二以上の発電用原子炉施設と共用することによ

3.9.2.3.3.2 設置許可基準規則第 43条第 2項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第 2項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するもの

であること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

格納容器内水素濃度（ＳＡ）は，炉心の著しい損傷時に

原子炉格納容器内の水素濃度が変動する可能性のある範囲

（重大事故等時：約 56.6vol％以下）を監視できることが

主な役割であることから，0～100vol％を計測可能な設計と

する。 

格納容器内酸素濃度（ＳＡ）は，想定される重大事故等

が発生した場合において，原子炉格納容器内の酸素濃度が

変動する可能性のある範囲（重大事故等時：約 4.3vol％以

下）を監視できることが主な役割であることから，0～

25vol％を計測可能な設計とする。 

格納容器内水素濃度（ＳＡ）及び格納容器内酸素濃度（Ｓ

Ａ）は，想定される重大事故等が発生した場合において，

原子炉格納容器内の水素爆発を防止するため，その可燃限

界濃度を計測可能な設計とする。 

（52－6－6～9） 

 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43条第 2項二） 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでない

こと。ただし，二以上の発電用原子炉施設と共用すること

3.9.2.3.3.2 設置許可基準規則第 43条第 2項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第 2項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するもので

あること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2容量等」に示す。 

格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器水素濃度（Ｂ系）

は，炉心の著しい損傷時に原子炉格納容器内の水素濃度が変

動する可能性のある範囲を監視できるように，０～100vol％

を測定可能な設計とする。 

 

格納容器酸素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度（Ｂ系）

は，炉心の著しい損傷時に原子炉格納容器内の酸素濃度が変

動する可能性のある範囲（０～3.0vol％）を監視できるよう

に，０～25vol％を測定可能な設計とする。 

 

格納容器水素濃度（ＳＡ），格納容器酸素濃度（ＳＡ），格

納容器水素濃度（Ｂ系）及び格納容器酸素濃度（Ｂ系）は，

想定される重大事故等時に原子炉格納容器内の水素爆発を防

止するため，その可燃限界濃度（水素濃度：４vol％，酸素濃

度：５vol％）を測定できる設計とする。 

（52-6） 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43 条第 2項二） 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこ

と。ただし，二以上の発電用原子炉施設と共用することによ

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

③の相違 

【東海第二】 

④の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

③の相違 

【東海第二】 

④の相違 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

って当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上する場合

であって，同一の工場等内の他の発電用原子炉施設に対して

悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

 

格納容器内水素濃度（SA），格納容器内水素濃度及び格納容

器内酸素濃度は，二以上の発電用原子炉施設において共用し

ない設計とする。 

 

によって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上す

る場合であって，同一の工場等内の他の発電用原子炉施設

に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

格納容器内水素濃度（ＳＡ）及び格納容器内酸素濃度（Ｓ

Ａ）は，二以上の発電用原子炉施設において共用しない設

計とする。 

 

 

って当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上する場合

であって，同一の工場等内の他の発電用原子炉施設に対して

悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

 

格納容器水素濃度（ＳＡ），格納容器酸素濃度（ＳＡ），格

納容器内水素濃度（Ｂ系）及び格納容器内酸素濃度（Ｂ系）

は，二以上の発電用原子炉施設において共用しない設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

③の相違 

【東海第二】 

④の相違 

 

 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43 条

第 2 項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故

対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれが

ないよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

格納容器内水素濃度（SA）は，格納容器内水素濃度（サン

プリングによる計測方式）と異なる計測方式とすることで多

様性を有する設計とし，検出器も位置的分散を図る設計とす

ることで，地震，火災，溢水等の主要な共通要因故障によっ

て同時に機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

また，格納容器内水素濃度（SA）の電源は，非常用交流電

源設備に対して多様性を有する常設代替直流電源設備又は可

搬型直流電源設備から給電が可能な設計とする。 

 

 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43

条第 2項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事

故対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそ

れがないよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

格納容器内水素濃度（ＳＡ）及び格納容器内酸素濃度（Ｓ

Ａ）は，格納容器内水素濃度及び格納容器内酸素濃度と，

検出器を原子炉建屋原子炉棟内の別階層又は同階層の離れ

た位置に可能な限り位置的分散を図り，地震，火災，溢水

等の共通要因故障によって同時に機能を損なわれない設計

とする。 

 

 

また，電源については，非常用交流電源設備である非常

用ディーゼル発電機に対して多様性を持った常設代替交流

電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電可能な設計

とする。 

 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43条

第 2項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故

対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれが

ないよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

格納容器内水素濃度（ＳＡ）及び格納容器内酸素濃度（Ｓ

Ａ）は，格納容器水素濃度及び格納容器内酸素濃度と多様性

を有する設計とし，検出器も位置的分散を図る設計とするこ

とで，地震，火災，溢水等の共通要因故障によって同時に機

能を損なわれない設計とする。 

 

 

 

また，格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度（Ｓ

Ａ）の電源は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する

常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電

が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

③，⑧の相違 

島根２号炉は，サンプ

リング式の同一の計測

方式 

【東海第二】 

④の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

③，⑤の相違 

【東海第二】 

④の相違 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

格納容器内水素濃度及び格納容器内酸素濃度は，設計基準

事故対処設備を使用するものであり，電源については非常用

交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備

又は可搬型代替交流電源設備から給電が可能な設計とする。

また，サンプリングガスの冷却については，原子炉補機冷却

系に対して多様性を有する代替原子炉補機冷却系から冷却水

を供給が可能な設計とする。 

（52-2，52-3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（52－2－2，52－3－3，52－3－4） 

格納容器水素濃度（Ｂ系）及び格納容器酸素濃度（Ｂ系）

は，設計基準事故対処設備を使用するものであり，電源につ

いては非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替

交流電源設備から給電が可能な設計とする。また，サンプリ

ングガスの冷却については，原子炉補機冷却系に対して多様

性を有する原子炉補機代替冷却系から冷却水を供給が可能な

設計とする。 

 

（52-2，52-3） 

・設備の相違 

【東海第二】 

④の相違 

【柏崎 6/7】 

⑤の相違 

 

3.9.3 その他設備 

3.9.3.1 可燃性ガス濃度制御系 

3.9.3.1.1 設備概要 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器内で

発生する水素ガス及び酸素ガスを再結合することにより水素濃度

及び酸素濃度の抑制を行い，水素爆発による原子炉格納容器の破

損を防止する。 

なお，可燃性ガス濃度制御系については設計基準事故対処設備

として設置するものであることから，炉心の著しい損傷が発生し

た場合に可燃性ガス濃度制御系を使用して原子炉格納容器内の水

素濃度及び酸素濃度を制御する運用については自主な運用とす

る。 

（52-12） 

 3.9.3 その他設備 

3.9.3.1 可燃性ガス濃度制御系 

3.9.3.1.1 設備概要 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器内で

発生する水素ガス及び酸素ガスを再結合することにより水素濃度

及び酸素濃度の抑制を行い，水素爆発による原子炉格納容器の破

損を防止する。 

なお，可燃性ガス濃度制御系については設計基準事故対処設備

として設置するものであることから，炉心の著しい損傷が発生し

た場合に可燃性ガス濃度制御系を使用して原子炉格納容器内の水

素濃度及び酸素濃度を制御する運用については自主的な運用とす

る。 

 

3.9.3.2 原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の監視 

3.9.3.2.1 設備概要 

格納容器水素濃度（Ａ系）及び格納容器酸素濃度（Ａ系）は，

原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度を測定し，指示値を中

央制御室で監視できる設計とする。 

なお，格納容器水素濃度（Ａ系）及び格納容器酸素濃度（Ａ系）

については設計基準事故対処設備として設置するものであること

から，重大事故等が発生した場合において格納容器水素濃度（Ａ

系）及び格納容器酸素濃度（Ａ系）を使用して原子炉格納容器内

の水素濃度及び酸素濃度を監視する運用については自主的な運用

とする。 

（52-12） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，設計基

準対象施設の格納容器

水素濃度，酸素濃度のう

ち B 系を重大事故等対

処設備とし，A系を自主

対策設備としている 
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まとめ資料比較表 〔53条 水素爆発による原子炉建物等の損傷を防止するための設備 添付資料 〕 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

相違No. 相違理由

①
島根２号炉は，静的触媒式水素処理装置により水素爆発損傷防止対策が可能であることを確認しているため，
非常用ガス処理系は，水素処理設備としての重大事故等対処設備としない

②
島根２号炉は，ドライウェル主フランジ部からの水素ガス漏えい抑制の更なる対策の位置付け（自主対策設備）としているため，可搬型のみとして
いる

③
ＰＡＲ型式の相違により，ＰＡＲ１個当たりの処理容量が異なる
また，水素発生量の相違により，必要個数が異なる

④ 水素発生量の相違により，必要個数が異なる

比較表において，相違理由を類型化したものについて以下にまとめて記載する。下記以外の相違については，備考欄に相違理由を記載する。

添3.10-1



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

3.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備

【53 条】 

【設置許可基準規則】 

（水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備） 

第五十三条  

発電用原子炉施設には，炉心の著しい損傷が発生した場合に

おいて原子炉建屋その他の原子炉格納容器から漏えいする気体

状の放射性物質を格納するための施設（以下「原子炉建屋等」

という。）の水素爆発による損傷を防止する必要がある場合に

は，水素爆発による当該原子炉建屋等の損傷を防止するために

必要な設備を設けなければならない。 

 

（解釈） 

1 第 53 条に規定する「水素爆発による当該原子炉建屋等の損

傷を防止するために必要な設備」とは，以下に掲げる措置

又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設

備をいう。 

a） 水素濃度制御設備（制御により原子炉建屋等で水素爆発の

おそれがないことを示すこと。）又は水素排出設備（動的機

器等に水素爆発を防止する機能を付けること。放射性物質

低減機能を付けること。）を設置すること。 

b） 想定される事故時に水素濃度が変動する可能性のある範囲

で推定できる監視設備を設置すること。 

c） これらの設備は，交流又は直流電源が必要な場合は代替電

源設備からの給電を可能とすること。 

 

 

3.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備

【53条】 

【設置許可基準規則】 

（水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備） 

第五十三条 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生

した場合において原子炉建屋その他の原子炉格納容器から漏

えいする気体状の放射性物質を格納するための施設（以下「原

子炉建屋等」という。）の水素爆発による損傷を防止する必

要がある場合には、水素爆発による当該原子炉建屋等の損傷

を防止するために必要な設備を設けなければならない。 

 

 

（解釈） 

１ 第53条に規定する「水素爆発による当該原子炉建屋等の損

傷を防止するために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又

はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備を

いう。 

ａ）水素濃度制御設備（制御により原子炉建屋等で水素爆発

のおそれがないことを示すこと。）又は水素排出設備（動

的機器等に水素爆発を防止する機能を付けること。放射性

物質低減機能を付けること。）を設置すること。 

ｂ）想定される事故時に水素濃度が変動する可能性のある範

囲で推定できる監視設備を設置すること。 

ｃ）これらの設備は、交流又は直流電源が必要な場合は代替

電源設備からの給電を可能とすること。 
 

3.10 水素爆発による原子炉建物等の損傷を防止するための設備

【53条】 

【設置許可基準規則】 

（水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備） 

第五十三条 

発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生した場合に

おいて原子炉建屋その他の原子炉格納容器から漏えいする気体

状の放射性物質を格納するための施設（以下「原子炉建屋等」

という。）の水素爆発による損傷を防止する必要がある場合に

は、水素爆発による当該原子炉建屋等の損傷を防止するために

必要な設備を設けなければならない。 

 

（解釈） 

１ 第53条に規定する「水素爆発による当該原子炉建屋等の損傷

を防止するために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又は

これらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をい

う。 

a) 水素濃度制御設備（制御により原子炉建屋等で水素爆発の

おそれがないことを示すこと。）又は水素排出設備（動的

機器等に水素爆発を防止する機能を付けること。放射性物

質低減機能を付けること。）を設置すること。 

b) 想定される事故時に水素濃度が変動する可能性のある範

囲で推定できる監視設備を設置すること。 

c) これらの設備は、交流又は直流電源が必要な場合は代替電

源設備からの給電を可能とすること。 

 

 

 

3.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備 

 

3.10.1 設置許可基準規則第 53 条への適合方針 

 

3.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備 

 

3.10.1 設置許可基準規則第53条への適合方針 

 

3.10 水素爆発による原子炉建物等の損傷を防止するための設備 

 

3.10.1 設置許可基準規則第53条への適合方針 

 

 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉建屋等の水素

爆発による損傷を防止するために，水素濃度制御設備及び水素濃

度監視設備として以下の設備を設ける。 

 

 

 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉建屋等の水

素爆発による損傷を防止するために必要な重大事故等対処設備

を設置する。 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉建物等の水素

爆発による損傷を防止するために，水素濃度制御設備及び水素濃

度監視設備として以下の設備を設ける。 
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 3.10.1.1 重大事故等対処設備 

水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備の

うち，原子炉建屋等の損傷を防止するための水素排出設備とし

て，原子炉建屋ガス処理系を設けるとともに，水素濃度制御設

備として，静的触媒式水素再結合器及び静的触媒式水素再結合

器動作監視装置を設ける。また，原子炉建屋内の水素濃度が変

動する可能性のある範囲にわたり測定するための設備として，

原子炉建屋水素濃度監視設備を設ける。 

 

 ・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，3.10.1 

(1)項及び 3.10.1 (2)項

にて記載 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，静的触

媒式水素処理装置によ

り水素爆発損傷防止対

策が可能であることを

確認しているため，非常

用ガス処理系は，水素処

理設備としての重大事

故等対処設備としない 

（以下，①の相違） 

 

 (1) 水素濃度制御による原子炉建屋等の損傷を防止するための

設備 

 

 

 

 

ａ．原子炉建屋ガス処理系による水素排出（設置許可基準規

則解釈の第１項ａ），ｃ）） 

水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設

備のうち，炉心の著しい損傷により原子炉格納容器から原

子炉建屋原子炉棟内に漏えいした水素等を含む気体を排出

することで，水素爆発による原子炉建屋原子炉棟の損傷を

防止するとともに，放射性物質を低減するための重大事故

等対処設備として，非常用ガス処理系排風機及び非常用ガ

ス再循環系排風機は，原子炉格納容器から原子炉建屋原子

炉棟内に漏えいする水素等を含む気体を吸引し，非常用ガ

ス処理系フィルタトレイン及び非常用ガス再循環系フィル

タトレインにて放射性物質を低減して主排気筒に隣接する

非常用ガス処理系排気筒から排出することで，原子炉建屋

原子炉棟内に水素が滞留せず，水素爆発による原子炉建屋

原子炉棟の損傷の防止が可能な設計とする。 

 ・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉では，東海

第二の実線部の記載を

省略している 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

①の相違 
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非常用ガス処理系排風機及び非常用ガス再循環系排風機

は，非常用交流電源設備に加えて，常設代替交流電源設備

からの給電が可能な設計とする。 

 

(1) 静的触媒式水素再結合器(設置許可基準規則解釈の第 1 項 

a), c)) 

水素濃度制御設備として，原子炉建屋オペレーティングフロ

アに静的触媒式水素再結合器を設置し，炉心の著しい損傷が発

生して原子炉格納容器から原子炉建屋内に水素ガスが漏えいし

た場合において，原子炉建屋内の水素濃度上昇を抑制し，水素

濃度を可燃限界未満に制御することで，原子炉建屋の水素爆発

を防止する設計とする。また，静的触媒式水素再結合器は運転

員による起動操作を行うことなく，水素ガスと酸素ガスを触媒

反応によって再結合できる装置を適用し，起動操作に電源が不

要な設計とする。 

 

ｂ．静的触媒式水素再結合器による水素濃度の上昇抑制（設

置許可基準規則解釈の第１項ａ），ｃ）） 

水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設

備のうち，炉心の著しい損傷により原子炉格納容器から原

子炉建屋原子炉棟内に水素が漏えいした場合において，原

子炉建屋原子炉棟内の水素濃度上昇を抑制し，水素濃度を

可燃限界未満に制御する重大事故等対処設備として，静的

触媒式水素再結合器は，運転員の起動操作を必要とせずに，

原子炉格納容器から原子炉建屋原子炉棟内に漏えいした水

素と酸素を触媒反応によって再結合させることで，原子炉

建屋原子炉棟内の水素濃度の上昇を抑制し，原子炉建屋原

子炉棟の水素爆発を防止できる設計とする。 

 

(1) 静的触媒式水素処理装置(設置許可基準規則解釈の第１項

a)，c)) 

水素濃度制御設備として，原子炉建物原子炉棟４階に静的

触媒式水素処理装置を設置し，炉心の著しい損傷が発生して

原子炉格納容器から原子炉建物原子炉棟内に水素ガスが漏え

いした場合において，原子炉建物原子炉棟内の水素濃度上昇

を抑制し，水素濃度を可燃限界未満に制御することで，原子

炉建物原子炉棟の水素爆発を防止する設計とする。また，静

的触媒式水素処理装置は運転員による起動操作を行うことな

く，水素ガスと酸素ガスを触媒反応によって再結合できる装

置を適用し，起動操作に電源が不要な設計とする。 

 

 

また，静的触媒式水素再結合器の動作確認を行うために静的

触媒式水素再結合器動作監視装置として，静的触媒式水素再結

合器の入口側及び出口側に温度計を設置し，中央制御室で監視

可能な設計とする。静的触媒式水素再結合器動作監視装置は，

代替電源設備からの給電により中央制御室において静的触媒式

水素再結合器の動作確認が可能な設計とする。 

 

静的触媒式水素再結合器動作監視装置は，静的触媒式水

素再結合器の入口側及び出口側の温度により静的触媒式水

素再結合器の作動状態を中央制御室から監視できる設計と

する。静的触媒式水素再結合器動作監視装置は，常設代替

直流電源設備又は可搬型代替直流電源設備から給電が可能

な設計とする。 

 

また，静的触媒式水素処理装置の動作確認を行うために静

的触媒式水素処理装置動作監視装置として，静的触媒式水素

処理装置の入口側及び出口側に温度計を設置し，中央制御室

で監視可能な設計とする。静的触媒式水素処理装置入口温度

及び静的触媒式水素処理装置出口温度は，代替電源設備から

の給電により中央制御室において静的触媒式水素処理装置の

動作確認が可能な設計とする。 

 

 

(2) 水素濃度監視設備(設置許可基準規則解釈の第 1 項 b), c)) 

 

 

 

 

原子炉建屋水素濃度は，炉心の著しい損傷が発生した場合に

水素濃度が変動する可能性のある範囲で水素濃度を監視するこ

とを目的として原子炉建屋内に検出器を設置し，水素濃度を測

定する。また，原子炉建屋水素濃度は代替電源設備からの給電

により中央制御室において原子炉建屋内水素濃度の監視が可能

な設計とする。 

 

ｃ.水素濃度監視 

(a) 原子炉建屋水素濃度監視設備による水素濃度測定 

水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するため

の設備のうち，炉心の著しい損傷により原子炉格納容器

から原子炉建屋原子炉棟内に漏えいした水素の濃度を

測定するため，炉心の著しい損傷が発生した場合に水素

濃度が変動する可能性のある範囲で測定できる重大事

故等対処設備として，原子炉建屋水素濃度は，中央制御

室において連続監視できる設計とし，原子炉建屋水素濃

度のうち，原子炉建屋原子炉棟 6 階に設置するものにつ

いては，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源

設備から，原子炉建屋原子炉棟 6 階を除く原子炉建屋原

子炉棟に設置するものについては，常設代替直流電源設

(2) 水素濃度監視設備(設置許可基準規則解釈の第１項b)，c)) 

 

 

 

 

原子炉建物水素濃度は，炉心の著しい損傷が発生した場合

に水素濃度が変動する可能性のある範囲で水素濃度を監視す

ることを目的として原子炉建物原子炉棟内に検出器を設置

し，水素濃度を測定する。また，原子炉建物水素濃度は代替

電源設備からの給電により中央制御室において原子炉建物原

子炉棟内水素濃度の監視が可能な設計とする。 
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備又は可搬型代替直流電源設備からの給電が可能な設

計とする。 

 

 常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，常設

代替直流電源設備，可搬型代替直流電源設備及び代替所内

電気設備については，「3.14 電源設備」に記載する。 

 

 ・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉では，電源

設備の記載位置の説明

を 3.10.2 項以降にて記

載 

 

また，重大事故等時において原子炉建屋等の水素爆発による損

傷を防止するための自主対策設備として，以下を整備する。 

また，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉建屋

原子炉棟の水素爆発による損傷を防止するために，自主対策設

備として以下の設備を設置する。 

 

 

また，重大事故等時において原子炉建物等の水素爆発による

損傷を防止するための自主対策設備として，以下を整備する。 

 

(3) 格納容器頂部注水系の設置 

 

原子炉格納容器トップヘッドフランジのシール材の熱劣化を

緩和し，原子炉格納容器から原子炉建屋への水素漏えいを抑制

するために，原子炉ウェルに注水することで原子炉格納容器頂

部を冷却する格納容器頂部注水系を設置する。 

 

d．格納容器頂部注水系（設置許可基準規則解釈の第１項ａ），

ｃ）） 

 

 

原子炉ウェルに注水することで，原子炉格納容器トップヘ

ッドフランジを冷却する格納容器頂部注水系を設置する。格

納容器頂部注水系は，水素漏えいを防止することはできない

が，原子炉格納容器トップヘッドフランジのシール材の熱劣

化を緩和し，原子炉格納容器から原子炉建屋原子炉棟への水

素漏えいを抑制する設計とする。格納容器頂部注水系には，

常設と可搬型がある。 

 

(3) 原子炉ウェル代替注水系の設置 

 

ドライウェル主フランジのシール材の熱劣化を緩和し，原

子炉格納容器から原子炉建物原子炉棟への水素漏えいを抑制

するために，原子炉ウェルに注水することでドライウェル主

フランジを冷却する原子炉ウェル代替注水系を設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，ドライウ

ェル主フランジ部から

の水素ガス漏えい抑制

の更なる対策の位置付

け（自主対策設備）とし

ているため，可搬型のみ

としている。 

（以下，②の相違） 

 格納容器頂部注水系（常設）は，重大事故等時において，

常設低圧代替注水系ポンプにより代替淡水貯槽を水源として

原子炉ウェルに注水することで，原子炉格納容器トップヘッ

ドフランジ部を冷却する設計とする。 

 ・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 
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格納容器頂部注水系は，重大事故等時に原子炉建屋外から代

替淡水源（淡水貯水池及び防火水槽）の水，若しくは海水を，

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）により原子炉ウェルに注水す

ることで原子炉格納容器頂部を冷却できる設計とする。 

 

格納容器頂部注水系（可搬型）は，重大事故等時において，

原子炉建屋外から代替淡水貯槽及び西側淡水貯水設備を水源

として可搬型代替注水大型ポンプ及び可搬型代替注水中型ポ

ンプにより原子炉ウェルに注水することで，原子炉格納容器

トップヘッドフランジ部を冷却する設計とする。 

 

原子炉ウェル代替注水系は，重大事故等時に原子炉建物外

から代替淡水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））

の水，若しくは海水を，大量送水車により原子炉ウェルに注

水することでドライウェル主フランジを冷却できる設計とす

る。 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は海水も注

水可能な運用とする 

(4) サプレッションプール浄化系による原子炉ウェル注水手段

の整備 

サプレッションプール浄化系により復水貯蔵槽の水を原子炉

ウェルに注水することで原子炉格納容器頂部を冷却し，原子炉

格納容器から原子炉建屋への水素漏えいを抑制する。 

 

  ・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

ABWR特有の設備 

 

 

 

(5) 原子炉建屋トップベント設備の設置 

原子炉建屋トップベント設備を設置し，仮に原子炉建屋内の

水素濃度が上昇した場合においても，原子炉建屋オペレーティ

ングフロア天井部の水素ガスを外部へ排出することで，水素ガ

スの建屋内滞留を防止する設計とする。 

 

 (4) 原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルの設置 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルを設置し，仮に

原子炉建物原子炉棟内の水素濃度が上昇した場合において

も，原子炉建物原子炉棟４階天井付近の水素ガスを外部へ排

出することで，水素ガスの原子炉建物原子炉棟内滞留を防止

する設計とする。 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，水素ガ

スの排出のために原子

炉建物燃料取替階ブロ

ーアウトパネルを設置

する 

 

3.10.2 重大事故等対処設備 

3.10.2.1 静的触媒式水素再結合器 

3.10.2.1.1 設備概要 

静的触媒式水素再結合器は，炉心の著しい損傷が発生した場合

において，原子炉建屋内の水素濃度上昇を抑制し，原子炉建屋等

の水素爆発を防止する機能を有する。この設備は，触媒カートリ

ッジ，ハウジング等の静的機器で構成し，運転員による起動操作

を行うことなく，原子炉格納容器から原子炉建屋に漏えいした水

素ガスと酸素ガスを触媒反応によって再結合させることができ

る。 

3.10.2 重大事故等対処設備 

3.10.2.1 静的触媒式水素再結合器 

3.10.2.1.1 設備概要 

静的触媒式水素再結合器は，炉心の著しい損傷が発生した場

合において，原子炉建屋原子炉棟内の水素濃度上昇を抑制し，

水素爆発を防止する機能を有する。静的触媒式水素再結合器は，

触媒カートリッジ及びハウジングで構成し，運転員による起動

操作を行うことなく，原子炉格納容器から原子炉建屋原子炉棟

内に漏えいした水素を触媒反応により酸素と再結合させる設備

である。 

 

3.10.2 重大事故等対処設備 

3.10.2.1 静的触媒式水素処理装置 

3.10.2.1.1 設備概要 

静的触媒式水素処理装置は，炉心の著しい損傷が発生した場合

において，原子炉建物原子炉棟内の水素濃度上昇を抑制し，原子

炉建物原子炉棟の水素爆発を防止する機能を有する。この設備は，

触媒カートリッジ，ハウジング等の静的機器で構成し，運転員に

よる起動操作を行うことなく，原子炉格納容器から原子炉建物原

子炉棟に漏えいした水素ガスと酸素ガスを触媒反応によって再結

合させることができる。 

 

静的触媒式水素再結合器の動作監視装置として，静的触媒式水

素再結合器の入口側及び出口側に温度計を設置し，中央制御室か

ら監視可能な設計とする。また，静的触媒式水素再結合器動作監

視装置は代替電源設備から給電が可能な設計とする。 

 

静的触媒式水素再結合器動作監視装置として静的触媒式水素

再結合器の入口側及び出口側に温度計を設置し，静的触媒式水

素再結合器の作動状態を中央制御室にて監視が可能な設計とす

る。また，静的触媒式水素再結合器動作監視装置は，常設代替

直流電源設備又は可搬型代替直流電源設備から給電が可能な設

計とする。 

静的触媒式水素処理装置の動作監視装置として，静的触媒式水

素処理装置の入口側及び出口側に温度計を設置し，中央制御室か

ら監視可能な設計とする。また，静的触媒式水素処理装置入口温

度及び静的触媒式水素処理装置出口温度は代替電源設備から給電

が可能な設計とする。 
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静的触媒式水素再結合器に関する概要図を図 3.10-1 に，静的

触媒式水素再結合器動作監視装置に関する系統概要図を図 3.10-2 

に，重大事故等対処設備一覧を表 3.10-1 に示す。 

 

静的触媒式水素再結合器及び静的触媒式水素再結合器動作監

視装置の概要図を第3.10－1図及び第3.10－2図に，静的触媒式

水素再結合器及び静的触媒式水素再結合器動作監視装置に関す

る重大事故等対処設備一覧を第3.10－1表に示す。 

静的触媒式水素処理装置に関する概要図を図3.10-1に，静的触

媒式水素処理装置入口温度及び静的触媒式水素処理装置出口温度

に関する系統概要図を図3.10-2に，重大事故等対処設備一覧を表

3.10-1に示す。 

 

 

 

図 3.10-1 静的触媒式水素再結合器概要図 

 

 

 

  

 

第3.10－1図 静的触媒式水素再結合器 概要図 

 

 

    

 

 

 

図 3.10-1 静的触媒式水素処理装置概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

図 3.10-2 静的触媒式水素再結合器動作監視装置の系統概要図 

 

 

 

 

第3.10－2図 静的触媒式水素再結合器動作監視装置 概要図 

 

 

 

 

図 3.10-2 静的触媒式水素処理装置入口温度及び静的触媒式水素

処理装置出口温度の系統概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

触媒カートリッジ 静的触媒式水素処理装置 

電源設備については「3.14 電源設

備（設置許可基準規則第 57 条に対

する設計方針を示す章）」で示す。 

添3.10-7



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

表 3.10-1 静的触媒式水素再結合器及び静的触媒式水素再結合器

動作監視装置に関する重大事故等対処設備一覧 

 

設備区分 設備名 

主要設備 静的触媒式水素再結合器【常設】 

静的触媒式水素再結合器動作監視装置【常設】 

 

附属設備 － 

水源 － 

流路 原子炉建屋原子炉区域 

注水先 － 

電源設備※１ 常設代替直流電源設備 

 AM用直流 125V蓄電池【常設】 

 AM用直流 125V充電器【常設】 

可搬型直流電源設備 

 電源車【可搬】 

 AM用直流 125V充電器【常設】 

 軽油タンク【常設】 

 タンクローリ（4kL）【可搬】 

上記常設代替直流電源設備への給電のための設

備として以下の設備を使用する。 

 常設代替交流電源設備 

 可搬型代替交流電源設備 

 計装設備 － 

※1：単線結線図を補足説明資料 53-2 に示す。 

電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則

第 57 条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

第3.10－1表 静的触媒式水素再結合器及び静的触媒式水素再結

合器動作監視装置に関する重大事故等対処設備一覧 

 

 

※1 電源設備については，「3.14 電源設備（設置許可基準規則

第57条に対する設計方針を示す章）」に示す。 

 

 

表3.10-1 静的触媒式水素処理装置，静的触媒式水素処理装置入口

温度及び静的触媒式水素処理装置出口温度に関する重

大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 静的触媒式水素処理装置【常設】 

静的触媒式水素処理装置入口温度【常設】 

静的触媒式水素処理装置出口温度【常設】 

附属設備 － 

水源 － 

流路 原子炉建物原子炉棟 

注水先 － 

電源設備※１ 

 

常設代替直流電源設備 

ＳＡ用 115V系蓄電池【常設】 

ＳＡ用 115V系充電器【常設】 

可搬型直流電源設備 

高圧発電機車【可搬型】 

ＳＡ用 115V系充電器【常設】 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク【常設】 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵

タンク【常設】 

タンクローリ【可搬型】 

上記常設代替直流電源設備への給電のための設

備として以下の設備を使用する。 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

計装設備 － 

※１：単線結線図を補足説明資料 53-2に示す。 

電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則

第 57条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

 

・設備の相違 
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3.10.2.1.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

(1) 静的触媒式水素再結合器 

種類  ：触媒反応式 

水素処理容量 ：約 0.25kg/h/個 

  (水素濃度 4.0vol％，100℃，大気圧

  において) 

最高使用温度  ：300℃ 

個数  ：56 

本体材料  ：ステンレス鋼 

取付箇所  ：原子炉建屋地上 4階 

3.10.2.1.2 主要設備の仕様 

 

 

(1) 静的触媒式水素再結合器 

種 類  触媒反応式 

水素処理容量  約0.5kg／h（1基当たり）（水

 素濃度4.0vol％，100℃，大気

 圧において） 

最高使用温度  300℃ 

基 数  24 

本体材料  ステンレス鋼 

取付箇所  原子炉建屋原子炉棟6階 

 

 

 

3.10.2.1.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

(1) 静的触媒式水素処理装置 

種類  ：触媒反応式 

水素処理容量 ：約0.50kg/h/個 

（水素濃度4.0vol％，100℃，大気圧

において） 

最高使用温度 ：300℃ 

個数  ：18 

本体材料  ：ステンレス鋼 

取付箇所  ：原子炉建物原子炉棟４階 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

ＰＡＲ型式の相違に

より，ＰＡＲ１個当たり

の処理容量が異なる。ま

た，水素発生量の相違に

より，必要個数が異なる 

（以下，③の相違） 

・設備の相違 

【東海第二】 

水素発生量の相違に

より，必要個数が異なる 

（以下，④の相違） 

(2) 静的触媒式水素再結合器動作監視装置 

 

主要設備の仕様を表 3.10-2 に示す。 

 

(2) 静的触媒式水素再結合器動作監視装置 

 

兼用する設備は以下のとおり。 

 

(2) 静的触媒式水素処理装置入口温度及び静的触媒式水素処理

装置出口温度 

主要設備の仕様を表3.10-2に示す。 

 

 

表 3.10-2 主要設備の仕様 

名称 検出器

の種類 

計測範囲 個数 取付箇所 

静的触媒式水素

再結合器 動作

監視装置 

熱電対 0～300℃ 4※ 
原子炉建屋

地上 4階 

 

 

※ 2個の静的触媒式水素再結合器に対して，出入口に 1個設置 

なお，電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則

第 57 条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

種 類 熱電対 

計測範囲 0～300℃ 

個 数 4（2基の静的触媒式水素再結合器に 

対して出入口に1個設置）※ 

取付箇所 原子炉建屋原子炉棟6階 

 

 

※ 静的触媒式水素再結合器1基当たり2個（入口側及び出口側）

の熱電対を取り付ける。2基の静的触媒式水素再結合器に対

して静的触媒式水素再結合器動作監視装置を取り付けるた

め，熱電対は，4個となる。 

 

 

表 3.10-2 主要設備の仕様 

名称 検出器

の種類 

計測範囲 個数 取付箇所 

静的触媒式水素

処理装置入口温

度 

熱電対 0～100℃ ２※ 
原子炉建物 

原子炉棟４階 

静的触媒式水素

処理装置出口温

度 

熱電対 0～400℃ ２※ 
原子炉建物 

原子炉棟４階 

※：２個の静的触媒式水素処理装置に対して，出入口に１個設置 

なお，電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則

第57条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉では，ＰＡ

Ｒ入口及び出口に設置

する温度計の計測範囲

は，事故時の原子炉建物

内温度に余裕を考慮し

た値（入口：100℃）と，

ＰＡＲ最高使用温度を

包絡した上で余裕を考

慮した値（出口：400℃）

とを設定している 
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3.10.2.1.3 設置許可基準規則第 43 条への適合方針 

 

3.10.2.1.3.1 設置許可基準規則第 43 条第 1 項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43 条第 1 項

一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放

射線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処

するために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

3.10.2.1.3 設置許可基準規則第43条への適合方針 

 

3.10.2.1.3.1 設置許可基準規則第43条第１項への適合方針 

 (1) 環境条件（設置許可基準規則第43条第１項第１号） 

 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放

射線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処

するために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

3.10.2.1.3 設置許可基準規則第43条への適合方針 

 

3.10.2.1.3.1 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第43条第1項一） 

 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放

射線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処

するために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

 

静的触媒式水素再結合器及び静的触媒式水素再結合器

動作監視装置は，原子炉建屋原子炉区域内に設置する設備

であることから，その機能を期待される重大事故等が発生

した場合における，原子炉建屋原子炉区域内の環境条件及

び荷重条件を考慮し，その機能を有効に発揮できるよう，

以下の表 3.10-3 に示す設計とする。なお，静的触媒式水

素再結合器は，触媒が湿度及び蒸気による性能低下を防止

するために，触媒粒に疎水コーティングを施す設計とす

る。 

（53-3） 

 

静的触媒式水素再結合器及び静的触媒式水素再結合器動

作監視装置は，原子炉建屋原子炉棟内に設置する設備であ

ることから，その機能を期待される重大事故等時における

原子炉建屋原子炉棟内の環境条件を考慮し，第3.10－2表に

示す設計とする。なお，静的触媒式水素再結合器は，触媒

が湿度及び蒸気により性能低下することを防止するため，

触媒粒に疎水コーティングを施す設計とする。 

 

静的触媒式水素処理装置，静的触媒式水素処理装置入

口温度及び静的触媒式水素処理装置出口温度は，原子炉

建物原子炉棟内に設置する設備であることから，その機

能を期待される重大事故等が発生した場合における，原

子炉建物原子炉棟内の環境条件及び荷重条件を考慮し，

その機能を有効に発揮できるよう，以下の表3.10-3に示

す設計とする。なお，静的触媒式水素処理装置は，触媒

が湿度及び蒸気による性能低下を防止するために，触媒

粒に疎水コーティングを施す設計とする。 

（53-3） 
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表 3.10-3 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・

湿度・放射線 

原子炉建屋原子炉区域内で想定される温度，圧

力，湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を

確認した機器を使用する。 

屋外の天候に

よる影響 

屋外に設置するものではないため，天候による

影響は受けない。 

海水を通水す

る系統への影

響 

海水を通水することはない。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機

器が損傷しないことを確認する（詳細は「2.1.2

耐震設計の基本方針」に示す）。 

風（台風）・積

雪 

原子炉建屋原子炉区域内に設置するため，風

（台風）及び積雪の影響は受けない。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁波

によりその機能が損なわれない設計とする。 
 

第3.10－2表 想定する環境条件 

 

（53－3－2） 

 

 

 

 

表 3.10-3 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・

湿度・放射線 

原子炉建物原子炉棟内で想定される温度，圧

力，湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を

確認した機器を使用する。 

屋外の天候に

よる影響 

屋外に設置するものではないため，天候によ

る影響は受けない。 

海水を通水す

る系統への影

響 

海水を通水することはない。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機

器が損傷しないことを確認する（詳細は「2.1.2 

耐震設計の基本方針」に示す）。 

風（台風）・積

雪 

原子炉建物原子炉棟内に設置するため，風（台

風）及び積雪の影響は受けない。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁波

によりその機能が損なわれない設計とする。 
 

 

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43 条第 1 項二） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操

作できるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

(2) 操作性（設置許可基準規則第43条第１項第２号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操

作できるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

(2) 操作性（設置許可基準規則第43条第１項二） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に

操作できるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

静的触媒式水素再結合器は，水素ガスと酸素ガスが流入す

ると触媒反応によって受動的に起動する設備とし，操作不要

な設計とする。 

 

 

 

静的触媒式水素再結合器は，水素と酸素が流入すると触

媒反応により受動的に起動する設備とし，操作が不要な設

計とする。また，静的触媒式水素再結合器の作動状況は，

静的触媒式水素再結合器動作監視装置により確認が可能な

設計とする。 

 

静的触媒式水素処理装置は，水素ガスと酸素ガスが流入

すると触媒反応によって受動的に水素処理する設備とし，

操作不要な設計とする。 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，3.10.1 

(1)項にて記載 
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静的触媒式水素再結合器動作監視装置は，想定される重大

事故等時において中央制御室にて監視可能な設計であり現

場又は中央制御室による操作は発生しない。 

なお，静的触媒式水素再結合器動作監視装置は，重大事

故等時において，中央制御室にて監視が可能な設計であり，

現場又は中央制御室における操作は発生しない。 

 

静的触媒式水素処理装置入口温度及び静的触媒式水素

処理装置出口温度は，想定される重大事故等時において中

央制御室にて監視可能な設計であり現場又は中央制御室

による操作は発生しない。 

（53-3，53-4） 

 

 

 

 

 

 

 (3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43 条第 1 項三） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又

は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

静的触媒式水素再結合器は，表 3.10-4 に示すように，発

電用原子炉の停止中に機能・性能試験及び外観検査が可能と

するため，触媒カートリッジが取り出しできる設計とする。 

 

静的触媒式水素再結合器には，専用の検査装置を用意し，静

的触媒式水素再結合器内の触媒カートリッジを抜き取り，検

査装置にセット後，水素ガスを含む試験ガスを通気すること

で水素処理性能の確認が可能な設計とする。 

 

また，発電用原子炉の停止中に，触媒カートリッジに異物

の付着がないこと，ハウジングが設計のとおりの形状を保持

していることを外観検査にて確認可能な設計とする。 

（53-5,別添資料－3） 

(3) 試験検査（設置許可基準規則第43条第１項第３号） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中

又は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

静的触媒式水素再結合器は，第3.10－3表に示すように，

発電用原子炉の停止中に機能・性能検査及び外観検査が可

能な設計とする。 

 

静的触媒式水素再結合器は，発電用原子炉の停止中に機

能・性能検査として専用の検査装置を用意し，静的触媒式

水素再結合器内の触媒カートリッジを抜き取り，検査装置

にセットした後，水素を含む試験ガスを通気することで，

触媒カートリッジの水素処理性能確認が可能な設計とす

る。また，静的触媒式水素再結合器は，発電用原子炉の停

止中に，外観検査として触媒カートリッジに異物の付着が

ないこと及びハウジングが設計どおりの形状を保持してい

ることの確認が可能な設計とする。 

（53－5－2，53－7） 

 

 

 (3) 試験及び検査（設置許可基準規則第43条第１項三） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中

又は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

静的触媒式水素処理装置は，表3.10-4に示すように，発

電用原子炉の停止中に機能・性能試験及び外観検査が可能

とするため，触媒カートリッジが取り出しできる設計とす

る。 

静的触媒式水素処理装置には，専用の検査装置を用意

し，静的触媒式水素処理装置内の触媒カートリッジを抜き

取り，検査装置にセット後，水素ガスを含む試験ガスを通

気することで水素処理性能の確認が可能な設計とする。 

 

また，発電用原子炉の停止中に，触媒カートリッジに異

物の付着がないこと，ハウジングが設計のとおりの形状を

保持していることを外観検査にて確認可能な設計とする。 

（53-5，別添資料-3） 
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表 3.10-4 静的触媒式水素再結合器の試験及び検査 

発電用原子炉

の状態 

項目 内容 

停止中 外観検査 触媒カートリッジの外観確

認 

ハウジングの外観確認 機能・性能試験 触媒カートリッジの水素処

理性能確認 
 

第3.10－3表 静的触媒式水素再結合器の試験検査 

 

 

表3.10-4 静的触媒式水素処理装置の試験及び検査 

発電用原子

炉の状態 

項目 内容 

停止中 外観検査 触媒カートリッジの外観確認 

ハウジングの外観確認 

機能・性能試験 触媒カートリッジの水素処理

性能確認 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

静的触媒式水素再結合器動作監視装置は，表 3.10-5に示す

ように，発電用原子炉の停止中に模擬入力による機能・性能

の確認（特性の確認）及び校正が可能な設計とする。 

（53-5） 

 

静的触媒式水素再結合器動作監視装置は，第3.10－4表に

示すように，発電用原子炉の停止中に機能・性能検査が可

能な設計とする。 

 

 

静的触媒式水素再結合器動作監視装置は，発電用原子炉

の停止中に機能・性能検査として検出器の絶縁抵抗測定，

温度1点確認及び模擬入力による計器校正が可能な設計と

する。 

 

静的触媒式水素処理装置入口温度及び静的触媒式水素

処理装置出口温度は，表3.10-5に示すように，発電用原子

炉の停止中に模擬入力による機能・性能の確認（特性の確

認）及び校正が可能な設計とする。 

（53-5） 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，点検の

詳細内容について補足

説明資料に記載してい

る 

 

表 3.10-5 静的触媒式水素再結合器動作監視装置の試験及び検査 

 

発電用原子炉の状態 項目 内容 

停止中 機能・性能試験 絶縁抵抗測定 

温度確認 

計器校正 
 

第3.10－4表 静的触媒式水素再結合器動作監視装置の試験検査 

 

 

（53－5－3） 

 

表 3.10-5 静的触媒式水素処理装置入口温度及び静的触媒式水素

処理装置出口温度の試験及び検査 

発電用原子炉の状態 項目 内容 

停止中 機能・性能試験 絶縁抵抗測定 

温度確認 

計器校正 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 切り替えの容易性（設置許可基準規則第 43 条第 1 項四） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するため

に使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から速や

かに切り替えられる機能を備えるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第43条第１項第４号） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するため

に使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から速

やかに切り替えられる機能を備えるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

(4) 切り替えの容易性（設置許可基準規則第43条第１項四） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するた

めに使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から

速やかに切り替えられる機能を備えるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 
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静的触媒式水素再結合器は，重大事故等時における原子炉

建屋内の水素濃度上昇抑制機能としてのみ使用することと

し，本来の用途以外の用途に使用しない設計とする。また，

静的触媒式水素再結合器動作監視装置は，重大事故時におけ

る静的触媒式水素再結合器の動作確認に使用するものであ

り，本来の用途以外の用途には使用しない設計とする。その

ため，静的触媒式水素再結合器及び静的触媒式水素再結合器

動作監視装置について，重大事故等時において他の系統と切

り替えることなく使用できる設計とする。 

（53-4） 

 

静的触媒式水素再結合器は，重大事故等時における原子

炉建屋原子炉棟内の水素濃度上昇抑制機能としてのみ使用

することとし，本来の用途として使用する設計とする。ま

た，静的触媒式水素再結合器動作監視装置は，重大事故等

時における静的触媒式水素再結合器の動作確認に使用する

ものであり，本来の用途として使用する設計とする。その

ため，静的触媒式水素再結合器及び静的触媒式水素再結合

器動作監視装置について，切替操作は発生しない。 

 

 

静的触媒式水素処理装置は，重大事故等時における原子

炉建物原子炉棟内の水素濃度上昇抑制機能としてのみ使

用することとし，本来の用途以外の用途に使用しない設計

とする。また，静的触媒式水素処理装置入口温度及び静的

触媒式水素処理装置出口温度は，重大事故等時における静

的触媒式水素処理装置の動作確認に使用するものであり，

本来の用途以外の用途には使用しない設計とする。そのた

め，静的触媒式水素処理装置，静的触媒式水素処理装置入

口温度及び静的触媒式水素処理装置出口温度について，重

大事故等時において他の系統と切り替えることなく使用

できる設計とする。 

（53-4） 

 

 

 

 

 

 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43 条第 1 項五） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもので

あること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第１項第５号） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもので

あること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等について」に示す。 

 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第１項五） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもの

であること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

 

静的触媒式水素再結合器は，他の設備と独立して原子炉建

屋オペレーティングフロア壁面近傍に機器単独で設置する

ことで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。また，

静的触媒式水素再結合器は，水素ガスが存在しないと再結合

反応を起こすことはなく，プラント運転中に他の設備に悪影

響を及ぼさない設計とする。炉心の著しい損傷が発生し，原

子炉建屋オペレーティングフロアに水素ガスが漏えいした

場合は，静的触媒式水素再結合器が再結合反応により温度上

昇するが，重大事故時に使用する設備の機能に影響を与える

ような温度範囲の位置に配置しないことで，他の設備に悪影

響を及ぼさない設計とする。 

（53-3） 

 

 

静的触媒式水素再結合器は，他の設備と独立して原子炉

建屋原子炉棟6階壁面近傍に機器単独で設置することで，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。また，静的触媒

式水素再結合器は，水素が存在しない場合には再結合反応

を起こすことはなく，発電用原子炉の運転中に他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。重大事故等時において，

原子炉建屋原子炉棟6階に水素が漏えいした場合に，静的触

媒式水素再結合器は，再結合反応により温度上昇するが，

重大事故等時に使用する設備の機能に影響を与えるような

温度範囲となる位置に配置しないことで，他の設備に悪影

響を及ぼさない設計とする。なお，再結合反応により発生

した水は，蒸気として静的触媒式水素再結合器出口より排

出されるため，他の設備に悪影響を及ぼさない。 

（53－3－2） 

 

 

静的触媒式水素処理装置は，他の設備と独立して原子炉

建物原子炉棟４階壁面近傍等に機器単独で設置すること

で，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。また，静

的触媒式水素処理装置は，水素ガスが存在しないと再結合

反応を起こすことはなく，プラント運転中に他の設備に悪

影響を及ぼさない設計とする。炉心の著しい損傷が発生

し，原子炉建物原子炉棟４階に水素ガスが漏えいした場合

は，静的触媒式水素処理装置が再結合反応により温度上昇

するが，重大事故等時に使用する設備の機能に影響を与え

るような温度範囲の位置に配置しないことで，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。 

（53-3，53-4） 
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静的触媒式水素再結合器動作監視装置は，他の設備と遮断

器又はヒューズによる電気的な分離を行うことで，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。また，静的触媒式水素再

結合器動作監視装置は，静的触媒式水素再結合器内への水素

ガス流入流路を妨げない配置及び寸法とすることで，静的触

媒式水素再結合器の水素処理性能に悪影響を及ぼさない設

計とする。 

（別添資料-3） 

 

静的触媒式水素再結合器動作監視装置は，他の設備と電

気的な分離を行うことで，他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。また，静的触媒式水素再結合器動作監視装置

は，静的触媒式水素再結合器内への水素ガス流入流路に対

して十分小さくすることで，静的触媒式水素再結合器の水

素処理性能に悪影響を及ぼさない設計とする。 

（53－7） 

 

静的触媒式水素処理装置入口温度及び静的触媒式水素

処理装置出口温度は，他の設備と遮断器又はヒューズによ

る電気的な分離を行うことで，他の設備に悪影響を及ぼさ

ない設計とする。また，静的触媒式水素処理装置入口温度

及び静的触媒式水素処理装置出口温度は，静的触媒式水素

処理装置内への水素ガス流入流路を妨げない配置及び寸

法とすることで，静的触媒式水素処理装置の水素処理性能

に悪影響を及ぼさない設計とする。 

（53-3，53-4，別添資料-3） 

 

 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43 条第 1 項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故

等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう，放

射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所

への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものである

こと。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

静的触媒式水素再結合器は，触媒反応によって受動的に運

転される設備とし，現場における作業は発生しない。 

 

静的触媒式水素再結合器動作監視装置は，重大事故等時に

おいて中央制御室にて監視できる設計であり現場における

作業は発生しない。 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第１項第６号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故

等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう，

放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置

場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたもので

あること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

静的触媒式水素再結合器は，触媒反応により受動的に運

転する設備とし，現場における操作は発生しない。 

 

静的触媒式水素再結合器動作監視装置は，重大事故等時

において，中央制御室にて監視が可能な設計であり，現場

における操作は発生しない。 

 

 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第１項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事

故等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよ

う，放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，

設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じた

ものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

静的触媒式水素処理装置は，触媒反応によって受動的に

水素を処理する設備とし，現場における作業は発生しな

い。 

静的触媒式水素処理装置入口温度及び静的触媒式水素

処理装置出口温度は，重大事故等時において中央制御室に

て監視できる設計であり現場における作業は発生しない。 

 

 

3.10.2.1.3.2 設置許可基準規則第 43 条第 2 項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43 条第 2 項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するも

のであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

3.10.2.1.3.2 設置許可基準規則第43条第２項への適合方針 

 (1) 容量（設置許可基準規則第43条第２項第１号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するもの

であること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す 

3.10.2.1.3.2 設置許可基準規則第43条第２項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第43条第２項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するも

のであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 
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静的触媒式水素再結合器は，炉心の著しい損傷が発生

し，原子炉格納容器から原子炉建屋内に水素ガスが漏えい

した場合において，原子炉建屋の水素爆発を防止するため

に，原子炉建屋原子炉区域内の水素濃度及び酸素濃度を可

燃限界未満に制御するために必要な水素処理容量を有す

る設計とする。また，静的触媒式水素再結合器は，原子炉

建屋原子炉区域内の水素ガスの効率的な除去を考慮して，

原子炉建屋オペレーティングフロアに分散させ，適切な位

置に配置する。 

静的触媒式水素再結合器は，炉心の著しい損傷により原

子炉格納容器から原子炉建屋原子炉棟内に水素が漏えいし

た場合において，原子炉建屋原子炉棟6階の水素濃度を可燃

限界未満に制御し，原子炉建屋原子炉棟での水素爆発を防

止するために必要な水素処理容量を有する設計とする。ま

た，静的触媒式水素再結合器は，原子炉建屋原子炉棟6階内

の水素の効率的な除去を考慮して，原子炉建屋原子炉棟6

階に分散して配置する。 

 

静的触媒式水素処理装置は，炉心の著しい損傷が発生

し，原子炉格納容器から原子炉建物原子炉棟内に水素ガス

が漏えいした場合において，原子炉建物原子炉棟の水素爆

発を防止するために，原子炉建物原子炉棟内の水素濃度及

び酸素濃度を可燃限界未満に制御するために必要な水素

処理容量を有する設計とする。また，静的触媒式水素処理

装置は，原子炉建物原子炉棟内の水素ガスの効率的な除去

を考慮して，原子炉建物原子炉棟４階内に分散させ，適切

な位置に配置する。 

 

 

静的触媒式水素再結合器は，炉心の著しい損傷が発生し

た場合に原子炉格納容器内に存在するガス状よう素によ

る性能低下を考慮し，必要な水素処理容量に裕度をもたせ

た容量を有する個数を配備する。個数の設定に当たって用

いる水素ガス発生量は，有効燃料部の被覆管全て

（AFC100％）に相当する水素ガス発生量とし，1600kg と

する。これらの水素ガスが原子炉格納容器から原子炉建屋

に漏えいする原子炉格納容器漏えい率は，原子炉格納容器

圧力 620kPa[gage]（設計圧力の 2 倍）における原子炉格

納容器漏えい率である約 1.0％/日に余裕を考慮し 10％/

日とする。これらを踏まえて，静的触媒式水素再結合器の

個数は，反応阻害物質ファクター0.5を考慮し，上記で示

す水素ガス漏えい量において原子炉建屋オペレーティン

グフロアを可燃限界未満に処理することができる個数「54

個以上」とし，6号及び 7号炉は，この個数に余裕を見込

み 56個／プラントとする。 

 

静的触媒式水素再結合器は，重大事故等時において，原

子炉格納容器内に存在するガス状よう素による性能低下を

考慮し，必要な水素処理容量に裕度を持たせた容量を有す

る基数を配備する。基数の設定に当たっては，水素発生量

として燃料有効部被覆管（ＡＦＣ）100％に相当する1,400kg

とする。また，発生した水素が原子炉格納容器から原子炉

建屋原子炉棟に漏えいする原子炉格納容器漏えい率として

は，格納容器圧力2Pd（設計圧力の2倍）における原子炉格

納容器漏えい率である約1.4％／dayに余裕を考慮し，10％

／dayとする。これらに加えて，反応阻害物質ファクタ 0.5

を考慮し，静的触媒式水素再結合器の基数は，上記に示す

水素漏えい量において，原子炉建屋原子炉棟6階を可燃限界

未満に処理することが可能な24基とする。 

 

 

静的触媒式水素処理装置は，炉心の著しい損傷が発生し

た場合に原子炉格納容器内に存在するガス状よう素によ

る性能低下を考慮し，必要な水素処理容量に裕度をもたせ

た容量を有する個数を配備する。個数の設定に当たって用

いる水素ガス発生量は，有効燃料部の被覆管全て

（AFC100％）に相当する水素ガス発生量とし，1,000kgと

する。これらの水素ガスが原子炉格納容器から原子炉建物

原子炉棟に漏えいする原子炉格納容器漏えい率は，原子炉

格納容器圧力853kPa[gage]（最高使用圧力の２倍）におけ

る原子炉格納容器漏えい率である約1.3％/日に余裕を考

慮し10％/日とする。これらを踏まえて，静的触媒式水素

処理装置の個数は，反応阻害物質ファクタ0.5を考慮し，

上記で示す水素ガス漏えい量において原子炉建物原子炉

棟４階を可燃限界未満に処理することができる個数「17

個以上」とし，この個数に余裕を見込み18個とする。 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

燃料装荷量の相違に

より，水素発生量が異な

る 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は Mark-Ⅰ

改型原子炉格納容器の

ため，最高使用圧力が異

なる。また，漏えい率算

出式には，格納容器圧

力，ガス組成等を入力す

るが，これらの条件が相

違することにより，漏え

い率が異なる 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

③の相違及び島根２

号炉は単独申請 

・設備の相違 

【東海第二】 

④の相違 
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静的触媒式水素再結合器動作監視装置は，静的触媒式水

素再結合器作動時に想定される温度範囲を測定できる設

計とし，位置的分散を考慮して，原子炉建屋オペレーティ

ングフロアの両壁面に分散配置したそれぞれ 1 個の静的

触媒式水素再結合器に設置する設計とする。 

（53-3,53-6） 

 

静的触媒式水素再結合器動作監視装置は，静的触媒式水

素再結合器作動時に想定される温度範囲を監視可能な設計

とする。 

静的触媒式水素再結合器は，その動作原理から故障は考

え難く，原子炉建屋原子炉棟6階の水素濃度が上昇した場合

には一様に触媒反応を起こして温度が上昇すると想定して

いる。したがって，静的触媒式水素再結合器動作監視装置

の必要個数は1個と考えるが，位置的分散を考慮して，原子

炉建屋原子炉棟6階の両壁面に配置した静的触媒式水素再

結合器のうち，それぞれ1基（計2基）に設置する設計とす

る。（2基の静的触媒式水素再結合器の入口側及び出口側に

熱電対を1個ずつ設置ため，合計4個の熱電対を設置する。） 

（53－3－2，53－6－5～6） 

 

 

静的触媒式水素処理装置入口温度及び静的触媒式水素

処理装置出口温度は，静的触媒式水素処理装置作動時に想

定される温度範囲を測定できる設計とし，位置的分散を考

慮して，原子炉建物原子炉棟４階壁面近傍等に分散配置し

た静的触媒式水素処理装置のうち２個にそれぞれ設置す

る設計とする。 

（53-6） 

 

 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43 条第 2 項二） 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでない

こと。ただし，二以上の発電用原子炉施設と共用することに

よって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上する

場合であって，同一の工場等内の他の発電用原子炉施設に対

して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

 

 

 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第43条第２項第２号） 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故等対処設備の各機器については，一部の敷

地を共有する東海発電所内の発電用原子炉施設において共

用しない設計とする。ただし，共用対象の施設ごとに要求

される技術的要件（重大事故等に対処するための必要な機

能）を満たしつつ，東海発電所内の発電用原子炉施設と共

用することにより安全性が向上し，かつ，東海発電所内及

び東海第二発電所内の発電用原子炉施設に対して悪影響を

及ぼさない場合は，共用できる設計とする。 

 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第43条第２項二） 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでな

いこと。ただし，二以上の発電用原子炉施設と共用するこ

とによって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向

上する場合であって，同一の工場等内の他の発電用原子炉

施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

 

静的触媒式水素再結合器及び静的触媒式水素再結合器動

作監視装置は，二以上の発電用原子炉施設において共用しな

い設計とする。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等について」に示す。 

 

静的触媒式水素再結合器及び静的触媒式水素再結合器動

作監視装置については，一部の敷地を共有する東海発電所

内の発電用原子炉施設において共用しない設計とする。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

静的触媒式水素処理装置，静的触媒式水素処理装置入口

温度及び静的触媒式水素処理装置出口温度は，二以上の発

電用原子炉施設において共用しない設計とする。 
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(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43 

条第 2 項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故

対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれ

がないよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第43

条第２項第３号） 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事

故対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそ

れがないよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等について」に示す。 

 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第43

条第２項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事

故対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるお

それがないよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

 

 

静的触媒式水素再結合器は重大事故緩和設備であり，同一

目的の重大事故等対処設備はない。 

静的触媒式水素再結合器動作監視装置は，同一目的の水素

爆発による原子炉建屋の損傷を防止するための監視設備で

ある原子炉建屋水素濃度と異なる計測方式とすることで多

様性を有する設計とし，共通要因によって同時に機能を損な

わないよう，検出器の設置場所について位置的分散を図る設

計とする。また，静的触媒式水素再結合器動作監視装置の電

源については，非常用交流電源設備（非常用ディーゼル発電

機）に対して多様性を有する代替電源設備から給電できる設

計とする。 

（53-2,53-3） 

 

静的触媒式水素再結合器は，重大事故緩和設備であり，

同一目的の設計基準事故対処設備はない。 

静的触媒式水素再結合器動作監視装置は，熱電対方式で

あり，水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するため

の設備である触媒式及び熱伝導式の原子炉建屋水素濃度と

は多様性を有する計測方式とする。また，原子炉建屋原子

炉棟6階の両壁面付近に設置する静的触媒式水素再結合器

動作監視装置に対して原子炉建屋水素濃度は，原子炉建屋

原子炉棟6階の天井付近，2階及び地下1階に設置すること

で，位置的分散を図る設計とする。また，静的触媒式水素

再結合器動作監視装置は，非常用交流電源設備に対して多

様性を有する常設代替直流電源設備又は可搬型代替直流電

源設備からの給電が可能な設計とする。 

（53－2－4，53－3－2～5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

静的触媒式水素処理装置は重大事故緩和設備であり，同

一目的の設計基準事故対処設備はない。 

静的触媒式水素再処理装置入口温度及び静的触媒式水

素処理装置出口温度は，同一目的の水素爆発による原子炉

建物等の損傷を防止するための監視設備である原子炉建

物水素濃度と異なる計測方式とすることで多様性を有す

る設計とし，共通要因によって同時に機能を損なわないよ

う，検出器の設置場所について位置的分散を図る設計とす

る。また，静的触媒式水素処理装置入口温度及び静的触媒

式水素処理装置出口温度の電源については非常用交流電

源設備（非常用ディーゼル発電機）に対して多様性を有す

る代替電源設備から給電できる設計とする。 

（53-2，53-3，53－4） 

 

 

添3.10-18



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

3.10.2.2 原子炉建屋水素濃度 

3.10.2.2.1 主要設備 

 

原子炉建屋水素濃度は重大事故等が発生し，ジルコニウム－水

反応等で短期的に発生する水素ガス及び水の放射線分解等で長期

的に緩やかに発生し続ける水素ガスが原子炉格納容器から原子炉

建屋へ漏えいした場合に，原子炉建屋において，水素濃度が変動

する可能性のある範囲で測定を行い，中央制御室において連続監

視できる設計とする。また，原子炉建屋水素濃度は代替電源設備

から給電が可能な設計とする。 

 

 

3.10.2.2 原子炉建屋水素濃度 

3.10.2.2.1 設備概要 

 

原子炉建屋水素濃度は，炉心の著しい損傷が発生し，ジルコ

ニウム－水反応等で短期的に発生する水素及び水の放射線分解

等で長期的に緩やかに発生し続ける水素が原子炉格納容器から

原子炉建屋原子炉棟へ漏えいした場合に，原子炉建屋原子炉棟

において，水素濃度が変動する可能性のある範囲で測定を行い，

中央制御室にて連続監視が可能な設計とする。また，原子炉建

屋水素濃度のうち，原子炉建屋原子炉棟6階に設置するものにつ

いては，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備か

ら，原子炉建屋原子炉棟6階を除く原子炉建屋原子炉棟に設置す

るものについては，常設代替直流電源設備又は可搬型代替直流

電源設備からの給電が可能な設計とする。 

 

3.10.2.2 原子炉建物水素濃度 

3.10.2.2.1 主要設備 

 

原子炉建物水素濃度は重大事故等が発生し，ジルコニウム－水

反応等で短期的に発生する水素ガス及び水の放射線分解等で長期

的に緩やかに発生し続ける水素ガスが原子炉格納容器から原子炉

建物原子炉棟へ漏えいした場合に，原子炉建物原子炉棟において，

水素濃度が変動する可能性のある範囲で測定を行い，中央制御室

において連続監視できる設計とする。また，原子炉建物水素濃度

は代替電源設備から給電が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉建屋水素濃度に関する系統概要図を図 3.10-3 に，重大

事故等対処設備一覧を表 3.10-6 に示す。 

原子炉建屋水素濃度に関する系統概要図を第3.10－3図に，重

大事故等対処設備一覧を第3.10－5表に示す。 

原子炉建物水素濃度に関する系統概要図を図3.10-3に，重大事

故等対処設備一覧を表3.10-6に示す。 

 

 

 

 

図 3.10-3 原子炉建屋水素濃度の系統概要図 

 

 

第 3.10－3図 原子炉建屋水素濃度の系統概要図 

 

 

図 3.10-3 原子炉建物水素濃度の系統概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

電源設備については「3.14 電源設

備（設置許可基準規則第 57 条に対

する設計方針を示す章）」で示す。 
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表 3.10-6 原子炉建屋水素濃度に関する重大事故等対処設備一覧 

 

設備区分 設備名 

主要設備 原子炉建屋水素濃度【常設】 

附属設備 － 

水源 － 

流路 － 

注水先 － 

電源設備※１ 常設代替直流電源設備 

 AM用直流 125V蓄電池【常設】 

 AM用直流 125V充電器【常設】 

可搬型直流電源設備 

 電源車【可搬】 

 AM用直流 125V充電器【常設】 

 軽油タンク【常設】 

 タンクローリ（4kL）【可搬】 

 

上記常設代替直流電源設備への給電のための設

備として以下の設備を使用する。 

 常設代替交流電源設備 

 可搬型代替交流電源設備 

計装設備 － 

※1：単線結線図を補足説明資料 53-2 に示す。 

電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則

第 57 条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

第3.10－5表 原子炉建屋水素濃度に関する重大事故等対処設備

一覧 

※1 電源設備については，「3.14 電源設備（設置許可基準規則

第57条に対する設計方針を示す章）」に示す。 

 

 

表3.10-6 原子炉建物水素濃度に関する重大事故等対処設備一覧 

 

設備区分 設備名 

主要設備 原子炉建物水素濃度【常設】 

附属設備 － 

水源 － 

流路 － 

注水先 － 

電源設備
※１ 

 

常設代替交流電源設備 

ガスタービン発電機【常設】 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

ガスタービン発電機用サービスタンク【常設】 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ【常設】 

可搬型代替交流電源設備 

高圧発電機車【可搬型】 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク【常設】 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵

タンク【常設】 

タンクローリ【可搬型】 

代替所内電気設備 

緊急用メタクラ【常設】 

メタクラ切替盤【常設】 

高圧発電機車接続プラグ収納箱【常設】 

緊急用メタクラ接続プラグ盤【常設】 

ＳＡロードセンタ【常設】 

ＳＡ１コントロールセンタ【常設】 

非常用高圧母線Ｄ系【常設】 

 計装設備 － 

※１：単線結線図を補足説明資料 53-2に示す。 

電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則

第 57条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

使用する電源設備が

異なる 
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3.10.2.2.2 主要設備の仕様 

主要設備の仕様を表 3.10-7 に示す。 

 

3.10.2.2.2 主要設備の仕様 

 

3.10.2.2.2 主要設備の仕様 

主要設備の仕様を表3.10-7に示す。 

 

表 3.10-7 主要設備の仕様 

名称 検出器の種類 計測範囲 個数 取付箇所 

原子炉建屋

水素濃度 

熱伝導式水素

検出器 
0～20vol％ 8 

原子炉建屋地上

4階:3個 

原子炉建屋地上

2階:2個 

原子炉建屋地下

1階:1個 

原子炉建屋地下

2階:2個 

 

原子炉建屋地下

2階:2個 

 

なお，電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則

第 57 条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

 (1) 原子炉建屋水素濃度 

兼用する設備は以下のとおり。 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

種 類 触媒式，熱伝導式 

計測範囲 触 媒 式：0～10vol％ 

   熱伝導式：0～20vol％ 

個 数 触 媒 式：2 

   熱伝導式：3 

取付箇所 触 媒 式：原子炉建屋原子炉棟6階 

   熱伝導式：原子炉建屋原子炉棟2階， 

       原子炉建屋原子炉棟地下1階 

 

 

表 3.10-7 主要設備の仕様 

名称 検出器の種

類 

計測範囲 個数 取付箇所 

原子炉建物

水素濃度 

触媒式水素

検出器 
0～10vol％ １ 

原子炉建物原子

炉棟地下１階 

熱伝導式水

素検出器 
0～20vol％ ６ 

原子炉建物原子

炉棟４階：２個 

原子炉建物原子

炉棟２階：２個 

原子炉建物原子

炉棟１階：２個 

 

なお，電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則

第 57条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，触媒式

と熱伝導式を採用して

おり，触媒式は測定範囲

が異なる。また，島根２

号炉と設置個数が異な

る 

【東海第二】 

島根２号炉と設置個

数が異なる 

 

 

 

3.10.2.2.3 設置許可基準規則第 43 条への適合方針 

 

3.10.2.2.3.1 設置許可基準規則第 43 条第 1 項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43条第 1項一） 

 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放

射線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処

するために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

原子炉建屋水素濃度は，原子炉建屋原子炉区域内に設置

する設備であることから，その機能を期待される重大事故

等が発生した場合における，原子炉格納容器内の環境条件

及び荷重条件を，その機能を有効に発揮することができる

よう，以下の表 3.10-8 に示す設計とする。 

（53-3） 

3.10.2.2.3 設置許可基準規則第43条への適合方針 

 

3.10.2.2.3.1 設置許可基準規則第43条第１項への適合方針 

(1) 環境条件（設置許可基準規則第43条第１項第１号） 

 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放

射線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処

するために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

原子炉建屋水素濃度は，原子炉建屋原子炉棟内に設置す

る設備であることから，その機能を期待される重大事故等

時における原子炉建屋原子炉棟内の環境条件を考慮し，以

下の第3.10－6表に示す設計とする。 

 

 

3.10.2.2.3 設置許可基準規則第43条への適合方針 

 

3.10.2.2.3.1 設置許可基準規則第43条第１項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第43条第１項一） 

 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放

射線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処

するために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

原子炉建物水素濃度は，原子炉建物原子炉棟内に設置す

る設備であることから，その機能を期待される重大事故等

が発生した場合における，原子炉建物原子炉棟内の環境条

件及び荷重条件を，その機能を有効に発揮することができ

るよう，以下の表3.10-8に示す設計とする。 

（53-3） 
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表 3.10-8 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・

湿度・放射線 

原子炉建屋原子炉区域内で想定される温度，圧

力，湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を

確認した 機器を使用する。 

屋外の天候に

よる影響 

屋外に設置するものではないため，天候による

影響は受けない。 

海水を通水す

る系統への影

響 

海水を通水することはない。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機

器が損傷しないことを確認する（詳細は「2.1.2

耐震設計の基本方針」に示す）。 

風（台風）・積

雪 

原子炉建屋原子炉区域内に設置するため，風

（台風）及び積雪の影響は受けない。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁波

によりその機能が損なわれない設計とする。 
 

第3.10－6表 想定する環境条件 

 

（53－3－3～5） 

 

表3.10-8 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・

湿度・放射線 

原子炉建物原子炉棟内で想定される温度，圧力，

湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認

した機器を使用する。 

屋外の天候に

よる影響 

屋外に設置するものではないため，天候による

影響は受けない。 

海水を通水す

る系統への影

響 

海水を通水することはない。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器

が損傷しないことを確認する（詳細は「2.1.2 耐

震設計の基本方針」に示す）。 

風（台風）・積

雪 

原子炉建物原子炉棟内に設置するため，風（台

風）及び積雪の影響は受けない。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁波

によりその機能が損なわれない設計とする。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43 条第 1 項二） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操

作できるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

原子炉建屋水素濃度は，想定される重大事故等時において

中央制御室にて監視可能な設計であり現場又は中央制御室

による操作は発生しない。 

 

(2) 操作性（設置許可基準規則第43条第１項第２号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操

作できるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

原子炉建屋水素濃度は，重大事故等時において，中央制

御室にて監視が可能な設計であり，現場又は中央制御室に

おける操作は発生しない。 

  

(2) 操作性（設置許可基準規則第43条第１項二） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に

操作できるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

原子炉建物水素濃度は，想定される重大事故等時におい

て中央制御室にて監視可能な設計であり現場又は中央制

御室による操作は発生しない。 
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(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43 条第 1 項三） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又

は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

原子炉建屋水素濃度は，表 3.10-9 に示すように，発電用

原子炉の停止中に模擬入力による機能・性能の確認（特性の

確認）及び校正が可能な設計とする。 

（53-5） 

 

(3) 試験検査（設置許可基準規則第43条第１項第３号） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中

又は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

原子炉建屋水素濃度は，第3.10－7表に示すように，発電

用原子炉の停止中に機能・性能検査が可能な設計とする。

また，原子炉建屋水素濃度は，検出器の機能・性能検査と

して基準ガスによる校正及び模擬入力による計器校正が可

能な設計とする。 

 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第43条第１項三） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中

又は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

原子炉建物水素濃度は，表3.10-9に示すように，発電用

原子炉の停止中に模擬入力による機能・性能の確認（特性

の確認）及び校正が可能な設計とする。 

（53-3，53-4） 

 

表 3.10-9 原子炉建屋水素濃度の試験及び検査性 

発電用原子炉の状態 項目 内容 

停止中 機能・性能試験 規準ガス校正 

計器校正 

 

 

第3.10－7表 原子炉建屋水素濃度の試験検査 

 

（53－5－3，53－5－4） 

表3.10-9 原子炉建物水素濃度の試験及び検査性 

発電用原子炉の状態 項目 内容 

停止中 機能・性能試験 基準ガス校正 

計器校正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 切り替えの容易性（設置許可基準規則第 43 条第 1 項四） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するため

に使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から速や

かに切り替えられる機能を備えるものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

 

原子炉建屋水素濃度は，重大事故等時において他の系統と

切り替えることなく使用できる設計とする。 

（53-4） 

 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第43条第１項第４号） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するため

に使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から速

やかに切り替えられる機能を備えるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

原子炉建屋水素濃度は，本来の用途として使用する設計

とする。 

 

(4) 切り替えの容易性（設置許可基準規則第43条第１項四） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するた

めに使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から

速やかに切り替えられる機能を備えるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

原子炉建物水素濃度は，重大事故等時において他の系統

と切り替えることなく使用できる設計とする。 

（53-4） 
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(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43 条第 1 項五） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもので

あること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

 

原子炉建屋水素濃度は，他の設備と遮断器又はヒューズに

よる電気的な分離を行うことで，他の設備に悪影響を及ぼさ

ない設計とする。 

 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第１項第５号） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもので

あること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等について」に示す。 

 

原子炉建屋水素濃度は，他の設備と電気的な分離を行う

ことで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第１項五） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもの

であること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

原子炉建物水素濃度は，他の設備と遮断器又はヒューズ

による電気的な分離を行うことで，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。 

（53-3，53-4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43 条第 1 項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故

等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう，放

射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所

への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものである

こと。 

 

(ⅱ) 適合性  

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

原子炉建屋水素濃度は，重大事故等時において中央制御室

にて監視できる設計であり現場における操作は発生しない。 

 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第１項第６号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故

等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう，

放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置

場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたもので

あること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

原子炉建屋水素濃度は，重大事故等時において，中央制

御室にて監視が可能な設計であり，現場における操作は発

生しない。 

 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第１項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事

故等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよ

う，放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，

設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じた

ものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

原子炉建物水素濃度は，重大事故等時において中央制御

室にて監視できる設計であり現場における操作は発生し

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添3.10-24



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

3.10.2.2.3.2 設置許可基準規則第 43 条第 2 項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43 条第 2 項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するも

のであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

3.10.2.2.3.2 設置許可基準規則第43条第２項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第43条第２項第１号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するもの

であること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

3.10.2.2.3.2 設置許可基準規則第43条第２項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第43条第２項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するも

のであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

 

原子炉建屋水素濃度は，炉心損傷時に原子炉格納容器内

に発生する水素ガスが原子炉建屋に漏えいした場合に，静

的触媒式水素再結合器による水素濃度低減（可燃限界であ

る 4vol％未満）をトレンドとして連続的に監視できるこ

とが主な役割であることから，0～20vol％を測定できる設

計とする。なお，原子炉建屋水素濃度は，水素ガスが最終

的に滞留する原子炉建屋オペレーティングフロアの天井

付近及び非常用ガス処理系吸込配管付近に分散させた適

切な位置に配置し，原子炉格納容器内で発生した水素ガス

が漏えいするポテンシャルのある原子炉建屋オペレーテ

ィングフロア以外のエリアにも設置し，水素ガスの早期検

知及び滞留状況を把握する事が可能な設計とする。 

（53-3,53-6） 

原子炉建屋水素濃度は，炉心損傷時に原子炉格納容器内

に発生する水素が原子炉建屋原子炉棟に漏えいした場合

に，静的触媒式水素再結合器による水素濃度低減（可燃限

界である4vol％未満）をトレンドとして連続的に監視でき

ることが主な役割であることから，原子炉建屋原子炉棟6

階において，0～10vol％を計測可能な設計とする。また，

原子炉建屋水素濃度は，水素が最終的に滞留する原子炉建

屋原子炉棟6階の天井付近に位置的分散を考慮して設置す

るとともに，原子炉格納容器内で発生した水素が漏えいす

る可能性のある原子炉建屋原子炉棟2階及び地下1階にも設

置し，水素の早期検知及び滞留状況把握のため，0～20vol％

を計測可能な設計とする。 

（53－3－3～5）（53－6－7～8） 

 

 

原子炉建物水素濃度は，炉心損傷時に原子炉格納容器内

に発生する水素ガスが原子炉建物原子炉棟に漏えいした

場合に，静的触媒式水素処理装置による水素濃度低減（可

燃限界である４vol％未満）をトレンドとして連続的に監

視できることが主な役割であることから，触媒式では０～

10vol％，熱伝導式では０～20vol％を測定できる設計とす

る。なお，原子炉建物水素濃度は，水素ガスが最終的に滞

留する原子炉建物原子炉棟４階の壁面及び天井付近に分

散させた適切な位置に配置し，想定される重大事故等時に

おいて，原子炉建物原子炉棟内の水素濃度を測定できる設

計とする。また，原子炉建物水素濃度は，原子炉建物原子

炉棟４階以外の水素ガスが漏えいする可能性の高いエリ

アにも設置するとともに非常用ガス処理系吸込配管近傍

にも設置し，水素ガスの早期検知及び滞留状況を把握する

事が可能な設計とする。 

（53-6） 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，触媒式

と熱伝導式を採用して

おり，触媒式は測定範囲

が異なる 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43 条第 2 項二） 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでない

こと。ただし，二以上の発電用原子炉施設と共用することに

よって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上する

場合であって，同一の工場等内の他の発電用原子炉施設に対

して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第43条第２項第２号） 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでない

こと。ただし，二以上の発電用原子炉施設と共用すること

によって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上す

る場合であって，同一の工場等内の他の発電用原子炉施設

に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第43条第２項二） 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでな

いこと。ただし，二以上の発電用原子炉施設と共用するこ

とによって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向

上する場合であって，同一の工場等内の他の発電用原子炉

施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでな

い。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

原子炉建屋水素濃度は，二以上の発電用原子炉施設におい

て共用しない設計とする。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等について」に示す。 

敷地内に二以上の発電用原子炉施設はないことから，原

子炉建屋水素濃度は，共用しない。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

原子炉建物水素濃度は，二以上の発電用原子炉施設にお

いて共用しない設計とする。 
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(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43 条

第 2 項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故

対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれ

がないよう，適切な措置を講じたものであること。 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第43

条第２項第３号） 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事

故対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそ

れがないよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第43

条第２項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事

故対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるお

それがないよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等について」に示す。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

 

 

 

原子炉建屋水素濃度は，原子炉建屋内に設置されており，

環境条件，自然現象，外部人為事象，溢水，火災に対して，

可能な限り頑健性をもたせた設計とする。 

 原子炉建物水素濃度は，原子炉建物原子炉棟内に設置さ

れており，環境条件，自然現象，外部人為事象，溢水，火

災に対して，可能な限り頑健性をもたせた設計とする。 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉では，原子

建物水素濃度の頑健性

について記載している 

 

原子炉建屋水素濃度は，同一目的の水素爆発による原子炉

建屋の損傷を防止するための監視設備である静的触媒式水

素再結合器動作監視装置と異なる計測方式とすることで多

様性を有する設計とし，共通要因によって同時に機能を損な

わないよう，検出器の設置場所について位置的分散を図る設

計とする。また，原子炉建屋水素濃度の電源については，非

常用交流電源設備（非常用ディーゼル発電機）に対して多様

性を有する代替電源設備から給電できる設計とする。 

（53-2,53-3） 

原子炉建屋水素濃度は，触媒式及び熱伝導式であり，同

一目的の水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するた

めの設備である熱電対式の静的触媒式水素再結合器動作監

視装置とは多様性を有した計測方式とする。また，原子炉

建屋原子炉棟6階の天井付近，2階及び地下1階に設置する原

子炉建屋水素濃度に対して静的触媒式水素再結合器動作監

視装置は原子炉建屋原子炉棟6階両壁面付近に設置するこ

とで，位置的分散を図る設計とする。また，原子炉建屋水

素濃度は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常

設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，常設代替

直流電源設備又は可搬型代替直流電源設備からの給電によ

り作動できる設計とする。 

（53－2－2～3，53－3－2～5） 

 

原子炉建物水素濃度は，同一目的の水素爆発による原子

炉建物等の損傷を防止するための監視設備である静的触

媒式水素処理装置入口温度及び静的触媒式水素処理装置

出口温度と異なる計測方式とすることで多様性を有する

設計とし，共通要因によって同時に機能を損なわないよ

う，検出器の設置場所について位置的分散を図る設計とす

る。また，原子炉建物水素濃度の電源については非常用交

流電源設備（非常用ディーゼル発電機）に対して多様性を

有する代替電源設備から給電できる設計とする。 

（53-2，53-3，53-4） 
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 3.10.2.3 原子炉建屋ガス処理系 

3.10.2.3.1 設備概要 

水素排出設備である原子炉建屋ガス処理系は，炉心の著しい

損傷が発生した場合に原子炉建屋等の水素爆発を防止ため，水

素を排出し原子炉建屋原子炉棟内に水素の滞留を防止すること

を目的として設置するものである。 

原子炉建屋ガス処理系は，非常用ガス再循環系排風機，非常

用ガス処理系排風機，非常用ガス再循環系フィルタトレイン及

び非常用ガス処理系フィルタトレインで構成する。 

原子炉建屋ガス処理系は，原子炉格納容器から原子炉建屋原

子炉棟へ漏えいする水素を含む気体を吸引し，放射性物質を低

減しつつ原子炉建屋外に排出することで，原子炉建屋原子炉棟

内に水素が滞留しない設計とする。また，原子炉建屋ガス処理

系は，非常用ディーゼル発電機に加えて，常設代替交流電源設

備である常設代替高圧電源装置からの給電を可能とする。 

原子炉建屋ガス処理系に関する系統概略図を第3.10－4図に，

重大事故等対処設備一覧を第3.10－8表に示す。 

 

 ・設備の相違 

【東海第二】 

①の相違 

 

 

第3.10－4図 原子炉建屋ガス処理系 系統概略図 
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 第3.10－8表 原子炉建屋ガス処理系に関する重大事故等対処設

備一覧

 

  

 ※1 電源設備については，「3.14 電源設備（設置許可基準規則

第57条に対する設計方針を示す章）」に示す。 

 

 

  

 3.10.2.3.2 主要設備の仕様 

 (1) 非常用ガス処理系排風機 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉建屋ガス処理系 

・中央制御室の運転員の被ばくを低減するための設備 

・水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設

備 

台 数  2（うち１は予備） 

容 量  約 3,570m３／h（1台当たり） 
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 (2) 非常用ガス再循環系排風機 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉建屋ガス処理系 

・中央制御室の運転員の被ばくを低減するための設備 

・水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設

備 

台 数  2（うち１は予備） 

容 量  約 17,000m３／h（1台当たり） 

 

 (3) 非常用ガス処理系フィルタトレイン 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉建屋ガス処理系 

・水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設

備 

型 式  電気加熱器，粒子用高効率フ

ィルタ及びよう素用チャコー

ルフィルタ内蔵型 

基 数  2（うち１は予備） 

容 量  約 3,570m３／h（1基当たり） 

チャコール層厚さ 約 150mm 

よう素除去効率  97％以上（系統効率） 

粒子除去効率  99.97％以上（直径 0.5μm 以

上の粒子） 

 

 (4) 非常用ガス再循環系フィルタトレイン 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉建屋ガス処理系 

・水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設

備 

型 式  電気加熱器，粒子用高効率フ

ィルタ及びよう素用チャコー

ルフィルタ内蔵型 

基 数  2（うち１は予備） 

容 量  約 17,000m３／h（1基当たり） 

チャコール層厚さ 約 50mm 

よう素除去効率  90％以上（系統効率） 

粒子除去効率  99.97％以上（直径 0.5μm 以

上の粒子） 
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 3.10.2.3.3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.10.2.3.3.1 設置許可基準規則第 43条第１項への適合方針 

 

 (1) 環境条件（設置許可基準規則第43条第１項第１号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放

射線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処

するために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

非常用ガス再循環系排風機，非常用ガス処理系排風機，

非常用ガス再循環系フィルタトレイン及び非常用ガス処理

系フィルタトレインは，原子炉建屋原子炉棟内に設置され

る設備であることから，その機能を期待される重大事故等

時における原子炉建屋原子炉棟内の環境条件を考慮し，第

3.10－9表に示す設計とする。 

非常用ガス再循環系排風機及び非常用ガス処理系排風機

操作は，中央制御室で可能な設計とする。 

 

 

  

 第3.10－9表 想定する環境条件 
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 (2) 操作性（設置許可基準規則第43条第１項第２号） 

 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操

作できるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性

について」に示す。 

非常用ガス再循環系排風機，非常用ガス処理系排風機，

非常用ガス再循環系フィルタトレイン及び非常用ガス処理

系フィルタトレインは，重大事故等時において，原子炉建

屋原子炉棟内の環境条件（被ばく影響等）を考慮の上，中

央制御室にて操作可能な設計とする。 

原子炉建屋ガス処理系の運転切替は，原子炉建屋隔離信

号による自動作動のほか，中央制御室でのスイッチ操作に

よる手動切替も可能な設計とし，設計基準対象施設として

使用する場合と同じ系統構成で使用することが可能な設計

とする。 

操作が必要な対象機器について，第3.10－10表に示す。 

 

 

 

  

 第3.10－10表 操作対象機器（換気設備） 

 

 

 

 

  

 (3) 試験検査（設置許可基準規則第43条第１項第３号） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中

又は停止中に試験又は検査ができるものであること。 
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(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性

について」に示す。 

非常用ガス再循環系排風機，非常用ガス処理系排風機，

非常用ガス再循環系フィルタトレイン及び非常用ガス処理

系フィルタトレインは，第3.10－11表に示すように，発電

用原子炉の運転中又は停止中に外観検査，機能・性能検査

及び分解検査が可能な設計とする。 

非常用ガス再循環系排風機，非常用ガス処理系排風機，

非常用ガス再循環系フィルタトレイン及び非常用ガス処理

系フィルタトレインは，発電用原子炉の運転中又は停止中

に機能・性能検査が可能な設計とする。 

非常用ガス再循環系排風機及び非常用ガス処理系排風機

は，発電用原子炉の停止中に分解検査が可能な設計とする。 

非常用ガス再循環系フィルタトレインび非常用ガス処理

系フィルタトレインは，発電用原子炉の運転中又は停止中

に差圧確認が可能な設計とする。また，非常用ガス再循環

系フィルタトレイン及び非常用ガス処理系フィルタトレイ

ンは，発電用原子炉の停止中に内部の確認が可能なように，

点検口を設ける設計とし，性能の確認が可能なように，フ

ィルタを取り出すことが可能な設計とする。 

 

 

 第3.10－11表 原子炉建屋ガス処理系の試験検査 

 

  

 ※1 各機器とは，以下のとおり。 

原子炉建屋ガス処理系の非常用ガス再循環系排風機，非常

用ガス処理系排風機，非常用ガス再循環系フィルタトレイ

ン及び非常用ガス処理系フィルタトレイン 
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 (4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第43条第１項第４号） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するため

に使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から速

やかに切り替えられる機能を備えるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性

について」に示す。 

非常用ガス再循環系排風機，非常用ガス処理系排風機，

非常用ガス再循環系フィルタトレイン及び非常用ガス処理

系フィルタトレインは，重大事故等時でも，設計基準対象

施設として使用する場合と同じ系統構成で使用するため，

切替えせずに使用することが可能な設計とする。 

 

 

 (5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第１項第５号） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもので

あること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等について」に示す。 

非常用ガス再循環系排風機，非常用ガス処理系排風機，

非常用ガス再循環系フィルタトレイン及び非常用ガス処理

系フィルタトレインは，設計基準対象施設として使用する

場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用する

ことで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 
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 (6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第１項第６号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故

等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう，

放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置

場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたもので

あること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

非常用ガス再循環系排風機及び非常用ガス処理系排風機

は，原子炉建屋原子炉棟内に設置し，重大事故等時におけ

る環境条件を考慮の上，中央制御室から操作可能な設計と

する。 

これらの設備の設置場所，操作場所を第3.10－12表に示

す。 

 

 第3.10－12表 操作対象機器設置場所 

 

 

 

  

 3.10.2.3.3.2 設置許可基準規則第 43条第２項への適合方針 

 (1) 容量（設置許可基準規則第43条第２項第１号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するもの

であること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

非常用ガス再循環系排風機，非常用ガス処理系排風機，

非常用ガス再循環系フィルタトレイン及び非常用ガス処理

系フィルタトレインは，設計基準事故対処設備としての容

量が重大事故等時に原子炉建屋原子炉棟の水素を屋外に排

出するために必要な容量に対して十分であるため，設計基

準事故対処設備と同仕様で設計する。 
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 (2) 共用の禁止（設置許可基準規則第43条第２項第２号） 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでない

こと。ただし，二以上の発電用原子炉施設と共用すること

によって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上す

る場合であって，同一の工場等内の他の発電用原子炉施設

に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等について」に示す。 

敷地内に二以上の発電用原子炉施設はないことから，原

子炉建屋ガス処理系は，共用しない。 

 

 (3) 設計基準対象設備との多様性（設置許可基準規則第43条第

２項第３号） 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事

故対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそ

れがないよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等について」に示す。 

非常用ガス再循環系排風機，非常用ガス処理系排風機，

非常用ガス再循環系フィルタトレイン及び非常用ガス処理

系フィルタトレインは，地震，津波及びその他の外部事象

による損傷の防止が図られた原子炉建屋原子炉棟内に設置

する。 

非常用ガス再循環系排風機及び非常用ガス処理系排風機

は，共通要因によって同時に機能を損なわないように，全

交流動力電源喪失時においても常設代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 
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3.10.3 その他設備 

3.10.3.1 格納容器頂部注水系 

3.10.3.1.1 設備概要 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容器頂

部を冷却することで原子炉格納容器外への水素ガス漏えいを抑制

し，原子炉建屋の水素爆発を防止するため，格納容器頂部注水系

を設ける。なお，本設備は事業者の自主的な取り組みで設置する

ものである。 

3.10.3 その他設備 

3.10.3.1 格納容器頂部注水系 

3.10.3.1.1 設備概要 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容

器頂部を冷却することで，原子炉格納容器外への水素漏えい

を抑制し，原子炉建屋原子炉棟の水素爆発を防止するため，

格納容器頂部注水系を設ける。なお，格納容器頂部注水系は，

事業者の自主的な取り組みで設置するものである。 

3.10.3 その他設備 

3.10.3.1 原子炉ウェル代替注水系 

3.10.3.1.1 設備概要 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，ドライウェル主フ

ランジを冷却することで原子炉格納容器外への水素ガス漏えいを

抑制し，原子炉建物原子炉棟の水素爆発を防止するため，原子炉

ウェル代替注水系を設ける。なお，本設備は事業者の自主的な取

り組みで設置するものである。 

 

 

格納容器頂部注水系は，原子炉ウェルに水を注水し，原子炉格

納容器トップヘッドフランジシール材を原子炉格納容器外部から

冷却することを目的とした系統である。格納容器頂部注水系は，

可搬型代替注水ポンプ，接続口等で構成しており，重大事故等時

において，代替淡水源（淡水貯水池及び防火水槽）の水又は海水

を原子炉ウェルに注水し原子炉格納容器頂部を冷却することで，

原子炉格納容器トップヘッドフランジからの水素ガス漏えいを抑

制する設計とする。 

 

格納容器頂部注水系は，原子炉ウェルに注水し，原子炉格

納容器トップヘッドフランジのシール材を原子炉格納容器外

部から冷却することを目的とした系統であり，常設及び可搬

型がある。 

格納容器頂部注水系（常設）は，常設低圧代替注水系ポン

プで構成し，炉心の著しい損傷が発生した場合において，代

替淡水貯槽を水源として原子炉ウェルに注水し，原子炉格納

容器頂部を冷却することで，原子炉格納容器頂部からの水素

漏えいを抑制する設計とする。 

格納容器頂部注水系（可搬型）は，可搬型代替注水大型ポ

ンプ及び可搬型代替注水中型ポンプで構成し，炉心の著しい

損傷が発生した場合において，代替淡水貯槽及び西側淡水貯

水設備を水源として原子炉ウェルに注水し，原子炉格納容器

頂部を冷却することで，原子炉格納容器頂部からの水素漏え

いを抑制する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉ウェル代替注水系は，原子炉ウェルに水を注水し，ドラ

イウェル主フランジシール材を原子炉格納容器外部から冷却する

ことを目的とした系統である。原子炉ウェル代替注水系は，大量

送水車，接続口等で構成しており，重大事故等時において，代替

淡水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））の水又は海

水を原子炉ウェルに注水しドライウェル主フランジを冷却するこ

とで，ドライウェル主フランジからの水素ガス漏えいを抑制する

設計とする。 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は海水も

注水可能な運用とする 
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したがって，事故時に速やかに原子炉格納容器トップヘッドフ

ランジシール材を冠水させるように原子炉ウェルに水を張ること

が必要であり，その際の必要注水量は冠水分と余裕分も見込み約

70m3 以上とする。これを注水開始から約 2 時間で達成できること

を設計方針としており，格納容器頂部注水系の系統流量は 50m3/h 

以上とする。これを達成するために，格納容器頂部注水系のポン

プは可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）を採用する。また，可搬型

代替注水ポンプを接続する接続口は，位置的に分散して複数箇所

に設置する。 

 

 

 

したがって，事故時に速やかにドライウェル主フランジシール

材を冠水させるように原子炉ウェルに水を張ることが必要であ

り，その際の必要注水量は冠水分と余裕分も見込み約30m3以上と

する。これを注水開始から約２時間で達成できることを設計方針

としており，原子炉ウェル代替注水系の系統流量は15m3/h 以上と

する。これを達成するために，原子炉ウェル代替注水系のポンプ

は大量送水車を採用する。また，大量送水車を接続する接続口は，

位置的に分散して複数箇所に設置する。 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉では，必要

注水量及び系統流量を

記載している 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

原子炉ウェル空間容

積の相違により，ドライ

ウェル主フランジ冠水

までに必要な注水量が

異なる 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

ドライウェル主フラ

ンジ冠水までに必要な

注水量の相違により，系

統流量が異なる 

3.10.3.1.2 他設備への悪影響について 

格納容器頂部注水系を使用することで，原子炉ウェルに水が注

水される。この際，悪影響として懸念されるのは，以下のとおり

である。 

 

3.10.3.1.2 他設備への悪影響について 

格納容器頂部注水系を使用することで，原子炉ウェルに水

が注水される。この際，悪影響として懸念されるのは，以下

のとおりである。 

 

3.10.3.1.2 他設備への悪影響について 

原子炉ウェル代替注水系を使用することで，原子炉ウェルに水

が注水される。この際，悪影響として懸念されるのは，以下のと

おりである。 

 

 

・原子炉格納容器温度が 200℃のような過温状態で常温の水を原

子炉ウェルに注水することから，原子炉格納容器頂部を急冷す

ることによる鋼材部の熱収縮による応力発生に伴う原子炉格納

容器閉じ込め機能への影響 

 

・直接的影響：原子炉格納容器温度が200℃のような過温状

態で常温の水を原子炉ウェルに注水するた

め，原子炉格納容器トップヘッドフランジ

部を急冷することによる鋼材部の熱収縮に

よる応力発生に伴う原子炉格納容器閉じ込

め機能への影響 

 

・原子炉格納容器温度が200℃のような過温状態で常温の水を原子

炉ウェルに注水することから，ドライウェル主フランジを急冷

することによる鋼材部の熱収縮による応力発生に伴う原子炉格

納容器閉じ込め機能への影響 

 

 

・原子炉格納容器頂部を冷却することにより，原子炉格納容器ト

ップヘッドフランジからの水素ガス漏えいを防ぐことから，静

的触媒式水素再結合器が設置されている原子炉建屋オペレーテ

ィングフロアに，原子炉格納容器内の水素ガスが直接漏えいし

ない傾向になることによる，原子炉建屋水素爆発防止機能への

影響 

 

・間接的影響：原子炉格納容器トップヘッドフランジ部を

冷却することで，原子炉格納容器トップヘ

ッドフランジからの水素漏えいを抑制する

ため，原子炉建屋原子炉棟6階への漏えいが

減少する一方で，原子炉建屋原子炉棟下層

階（2階及び地下1階）への漏えい量が増加

することによる原子炉建屋原子炉棟水素爆

発防止機能への影響 

・ドライウェル主フランジを冷却することにより，ドライウェル

主フランジからの水素ガス漏えいを防ぐことから，静的触媒式

水素処理装置が設置されている原子炉建物原子炉棟４階に，原

子炉格納容器内の水素ガスが直接漏えいしない傾向になること

による，原子炉建物原子炉棟水素爆発防止機能への影響 
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・原子炉格納容器頂部を冷却することにより，原子炉ウェルに溜

まった水が蒸発することから，原子炉建屋に水蒸気が発生する

ことによる，原子炉建屋水素爆発防止機能への影響 

 

 

 

原子炉ウェルに注水した水が蒸発し，原子

炉建屋原子炉棟6階に水蒸気が滞留するこ

とで，静的触媒式水素再結合器を設置する

原子炉建屋原子炉棟6階への下層階から漏

えいした水素の流入が阻害されることによ

る原子炉建屋原子炉棟水素爆発防止機能へ

の影響 

 

・ドライウェル主フランジを冷却することにより，原子炉ウェル

に溜まった水が蒸発することから，原子炉建物原子炉棟に水蒸

気が発生することによる，原子炉建物原子炉棟水素爆発防止機

能への影響 

 

 

・原子炉ウェルに注水し原子炉格納容器頂部を冷却するため，原

子炉格納容器を除熱することによる原子炉格納容器負圧破損へ

の影響 

原子炉格納容器トップヘッドフランジ部を

冷却することで，原子炉格納容器が除熱さ

れることによる格納容器負圧破損の影響 

・原子炉ウェルに注水しドライウェル主フランジを冷却するため，

原子炉格納容器を除熱することによる原子炉格納容器負圧破損

への影響 

 

 

・格納容器頂部注水系の使用による発電所内の運用リソースへの

影響 

 ・原子炉ウェル代替注水系の使用による発電所内の運用リソース

への影響 

 

 

このうち，原子炉格納容器頂部急冷による原子炉格納容器閉じ

込め機能への影響については，原子炉格納容器頂部締付ボルト冷

却時の発生応力を評価した結果，ボルトが急冷された場合でも応

力値は降伏応力を下回っていることからボルトが破損することは

ない。 

このうち，原子炉格納容器トップヘッドフランジ部の急冷

による原子炉格納容器閉じ込め機能への影響については，原

子炉格納容器トップヘッドフランジ締付ボルト冷却時の発生

応力を評価した結果，ボルトが急冷された場合でも応力値は

降伏応力を下回っているため，ボルトが破損することはない。 

このうち，ドライウェル主フランジ急冷による原子炉格納容器

閉じ込め機能への影響については，ドライウェル主フランジ締付

ボルト冷却時の発生応力を評価した結果，ボルトが急冷された場

合でも応力値は降伏応力を下回っていることからボルトが破損す

ることはない。 

 

 

 

また，原子炉格納容器トップヘッドフランジからの水素ガス漏

えいを防ぐことによる，原子炉建屋水素爆発防止機能への影響に

ついては，水素ガスの漏えい箇所を原子炉建屋下層階（地上 2 階，

地下 1 階，地下 2 階）のみとして原子炉建屋内の水素ガス挙動を

評価し，可燃限界に至ることはないことが確認できているため，

原子炉建屋水素爆発防止機能に悪影響を与えない。 

このため，原子炉格納容器閉じ込め機能に悪影響を与えな

い。 

また，原子炉格納容器トップヘッドフランジからの水素漏

えいを防ぐことによる原子炉建屋水素爆発防止機能への影響

については，水素の漏えい箇所を原子炉建屋原子炉棟下層階

（2階及び地下1階）のみとして原子炉建屋原子炉棟内の水素

挙動を評価し，下層階で水素が滞留しないこと及び可燃限界

に至ることがないことを確認した。このため，原子炉建屋原

子炉棟水素爆発防止機能に悪影響を与えない。 

 

 

 

また，ドライウェル主フランジからの水素ガス漏えいを防ぐこ

とによる，原子炉建物原子炉棟水素爆発防止機能への影響につい

ては，水素ガスの漏えい箇所を原子炉建物原子炉棟下層階（２階，

１階，地下１階，地下２階）のみとして原子炉建物原子炉棟内の

水素ガス挙動を評価し，可燃限界に至ることはないことが確認で

きているため，原子炉建物原子炉棟水素爆発防止機能に悪影響を

与えない。 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉では１階

（機器搬入口，所員用エ

アロック，制御棒駆動機

構搬出ハッチ）からの漏

えいが想定されている 

原子炉ウェルに溜まった水が蒸発することによる原子炉建屋水

素爆発防止機能への影響については，原子炉建屋オペレーティン

グフロアに水蒸気が追加で流入した場合の原子炉建屋内の水素ガ

ス挙動を評価し，可燃限界に至ることはないことが確認できてい

るため，原子炉建屋水素爆発防止機能に悪影響を与えない。 

 

原子炉ウェルに溜まった水が蒸発することによる原子炉建

屋水素爆発防止機能への影響については，原子炉建屋ガス処

理系による混合効果が大きいため，原子炉建屋原子炉棟6階に

水蒸気が滞留することはない。このため，原子炉建屋水素爆

発防止機能に悪影響を与えない 

原子炉ウェルに溜まった水が蒸発することによる原子炉建物原

子炉棟水素爆発防止機能への影響については，原子炉建物原子炉

棟４階に水蒸気が追加で流入した場合の原子炉建物原子炉棟内の

水素ガス挙動を評価し，可燃限界に至ることはないことが確認で

きているため，原子炉建物原子炉棟水素爆発防止機能に悪影響を

与えない。 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

①の相違 
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原子炉格納容器の負圧破損に対する影響については，原子炉ウ

ェルに注水し原子炉格納容器頂部を冷却することによる原子炉格

納容器除熱効果は小さいため，原子炉格納容器を負圧にするよう

な悪影響はない。 

 

原子炉格納容器トップヘッドフランジ部の急冷による原子

炉格納容器負圧破損への影響については，原子炉ウェルに注

水し原子炉格納容器頂部を冷却することによる原子炉格納容

器の除熱効果は小さいため，原子炉格納容器を負圧にするよ

うな悪影響を与えない。 

 

原子炉格納容器の負圧破損に対する影響については，原子炉ウ

ェルに注水しドライウェル主フランジを冷却することによる原子

炉格納容器除熱効果は小さいため，原子炉格納容器を負圧にする

ような悪影響はない。 

 

 

運用リソースに関する影響については，必要な人員を想定した

手順を準備しており，手順に基づいた対応を行うため，悪影響は

ない。また，淡水，電源又は燃料を必要とするが，淡水の使用量

は水源である淡水貯水池が保有する水量に比べて十分小さく，悪

影響はない。また，電源又は燃料については，他の設備の使用に

悪影響を及ぼさないよう必要な電源又は燃料を確保できる場合に

のみ使用する。 

（別添資料 3 81～82，138～141） 

なお，運用リソースに関する影響については，必要な人員

を想定した手順を準備している。また，淡水及び電源を必要

とするが，淡水の使用量は，水源である代替淡水貯槽が保有

する水量に比べて十分に小さく，悪影響はない。電源につい

ては，他の設備の仕様に悪影響を生じないよう必要な電源を

確保できる場合のみ使用する。 

（53－7） 

運用リソースに関する影響については，必要な人員を想定した

手順を準備しており，手順に基づいた対応を行うため，悪影響は

ない。また，淡水，電源又は燃料を必要とするが，淡水の使用量

は水源である輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）が保有

する水量に比べて十分小さく，悪影響はない。また，電源又は燃

料については，他の設備の使用に悪影響を及ぼさないよう必要な

電源又は燃料を確保できる場合にのみ使用する。 

（別添資料-3） 
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まとめ資料比較表 〔54条 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 添付資料〕 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.12 版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違な

し）

相違No. 相違理由

① 島根２号炉の燃料プール代替注水では常設ポンプを使用しない。可搬型注水ポンプについても大量送水車１種類である。また，注水とスプレイで同様の設備構成としている

② 検出方式及び検出対象の相違（島根２号炉はガイドパルス（検出対象：水位），柏崎6/7は熱電対（検出対象：水位及び温度））

③
検出方式及び検出対象の相違（島根２号炉において燃料プール水位（ＳＡ）はガイドパルス式（検出対象：水位），燃料プール水位・温度（ＳＡ）は熱電対（検出対象：水位及び
温度），東海第二においては使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域）はガイドパルス式及び測温抵抗体（検出対象：水位及び温度），使用済燃料プール温度（ＳＡ）は熱電対
（検出対象：温度））

④
島根２号炉の燃料プール冷却系をSAとして使用する場合，原子炉補機代替冷却系として移動式代替熱交換設備を使用するが，電源を常設代替交流電源設備（ＧＴＧ）とすること
で，７日間の使用中に電源への燃料補給が不要となるため，常設代替交流電源設備を使用することとしている。燃料プール冷却ポンプ等も常設代替交流電源設備からの電源供給と
しているため電源を常設代替交流電源設備のみとしている

⑤ 島根２号炉は柏崎6/7と同様に，ＳＡ事象と重畳する自然現象の規模を検討し，環境条件として地震，風（台風），凍結，降水，積雪を考慮することとしている

⑥ 島根２号炉では，車両の転倒防止装置等を使用しない

⑦ 島根２号炉の燃料プールスプレイ系(可搬型スプレイノズル）では接続口を使用しない

⑧
柏崎6/7の燃料プール代替注水系は２種類の可搬型ポンプを複数台組み合わせて構成されるが，島根２号炉の燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）及び燃料プールスプレ
イ系（可搬型スプレイノズル）は，可搬型ポンプ１台で構成する設計としている

⑨ 島根２号炉の第４保管エリアはEL8.5mであるが，防波壁の内側であり基準津波が防波壁を超えないため，津波の影響を受けない場所と記載している

⑩ 島根２号炉の燃料プールスプレイ系(常設スプレイヘッダ）では常設ポンプを使用しない

⑪
東海第二は使用済燃料プールを冷却する系統として，既設の燃料プール冷却浄化系と異なる代替燃料プール冷却系を有している。島根２号炉では既設の燃料プール冷却系と最終
ヒートシンクに熱を輸送するための設備である原子炉補機代替冷却を組合せて，重大事故対処設備として使用する

　比較表において，相違理由を類型化したものについて以下にまとめて記載する。下記以外の相違については，備考欄に相違理由を記載する。
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3.11使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備【54条】 

【設置許可基準規則】 

（使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備） 

第五十四条発電用原子炉施設には，使用済燃料貯蔵槽の冷却機

能又は注水機能が喪失し，又は使用済燃料貯蔵槽からの水の

漏えいその他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が

低下した場合において貯蔵槽内燃料体等を冷却し，放射線を

遮蔽し，及び臨界を防止するために必要な設備を設けなけれ

ばならない。 

2 発電用原子力施設には，使用済燃料貯蔵槽からの大量の水

の漏えいその他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位

が異常に低下した場合において貯蔵槽内燃料体等の著しい

損傷の進行を緩和し，及び臨界を防止するために必要な設備

を設けなければならない。 

（解釈） 

1 第 1項に規定する「使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水

機能が喪失し，又は使用済燃料貯蔵槽からの水の漏えいその

他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が低下した場

合」とは，本規程第 37条 3-1（a）及び（b）で定義する想

定事故1及び想定事故2において想定する使用済燃料貯蔵槽

の水位の低下をいう。 

2 第 1項に規定する「貯蔵槽内燃料体等を冷却し，放射線を

遮蔽し，及び臨界を防止するために必要な設備」とは，以下

に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を

行うための設備をいう。 

a）代替注水設備として，可搬型代替注水設備（注水ライン

及びポンプ車等）を配備すること。 

b）代替注水設備は，設計基準対象施設の冷却設備及び注水

設備が機能喪失し，又は小規模な漏えいがあった場合で

も，使用済燃料貯蔵槽の水位を維持できるものであるこ

と。 

3 第 2項に規定する「貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷の進行

を緩和し，及び臨界を防止するために必要な設備」とは，以

下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置

を行うための設備をいう。 

a）スプレイ設備として，可搬型スプレイ設備（スプレイヘ

ッダ，スプレイライン及びポンプ車等）を配備すること。 

b）スプレイ設備は，代替注水設備によって使用済燃料貯蔵

3.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備【54条】 

【設置許可基準規則】 

（使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備） 

第五十四条 発電用原子炉施設には、使用済燃料貯蔵槽の冷却

機能又は注水機能が喪失し、又は使用済燃料貯蔵槽からの水

の漏えいその他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位

が低下した場合において貯蔵槽内燃料体等を冷却し、放射線

を遮蔽し、及び臨界を防止するために必要な設備を設けなけ

ればならない。 

２ 発電用原子炉施設には、使用済燃料貯蔵槽からの大量の水

の漏えいその他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位

が異常に低下した場合において貯蔵槽内燃料体等の著しい

損傷の進行を緩和し、及び臨界を防止するために必要な設備

を設けなければならない。 

（解釈） 

１ 第１項に規定する「使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水

機能が喪失し、又は使用済燃料貯蔵槽からの水の漏えいその

他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が低下した場

合」とは、本規程第３７条３－１（a）及び（b）で定義する

想定事故１及び想定事故２において想定する使用済燃料貯

蔵槽の水位の低下をいう。 

２ 第１項に規定する「貯蔵槽内燃料体等を冷却し、放射線を

遮蔽し、及び臨界を防止するために必要な設備」とは、以下

に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を

行うための設備をいう。 

ａ）代替注水設備として、可搬型代替注水設備（注水ライン

及びポンプ車等）を配備すること。 

ｂ）代替注水設備は、設計基準対象施設の冷却設備及び注水

設備が機能喪失し、又は小規模な漏えいがあった場合で

も、使用済燃料貯蔵槽の水位を維持できるものであるこ

と。 

３ 第２項に規定する「貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷の進行

を緩和し、及び臨界を防止するために必要な設備」とは、以

下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置

を行うための設備をいう。 

 ａ）スプレイ設備として、可搬型スプレイ設備（スプレイヘ

ッダ、スプレイライン及びポンプ車等）を配備すること。 

 ｂ）スプレイ設備は、代替注水設備によって使用済燃料貯蔵

3.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備【54条】 

【設置許可基準規則】 

（使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備） 

第五十四条 発電用原子炉施設には、使用済燃料貯蔵槽の冷却

機能又は注水機能が喪失し、又は使用済燃料貯蔵槽からの水

の漏えいその他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位

が低下した場合において貯蔵槽内燃料体等を冷却し、放射線

を遮蔽し、及び臨界を防止するために必要な設備を設けなけ

ればならない。 

２ 発電用原子力施設には、使用済燃料貯蔵槽からの大量の水

の漏えいその他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位

が異常に低下した場合において貯蔵槽内燃料体等の著しい

損傷の進行を緩和し、及び臨界を防止するために必要な設備

を設けなければならない。 

（解釈） 

１ 第１項に規定する「使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水

機能が喪失し、又は使用済燃料貯蔵槽からの水の漏えいその

他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が低下した場

合」とは、本規程第 37条 3-1(a)及び(b)で定義する想定事

故１及び想定事故２において想定する使用済燃料貯蔵槽の

水位の低下をいう。 

２ 第１項に規定する「貯蔵槽内燃料体等を冷却し、放射線を

遮蔽し、及び臨界を防止するために必要な設備」とは、以下

に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を

行うための設備をいう。 

ａ）代替注水設備として、可搬型代替注水設備（注水ライン

及びポンプ車等）を配備すること。 

ｂ）代替注水設備は、設計基準対象施設の冷却設備及び注水

設備が機能喪失し、又は小規模な漏えいがあった場合で

も、使用済燃料貯蔵槽の水位を維持できるものであるこ

と。 

３ 第２項に規定する「貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷の進行

を緩和し、及び臨界を防止するために必要な設備」とは、以

下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置

を行うための設備をいう。 

ａ）スプレイ設備として、可搬型スプレイ設備（スプレイヘ

ッダ、スプレイライン及びポンプ車等）を配備すること。 

ｂ）スプレイ設備は、代替注水設備によって使用済燃料貯蔵
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槽の水位が維持できない場合でも，燃料損傷を緩和できる

ものであること。 

c）燃料損傷時に，できる限り環境への放射性物質の放出を

低減するための設備を整備すること。

4 第 1項及び第 2項の設備として，使用済燃料貯蔵槽の監視

は，以下によること。 

a）使用済燃料貯蔵槽の水位，水温及び上部の空間線量率に

ついて，燃料貯蔵設備に係る重大事故等により変動する可

能性のある範囲にわたり測定可能であること。

b）これらの計測設備は，交流又は直流電源が必要な場合に

は，代替電源設備からの給電を可能とすること。

c）使用済燃料貯蔵槽の状態をカメラにより監視できるこ

と。

槽の水位が維持できない場合でも、燃料損傷を緩和できる

ものであること。 

ｃ）燃料損傷時に、できる限り環境への放射性物質の放出を

低減するための設備を整備すること。 

４ 第１項及び第２項の設備として、使用済燃料貯蔵槽の監視

は、以下によること。 

ａ）使用済燃料貯蔵槽の水位、水温及び上部の空間線量率に

ついて、燃料貯蔵設備に係る重大事故等により変動する可

能性のある範囲にわたり測定可能であること。 

ｂ）これらの計測設備は、交流又は直流電源が必要な場合に

は、代替電源設備からの給電を可能とすること。 

ｃ）使用済燃料貯蔵槽の状態をカメラにより監視できるこ

と。 

槽の水位が維持できない場合でも、燃料損傷を緩和できる

ものであること。 

ｃ）燃料損傷時に、できる限り環境への放射性物質の放出を

低減するための設備を整備すること。 

４ 第１項及び第２項の設備として、使用済燃料貯蔵槽の監視

は、以下によること。 

ａ）使用済燃料貯蔵槽の水位、水温及び上部の空間線量率に

ついて、燃料貯蔵設備に係る重大事故等により変動する可

能性のある範囲にわたり測定可能であること。 

ｂ）これらの計測設備は、交流又は直流電源が必要な場合に

は、代替電源設備からの給電を可能とすること。 

ｃ）使用済燃料貯蔵槽の状態をカメラにより監視できるこ

と。 

3.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

3.11.1 設置許可基準規則第 54 条への適合方針 

想定事故 1及び想定事故 2 において想定する使用済燃料プー

ルの水位の低下があった場合において，使用済燃料プール内燃

料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止するため，

以下の設備を設ける（以下「第 54条第 1項対応」という）。 

使用済燃料プールからの大量の水の漏えいその他の要因によ

り当該使用済燃料プールの水位が異常に低下した場合におい

て，使用済燃料プール内燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し，

及び臨界を防止するため，以下の設備を設ける（以下「第 54条

第 2 項対応」という）。ただし，臨界の防止については，以下の

設備により設計基準対象施設である使用済燃料貯蔵ラックの形

状を保持することで未臨界性を維持する。 

3.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

3.11.1 設置許可基準規則第 54条への適合方針 

使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，又は使

用済燃料プールからの水の漏えいその他の要因により当該使用

済燃料プールの水位が低下した場合において使用済燃料プール

内燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止するた

めに必要な重大事故等対処設備を設置及び保管する。 

使用済燃料プールからの大量の水の漏えいその他の要因によ

り使用済燃料プールの水位が異常に低下した場合において，使

用済燃料プール内燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し，及び

臨界を防止するために必要な重大事故等対処設備を設置及び保

管する。 

3.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

3.11.1 設置許可基準規則第 54条への適合方針 

想定事故１及び想定事故２において想定する燃料プールの水

位の低下があった場合において，燃料プール内燃料体等を冷却

し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止するため，以下の設備を

設ける（以下「第 54 条第１項対応」という）。 

燃料プールからの大量の水の漏えいその他の要因により当該

燃料プールの水位が異常に低下した場合において，燃料プール

内燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し，及び臨界を防止する

ため，以下の設備を設ける（以下「第 54条第２項対応」という）。

ただし，臨界の防止については，以下の設備により設計基準対

象施設である使用済燃料貯蔵ラックの形状を保持することで未

臨界性を維持する。 

（54-13） 

・資料構成の相違

【東海第二】 

東海第二では

3.11.1.1項の各設備の

説明文内に記載 

3.11.1.1 重大事故等対処設備 

使用済燃料プールの冷却等のための設備のうち，使用済燃料

プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，又は使用済燃料プー

ルからの小規模な水の漏えいその他の要因により使用済燃料プ

ールの水位が低下した場合においても使用済燃料プール内燃料

体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止できるよう使

用済燃料プールの水位を維持するための設備，並びに使用済燃

料プールからの大量の水の漏えいその他の要因により使用済燃

料プールの水位が異常に低下した場合においても使用済燃料プ

・資料構成の相違

【東海第二】 

島根２号炉では，まと

め資料本文 3.11.1.1項

に記載 
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ール内燃料体等の著しい損傷を緩和し，及び臨界を防止するた

めの設備として，代替燃料プール注水系を設ける。 

使用済燃料プールに接続する配管の破損等により，使用済燃

料プール水戻り配管からサイフォン現象による水の漏えいが発

生した場合に，漏えいの継続を防止するため，戻り配管上部に

静的サイフォンブレーカを設ける。 

  使用済燃料プールの冷却等のための設備のうち，使用済燃料

プール内燃料体等の著しい損傷に至った場合において大気への

放射性物質の拡散を抑制するための設備として原子炉建屋放水

設備を設ける。 

使用済燃料プールの冷却等のための設備のうち，重大事故等

時において，使用済燃料プールの状態を監視するための設備と

して，使用済燃料プールの監視設備を設ける。 

 

 

 

 

 

 

 (1) 使用済燃料プールの冷却機能若しくは注水機能の喪失時，

又は使用済燃料プール水の小規模な漏えい発生時に用いる設

備 

a. 代替燃料プール注水 

 

(a) 常設低圧代替注水系ポンプによる代替燃料プール注水系

（注水ライン）を使用した使用済燃料プール注水 

残留熱除去系（使用済燃料プール水の冷却及び補給）及

び燃料プール冷却浄化系の有する使用済燃料プールの冷却

機能喪失又は残留熱除去系ポンプによる使用済燃料プール

への補給機能が喪失し，又は使用済燃料プールに接続する

配管の破断等による使用済燃料プール水の小規模な漏えい

により使用済燃料プールの水位が低下した場合に，使用済

燃料プール内燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨

界を防止するための重大事故等対処設備として，常設低圧

代替注水系ポンプによる代替燃料プール注水系（注水ライ

ン）は，常設低圧代替注水系ポンプにより，代替淡水貯槽

の水を代替燃料プール注水系配管から使用済燃料プールへ

注水することで，使用済燃料プールの水位を維持できる設

計とする。 

常設低圧代替注水系ポンプによる代替燃料プール注水系

（注水ライン）は，代替所内電気設備を経由した常設代替

交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可

能な設計とする。 

 ・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉では，まと

め資料本文 3.11.1.1 

(1)項に記載 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉の燃料プ

ール代替注水では常設

ポンプを使用しない。可

搬型注水ポンプについ

ても大量送水車１種類

である。また，注水とス

プレイで同様の設備構

成としている（以下，①

の相違） 
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また，使用済燃料貯蔵ラックの形状を維持することによ

り臨界を防止できる設計とする。 

 

 (b) 可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポン

プによる代替燃料プール注水系（注水ライン）を使用した

使用済燃料プールへの注水 

残留熱除去系（使用済燃料プール水の冷却及び補給）及

び燃料プール冷却浄化系の有する使用済燃料プールの冷却

機能喪失又は残留熱除去系ポンプによる使用済燃料プール

への補給機能が喪失し，又は使用済燃料プールに接続する

配管の破断等により使用済燃料プール水の小規模な漏えい

により使用済燃料プールの水位が低下した場合に，使用済

燃料プール内燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨

界を防止するための重大事故等対処設備として，代替燃料

プール注水系（注水ライン）は，可搬型代替注水中型ポン

プにより西側淡水貯水設備の水を，可搬型代替注水大型ポ

ンプにより代替淡水貯槽の水を代替燃料プール注水系配管

から使用済燃料プールへ注水することで，使用済燃料プー

ルの水位を維持できる設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポン

プによる代替燃料プール注水系（注水ライン）は，代替所

内電気設備を経由した常設代替交流電源設備又は可搬型代

替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。 

また，使用済燃料貯蔵ラックの形状を維持することによ

り臨界を防止できる設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポン

プによる代替燃料プール注水系（注水ライン）は，淡水源

が枯渇した場合において，重大事故等の収束に必要となる

水の供給設備である可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型

代替注水大型ポンプにより海を利用できる設計とする。ま

た，可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポ

ンプは，空冷式のディーゼルエンジンにより駆動できる設

計とする。 

 ・設備の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 

 (c) 常設低圧代替注水系ポンプによる代替燃料プール注水系

（常設スプレイヘッダ）を使用した使用済燃料プールへの

注水 

残留熱除去系（使用済燃料プール水の冷却及び補給）及

び燃料プール冷却浄化系の有する使用済燃料プールの冷却
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機能喪失又は残留熱除去系ポンプによる使用済燃料プール

への補給機能が喪失し，又は使用済燃料プールに接続する

配管の破断等により使用済燃料プール水の小規模な漏えい

により使用済燃料プールの水位が低下した場合に，使用済

燃料プール内燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨

界を防止するための重大事故等対処設備として，常設低圧

代替注水系ポンプによる代替燃料プール注水系（常設スプ

レイヘッダ）は，常設低圧代替注水系ポンプにより，代替

淡水貯槽の水を代替燃料プール注水系配管等を経由して常

設スプレイヘッダから使用済燃料プールへ注水すること

で，使用済燃料プールの水位を維持できる設計とする。 

常設低圧代替注水系ポンプによる代替燃料プール注水系

（常設スプレイヘッダ）は，代替所内電気設備を経由した

常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの

給電が可能な設計とする。 

また，使用済燃料貯蔵ラックの形状を維持することによ

り臨界を防止できる設計とする。 

 

(1）燃料プール代替注水系（可搬型スプレイヘッダ）の設置（設

置許可基準規則解釈の第 1 項～第 3項） 

 

燃料プール代替注水系（可搬型スプレイヘッダ）は，第 54

条第 1項対応の場合，可搬型代替注水ポンプ（A-1級）又は

可搬型代替注水ポンプ（A-2級）により代替淡水源（淡水貯

水池及び防火水槽）の水をホース及び可搬型スプレイヘッダ

を経由して使用済燃料プールへ注水することで使用済燃料プ

ールの水位を維持可能な設計とする。 

燃料プール代替注水系（可搬型スプレイヘッダ）は，第 54

条第 2項対応の場合，可搬型代替注水ポンプ（A-2級）によ

り代替淡水源（淡水貯水池及び防火水槽）から水を，可搬型

代替注水ポンプ（A-1級）又は可搬型代替注水ポンプ（A-2級）

によりホース及び可搬型スプレイヘッダを経由して使用済燃

料に直接スプレイすることで，燃料損傷を緩和するとともに，

スプレイ水の放射性物質叩き落としの効果により，環境への

放射性物質放出を可能な限り低減可能な設計とする。 

 

 

 

 (1) 燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）の設置（設

置許可基準規則解釈の第１項～第３項） 

 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）は，第 54

条第１項対応の場合，大量送水車により代替淡水源（輪谷貯

水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））の水をホース及び可搬

型スプレイノズルを経由して燃料プールへ注水することで燃

料プールの水位を維持可能な設計とする。 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）は，第 54

条第２項対応の場合，大量送水車により代替淡水源（輪谷貯

水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））から水を，ホース及び

可搬型スプレイノズルを経由して使用済燃料に直接スプレイ

することで，燃料損傷を緩和するとともに，スプレイ水の放

射性物質叩き落としの効果により，環境への放射性物質放出

を可能な限り低減可能な設計とする。 

・記載方針の相違 

【東海第二】 
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(2) 燃料プール代替注水系（常設スプレイヘッダ）の設置（設

置許可基準規則解釈の第 1 項～第 3 項） 

燃料プール代替注水系（常設スプレイヘッダ）は，第 54 条

第 1 項対応の場合，可搬型代替注水ポンプ（A-1 級）又は可

搬型代替注水ポンプ（A-2 級）により代替淡水源（淡水貯水

池及び防火水槽）の水をホース及び常設スプレイヘッダを経

由して使用済燃料プールへ注水することで使用済燃料プール

の水位を維持可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

燃料プール代替注水系（常設スプレイヘッダ）は，第 54 条

第 2 項対応の場合，可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）により

 

 

 

 

 

 

 

 

(d) 可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系

（常設スプレイヘッダ）を使用した使用済燃料プールへの

注水 

残留熱除去系（使用済燃料プール水の冷却及び補給）及

び燃料プール冷却浄化系の有する使用済燃料プールの冷却

機能喪失又は残留熱除去系ポンプによる使用済燃料プール

への補給機能が喪失し，又は使用済燃料プールに接続する

配管の破断等により使用済燃料プール水の小規模な漏えい

により使用済燃料プールの水位が低下した場合に，使用済

燃料プール内燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨

界を防止するための重大事故等対処設備として，可搬型代

替注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系（常設スプ

レイヘッダ）は，可搬型代替注水大型ポンプにより，代替

淡水貯槽の水を代替燃料プール注水系配管等を経由して常

設スプレイヘッダから使用済燃料プールへ注水すること

で，使用済燃料プールの水位を維持できる設計とする。 

可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系

（常設スプレイヘッダ）は，代替所内電気設備を経由した

常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの

給電が可能な設計とする。 

また，使用済燃料貯蔵ラックの形状を維持することによ

り臨界を防止できる設計とする。 

可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系

（常設スプレイヘッダ）は，淡水源が枯渇した場合におい

て，重大事故等の収束に必要となる水の供給設備である可

搬型代替注水中型ポンプにより海を利用できる設計とす

る。また，可搬型代替注水大型ポンプは，空冷式のディー

ゼルエンジンにより駆動できる設計とする。 

 

(2) 燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）の設置（設

置許可基準規則解釈の第１項～第３項） 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）は，第 54条

第１項対応の場合，大量送水車により代替淡水源（輪谷貯水

槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））の水をホース及び常設ス

プレイヘッダを経由して燃料プールへ注水することで燃料プ

ールの水位を維持可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）は，第 54条

第２項対応の場合，大量送水車により代替淡水源（輪谷貯水

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉では，まと

め資料本文 3.11.1.1 

(1) a. (a)項にて記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 
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代替淡水源（淡水貯水池及び防火水槽）の水を，可搬型代替

注水ポンプ（A-1 級）により燃料プール代替注水系配管及び

常設スプレイヘッダを経由して使用済燃料に直接スプレイす

ることで，使用済燃料プール近傍へアクセスすることなく屋

外からの現場操作により，燃料損傷を緩和するとともに，ス

プレイ水の放射性物質叩き落としの効果により，環境への放

射性物質放出を可能な限り低減可能な設計とする。 

槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））の水を，燃料プールスプ

レイ系配管及び常設スプレイヘッダを経由して使用済燃料に

直接スプレイすることで，燃料プール近傍へアクセスするこ

となく屋外からの現場操作により，燃料損傷を緩和するとと

もに，スプレイ水の放射性物質叩き落としの効果により，環

境への放射性物質放出を可能な限り低減可能な設計とする。 

 

 (e) 可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系

（可搬型スプレイノズル）を使用した使用済燃料プールへ

の注水 

残留熱除去系（使用済燃料プール水の冷却及び補給）及

び燃料プール冷却浄化系の有する使用済燃料プールの冷却

機能喪失又は残留熱除去系ポンプによる使用済燃料プール

への補給機能が喪失し，又は使用済燃料プールに接続する

配管の破損等により使用済燃料プール水の小規模な漏えい

により使用済燃料プールの水位が低下した場合に，使用済

燃料プール内燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨

界を防止するための重大事故等対処設備として，可搬型代

替注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系（可搬型ス

プレイノズル）は，可搬型代替注水大型ポンプにより代替

淡水貯槽の水をホースを経由して可搬型スプレイノズルか

ら使用済燃料プールへ注水することで，使用済燃料プール

の水位を維持できる設計とする。 

また，使用済燃料貯蔵ラックの形状を維持することによ

り臨界を防止できる設計とする。 

可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系

（可搬型スプレイノズル）は，淡水源が枯渇した場合にお

いて，重大事故等の収束に必要となる水の供給設備である

可搬型代替注水中型ポンプにより海を利用できる設計とす

る。また，可搬型代替注水大型ポンプは，空冷式のディー

ゼルエンジンにより駆動できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 ・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉では，まと

め資料本文 3.11.1.1 

(1) a. (b)項に記載 
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 (2) 使用済燃料プールからの大量の水の漏えい発生時に用いる

設備 

a. 燃料プールスプレイ 

 

 

(a) 常設低圧代替注水系ポンプによる代替燃料プール注水系

（常設スプレイヘッダ）を使用した使用済燃料プールスプ

レイ 

使用済燃料プールからの大量の水の漏えい等により使用

済燃料プールの水位が異常に低下した場合に，燃料損傷を

緩和するとともに，燃料損傷時には使用済燃料プール内燃

料体等の上部全面にスプレイすることによりできる限り環

境への放射性物質の放出を低減するための重大事故等対処

設備として，常設低圧代替注水系ポンプによる代替燃料プ

ール注水系（常設スプレイヘッダ）は，常設低圧代替注水

系ポンプにより，代替淡水貯槽の水を代替燃料プール注水

系配管等を経由して常設スプレイヘッダから使用済燃料プ

ール内燃料体等に直接スプレイすることで，燃料損傷を緩

和するとともに，環境への放射性物質の放出をできる限り

低減できる設計とする。 

常設低圧代替注水系ポンプによる代替燃料プール注水系

（常設スプレイヘッダ）は，代替所内電気設備を経由した

常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの

給電が可能な設計とする。 

また，スプレイや蒸気条件下でも臨界にならないよう配

慮したラック形状によって，臨界を防止することができる

設計とする。 

 

 ・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉では，まと

め資料本文 3.11.1.1 

(2)項に記載 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 

 

 (b) 可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系

（常設スプレイヘッダ）を使用した使用済燃料プールスプ

レイ 

使用済燃料プールからの大量の水の漏えい等により使用

済燃料プールの水位が異常に低下した場合に，燃料損傷を

緩和するとともに，燃料損傷時には使用済燃料プール内燃

料体等の上部全面にスプレイすることによりできる限り環

境への放射性物質の放出を低減するための重大事故等対処

設備として，可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プ

ール注水系（常設スプレイヘッダ）は，可搬型代替注水大

 ・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉では，まと

め資料本文 3.11.1.1 

(2) a. (a)項に記載 
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型ポンプにより，代替淡水貯槽の水を代替燃料プール注水

系配管等を経由して常設スプレイヘッダから使用済燃料プ

ール内燃料体等に直接スプレイすることで，燃料損傷を緩

和するとともに，環境への放射性物質の放出をできる限り

低減できる設計とする。 

可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系

（常設スプレイヘッダ）は，代替所内電気設備を経由した

常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの

給電が可能な設計とする。 

また，スプレイや蒸気条件下でも臨界にならないよう配

慮したラック形状によって，臨界を防止することができる

設計とする。 

可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系

（常設スプレイヘッダ）は，淡水源が枯渇した場合におい

て，重大事故等の収束に必要となる水の供給設備である可

搬型代替注水中型ポンプにより海を利用できる設計とす

る。また，可搬型代替注水大型ポンプは，空冷式のディー

ゼルエンジンにより駆動できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 (c) 可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系

（可搬型スプレイノズル）を使用した使用済燃料プールス

プレイ 

使用済燃料プールからの大量の水の漏えい等により使用

済燃料プールの水位が異常に低下した場合に，燃料損傷を

緩和するとともに，燃料損傷時には使用済燃料プール内燃

料体等の上部全面にスプレイすることによりできる限り環

境への放射性物質の放出を低減するための重大事故等対処

設備として，可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プ

ール注水系（可搬型スプレイノズル）は，可搬型代替注水

大型ポンプにより，代替淡水貯槽の水をホース等を経由し

て可搬型スプレイノズルから使用済燃料プール内燃料体等

に直接スプレイすることで，燃料損傷を緩和するとともに，

環境への放射性物質の放出をできる限り低減できる設計と

する。 

また，スプレイや蒸気条件下でも臨界にならないよう配

慮したラック形状によって，臨界を防止することができる

設計とする。 

可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系

 ・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉では，まと

め資料本文 3.11.1.1 

(2) a. (b)項に記載 
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（可搬型スプレイノズル）は，淡水源が枯渇した場合にお

いて，重大事故等の収束に必要となる水の供給設備である

可搬型代替注水中型ポンプにより海を利用できる設計とす

る。また，可搬型代替注水大型ポンプは，空冷式のディー

ゼルエンジンにより駆動できる設計とする。 

(3）大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）及び関連設備（大

気への拡散抑制）（設置許可基準規則解釈の第 3項 c）） 

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は使用済燃

料プール内燃料体等の著しい損傷に至った場合において大気

への放射性物質の拡散を抑制可能な設計とする。 

具体的な設備は，以下のとおりとする。 

・大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）（6号及び 7 号炉共

用） 

・放水砲（6号及び 7号炉共用）

なお，本設備の詳細については「3.12発電所外への放射性物

質の拡散を抑制するための設備（設置許可基準規則第 55 条に対

する設計方針を示す章）」で示す。 

(3) 大型送水ポンプ車及び関連設備（大気への拡散抑制）（設置

許可基準規則解釈の第３項 c）） 

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は燃料プー

ル内燃料体等の著しい損傷に至った場合において大気への放

射性物質の拡散を抑制可能な設計とする。 

具体的な設備は，以下のとおりとする。 

・大型送水ポンプ車

・放水砲

なお，本設備の詳細については「3.12 発電所外への放射性

物質の拡散を抑制するための設備（設置許可基準規則第 55条

に対する設計方針を示す章）」で示す。 

・記載方針の相違

【東海第二】 

・他号炉と共用しない

・他号炉と共用しない

b． 大気への放射性物質の拡散抑制 

(a) 原子炉建屋放水設備による大気への放射性物質の拡散抑

制 

使用済燃料プールからの大量の水の漏えい等により使用

済燃料プールの水位の異常な低下により，使用済燃料プー

ル内燃料体等の著しい損傷に至った場合において，燃料損

傷時にはできる限り環境への放射性物質の放出を低減する

ための重大事故等対処設備として，原子炉建屋放水設備は，

可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）により海水をホース

を経由して放水砲から原子炉建屋へ放水することで，環境

への放射性物質の放出を可能な限り低減できる設計とす

る。 

本系統の詳細については，「第五十五条 発電所外への放

射性物質の拡散を抑制するための設備」に記載する。 

・資料構成の相違

【東海第二】 

島根２号炉では，まと

め資料本文 3.11.1.1 

(2) b. (a)項に記載
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(4) 使用済燃料プールの監視設備の設置（設置許可基準規則解

釈の第 4 項） 

 

使用済燃料プールの水位，水温及びプール上部の空間線量

率について，使用済燃料プールに係る重大事故等により変動

する可能性のある範囲にわたり監視するため，使用済燃料貯

蔵プール水位・温度（SA 広域），使用済燃料貯蔵プール水位・

温度（SA）及び使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ（高レン

ジ・低レンジ）を設置する。 

また，使用済燃料プールの状態を監視するため，使用済燃

料貯蔵プール監視カメラを設置する。 

 

上記の計測設備は，代替電源設備からの給電が可能であり，

中央制御室で監視可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 重大事故等時の使用済燃料プールの監視に用いる設備 

a. 使用済燃料プールの監視設備による使用済燃料プールの

状態監視 

使用済燃料プールの監視設備として，使用済燃料プール

水位・温度（ＳＡ広域），使用済燃料プール温度（ＳＡ）及

び使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レ

ンジ）は，想定される重大事故等により変動する可能性の

ある範囲にわたり測定可能な設計とする。 

 

また，使用済燃料プール監視カメラは，想定される重大

事故等時の使用済燃料プールの状態を監視できる設計とす

る。 

使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域），使用済燃料プ

ール温度（ＳＡ），使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高

レンジ・低レンジ）及び使用済燃料プール監視カメラは，

常設代替直流電源設備又は可搬型代替直流電源設備から給

電が可能な設計とする。 

使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置は，常設代替交

流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が可能な

設計とする。 

(4) 燃料プールの監視設備の設置（設置許可基準規則解釈の第

４項） 

 

燃料プールの水位，水温及びプール上部の空間線量率につ

いて，燃料プールに係る重大事故等により変動する可能性の

ある範囲にわたり監視するため，燃料プール水位・温度（Ｓ

Ａ），燃料プール水位（ＳＡ）及び燃料プールエリア放射線モ

ニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）を設置する。 

 

また，燃料プールの状態を監視するため，燃料プール監視

カメラ（ＳＡ）を設置する。 

 

上記の計測設備は，代替電源設備からの給電が可能であり，

中央制御室で監視可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

検出方式及び検出対

象の相違（島根２号炉は

ガイドパルス（検出対

象：水位），柏崎 6/7は

熱電対（検出対象：水位

及び温度）） （以下，②

の相違） 

・設備の相違 

【東海第二】 

検出方式及び検出対

象の相違（島根２号炉に

おいて燃料プール水位

（ＳＡ）はガイドパルス

式（検出対象：水位），

燃料プール水位・温度

（ＳＡ）は熱電対（検出

対象：水位及び温度），

東海第二においては使

用済燃料プール水位・温

度（ＳＡ広域）はガイド

パルス式及び測温抵抗

体（検出対象：水位及び

温度），使用済燃料プー

ル温度（ＳＡ）は熱電対

（検出対象：温度））（以

下，③の相違） 
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なお，使用済燃料プールディフューザ配管からサイフォン

現象によるプール水の漏えいが発生した場合に備え，使用済

燃料プールディフューザ配管上部にサイフォンブレーク孔を

設け，サイフォンブレーク孔まで水位が低下した時点で，受

動的にサイフォン現象の継続を停止させる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

万が一，サイフォンブレーク孔の機能が喪失した場合にお

いても，現場での手動弁操作により破断箇所を隔離すること

で，プール水の流出を停止させることが可能な設計とする。 

（54-12） 

 

なお，燃料プール冷却系戻り配管からサイフォン現象によ

るプール水の漏えいが発生した場合に備え，燃料プール冷却

系戻り配管の逆止弁にサイフォンブレイク配管を設け，サイ

フォンブレイク配管の開放端まで水位が低下した時点で，受

動的にサイフォン現象の継続を停止させる設計とする。 

（54-12） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二では，

3.11.1.1項に記載 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7は，配管に穴

を設けてサイフォンブ

レイクを行う構造であ

るが，島根２号炉は，逆

止弁のボンネットにサ

イフォンブレイク配管

を設置する構造として

いる 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉のサイフ

ォンブレイク配管は，手

動弁の隔離操作に期待

することなく，自動的に

放射線の遮蔽に必要な

水位以下にならないよ

うにサイフォン現象を

停止することが可能な

設計としている 
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また，燃料プール冷却浄化系は，非常用交流電源設備及び

原子炉補機冷却系が機能喪失した場合でも，常設代替交流電

源設備又は可搬型代替交流電源設備及び代替原子炉補機冷却

系を用いて，燃料プール冷却浄化系ポンプ及び熱交換器によ

り，使用済燃料プール内燃料体等から発生する崩壊熱を除熱

できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 使用済燃料プールから発生する水蒸気による悪影響を

防止するための設備 

a. 代替燃料プール冷却系による使用済燃料プール除熱 

使用済燃料プールから発生する水蒸気による悪影響を防止す

るための重大事故等対処設備として，代替燃料プール冷却系は，

使用済燃料プールの水をポンプにより熱交換器等を経由して循

環させることで，使用済燃料プールを冷却できる設計とする。 

代替燃料プール冷却系は，非常用交流電源設備及び原子炉補

機冷却系が機能喪失した場合でも，代替所内電気設備を経由し

た常設代替交流電源設備及び緊急用海水系を用いて，使用済燃

料プールを除熱できる設計とする。 

代替燃料プール冷却系は，代替燃料プール冷却系ポンプ，代

替燃料プール冷却系熱交換器，配管・弁類，計測制御装置等で

構成し，緊急用海水ポンプにより代替燃料プール冷却系熱交換

器に海水を送水することで，代替燃料プール冷却系熱交換器で

また，燃料プール冷却系は，非常用交流電源設備及び原子

炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む）が機能喪失した場

合でも，常設代替交流電源設備及び原子炉補機代替冷却系に

より燃料プール冷却系を用いて，燃料プール冷却ポンプ及び

燃料プール冷却系熱交換器により，燃料プール内燃料体等か

ら発生する崩壊熱を除熱できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の燃料プ

ール冷却系を SAとして

使用する場合，原子炉補

機代替冷却系として移

動式代替熱交換設備を

使用するが，電源を常設

代替交流電源設備（ＧＴ

Ｇ）とすることで，７日

間の使用中に電源への

燃料補給が不要となる

ため，常設代替交流電源

設備を使用することと

している。燃料プール冷

却ポンプ等も常設代替

交流電源設備からの電

源供給としているため

電源を常設代替交流電

源設備のみとしている 

（以下，④の相違） 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉では，まと

め資料本文 3.11.1.1 

(4) a項に記載 
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なお，第54 条第1 項対応において，使用済燃料プール内の

燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止するた

めの自主対策設備として以下を整備する。 

発生した熱を最終的な熱の逃がし場である海へ輸送できる設計

とする。 

常設代替交流電源設備については，「第五十七条 電源設備」

に記載する。 

 

なお，耐震ＳクラスではなくＳＳ機能維持を担保できないが，

使用可能であれば，第 54条第 1項対応に有効な設備であるため，

自主対策設備として以下を整備する。 

 

 

 

 

 

なお，第 54条第１項対応において，燃料プール内の燃料体

等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止するための自

主対策設備として以下を整備する。 

(5) 消火系による使用済燃料プール注水の整備 

消火系による使用済燃料プールへの注水は，ディーゼル駆

動消火ポンプを用い，全交流動力電源が喪失した場合でも，

代替交流電源設備からの給電により，中央制御室から遠隔で

弁操作し，ろ過水タンクを水源として，消火系配管，復水補

給水系配管，残留熱除去系配管及び燃料プール冷却浄化系配

管を経由して使用済燃料プールへ注水する。 

(5) 消火系による使用済燃料プール注水の整備 

  消火系による使用済燃料プールへの注水は，ディーゼル駆

動消火ポンプを用い，全交流動力電源が喪失した場合でも，

常設代替交流電源設備である常設代替高圧電源装置からの給

電により，中央制御室から遠隔で弁操作し，ろ過水タンクを

水源として，消火系配管を経由して使用済燃料プールへ注水

する。 

(5) 消火系による燃料プール注水の整備 

消火系による燃料プールへの注水は，消火ポンプ又は補助

消火ポンプを用い，全交流電源が喪失した場合でも，常設代

替交流電源設備からの給電により，中央制御室から遠隔で操

作し，消火ポンプを使用する場合はろ過水タンクを水源とし

て，補助消火ポンプを使用する場合は補助消火水槽を水源と

して，消火系配管及び復水輸送系配管を経由して燃料プール

へ注水する。 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，補助消

火水槽及び補助消火ポ

ンプを有しており，当該

設備による注水も可能

である 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 系統構成の相違 

 (6) 補給水系による使用済燃料プール注水の整備 

  補給水系による使用済燃料プールへの注水は，復水移送ポ

ンプを用い，全交流動力電源が喪失した場合でも，常設代替

交流電源設備である常設代替高圧電源装置からの給電によ

り，中央制御室から遠隔で弁操作し，復水貯蔵タンクを水源

として，補給水系配管を経由して使用済燃料プールへ注水す

る。 

 ・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉では補給

水系による燃料プール

注水を自主対策設備と

していない 

なお，第 54 条第 2 項対応において，使用済燃料プール内の

燃料体等の損傷を緩和し，臨界を防止するための自主対策設備

として以下を整備する。 

なお，プラント状況により使用済燃料プールへアクセスでき

ない場合があるが，漏えい箇所が特定でき，作業が可能な状況

であれば，第 54 条第 2 項対応に有効な設備であるため，自主対

策設備として以下を整備する。 

なお，第 54条第２項対応において，燃料プール内の燃料体等

の損傷を緩和し，臨界を防止するための自主対策設備として以

下を整備する。 

 

 

(6）ステンレス鋼板等による漏えい緩和の整備 

使用済燃料プールの水位が著しく低下した場合に，ステン

レス鋼板を用いて使用済燃料プール水の漏えいを緩和すると

ともに使用済燃料プールの水位低下を緩和する。 

 

 

ステンレス鋼板は，寸法 400㎜×400 ㎜，厚さ 5㎜，重量

約 10kg の仕様のものを使用済燃料プールの設置される原子

(7) ステンレス鋼板等による漏えい緩和の整備 

   使用済燃料プールの水位が著しく低下した場合に，シール

材を接着したステンレス鋼板に吊り降ろしロープを取り付

け，漏えい箇所まで吊り下げることにより使用済燃料プール

水の漏えいを緩和するとともに使用済燃料プールの水位低下

を緩和する。 

 

 

(6) ステンレス鋼板等による漏えい緩和の整備 

燃料プールの水位が著しく低下した場合に，ステンレス鋼

板を用いて燃料プール水の漏えいを緩和すると共に燃料プー

ルの水位低下を緩和する。 

 

 

ステンレス鋼板は，寸法 500㎜×500 ㎜，厚さ 6㎜，重量

約 12kgの仕様のものを燃料プールの設置される原子炉建物

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 
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炉建屋地上 4階※に保管する。（※保管場所は運用を考慮し今

後変更となる場合がある。） 

ただし，この手段では漏えいを緩和できない場合があるこ

と，重いステンレス鋼板を使用するため作業効率が悪いこと

から，今後得られた知見を参考に，より効果的な漏えい緩和

策を取り入れていく。 

以上の重大事故等対処設備により，使用済燃料プール冷却機

能が喪失した場合においても，使用済燃料プールを冷却するこ

とができる。 

原子炉棟４階※に保管する。（※保管場所は運用を考慮し今後

変更となる場合がある。） 

ただし，この手段では漏えいを緩和できない場合があるこ

と，重いステンレス鋼板を使用するため作業効率が悪いこと

から，今後得られた知見を参考に，より効果的な漏えい緩和

策を取り入れていく。 

以上の重大事故等対処設備により，燃料プールの冷却機能

が喪失した場合においても，燃料プールを冷却することがで

きる。 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

設備仕様の相違 

・記載方針の相違

【柏崎 6/7】 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効

な設備であるため，自主対策設備と位置付ける。あわせて，そ

の理由を示す。 

(8) 可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール冷却の

整備 

緊急用海水ポンプの機能喪失時においても可搬型代替注水

大型ポンプにより海水を代替燃料プール冷却系へ供給するこ

とが可能であれば，使用済燃料プールを冷却する手段として

有効である。 

・設備の相違

【東海第二】 

島根２号炉では SA設

備として可搬型ポンプ

を使用する 

(7）燃料プール代替注水系の海水の利用

燃料プール代替注水系（可搬型スプレイヘッダ）及び燃料

プール代替注水系（常設スプレイヘッダ）の水源である代替

淡水源（淡水貯水池及び防火水槽）の淡水が枯渇した場合に

おいて，防潮堤の内側に設置している取水路より，大容量送

水車（海水取水用）を用いて可搬型代替注水ポンプ（A-1 級）

又は可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）に海水を直接送水を行

う設計とする。 

なお，海の利用については「3.13 重大事故等の収束に必要

となる水の供給設備（設置許可基準規則第 56 条に対する設

計方針を示す章）」で示す。 

(9) 代替燃料プール注水系の海水の利用

代替燃料プール注水系（注水ライン），代替燃料プール注水

系（可搬型スプレイノズル）及び代替燃料プール注水系（常

設スプレイヘッダ）の水源である西側淡水貯水設備，代替淡

水貯槽及び淡水タンクの淡水が枯渇した場合は，防潮堤内側

の取水箇所（ＳＡ用海水ピット）から，可搬型代替注水大型

ポンプを用いて補給が可能な設計とする。 

なお，水源の詳細については「3.13 重大事故等の収束に

必要となる水の供給設備（設置許可基準規則第56条に対する

設計方針を示す章）」で示す。 

また，代替燃料プール注水系の海水の利用手順については，

「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の

発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技

術的能力に係る審査基準への適合状況について」の「1.13 重

大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」の以下の項目

(7) 燃料プールスプレイ系の海水の利用

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）及び燃料

プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）の水源である代替

淡水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））の淡水

が枯渇した場合において，防波壁の内側に設置している取水

槽より，大量送水車を用いて大量送水車に海水を直接送水で

きる設計とする。 

なお，海の利用については「3.13 重大事故等の収束に必要

となる水の供給設備（設置許可基準規則第 56条に対する設計

方針を示す章）」で示す。 

・記載方針の相違

【東海第二】 

・資料構成の相違

【東海第二】 

島根２号炉では，技術

添3.11-16



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.12 版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

で示す。 

「1.13.2.2 水源へ水を補給するための対応手順 (1) 代

替淡水貯槽へ水を補給するための対応手順ａ．（c）海を水源

とした可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポ

ンプによる代替淡水貯槽への補給」及び 「1.13.2.2 水源

へ水を補給するための対応手順（2）西側淡水貯水設備へ水を

補給するための対応手順ａ．（c）海を水源とした可搬型代替

注水大型ポンプによる西側淡水貯水設備への補給」 

的能力の「1.13 重大事

故等の収束に必要とな

る水の供給手順等」にて

記載 

3.11.2 重大事故等対処設備 3.11.2 重大事故等対処設備 

3.11.2.1 代替燃料プール注水系（注水ライン） 

3.11.2.1.1 設備概要 

代替燃料プール注水系（注水ライン）は，設計基準対象施設

である残留熱除去系（使用済燃料プール水の冷却及び補給機能）

及び燃料プール冷却浄化系の有する使用済燃料プールの冷却及

び補給機能が喪失した場合に，この機能を代替し，使用済燃料

プール内燃料体等を冷却し，臨界の防止及び放射線の遮蔽（第

54条第 1項対応）を目的として常設低圧代替注水系ポンプを用

いる注水設備と可搬型代替注水中型ポンプを用いる注水設備と

可搬型代替注水大型ポンプを用いる注水設備を設置するもので

ある。 

常設低圧代替注水系ポンプを用いる場合は，常設低圧代替注

水系ポンプ，電源設備である常設代替交流電源設備又は可搬型

代替交流電源設備，水源である代替淡水貯槽，流路である代替

燃料プール注水系配管・弁，注水先である使用済燃料プール等

から構成される。 

重大事故等時においては，代替淡水貯槽を水源とし，常設低

圧代替注水系ポンプ 1台の起動及び系統構成（電動弁操作）を

中央制御室のスイッチ操作により行い，代替燃料プール注水系

配管を経由して使用済燃料プールへ注水することで使用済燃料

プールの水位を維持可能な設計とする。 

本系統の概要図を第 3.11－1図に，重大事故等対処設備を第

3.11－1表に示す。 

常設低圧代替注水系ポンプの電源は，常設代替交流電源設備

である常設代替高圧電源装置又は可搬型代替交流電源設備であ

る可搬型代替低圧電源車から給電できる設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプを用いる場合は，可搬型代替注水

中型ポンプ，水源である西側淡水貯水設備，流路である代替燃

3.11.2 重大事故等対処設備 

・設備の相違

【東海第二】 

①の相違

添3.11-17



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.12 版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

料プール注水系配管・弁，燃料給油設備である可搬型設備用軽

油タンク，タンクローリ，注水先である使用済燃料プール等か

ら構成される。 

重大事故等時においては，西側淡水貯水設備を水源として，

可搬型代替注水中型ポンプから接続口までホースを接続し，使

用済燃料プールへ注水することで使用済燃料プールの水位を維

持可能な設計とする。 

可搬型代替注水大型ポンプを用いる場合は，可搬型代替注水

大型ポンプ，水源である代替淡水貯槽，流路である代替燃料プ

ール注水系配管・弁，燃料給油設備である可搬型設備用軽油タ

ンク，タンクローリ，注水先である使用済燃料プール等から構

成される。 

重大事故等時においては，代替淡水貯槽を水源として，可搬

型代替注水大型ポンプから接続口までホースを接続し，使用済

燃料プールへ注水することで使用済燃料プールの水位を維持可

能な設計とする。 

本系統の概要図を第 3.11－2図に，重大事故等対処設備を第

3.11－2表に示す。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプ

は，ディーゼルエンジンにて駆動し，ポンプに付属するスイッ

チにより起動できる設計とする。燃料は可搬型設備用軽油タン

クからタンクローリを用いて給油できる設計とする。 

また，防潮堤内側の取水箇所（ＳＡ用海水ピット）から取水

可能な設計とする。なお，水源については，「3.13 重大事故等

の収束に必要となる水の供給設備」で示す。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプを

使用する際に接続する接続口は，共通要因によって接続するこ

とができなくなることを防止するため，原子炉建屋の異なる面

（原子炉建屋東側及び西側）及び常設代替高圧電源装置置場（高

所東側及び西側）の隣接しない位置に設置することで位置的分

散を図る設計とする。 
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第 3.11－1図 代替燃料プール注水系（注水ライン）系統概要図 

（常設低圧代替注水系ポンプ使用時）  

 

 

第 3.11－2図 代替燃料プール注水系（注水ライン）系統概要図 

（可搬型低圧代替注水大型ポンプ使用時） 
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第 3.11－1表 代替燃料プール注水系（注水ライン）に関する重

大事故等対処設備一覧 

（常設低圧代替注水系ポンプ使用時） 

設備区分 設備名 

主要設備 常設低圧代替注水系ポンプ【常設】 

関連設

備 

付属設備 サイフォン防止機能 

水源※１ 代替淡水貯槽【常設】 

流路 
低圧代替注水系配管・弁【常設】 

代替燃料プール注水系配管・弁【常設】 

注水先 使用済燃料プール【常設】 

電源設備※

２（燃料給

油設備含

む） 

常設代替交流電源設備 

常設代替高圧電源装置【常設】 

可搬型代替交流電源設備 

可搬型代替低圧電源車【可搬】 

燃料給油設備 

軽油貯蔵タンク【常設】 

常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ

【常設】 

計装設備※

３ 

使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域）

【常設】 

使用済燃料プール温度（ＳＡ）【常設】 

使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高

レンジ・低レンジ）【常設】 

使用済燃料プール監視カメラ【常設】 

代替淡水貯槽水位【常設】 

常設低圧代替注水系ポンプ吐出圧力【常

設】 

 ※１：水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる

水の供給設備（設置許可基準規則第 56条に対する設計方

針を示す章）」で示す。 

※２：電源設備については「3.14 電源設備(設置許可基準規則

第 57条に対する設計方針を示す章)」で示す。 

※３：計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規

則第 58条に対する設計方針を示す章）」で示す。 
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第 3.11－2表 代替燃料プール注水系（注水ライン）に関する重

大事故等対処設備一覧 

（可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水

大型ポンプ使用時） 

設備区分 設備名 

主要設備 
可搬型代替注水大型ポンプ【可搬】 

可搬型代替注水中型ポンプ【可搬】 

関連設

備 

付属設備 サイフォン防止機能 

水源※１ 
代替淡水貯槽【常設】 

西側淡水貯水設備【常設】 

流路 

低圧代替注水系配管・弁【常設】 

代替燃料プール注水系配管・弁【常設】 

ホース【可搬】 

注水先 使用済燃料プール【常設】 

電源設備※

２（燃料給

油設備含

む） 

常設代替交流電源設備 

常設代替高圧電源装置【常設】 

可搬型代替交流電源設備 

可搬型代替低圧電源車【可搬】 

燃料給油設備 

軽油貯蔵タンク【常設】 

常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ

【常設】 

可搬型設備用軽油タンク【常設】 

タンクローリ【可搬】 

計装設備※

３ 

使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域）

【常設】 

使用済燃料プール温度（ＳＡ）【常設】 

使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高

レンジ・低レンジ）【常設】 

使用済燃料プール監視カメラ【常設】 

代替淡水貯槽水位【常設】 

西側淡水貯水設備水位【常設】 

※１：水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる

水の供給設備（設置許可基準規則第 56条に対する設計方

針を示す章）」で示す。 

※２：電源設備については「3.14 電源設備(設置許可基準規則

第 57条に対する設計方針を示す章)」で示す。 

※３：計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規

則第 58条に対する設計方針を示す章）」で示す。 
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3.11.2.1.2 主要設備の仕様 

主要設備の仕様を以下に示す。 

(1) 常設低圧代替注水系ポンプ  

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷

却するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

型    式   ターボ形 

台    数   2 

容    量   約 200m３／h（1台当たり） 

全  揚  程   約 200m 

最高使用圧力   3.14MPa［gage］ 

最高使用温度   66℃ 

本 体 材 料    炭素鋼 

取 付 箇 所  常設低圧代替注水系格納槽内 

電動機出力  約 190kW／個 

(2) 可搬型代替注水中型ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷

却するための設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための

設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型    式   うず巻形 

容    量   約 210m３／h（1台当たり） 

全  揚  程   約 100m 

最高使用圧力   1.4MPa[gage] 

最高使用温度   60℃ 

原動機出力    147kW／個 

台    数   4(予備 1) 

設 置 場 所    屋外 

保 管 場 所    西側，南側保管場所及び予備機置場 

(3) 可搬型代替注水大型ポンプ 
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兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷

却するための設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための

設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型    式   うず巻形 

    容    量   約 1,320m３／h（1台当たり） 

    全  揚  程   約 140m 

    最高使用圧力   1.4MPa[gage] 

    最高使用温度   60℃ 

原動機出力    約 847kW （1台当たり） 

台    数   2（予備 1※） 

    設 置 場 所    屋外  

    保 管 場 所    西側，南側保管場所及び予備機置場 

※「可搬型代替注水大型ポンプ」及

び「可搬型代替注水大型ポンプ（放

水用）」は同型設備であり，「可搬

型代替注水大型ポンプ」の予備 1

台と「可搬型代替注水大型ポンプ

（放水用）」の予備 1台の計 2台は

共用可能とする。 

 

3.11.2.1.3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.11.2.1.3.1 設置許可基準規則第 43条第 1項への適合方針

（常設並びに可搬型重大事故等対処設備の安全設計方針に対す

る適合性） 

(1) 環境条件（設置許可基準規則第 43条第 1項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放

射線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処

するために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

  (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 
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代替燃料プール注水系（注水ライン）の常設低圧代替注

水系ポンプは， 常設低圧代替注水系格納槽内に設置する設

備であることから，重大事故等時における常設低圧代替注

水系格納槽内の環境条件を考慮し，第 3.11－3表に示す設

計とする。 

代替燃料プール注水系（注水ライン）の可搬型代替注水

中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，西側及び南

側保管場所に保管し，重大事故等時に，水源付近の屋外に

設置する設備であることから，重大事故等時における屋外

の環境条件を考慮し，第 3.11－4 表に示す設計とする。    

代替燃料プール注水系（注水ライン）の可搬型代替注水

中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプの操作は，可搬

型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプに付

属するスイッチにより，設置場所にて操作可能な設計とす

る。 

地震については，保管場所で想定される適切な地震荷重

との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認

し，輪留め等により固定する。 

風（台風）及び竜巻による風荷重については，当該荷重

を考慮しても機器が損傷しない設計とする。積雪及び火山

の影響については，適切に除雪及び除灰する運用とする。 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう，防水

対策が取られた可搬型代替注水大型ポンプを使用し，凍結

のおそれがある場合は暖気運転を行い凍結対策とする。 

（54－3－1～15，54－8－1，2） 
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第 3.11－3表 想定する環境条件（常設低圧代替注水系ポンプ） 

環境条件 対応 

温度，圧力，湿度，

放射線 

設置場所である常設低圧代替注水系格納槽

内で想定される温度，圧力，湿度及び放射線

条件下に耐えられる性能を確認した機器を

使用する。 

屋外の天候によ

る影響 

屋外に設置する設備ではないため，天候によ

る影響は受けない。 

海水を通水する

系統への影響 

淡水だけでなく海水も使用する（常時海水を

通水しない）。使用済燃料プールへの注水は，

可能な限り淡水源を優先し，海水通水は短期

間とすることで，設備への影響を考慮した設

計とする。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で

機器が損傷しない設計とする。（詳細は

「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。） 

津波 
津波を考慮し防潮堤及び浸水防止設備を設

置する設計とする。 

風（台風），竜巻，

積雪，火山の影響 

常設低圧代替注水系格納槽内に設置するた

め，風（台風）及び竜巻の風荷重，積雪及び

火山の影響は受けない。 

電磁的障害 機械装置のため，電磁波の影響を受けない。 
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第 3.11－4表 想定する環境条件 

（可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水

大型ポンプ） 

環境条件 対応 

温度，圧力，湿度，

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射

線条件下に耐えられる性能を確認した機器

を使用する。 

屋外の天候によ

る影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのな

いよう防水対策及び凍結対策を考慮した設

計とする。 

海水を通水する

系統への影響 

淡水だけでなく海水も使用する（常時海水を

通水しない）。使用済燃料プールへの注水は，

可能な限り淡水源を優先し，海水通水は短期

間とすることで，設備への影響を考慮した設

計とする。 

地震 

保管場所で想定される適切な地震荷重との

組合せを考慮した上で機器が損傷しないこ

とを確認し，輪留め等により固定する。 

津波 
津波を考慮し防潮堤及び浸水防止設備を設

置する設計とする。 

風（台風），竜巻，

積雪，火山の影響 

保管場所で想定される積雪及び火山の影響

による荷重を考慮して機能を損なわない設

計とするとともに，風（台風）及び竜巻によ

る風荷重に対しては，位置的分散を考慮した

保管により，機能を損なわない設計とする。 

電磁的障害 機械装置のため，電磁波の影響を受けない。 

 

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43 条第 1項二） 

  (ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操

作できるものであること。 

  (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性

について」に示す。 

代替燃料プール注水系（注水ライン）の常設低圧代替注

水系ポンプを運転する場合は，中央制御室からのスイッチ

操作で常設低圧代替注水系ポンプを起動し，代替淡水貯槽

への循環運転状態とする。その後，中央制御室からのスイ

ッチ操作で，常設低圧代替注水系系統分離弁及び使用済燃
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料プール注水ライン流量調整弁の開操作を実施し使用済燃

料プールへの注水を行う設計とする。代替燃料プール注水

系（注水ライン）の操作に必要なポンプ及び弁を第 3.11－

5表に示す。 

常設低圧代替注水系ポンプの起動・停止及び運転状態並

びに電動弁の開閉状態については，中央制御室の表示灯・

操作画面等で視認可能な設計とし，中央制御室における監

視又は試験・検査等にて確認可能な設計とする。また，中

央制御室のスイッチ操作に当たり，運転員等の操作性を考

慮して十分な操作空間を確保する。スイッチは，機器の名

称等を表示した銘板の取付け又は操作画面の表示等によ

り，運転員の操作性及び監視性を考慮して確実に操作でき

る設計とする。 

代替燃料プール注水系（注水ライン）の可搬型代替注水

中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプを運転する場合

は，可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポ

ンプを水源近傍に配置するとともにホース接続を実施し，

中央制御室からのスイッチ操作で，常設低圧代替注水系系

統分離弁及び使用済燃料プール注水ライン流量調整弁の開

操作を実施した後，現場操作で高所東側接続口，高所西側

接続口，原子炉建屋東側接続口又は原子炉建屋西側接続口

の弁を開とし，可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替

注水大型ポンプ付属のスイッチによりポンプを起動するこ

とで使用済燃料プールへの注水を行う設計とする。代替燃

料プール注水系（注水ライン）の操作に必要なポンプ，弁

及びホースを第 3.11－6表に示す。 

高所東側接続口，高所西側接続口，原子炉建屋東側接続

口，原子炉建屋西側接続口の弁については，接続口近傍の

屋外から手動操作で弁を開閉することが可能な設計とす

る。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポン

プ付属のスイッチ及び系統の電動弁のスイッチは，運転員

等の操作性を考慮して十分な操作空間を確保する設計と

し，機器の名称等を表示した銘板の取付け等により識別可

能とすることで，運転員等の操作性及び監視性を考慮して

確実に操作できる設計とする。 

系統の電動弁の開閉状態については，中央制御室におけ

る監視又は試験・検査等も考慮し，表示灯・操作画面等で
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確認可能な設計とする。また，可搬型代替注水大型ポンプ

は，設置場所にて車両の転倒防止装置及び輪留め等による

固定が可能な設計とする。 

ホースの接続作業に当たっては，特殊な工具は必要とせ

ず，簡便な接続金物及び一般的な工具により，容易かつ確

実に接続が可能な設計とする。 

    （54－3－1～15，54－4－1～6，54－7－2） 

 

第 3.11－5表 操作対象機器（常設低圧代替注水系ポンプ使用時） 

機器名称 状態の変化 操作方法 操作場所 

常設低圧代替注水系ポ

ンプ（Ａ）又は（Ｂ） 
起動・停止 

スイッチ操

作 
中央制御室 

使用済燃料プール注水

ライン流量調整弁 

弁閉→調整

開 

スイッチ操

作 
中央制御室 

常設低圧代替注水系系

統分離弁 
弁閉→弁開 

スイッチ操

作 
中央制御室 

 

第 3.11－6表 操作対象機器（可搬型代替注水大型ポンプ使用時） 

機器名称 状態の変化 操作方法 操作場所 

可搬型代替注水中型ポ

ンプ 
起動・停止 

スイッチ操

作 

屋外設置場

所 

可搬型代替注水大型ポ

ンプ 

起動・停止 スイッチ操

作 

屋外設置場

所 

接続口の弁 

（原子炉建屋東側又は

西側，高所東側又は西

側） 

弁閉→弁開 手動操作 接続口近傍 

使用済燃料プール注水

ライン流量調整弁 
弁閉→弁開 

スイッチ操

作 
中央制御室 

常設低圧代替注水系系

統分離弁 
弁閉→弁開 

スイッチ操

作 
中央制御室 

ホース ホース接続 人力接続 屋外 

 

(3) 試験検査（設置許可基準規則第 43条第 1項三） 

  (ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中

又は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

  (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性
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について」に示す。 

代替燃料プール注水系（注水ライン）の常設重大事故等

対処設備の試験検査を第 3.11－7 表に示す。 

代替燃料プール注水系（注水ライン）の常設低圧代替注

水系ポンプは，他系統と独立した試験系統により，発電用

原子炉運転中に機能・性能検査，弁動作確認を，また，発

電用原子炉停止中に機能・性能検査，弁動作確認及び分解

検査を実施可能な設計とする。 

代替燃料プール注水系（注水ライン）の常設低圧代替注

水系ポンプは，発電用原子炉停止中に，分解検査として，

ケーシングカバーを取り外して，ポンプ部品（主軸，軸受，

羽根車等）の状態を確認する分解検査が可能な設計とする。

弁については，分解検査として弁体等の部品の状態を確認

可能な設計とする。分解検査においては，浸透探傷試験に

より，性能に影響を及ぼす指示模様の有無を確認可能な設

計とする。また，目視により，性能に影響を及ぼすおそれ

のあるき裂，打こん，変形及び摩耗の有無を確認可能な設

計とする。 

また，代替燃料プール注水系（注水ライン）の常設低圧

代替注水系ポンプは，吐出配管にテストラインを設け，発

電用原子炉運転中又は停止中に，機能・性能検査として，

代替淡水貯槽を水源とした循環運転を行うことで，ポンプ

の吐出圧力・流量の確認に加え，運転時の振動，異音，異

臭及び漏えいの確認が可能な設計とする。弁については，

発電用原子炉運転中又は停止中に弁動作確認を実施するこ

とで弁開閉動作の確認が可能な設計とする。ポンプ及び系

統配管・弁については，機能・性能検査等に合わせて外観

の確認が可能な設計とする。    

代替燃料プール注水系（注水ライン）の可搬型重大事故

等対処設備の試験検査を第 3.11－8表に示す。 

代替燃料プール注水系（注水ライン）の可搬型代替注水

中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，発電用原子

炉運転中に機能・性能検査，弁動作確認及び車両検査を，

また，発電用原子炉停止中に機能・性能検査，分解検査，

弁動作確認及び車両検査が可能な設計とする。 

機能・性能確認として，水源から可搬型代替注水中型ポ

ンプ又は可搬型代替注水大型ポンプ，仮設圧力計，流量計

及びホースの系統構成で循環運転を実施することにより，
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ポンプの吐出圧力及び流量の確認に加え，運転時の振動，

異音，異臭及び漏えいの確認が可能な設計とする。ポンプ

については，機能・性能検査等に合わせて外観の確認が可

能な設計とする。ホースについては，機能・性能に影響を

及ぼすおそれのあるき裂，ジョイント部の腐食等が無いこ

とを確認可能な設計とする。 

弁については，分解検査として弁体等の部品の状態を確

認可能な設計とする。分解検査においては，浸透探傷試験

により，性能に影響を及ぼす指示模様の有無を確認可能な

設計とし，目視により，性能に影響を及ぼすおそれのある

き裂，打こん，変形及び摩耗の有無を確認可能な設計とす

る。また，弁動作確認を実施することで，弁の開閉動作を

確認可能な設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポン

プは，車両として異常なく走行できることを確認可能な設

計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポン

プは，発電用原子炉運転中又は停止中に分解検査としてポ

ンプ部品の状態を確認又は取替が可能な設計とする。分解

検査においては，浸透探傷試験により，性能に影響を及ぼ

す指示模様の有無を確認可能な設計とし，目視により，性

能に影響を及ぼすおそれのあるき裂，打こん，変形及び摩

耗の有無を確認可能な設計とする。 

（54－5－1～11） 

 

第 3.11－7表 代替燃料プール注水系（注水ライン）の試験検査

（常設） 

発電用原子炉の

状態 
項目 内容 

運転中 

機能・性能検

査 

ポンプ運転性能，ポンプ及び系統

配管・弁の漏えい確認，外観の確

認 

弁動作確認 弁開閉動作の確認 

停止中 

機能・性能検

査 

ポンプ運転性能，ポンプ及び系統

配管・弁の漏えい確認，外観の確

認 

弁動作確認 弁開閉動作の確認 

分解検査 

ポンプ又は弁の部品の表面状態

について浸透探傷試験及び目視

により確認 
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第 3.11－8表 代替燃料プール注水系（注水ライン）の試験検査

（可搬型） 

発電用原子炉の

状態 
項目 内容 

運転中 

機能・性能検

査 

ポンプ運転性能，ポンプ及びホー

スの漏えい確認，外観の確認 

分解検査 

ポンプの部品の表面状態につい

て浸透探傷試験及び目視により

確認又は取替を実施する。 

弁作動確認 弁開閉動作の確認 

車両検査 車両の走行確認 

停止中 

機能・性能検

査 

ポンプ運転性能，ポンプ及びホー

スの漏えい確認，外観の確認 

分解検査 

弁の部品の表面状態について浸

透探傷試験及び目視により確認 

ポンプの部品の表面状態ついて

浸透探傷試験及び目視により確

認又は取替を実施する。 

弁作動確認 弁開閉動作の確認 

車両検査 車両の走行確認 

 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第 1項四） 

  (ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するため

に使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から速

やかに切り替えられる機能を備えるものであること。 

  (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性

について」に示す。 

代替燃料プール注水系（注水ライン）の常設低圧代替注

水系ポンプは，本来の用途以外の用途には使用しない。 

代替燃料プール注水系（注水ライン）の可搬型代替注水

中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，通常待機時

は，接続先と系統と分離した状態で西側及び南側保管場所

に保管し，本来の用途以外の用途には使用しない設計とす

る。 

（54－3－1～15，54－4－1～6） 
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(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第 1項五） 

  (ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもので

あること。 

  (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等について」に示す。 

代替燃料プール注水系（注水ライン）の可搬型代替注水

中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，通常待機時

は接続先の系統と分離された状態で西側及び南側保管場所

に保管することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計と

する。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポン

プによる注水は，弁操作によって通常待機時の系統構成か

ら重大事故等対象設備としての系統構成とすることで，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポン

プは，保管場所において転倒しない設計とすることで，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。設置場所におい

ては，車両転倒防止装置又は輪止めにより固定することで，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。可搬型代替注

水大型ポンプは，固縛等を実施することで，飛散物となっ

て他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

（54－3－1～15，54－4－1～6） 

 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第 1項六） 

  (ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故

等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう，

放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置

場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたもので

あること。 

  (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

代替燃料プール注水系（注水ライン）の常設低圧代替注

水系ポンプを用いる場合の系統構成に操作が必要な機器の

設置場所，操作場所を第 3.11－10表に示す。 

常設低圧代替注水系ポンプ，常設低圧代替注水系系統分
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離弁及び使用済燃料プール注水ライン流量調整弁は，原子

炉建屋原子炉棟又は常設低圧代替注水系格納槽内に設置さ

れており，中央制御室からの遠隔操作を可能とすることで，

操作場所の放射線量が高くなるおそれが少なくなるよう設

計する。 

代替燃料プール注水系（注水ライン）の可搬型代替注水

中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプを用いる場合の

系統構成に操作が必要な機器の設置場所，操作場所を第

3.11－11表に示す。 

このうち，可搬型代替注水中型ポンプ，可搬型代替注水

大型ポンプ，高所東側接続口，高所西側接続口，原子炉建

屋東側接続口，原子炉建屋西側接続口の弁及びホースは屋

外で操作するが，作業に当たっては，放射線量を確認し，

適切な放射線防護対策で作業安全確保を確認した上で作業

を実施する。仮に線量が高い場合は，線源からの離隔距離

を確保するとともに，状況に応じ仮設遮蔽の設置等を実施

した上で，線量を測定し線量が低い場所で作業を行うこと

により，可搬型代替注水中型ポンプ，可搬型代替注水大型

ポンプ等の設置及び常設設備との接続が可能な設計とす

る。 

（54－3－1～15，54－4－1～6） 

 

第 3.11－10表 代替燃料プール注水系（注水ライン）操作対象機

器設置場所 

（常設低圧代替注水系ポンプ使用時） 

機器名称 設置場所 操作場所 

常設低圧代替注水系ポ

ンプ（Ａ）又は（Ｂ） 

常設低圧代替注水系

格納槽内 
中央制御室 

使用済燃料プール注水

ライン元弁 

原子炉建屋原子炉棟

内 
中央制御室 

使用済燃料プール注水

ライン流量調整弁 

原子炉建屋原子炉棟

内 
中央制御室 

常設低圧代替注水系系

統分離弁 

常設低圧代替注水系

格納槽内 
中央制御室 
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第 3.11－11表 代替燃料プール注水系（注水ライン）操作対象機

器設置場所 

（可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注

水大型ポンプ使用時） 

機器名称 設置場所 操作場所 

可搬型代替注水中型ポ

ンプ 

屋外設置場所 屋外設置場所 

可搬型代替注水大型ポ

ンプ 

屋外設置場所 屋外設置場所 

接続口の弁 

（原子炉建屋東側又は

西側，高所東側又は西

側） 

屋外接続口近傍 接続口近傍 

使用済燃料プール注水

ライン元弁 

原子炉建屋原子炉棟

内 

中央制御室 

使用済燃料プール注水

ライン流量調整弁 

原子炉建屋原子炉棟

内 

中央制御室 

ホース 屋外 屋外 

 

3.11.2.1.3.2 設置許可基準規則第 43条第 2項への適合方針

（常設重大事故等対処設備の安全設計方針に対する適合性） 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第 2項一） 

  (ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分

に余裕のある容量を有するものであること。 

  (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

代替燃料プール注水系（注水ライン）として使用する常

設低圧代替注水系ポンプは，第 54 条第 1項の場合に，使用

済燃料プールの水位を維持できるために必要な注水量を有

する設計とする。 

必要な注水量としては，使用済燃料貯蔵槽内の燃料破損

の防止の重要事故シーケンスの想定事故１及び想定事故２

に係る有効性評価解析（原子炉設置変更許可申請書添付書

類十）において，有効性が確認されている使用済燃料プー

ルへの注水流量が 50m３／hであることから，1台で約 200m

３／hを送水可能な常設低圧代替注水系ポンプを 1台使用す

る設計とする。 
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揚程は，有効性が確認されている使用済燃料プールへの

注水流量で注水を実施する場合の圧損（水源（代替淡水貯

槽）と注水先（使用済燃料プール）の圧力差，静水頭，機

器圧損，配管及び弁類の圧損）を考慮して，約 200mを確保

可能な設計とする。 

なお，代替淡水貯槽の容量の説明は，「3.13 重大事故等

の収束に必要となる水の供給設備（設置許可基準規則第 56

条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

    （54－6－1～4） 

 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43条第 2項二） 

  (ⅰ) 要求事項 

常設重大事故等対処設備の各機器については，一部の敷

地を共有する東海発電所内の発電用原子炉施設において共

用しない設計とする。ただし，共用対象の施設ごとに要求

される技術的要件（重大事故等に対処するための必要な機

能）を満たしつつ，東海発電所内の発電用原子炉施設と共

用することにより安全性が向上し，かつ，東海発電所内及

び東海第二発電所内の発電用原子炉施設に対して悪影響を

及ぼさない場合は，共用できる設計とする。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等について」に示す。 

代替燃料プール注水系（注水ライン）は，一部の敷地を

共有する東海発電所内の発電用原子炉施設において共用し

ない設計とする。 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第

43条第 2項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事

故対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそ

れがないよう，適切な措置を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等について」に示す。 

代替燃料プール注水系（注水ライン）の常設低圧代替注

水系ポンプは，設計基準対象施設である燃料プール冷却浄

化系ポンプ及び残留熱除去系ポンプと同時にその機能が損
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なわれるおそれがないよう，第 3.11－12表に示すとおり，

多様性及び位置的分散を図る設計とする。 

代替燃料プール注水系（注水ライン）の常設低圧代替注

水系ポンプは，常設低圧代替注水系格納槽内に設置するこ

とで，原子炉建屋原子炉棟内に設置する燃料プール冷却浄

化系ポンプ及び残留熱除去系ポンプと位置的分散を図る設

計とする。 

常設低圧代替注水系ポンプの電源は，屋外の常設代替高

圧電源装置置場に設置する常設代替交流電源設備である常

設代替高圧電源装置，又は可搬型代替交流電源設備である

可搬型代替低圧電源車からの独立した電源供給ラインから

供給可能とすることで，原子炉建屋付属棟内に設置された

設計基準対象施設である燃料プール冷却浄化系ポンプ及び

残留熱除去系ポンプの電源（非常用ディーゼル発電機）に

対し多様性及び位置的分散を図る設計とする。 

常設低圧代替注水系ポンプのサポート系として，冷却水

を不要（自然冷却）とすることで，設計基準対象施設であ

る燃料プール冷却浄化系ポンプ及び残留熱除去系ポンプの

冷却水（不要（自然冷却）及び残留熱除去系海水系）に対

し多様性を持たせた設計とする。 

常設低圧代替注水系ポンプの水源は，常設低圧代替注水

系格納槽内に設置する代替淡水貯槽を使用することで，設

計基準対象施設である残留熱除去ポンプの水源である，使

用済燃料プールに対し多様性及び位置的分散を図る設計と

する。 

電動弁については，駆動部に設けるハンドルにて手動操

作も可能な設計とすることで，電動駆動に対し多様性を持

たせた設計とする。 

流路を構成する配管等の静的機器については，可能な限

り分離配置することで，独立性を確保する設計とする。 
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第 3.11－12表 多様性又は多重性，位置的分散 

項目 

設計基準対象施設 重大事故等対処設備 

燃料プール

冷却 

浄化系 

残留熱除去

系 

（使用済燃

料プール水

の冷却及び

補給） 

代替燃料プール注水系 

（注水ライン） 

ポンプ 

燃料プール

冷却 

浄化系ポン

プ 

残留熱除去

系 

ポンプ 

可搬型代

替注水大

型ポンプ 

可搬型代

替注水中

型ポンプ 

常設低圧代

替注 

水系ポンプ 

原子炉建屋

原子 

炉棟4階 

原子炉建屋

原子 

炉棟地下2

階 

西側及び南側保管場所 

常設低圧代

替注 

水系格納槽

内 

水源 

使用済燃料プール 
代替淡水

貯槽 

西側淡水

貯水設備 

代替淡水貯

槽 

原子炉建屋原子炉棟6階 

常設低圧

代替注水

系格納槽

内 

屋外 

常設低圧代

替注水 

系格納槽内 

駆動用空

気 
不要 不要 不要 

潤滑油 不要（内包油） 不要（内包油） 
不要（内包

油） 

冷却水 
不要（自然冷

却） 

残留熱除去

系 

海水系 

自己冷却 
不要（自然冷

却） 

駆動電源 

非常用ディーゼル発電機 

不要 

（ディーゼルエンジ

ン） 

常設代替高

圧電源装置 

原子炉建屋付属棟地下1

階 
西側及び南側保管場所 屋外 
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3.11.2.1.3.3 設置許可基準規則第 43条第 3項への適合方針

（可搬型重大事故等対処設備の安全設計方針に対する適合性） 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第 3項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分

に余裕のある容量を有するものであること。 

  (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

代替燃料プール注水系（注水ライン）である可搬型代替

注水中型ポンプは，第 54条第 1項対応の場合に，必要な注

水量を有する設計とする。 

必要な注水量としては，使用済燃料貯蔵槽内の燃料破損

の防止の重要事故シーケンスの想定事故１に係る有効性評

価解析（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）において，

有効性が確認されている使用済燃料プールへの注水流量が

50m３／hであることから，1台で約 210m３／hを送水可能な

可搬型代替注水中型ポンプを 2台使用する設計とする。 

全揚程は，有効性が確認されている使用済燃料プールへ

の注水流量で注水を実施する場合の圧損（水源（西側淡水

貯水設備）と注水先（使用済燃料プール）の圧力差，静水

頭，機器圧損，配管・ホース及び弁類の圧損）を考慮して，

1台当たり約 100mを確保可能な可搬型代替注水中型ポンプ

を 2台使用する設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプは，重大事故等時において使

用済燃料プールへの注水に必要な容量を有するものを 1セ

ット 2台使用する。保有数は 2セットで 4台と，故障時及

び保守点検による待機除外時の予備として 1台の合計 5台

を保管する。 

代替燃料プール注水系（注水ライン）である可搬型代替

注水大型ポンプは，第 54条第 1項対応の場合に，必要な注

水量を有する設計とする。 

必要な注水量としては，使用済燃料貯蔵槽内の燃料破損

の防止の重要事故シーケンスの想定事故１に係る有効性評

価解析（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）において，

有効性が確認されている使用済燃料プールへの注水流量が

50m３／hであることから，1台で約 1,320m３／hを送水可能

な可搬型代替注水大型ポンプを 1 台使用する設計とする。 

揚程は，有効性が確認されている使用済燃料プールへの
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注水流量で注水を実施する場合の圧損（水源（代替淡水貯

槽）と注水先（使用済燃料プール）の圧力差，静水頭，機

器圧損，配管・ホース及び弁類の圧損）を考慮して，約 140m

を確保可能な設計とする。 

可搬型代替注水大型ポンプは，重大事故等時において使

用済燃料プールへの注水に必要な容量を有するものを 1セ

ット 1台使用する。保有数は 2セットで 2台と，故障時及

び保守点検による待機除外時の予備として 1台の合計 3台

を保管する。ただし，予備については，同型設備である可

搬型代替注水大型ポンプ（放水用）の予備 1台と共用可能

とする。 

なお，西側淡水貯水設備及び代替淡水貯槽の容量の説明

は，「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備

（設置許可基準規則第 56条に対する設計方針を示す章）」

に記載する。 

    （54－6－5～12） 

 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第 43条第 3項二） 

  (ⅰ) 要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は

短時間に発電用原子炉施設と接続することができる常設の

設備をいう。以下同じ。）と接続するものにあっては，当該

常設設備と容易かつ確実に接続することができ，かつ，二

以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用することが

できるよう，接続部の規格の統一その他の適切な措置を講

じたものであること。 

  (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性

について」に示す。 

代替燃料プール注水系（注水ライン）の可搬型代替注水

中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプ側のホースと接

続口については，フランジ接続にすることで，一般的に使

用される工具を用いてホースを容易かつ確実に接続ができ

る設計とする。また，原子炉建屋東側接続口，原子炉建屋

西側接続口，高所東側接続口及び高所西側接続口の口径を

統一し，容易かつ確実に接続できる設計とする。 

（54－7－1～4） 
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(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第 43条第 3項三） 

  (ⅰ) 要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって

接続することができなくなることを防止するため，可搬型

重大事故等対処設備（原子炉建屋の外から水又は電力を供

給するものに限る。）の接続口をそれぞれ互いに異なる複数

の場所に設けるものであること。 

  (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等について」に示す。 

代替燃料プール注水系（注水ライン）の可搬型代替注水

中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプの接続箇所であ

る接続口は，重大事故等時の環境条件，自然現象，外部人

為事象，溢水及び火災の影響により接続できなくなること

を防止するため，原子炉建屋の異なる面の隣接しない東側

に 1箇所及び西側に 1箇所，常設代替高圧電源装置置場の

東側に 1箇所，西側に 1箇所設置する。 

    （54－7－1～4） 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第 3項四） 

  (ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重

大事故等対処設備を設置場所に据え付け，及び常設設備と

接続することができるよう，放射線量が高くなるおそれが

少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他

の適切な措置を講じたものであること。 

  (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

代替燃料プール注水系（注水ライン）の可搬型代替注水

中型ポンプ，可搬型代替注水大型ポンプ，原子炉建屋東側

接続口及び原子炉建屋西側接続口の弁，高所東側接続口及

び高所西側接続口の弁及びホースは屋外に設置する設計と

するが，作業に当たっては，放射線量を確認し，適切な放

射線防護対策で作業安全確保を確認した上で作業を実施す

る。仮に線量が高い場合は，線源からの離隔距離を確保す

るとともに，状況に応じ仮設遮蔽の設置等を実施した上で，

線量を測定し線量が低い場所で作業を行うことにより，可

搬型代替注水中型ポンプ，可搬型代替注水大型ポンプの設

置及び常設設備との接続を可能な設計とする。 
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ホースの接続は，簡便な接続金物により容易かつ確実に

接続が可能な設計とする。また，接続口への接続は，簡便

なフランジ接続により，一般的な工具等を用い容易かつ確

実に接続が可能な設計とする。 

（54－3－1～15，54－7－1～4） 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第 43条第 3項五）

  (ⅰ) 要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機

の衝突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故対処

設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮し

た上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管す

ること。 

  (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等について」に示す。 

代替燃料プール注水系（注水ライン）の可搬型代替注水

中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，地震，津波

その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズムによる影響，設計基準対象施設である燃料プ

ール冷却浄化系ポンプ，残留熱除去系ポンプ及び重大事故

等対処設備である常設低圧代替注水系ポンプの配置その他

の条件を考慮し，発電所敷地内の西側及び南側保管場所に

保管することで位置的分散を図る設計とする。 

（54－3－1～15，54－8－1，2） 

(6) アクセスルートの確保（設置許可基準規則第 43条第 3項

六） 

  (ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型

重大事故等対処設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を

把握するため，工場等内の道路及び通路が確保できるよう，

適切な措置を講じたものであること。 

  (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性

について」に示す。 

代替燃料プール注水系（注水ライン）の可搬型代替注水

中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，通常待機時
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は西側及び南側保管場所に保管するため，重大事故等時に

おける，保管場所から設置場所までの経路について，設備

の運搬及び移動に支障をきたすことのないよう，迂回路も

考慮して複数のアクセスルートを確保する。 

なお，アクセスルートの詳細については，「実用発電用原

子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大

の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に

係る審査基準」への適合状況についての「1.0 重大事故等

対策における共通事項」添付資料 1.0.2「東海第二発電所 

可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートに

ついて」に記載する。 

（54－9－1～7） 

 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故等防止設備との

多様性（設置許可基準規則第 43条第 3項七） 

  (ⅰ) 要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によ

って，設計基準事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵

槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防止設備

の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要

な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，

適切な措置を講じたものであること。 

  (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等について」に示す。 

代替燃料プール注水系（注水ライン）の可搬型代替注水

中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，設計基準対

象施設である燃料プール冷却浄化系ポンプ，残留熱除去系

ポンプ及び常設重大事故等対処設備である常設低圧代替注

水系ポンプと同時にその機能が損なわれるおそれがないよ

う，第 3.11－12表に示すとおり，多様性及び位置的分散を

図る設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポン

プは，西側及び南側保管場所に保管することで，原子炉建

屋原子炉棟内に設置する燃料プール冷却浄化系ポンプ及び

残留熱除去系ポンプ及び常設低圧代替注水系格納槽内に設

置する常設低圧代替注水系ポンプと位置的分散を図る設計

とする。また，重大事故等時において，可搬型代替注水中
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型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプのサポート系とし

て冷却水は自己冷却とすることで，設計基準対象施設であ

る燃料プール冷却浄化系ポンプ及び残留熱除去系ポンプの

冷却水（不要（自然冷却）及び残留熱除去系海水系）及び

常設低圧代替注水系ポンプの不要（自然冷却）に対し多様

性を持たせた設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポン

プの駆動源は，ディーゼルエンジン駆動とすることで，設

計基準対象施設である燃料プール冷却浄化系ポンプ及び残

留熱除去系ポンプの電源（非常用ディーゼル発電機）並び

に常設低圧代替注水系ポンプの電源である常設代替交流電

源設備である常設代替高圧電源装置及び可搬型代替交流電

源設備である可搬型代替低圧電源車に対し多様性を持たせ

た設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプの水源は，屋外に設置する西

側淡水貯水設備を使用することで，設計基準対象施設であ

る燃料プール冷却浄化系ポンプ及び残留熱除去系ポンプの

水源である，使用済燃料プールに対し多様性及び位置的分

散を図る設計とする。 

可搬型代替注水大型ポンプの水源は，常設低圧代替注水

系格納槽内に設置する代替淡水貯槽を使用することで，設

計基準対象施設である燃料プール冷却浄化系ポンプ及び残

留熱除去系ポンプの水源である，使用済燃料プールに対し

多様性及び位置的分散を図る設計とする。 

流路を構成する配管等の静的機器については，可能な限

り独立性を確保する設計とする。 

なお，可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大

型ポンプは故障時及び保守点検時の予備を有する設計とす

る。 

 

3.11.2.1燃料プール代替注水系（可搬型スプレイヘッダ） 

3.11.2.1.1 設備概要 

燃料プール代替注水系（可搬型スプレイヘッダ）は，設計基

準対象施設である残留熱除去系（燃料プール冷却モード）及び

燃料プール冷却浄化系の有する使用済燃料プールの冷却機能喪

失又は残留熱除去系ポンプによる使用済燃料プールへの補給機

能が喪失し，又は使用済燃料プールに接続する配管の破損等に

より使用済燃料プール水の小規模な漏えいにより使用済燃料プ

3.11.2.2 代替燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル） 

3.11.2.2.1 設備概要 

  代替燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル）は，設計基

準対象施設である残留熱除去系（使用済燃料プール水の冷却及

び補給機能）及び燃料プール冷却浄化系の有する使用済燃料プ

ールの冷却及び補給機能が喪失した場合に，この機能を代替し，

使用済燃料プール内燃料体を冷却し，臨界の防止及び放射線の

遮蔽（第54条第1項対応）を目的として設置するものである。 

3.11.2.1 燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル） 

3.11.2.1.1 設備概要 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）は，設計基

準対象施設である残留熱除去系（燃料プール冷却）及び燃料プ

ール冷却系の有する燃料プールの冷却機能喪失又は残留熱除去

ポンプによる燃料プールへの補給機能が喪失し，又は燃料プー

ルに接続する配管の破損等により燃料プール水の小規模な漏え

いにより燃料プールの水位が低下した場合に，燃料プール内燃

 

 

 

 

 

 

 

 

添3.11-43



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.12 版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

ールの水位が低下した場合に，使用済燃料プール内燃料体等を

冷却し，臨界の防止及び放射線の遮蔽を目的として使用する。 

また，大量の水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料

プールの水位が異常に低下した場合において，使用済燃料プー

ル内燃料体等の著しい損傷を緩和，及び臨界の防止を目的とし

て使用する。なお，燃料損傷時には使用済燃料プール内燃料体

等の上部全面にスプレイすることによりできる限り環境への放

射性物質の放出を低減する。 

本系統は，可搬型代替注水ポンプ（A-1級）及び可搬型代替

注水ポンプ（A-2級），計測制御装置，水源である代替淡水源（淡

水貯水池及び防火水槽），流路であるホース，可搬型スプレイヘ

ッダ，注入先である使用済燃料プール，及び燃料補給設備であ

る軽油タンク，タンクローリ（4kL）等から構成される。 

本系統に関する重大事故等対処設備を表 3.11-1に，本系統全

体の概要図を図 3.11-1及び図 3.11-2に示す。 

 

 

 

燃料プール代替注水系（可搬型スプレイヘッダ）は，第 54 条

第 1 項対応の場合，可搬型代替注水ポンプ（A-1 級）及び可搬

型代替注水ポンプ（A-2 級）又は可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）

により水源である代替淡水源（淡水貯水池及び防火水槽）の水

をホース及び可搬型スプレイヘッダを経由して使用済燃料プー

ルへ注水することで使用済燃料プールの水位を維持可能な設計

とする。 

燃料プール代替注水系（可搬型スプレイヘッダ）は，第 54条

第 2 項対応の場合，水源である代替淡水源（淡水貯水池及び防

火水槽）の水を可搬型代替注水ポンプ（A-1級）及び可搬型注

水ポンプ（A-2級）又は可搬型代替注水ポンプ（A-2級）により

ホース及び可搬型スプレイヘッダを経由して使用済燃料に直接

スプレイすることで，燃料損傷を緩和するとともに，スプレイ

水の放射性物質叩き落としの効果により，環境への放射性物質

放出を可能な限り低減可能な設計とする。 

 本系統の操作に当たっては，ホース及び可搬型スプレイヘッ

ダの敷設により系統構成を行った後，屋外で可搬型代替注水ポ

ンプ（A-1級）及び可搬型代替注水ポンプ（A-2級）付属の操作

スイッチにより可搬型代替注水ポンプ（A-1級）及び可搬型代

替注水ポンプ（A-2級）を起動し運転を行う。 

   

 

また，大量の水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料

プールの水位が異常に低下した場合において，使用済燃料プー

ル内の燃料体等の著しい損傷の進行緩和，及び臨界の防止（第

54条第2項対応）を目的として設置するものである。 

 

 

  本系統は，可搬型代替注水大型ポンプ，水源である代替淡水

貯槽，流路であるホース，可搬型スプレイノズル，燃料給油設

備である可搬型設備用軽油タンク，タンクローリ，注水先であ

る使用済燃料プール等から構成される。 

 

 

 

 

 

 

第54条第1項対応においては，代替淡水貯槽を水源として可搬

型代替注水大型ポンプから可搬型スプレイノズルまでホースを

接続し，使用済燃料プールへ注水することで使用済燃料プール

の水位を維持可能な設計とする。 

 

 

 

第54条第2項対応においては，代替淡水貯槽を水源として可搬

型代替注水大型ポンプから可搬型スプレイノズルまでホースを

接続し，使用済燃料プール水位の異常な低下により燃料有効頂

部を下回った使用済燃料に直接スプレイすることで，燃料損傷

を緩和するとともに，スプレイ水の放射性物質叩き落しの効果

により，環境への放射性物質放出を可能な限り低減可能な設計

とする。 

  

 

 

 

 

 

料体等を冷却し，臨界の防止及び放射線の遮蔽を目的として使

用する。 

また，大量の水の漏えいその他の要因により当該燃料プール

の水位が異常に低下した場合において，燃料プール内燃料体等

の著しい損傷を緩和，及び臨界の防止を目的として使用する。

なお，燃料損傷時には燃料プール内燃料体等の上部全面にスプ

レイすることによりできる限り環境への放射性物質の放出を低

減する。 

本系統は，大量送水車，計測制御装置，水源である代替淡水

源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）），流路である

ホース，可搬型スプレイノズル，注入先である燃料プール及び

燃料補給設備であるガスタービン発電機用軽油タンク，非常用

ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク，高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機燃料貯蔵タンク，タンクローリ等から構成される。 

本系統に関する重大事故等対処設備を表 3.11-1に，本系統全

体の概要図を図 3.11-1に示す。 

 

 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）は，第 54条

第１項対応の場合，大量送水車により水源である代替淡水源（輪

谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））の水をホース及び可

搬型スプレイノズルを経由して燃料プールへ注水することで燃

料プールの水位を維持可能な設計とする。 

 

 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）は，第 54条

第２項対応の場合，水源である代替淡水源（輪谷貯水槽（西１）

及び輪谷貯水槽（西２））の水を大量送水車によりホース及び可

搬型スプレイノズルを経由して使用済燃料に直接スプレイする

ことで，燃料損傷を緩和するとともに，スプレイ水の放射性物

質叩き落としの効果により，環境への放射性物質放出を可能な

限り低減可能な設計とする。 

 

本系統の操作に当たっては，ホース及び可搬型スプレイノズ

ルの敷設により系統構成を行った後，屋外で大量送水車付属の

操作スイッチにより大量送水車を起動し運転を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二では３段落

後に記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 
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 本系統の概要図を第 3.11－5図に，重大事故等対処設備を第

3.11－13表に示す。 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉では３段

落前に記載 

可搬型代替注水ポンプ（A-1級）及び可搬型代替注水ポンプ

（A-2級）は，ディーゼルエンジンにより駆動できる設計とし，

燃料は燃料補給設備である軽油タンク及びタンクローリ（4kL）

により補給できる設計とする。 

可搬型代替注水大型ポンプは，ディーゼルエンジンにて駆動

し，ポンプに付属するスイッチにより起動できる設計とする。

燃料は可搬型設備用軽油タンクからタンクローリを用いて給油

できる設計とする。 

 

また，防潮堤内側の取水箇所（ＳＡ用海水ピット）から取水

可能な設計とする。なお，水源については，「3.13 重大事故等

の収束に必要となる水の供給設備」で示す。 

 

屋外に設置する可搬型代替注水大型ポンプと原子炉建屋原子

炉棟 6階に設置する可搬型スプレイノズルを接続するホースの

敷設は，原子炉建屋の異なる面（原子炉建屋東側及び南側）の

隣接しない位置の扉（原子炉建屋廃棄物処理棟東側扉又は原子

炉建屋原子炉棟大物搬入口）を利用することで，共通の要因に

よって設置することができなくなることを防止する設計とす

る。 

 

大量送水車は，ディーゼルエンジンにより駆動できる設計と

し，燃料は燃料補給設備であるガスタービン発電機用軽油タン

ク，非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク又は高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンクからタンクローリによ

り補給できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，56 条

にて記載 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉では，43

条本文 2.3項に記載 

 

図 3.11-1 燃料プール代替注水系（可搬型スプレイヘッダ） 

使用済燃料プールへ注水する場合の系統概要図 

 

 

第 3.11－5図 代替燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル） 

系統概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.11-1 燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル） 

燃料プールへ注水及びスプレイする場合の系統概要

図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常設スプレイヘッダ 

原子炉建物 

外部接続口 

破線はホースを示す。 

重大事故等対処設備 

原子炉建物 

復水輸送ポンプ 

MO 

MO MO 

燃料プール 
スキマ・サージ・ 

タンク 

消火ポンプ 

MO タービン建物内 
供給先へ 

外部接続口 

 

 

 

 

 

可搬型スプレイノズル 

・計測設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第58条に対する設置方針
を示す章）」で示す。 

補助消火水槽  

 

補助消火ポンプ 

代替注水配管 

代替注水ノズル 

消火栓 
機器搬入口等 

（南側，西側） 

海 

大量送水車 輪谷貯水槽(西２) 輪谷貯水槽(西１) 

大量送水車 

復水貯蔵 
タンク 

ろ過水 
タンク 

添3.11-45



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.12 版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

図 3.11-2 燃料プール代替注水系（可搬型スプレイヘッダ） 

使用済燃料プールへスプレイする場合の系統概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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表 3.11-1燃料プール代替注水系（可搬型スプレイヘッダ）に関

する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 可搬型代替注水ポンプ（A-1級）【可搬】 

可搬型代替注水ポンプ（A-2級）【可搬】 

可搬型スプレイヘッダ【可搬】 

附属設備 ― 

水源※1 防火水槽【常設】 

淡水貯水池【常設】 

流路 ホース・接続口【可搬】 

燃料プール代替注水系配管・弁【常設】 

注水先 使用済燃料プール（サイフォン防止機能を含

む）【常設】 

電源設備（燃

料補給設備

を含む） 

燃料補給設備 

軽油タンク【常設】 

タンクローリ（4kL）【可搬】 

計装設備※2 使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA広域）

【常設】 

使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA）【常

設】 

使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ（高レン

ジ・低レンジ）【常設】 

使用済燃料貯蔵プール監視カメラ【常設】 

（使用済燃料貯蔵プール監視カメラ用空冷

装置【常設】を含む） 

※1：水源については「3.13重大事故等の収束に必要となる水

の供給設備（設置許可基準規則第 56条に対する設計方針

を示す章）」で示す。 

※2:主要設備を用いた使用済燃料プール内燃料体等の著しい

損傷を緩和，臨界防止及び放射線の遮蔽対策を成功させる

ために把握することが必要な原子炉施設の状態 

計装設備については「3.15計装設備（設置許可基準規則第

58 条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

 

 

 

 

 

第 3.11－13表 代替燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル）

に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 
可搬型代替注水大型ポンプ【可搬】 

可搬型スプレイノズル【可搬】 

関 連

設備 

付属設備 サイフォン防止機能 

水源※１ 代替淡水貯槽【常設】 

流路 ホース【可搬】 

注水先 使用済燃料プール【常設】 

電源設備
※２（燃料

給油設備

含む） 

燃料給油設備 

可搬型設備用軽油タンク【常設】 

タンクローリ【可搬】 

計装設備
※３ 

使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域）

【常設】 

使用済燃料プール温度（ＳＡ）【常設】 

使用済燃料プールエリア放射線モニタ 

（高レンジ・低レンジ）【常設】 

使用済燃料プール監視カメラ【常設】 

代替淡水貯槽水位【常設】 

※１：水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる

水の供給設備（設置許可基準規則第56条に対する設計方

針を示す章）」で示す。 

※２：電源設備については「3.14 電源設備(設置許可基準規則

第57条に対する設計方針を示す章)」で示す。 

※３：計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規

則第 58条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

表 3.11-1 燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）に関

する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 
大量送水車【可搬型】 

可搬型スプレイノズル【可搬型】 

付属設備 可搬型ストレーナ 

水源※1 
輪谷貯水槽（西１）【常設】 

輪谷貯水槽（西２）【常設】 

流路 ホース・弁【可搬型】 

注水先 
燃料プール（サイフォン防止機能を含む）【常

設】 

電源設備（燃

料補給設備

を含む） 

燃料補給設備 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク【常

設】 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料

貯蔵タンク【常設】 

タンクローリ【可搬型】 

計装設備※2 

燃料プール水位・温度（ＳＡ）【常設】 

燃料プール水位（ＳＡ）【常設】 

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低

レンジ）（ＳＡ）【常設】 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ）【常設】 

（燃料プール監視カメラ用冷却設備【常設】を

含む。） 

※１：水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水

の供給設備（設置許可基準規則第 56条に対する設計方針

を示す章）」で示す。 

※２：主要設備を用いた燃料プール内燃料体等の著しい損傷を

緩和，臨界防止及び放射線の遮蔽対策を成功させるため

に把握することが必要な原子炉施設の状態 

計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則

第 58条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

 

・設備の相違 
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3.11.2.1.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

（1）可搬型代替注水ポンプ（A-1級）（6号及び 7号炉共用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種類:うず巻形 

容量:168m3/h/台 

吐出圧力:0.85MPa[gage] 

最高使用圧力:2.OMPa[gage] 

最高使用温度:60℃ 

 

個数:1（予備 1） 

設置場所:屋外 

保管場所:荒浜側高台保管場所及び大湊側高台保管場所 

 

 

 

 

 

 

 

原動機出力:146kW 

 

（2）可搬型代替注水ポンプ（A-2級）（6号及び 7号炉共用） 

種類:うず巻形 

容量:120m3/h/台 

吐出圧力:0.85MPa[gage] 

最高使用圧力:2.OMPa[gage] 

最高使用温度:60℃ 

3.11.2.2.2 主要設備の仕様 

 主要設備の仕様を以下に示す。 

(1)可搬型代替注水大型ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却

するための設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設

備  

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

 

  型    式   うず巻形 

  容    量   約 1,320m３／h（1台当たり） 

  全  揚  程   約 140m 

  最高使用圧力   1.4MPa[gage] 

  最高使用温度   60℃ 

  原動機出力    約 847kW（1台当たり） 

  台    数   2（予備 1※） 

  設 置 場 所    屋外  

  保 管 場 所    西側，南側保管場所及び予備機置場 

※「可搬型代替注水大型ポンプ」及び

「可搬型代替注水大型ポンプ（放水

用）」は同型設備であり，「可搬型代

替注水大型ポンプ」の予備 1台と「可

搬型代替注水大型ポンプ（放水用）」

の予備 1台の計 2台は共用可能とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11.2.1.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

(1) 大量送水車 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種類     ：ディフューザ形 

容量     ：168m3/h/台以上 

吐出圧力   ：0.85MPa[gage] 

最高使用圧力 ：1.6MPa[gage] 

最高使用温度 ：40℃ 

 

台数     ：２（予備１） 

設置場所   ：屋外 

保管場所   ：第２，第３及び第４保管エリア 

 

 

 

 

 

 

 

原動機出力  ：230kW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・他号炉と共用しない 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉では，54

条本文に記載 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設備仕様の相違 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

大量送水車は他の設

備と予備を共用しない 

 

 

 

 

 

・他号炉と共用しない 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 設備仕様の相違 
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個数:16（予備 1） 

設置場所:屋外 

保管場所:荒浜側高台保管場所及び大湊側高台保管場所並び

に 5号炉東側第二保管場所 

原動機出力:100kW 

 

（3）可搬型スプレイヘッダ 

最高使用温度:40℃ 

数量:1（予備 1） 

設置場所:原子炉建屋地上 4階 

保管場所:原子炉建屋地上 3階 

 

なお，水源については「3.13重大事故等の収束に必要となる水

の供給設備（設置許可基準規則第 56条に対する設計方針を示す

章）」で示す。 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 可搬型スプレイノズル 

  最高使用温度   100℃ 

  個    数   6（予備 1） 

  設 置 場 所    原子炉建屋原子炉棟 6階 

  保 管 場 所    原子炉建屋原子炉棟 5階 

 

 

 

 

 

 

(2) 可搬型スプレイノズル 

最高使用温度 ：40℃ 

数量     ：２（予備１） 

設置場所   ：原子炉建物原子炉棟４階 

保管場所   ：原子炉建物原子炉棟１階及び原子炉建物

原子炉棟２階 

なお，水源については「3.13重大事故等の収束に必要となる水

の供給設備（設置許可基準規則第 56条に対する設計方針を示す

章）」で示す。 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 設備仕様の相違 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

3.11.2.1.3 設置許可基準規則第 43 条への適合方針 

3.11.2.1.3.1 設置許可基準規則第 43 条第 1 項への適合方針 

 

 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43 条第 1 項

一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放

射線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処

するために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

3.11.2.2.3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.11.2.2.3.1 設置許可基準規則第 43条第 1項への適合方針

（常設並びに可搬型重大事故等対処設備の安全設計方針に対す

る適合性） 

(1) 環境条件（設置許可基準規則第 43条第 1項一） 

 

 (ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放

射線荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処す

るために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

3.11.2.1.3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.11.2.1.3.1 設置許可基準規則第 43条第１項への適合方針 

 

 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43条第１項

一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放

射線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処

するために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.3環境条件等」に示す。 

燃料プール代替注水系（可搬型スプレイヘッダ）の可搬

型代替注水ポンプ（A-1級）は，屋外の荒浜側高台保管場

所及び大湊側高台保管場所に保管し，重大事故等時に原子

炉建屋の接続口付近の屋外に設置する設備であることか

ら，想定される重大事故等時における，屋外の環境条件及

び荷重条件を考慮し，その機能を有効に発揮することがで

きるよう，以下の表 3.11-2に示す設計とする。 

燃料プール代替注水系（可搬型スプレイヘッダ）の可搬

型代替注水ポンプ（A-2級）は，屋外の荒浜側高台保管場

所及び大湊側高台保管場所並びに 5号炉東側第二保管場所

 (ⅱ) 適合性 

   基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

   代替燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル）の可搬

型代替注水大型ポンプは，西側及び南側保管場所に保管し，

重大事故等時に，水源付近の屋外に設置する設備であるこ

とから，重大事故等時における屋外の環境条件を考慮し，

第 3.11－14表に示す設計とする。 

 

 

    

 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）の大量

送水車は，屋外の第２，第３及び第４保管エリアに保管し，

重大事故等時に輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）

付近の屋外に設置する設備であることから，想定される重

大事故等時における，屋外の環境条件及び荷重条件を考慮

し，その機能を有効に発揮することができるよう，以下の

表 3.11-2に示す設計とする。 
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に保管し，重大事故等時に原子炉建屋の接続口付近の屋外

に設置する設備であることから，想定される重大事故等時

における屋外の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能

が有効に発揮することができるよう，以下の表 3.11-2に示

す設計とする。 

 

 

 

 

 

 

可搬型代替注水ポンプ（A-1級）及び可搬型代替注水ポ

ンプ（A-2級）の操作は，付属の操作スイッチにより，想

定される重大事故等時において設置場所から可能な設計と

する。 

 

 

 

 

風（台風）による荷重については，転倒しないことの確

認を行っているが，詳細評価により転倒する結果となった

場合は，転倒防止措置を講じる。積雪の影響については，

適切に除雪する運用とする。 

 

 

 

 

 

 

 

また，降水及び凍結により機能を損なうことのないよう，

防水対策が取られた可搬型代替注水ポンプ（A-1級）及び

可搬型代替注水ポンプ（A-2級）を使用し，凍結のおそれ

がある場合は暖気運転を行い凍結対策とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル）の可搬

型スプレイノズルは，原子炉建屋原子炉棟 5階に保管し，

重大事故等時に，原子炉建屋原子炉棟 6階に設置する設備

であることから，重大事故等時における原子炉建屋原子炉

棟内の環境条件を考慮し，第 3.11－15表に示す設計とす

る。 

   代替燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル）の可搬

型代替注水大型ポンプポンプの操作は，可搬型代替注水大

型ポンプに付属するスイッチにより，設置場所にて操作可

能な設計とする。 

地震については，保管場所で想定される適切な地震荷重

との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認

し，輪留め等により固定する。 

 

風（台風）及び竜巻による風荷重については，当該荷重

を考慮しても機器が損傷しない設計とする。積雪及び火山

の影響については，適切に除雪及び除灰する運用とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう，防水

対策が取られた可搬型代替注水大型ポンプを使用し，凍結

のおそれがある場合は暖気運転を行い凍結対策とする。 

（54－3－1～15，54－8－1，2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大量送水車の操作は，付属の操作スイッチにより，想定

される重大事故等時において設置場所から可能な設計とす

る。 

 

 

 

 

 

風（台風）による荷重については，転倒しないことの確

認を行っているが，詳細評価により転倒する結果となった

場合は，転倒防止措置を講じる。積雪の影響については，

適切に除雪する運用とする。 

 

 

 

 

 

 

 

また，降水及び凍結により機能を損なうことのないよう，

防水対策が取られた大量送水車を使用し，凍結のおそれが

ある場合は暖気運転を行い凍結対策とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉では，４段

落後に記載 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，同項内

の表 3.11-2にて記載 

・設計方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は柏崎

6/7 と同様に，ＳＡ事象

と重畳する自然現象の

規模を検討し，環境条件

として地震，風（台風），

凍結，降水，積雪を考慮

することとしている（以

下，⑤の相違） 
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燃料プール代替注水系（可搬型スプレイヘッダ）の可搬

型スプレイヘッダは原子炉建屋原子炉区域内に設置する設

備であることから，想定される重大事故等時における原子

炉建屋原子炉区域内の環境条件及び荷重条件を考慮し，そ

の機能が有効に発揮することができるよう，以下の表

3.11-3に示す設計とする。 

（54-3，54-4） 

 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）の可搬

型スプレイノズルは原子炉建物原子炉棟内に設置する設備

であることから，想定される重大事故等時における原子炉

建物原子炉棟内の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機

能が有効に発揮することができるよう，以下の表 3.11-3に

示す設計とする。 

（54-3，54-4） 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二では，５段落

前に記載 

 

 

表 3.11-2想定する環境条件及び荷重条件 

（可搬型代替注水ポンプ（A-1級）及び可搬型代替注

水ポンプ（A-2級）） 

環境条件等 対応 

温度・圧

力・湿度・

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射

線条件下に耐えられる性能を確認した機器を

使用する。 

屋外の天候

による影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのな

いよう防水対策及び凍結対策を行える設計と

する。 

海水を通水

する系統へ

の影響 

淡水だけでなく海水も使用できる設計とす

る（常時海水を通水しない）。なお，使用済燃

料プールへの注水は，可能な限り淡水源を優先

し，海水通水を短期間とすることで，設備への

影響を考慮する。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で

機器が損傷しないことを確認し，治具や輪留め

等を用いた転倒防止対策を行う。 

風（台風）・

積雪 

屋外で風荷重，積雪荷重を考慮しても機器が

損傷しないことを評価により確認する。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁

波によりその機能が損なわれない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.11－14表 想定する環境条件（可搬型代替注水大型ポンプ） 

 

 

環境条件 対応 

温度，圧力，湿度，

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射

線条件下に耐えられる性能を確認した機器

を使用する。 

屋外の天候によ

る影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのな

いよう防水対策及び凍結対策を考慮した設

計とする。 

海水を通水する

系統への影響 

淡水だけでなく海水も使用する（常時海水を

通水しない）。使用済燃料プールへの注水は，

可能な限り淡水源を優先し，海水通水は短期

間とすることで，設備への影響を考慮した設

計とする。 

地震 保管場所で想定される適切な地震荷重との

組合せを考慮した上で機器が損傷しないこ

とを確認し，輪留め等により固定する。 

津波 

敷地に遡上する津波を考慮し，高台の可搬型

設備保管場所に機器を配備することにより，

機器が損傷しない設計とする。 

風（台風），竜巻，

積雪，火山の影響 

保管場所で想定される積雪及び火山の影響

による荷重を考慮して機能を損なわない設

計とするとともに，風（台風）及び竜巻によ

る風荷重に対しては，位置的分散を考慮した

保管により，機能を損なわない設計とする。 

電磁的障害 機械装置のため，電磁波の影響を受けない。 
 

表 3.11-2 想定する環境条件及び荷重条件（大量送水車） 

 

 

環境条件等 対応 

温度・圧力・

湿度・放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放

射線条件下に耐えられる性能を確認した機

器を使用する。 

屋外の天候に

よる影響 

降水及び凍結により機能を損なうことの

ないよう防水対策及び凍結対策を行える設

計とする。 

海水を通水す

る系統への影

響 

淡水だけでなく海水も使用できる設計と

する（常時海水を通水しない）。なお，燃料

プールへの注水は，可能な限り淡水源を優先

し，海水通水時間を短期間とすることで，設

備への影響を考慮する。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上

で機器が損傷しないことを確認し，輪留め等

を用いた転倒防止対策を行う。 

風（台風）・積

雪 

屋外で風荷重，積雪荷重を考慮しても機器

が損傷しないことを評価により確認する。 

電磁的障害 

重大事故等が発生した場合においても，電

磁波によりその機能が損なわれない設計と

する。 
 

・設計方針の相違 

【東海第二】 

 ⑤の相違 
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表 3.11-3想定する環境条件及び荷重条件 

（可搬型スプレイヘッダ） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・

湿度・放射線 

原子炉建屋原子炉区域内で想定される温

度，圧力，湿度及び放射線条件下に耐えられ

る性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候に

よる影響 

屋外に設置するものではないため，天候に

よる影響は受けない。 

海水を通水す

る系統への影

響 

淡水だけでなく海水も使用できる設計と

する（常時海水を通水しない）。なお，使用

済燃料プールへの注水は，可能な限り淡水源

を優先し，海水通水は短期間とすることで，

設備への影響を考慮する。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上

で機器が損傷しないことを確認する（詳細は

「2.1.2耐震設計の基本方針」に示す）。 

風（台風）・積

雪 

原子炉建屋原子炉区域内に設置するため，

風（台風）及び積雪の影響は受けない。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電

磁波によりその機能が損なわれない設計と

する。 
 

第 3.11－15表 想定する環境条件（可搬型スプレイノズル） 

 

環境条件 対応 

温度，圧力，湿度，

放射線 

設置場所である原子炉建屋原子炉棟内で想

定される温度，圧力，湿度及び放射線条件下

に耐えられる性能を確認した機器を使用す

る。 

屋外の天候によ

る影響 

屋外に設置する設備ではないため，天候によ

る影響は受けない。 

海水を通水する

系統への影響 

淡水だけでなく海水も使用する（常時海水を

通水しない）。使用済燃料プールへの注水は，

可能な限り淡水源を優先し，海水通水は短期

間とすることで，設備への影響を考慮した設

計とする。 

地震 

保管場所で想定される適切な地震荷重との

組合せを考慮した上で機器が損傷しない設

計とする。 

津波 

敷地に遡上する津波を考慮し，防潮堤及び浸

水防止設備の設置に加え，水密構造の原子炉

建屋原子炉棟内に保管する設計とする。 

風（台風），竜巻，

積雪，火山の影響 

原子炉建屋原子炉棟内に保管するため，風

（台風），竜巻，積雪及び火山の影響を受け

ない。 

電磁的障害 機械装置のため，電磁波の影響を受けない。 
 

表 3.11-3 想定する環境条件及び荷重条件 

（可搬型スプレイノズル） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・

湿度・放射線 

原子炉建物原子炉棟内で想定される温度，

圧力，湿度及び放射線条件下に耐えられる性

能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候に

よる影響 

屋外に設置するものではないため，天候に

よる影響は受けない。 

海水を通水す

る系統への影

響 

淡水だけでなく海水も使用できる設計と

する（常時海水を通水しない）。なお，燃料

プールへの注水は，可能な限り淡水源を優先

し，海水通水は短期間とすることで，設備へ

の影響を考慮する。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上

で機器が損傷しないことを確認する（詳細は

「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す）。 

風（台風）・積

雪 

原子炉建物原子炉棟内に設置するため，風

（台風）及び積雪の影響は受けない。 

電磁的障害 

重大事故等が発生した場合においても，電

磁波によりその機能が損なわれない設計と

する。 
 

・設計方針の相違 

【東海第二】 

 ⑤の相違 

（2）操作性（設置許可基準規則第 43条第 1項二） 

（i）要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操

作できるものであること。 

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43 条第 1項二） 

 (ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に

操作できるものであること。 

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43条第１項二） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操

作できるものであること。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.4操作性及び試験・検査性」

に示す。 

燃料プール代替注水系（可搬型スプレイヘッダ）を運転

する場合は，可搬型代替注水ポンプ（A-1級）及び可搬型

代替注水ポンプ（A-2級）の移動，ホース及び可搬型スプ

レイヘッダの敷設により系統構成を行った後，屋外で可搬

型代替注水ポンプ（A-1級）及び可搬型代替注水ポンプ（A-2

級）の操作スイッチにより可搬型代替注水ポンプを起動し，

使用済燃料プールへの注水を行う。 

 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性

について」に示す。 

代替燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル）の可搬

型代替注水大型ポンプを運転する場合は，可搬型代替注水

大型ポンプを水源近傍に，可搬型スプレイノズルを注水先

である使用済燃料プール近傍に設置するとともに，ホース

を原子炉建屋廃棄物処理棟東側扉又は原子炉建屋原子炉

棟大物搬入口を通して接続することで系統構成を行なっ

た後，可搬型代替注水大型ポンプ付属のスイッチによりポ

ンプを起動することで使用済燃料プールへの注水又はス

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）を運転

する場合は，大量送水車の移動，ホース及び可搬型スプレ

イノズルの敷設により系統構成を行った後，屋外で大量送

水車の操作スイッチにより大量送水車を起動し，燃料プー

ルへの注水を行う。 
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以上のことから，燃料プール代替注水系（可搬型スプレ

イヘッダ）の操作に必要な機器を表 3.11-4に示す。 

プレイを行う設計とする。代替燃料プール注水系（可搬型

スプレイノズル）の操作に必要なポンプ及びホースを第

3.11－16表に示す。 

以上のことから，燃料プールスプレイ系（可搬型スプレ

イノズル）の操作に必要な機器を表 3.11-4に示す。 

 

燃料プール代替注水系（可搬型スプレイヘッダ）の可搬

型代替注水ポンプ（A-1級）及び可搬型代替注水ポンプ（A-2

級）については，可搬型代替注水ポンプ（A-1級）及び可

搬型代替注水ポンプ（A-2級）付属の操作スイッチからの

スイッチ操作で起動する設計とする。 

可搬型代替注水ポンプ（A-1級）及び可搬型代替注水ポ

ンプ（A-2級）付属の操作スイッチを操作するにあたり，

運転員のアクセス性及び操作性を考慮して十分な操作空間

を確保することで基準に適合させる。また，それぞれの操

作対象については銘板をつけることで識別可能とし，運転

員の操作及び監視性を考慮して確実に操作できる設計とす

る。 

可搬型代替注水ポンプ（A-1級）及び可搬型代替注水ポ

ンプ（A-2級）は，接続口まで屋外のアクセスルートを通

行してアクセス可能な設計とするとともに，設置場所にて

輪留めによる固定等が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建屋貫通接続口を通じてホースを敷設する場合の操作対

象弁は屋外及び原子炉建屋原子炉区域内に設置し，ハンド

ルによる手動操作が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型代替注水大型ポンプ付属のスイッチは，重大事故等

対応要員の操作性を考慮して十分な操作空間を確保する設計

とし，機器の名称等を表示した銘板の取付け等により識別可

能とすることで，重大事故等対応要員の操作性及び監視性を

考慮して確実に操作できる設計とする。 

 

 

可搬型代替注水大型ポンプは，設置場所にて車両の転倒防

止装置及び輪留め等による固定が可能な設計とする。 

   可搬型スプレイノズルは，保管場所から設置場所まで原

子炉建屋原子炉棟内のアクセスルートを通行して，運搬で

きるようアクセス性，操作性を考慮して十分な操作空間を

確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）の大量

送水車については，大量送水車付属の操作スイッチからの

スイッチ操作で起動する設計とする。 

 

 

大量送水車付属の操作スイッチを操作するにあたり，運

転員のアクセス性及び操作性を考慮して十分な操作空間を

確保することで基準に適合させる。また，それぞれの操作

対象については銘板をつけることで識別可能とし，運転員

の操作及び監視性を考慮して確実に操作できる設計とす

る。 

 

大量送水車は，屋外のアクセスルートを通行してアクセ

ス可能な設計とするとともに，設置場所にて輪留めによる

固定等が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外流路上の操作対象弁は，ハンドルによる手動操作が

可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉では，車両

の転倒防止装置等を使

用しない（以下，⑥の相

違） 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の燃料プ

ールスプレイ系(可搬型

スプレイノズル）では接

続口を使用しない（以

下，⑦の相違） 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

  島根２号炉では，操作

対象弁を屋外のホース

間に設置する 

・記載方針の相違 

【東海第二】 
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ホース及び可搬型スプレイヘッダの接続作業に当たって

は，特殊な工具，及び技量は必要とせず，簡便な結合金具

による接続方式により，確実に接続することができる設計

とする。 

（54-3，54-4，54-7） 

   可搬型代替注水大型ポンプ及び可搬型スプレイノズルの

ホースの接続作業に当たっては，特殊な工具は必要とせず，

簡便な接続金物及び一般的な工具により，容易かつ確実に

接続が可能な設計とする。 

（54－3－1～15，54－4－1～6，54－7－2） 

 

ホース及び可搬型スプレイノズルの接続作業に当たって

は，特殊な工具，及び技量は必要とせず，簡便な結合金具

による接続方式により，確実に接続することができる設計

とする。 

（54-3，54-4，54-7） 

 

 

 

 

 

 

表 3.11-4操作対象機器 

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

可搬型代替注水

ポンプ（A-1級） 

起動・停止 屋外設置位

置 

スイッチ操

作 

可搬型代替注水

ポンプ（A-2級） 

起動・停止 屋外設置位

置 

スイッチ操

作 

SFP 接続口建屋

内元弁 

弁閉→弁開 原子炉建屋

地上 1階 

人力操作 

SFP 接続口建屋

外元弁 

弁閉→弁開 屋外 人力操作 

ホース及び可搬

型スプレイヘッ

ダ 

ホース接続 屋外及び原

子炉建屋内 

人力接続 

 

第 3.11－16表 操作対象機器 

機器名称 状態の変化 操作方法 操作場所 

可搬型代替注水大

型ポンプ 

起動・停止 スイッチ

操作 

屋外設置場所 

可搬型スプレイノ

ズル 

ホース接続 人力接続 原子炉建屋原子

炉棟内 

ホース ホース接続 人力接続 屋外（西側及び

南側保管場所保

管分） 

原子炉建屋原子

炉棟内（原子炉

建屋原子炉棟内

保管分） 
 

表 3.11-4 操作対象機器 

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

大量送水車 起動・停止 屋外設置位置 
スイッチ

操作 

ホース及び可搬

型スプレイノズ

ル 

ホース接続 
屋外及び原子

炉建物内 
人力接続 

可搬型バルブ 弁閉→弁開 屋外 人力接続 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43 条第 1 項三） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又

は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

(3) 試験検査（設置許可基準規則第 43条第 1項三） 

  (ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中

又は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第１項三） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中

又は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

燃料プール代替注水系（可搬型スプレイヘッダ）の可搬型

代替注水ポンプ（A-1級）及び可搬型代替注水ポンプ（A-2級）

は，表 3.11-5に示すように発電用原子炉の運転中又は停止中

に機能・性能確認，弁動作試験，分解検査，外観検査が可能

な設計とする。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性

について」に示す。 

  代替燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル）の可搬

型代替注水大型ポンプの試験検査を第 3.11－17表に示す。 

代替燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル）の可搬

型代替注水大型ポンプは，発電用原子炉運転中又は停止中

に機能・性能検査，外観検査及び車両検査を実施可能な設

計とする。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）の大量

送水車は，表 3.11-5に示すように発電用原子炉の運転中又

は停止中に機能・性能確認，分解検査，外観検査が可能な

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型代替注水ポンプ（A-1級）及び可搬型代替注水ポン

プ（A-2級）は，発電用原子炉の運転中又は停止中に分解又

機能・性能検査として，代替淡水貯槽又は海を水源とし， 

可搬型代替注水大型ポンプ，仮設圧力計，流量計及びホー

大量送水車は，発電用原子炉の運転中又は停止中に分解

又は取替え，車両としての運転状態の確認が可能な設計と
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は取替え，車両としての運転状態の確認が可能な設計とする。

また，発電用原子炉の運転中又は停止中に，淡水貯水池を水

源とし，可搬型代替注水ポンプ（A-1級）又は可搬型代替注

水ポンプ（A-2級），仮設流量計，ホースの系統構成で淡水貯

水池へ送水する試験を行うテストラインを設けることで，燃

料プール代替注水系（可搬型スプレイヘッダ）の機能・性能

（吐出圧力，流量）及び漏えいの有無の確認が可能な系統設

計とする。なお，接続口から可搬型スプレイヘッダまでのラ

インについては，上記の試験に加えて，発電用原子炉の運転

中及び停止中に接続口の弁開閉試験を実施することで機能・

性能が確認可能な設計とする。 

燃料プール代替注水系（可搬型スプレイヘッダ）のホース

及び可搬型スプレイヘッダは，発電用原子炉の運転中又は停

止中に外観検査により機能・性能に影響を及ぼすおそれのあ

る亀裂，腐食等がないことの確認が可能な設計とする。 

 

燃料プール代替注水系（可搬型スプレイヘッダ）の可搬型

スプレイヘッダは，発電用原子炉の運転中又は停止中に通気

により，つまり等がないことの確認が可能な設計とする。 

（54-5） 

ス（西側及び南側保管場所保管分）の系統構成で循環運転

を実施することにより，ポンプの吐出圧力及び流量の確認

に加え，運転時の振動，異音，異臭及び漏えいの確認が可

能な設計とする。ポンプについては，機能・性能検査等に

合わせて外観の確認が可能な設計とする。ホース（西側及

び南側保管場所保管分）については，機能・性能に影響を

及ぼすおそれのあるき裂，ジョイント部の腐食等が無いこ

とを確認可能な設計とする。 

可搬型代替注水大型ポンプは，車両として異常なく走行

できることを確認可能な設計とする。 

 

代替燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル）の可搬

型スプレイノズルの試験検査を第 3.11－18表に示す 

発電用原子炉運転中又は停止中に機能・性能検査，外観

検査が可能な設計とする。 

 

可搬型スプレイノズル及びホース（原子炉建屋原子炉棟

内保管分）は，通気等により機能・性能に影響を及ぼすお

それのある詰まりが無いことを確認可能な設計とする。 

  可搬型スプレイノズル及びホース（原子炉建屋原子炉棟

内保管分）は，外観の確認により機能・性能に影響を及ぼ

すおそれのあるき裂，ジョイント部の腐食等が無いことを

確認可能な設計とする。 

   （54－5－1～11） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

する。また，発電用原子炉の運転中又は停止中に，輪谷貯

水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とし，大量送

水車，仮設流量計，ホースの系統構成で輪谷貯水槽（西１）

及び輪谷貯水槽（西２）へ送水する試験を行うテストライ

ンを設けることで，燃料プールスプレイ系（可搬型スプレ

イノズル）の機能・性能（吐出圧力，流量）及び漏えいの

有無の確認が可能な系統設計とする。 

 

 

 

 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）のホー

ス及び可搬型スプレイノズルは，発電用原子炉の運転中又

は停止中に外観検査により機能・性能に影響を及ぼすおそ

れのある亀裂，腐食等がないことの確認が可能な設計とす

る。 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）の可搬

型スプレイノズルは，発電用原子炉の運転中又は停止中に

通気により，詰まり等がないことの確認が可能な設計とす

る。 

（54-5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑦の相違 
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表 3.11-5燃料プール代替注水系（可搬型スプレイヘッダ）の試

験及び検査 

発電用原子

炉の状態 
項目 内容 

運転中又

は停止中 

機能・性能

試験 

可搬型代替注水ポンプ（A-1 級）

及び可搬型代替注水ポンプ（A-2

級）の運転性能（吐出圧力，流

量）の確認，漏えいの確認 

可搬型スプレイヘッダへの通気

による機能・性能の確認 

弁動作試験 弁開閉動作の確認 

分解検査 

可搬型代替注水ポンプ（A-1 級）

及び可搬型代替注水ポンプ（A-2

級）を分解し，部品の表面状態

を，試験及び目視により確認又

は必要に応じて取替え 

外観検査 
ホース及び可搬型スプレイヘッ

ダ外観の確認 

車両検査 

可搬型代替注水ポンプ（A-1 級）

及び可搬型代替注水ポンプ（A-2

級）の車両としての運転状態の

確認 
 

第 3.11－17表 可搬型代替注水大型ポンプの試験検査 

 

発電用原子

炉の状態 
項目 内容 

運転中又は

停止中 

機能・性能検査 

ポンプ運転性能，ポンプ及びホー

ス（西側及び南側保管場所保管

分）の漏えい確認，外観の確認 

車両検査 
ポンプを搭載する車両の走行状

態確認 

 

第 3.11－18表 可搬型スプレイノズルの試験検査 

発電用原子

炉の状態 
項目 内容 

運転中又は

停止中 
機能・性能検査 

可搬型スプレイノズル及びホー

ス（原子炉建屋原子炉棟内保管

分）の機能・性能の確認，外観

の確認 
 

表 3.11-5 燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）の試

験及び検査 

発電用原子

炉の状態 
項目 内容 

運転中又は

停止中 

機能・性能

試験 

大量送水車の運転性能（吐出圧

力，流量）の確認，漏えいの確認 

可搬型スプレイノズルへの通気

による機能・性能の確認 

弁開閉動作の確認 

分解検査 

大量送水車を分解し，部品の表面

状態を，試験及び目視により確認

又は必要に応じて取替え 

外観検査 
ホース及び可搬型スプレイノズ

ル外観の確認 

車両検査 
大量送水車の車両としての運転

状態の確認 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二では，試験検

査項目の表を可搬型代

替注水大型ポンプと可

搬型スプレイノズルで

分けて記載 

（4）切り替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第 1項四） 

（i）要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するため

に使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から速

やかに切り替えられる機能を備えるものであること。 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第 1項四） 

 (ⅰ) 要求事項 

   本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するため

に使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から速

やかに切り替えられる機能を備えるものであること。 

(4) 切り替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第１項四） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するため

に使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から速

やかに切り替えられる機能を備えるものであること。 
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(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

燃料プール代替注水系（可搬型スプレイヘッダ）は，想

定される重大事故等時において，他の系統と切り替えるこ

となく使用できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

重大事故等への対処以外に通常時に使用する設備でない

ことから，図 3.11-3 で示すタイムチャートのとおり系統

の切替えは発生しない。 

（54-4） 

 (ⅱ) 適合性 

   基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性

について」に示す。 

   代替燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル）の可搬

型代替注水大型ポンプは，通常待機時は，接続先と系統と

分離した状態で西側及び南側保管場所に保管し，本来の用

途以外の用途には使用しない設計とする。 

代替燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル）の可搬

型スプレイノズルは，通常待機時は，接続先と系統と分離

した状態で原子炉建屋原子炉棟内に保管し，本来の用途以

外の用途には使用しない設計とする。 

      （54－3－1～15，54－4－1～6） 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）は，想

定される重大事故等時において，他の系統と切り替えるこ

となく使用できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

重大事故等への対処以外に通常時に使用する設備でない

ことから，図 3.11-2で示すタイムチャートのとおり系統の

切替えは発生しない。 

（54-4） 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉の可搬型

スプレイノズルを使用

した燃料プールスプレ

イは他の系統と独立し

ており，使用時に切り替

えを必要としない 

 

・記載の相違 

【東海第二】 

 

図 3.11-3 燃料プール代替注水系（可搬型スプレイヘッダ）の 

タイムチャート(1/2)＊ 

 

  

 

 

 

 

 

 

図 3.11-2 燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）の 

タイムチャート※ 

※：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発

生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術

的能力に係る審査基準」への適合状況についての 1.11で示す

タイムチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉では注水

とスプレイで同じ系統

構成となるためタイム

チャートは１つ 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 

 

手順の項目

電源確認，燃料プール監視カメラ状態確認

緊急時対策所～第４保管エリア移動※１

車両健全性確認（ホース展張車）

送水準備（ホース敷設及び送水ヘッダ接続）

送水準備（送水ヘッダ～原子炉建物原子炉棟南側扉）※３

移動，扉開放※３

送水準備（屋内ホース敷設，可搬型スプレイノズル準備）※３

緊急時対策所～第３保管エリア移動※２

車両健全性確認（大量送水車，ホース展張車）

大量送水車配置

送水準備（ホース敷設）

大量送水車起動，注水及びスプレイ開始（水張り・系統確認）

※１　第１保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，速やかに対応できる。

※２　第２保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，25分以内で可能である。

※３　原子炉建物原子炉棟西側扉を使用した場合は，同様の時間と想定する。

緊急時対策要員 ６

110 150 160 17013060 70 80 90 10010 20 30 40 50

【原子炉建物周辺及び原子炉建物内作業】
ホース運搬・敷設，送水ヘッダ運搬・接続，可搬型
スプレイノズル準備等

【取水箇所周辺作業】
大量送水車配置，ホース運搬・敷設，注水操作等

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

要員(数)

緊急時対策要員 ６

中央制御室運転員Ａ １

120 140

燃料プールスプレイ系
（可搬型スプレイノズル）による
燃料プールへの注水及びスプレイ

備考

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）による ２時間50分

燃料プールへの注水及びスプレイ
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図 3.11-3 燃料プール代替注水系（可搬型スプレイヘッダ）の 

タイムチャート(2/2)＊ 

＊：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の

発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技

術的能力に係る審査基準」への適合状況についての 1．11 で

示すタイムチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉では注水

とスプレイで同じ系統

構成となるためタイム

チャートは１つ 

 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43 条第 1 項五） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもので

あること。 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第 1項五） 

  (ⅰ) 要求事項 

    工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもので

あること。 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第１項五） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもので

あること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.1多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

燃料プール代替注水系（可搬型スプレイヘッダ）の可搬

型代替注水ポンプ（A-1級）及び可搬型代替注水ポンプ（A-2

級）は，通常時，接続先の系統と分離された状態で保管す

ることで，他の設備に悪影響を及ぼさない運用とする。ま

た，輪留めによる固定等をすることで他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。 

 

可搬型代替注水ポンプ（A-1級）及び可搬型代替注水ポ

ンプ（A-2級）は，飛散物となって他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。 

 

 

(ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等について」に示す。 

    代替燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル）により

注水を行う場合は，他の設備から独立して使用することか

ら，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

可搬型代替注水大型ポンプは，保管場所において転倒し

ない設計とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。設置場所においては，車両転倒防止装置又は輪

止めにより固定することで，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。また，可搬型代替注水大型ポンプは，固縛

等を実施することで，飛散物となって他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。 

（54－3－2,5～8,54－8－2） 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）の大量

送水車は，通常時，接続先の系統と分離された状態で保管

することで，他の設備に悪影響を及ぼさない運用とする。

また，輪留めによる固定等をすることで他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。 

 

 

大量送水車は，飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼ

さない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑥の相違 
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燃料プール代替注水系（可搬型スプレイヘッダ）である

可搬型スプレイヘッダは，通常時，他設備と独立した状態

で設置又は保管し，他の設備に悪影響を及ぼさない設計と

する。 

（54-3，54-4，54-5） 

 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）である

可搬型スプレイノズルは，通常時，他設備と独立した状態

で設置又は保管し，他の設備に悪影響を及ぼさない設計と

する。 

（54-3，54-4，54-5） 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43 条第 1 項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故

等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう，

放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置

場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたもので

あること。 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第 1項六） 

 (ⅰ) 要求事項 

   想定される重大事故等が発生した場合において重大事故

等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう，

放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置

場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたもので

あること。 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第１項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故

等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう，

放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置

場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたもので

あること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.3環境条件等」に示す。 

燃料プール代替注水系（可搬型スプレイヘッダ）の系統

構成において操作が必要な機器の設置場所，操作場所を表

3.11-6に示す。 

燃料プール代替注水系（可搬型スプレイヘッダ）の可搬

型代替注水ポンプ（A-1級）及び可搬型代替注水ポンプ（A-2

級）の起動及び接続口との接続作業並びに屋外の操作対象

弁の開操作は，線源からの離隔により，放射線量が高くな

るおそれの少ない場所である屋外で実施可能な設計とす

る。なお，原子炉建屋内に設置する操作対象弁の操作が困

難な環境時に備え，燃料プール代替注水系（可搬型スプレ

イヘッダ）を設ける。 

燃料プール代替注水系（可搬型スプレイヘッダ）の可搬

型スプレイヘッダは現場へ据え付け後，現場での操作が不

要な設計とする。 

（54-3，54-7） 

(ⅱ) 適合性 

  基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

  代替燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル）の系統

構成に操作が必要な機器の設置場所，操作場所を第 3.11－

19表に示す。 

このうち，可搬型代替注水大型ポンプ及びホース（西側

及び南側保管場所保管分）は屋外で操作するが，作業に当

たっては，放射線量を確認し，適切な放射線防護対策で作

業安全確保を確認した上で作業を実施する。仮に線量が高

い場合は，線源からの離隔距離を確保するとともに，状況

に応じ仮設遮蔽の設置等を実施した上で，線量を測定し線

量が低い場所で作業を行うことにより，これらの設備の設

置及び屋内のホースとの接続が可能である。 

また，可搬型スプレイノズル及びホースは，原子炉建屋

原子炉棟内で操作するが，作業に当たっては，放射線量を

確認し，適切な放射線防護対策で作業安全確保を確認した

上で作業を実施する。仮に線量が高い場合は，線源からの

離隔距離を確保するとともに，状況に応じ仮設遮蔽の設置

等を実施した上で，線量を測定し線量が低い場所で作業を

行うことにより，これらの設備の設置及び屋外のホースと

の接続が可能である。 

  屋内に設置する可搬型スプレイノズル及びホースは設置

場所に設置した後は，操作が不要な設計とする。 

（54－3－2,5～8,54－4－3） 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）の系統

構成において操作が必要な機器の設置場所，操作場所を表

3.11-6に示す。 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）の大量

送水車の起動及び屋外の操作対象弁の開操作は，線源から

の離隔により，放射線量が高くなるおそれの少ない場所で

ある屋外で実施可能な設計とする。 

なお，可搬型スプレイノズルの設置場所への据え付けが

困難な環境時に備え，常設スプレイヘッダを設ける。 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）の可搬

型スプレイノズルは現場へ据え付け後，現場での操作が不

要な設計とする。 

（54-3，54-7） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑦の相違 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉では，

3.11.2.1.4 (4)項に記

載 
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表 3.11-6燃料プール代替注水系（可搬型スプレイヘッダ）操作

対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

可搬型代替注水ポンプ

（A-1級）  

屋外設置位置 屋外設置位置 

可搬型代替注水ポンプ

（A-2級）  

屋外設置位置 屋外設置位置 

SFP接続口建屋内元弁 原子炉建屋地

上 1階 

原子炉建屋地

上 1階 

SFP接続口建屋外元弁 屋外 屋外 

ホース及び可搬型スプレ

イヘッダ 

屋外及び原子

炉建屋内 

屋外及び原子

炉建屋内 
 

第 3.11－19表 代替燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル）

操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

可搬型代替注水大型

ポンプ 

屋外設置場所 屋外設置場所 

ホース 屋外（可搬型代替注

水大型ポンプ） 

原子炉建屋原子炉

棟内（可搬型スプレ

イノズル） 

屋外（西側及び南側

保管場所保管分） 

原子炉建屋原子炉

棟内（原子炉建屋原

子炉棟内保管分） 

可搬型スプレイノズ

ル 

原子炉建屋原子炉

棟内 

原子炉建屋原子炉

棟内 
 

表 3.11-6 燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）操作

対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

大量送水車 屋外設置位置 屋外設置位置 

ホース及び可搬型スプ

レイノズル 

屋外及び原子炉

建物内 

屋外及び原子

炉建物内 

可搬型バルブ 屋外設置位置 屋外設置位置 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

3.11.2.1.4 設置許可基準規則第 43 条第 3 項への適合方針 

 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43 条第 3 項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分

に余裕のある容量を有するものであること。 

3.11.2.2.3.2 設置許可基準規則第 43条第 3項への適合方針

（可搬型重大事故等対処設備の安全設計方針に対する適合性） 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第 3項一） 

 (ⅰ) 要求事項 

   想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分

に余裕のある容量を有するものであること。 

3.11.2.1.4 設置許可基準規則第 43条第３項への適合方針 

 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第３項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分

に余裕のある容量を有するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

燃料プール代替注水系（可搬型スプレイヘッダ）の可搬

型代替注水ポンプ（A-1級）及び可搬型代替注水ポンプ（A-2

級）は，第 54条第 1 項及び第 2項対応の場合に，必要な注

水量又はスプレイ量を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅱ) 適合性 

  基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

  代替燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル）である

可搬型代替注水大型ポンプは，第 54条第 1項及び第 2項対

応の場合に，必要な注水量又はスプレイ量を有する設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）の大量

送水車は，第 54条第１項及び第２項対応の場合に，必要な

注水量又はスプレイ量を有する設計とする。 
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可搬型代替注水ポンプ（A-1級）及び可搬型代替注水ポ

ンプ（A-2級）は，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水

機能が喪失する事故シーケンスのうち，使用済燃料プール

の冷却機能又は注水機能が喪失することにより，使用済燃

料プール内の水の温度が上昇し，蒸発により水位が低下す

る事故及びサイフォン現象等により使用済燃料プール内の

水の小規模な喪失が発生し，使用済燃料プールの水位が低

下する事故において，有効性が確認されている 45m3/h で注

水可能な設計とする。使用済燃料プールに注水する場合の

可搬型代替注水ポンプ（A-1級）及び可搬型代替注水ポン

プ（A-2級）の揚程は，使用済燃料プールに注水する場合

の水源（淡水貯水池）と注水先（使用済燃料プール）の圧

力差，静水頭，機器圧損，配管，ホース及び弁類圧損を考

慮し，可搬型代替注水ポンプ（A-1級）及び可搬型代替注

水ポンプ（A-2級）の組合せ又は可搬型代替注水ポンプ（A-2

級）で注水流量 45m3/h達成可能な設計とする。 

可搬型代替注水ポンプ（A-1級）及び可搬型代替注水ポ

ンプ（A-2級）は，想定される重大事故等時において，使

用済燃料プール内燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及

び臨界を防止するために必要な注水流量を有するものとし

て，可搬型スプレイヘッダを使用する場合は，可搬型代替

注水ポンプ（A-1級）を 1セット 1台及び可搬型代替注水

ポンプ（A-2級）を 1セット 3台，又は可搬型代替注水ポ

ンプ（A-2級）を 1セット 4台使用する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 54条第 1項対応の必要な注水量としては，使用済燃料

プール内の燃料破損の防止の重要事故シーケンスの想定事

故１及び想定事故２に係る有効性評価解析（原子炉設置変

更許可申請書添付書類十）において，有効性が確認されて

いる使用済燃料プールへの注水流量が 50m３／hであること

から，1台で約 1,320m３／hを送水可能な可搬型代替注水大

型ポンプを 1台使用する設計とする。 

揚程は，有効性が確認されている使用済燃料プールへの

注水流量で注水を実施する場合の圧損（水源（代替淡水貯

槽）と注水先（使用済燃料プール）の圧力差，静水頭，機

器圧損及びホース類の圧損）を考慮して，約 140mを確保可

能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大量送水車は，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機

能が喪失する事故シーケンスのうち，燃料プールの冷却機

能又は注水機能が喪失することにより，燃料プール内の水

の温度が上昇し，蒸発により水位が低下する事故及びサイ

フォン現象等により燃料プール内の水の小規模な喪失が発

生し，燃料プールの水位が低下する事故において，有効性

が確認されている約 48m3/hで注水可能な設計とする。燃料

プールに注水する場合の大量送水車の揚程は，燃料プール

に注水する場合の水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水

槽（西２））と注水先（燃料プール）の圧力差，静水頭，機

器圧損，配管，ホース及び弁類圧損を考慮し，大量送水車

で注水流量約 48m3/h達成可能な設計とする。 

 

 

 

 

大量送水車は，想定される重大事故等時において，燃料

プール内燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を

防止するために必要な注水流量を有するものとして，可搬

型スプレイノズルを使用する場合は，大量送水車を１セッ

ト１台使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】

設備仕様の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】

設備仕様の相違 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 の燃料プー

ル代替注水系は２種類

の可搬型ポンプを複数

台組み合わせて構成さ

れるが，島根２号炉の燃

料プールスプレイ系（常

設スプレイヘッダ）及び

燃料プールスプレイ系

（可搬型スプレイノズ

ル）は，可搬型ポンプ１

台で構成する設計とし

ている（以下，⑧の相違） 
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保有数は，6号及び 7号炉共用で可搬型代替注水ポンプ

（A-2級）の場合に 4セット 16台に加えて，故障時及び保

守点検による待機除外時のバックアップ用として 1台（6

号及び 7号炉共用）の合計 17台，可搬型代替注水ポンプ（A-1

級）の場合に 6号及び 7号炉共用で 1セット 1台に加えて，

故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用と

して 1台（6号及び 7号炉共用）の合計 2台を分散して保

管する。 

 

可搬型代替注水ポンプ（A-1級）及び可搬型代替注水ポ

ンプ（A-2級）は，使用済燃料貯蔵槽からの大量の水の漏

えいその他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が異

常に低下した場合において，有効性が確認されている

46m3/hでスプレイ可能な設計とする。 

使用済燃料プールにスプレイする場合の可搬型代替注水

ポンプ（A-1級）及び可搬型代替注水ポンプ（A-2級）の揚

程は，使用済燃料プールにスプレイする場合の水源（淡水

貯水池）とスプレイ先（使用済燃料プール）の圧力差，静

水頭，機器圧損，配管，ホース及び弁類圧損を考慮し，可

搬型代替注水ポンプ（A-1級）及び可搬型代替注水ポンプ

（A-2級）の組合せ又は可搬型代替注水ポンプ（A-2級）で

スプレイ量 46m3/h達成可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 54条第 2項対応の必要なスプレイ量としては，使用済

燃料プール内に貯蔵している燃料体の冷却に必要なスプレ

イ量の 45.4 m３／hに余裕を見込んだ 70m３／hとし，1台で

約 1,320m３／hを送水可能な可搬型代替注水大型ポンプを 1

台使用する設計とする。 

揚程は，有効性が確認されている使用済燃料プールへの

スプレイ量でスプレイを実施する場合の圧損（水源（代替

淡水貯槽）と注水先（使用済燃料プール）の圧力差，静水

頭，機器圧損及びホース類の圧損）を考慮して，約 140mを

確保可能な設計とする 

 

 

 

なお，代替淡水貯槽の容量の説明は，「3.13 重大事故等

の収束に必要となる水の供給設備（設置許可基準規則第 56

条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

 

可搬型代替注水大型ポンプの保管台数は「3.11.2.1.3.3 

設置許可基準規則第 43条第 3項への適合方針（可搬型重大

事故等対処設備の安全設計方針に対する適合性）」のとお

り。 

 

 

 

 

 

 

 

 

保有数は，２セット２台に加えて，故障時及び保守点検

による待機除外時のバックアップ用として１台の合計３台

を分散して保管する。 

 

 

 

 

 

 

大量送水車は，使用済燃料貯蔵槽からの大量の水の漏え

いその他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が異常

に低下した場合において，有効性が確認されている約

48m3/hでスプレイ可能な設計とする。 

 

燃料プールにスプレイする場合の大量送水車の揚程は，

燃料プールにスプレイする場合の水源（輪谷貯水槽（西１）

及び輪谷貯水槽（西２））とスプレイ先（燃料プール）の圧

力差，静水頭，機器圧損，配管及びホース及び弁類圧損圧

損を考慮し，スプレイ量約 48m3/h達成可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・他号炉と共用しない 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑧の相違 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二では，

3.11.2.1.3.3項に記載 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設備仕様の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設備仕様の相違 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，56条

にて記載 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，３段落

前に記載 
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また，可搬型スプレイヘッダは 1台で使用済燃料プール

内燃料体にスプレイ可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型代替注水ポンプ（A-1級）及び可搬型代替注水ポ

ンプ（A-2級）は，想定される重大事故等時において，使

用済燃料プール内燃料体等の損傷を緩和し，及び臨界を防

止するために必要なスプレイ量を有するものとして，可搬

型スプレイヘッダを使用する場合は，可搬型代替注水ポン

プ（A-1級）を 1セット 1台及び可搬型代替注水ポンプ（A-2

級）を 1セット 3台，又は可搬型代替注水ポンプ（A-2級）

を 1セット 4台使用する。保有数は 6号及び 7号炉共用で

可搬型代替注水ポンプ（A-2級）の場合に 1セット 4 台に

加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバックア

ップ用として 1台（6号及び 7号炉共用）の合計 5台，   

可搬型代替注水ポンプ（A-1級）の場合に 6号及び 7 号炉

共用で 1セット 1台に加えて，故障時及び保守点検による

待機除外時のバックアップ用として 1台（6号及び 7 号炉

共用）の合計 2台を分散して保管する。 

（54-6） 

 

  可搬型スプレイノズルは 1セット 3個で使用済燃料プー

ル内の燃料体にスプレイ可能な設計とする。保有数は，2

セットで 6個，故障時の予備として 1個の合計 7個を原子

炉建屋原子炉内に保管する。 

（54－6－5～7） 

また，可搬型スプレイノズルは１台で燃料プール内燃料

体にスプレイ可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大量送水車は，想定される重大事故等時において，燃料

プール内燃料体等の損傷を緩和し，及び臨界を防止するた

めに必要なスプレイ量を有するものとして，可搬型スプレ

イノズルを使用する場合は，大量送水車を１セット１台使

用する。保有数は大量送水車２セット２台に加えて，故障

時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として

１台の合計３台を分散して保管する。 

（54-6） 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉では，可搬

型スプレイノズル１台

で燃料プール前面にス

プレイ可能な設計とし

ている 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉では，

3.11.2.1.2 (2)項に記

載 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二では

3.11.2.1.3.3項に記載 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑧の相違 

・他号炉と共用しない 

 

 

 

 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第 43 条第 3 項二） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は

短時間に発電用原子炉施設と接続することができる常設の

設備をいう。以下同じ。）と接続するものにあっては，当該

常設設備と容易かつ確実に接続することができ，かつ，二

以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用することが

できるよう，接続部の規格の統一その他の適切な措置を講

じたものであること。 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第43条第3項二） 

  (ⅰ) 要求事項 

   常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は

短時間に発電用原子炉施設と接続することができる常設の

設備をいう。以下同じ。）と接続するものにあっては，当該

常設設備と容易かつ確実に接続することができ，かつ，二

以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用することが

できるよう，接続部の規格の統一その他の適切な措置を講

じたものであること。 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第 43条第３項二） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は

短時間に発電用原子炉施設と接続することができる常設の

設備をいう。以下同じ。）と接続するものにあっては，当該

常設設備と容易かつ確実に接続することができ，かつ，二

以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用することが

できるよう，接続部の規格の統一その他の適切な措置を講

じたものであること。 
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(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

燃料プール代替注水系（可搬型スプレイヘッダ）の可搬

型代替注水ポンプ（A-1 級）及び可搬型代替注水ポンプ（A-2 

級）から来るホースと接続口，並びに可搬型スプレイヘッ

ダの接続箇所は，簡便な接続方式である結合金具による接

続にすることに加え,接続口の口径を 65A に統一,75A/65A 

の接続治具を配備しておくことで確実に接続ができる設計

とする。また，6 号及び７号炉が相互に使用することがで

きるよう,可搬型代替注水ポンプ（A-1 級）及び可搬型代替

注水ポンプ（A-2 級）からくるホースと接続口について,

ホースと接続口を簡便な接続方式である結合金具による接

続にすることに加え,接続口の口径を 65Aに統一,75A/65A 

の接続治具を配備しておくことで確実に接続ができる設計

とする。 

（54-7） 

 

(ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性

について」に示す。 

    代替燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル）の可搬

型代替注水大型ポンプ及び可搬型スプレイノズルとホース

の接続箇所は，簡便な接続方式である結合金具を用いるこ

とにより，容易かつ確実に接続が可能な設計とする。 

（54－3－2,5～8） 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）は，常

設設備と接続しない設計とする。 

（54-7） 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑦の相違 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉では

3.11.2.1.3.1 (2)項に

記載 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第 43 条第 3 項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって

接続することができなくなることを防止するため，可搬型

重大事故等対処設備（原子炉建屋の外から水又は電力を供

給するものに限る。）の接続口をそれぞれ互いに異なる複数

の場所に設けるものであること。 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第43条第3項三） 

  (ⅰ) 要求事項 

   常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって

接続することができなくなることを防止するため，可搬型

重大事故等対処設備（原子炉建屋の外から水又は電力を供

給するものに限る。）の接続口を異なる複数の場所に設ける

ものであること。 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第 43条第３項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって

接続することができなくなることを防止するため，可搬型

重大事故等対処設備（原子炉建物の外から水又は電力を供

給するものに限る。）の接続口をそれぞれ互いに異なる複数

の場所に設けるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

燃料プール代替注水系（可搬型スプレイヘッダ）及び燃

料プール代替注水系（常設スプレイヘッダ）の可搬型代替

注水ポンプ（A-1 級）及び可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）

の接続箇所は，重大事故等時の環境条件，自然現象，外部

人為事象，溢水及び火災の影響により接続できなくなるこ

とを防止するため，接続口をそれぞれ互いに異なる複数の

場所に設ける設計とする。 

6 号及び 7 号炉ともに，接続口から可搬型スプレイヘッ

ダまで建屋内にホースを敷設してつながる「SFP 接続口」

を原子炉建屋南側に 1 箇所設置し，接続口から常設スプレ

(ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等について」に示す。 

    代替燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル）の可搬

型代替注水大型ポンプの接続箇所は，常設設備との接続が

無い設計とする。 

    代替燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル）の可搬

型代替注水大型ポンプと原子炉建屋原子炉棟6階に設置す

る可搬型スプレイヘッダを接続するホースの設置は，原子

炉建屋の異なる面（原子炉建屋東側及び南側）の隣接しな

い位置の扉（原子炉建屋廃棄物処理棟東側扉又は原子炉建

屋原子炉棟大物搬入口）を利用することで，共通要因によ

って設置することができなくなることを防止する設計とす

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）は，常

設設備と接続しない設計とする。 

（54-7） 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑦の相違 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉では

3.11.2.1.4 (7)項に記

載 
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イヘッダまで鋼製配管でつながる「SFP 接続口」を原子炉

建屋東側に 1 箇所，原子炉建屋北側に 1 箇所設置し，合計

3 箇所設置することで共通要因によって接続できなくなる

ことを防止する設計とする。 

（54-7） 

 

る。 

（54－3－2,5～8） 

 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第 43 条第 3 項四） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重

大事故等対処設備を設置場所に据え付け，及び常設設備と

接続することができるよう，放射線量が高くなるおそれが

少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他

の適切な措置を講じたものであること。 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第43条第3項四） 

  (ⅰ) 要求事項 

   想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重

大事故等対処設備を設置場所に据え付け，及び常設設備と

接続することができるよう，放射線量が高くなるおそれが

少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他

の適切な措置を講じたものであること。 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第３項四） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重

大事故等対処設備を設置場所に据え付け，及び常設設備と

接続することができるよう，放射線量が高くなるおそれが

少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他

の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

燃料プール代替注水系（可搬型スプレイヘッダ）である

可搬型代替注水ポンプ（A-1級）及び可搬型代替注水ポン

プ（A-2級）は，想定される重大事故等が発生した場合に

おける放射線を考慮しても作業への影響はないと想定して

いるが，仮に線量が高い場合は線源からの離隔距離をとる

こと，線量を測定し線量が低い位置に配置することにより，

これら設備の設置及び常設設備との接続が可能である。ま

た，現場での接続作業に当たっては，簡便な結合金具によ

る接続方式により，確実に速やかに接続が可能である。 

燃料プール代替注水系（可搬型スプレイヘッダ）である

可搬型スプレイヘッダは，現場での据え付け後は，現場で

の操作が不要な設計とする。 

また，可搬型スプレイヘッダの設置場所への据え付けが

困難な環境時に備え，常設スプレイヘッダを設ける。 

（54-7） 

(ⅱ) 適合性 

   基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

代替燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル）の可搬

型代替注水大型ポンプ及びホース（西側及び南側保管場所

保管分）は屋外に設置する設計とするが，作業に当たって

は，放射線量を確認し，適切な放射線防護対策で作業安全

確保を確認した上で作業を実施する。仮に線量が高い場合

は，線源からの離隔距離を確保するとともに，状況に応じ

仮設遮蔽の設置等を実施した上で，線量を測定し線量が低

い場所で作業を行うことにより，可搬型代替注水大型ポン

プ及びホース（西側及び南側保管場所保管分）の設置及び

接続を可能な設計とする。可搬型スプレイノズル及びホー

ス（原子炉建屋原子炉棟内保管分）は屋内に設置する設計

とするが，作業に当たっては，放射線量を確認し，適切な

放射線防護対策で作業安全確保を確認した上で作業を実施

する。仮に線量が高い場合は，線源からの離隔距離を確保

するとともに，状況に応じ仮設遮蔽の設置等を実施した上

で，線量を測定し線量が低い場所で作業を行うことにより，

可搬型スプレイノズル及びホース（原子炉建屋原子炉棟内

保管分）の設置及び接続を可能な設計とする。 

可搬型代替注水大型ポンプ，可搬型スプレイノズル及び

ホースの接続箇所は，簡便な接続金物により容易かつ確実

に接続が可能な設計とする。 

    （54－3－2,5～8） 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）である

大量送水車は，想定される重大事故等が発生した場合にお

ける放射線を考慮しても作業への影響はないと想定してい

るが，仮に線量が高い場合は線源からの離隔距離をとるこ

と，線量を測定し線量が低い位置に配置することにより，

これら設備の設置が可能である。また，現場での接続作業

に当たっては，簡便な結合金具による接続方式により，確

実に速やかに接続が可能である。 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）である

可搬型スプレイノズルは，現場での据え付け後は，現場で

の操作が不要な設計とする。 

また，可搬型スプレイノズルの設置場所への据え付けが

困難な環境時に備え，常設スプレイヘッダを設ける。 

（54-7） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】  

 ⑦の相違 
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(5) 保管場所（設置許可基準規則第 43 条第 3 項五） 

(ⅰ) 要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機

の衝突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故対処

設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮し

た上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管す

ること。 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第43条第3項五） 

  (ⅰ) 要求事項 

   地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機

の衝突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故対処

設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮し

た上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管す

ること。 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第 43条第３項五） 

(ⅰ) 要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機

の衝突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故対処

設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮し

た上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管す

ること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

燃料プール代替注水系（可搬型スプレイヘッダ）の可搬

型代替注水ポンプ（A-1級）及び可搬型代替注水ポンプ（A-2

級）は，地震，津波その他の自然現象又は故意による大型

航空機の衝突その他のテロリズムによる影響，設計基準事

故対処設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を

考慮し，燃料プール冷却浄化系ポンプ，残留熱除去系ポン

プと位置的分散を図り，可搬型代替注水ポンプ（A-1 級）

は，発電所敷地内の高台（大湊側高台保管場所及び荒浜側

高台保管場所）の複数箇所に分散して保管し，可搬型代替

注水ポンプ（A-2級）は発電所敷地内の高台（大湊側高台

保管場所及び荒浜側高台保管場所）並びに 5号炉東側第二

保管場所の複数箇所に分散して保管する。 

燃料プール代替注水系（可搬型スプレイヘッダ）である

可搬型スプレイヘッダは，常設スプレイヘッダと原子炉建

屋原子炉区域内の異なる場所に保管する。 

（54-8） 

(ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等について」に示す。 

   代替燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル）である

可搬型代替注水大型ポンプは，地震，津波その他の自然現

象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに

よる影響，設計基準対象施設である燃料プール冷却浄化系

ポンプ，残留熱除去系ポンプ及び重大事故等対処設備であ

る常設低圧代替注水系ポンプの配置その他の条件を考慮

し，発電所敷地内の西側及び南側保管場所に保管すること

で位置的分散を図る設計とする。 

 

 

 

 

   代替燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル）の可搬

型スプレイノズルは，地震，津波その他の外部事象による

損傷の防止が図られた原子炉建屋原子炉棟に保管する。ま

た，可搬型重大事故等対処設備である可搬型スプレイノズ

ルは，常設重大事故等対処設備である常設スプレイヘッダ

の配置その他の条件を考慮し，原子炉建屋原子炉棟内の複

数箇所に分散して保管することで可能な限り位置的分散を

図る設計とする。 

（54－8－2） 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）の大量

送水車は，地震，津波その他の自然現象又は故意による大

型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響，設計基準

事故対処設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件

を考慮し，燃料プール冷却ポンプ，残留熱除去ポンプと位

置的分散を図り，大量送水車は，発電所敷地内の津波の影

響を受けない場所（第２，第３及び第４保管エリア）へ複

数箇所に分散して保管する。 

 

 

 

 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）である

可搬型スプレイノズルは，常設スプレイヘッダと原子炉建

物原子炉棟内の異なる場所に保管する。 

（54-8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の第４保

管エリアは EL8.5mであ

るが，防波壁の内側であ

り基準津波が防波壁を

超えないため，津波の影

響を受けない場所と記

載している(以下，⑨の

相違) 

(6) アクセスルートの確保（設置許可基準規則第 43 条第 3 項

六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型

重大事故等対処設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を

把握するため，工場等内の道路及び通路が確保できるよう，

(6) アクセスルートの確保（設置許可基準規則第43条第3項六） 

 

(ⅰ) 要求事項 

   想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型

重大事故等対処設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を

把握するため，工場等内の道路及び通路が確保できるよう，

(6) アクセスルートの確保（設置許可基準規則第 43条第３項

六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型

重大事故等対処設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を

把握するため，工場等内の道路及び通路が確保できるよう，
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適切な措置を講じたものであること。 適切な措置を講じたものであること。 適切な措置を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

燃料プール代替注水系（可搬型スプレイヘッダ）の可搬

型代替注水ポンプ（A-1級）は，通常時は高台の荒浜側高

台保管場所及び大湊側高台保管場所に分散して保管し，燃

料プール代 替注水系（可搬型スプレイヘッダ）の可搬型

代替注水ポンプ（A-2級）は，通常時は高台の荒浜側高台

保管場所及び大湊側高台保管場所並びに 5号炉東側第二保

管場所に分散して保管しており，想定される重大事故等が

発生した場合においても，可搬型重大事故等対処設備の運

搬及び移動に支障をきたすことのないよう，迂回路も考慮

して複数のアクセスルートを確保する設計とする。（『可搬

型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについ

て』参照） 

燃料プール代替注水系（可搬型スプレイヘッダ）の可搬

型スプレイヘッダは，通常時は原子炉建屋内に保管してお

り，その機能に期待できる環境時において，保管場所から

接続場所までの運搬経路について，設備の運搬及び移動に

支障をきたすことのないよう，迂回路も考慮して複数のア

クセスルートを確保する設計とする。（『可搬型重大事故等

対処設備保管場所及びアクセスルートについて』参照） 

 

また，可搬型スプレイヘッダの保管場所，接続場所への

アクセスが困難な環境時に備え，常設スプレイヘッダを設

ける。 

（54-9） 

(ⅱ) 適合性 

   基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性

について」に示す。 

代替燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル）の可搬

型代替注水大型ポンプは，西側及び南側保管場所に保管す

るため，重大事故等時における，保管場所から設置場所ま

での経路について，設備の運搬及び移動に支障をきたすこ

とのないよう，迂回路も考慮して複数のアクセスルートを

確保する。 

 

 

 

 

 

 

可搬型スプレイノズルは，地震，津波，その他の外部事

象による損傷の防止が図られた原子炉建屋原子炉棟内の複

数箇所に分散して保管するため，重大事故等時における，

保管場所から設置場所までの経路について，設備の運搬及

び移動に支障をきたすことのないよう，迂回路も考慮して

複数のアクセスルートを確保する 

なお，アクセスルートの詳細については，「実用発電用原

子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大

の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に

係る審査基準」への適合状況についての「1.0 重大事故等

対策における共通事項」添付資料1.0.2「東海第二発電所 

可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートに

ついて」で記載する。 

（54－9－2～6） 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）の大量

送水車は，通常時は津波の影響を受けない場所の第２，第

３及び第４保管エリアに分散して保管しており，想定され

る重大事故等が発生した場合においても，可搬型重大事故

等対処設備の運搬及び移動に支障をきたすことのないよ

う，迂回路も考慮して複数のアクセスルートを確保する設

計とする。（『可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアク

セスルートについて』参照） 

 

 

 

 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）の可搬

型スプレイノズルは，通常時は原子炉建物原子炉棟内に保

管しており，その機能に期待できる環境時において，保管

場所から接続場所までの運搬経路について，設備の運搬及

び移動に支障をきたすことのないよう，迂回路も考慮して

複数のアクセスルートを確保する設計とする。（『可搬型重

大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて』

参照） 

また，可搬型スプレイノズルの保管場所，接続場所への

アクセスが困難な環境時に備え，常設スプレイヘッダを設

ける。 

（54-9） 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑨の相違 

  

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故等防止設備との多

様性（設置許可基準規則第 43 条第 3 項七） 

(ⅰ) 要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によ

って，設計基準事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵

槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防止設備

の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故等防止設備との

多様性（設置許可基準規則第43条第3項七） 

  (ⅰ) 要求事項 

   重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によ

って，設計基準事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵

槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防止設備

の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故等防止設備との多

様性（設置許可基準規則第 43条第３項七） 

(ⅰ) 要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によ

って，設計基準事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵

槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防止設備

の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要
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な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，

適切な措置を講じたものであること。 

な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，

適切な措置を講じたものであること。 

な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，

適切な措置を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

燃料プール代替注水系（可搬型スプレイヘッダ）の可搬

型代替注水ポンプ（A-1級）及び可搬型代替注水ポンプ（A-2

級）は，共通要因によって，設計基準事故対処設備の安全

機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能又は

常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故

に対処するために必要な機能と同時にその機能が損なわれ

るおそれがないよう，燃料プール冷却浄化系ポンプ，残留

熱除去系ポンプと表 3.11-7で示すとおり位置的分散を図

るとともに，可能な限りの多様性を備えた設計とする。 

（54-3,54-4,54-7,54-8） 

(ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等について」に示す。 

    代替燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル）の可搬

型代替注水大型ポンプは，設計基準対象施設である燃料プ

ール冷却浄化系ポンプ，残留熱除去系ポンプ及び常設重大

事故等対処設備である常設低圧代替注水ポンプと同時にそ

の機能が損なわれるおそれがないよう，第3.11－20表で示

すとおり，多様性及び位置的分散を図る設計とする。 

可搬型代替注水大型ポンプの多様性及び位置的分散につ

いては，「3.11.2.1.3.3 設置許可基準規則第43条第3項へ

の適合方針（可搬型重大事故等対処設備の安全設計方針に

対する適合性）」に示す。 

 注水端を可搬型スプレイノズルとすることで，設計基準

対象施設である燃料プール水戻りディフューザ及び重大事

故等対処設備の常設スプレイヘッダに対し多様性及び可能

な限り位置的分散を図った設計とする。 

（54－3－2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

燃料プールスプレイ系の大量送水車は，共通要因によっ

て，設計基準事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽

の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防止設備の

重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な

機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，燃

料プール冷却ポンプ，残留熱除去ポンプと表 3.11-7で示す

とおり位置的分散を図るとともに，可能な限りの多様性を

備えた設計とする。 

（54-3，54-4，54-7，54-8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

東海第二は可搬型ス

プレイノズルの位置的

分散について記載して

いる 
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表 3.11-7多様性又は多重性，位置的分散 

項目 

設計基準対象施設 重大事故等対処設備 

燃料プー

ル冷却浄

化系 

残留熱除去系

（燃料プール

冷却モード） 

残留熱除去

系（燃料プー

ル注水モー

ド） 

燃料プール代替注水系 

注水端 使用済燃料プールディフューザ 

可搬型ス

プレイヘ

ッダ 

常設スプ

レイヘッ

ダ 

駆動用

空気 

不要 不要 

潤滑油 不要（内包油） 不要 

ポンプ 

燃料プール冷

却浄化系ポン

プ 

残留熱除去系ポンプ 

可搬型代替注水ポンプ

（A-1級）及び可搬型代

替注水ポンプ（A-2級） 

原子炉建屋地

上 2階 
原子炉建屋地下 3階 屋外 

冷却水 

6号炉は原子炉

補機冷却水系

及び原子炉補

機冷却海水系

（7号炉は不

要） 

原子炉補機冷却水系及び

原子炉補機冷却海水系 
不要 

水源 

使用済燃料プール 

サプレッシ

ョン・チェ

ンバ 

代替淡水源（淡水貯水

池及び防火水槽） 

原子炉建屋地上 4階 
原子炉建屋

地下 3階 
屋外 

駆動電

源 

非常用交流電源設備（非常用ディーゼル発電

機） 

不要 

原子炉建屋地上 1階 不要 
 

第 3.11－20表 多様性又は位置的分散 

項目 

設計基準対象施設 重大事故等対処設備 

燃料プール 

冷却浄化系 

残留熱除去

系（使用済

燃料プール

水の冷却及

び補給） 

代替燃料プー

ル注水系（可搬

型スプレイ 

ノズル） 

代替燃料プール注水系 

（常設スプレイヘッダ） 

注水端 
燃料プール水戻りディフ

ューザ 

可搬型スプレ

イノズル 

常設スプレイヘッダ 

ポンプ 

燃料プール

冷却浄化系

ポンプ 

残留熱除去

系ポンプ 

可搬型代替注

水大型ポンプ 

可搬型代替注

水大型ポンプ 

常設低圧代替 

注水系ポンプ 

原子炉建屋 

原子炉棟4

階 

原子炉建屋

原子炉棟地

下2階 

屋外 屋外 

常設低圧代替

注水系格納槽

内 

水源 

使用済燃料プール 代替淡水貯槽 代替淡水貯槽 

原子炉建屋原子炉棟6階 

常設低圧代替

注水系格納槽

内 

常設低圧代替注水 

系格納槽内 

駆動用空

気 
不要 不要 不要 不要 

潤滑油 不要（内包油） 不要（内包油） 不要（内包油） 不要（内包油） 

冷却水 

不要 

（自然冷

却） 

残留熱除去

系海水系 

自己冷却 自己冷却 

不要 

（自然冷却） 

駆動電源 

非常用ディーゼル発電機 

不要 

（ディーゼル 

エンジン） 

不要 

（ディーゼル 

エンジン） 

常設代替高圧 

電源装置 

原子炉建屋付属棟地下1

階 

屋外 屋外 屋外 

 

表 3.11-7 多様性又は多重性，位置的分散 

項目 

設計基準対象施設 重大事故等対処設備 

燃料プール冷

却系 

残留熱除去系 

（燃料プール冷

却） 

残留熱除去系 燃料プールスプレイ系 

注水端 燃料プールディフューザ 

可搬型スプレ

イノズル 

常設スプ

レイヘッダ 

駆動用空

気 

不要 不要 

潤滑油 油浴方式 水潤滑 不要 

ポンプ 

燃料プール冷

却ポンプ 

残留熱除去ポンプ 大量送水車 

原子炉建物原

子炉棟中２階 

原子炉建物原子炉棟地下２階 屋外 

冷却水 

原子炉補機冷

却系及び原子

炉補機海水系 

原子炉補機冷却系及び原子炉

補機海水系 

不要 

水源 

燃料プール 

サプレッシ

ョン・ 

チェンバ 

代替淡水源（輪谷貯水槽

（西１）及び輪谷貯水槽

（西２）） 

原子炉建物原子炉棟４階 

原子炉建物

原子炉棟地

下２階 

屋外 

駆動電源 

非常用交流電源設備（非常用ディーゼル発電機） 不要 

原子炉建物付属棟地下２階 不要 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

3.11.2.2 燃料プール代替注水系（常設スプレイヘッダ） 

3.11.2.2.1 設備概要 

燃料プール代替注水系（常設スプレイヘッダ）は，設計基準

対象施設である残留熱除去系（燃料プール冷却モード）及び燃

料プール冷却浄化系の有する使用済燃料プールの冷却機能喪失

3.11.2.3 代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ） 

3.11.2.3.1 設備概要 

  代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）は，設計基準

対象施設である残留熱除去系（使用済燃料プール水の冷却及び

補給機能）及び燃料プール冷却浄化系の有する使用済燃料プー

3.11.2.2 燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ） 

3.11.2.2.1 設備概要 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）は，設計基準

対象施設である残留熱除去系（燃料プール冷却）及び燃料プー

ル冷却系の有する燃料プールの冷却機能喪失又は残留熱除去ポ
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又は残留熱除去系ポンプによる使用済燃料プールへの補給機能

が喪失し，又は使用済燃料プールに接続する配管の破損等によ

り使用済燃料プール水の小規模な漏えいにより使用済燃料プー

ルの水位が低下した場合に，使用済燃料プール内燃料体等を冷

却し，臨界の防止及び放射線の遮蔽を目的として使用する。 

また，大量の水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料

プールの水位が異常に低下した場合において，使用済燃料プー

ル内の燃料体等の著しい損傷を緩和，及び臨界の防止を目的と

して使用する。なお，燃料損傷時には使用済燃料プール内燃料

体等の上部全面にスプレイすることによりできる限り環境への

放射性物質の放出を低減する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本系統は，可搬型代替注水ポンプ（A-1 級）及び可搬型代替

注水ポンプ（A-2 級），計測制御装置，水源である代替淡水源（淡

水貯水池及び防火水槽），流路である燃料プール代替注水系配

管，常設スプレイヘッダ，注入先である使用済燃料プール，及

び燃料補給設備である軽油タンク，タンクローリ（4kL）等から

構成される。 

 

本系統に関する重大事故等対処設備を表 3.11-8 に，本系統

全体の概要図を図 3.11-4 及び図 3.11-5 に示す。 

 

 

本系統は第 54 条第 1 項対応（使用済燃料プールへ注水する）

ルの冷却及び補給機能が喪失した場合に，この機能を代替し，

使用済燃料プール内燃料体等を冷却し，臨界の防止及び放射線

の遮蔽（第54条第1項対応）を目的として常設低圧代替注水系ポ

ンプを用いる注水設備と可搬型代替注水大型ポンプを用いる注

水設備を設置するものである。 

  また，大量の水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料

プールの水位が異常に低下した場合において，使用済燃料プー

ル内の燃料体等の著しい損傷の進行緩和及び臨界の防止（第54

条第2項対応）を目的として常設低圧代替注水系ポンプを用いる

注水設備と可搬型代替注水大型ポンプを用いる注水設備を設置

するものである。 

  常設低圧代替注水系ポンプを用いる場合は，常設低圧代替注

水系ポンプ，電源設備である常設代替交流電源設備又は可搬型

代替交流電源設備，水源である代替淡水貯槽，流路である代替

燃料プール注水系配管・弁，常設スプレイヘッダ，注水先であ

る使用済燃料プール等から構成される。 

重大事故等時においては，代替淡水貯槽を水源とし，常設低

圧代替注水系ポンプ1台の起動及び系統構成（電動弁操作）を中

央制御室のスイッチ操作により行い，代替燃料プール注水系配

管，常設スプレイヘッダを経由して使用済燃料プールへスプレ

イする。 

本系統の概要図を第3.11－8図に重大事故等対処設備を第

3.11－21表に示す。 

常設低圧代替注水系ポンプの電源は，常設代替交流電源設備

である常設代替高圧電源装置及び可搬型代替交流電源設備であ

る可搬型代替低圧電源車から給電できる設計とする。 

可搬型代替注水大型ポンプを用いる場合は，可搬型代替注水

大型ポンプ，水源である代替淡水貯槽，流路である代替燃料プ

ール注水系配管・弁，ホース，常設スプレイヘッダ，燃料給油

設備である可搬型設備用軽油タンク，タンクローリ，注水先で

ある使用済燃料プール等から構成される。 

 

 

 

 

 

 

重大事故等時においては，代替淡水貯槽を水源として，可搬

ンプによる燃料プールへの補給機能が喪失し，又は燃料プール

に接続する配管の破損等により燃料プール水の小規模な漏えい

により燃料プールの水位が低下した場合に，燃料プール内燃料

体等を冷却し，臨界の防止及び放射線の遮蔽を目的として使用

する。 

また，大量の水の漏えいその他の要因により当該燃料プール

の水位が異常に低下した場合において，燃料プール内の燃料体

等の著しい損傷を緩和，及び臨界の防止を目的として使用する。  

なお，燃料損傷時には燃料プール内燃料体等の上部全面にスプ

レイすることによりできる限り環境への放射性物質の放出を低

減する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本系統は，大量送水車，計測制御装置，水源である代替淡水

源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）），流路である

燃料プールスプレイ系配管，常設スプレイヘッダ，注入先であ

る燃料プール，及び燃料補給設備であるガスタービン発電機用

軽油タンク，非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク，高圧炉

心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク，タンクローリ

等から構成される。 

本系統に関する重大事故等対処設備を表 3.11-8に，本系統全

体の概要図を図 3.11-3及び図 3.11-4に示す。 

 

 

本系統は，第 54 条第 1 項対応（燃料プールへ注水する）の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉の燃料プ

ールスプレイ系(常設ス

プレイヘッダ）では常設

ポンプを使用しない(以

下，⑩の相違) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二では２段落

後に記載 
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の場合，可搬型代替注水ポンプ（A-1 級）及び可搬型注水ポン

プ（A-2 級）又は可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）により，水

源である代替淡水源（淡水貯水池及び防火水槽）からホース，

及び燃料プール代替注水系配管，常設スプレイヘッダを経由し

て使用済燃料プールへ注水可能な設計とする。 

また，本系統は第 54 条第 2 項対応の場合，水源である代替

淡水源（淡水貯水池及び防火水槽）の水を，可搬型代替注水ポ

ンプ（A-1 級）及び可搬型注水ポンプ（A-2 級）により燃料プ

ール代替注水系配管及び常設スプレイヘッダを経由して使用済

燃料プールへスプレイ可能な設計とする。 

 

 

 

 

本系統の操作に当たっては，現場屋外での弁の操作，ホース

の敷設により系統構成を行った後，屋外で可搬型代替注水ポン

プ（A-1 級）及び可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）付属の操作

スイッチにより可搬型代替注水ポンプを起動し運転を行う。 

可搬型代替注水ポンプ（A-1 級）及び可搬型代替注水ポンプ

（A-2 級）は，ディーゼルエンジンにより駆動できる設計とし，

燃料は燃料補給設備である軽油タンク及びタンクローリ（4kL）

により補給できる設計とする。 

型代替注水大型ポンプから接続口までホースを接続し，使用済

燃料プールへ注水又はスプレイする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  本系統の概要図を第3.11－9図に，重大事故等対処設備を第

3.11－22表に示す。 

 

 

 

 

 

 

可搬型代替注水大型ポンプは，ディーゼルエンジンにて駆動

し，ポンプに付属するスイッチにより起動できる設計とする。

燃料は可搬型設備用軽油タンクからタンクローリを用いて給油

できる設計とする。 

 

 

また，防潮堤内側の取水箇所（ＳＡ用海水ピット）から取水

可能な設計とする。なお，水源については，「3.13 重大事故等

の収束に必要となる水の供給設備」で示す。 

 

可搬型代替注水大型ポンプを使用する際に接続する接続口

は，共通要因によって接続することができなくなることを防止

するため，原子炉建屋の異なる面（原子炉建屋東側及び西側）

及び常設代替高圧電源装置置場（高所東側及び西側）の隣接し

ない位置に設置することで位置的分散を図る設計とする。 

 

 

 

 

場合，大量送水車により，水源である代替淡水源（輪谷貯水槽

（西１）及び輪谷貯水槽（西２））からホース，及び燃料プール

スプレイ系配管，常設スプレイヘッダを経由して燃料プールへ

注水可能な設計とする。 

 

また，本系統は第 54条第２項対応の場合，水源である代替淡

水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））の水を，大

量送水車により燃料プールスプレイ系配管及び常設スプレイヘ

ッダを経由して燃料プールへスプレイ可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

本系統の操作に当たっては，現場屋外での弁の操作，ホース

の敷設により系統構成を行った後，屋外で大量送水車付属の操

作スイッチにより大量送水車を起動し運転を行う。 

 

大量送水車は，ディーゼルエンジンにより駆動できる設計と

し，燃料は燃料補給設備であるガスタービン発電機用軽油タン

ク，非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク又は高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンクからタンクローリによ

り補給できる設計とする。 

 

 

 

 

 

大量送水車の接続口は，共通要因によって接続することができ

なくなることを防止するため，原子炉建物の異なる面（原子炉建

物西側及び南側）隣接しない位置に設置することで位置的分散を

図る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉では３段

落前に記載 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，56 条

にて記載 

・記載方針の相違  

【柏崎 6/7】 
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第3.11－8図 代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）系統

概要図 

（常設低圧代替注水系ポンプ使用時） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

図 3.11-4 燃料プール代替注水系（常設スプレイヘッダ） 

使用済燃料プールへ注水する場合の系統概要図 

 

第3.11－9図 代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）系統

概要図 

（可搬型代替注水大型ポンプ使用時） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.11-3  燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ） 

          燃料プールへ注水及びスプレイする場合の系統概要

図（Ａ系） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常設スプレイヘッダ 

原子炉建物 

外部接続口 

（西） 

破線はホースを示す。 

重大事故等対処設備 

原子炉建物 

復水輸送ポンプ 

MO 

MO MO 

燃料プール 

MO タービン建物内 
供給先へ 

外部接続口 

 （南） 

 

 

 

・計測設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第58条に対する設置方針
を示す章）」で示す。 

※１ 

消火ポンプ 

 

 

補助消火水槽  

 

補助消火ポンプ 

代替注水配管 

代替注水ノズル 

消火栓 

海 

大量送水車 
輪谷貯水槽(西２) 輪谷貯水槽(西１) 

※１ 
大量送水車 

復水貯蔵 
タンク 

ろ過水 
タンク 

スキマ・サージ・ 

タンク 
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図 3.11-5 燃料プール代替注水系（常設スプレイヘッダ） 

使用済燃料プールへスプレイする場合の系統概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.11-4 燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ） 

         燃料プールへ注水及びスプレイする場合の系統概要図

（Ｂ系） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常設スプレイヘッダ 

原子炉建物 

外部接続口 

（西） 

破線はホースを示す。 

重大事故等対処設備 

原子炉建物 

復水輸送ポンプ 

MO 

MO MO 

燃料プール 

MO タービン建物内 
供給先へ 

外部接続口 

 （南） 

 

 

 

・計測設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第58条に対する設置方針
を示す章）」で示す。 

※１ 

消火ポンプ 

 

 

補助消火水槽  

 

補助消火ポンプ 

代替注水配管 

代替注水ノズル 

消火栓 

海 

大量送水車 
輪谷貯水槽(西２) 輪谷貯水槽(西１) 

※１ 
大量送水車 

復水貯蔵 
タンク 

ろ過水 
タンク 

スキマ・サージ・ 

タンク 
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第3.11－21表 代替燃料プール注水系常設スプレイヘッダ）に関

する重大事故等対処設備一覧 

（常設低圧代替注水系ポンプ使用時） 

設備区分 設備名 

主要設備 
常設低圧代替注水系ポンプ【常設】 

常設スプレイヘッダ【常設】 

関連

設備 

付属設備 サイフォン防止機能 

水源※１ 代替淡水貯槽【常設】 

流路 
低圧代替注水系配管・弁【常設】 

代替燃料プール注水系配管・弁【常設】 

注水先 使用済燃料プール【常設】 

電源設備※２

（燃料給油

設備含む） 

常設代替交流電源設備 

常設代替高圧電源装置【常設】 

可搬型代替低圧電源設備 

可搬型代替低圧電源車【可搬】 

燃料給油設備 

軽油貯蔵タンク【常設】 

常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ

【常設】 

計装設備※３ 

使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域）

【常設】 

使用済燃料プール温度（ＳＡ）【常設】 

使用済燃料プールエリア放射線モニタ 

（高レンジ・低レンジ）【常設】 

使用済燃料プール監視カメラ【常設】 

代替淡水貯槽水位【常設】 

常設低圧代替注水系ポンプ吐出圧力【常設】 

※１：水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる

水の供給設備（設置許可基準規則第56条に対する設計方針

を示す章）」で示す。 

※２：電源設備については「3.14 電源設備(設置許可基準規則

第57条に対する設計方針を示す章)」で示す。 

※３：計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規

則第 58条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑩の相違 
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表 3.11-8燃料プール代替注水系（常設スプレイヘッダ）に関する

重大事故等対処設備一覧 

 

設備区分 設備名 

主要設備 可搬型代替注水ポンプ（A-1級）【可搬】 

可搬型代替注水ポンプ（A-2級）【可搬】 

常設スプレイヘッダ【常設】 

附属設備 － 

水源※1 防火水槽【常設】 

淡水貯水池【常設】 

流路 ホース・接続口【可搬】 

燃料プール代替注水系配管・弁【常設】 

注水先 使用済燃料プール（サイフォン防止機能を含

む）【常設】 

電源設備

（燃料補給

設備を含

む） 

燃料補給設備 

軽油タンク【常設】 

タンクローリ（4kL）【可搬】 

計装設備※2 使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA広域）【常

設】 

使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA）【常設】 

使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ（高レン

ジ・低レンジ）【常設】 

使用済燃料貯蔵プール監視カメラ【常設】 

（使用済燃料貯蔵プール監視カメラ用空冷装

置【常設】を含む） 

※1：水源については「3.13重大事故等の収束に必要となる水

の供給設備（設置許可基準規則第 56条に対する設計方針

を示す章）」で示す。 

※2：主要設備を用いた使用済燃料プール内燃料体等の著しい損

傷を緩和，臨界防止及び放射線の遮蔽対策を成功させるた

めに把握することが必要な原子炉施設の状態 

計装設備については「3.15計装設備（設置許可基準規則

第 58条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

 

第3.11－22表 代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）に

関する重大事故等対処設備一覧 

（可搬型代替注水大型ポンプ使用時） 

設備区分 設備名 

主要設備 
可搬型代替注水大型ポンプ【可搬】 

常設スプレイヘッダ【常設】 

関連

設備 

付属設備 サイフォン防止機能 

水源※１ 代替淡水貯槽【常設】 

流路 

低圧代替注水系配管・弁【常設】 

代替燃料プール注水系配管・弁【常設】 

ホース【可搬】 

注水先 使用済燃料プール【常設】 

電源設備※２

（燃料給油

設備含む） 

常設代替交流電源設備 

常設代替高圧電源装置【常設】 

可搬型代替交流電源設備 

可搬型代替低圧電源車【可搬】 

燃料給油設備 

軽油貯蔵タンク【常設】 

常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ

【常設】 

可搬型設備用軽油タンク【常設】 

タンクローリ【可搬】 

計装設備※３ 

使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域）

【常設】 

使用済燃料プール温度（ＳＡ）【常設】 

使用済燃料プールエリア放射線モニタ 

（高レンジ・低レンジ）【常設】 

使用済燃料プール監視カメラ【常設】 

代替淡水貯槽水位【常設】 

※１：水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる

水の供給設備（設置許可基準規則第56条に対する設計方針

を示す章）」で示す。 

※２：電源設備については「3.14 電源設備(設置許可基準規則

第57条に対する設計方針を示す章)」で示す。 

※３：計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規

則第 58条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

 

表 3.11-8 燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）に関す

る重大事故等対処設備一覧 

 

設備区分 設備名 

主要設備 
大量送水車【可搬型】 

常設スプレイヘッダ【常設】 

付属設備 可搬型ストレーナ【可搬型】 

水源※1 
輪谷貯水槽（西１）【常設】 

輪谷貯水槽（西２）【常設】 

流路 
ホース・接続口【可搬型】 

燃料プールスプレイ系配管・弁【常設】 

注水先 燃料プール（サイフォン防止機能を含む）【常設】 

電 源 設 備

（ 燃 料 補

給 設 備 を

含む） 

燃料補給設備 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク【常

設】 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯

蔵タンク【常設】 

タンクローリ【可搬型】 

計装設備※2 

燃料プール水位・温度（ＳＡ）【常設】 

燃料プール水位（ＳＡ）【常設】 

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低

レンジ）（ＳＡ）【常設】 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ）【常設】 

（燃料プール監視カメラ用冷却設備【常設】を

含む。） 

※１：水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水

の供給設備（設置許可基準規則第 56条に対する設計方針

を示す章）」で示す。 

※２：主要設備を用いた燃料プール内燃料体等の著しい損傷を

緩和，臨界防止及び放射線の遮蔽対策を成功させるために

把握することが必要な原子炉施設の状態 

計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則

第 58条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

 

・設備の相違 
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3.11.2.2.2 主要設備の仕様 

主要設備の仕様を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1）可搬型代替注水ポンプ（A-1 級）（6 号及び 7 号炉共用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種類 ：うず巻形 

容量 ：168ｍ3/ｈ/台 

吐出圧力 ：0.85MPa[gage] 

最高使用圧力：2.0MPa[gage] 

最高使用温度：60℃ 

 

個数 ：1（予備 1） 

設置場所 ：屋外 

3.11.2.3.2 主要設備の仕様 

主要設備の仕様を以下に示す。 

  (1) 常設低圧代替注水系ポンプ  

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却

するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

型 式    ターボ形 

台 数    2 

容 量    約200m３／h（1台当たり） 

全 揚 程    約200m 

最高使用圧力     3.14MPa［gage］ 

最高使用温度     66℃ 

本 体 材 料    炭素鋼 

取 付 箇 所    常設低圧代替注水系格納槽内

電 動 機 出 力     約190kW／個 

 

(2) 可搬型代替注水大型ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却

するための設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設

備  

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

 

   型 式    うず巻形 

   容 量    約1,320m３／h（1台当たり） 

   全 揚 程    約140m 

   最高使用圧力     1.4MPa[gage] 

   最高使用温度     60℃ 

   出 力    約847kW／個 

   台 数    2（予備1※） 

   設 置 場 所    屋外  

3.11.2.2.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 大量送水車 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種類     ：ディフューザ形 

容量     ：168m3/h/台以上 

吐出圧力   ：0.85MPa[gage] 

最高使用圧力 ：1.6MPa[gage] 

最高使用温度 ：40℃ 

 

台数     ：２（予備１） 

設置場所   ：屋外 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑩の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・他号炉と共用しない 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉では，54

条本文に記載 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設備仕様の相違 
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保管場所 ：荒浜側高台保管場所及び大湊側高台保管場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

原動機出力 ：146kW 

 

（2）可搬型代替注水ポンプ（A-2級）（6号及び 7号炉共用） 

種類 ：うず巻形 

容量 ：120ｍ3/ｈ/台 

吐出圧力 ：0.85MPa[gage] 

最高使用圧力：2.0MPa[gage] 

最高使用温度：60℃ 

個数 ：16（予備 1） 

設置場所 ：屋外 

保管場所 ：荒浜側高台保管場所及び大湊側高台保管場所並び

に 5号炉東側 

第二保管場所  

原動機出力 ：100kW 

 

（3）常設スプレイヘッダ 

最高使用温度：66℃ 

数量 ：1 

取付箇所 ：原子炉建屋 地上 4階 

 

なお，水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水

の供給設備（設置許可基準規則第 56 条に対する設計方針を示す

章）」で示す。 

 

 

 

 

 

 

   保 管 場 所    西側，南側保管場所及び予備機置

場  

※「可搬型代替注水大型ポンプ」

及び「可搬型代替注水大型ポン

プ（放水用）」は同型設備であり，

「可搬型代替注水大型ポンプ」

の予備1台と「可搬型代替注水大

型ポンプ（放水用）」の予備1台

の計2台は共用可能とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 常設スプレイヘッダ 

   最高使用温度     66℃ 

   個 数    1 

   取 付 箇 所    原子炉建屋原子炉棟6階 

保管場所   ：第２，第３及び第４保管エリア 

 

 

 

 

 

 

 

 

原動機出力  ：230kW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 常設スプレイヘッダ 

最高使用温度 ：66℃ 

数量     ：１ 

取付箇所   ：原子炉建物原子炉棟４階 

 

なお，水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水

の供給設備（設置許可基準規則第 56 条に対する設計方針を示す

章）」で示す。 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

大量送水車は他の設

備と予備を共用しない 

 

 

 

 

 

・他号炉と共用しない 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 設備仕様の相違 

（島根２号炉の大量送

水車と比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 
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3.11.2.2.3 設置許可基準規則第 43 条への適合方針 

3.11.2.2.3.1 設置許可基準規則第 43 条第 1 項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43 条第 1 項

一） 

 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放

射線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処

するために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

3.11.2.3.3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.11.2.3.3.1 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針（常

設並びに可搬型重大事故等対処設備の安全設計方針に対する適

合性） 

  (1) 環境条件（設置許可基準規則第43条第1項一） 

  (ⅰ) 要求事項 

   想定される重大事故等が発生した場合における温度，放

射線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処

するために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

3.11.2.2.3 設置許可基準規則第 43 条への適合方針 

3.11.2.2.3.1 設置許可基準規則第 43 条第１項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43 条第１項

一） 

 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放

射線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処

するために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

燃料プール代替注水系（常設スプレイヘッダ）の可搬型

代替注水ポンプ（A-1 級）は，屋外の荒浜側高台保管場所

及び大湊側高台保管場所に保管し，重大事故等時に原子炉

建屋の接続口付近の屋外に設置する設備であることから，

想定される重大事故等時における，屋外の環境条件及び荷

重条件を考慮し，その機能を有効に発揮することができる

よう，以下の表 3.11-9 に示す設計とする。 

燃料プール代替注水系（常設スプレイヘッダ）の可搬型

代替注水ポンプ（A-2 級）は，屋外の荒浜側高台保管場所

及び大湊側高台保管場所並びに 5 号炉東側第二保管場所に

保管し，重大事故等時に原子炉建屋の接続口付近の屋外に

設置する設備であることから，想定される重大 事故等時

における屋外の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能

が有効に発揮することができるよう，以下の表 3.11-9 に

示す設計とする。 

可搬型代替注水ポンプ（A-1 級）及び可搬型代替注水ポ

ンプ（A-2 級）の操作は，付属の操作スイッチにより，想

定される重大事故等時において設置場所から可能な設計と

する。 

 

(ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

    代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）の常設低

圧代替注水系ポンプは，常設低圧代替注水系格納槽内に設

置する設備であることから，重大事故等時における常設低

圧代替注水系格納槽内の環境条件を考慮し，第3.11－23表

に示す設計とする。 

 

 

代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）の可搬型

代替注水大型ポンプは，西側及び南側保管場所に保管し，

重大事故等時に，水源付近の屋外に設置する設備であるこ

とから，重大事故等時における屋外の環境条件を考慮し，

第3.11－24表に示す設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）の可搬型

代替注水大型ポンプの操作は，可搬型代替注水大型ポンプ

に付属するスイッチにより，設置場所にて操作可能な設計

とする。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）の大量送

水車は，屋外の第２，第３及び第４保管エリアに保管し，

重大事故等時に輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）

付近の屋外に設置する設備であることから，想定される重

大事故等時における，屋外の環境条件及び荷重条件を考慮

し，その機能を有効に発揮することができるよう，以下の

表 3.11-9に示す設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

大量送水車の操作は，付属の操作スイッチにより，想定

される重大事故等時において設置場所から可能な設計とす

る。 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑩の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（島根２号炉の大量送

水車と比較） 
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風（台風）による荷重については，転倒しないことの確

認を行っているが，詳細評価により転倒する結果となった

場合は，転倒防止措置を講じる。積雪の影響については，

適切に除雪する運用とする。 

また，降水及び凍結により機能を損なうことのないよう，

防水対策が取られた可搬型代替注水ポンプ（A-1 級）及び

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）を使用し，凍結のおそれ

がある場合は暖気運転を行い凍結対策とする。 

（54-3,54-4） 

地震については，保管場所で想定される適切な地震荷重

との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認

し，輪留め等により固定する。 

 

風（台風）及び竜巻による風荷重については，当該荷重

を考慮しても機器が損傷しない設計とする。積雪及び火山

の影響については，適切に除雪及び除灰する運用とする。 

 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう，防水

対策が取られた可搬型代替注水大型ポンプを使用し，凍結

のおそれがある場合は暖気運転を行い凍結対策とする。 

 

 

 

 

風（台風）による荷重については，転倒しないことの確

認を行っているが，詳細評価により転倒する結果となった

場合は，転倒防止措置を講じる。積雪の影響については，

適切に除雪する運用とする。 

また，降水及び凍結により機能を損なうことのないよう，

防水対策が取られた大量送水車を使用し，凍結のおそれが

ある場合は暖気運転を行い凍結対策とする。 

（54-3，54-4） 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，同項内

の表 3.11-9にて記載 

・設計方針の相違 

【東海第二】 

 ⑤の相違 

 

燃料プール代替注水系（常設スプレイヘッダ）の常設ス

プレイヘッダは原子炉建屋原子炉区域内に設置している設

備であることから想定される重大事故等時における原子炉

建屋原子炉区域内の環境条件を考慮し，その機能が有効に

発揮することができるよう，以下の表 3.11-10 に示す設計

とする。 

（54-3,54-4,54-7） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）の常設ス

プレイヘッダは原子炉建屋原子炉棟6階に設置する設備で

あることから，重大事故等時における原子炉建屋原子炉棟

内の環境条件を考慮し，第3.11－25表に示す設計とする。 

    （54－3－2,9～11） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）の常設ス

プレイヘッダは原子炉建物原子炉棟内に設置している設備

であることから想定される重大事故等時における原子炉建

物原子炉棟内の環境条件を考慮し，その機能が有効に発揮

することができるよう，以下の表 3.11-10に示す設計とす

る。 

（54-3，54-4，54-7） 
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第 3.11－23表 想定する環境条件（常設低圧代替注水系ポンプ） 

環境条件 対応 

温度，圧力，湿度，

放射線 

設置場所である常設低圧代替注水系格納槽

内で想定される温度，圧力，湿度及び放射線

条件下に耐えられる性能を確認した機器を

使用する。 

屋外の天候によ

る影響 

屋外に設置するものではないため，天候によ

る影響は受けない。 

海水を通水する

系統への影響 

淡水だけでなく海水も使用する（常時海水を

通水しない）。使用済燃料プールへの注水は，

可能な限り淡水源を優先し，海水通水は短期

間とすることで，設備への影響を考慮した設

計とする。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で

機器が損傷しない設計とする。（詳細は

「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。） 

津波 

敷地に遡上する津波を考慮し，防潮堤及び浸

水防止設備の設置に加え，水密構造の地下格

納槽に設置する設計とする。 

風（台風），竜巻，

積雪，火山の影響 

常設低圧代替注水系格納槽内に設置するた

め，風（台風）及び竜巻の風荷重，積雪及び

火山の影響は受けない。 

電磁的障害 機械装置のため，電磁波の影響を受けない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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表 3.11-9想定する環境条件及び荷重条件 

（可搬型代替注水ポンプ（A-1級）及び可搬型代替注水

ポンプ（A-2級）） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・

湿度・放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射

線条件下に耐えられる性能を確認した機器

を使用する。 

屋外の天候に

よる影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのな

いよう防水対策及び凍結対策を行える設計

とする。 

海水を通水す

る系統への影

響 

淡水だけでなく海水も使用できる設計とす

る（常時海水を通水しない）。なお，使用済

燃料プールへの注水は，可能な限り淡水源を

優先し，海水通水は短期間とすることで，設

備への影響を考慮する。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で

機器が損傷しないことを確認し，治具や輪留

め等を用いた転倒防止対策を行う。 

風（台風）・積

雪 

屋外で風荷重，積雪荷重を考慮しても機器が

損傷しないことを評価により確認する。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁

波によりその機能が損なわれない設計とす

る。 
 

第 3.11－24表 想定する環境条件（可搬型代替注水大型ポンプ） 

 

 

環境条件 対応 

温度，圧力，湿度，

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射

線条件下に耐えられる性能を確認した機器

を使用する。 

屋外の天候によ

る影響 

屋外で想定される降水及び凍結により機能

を損なうことのないよう防水対策及び凍結

対策を考慮した設計とする。 

海水を通水する

系統への影響 

淡水だけでなく海水も使用する（常時海水を

通水しない）。使用済燃料プールへの注水は，

可能な限り淡水源を優先し，海水通水は短期

間とすることで設備への影響を考慮した設

計とする。 

地震 

保管場所で想定される適切な地震荷重との

組合せを考慮した上で機器が損傷しいこと

を確認し，輪留め等により固定する。 

津波 

敷地に遡上する津波を考慮し，高台の可搬型

設備保管場所に機器を配備することにより，

機器が損傷しない設計とする。 

風（台風），竜巻，

積雪，火山の影響 

保管場所で想定される積雪及び火山の影響

による荷重を考慮して機能を損なわない設

計とするとともに，風（台風）及び竜巻によ

る風荷重に対しては，位置的分散を考慮した

保管により，機能を損なわない設計とする。 

電磁的障害 機械装置のため，電磁波の影響を受けない。 
 

表 3.11-9 想定する環境条件及び荷重条件（大量送水車） 

 

 

環境条件等 対応 

温度・圧力・

湿度・放射線

  

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射

線条件下に耐えられる性能を確認した機器を

使用する。 

屋外の天候に

よる影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのない

よう防水対策及び凍結対策を行える設計とす

る。 

海水を通水す

る系統への影

響 

淡水だけでなく海水も使用できる設計とする

（常時海水を通水しない）。なお，燃料プール

への注水は，可能な限り淡水源を優先し，海

水通水時間を短期間とすることで，設備への

影響を考慮する。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機

器が損傷しないことを確認し，輪留め等を用

いた転倒防止対策を行う。 

風（台風）・積

雪 

屋外で風荷重，積雪荷重を考慮しても機器が

損傷しないことを評価により確認する。 

電磁的障害 

重大事故等が発生した場合においても，電磁

波によりその機能が損なわれない設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設計方針の相違 

【東海第二】 

 ⑤の相違 
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表 3.11-10想定する環境条件及び荷重条件 

（常設スプレイヘッダ） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・

湿度・放射線 

原子炉建屋原子炉区域内で想定される温度，

圧力，湿度及び放射線条件下に耐えられる性

能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候に

よる影響 

屋外に設置するものではないため，天候によ

る影響は受けない。 

海水を通水す

る系統への影

響 

淡水だけでなく海水も使用できる設計とす

る（常時海水を通水しない）。なお，使用済

燃料プールへの注水は，可能な限り淡水源を

優先し，海水通水は短期間とすることで，設

備への影響を考慮する。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で

機器が損傷しないことを確認する（詳細は

「2.1.2耐震設計の基本方針」に示す）。 

風（台風）・積

雪 

原子炉建屋原子炉区域内に設置するため，風

（台風）及び積雪の影響は受けない。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁

波によりその機能が損なわれない設計とす

る。 
 

第 3.11－25表 想定する環境条件（常設スプレイヘッダ） 

 

環境条件 対応 

温度，圧力，湿度，

放射線 

設置場所である原子炉建屋原子炉棟内で想

定される温度，圧力，湿度及び放射線条件下

に耐えられる性能を確認した機器を使用す

る。 

屋外の天候によ

る影響 

屋外に設置する設備ではないため，天候によ

る影響は受けない。 

海水を通水する

系統への影響 

淡水だけでなく海水も使用する（常時海水を

通水しない）。使用済燃料プールへの注水は，

可能な限り淡水源を優先し，海水通水は短期

間とすることで，設備への影響を考慮した設

計する。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で

機器が損傷しない設計とする。（詳細は

「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。） 

津波 

敷地に遡上する津波を考慮し，防潮堤及び浸

水防止設備の設置に加え，水密構造の原子炉

建屋原子炉棟内に保管する設計とする。 

風（台風），竜巻，

積雪，火山の影響 

原子炉建屋原子炉棟内に設置するため，風

（台風），及び竜巻の風荷重，積雪及び火山

の影響は受けない。 

電磁的障害 
機械装置のため，電磁波の影響を受けな

い。 
 

表 3.11-10 想定する環境条件及び荷重条件 

（常設スプレイヘッダ） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・

湿度・放射線 

原子炉建物原子炉棟内で想定される温度，圧

力，湿度及び放射線条件下に耐えられる性能

を確認した機器を使用する。 

屋外の天候に

よる影響 

屋外に設置するものではないため，天候によ

る影響は受けない。 

海水を通水す

る系統への影

響 

淡水だけでなく海水も使用できる設計とする

（常時海水を通水しない）。なお，燃料プール

への注水は，可能な限り淡水源を優先し，海

水通水は短期間とすることで，設備への影響

を考慮する。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機

器が損傷しないことを確認する（詳細は

「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す）。 

風（台風）・積

雪 

原子炉建物原子炉棟内に設置するため，風（台

風）及び積雪の影響は受けない。 

電磁的障害 

重大事故等が発生した場合においても，電磁

波によりその機能が損なわれない設計とす

る。 

 

 

・設計方針の相違 

【東海第二】 

 ⑤の相違 

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43 条第 1 項二） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操

作できるものであること。 

(2) 操作性（設置許可基準規則第43条第1項二） 

  (ⅰ) 要求事項 

   想定される重大事故等が発生した場合において確実に操

作できるものであること。 

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43条第１項二） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操

作できるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性

について」に示す。 

    代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）の常設低

圧代替注水系ポンプを運転する場合は，中央制御室のスイ

ッチ操作で常設低圧代替注水系ポンプを起動し，代替淡水

貯槽への循環運転状態とする。その後，中央制御室からの

スイッチ操作で，使用済燃料プール注水ライン元弁の閉操

作，常設低圧代替注水系系統分離弁，使用済燃料プールス

プレイライン元弁及び使用済燃料プール注水ライン流量調

整弁の開操作を実施し使用済燃料プールへのスプレイを行

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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 ⑩の相違 
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燃料プール代替注水系（常設スプレイヘッダ）を運転す

る場合は，可搬型代替注水ポンプ（A-1 級）及び可搬型代

替注水ポンプ（A-2 級）の移動及びホース敷設により系統

構成を行った後，屋外で可搬型代替注水ポンプ（A-1 級）

及び可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）付属の操作スイッチ

により可搬型代替注水ポンプ（A-1 級）及び可搬型代替注

水ポンプ（A-2 級）を起動し，使用済燃料プール外部注水

原子炉建屋北側注水ライン元弁又は使用済燃料プール外部

注水 R/B 東側注水ライン元弁の開操作を実施し使用済燃料

プールへの注水を行う。 

 

以上のことから，燃料プール代替注水系（常設スプレイ

ヘッダ）の操作に必要な機器を表 3.11-11 に示す。 

 

 

 

 

 

燃料プール代替注水系（常設スプレイヘッダ）の可搬型

代替注水ポンプ（A-1 級）及び可搬型代替注水ポンプ（A-2 

級）については，可搬型代替注水ポンプ（A-1 級）及び可

搬型代替注水ポンプ（A-2 級）付属の操作スイッチからの

スイッチ操作で起動する設計とする。 

可搬型代替注水ポンプ（A-1 級）及び可搬型代替注水ポ

ンプ（A-2 級）付属の操作スイッチを操作するにあたり，

運転員のアクセス性，操作性を考慮して十分な操作空間を

確保することで基準に適合させる。また，それぞれの操作

う設計とする。代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッ

ダ）の操作に必要なポンプ及び弁を第3.11－26表に示す。 

常設低圧代替注水系ポンプの起動・停止及び運転状態並

びに電動弁の開閉状態については，中央制御室の表示灯・

操作画面等で視認可能な設計とし，中央制御室における監

視又は試験・検査等にて確認可能な設計とする。また，中

央制御室のスイッチ操作するに当たり，運転員等の操作性

を考慮して十分な操作空間を確保する。スイッチは，機器

の名称等を表示した銘板の取付け又は操作画面の表示等に

より，運転員の操作性及び監視性を考慮して確実に操作で

きる設計とする。 

代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）の可搬型

代替注水大型ポンプを運転する場合は，可搬型代替注水大

型ポンプを水源近傍に配置するとともにホース接続を実施

し，中央制御室からのスイッチ操作で，使用済燃料プール

注水ライン元弁の閉操作，常設低圧代替注水系系統分離弁，

使用済燃料プールスプレイライン元弁及び使用済燃料プー

ル注水ライン流量調整弁の開操作を実施した後，現場操作

で原子炉建屋東側接続口，原子炉建屋西側接続口，高所東

側接続口又は高所西側接続口の弁を開とし，可搬型代替注

水大型ポンプ付属のスイッチによりポンプを起動すること

で使用済燃料プールへのスプレイを行う設計とする。 

代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）の操作に

必要なポンプ，弁及びホースを第3.11－27表に示す。 

 

原子炉建屋東側接続口，原子炉建屋西側接続口，高所東

側接続口及び高所西側接続口の弁については，接続口近傍

の屋外から手動操作で弁を開閉することが可能な設計とす

る。 

 

 

 

 

 

可搬型代替注水大型ポンプ付属のスイッチ及び系統の電

動弁のスイッチは，運転員等の操作性を考慮して十分な操

作空間を確保する設計とし，機器の名称等を表示した銘板

の取付け等により識別可能とすることで，運転員等の操作

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）を運転す

る場合は，大量送水車の移動及びホース敷設により系統構

成を行った後，屋外で大量送水車付属の操作スイッチによ

り大量送水車を起動し，ＳＦＰＳ Ａ－注水ライン流量調整

弁又はＳＦＰＳ Ｂ－注水ライン流量調整弁の開操作を実

施し燃料プールへの注水を行う。 

 

 

 

 

 

以上のことから，燃料プールスプレイ系（常設スプレイ

ヘッダ）の操作に必要な機器を表 3.11-11に示す。 

 

 

 

 

 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）の大量送

水車については，大量送水車付属の操作スイッチからのス

イッチ操作で起動する設計とする。 

 

 

大量送水車付属の操作スイッチを操作するにあたり，運

転員のアクセス性，操作性を考慮して十分な操作空間を確

保することで基準に適合させる。また，それぞれの操作対

象については銘板をつけることで識別可能とし，運転員の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉では，２段

落後に記載 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉では，４段

落後に記載 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二では，３段落

前に記載 
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対象については銘板をつけることで識別可能とし，運転員

の操作及び監視性を考慮して確実に操作できる設計とす

る。 

 

 

可搬型代替注水ポンプ（A-1 級）及び可搬型代替注水ポ

ンプ（A-2 級）は，接続口まで屋外のアクセスルートを通

行してアクセス可能な設計とするとともに，設置場所にて

輪留めによる固定等が可能な設計とする。 

操作対象弁については，接続口が設置されている屋外の

場所から手動操作で弁を開閉することが可能な設計とす

る。 

 

 

ホースの接続作業に当たっては，特殊な工具，及び技量

は必要とせず，簡便な接続金具による接続方式により，確

実に接続が可能な設計とする。 

（54-3,54-4,54-7） 

性及び監視性を考慮して確実に操作できる設計とする。 

系統の電動弁の開閉状態については，中央制御室におけ

る監視又は試験・検査等も考慮し，表示灯・操作画面等で

確認可能な設計とする。 

 

また，可搬型代替注水大型ポンプは，設置場所にて車両

の転倒防止装置及び輪留め等による固定が可能な設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

    ホースの接続作業に当たっては，特殊な工具は必要とせ

ず，簡便な接続金物及び一般的な工具により，容易かつ確

実に接続が可能な設計とする。 

    （54－3－2,9～11，54－4－4） 

操作及び監視性を考慮して確実に操作できる設計とする。 

 

 

 

 

大量送水車は，接続口まで屋外のアクセスルートを通行

してアクセス可能な設計とするとともに，設置場所にて輪

留めによる固定等が可能な設計とする。 

 

操作対象弁については，接続口が設置されている屋外の

場所から手動操作で弁を開閉することが可能な設計とす

る。 

 

 

ホースの接続作業に当たっては，特殊な工具，及び技量

は必要とせず，簡便な結合金具による接続方式により，確

実に接続が可能な設計とする。また，ホースの接続につい

ては，接続方式を統一する設計とする。 

（54-3，54-4，54-7） 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉では，常設

スプレイヘッダを使用

する燃料プールスプレ

イ系に電動弁はない 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二では，４段落

前に記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.11－26表 操作対象機器（常設低圧代替注水系ポンプ使用

時） 

機器名称 状態の変化 操作方法 操作場所 

常設低圧代替注水系ポ

ンプ（Ａ）又は（Ｂ） 
起動・停止 

スイッチ操

作 
中央制御室 

使用済燃料プール注水

ライン元弁 
弁閉→弁開 

スイッチ操

作 
中央制御室 

使用済燃料プールスプ

レイライン元弁 
弁閉→弁開 

スイッチ操

作 
中央制御室 

使用済燃料プール注水

ライン流量調整弁 

弁閉→調整

開 

スイッチ操

作 
中央制御室 

常設低圧代替注水系系

統分離弁 
弁閉→弁開 

スイッチ操

作 
中央制御室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑩の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添3.11-84



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.12 版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

表 3.11-11操作対象機器 

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

可搬型代替注水ポ

ンプ（A-1級）

起動・停止 屋外設置位

置 

スイッチ

操作 

可搬型代替注水ポ

ンプ（A-2級）

起動・停止 屋外設置位

置 

スイッチ

操作 

使用済燃料プール

外部注水 R/B北側

注水ライン元弁 

弁閉→弁開 屋外接続口

位置（原子炉

建屋北側）  

手動操作 

使用済燃料プール

外部注水 R/B東側

注水ライン元弁 

弁閉→弁開 屋外接続口

位置（原子炉

建屋東側）  

手動操作 

ホース ホース接続 屋外 人力接続 

第 3.11－27表 操作対象機器（可搬型代替注水大型ポンプ使用

時） 

機器名称 状態の変化 操作方法 操作場所 

可搬型代替注水大型ポ

ンプ

起動・停止 スイッチ操

作 

屋外設置場

所 

接続口の弁 

（原子炉建屋東側又は

西側，高所東側又は西

側） 

弁閉→弁開 手動操作 接続口近傍 

使用済燃料プールスプ

レイライン元弁
弁閉→弁開 

スイッチ操

作 
中央制御室 

使用済燃料プール注水

ライン流量調整弁
弁閉→弁開 

スイッチ操

作 
中央制御室 

常設低圧代替注水系系

統分離弁 
弁閉→弁開 

スイッチ操

作 
中央制御室 

ホース ホース接続 人力接続 屋外 

表 3.11-11 操作対象機器 

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

大量送水車 起動・停止 
屋外設置位

置 

ス イ ッ チ

操作 

ＳＦＰＳ Ａ－注

水ライン流量調整

弁 

弁閉→弁開 

屋外接続口

位置（原子炉

建物南側） 

手動操作 

ＳＦＰＳ Ｂ－注

水ライン流量調整

弁 

弁閉→弁開 

屋外接続口

位置（原子炉

建物西側） 

手動操作 

ホース ホース接続 屋外 人力接続 

・設備の相違

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43 条第 1 項三）

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中

又は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

(3) 試験検査（設置許可基準規則第43条第1項三）

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中

又は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第１項三）

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中

又は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

(ⅱ) 適合性 

 基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性

について」に示す。 

代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）の常設重

大事故等対処設備の試験検査を第3.11－28表に示す。 

代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）の常設低

圧代替注水系ポンプは，他系統と独立した試験系統により，

発電用原子炉運転中に機能・性能検査，弁動作確認を，ま

た，発電用原子炉停止中に機能・性能検査，弁動作確認及

び分解検査を実施可能な設計とする。 

代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）の常設低

圧代替注水系ポンプは，発電用原子炉停止中に分解検査と

して，ケーシングカバーを取り外して，ポンプ部品（主軸，

軸受，羽根車等）の状態を確認する分解検査が可能な設計

とする。弁については，分解検査として弁体等の部品の状

態を確認可能な設計とする。分解検査においては，浸透探

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

・設備の相違

【東海第二】 

⑩の相違
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燃料プール代替注水系（常設スプレイヘッダ）の可搬型

代替注水ポンプ（A-1 級）及び可搬型代替注水ポンプ（A-2 

級）は，表 3.11-12 に示すように発電用原子炉の運転中又

は停止中に，機能・性能確認，弁動作試験，分解検査，外

観検査が可能な設計とする。 

 

 

燃料プール代替注水系（常設スプレイヘッダ）の可搬型

代替注水ポンプ（A-1 級）及び可搬型代替注水ポンプ（A-2 

級）は，発電用原子炉の運転中又は停止中に分解又は取替

え，車両としての運転状態確認が可能な設計とする。また，

発電用原子炉の運転又は停止中に，淡水貯水池を水源とし，

可搬型代替注水ポンプ（A-1 級）又は可搬型代替注水ポン

プ（A-2 級），仮設流量計，ホースの系統構成で淡水貯水池

へ送水する試験を行うテストラインを設けることで，燃料

プール代替注水系（常設スプレイヘッダ）の機能・性能（吐

出圧力，流量）及び漏えいの有無の確認が可能な系統設計

とする。なお，接続口から常設スプレイヘッダまでのライ

ンについては，上記の試験に加えて，発電用原子炉の運転

中及び停止中に接続口の弁開閉試験を実施することで機

能・性能が確認可能な設計とする。燃料プール代替注水系

（常設スプレイヘッダ）のホース及び常設スプレイヘッダ

傷試験により，性能に影響を及ぼす指示模様の有無を確認

可能な設計とする。また，目視により，性能に影響を及ぼ

すおそれのあるき裂，打こん，変形及び摩耗の有無を確認

可能な設計とする。 

また，代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）の

常設低圧代替注水系ポンプは，吐出配管にテストラインを

設け，発電用原子炉運転中又は停止中に，機能・性能検査

として，代替淡水貯槽を水源とした循環運転を行うことで，

ポンプの吐出圧力・流量の確認に加え，運転時の振動，異

音，異臭及び漏えいの確認が可能な設計とする。弁につい

ては，発電用原子炉運転中又は停止中に弁動作確認を実施

することで弁開閉動作の確認が可能な設計とする。ポンプ

及び系統配管・弁については，機能・性能検査等に合わせ

て外観の確認が可能な設計とする。 

常設スプレイヘッダは，通気により詰まりがないことを

確認する。 

代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）の可搬型

重大事故等対処設備の試験・検査を第3.11－29表に示す。 

代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）の可搬型

代替注水大型ポンプは，発電用原子炉運転中に機能・性能

検査，弁動作確認及び車両検査を，また，発電用原子炉停

止中に機能・性能検査，分解検査，弁動作確認及び車両検

査が可能な設計とする。 

機能・性能確認として，代替淡水貯槽又は海を水源とし，

可搬型代替注水大型ポンプ，仮設圧力計，流量計及びホー

スの系統構成で循環運転を実施することにより，ポンプの

吐出圧力及び流量の確認に加え，運転時の振動，異音，異

臭及び漏えいの確認が可能な設計とする。 

ポンプについては，機能・性能検査等に合わせて外観の

確認が可能な設計とする。ホースについては，機能・性能

に影響を及ぼすおそれのあるき裂，ジョイント部の腐食等

がないことを確認可能な設計とする。 

弁については，分解検査として弁体等の部品の状態を確

認可能な設計とする。分解検査においては，浸透探傷試験

により，性能に影響を及ぼす指示模様の有無を確認可能な

設計とし，目視により，性能に影響を及ぼすおそれのある

き裂，打こん，変形及び摩耗の有無を確認可能な設計とす

る。また，弁動作確認を実施することで，弁の開閉動作を

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）の大量送

水車は，表 3.11-12に示すように発電用原子炉の運転中又

は停止中に，機能・性能確認，弁動作試験，分解検査，外

観検査が可能な設計とする。 

 

 

 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）の大量送

水車は，発電用原子炉の運転中又は停止中に分解又は取替

え，車両としての運転状態確認が可能な設計とする。また，

発電用原子炉の運転又は停止中に，輪谷貯水槽（西１）及

び輪谷貯水槽（西２）を水源とし，大量送水車，仮設流量

計，ホースの系統構成で輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水

槽（西２）へ送水する試験を行うテストラインを設けるこ

とで，燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）の機

能・性能（吐出圧力，流量）及び漏えいの有無の確認が可

能な系統設計とする。なお，接続口から常設スプレイヘッ

ダまでのラインについては，上記の試験に加えて，発電用

原子炉の運転中及び停止中に接続口の弁開閉試験を実施す

ることで機能・性能が確認可能な設計とする。燃料プール

スプレイ系（常設スプレイヘッダ）のホース及び常設スプ

レイヘッダは，発電用原子炉の運転中又は停止中に外観検
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は，発電用原子炉の運転中又は停止中に外観検査により機

能・性能に影響を及ぼすおそれのある亀裂，腐食等がない

ことの確認が可能な設計とする。 

燃料プール代替注水系（常設スプレイヘッダ）の常設ス

プレイヘッダは，発電用原子炉の運転中又は停止中に通気

により，つまり等がないことの確認が可能な設計とする。 

（54-5） 

確認可能な設計とする。 

可搬型代替注水大型ポンプは，車両として異常なく走行

できることを確認可能な設計とする。 

（54－5－2,3） 

査により機能・性能に影響を及ぼすおそれのある亀裂，腐

食等がないことの確認が可能な設計とする。 

 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）の常設ス

プレイヘッダは，発電用原子炉の運転中又は停止中に通気

により，つまり等がないことの確認が可能な設計とする。 

（54-5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.11－28表 代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）の

試験検査（常設） 

発電用原子

炉の状態 
項目 内容 

運転中 
機能・性能検査 

ポンプ運転性能，ポンプ及び系

統配管・弁の漏えい確認，ポン

プ，常設スプレイヘッダ及び系

統配管・弁の外観の確認，常設

スプレイヘッダへの通気による

詰まり確認 

弁動作確認 弁開閉動作の確認 

停止中 

機能・性能検査 

ポンプ運転性能，ポンプ及び系

統配管・弁の漏えい確認，外観

の確認 

弁動作確認 弁開閉動作の確認 

分解検査 

ポンプ又は弁の部品の表面状態

について浸透探傷試験及び目視

により確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑩の相違 
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表 3.11-12燃料プール代替注水系（常設スプレイヘッダ）の試験

及び検査 

発電用原子

炉の状態 
項目 

内容 

運転中又は 

停止中 

機能・性能

試験 

可搬型代替注水ポンプ（A-1 級）

及び可搬型代替注水ポンプ（A-2

級）の運転性能（吐出圧力，流

量）の確認，漏えいの確認 

常設スプレイヘッダへの通気に

よる機能・性能の確認 

弁動作試験 弁開閉動作の確認 

分解検査 

可搬型代替注水ポンプ（A-1 級）

及び可搬型代替注水ポンプ（A-2

級）を分解し，部品の表面状態

を，試験及び目視により確認又

は必要に応じて取替え 

外観検査 
ホース及び常設スプレイヘッダ

外観の確認 

車両検査 

可搬型代替注水ポンプ（A-1 級）

及び可搬型代替注水ポンプ（A-2

級）の車両としての運転状態の

確認 
 

第 3.11－29表 代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）の

試験検査（可搬型） 

発電用原子

炉の状態 
項目 内容 

運転中又は

停止中 

機能・性能検査 
ポンプ運転性能，ポンプ及びホ

ースの漏えい確認，外観の確認 

弁作動確認 弁開閉動作の確認 

車両検査 車両の走行確認 

停止中 

機能・性能検査 
ポンプ運転性能，ポンプ及びホ

ースの漏えい確認，外観の確認 

分解検査 
弁の部品の表面状態について浸

透探傷試験及び目視により確認 

弁作動確認 弁開閉動作の確認 

車両検査 車両の走行確認 
 

表 3.11-12 燃料プール代替注水系（常設スプレイヘッダ）の試験

及び検査 

発電用原子

炉の状態 
項目 

内容 

運転中又は 

停止中 

機能・性能

試験 

大量送水車の運転性能（吐出圧

力，流量）の確認，漏えいの確認 

常設スプレイヘッダへの通気に

よる機能・性能の確認 

弁開閉動作の確認 

分解検査 

大量送水車を分解し，部品の表面

状態を，試験及び目視により確認

又は必要に応じて取替え 

外観検査 
ホース及び常設スプレイヘッダ

外観の確認 

車両検査 
大量送水車の車両としての運転

状態の確認 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

(4) 切り替えの容易性（設置許可基準規則第 43 条第 1 項四） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するため

に使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から速

やかに切り替えられる機能を備えるものであること。 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第43条第1項四） 

  (ⅰ) 要求事項 

   本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するため

に使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から速

やかに切り替えられる機能を備えるものであること。 

(4) 切り替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第１項四） 

(1) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するため

に使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から速

やかに切り替えられる機能を備えるものであること。 
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(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

燃料プール代替注水系（常設スプレイヘッダ）は，想定

される重大事故等時において，他の系統と切り替えること

なく使用できる設計とする。 

重大事故等への対処以外に通常時に使用する設備でない

ことから図 3.11-6で示すタイムチャートのとおり系統の

切替えは発生しない。 

（54-4） 

(ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性

について」に示す。 

    代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）の常設低

圧代替注水系ポンプは，本来の用途以外の用途には使用し

ない設計とする。 

代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）の可搬型

代替注水大型ポンプは，通常待機時は，接続先と系統と分

離した状態で西側及び南側保管場所に保管し，本来の用途

以外の用途には使用しない設計とする 

（54－4－4,5） 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）は，想定

される重大事故等時において，他の系統と切り替えること

なく使用できる設計とする。 

重大事故等への対処以外に通常時に使用する設備でない

ことから図 3.11-5で示すタイムチャートのとおり系統の

切り替えは発生しない。 

（54-4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.11-6 燃料プール代替注水系（常設スプレイヘッダ）のタイ

ムチャート(1/2)＊ 

 

 

図 3.11-6 燃料プール代替注水系（常設スプレイヘッダ）のタイ

ムチャート(2/2)＊ 

 

  

 

 

 

 

 

図 3.11-5 燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）のタイ

ムチャート※ 

 

※「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発

生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術

的能力に係る審査基準」への適合状況についての 1．11 で示

すタイムチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉では注水

とスプレイで同じ系統

構成となるためタイム

チャートは１つ 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

手順の項目

電源確認，燃料プール監視カメラ状態確認

緊急時対策所～第４保管エリア移動※１

車両健全性確認（ホース展張車）

送水準備（ホース敷設及び送水ヘッダ接続）

送水準備（送水ヘッダ～建物接続口）

緊急時対策所～第３保管エリア移動※２

車両健全性確認（大量送水車，ホース展張車）

大量送水車配置

送水準備（ホース敷設）

大量送水車起動，注水及びスプレイ開始（水張り・系統確認）

※１　第１保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，速やかに対応できる。

※２　第２保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，25分以内で可能である。

中央制御室運転員Ａ １

燃料プールスプレイ系
（常設スプレイヘッダ）による
燃料プールへの注水及びスプレイ

緊急時対策要員 ６

60 70 140

【接続口周辺作業】
ホース運搬・敷設，送水ヘッダ
運搬・接続等

要員(数)

緊急時対策要員 ６

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

80 90 100 11010 20 30 40 50

【取水箇所周辺作業】
大量送水車配置，ホース運搬・
敷設，注水操作等

備考120 130

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）による ２時間10分

燃料プールへの注水及びスプレイ
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＊：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発

生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術

的能力に係る審査基準」への適合状況についての 1．11 で示

すタイムチャート 

 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43 条第 1 項五） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもので

あること。 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第1項五） 

 (ⅰ) 要求事項 

   工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもので

あること。 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第１項五） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもので

あること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

燃料プール代替注水系（常設スプレイヘッダ）の可搬型

代替注水ポンプ（A-1 級）及び可搬型代替注水ポンプ（A-2 

級）は，通常時，接続先の系統と分離された状態で保管す

ることで，他の設備に悪影響を及ぼさない運用とする。 

 

 

 

 

 

 

 

また，輪留めによる固定等をすることで他の設備に悪影

響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

可搬型代替注水ポンプ（A-1 級）及び可搬型代替注水ポ

(ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等について」に示す。 

代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）の隔離弁

について第3.11－30表に示す。 

代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）は，通常

待機時は使用済燃料プールスプレイライン元弁を閉止する

ことで他の系統と隔離する系統構成としており，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。代替燃料プール注水系

（常設スプレイヘッダ）による注水を行う場合は，重大事

故等対象設備としての系統構成とすることで，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。 

代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）の可搬型

代替注水大型ポンプは，通常待機時は接続先の系統と分離

された状態で西側及び南側保管場所に保管することとで，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

可搬型代替注水大型ポンプによる注水は，弁操作によっ

て通常待機時の系統構成から重大事故等対象設備としての

系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。 

 

 

 

可搬型代替注水大型ポンプは，保管場所において転倒し

ない設計とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。設置場所においては，車両転倒防止装置又は輪

止めにより固定することで，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。 

可搬型代替注水大型ポンプは，固縛等を実施することで，

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）の大量送

水車は，通常時，接続先の系統と分離された状態で保管す

ることで，他の設備に悪影響を及ぼさない運用とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，輪留めによる固定等をすることで他の設備に悪影

響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

大量送水車は，飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼ

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑩の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉の常設ス

プレイヘッダを使用し

た燃料プールスプレイ

系は他の系統と独立し

ている 

・運用の相違 

【東海第二】 

 ⑥の相違 
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ンプ（A-2 級）は，飛散物となって他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。 

燃料プール代替注水系（常設スプレイヘッダ）の常設ス

プレイヘッダは，通常時，他設備と独立した状態で設置又

は保管し，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

（54-3,54-4,54-5） 

飛散物となって他の設備に悪影響及ぼさない設計とする。 

（54－3－2,9～11,54－8－2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.11－30表 他系統との隔離弁 

取合系統 系統隔離弁 駆動方式 動作 

使用済燃料プ

ール 使用済燃料プールス

プレイライン元弁 
電動駆動 通常時閉 

 

 

さない設計とする。 

 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）の常設ス

プレイヘッダは，通常時，他設備と独立した状態で設置又

は保管し，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

（54-3，54-4，54-5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

東海第二では弁操作

によって通常待機時の

系統構成から重大事故

等対象設備としての系

統構成とすることで，他

の設備に悪影響を及ぼ

さない設計としている 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉の常設ス

プレイヘッダを使用し

た燃料プールスプレイ

系は他の系統と独立し

ている 

 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43 条第 1 項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故

等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう，

放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置

場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたもので

あること。 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第1項六） 

  (ⅰ) 要求事項 

   想定される重大事故等が発生した場合において重大事故

等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう，

放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置

場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたもので

あること。 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第１項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故

等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう，

放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置

場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたもので

あること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。     

代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）の常設低

圧代替注水系ポンプを用いる場合の系統構成に操作が必要

な機器の設置場所，操作場所を第3.11－31表に示す。 

常設低圧代替注水系ポンプ，常設低圧代替注水系系統分

離弁，使用済燃料プールスプレイライン元弁及び使用済燃

料プール注水ライン流量調整弁は，原子炉建屋原子炉棟又

は常設低圧代替注水系格納槽内に設置されており，中央制

御室からの遠隔操作を可能とすることで，操作場所の放射

線量が高くなるおそれが少なくなるよう設計する。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑩の相違 
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燃料プール代替注水系（常設スプレイヘッダ）の系統構

成において操作が必要な機器の設置場所，操作場所を表

3.11-13 に示す。 

燃料プール代替注水系（常設スプレイヘッダ）の可搬型

代替注水ポンプ（A-1 級）及び可搬型代替注水ポンプ（A-2 

級）の起動及び接続口との接続作業，並びに屋外の操作対

象弁の開操作は，線源からの離隔により，放射線量が高く

なるおそれの少ない場所である屋外で実施可能な設計とす

る。 

 

 

 

燃料プール代替注水系（常設スプレイヘッダ）の常設ス

プレイヘッダは現場での操作が不要な設計とする。 

（54-3,54-7） 

代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）の可搬型

代替注水大型ポンプを用いる場合の系統構成に操作が必要

な機器の設置場所，操作場所を第3.11－32表に示す。 

このうち，可搬型代替注水大型ポンプ，原子炉建屋東側

接続口，原子炉建屋西側接続口の弁，高所東側接続口，高

所西側接続口の弁及びホースで操作するが，作業に当たっ

ては，放射線量を確認し，適切な放射線防護対策で作業安

全確保を確認した上で作業を実施する。仮に線量が高い場

合は，線源からの離隔距離を確保するとともに，状況に応

じ仮設遮蔽の設置等を実施した上で，線量を測定し線量が

低い場所で作業を行うことにより，可搬型代替注水大型ポ

ンプ等の設置及び常設設備との接続が可能な設計とする。 

    代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）の常設ス

プレイヘッダは操作が不要な設計とする。 

（54－3－2,9～12,54－4－4） 

 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）の系統構

成において操作が必要な機器の設置場所，操作場所を表

3.11-13に示す。 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）の大量送

水車の起動及び接続口との接続作業，並びに屋外の操作対

象弁の開操作は，線源からの離隔により，放射線量が高く

なるおそれの少ない場所である屋外で実施可能な設計とす

る。 

 

 

 

 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）の常設ス

プレイヘッダは現場での操作が不要な設計とする。 

（54-3，54-7） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第3.11－31表 代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）操

作対象機器設置場所 

（常設低圧代替注水系ポンプ使用時） 

機器名称 設置場所 操作場所 

常設低圧代替注水系ポンプ

（Ａ）又は（Ｂ） 

常設低圧代替注水系

格納槽内 

中央制御

室 

使用済燃料プールスプレイ

ライン元弁 

原子炉建屋原子炉棟

内 

中央制御

室 

使用済燃料プール注水ライ

ン流量調整弁 

原子炉建屋原子炉棟

内 

中央制御

室 

常設低圧代替注水系系統分

離弁 

常設低圧代替注水系

格納槽内 

中央制御

室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑩の相違 
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表 3.11-13操作対象機器設置場所 

 

 

機器名称 設置場所 操作場所 

可搬型代替注水ポンプ（A-1

級）  

屋外設置位置 屋外設置位置 

可搬型代替注水ポンプ（A-2

級）  

屋外設置位置 屋外設置位置 

使用済燃料プール外部注水

R/B北側注水ライン元弁 

屋外接続口位

置（原子炉建屋

北側） 

屋外接続口位

置（原子炉建

屋北側） 

使用済燃料プール外部注水

R/B東側注水ライン元弁 

屋外接続口位

置（原子炉建屋

東側） 

屋外接続口位

置（原子炉建

屋東側） 

ホース 屋外 屋外 
 

第3.11－32表 代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）操

作対象機器設置場所 

（可搬型代替注水大型ポンプ使用時） 

機器名称 設置場所 操作場所 

可搬型代替注水大型ポ

ンプ 

屋外設置場所 屋外設置場所 

接続口の弁 

（原子炉建屋東側及び

西側，高所東側及び西

側） 

屋外接続口近傍 接続口近傍 

使用済燃料プールスプ

レイライン元弁 

原子炉建屋原子炉棟

内 

中央制御室 

使用済燃料プール注水

ライン流量調整弁 

原子炉建屋原子炉棟

内 

中央制御室 

ホース 屋外 屋外 

 

 

表 3.11-13 操作対象機器設置場所 

 

 

機器名称 設置場所 操作場所 

大量送水車  屋外設置位置 屋外設置位置 

ＳＦＰＳ Ａ－注水ライ

ン流量調整弁 

屋外接続口位置

（原子炉建物南

側） 

屋外接続口位

置（原子炉建物

南側） 

ＳＦＰＳ Ｂ－注水ライ

ン流量調整弁 

屋外接続口位置

（原子炉建物西

側） 

屋外接続口位

置（原子炉建物

西側） 

ホース 屋外 屋外 
 

・設備の相違 

3.11.2.2.4 設置許可基準規則第 43 条第 2 項への適合方針 

 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43 条第 2 項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するもの

であること。 

3.11.2.3.3.2 設置許可基準規則第43条第2項への適合方針（常

設重大事故等対処設備の安全設計方針に対する適合性） 

 (1) 容量（設置許可基準規則第43条第2項一） 

  (ⅰ) 要求事項 

   想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分

に余裕のある容量を有するものであること。 

3.11.2.2.4 設置許可基準規則第 43条第２項への適合方針 

 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第２項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するもの

であること。 

 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

燃料プール代替注水系（常設スプレイヘッダ）の常設ス

プレイヘッダは，流路として，燃料プール代替注水系（常

設スプレイヘッダ）の可搬型代替注水ポンプ（A-1級）及

び可搬型代替注水ポンプ（A-2級）が，第 54条第 1 項及び

第 2項対応の場合に，必要な注水流量又はスプレイ量を発

揮する為に必要な容量を有する設計としている。これらの

詳細については，3.11.2.2.5項に記載のとおりである。 

(ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

   代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）である常

設低圧代替注水系ポンプは，第54条第1項及び第2項対応の

場合に，必要な注水量又はスプレイ量を有する設計とする。 

第54条第1項対応の必要な注水量としては，使用済燃料プ

ール内の燃料破損の防止の重要事故シーケンスの想定事故

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）の常設ス

プレイヘッダは，流路として，燃料プールスプレイ系（常

設スプレイヘッダ）の大量送水車が，第 54条第１項及び第

２項対応の場合に，必要な注水流量又はスプレイ量を発揮

する為に必要な容量を有する設計としている。これらの詳

細については，3.11.2.2.5項に記載のとおりである。 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑩の相違 
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１及び想定事故２に係る有効性評価解析（原子炉設置変更

許可申請書添付書類十）において，有効性が確認されてい

る使用済燃料プールへの注水流量が50m３／hであることか

ら，1台で約200m３／hを送水可能な常設低圧代替注水系ポン

プを1台使用する設計とする。 

揚程は，有効性が確認されている使用済燃料プールへの

注水流量で注水を実施する場合の圧損（水源（代替淡水貯

槽）と注水先（使用済燃料プール）の圧力差，静水頭，機

器圧損，配管及び弁類の圧損）を考慮して，約200mを確保

可能な設計とする。 

第54条第2項対応の必要なスプレイ量としては，使用済燃

料プール内に貯蔵している燃料体の冷却に必要なスプレイ

量の45.4 m３／hに余裕を見込んだ70m３／hとし，1台で約

200m３／hを送水可能な常設低圧代替注水系ポンプを1台使

用する設計とする。 

揚程は，有効性が確認されている使用済燃料プールへの

スプレイ量でスプレイを実施する場合の圧損（水源（代替

淡水貯槽）と注水先（使用済燃料プール）の圧力差，静水

頭，機器圧損，配管及び弁類の圧損）を考慮して，約200m

を確保可能な設計とする。 

なお，代替淡水貯槽の容量の説明は，「3.13 重大事故等

の収束に必要となる水の供給設備（設置許可基準規則第56

条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

可搬型代替注水大型ポンプの保管台数は「3.11.2.1.3.3 

設置許可基準規則第43条第3項への適合方針（可搬型重大事

故等対処設備の安全設計方針に対する適合性）」のとおり。 

    （54－6－2～4） 

 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43 条第 2 項二） 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでない

こと。ただし，二以上の発電用原子炉施設と共用すること

によって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上す

る場合であって，同一の工場等内の他の発電用原子炉施設

に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第43条第2項二） 

  (ⅰ) 要求事項 

   常設重大事故等対処設備の各機器については，一部の敷

地を共有する東海発電所内の発電用原子炉施設において共

用しない設計とする。ただし，共用対象の施設ごとに要求

される技術的要件（重大事故等に対処するための必要な機

能）を満たしつつ，東海発電所内の発電用原子炉施設と共

用することにより安全性が向上し，かつ，東海発電所内及

び東海第二発電所内の発電用原子炉施設に対して悪影響を

及ぼさない場合は，共用できる設計とする。 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43条第２項二） 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでない

こと。ただし，二以上の発電用原子炉施設と共用すること

によって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上す

る場合であって，同一の工場等内の他の発電用原子炉施設

に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 
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(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

燃料プール代替注水系（常設スプレイヘッダ）の常設ス

プレイヘッダは，二以上の発電用原子炉施設において共用

しない設計とする。 

(ⅱ) 適合性 

   基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等について」に示す。 

  代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）は，一部

の敷地を共有する東海発電所内の発電用原子炉施設におい

て共用しない設計とする。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）の常設ス

プレイヘッダは，二以上の発電用原子炉施設において共用

しない設計とする。 

 

（3）設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第

43 条第 2 項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事

故対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそ

れがないよう，適切な措置を講じたものであること。 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第43

条第2項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事

故対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそ

れがないよう，適切な措置を講じたものであること。 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43

条第２項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事

故対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそ

れがないよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

燃料プール代替注水系（常設スプレイヘッダ）の常設ス

プレイヘッダは，共通要因によって，設計基準事故対処設

備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水

機能又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれが

ある事故に対処するために必要な機能と同時にその機能が

損なわれるおそれがないよう，燃料プール冷却浄化系ポン

プ，残留熱除去系ポンプと表 3.11-14で示すとおり位置的

分散を図るとともに，可能な限りの多様性を備えた設計と

する。 

（54-3,54-4,54-7） 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等について」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）の常設低

圧代替注水系ポンプは，設計基準対象施設である燃料プー

ル冷却浄化系ポンプ及び残留熱除去系ポンプと同時にその

機能が損なわれるおそれがないよう，第3.11－20表に示す

とおり，多様性及び位置的分散を図る設計とする。 

代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）の常設低

圧代替注水系ポンプの多様性及び位置的分散については，

「3.11.2.1.3.2 設置許可基準規則第43条第2項への適合

方針（常設重大事故等対処設備の安全設計方針に対する適

合性）」に記載する。 

注水端を常設スプレイヘッダとすることで，設計基準対

象施設である燃料プール水戻りディフューザ及び重大事故

等対処設備の可搬型スプレイノズルに対し多様性及び可能

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）の常設ス

プレイヘッダは，共通要因によって，設計基準事故対処設

備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水

機能又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれが

ある事故に対処するために必要な機能と同時にその機能が

損なわれるおそれがないよう，燃料プール冷却ポンプ，残

留熱除去ポンプと表 3.11-14で示すとおり位置的分散を図

るとともに，可能な限りの多様性を備えた設計とする。 

（54-3，54-4，54-7） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑩の相違 
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な限り位置的分散を図った設計とする。 

 

 

 

 

  

表 3.11-14多様性又は多重性，位置的分散 

項目 

設計基準対象施設 重大事故等対処設備 

燃料プール

冷却浄化系 

残留熱除

去系（燃料

プール冷

却モード） 

残留熱除

去系（燃料

プール注

水モード） 

燃料プール代替注水系 

注水端 使用済燃料プールディフューザ 
可搬型スプ

レイヘッダ 

常設スプ

レイヘッ

ダ 

駆動用

空気 

不要 不要 

潤滑油 不要（内包油） 不要 

ポンプ 

燃料プール冷

却浄化系ポン

プ 

残留熱除去系ポンプ 

可搬型代替注水ポンプ

（A-1級）及び可搬型代

替注水ポンプ（A-2級） 

原子炉建屋地

上 2階 

原子炉建屋地下 3階

  
屋外 

冷却水 

6号炉は原子炉

補機冷却水系

及び原子炉補

機冷却海水系

（7号炉は不

要） 

原子炉補機冷却水系及

び原子炉補機冷却海水

系  

不要 

水源 

使用済燃料プール 

サプレッシ

ョン・チェン

バ 

代替淡水源（淡水貯水池

及び防火水槽） 

原子炉建屋地上 4階 
原子炉建屋

地下 3階 
屋外 

駆動電

源 

非常用交流電源設備（非常用ディーゼル

発電機） 

不要 

原子炉建屋地上 1階 不要 
 

 表 3.11-14 多様性又は多重性，位置的分散 

項目 

設計基準対象施設 重大事故等対処設備 

燃料プール冷却

系 

残留熱除去系 

（燃料プール

冷却） 

残留熱除去系 

 

燃料プールスプレイ

系 

注水端 燃料プールディフューザ 

可搬型ス

プレイノ

ズル 

常 設 ス

プ レ イ

ヘッダ 

駆 動 用 空

気 
不要 不要 

潤滑油 油浴方式 水潤滑 不要 

ポンプ 

燃料プール冷却

ポンプ 
残留熱除去ポンプ 大量送水車 

原子炉建物原子

炉棟中２階 
原子炉建物原子炉棟地下２階 屋外 

冷却水 

原子炉補機冷却

系及び原子炉補

機海水系 

原子炉補機冷却系及び原子炉補

機海水系 
不要 

水源 

燃料プール 

サプレッショ

ン・ 

チェンバ 

代替淡水源（輪谷貯水

槽（西１）及び輪谷貯

水槽（西２）） 

原子炉建物原子炉棟４階 

原子炉建物原

子炉棟地下２

階 

屋外 

駆動電源 

非常用交流電源設備（非常用ディーゼル発電機） 不要 

原子炉建物付属棟地下２階 不要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

3.11.2.2.5 設置許可基準規則第 43 条第 3 項への適合方針 

 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43 条第 3 項一） 

(ⅰ) 要求事項 

3.11.2.3.3.3 設置許可基準規則第43条第3項への適合方針（可

搬型重大事故等対処設備の安全設計方針に対する適合性） 

(1) 容量（設置許可基準規則第43条第3項一） 

  (ⅰ) 要求事項 

3.11.2.2.5 設置許可基準規則第 43条第３項への適合方針 

 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第３項一） 

(ⅰ) 要求事項 
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想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分

に余裕のある容量を有するものであること。 

   想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分

に余裕のある容量を有するものであること。 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分

に余裕のある容量を有するものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

燃料プール代替注水系（常設スプレイヘッダ）の可搬型

代替注水ポンプ（A-1級）及び可搬型代替注水ポンプ（A-2

級）は，第 54条第 1 項及び第 2項対応の場合に，必要な注

水流量又はスプレイ量を有する設計とする。 

可搬型代替注水ポンプ（A-1 級）及び可搬型代替注水ポ

ンプ（A-2 級）は，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水

機能が喪失する事故シーケンスのうち，使用済燃料プール

の冷却機能又は注水機能が喪失することにより，使用済燃

料プール内の水の温度が上昇し，蒸発により水位が低下す

る事故及びサイフォン現象等により使用済燃料プール内の

水の小規模な喪失が発生し，使用済燃料プールの水位が低

下する事故において，有効性が確認されている 45m3/h で注

水可能な設計とする。 

使用済燃料プールに注水する場合の可搬型代替注水ポン

プ（A-1 級）及び可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）の揚程

は，使用済燃料プールに注水する場合の水源（淡水貯水池）

と注水先（使用済燃料プール）の圧力差，静水頭，機器圧

損，配管，ホース及び弁類圧損を考慮し，可搬型代替注水

ポンプ（A-1 級）及び可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）の

組合せ又は可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）で注水流量

45m3/h 確保可能な設計とする。 

 

可搬型代替注水ポンプ（A-1 級）及び可搬型代替注水ポ

ンプ（A-2 級）は，想定される重大事故等時において，使

用済燃料プール内燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及

び臨界を防止するために必要な注水流量を有するものとし

て，常設スプレイヘッダを使用する場合は，可搬型代替注

水ポンプ（A-1 級）を１セット１台及び可搬型代替注水ポ

ンプ（A-2 級）を１セット 3 台，又は可搬型代替注水ポン

プ（A-2 級）を 1 セット 4 台使用する。 

保有数は，6 号及び 7 号炉共用で可搬型代替注水ポンプ

（A-2 級）の場合に 4 セット 16 台に加えて，故障時及び

保守点検による待機除外時のバックアップ用として 1 台（6 

号及び 7 号炉共用）の合計 17 台，可搬型代替注水ポンプ

(ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

    代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）である可

搬型代替注水大型ポンプは，第54条第1項及び第2項対応の

場合に，必要な注水量又はスプレイ量を有する設計とする。 

 

 第54条第1項対応の必要な注水量としては，使用済燃料プ

ール内の燃料破損の防止の重要事故シーケンスの想定事故

１及び想定事故２に係る有効性評価解析（原子炉設置変更

許可申請書添付書類十）において，有効性が確認されてい

る使用済燃料プールへの注水流量が50m３／hであることか

ら，1台で約1,320m３／hを送水可能な可搬型代替注水大型ポ

ンプを1台使用する設計とする。 

 

 

揚程は，有効性が確認されている使用済燃料プールへの

注水流量で注水を実施する場合の圧損（水源（代替淡水貯

槽）と注水先（使用済燃料プール）の圧力差，静水頭，機

器圧損，配管・ホース及び弁類の圧損）を考慮して，約140m

を確保可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）の大量送

水車は，第 54 条第１項及び第２項対応の場合に，必要な注

水流量又はスプレイ量を有する設計とする。 

 

大量送水車は，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機

能が喪失する事故シーケンスのうち，燃料プールの冷却機

能又は注水機能が喪失することにより，燃料プール内の水

の温度が上昇し，蒸発により水位が低下する事故及びサイ

フォン現象等により燃料プール内の水の小規模な喪失が発

生し，燃料プールの水位が低下する事故において，有効性

が確認されている約 48m3/h で注水可能な設計とする。 

 

 

燃料プールに注水する場合の大量送水車の揚程は，燃料

プールに注水する場合の水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪

谷貯水槽（西２））と注水先（燃料プール）の圧力差，静水

頭，機器圧損，配管，ホース及び弁類圧損を考慮し，大量

送水車で注水流量約 48m3/h 確保可能な設計とする。 

 

 

 

 

大量送水車は，想定される重大事故等時において，燃料

プール内燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を

防止するために必要な注水流量を有するものとして，常設

スプレイヘッダを使用する場合は，大量送水車を１セット

１台使用する。 

 

 

 

保有数は，２セット２台に加えて，故障時及び保守点検

による待機除外時のバックアップ用として１台の合計３台

を分散して保管する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】

設備仕様の相違 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】

設備仕様の相違 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二では２段落

前に記載 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑧の相違 

 

・他号炉と共用しない 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑧の相違 
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（A-1 級）の場合に 6 号及び 7 号炉共用で 1セット 1 台

に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバック

アップ用として 1 台（6 号及び 7 号炉共用）の合計 2 台

を分散して保管する。 

 

可搬型代替注水ポンプ（A-1 級）及び可搬型代替注水ポ

ンプ（A-2 級）は，使用済燃料貯蔵槽からの大量の水の漏

えいその他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が異

常に低下した場合において，有効性が確認されている

132m3/h から 147m3/h でスプレイ可能な設計とする。 

使用済燃料プールにスプレイする場合の可搬型代替注水

ポンプ（A-1 級）の揚程は，使用済燃料プールにスプレイ

する場合の水源（淡水貯水池）とスプレイ先（使用済燃料

プール）の圧力差，静水頭，機器圧損，配管，ホース及び

弁類圧損を考慮し，可搬型代替注水ポンプ（A-1 級）及び

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）の組合せでスプレイ量 132 

m3/h から 147m3/h 達成可能な設計とする。 

 

可搬型代替注水ポンプ（A-1 級）及び可搬型代替注水ポ

ンプ（A-2 級）は，想定される重大事故等時において，使

用済燃料プール内燃料体等の損傷を緩和し，及び臨界を防

止するために必要なスプレイ流量を有するものとして，常

設スプレイヘッダを使用する場合は，可搬型代替注水ポン

プ（A-1 級）を 1 セット 1 台及び可搬型代替注水ポンプ

（A-2 級）を 1 セット 3 台使用する。 

保有数は 6 号及び 7 号炉共用で可搬型代替注水ポンプ

（A-2 級）の場合に 1 セット 3 台に加えて，故障時及び保

守点検による待機除外時のバックアップ用として 1 台（6 

号及び 7 号炉共用）の合計 4 台，可搬型代替注水ポンプ

（A-1 級）の場合に 6 号及び 7 号炉共用で 1 セット 1 台

に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバック

アップ用として 1 台（6 号及び 7 号炉共用）の合計 2 台

を分散して保管する。 

（54-6） 

 

 

 

 

 

 

第54条第2項対応の必要なスプレイ量としては，使用済燃

料プール内に貯蔵している燃料体の冷却に必要なスプレイ

量の45.4 m３／hに余裕を見込んだ70m３／hとし，1台で約

1,320m３／hを送水可能な可搬型代替注水大型ポンプを1台

使用する設計とする。 

揚程は，有効性が確認されている使用済燃料プールへの

スプレイ量でスプレイを実施する場合の圧損（水源（代替

淡水貯槽）と注水先（使用済燃料プール）の圧力差，静水

頭，機器圧損，配管・ホース及び弁類の圧損）を考慮して，

約140mを確保可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，代替淡水貯槽の容量の説明は，「3.13 重大事故等

の収束に必要となる水の供給設備（設置許可基準規則第56

 

 

 

 

 

大量送水車は，使用済燃料貯蔵槽からの大量の水の漏

えいその他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が

異常に低下した場合において，有効性が確認されている

120m3/hでスプレイ可能な設計とする。 

 

燃料プールにスプレイする場合の大量送水車の揚程

は，燃料プールにスプレイする場合の水源（輪谷貯水槽

（西１）及び輪谷貯水槽（西２））とスプレイ先（燃料プ

ール）の圧力差，静水頭，機器圧損，配管，ホース及び

弁類圧損を考慮し，大量送水車でスプレイ量 120m3/h達

成可能な設計とする。 

 

 

大量送水車は，想定される重大事故等時において，燃

料プール内燃料体等の損傷を緩和し，及び臨界を防止す

るために必要なスプレイ流量を有するものとして，常設

スプレイヘッダを使用する場合は，大量送水車を１セッ

ト１台使用する。 

 

 

保有数は１セット１台に加えて，故障時及び保守点検

による待機除外時のバックアップ用として１台の合計２

台を分散して保管する。 

（54-6） 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

 東海第二では，

3.11.2.1.3.3項に記載 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設備仕様の相違 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設備仕様の相違 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二では２段落

前に記載 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑧の相違 

・他号炉と共用しない 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑧の相違 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二では，

3.11.2.1.3.3項に記載 

・資料構成の相違 

【東海第二】 
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条に対する設計方針を示す章）」に記載する。 

 

可搬型代替注水大型ポンプの保管台数は「3.11.2.1.3.3 

設置許可基準規則第43条第3項への適合方針（可搬型重大事

故等対処設備の安全設計方針に対する適合性）」に記載す

る。 

        （54－6－5～7） 

島根２号炉は，56条

に記載 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉では１段

落前及び５段落前に記

載 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第 43 条第 3 項二） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は

短時間に発電用原子炉施設と接続することができる常設の

設備をいう。以下同じ。）と接続するものにあっては，当該

常設設備と容易かつ確実に接続することができ，かつ，二

以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用することが

できるよう，接続部の規格の統一その他の適切な措置を講

じたものであること。 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第43条第3項二） 

  (ⅰ) 要求事項 

    常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は

短時間に発電用原子炉施設と接続することができる常設の

設備をいう。以下同じ。）と接続するものにあっては，当該

常設設備と容易かつ確実に接続することができ，かつ，二

以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用することが

できるよう，接続部の規格の統一その他の適切な措置を講

じたものであること。 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第 43条第３項二） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は

短時間に発電用原子炉施設と接続することができる常設の

設備をいう。以下同じ。）と接続するものにあっては，当該

常設設備と容易かつ確実に接続することができ，かつ，二

以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用することが

できるよう，接続部の規格の統一その他の適切な措置を講

じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

燃料プール代替注水系（常設スプレイヘッダ）の可搬型

代替注水ポンプ（A-1 級）及び可搬型代替注水ポンプ（A-2 

級）の接続箇所は，簡便な接続方式である結合金具による

接続にすることに加え,接続口の口径を 65A に統一

し,75A/65A の接続治具を配備しておくことで確実に接続

ができる設計とする。 

 

 

 

また，6 号及び７号炉が相互に使用することができるよ

う,可搬型代替注水ポンプ（A-1 級）及び可搬型代替注水ポ

ンプ（A-2 級）から来るホースと接続口について,ホースと

接続口を簡便な接続方式である結合金具による接続にする

ことに加え,接続口の口径を 65A に統一,75A/65A の接続治

具を配備しておくことで確実に接続ができる設計とする。 

（54-7） 

 

 

 

  (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性

について」に示す。 

   代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）の可搬型

代替注水大型ポンプ側のホースと接続口については，フラ

ンジ接続にすることで，一般的に使用される工具を用いて

ホースを容易かつ確実に接続ができる設計とする。また，

原子炉建屋東側接続口，原子炉建屋西側接続口，高所東側

接続口及び高所西側接続口の口径を統一し，容易かつ確実

に接続できる設計とする。 

（54－7－2） 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）の大量送

水車の接続箇所は，簡便な接続方式である結合金具による

接続にすることに加え，接続口の口径を 150Aに統一するこ

とで確実に接続ができる設計とする。 

（54-7） 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉では，接続

口と接続口に接続する

ホースは 150Aで統一さ

れており，接続治具を必

要としない 

・他号炉と共用しない 
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(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第 43 条第 3 項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって

接続することができなくなることを防止するため，可搬型

重大事故等対処設備（原子炉建屋の外から水又は電力を供

給するものに限る。）の接続口をそれぞれ互いに異なる複数

の場所に設けるものであること。 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第43条第3項三） 

  (ⅰ) 要求事項 

   常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって

接続することができなくなることを防止するため，可搬型

重大事故等対処設備（原子炉建屋の外から水又は電力を供

給するものに限る。）の接続口をそれぞれ互いに異なる複数

の場所に設けるものであること。 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第 43条第３項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって

接続することができなくなることを防止するため，可搬型

重大事故等対処設備（原子炉建屋の外から水又は電力を供

給するものに限る。）の接続口をそれぞれ互いに異なる複数

の場所に設けるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

燃料プール代替注水系（常設スプレイヘッダ）及び燃料

プール代替注水系（可搬型スプレイヘッダ）の可搬型代替

注水ポンプ（A-1 級）及び可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）

の接続箇所は，重大事故等時の環境条件，自然現象，外部

人為事象，溢水及び火災の影響により接続できなくなるこ

とを防止するため，接続口をそれぞれ互いに異なる複数の

場所に設ける設計とする。 

 

6 号及び 7 号炉ともに，接続口から可搬型スプレイヘッ

ダまで建屋内にホースを敷設してつながる「SFP 接続口」

を原子炉建屋南側に 1 箇所設置し，接続口から常設スプレ

イヘッダまで鋼製配管でつながる「SFP 接続口」を原子炉

建屋東側に 1 箇所，原子炉建屋北側に 1 箇所設置し，合計

3 箇所設置することで共通要因によって接続できなくなる

ことを防止する設計とする。 

燃料プール代替注水系（常設スプレイヘッダ）の接続が困

難な場合に備え，燃料プール代替注水系（可搬型スプレイヘ

ッダ）を設ける。 

（54-7） 

 

(ⅱ) 適合性 

   基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等について」に示す。 

    代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）の可搬型

代替注水大型ポンプの接続箇所である接続口は，重大事故

等時の環境条件，自然現象，外部人為事象，溢水及び火災

の影響により接続できなくなることを防止するため，原子

炉建屋の異なる面の隣接しない東側に1箇所，西側に1箇所，

常設代替高圧電源装置置場の東側に1箇所，西側に1箇所設

置する。 

    （54－3－9，11，54－7－2） 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）の大量送

水車の接続箇所は，重大事故等時の環境条件，自然現象，

外部人為事象，溢水及び火災の影響により接続できなくな

ることを防止するため，接続口をそれぞれ互いに異なる複

数の場所に設ける設計とする。 

 

 

 

接続口から常設スプレイヘッダまで鋼製配管でつながる

「燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ使用）接続

口」を原子炉建物南側に１箇所，原子炉建物西側に１箇所

設置し，合計２箇所設置することで共通要因によって接続

できなくなることを防止する設計とする。 

 

 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）の接続が

困難な場合に備え，燃料プールスプレイ系（可搬型スプレ

イノズル）を設ける。 

（54-7） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑦の相違 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第 43 条第 3 項四） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重

大事故等対処設備を設置場所に据え付け，及び常設設備と

接続することができるよう，放射線量が高くなるおそれが

少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他

の適切な措置を講じたものであること。 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第43条第3項四） 

  (ⅰ) 要求事項 

   想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重

大事故等対処設備を設置場所に据え付け，及び常設設備と

接続することができるよう，放射線量が高くなるおそれが

少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他

の適切な措置を講じたものであること。 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第３項四） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重

大事故等対処設備を設置場所に据え付け，及び常設設備と

接続することができるよう，放射線量が高くなるおそれが

少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他

の適切な措置を講じたものであること。 
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(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

燃料プール代替注水系（常設スプレイヘッダ）である可

搬型代替注水ポンプ（A-1 級）及び可搬型代替注水ポンプ

（A-2 級）は，想定される重大事故等が発生した場合にお

ける放射線を考慮しても作業への影響はないと想定してい

るが，仮に線量が高い場合は線源からの離隔距離をとるこ

と，線量を測定し線量が低い位置に配置することにより，

これら設備の設置及び常設設備との接続が可能である。ま

た，現場での接続作業に当たっては，簡便な結合金具によ

る接続方式により，確実に速やかに接続が可能である。 

（54-7） 

(ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

    代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）の可搬型

代替注水大型ポンプ，原子炉建屋東側接続口及び原子炉建

屋西側接続口の弁，高所東側接続口及び高所西側接続口の

弁及びホースは，屋外に設置する設計とするが，作業に当

たっては，放射線量を確認し，適切な放射線防護対策で作

業安全確保を確認した上で作業を実施する。仮に線量が高

い場合は，線源からの離隔距離を確保するとともに，状況

に応じ仮設遮蔽の設置等を実施した上で，線量を測定し線

量が低い位置に場所で作業を行うことにより，可搬型代替

注水大型ポンプの設置及び常設設備との接続を可能な設計

とする。 

ホースの接続は，簡便な接続金物により容易かつ確実に

接続が可能な設計とする。また，接続口への接続は，簡便

なフランジ接続により，一般的な工具等を用い容易かつ確

実に接続が可能な設計とする。 

（54－3－2，5） 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）である大

量送水車は，想定される重大事故等が発生した場合におけ

る放射線を考慮しても作業への影響はないと想定している

が，仮に線量が高い場合は線源からの離隔距離をとること，

線量を測定し線量が低い位置に配置することにより，これ

ら設備の設置及び常設設備との接続が可能である。また，

現場での接続作業に当たっては，簡便な結合金具による接

続方式により，確実に速やかに接続が可能である。 

（54-7） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第 43 条第 3 項五） 

(ⅰ) 要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機

の衝突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故対処

設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮し

た上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管す

ること。 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第43条第3項五） 

 (ⅰ) 要求事項 

   地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機

の衝突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故対処

設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮し

た上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管す

ること。 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第 43条第３項五） 

(ⅰ) 要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機

の衝突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故対処

設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮し

た上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管す

ること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

燃料プール代替注水系（常設スプレイヘッダ）である可

搬型代替注水ポンプ（A-1 級）及び可搬型代替注水ポンプ

（A-2 級）は，地震，津波その他の自然現象又は故意によ

る大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響，設計

基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配置その他の

条件を考慮し，燃料プール冷却浄化系ポンプ，残留熱除去

系ポンプと位置的分散を図り，可搬型代替注水ポンプ（A-1 

級）は，発電所敷地内の高台（大湊側高台保管場所及び荒

浜側高台保管場所）の複数箇所に分散して保管し，可搬型

(ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等について」に示す。 

代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）の可搬型

代替注水大型ポンプは，地震，津波その他の自然現象又は

故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影

響，設計基準対象施設である燃料プール冷却浄化系ポンプ，

残留熱除去系ポンプ及び重大事故等対処設備である常設低

圧代替注水系ポンプの配置その他の条件を考慮し，発電所

敷地内の西側及び南側保管場所に保管することで位置的分

散を図る設計とする。 

（54－8－2） 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）である大

量送水車は，地震，津波その他の自然現象又は故意による

大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響，設計基

準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条

件を考慮し，燃料プール冷却ポンプ，残留熱除去ポンプと

位置的分散を図り，発電所敷地内の津波の影響を受けない

場所（第２，第３及び第４保管エリア）の複数箇所に分散

して保管する。 

（54-8） 
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代替注水ポンプ（A-2 級）は，発電所敷地内の高台（大湊

側高台保管場所及び荒浜側高台保管場所）並びに 5 号炉東

側第二保管場所の複数箇所に分散して保管する。 

（54-8） 

 

 

(6) アクセスルートの確保（設置許可基準規則第 43 条第 3 項

六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型

重大事故等対処設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を

把握するため，工場等内の道路及び通路が確保できるよう，

適切な措置を講じたものであること。 

(6) アクセスルートの確保（設置許可基準規則第43条第3項六） 

 

  (ⅰ) 要求事項 

   想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型

重大事故等対処設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を

把握するため，工場等内の道路及び通路が確保できるよう，

適切な措置を講じたものであること。 

(6) アクセスルートの確保（設置許可基準規則第 43条第３項

六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型

重大事故等対処設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を

把握するため，工場等内の道路及び通路が確保できるよう，

適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

燃料プール代替注水系（常設スプレイヘッダ）の可搬型

代替注水ポンプ（A-1 級）は，通常時は高台の荒浜側高台

保管場所及び大湊側高台保管場所に分散して保管し，可搬

型代替注水ポンプ（A-2 級）は，通常時は高台の荒浜側高

台保管場所及び大湊側高台保管場所並びに 5 号炉東側第二

保管場所に分散して保管しており，想定される重大事故等

が発生した場合においても，可搬型重大事故等対処設備の

運搬及び移動に支障をきたすことのないよう，迂回路も考

慮して複数のアクセスルートを確保する設計とする。（『可

搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートにつ

いて』参照） 

（54-9） 

(ⅱ) 適合性 

   基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性

について」に示す。 

代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）の可搬型

代替注水大型ポンプは，通常待機時は西側及び南側保管場

所に保管するため，重大事故等時においても，保管場所か

ら設置場所までの運搬経路について，設備の運搬及び移動

に支障をきたすことのないよう，迂回路も考慮して複数の

アクセスルートを確保する。 

なお，アクセスルートの詳細については，「実用発電用原

子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大

の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に

係る審査基準」への適合状況についての「1.0 重大事故等

対策における共通事項」添付資料1.0.2「東海第二発電所 

可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートに

ついて」に記載する。 

（54－9－2～3） 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）の大量送

水車は，通常時は津波の影響を受けない場所（第２，第３

及び第４保管エリア）に分散して保管しており，想定され

る重大事故等が発生した場合においても，可搬型重大事故

等対処設備の運搬及び移動に支障をきたすことのないよ

う，迂回路も考慮して複数のアクセスルートを確保する設

計とする。（『可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアク

セスルートについて』参照） 

（54-9） 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

⑨の相違 

 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故等防止設備との多

様性（設置許可基準規則第 43 条第 3 項七） 

(ⅰ) 要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によ

って，設計基準事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵

槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防止設備

の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要

な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故等防止設備との

多様性（設置許可基準規則第43条第3項七） 

  (ⅰ) 要求事項 

   重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によ

って，設計基準事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵

槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防止設備

の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要

な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故等防止設備との多

様性（設置許可基準規則第 43条第３項七） 

(ⅰ) 要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によ

って，設計基準事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵

槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防止設備

の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要

な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，
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適切な措置を講じたものであること。 適切な措置を講じたものであること。 適切な措置を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

燃料プール代替注水系（常設スプレイヘッダ）の可搬型

代替注水ポンプ（A-1 級）及び可搬型代替注水ポンプ（A-2 

級）は，共通要因によって，設計基準事故対処設備の安全

機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能又は

常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故

に対処するために必要な機能と同時にその機能が損なわれ

るおそれがないよう，燃料プール冷却浄化系ポンプ，残留

熱除去系ポンプと表 3.11-14 で示すとおり位置的分散を図

るとともに，可能な限りの多様性を備えた設計とする。 

（54-3,54-4,54-7,54-8） 

(ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等について」に示す。 

代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）の可搬型

代替注水大型ポンプは，設計基準対象施設である燃料プー

ル冷却浄化系ポンプ，残留熱除去系ポンプ及び常設重大事

故等対処設備である常設低圧代替注水ポンプと同時にその

機能が損なわれるおそれがないよう，第3.11－20表に示す

とおり，多様性及び位置的分散を図る設計とする。 

可搬型代替注水大型ポンプの多様性及び位置的分散につ

いては，「3.11.2.1.3.3 設置許可基準規則第43条第3項へ

の適合方針（可搬型重大事故等対処設備の安全設計方針に

対する適合性）」に示す。 

注水端を常設スプレイヘッダとすることで，設計基準対

象施設である燃料プール水戻りディフューザ及び重大事故

等対処設備の可搬型スプレイノズルに対し多様性及び可能

な限り位置的分散を図った設計とする。 

（54－3－2） 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）の大量送

水車は，共通要因によって，設計基準事故対処設備の安全

機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能又は

常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故

に対処するために必要な機能と同時にその機能が損なわれ

るおそれがないよう，燃料プール冷却ポンプ，残留熱除去

ポンプと表 3.11-14で示すとおり位置的分散を図るととも

に，可能な限りの多様性を備えた設計とする。 

 

 

注水端を常設スプレイヘッダとすることで，設計基準対

象施設である燃料プールディフューザ及び重大事故等対処

設備の可搬型スプレイノズルに対し多様性及び可能な限り

位置的分散を図った設計とする。 

（54-3，54-4，54-7，54-8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑩の相違 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 
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3.11.2.3 燃料プール冷却浄化系 

3.11.2.3.1 設備概要 

燃料プール冷却浄化系は，非常用交流電源設備及び原子炉補

機冷却系が機能喪失した場合でも，常設代替交流電源設備又は

可搬型代替交流電源設備及び代替原子炉補機冷却系を用いて，

使用済燃料プール内燃料体等から発生する崩壊熱を除熱するこ

とを目的として使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

燃料プール冷却浄化系は，燃料プール冷却浄化系ポンプ，燃

料プール冷却浄化系熱交換器，電源設備（常設代替交流電源設

備，可搬型代替交流電源設備），計測制御装置及び，流路である

燃料プール冷却浄化系の配管及び弁から構成される。 

本系統は使用済燃料プールの水を燃料プール冷却浄化系ポン

プにより燃料プール冷却浄化系熱交換器等を経由して循環させ

ることで，使用済燃料プールを冷却できる設計とする。 

燃料プール冷却浄化系で使用する代替原子炉補機冷却系は，

代替原子炉補機冷却水ポンプ及び熱交換器を搭載した熱交換器

ユニット，大容量送水車（熱交換器ユニット用），電源設備（可

搬型代替交流電源設備），計測制御装置，流路である原子炉補機

冷却系の配管及び弁，ホース，海水貯留堰，スクリーン室，取

水路，及び燃料補給設備である軽油タンク，タンクローリ（4kL）

等から構成される。 

 

 

3.11.2.4 代替燃料プール冷却設備 

3.11.2.4.1 設備概要 

  代替燃料プール冷却設備は，設計基準対象施設である燃料プ

ール冷却浄化系及び残留熱除去系（使用済燃料プール水の冷却

機能）の有する使用済燃料プールの冷却機能が喪失した場合に，

使用済燃料プール内に貯蔵する使用済燃料から発生する崩壊熱

を除去するため，使用済燃料プール水を冷却することを目的と

して設置するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本系統は，代替燃料プール冷却系熱交換器の一次側に使用済

燃料プール水を送水する代替燃料プール冷却系と代替燃料プー

ル冷却系熱交換器の二次側に海水を送水する緊急用海水系で構

成され，代替燃料プール冷却系熱交換器の二次側を流れる海水

にて，一次側を流れる使用済燃料プール水を冷却することによ

り使用済燃料プールを冷却する設計とする。 

 

代替燃料プール冷却系は，使用済燃料プールを水源として代

替燃料プール冷却系ポンプにより使用済燃料プール水を流路で

あるスキマサージタンク，燃料プール冷却浄化系配管・弁及び

代替燃料プール冷却系配管・弁を経由して代替燃料プール冷却

系熱交換器の一次側に送水され，代替燃料プール冷却系熱交換

器にて冷却された使用済燃料プール水は，使用済燃料プールへ

戻る循環系統である。 

 

 

3.11.2.3 燃料プール冷却系 

3.11.2.3.1 設備概要 

燃料プール冷却系は，非常用交流電源設備及び原子炉補機冷

却系（原子炉補機海水系を含む）が機能喪失した場合でも，常

設代替交流電源設備及び原子炉補機代替冷却系を用いて，燃料

プール内燃料体等から発生する崩壊熱を除熱することを目的と

して使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

燃料プール冷却系は，燃料プール冷却ポンプ，燃料プール冷

却系熱交換器，電源設備（常設代替交流電源設備），計測制御装

置及び，流路である燃料プール冷却系の配管及び弁から構成さ

れる。 

本系統は燃料プールの水を燃料プール冷却ポンプにより燃料

プール冷却系熱交換器等を経由して循環させることで，燃料プ

ールを冷却できる設計とする。 

燃料プール冷却系で使用する原子炉補機代替冷却系は，移動

式代替熱交換設備淡水ポンプ及び熱交換器を搭載した移動式代

替熱交換設備，大型送水ポンプ車，電源設備（常設代替交流電

源設備，代替所内電気設備），計測制御装置，流路である原子炉

補機冷却系の配管及び弁，ホース，取水口，取水管，取水槽，

及び燃料補給設備であるガスタービン発電機用軽油タンク，非

常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク，高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル発電機燃料貯蔵タンク，タンクローリ等から構成され

る。 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

東海第二は使用済燃

料プールを冷却する系

統として，既設の燃料プ

ール冷却浄化系と異な

る代替燃料プール冷却

系を有している。島根２

号炉では既設の燃料プ

ール冷却系と最終ヒー

トシンクに熱を輸送す

るための設備である原

子炉補機代替冷却を組

合せて，重大事故対処設

備として使用する（以

下，⑪の相違） 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ④の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑪の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ④の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑪の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ④の相違 
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熱交換器ユニットは，海水を冷却源としたプレート式熱交換

器と代替原子炉補機冷却水ポンプで構成され，移動可能とする

ために熱交換器及び代替原子炉補機冷却水ポンプは車両に搭載

する設計とする。 

大容量送水車（熱交換器ユニット用）は，海を水源とし，熱

交換器ユニットの熱交換器に送水することで，熱交換後の海水

を海へ排水する。また，熱交換器ユニットの海水側配管及び大

容量送水車（熱交換器ユニット用）の異物混入による機能低下

を防ぐために，代替原子炉補機冷却海水ストレーナを設置する。 

 

熱交換器ユニットと大容量送水車（熱交換器ユニット用）を

含む海水側配管は，ホースを接続することで流路を構成できる

設計とする。また，熱交換器ユニットの淡水側配管については，

ホースを熱交換器ユニットとタービン建屋の接続口に接続する

ことで流路を構成できる設計とする。 

代替原子炉補機冷却系の全体構成としては，熱交換器ユニッ

トの代替原子炉補機冷却水ポンプにより，大容量送水車（熱交

換器ユニット用）を用いて除熱された系統水を接続口を介して

原子炉補機冷却系に送水し，燃料プール冷却浄化系熱交換器で

熱交換を行う系統設計とする。熱交換後の系統水は，原子炉補

機冷却系から接続口及びホースを介し，熱交換器ユニットに戻

る構成とし，熱交換器で除熱された系統水は再び原子炉補機冷

却系を通じて燃料プール冷却浄化系熱交換器に送水される。代

替原子炉補機冷却系は，上記の循環冷却ラインを形成すること

で，系統水を除熱する。 

燃料プール冷却浄化系で使用する代替原子炉補機冷却系は，

熱交換器ユニットの淡水側において，燃料プール冷却浄化系熱

交換器で熱交換を行った系統水を熱交換器ユニットにより冷却

及び送水し，再び燃料プール冷却浄化系熱交換器で熱交換を行

う循環冷却ラインを形成し，熱交換器ユニットの海水側におい

て，大容量送水車（熱交換器ユニット用）により海水を取水し，

熱交換器ユニットに送水することで淡水側との熱交換を行い，

熱交換後の系統水を海へ排水する。 

 

 

 

 

 

緊急用海水系は，非常用取水設備である緊急用海水ポンプピ

ットから緊急用海水ポンプにより取水した海水を緊急用海水系

配管・弁及び残留熱除去系海水系配管・弁を経由して代替燃料

プール冷却系熱交換器の二次側に送水され，代替燃料プール冷

却系熱交換器を通過した海水は，最終的な熱の逃がし場である

海へ放水される系統である。代替燃料プール冷却設備の系統概

要図を第 3.11－12図に，重大事故等対処設備を第 3.11－33表

に示す。代替燃料プール冷却系ポンプ及び緊急用海水ポンプの

電源は，常設代替交流電源設備である常設代替高圧電源装置か

ら給電できる設計とする。 

移動式代替熱交換設備は，海水を冷却源としたプレート式熱

交換器と移動式代替熱交換設備淡水ポンプで構成され，移動可

能とするために熱交換器及び移動式代替熱交換設備淡水ポンプ

は車両に搭載する設計とする。 

大型送水ポンプ車は，海を水源とし，移送式代替熱交換設備

の熱交換器に送水することで，熱交換後の海水を海へ排水する。

また，移動式代替熱交換設備の海水側配管及び大型送水ポンプ

車の異物混入による機能低下を防ぐために，ストレーナを設置

する。 

 

移動式代替熱交換設備と大型送水ポンプ車を含む海水側配管

は，ホースを接続することで流路を構成できる設計とする。ま

た，移動式代替熱交換設備の淡水側配管については，ホースを

移動式代替熱交換設備と原子炉建物の接続口に接続することで

流路を構成できる設計とする。 

原子炉補機代替冷却系の全体構成としては，移動式代替熱交

換設備の移動式代替熱交換設備淡水ポンプにより，大型送水ポ

ンプ車を用いて除熱された系統水を屋外の接続口を介して原子

炉補機冷却系に送水し，燃料プール冷却系熱交換器で熱交換を

行う系統設計とする。熱交換後の系統水は，原子炉補機冷却系

から屋外の接続口及びホースを介し，移動式代替熱交換設備に

戻る構成とし，熱交換器で除熱された系統水は再び原子炉補機

冷却系を通じて燃料プール冷却系熱交換器に送水される。原子

炉補機代替冷却系は，上記の循環冷却ラインを形成することで，

系統水を除熱する。 

燃料プール冷却系で使用する原子炉補機代替冷却系は，移動

式代替熱交換設備の淡水側において，燃料プール冷却系熱交換

器で熱交換を行った系統水を移動式代替熱交換設備により冷却

及び送水し，再び燃料プール冷却系熱交換器で熱交換を行う循

環冷却ラインを形成し，移動式代替熱交換設備の海水側におい

て，大型送水ポンプ車により海水を取水し，移動式代替熱交換

設備に送水することで淡水側との熱交換を行い，熱交換後の系

統水を海へ排水する。 

また，屋外の接続口が使用できない場合には，大型送水ポン

プ車により屋内の接続口を介して海水を原子炉補機冷却系に送

水し，燃料プール冷却系熱交換器で熱交換を行う系統設計とす

る。熱交換後の海水は，原子炉補機冷却系から屋外の接続口を

介し，海へ排水する。 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑪の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑪の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑪の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉の屋内の

接続口を使用する場合

は，大型送水ポンプ車に
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大容量送水車（熱交換器ユニット用）は，ディーゼルエンジ

ンにより駆動できる設計とし，燃料は燃料補給設備である軽油

タンク及びタンクローリ（4kL）により補給できる設計とする。 

本系統は，現場での弁操作により系統構成を行った後，熱交

換器ユニットに搭載された代替原子炉補機冷却水ポンプの操作

スイッチ及び大容量送水車（熱交換器ユニット用）の車両に搭

載された操作スイッチにより，現場での手動操作によって運転

を行うものである。 

燃料プール冷却浄化系の系統概要図を図 3.11-7に，代替原子

炉補機冷却系の系統概要図を図 3.11-8に，本系統に属する重大

事故等対処設備一覧を表 3.11-15に示す。 

（54-14） 

 

 

 

大型送水ポンプ車は，ディーゼルエンジンにより駆動できる

設計とし，燃料は燃料補給設備であるガスタービン発電機用軽

油タンク，非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク又は高圧炉

心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンクからタンクロー

リにより補給できる設計とする。 

本系統は，現場での弁操作により系統構成を行った後，移動

式代替熱交換設備に搭載された移動式代替熱交換設備淡水ポン

プの操作スイッチ及び大型送水ポンプ車の車両に搭載された操

作スイッチにより，現場での手動操作によって運転を行うもの

である。 

燃料プール冷却系の系統概要図を図 3.11-6及び図 3.11-7に，

原子炉補機代替冷却系の系統概要図を図 3.11-8から図 3.11-10

に，本系統に属する重大事故等対処設備一覧を表 3.11-15に示

す。 

（54-14） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

より海水を原子炉補機

冷却系に送水する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 
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図 3.11-7 燃料プール冷却浄化系 系統概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.11－12図 代替燃料プール冷却系設備系統図（残留熱除去系

海水系Ａ系使用時） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.11-6 燃料プール冷却系 系統概要図（Ａ系） 

 

図 3.11-7 燃料プール冷却系 系統概要図（Ｂ系） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ-燃料プール 

冷却系熱交換器 

Ａ-燃料プール

冷却ポンプ 

Ｂ-燃料プール

冷却ポンプ 

 

燃料プール 

Ａ(Ｂ)-スキマ・ 

サージ・タンク 

ディフューザ 

Ｂ-燃料プール 

冷却系熱交換器 

サイフォン 

ブレイク配管 

AO AO 

AO 

MO 

MO 

MO AO 

MO 

残留熱除去系より 

MO 
復水輸送系

より 
 

残留熱除去系へ 

・電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第57条に対する設置方針

を示す章）」で示す。 

・計測設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第58条に対する設置方針

を示す章）」で示す。 

重大事故等対処設備 

Ａ-

ろ
過
脱
塩
装
置 

Ｂ-

ろ
過
脱
塩
装
置 

原子炉補機

代替冷却系 

原子炉補機

代替冷却系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ-燃料プール 

冷却系熱交換器 

Ａ-燃料プール

冷却ポンプ 

Ｂ-燃料プール

冷却ポンプ 

 

燃料プール 

Ａ(Ｂ)-スキマ・ 

サージ・タンク 

ディフューザ 

Ｂ-燃料プール 

冷却系熱交換器 

サイフォン 

ブレイク配管 

AO 

AO 

MO 

MO 

MO AO 

MO 

残留熱除去系より 

MO 
復水輸送系

より 
 

残留熱除去系へ 

・電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第57条に対する設置方針

を示す章）」で示す。 

・計測設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第58条に対する設置方針

を示す章）」で示す。 

重大事故等対処設備 

Ａ-

ろ
過
脱
塩
装
置 

Ｂ-

ろ
過
脱
塩
装
置 

AO 

原子炉補機

代替冷却系 

原子炉補機

代替冷却系 
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図 3.11-8 代替原子炉補機冷却系 系統概要図 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.11-8 原子炉補機代替冷却系 系統概要図（Ａ系） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.11-9 原子炉補機代替冷却系 系統概要図（Ｂ系） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.11-10 原子炉補機代替冷却系 系統概要図 

（屋内の接続口を使用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

Ａ－原子炉補機冷却系熱交換器 Ｂ－原子炉補機冷却系熱交換器 
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・電源設備については「3.14 電
源設備（設置許可基準規則第 57
条に対する設置方針を示す章）」
で示す。 
・計測設備については「3.15 計
装設備（設置許可基準規則第 58
条に対する設置方針を示す章）」
で示す。 

Ａ－原子炉補機冷却系熱交換器 Ｂ－原子炉補機冷却系熱交換器 
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・電源設備については「3.14 電
源設備（設置許可基準規則第 57
条に対する設置方針を示す章）」
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Ａ－原子炉補機冷却系熱交換器 Ｂ－原子炉補機冷却系熱交換器 
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表 3.11-15燃料プール冷却浄化系に関する重大事故等対処設備一

覧 

設備区分 設備名 

主要設備 燃料プール冷却浄化系ポンプ【常設】 

燃料プール冷却浄化系熱交換器【常設】 

熱交換器ユニット【可搬】 

大容量送水車（熱交換器ユニット用）【可搬】 

附属設備 代替原子炉補機冷却海水ストレーナ【可搬】 

水源※1 非常用取水設備 

海水貯留堰【常設】 

スクリーン室【常設】 

取水路【常設】 

流路 原子炉補機冷却系 配管・弁・サージタンク【常設】 

燃料プール冷却浄化系 配管・弁【常設】 

燃料プール冷却浄化系 スキマサージタンク【常設】 

燃料プール冷却浄化系 デイフユーザ【常設】 

ホース【可搬】 

注水先 使用済燃料プール【常設】 

電源設備※2 

（燃料補給設

備を含む。）  

常設代替交流電源設備 

第一ガスタービン発電機【常設】 

軽油タンク【常設】 

タンクローリ（16kL）【可搬】 

第一ガスタービン発電機用燃料タンク【常設】 

第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ【常設】 

可搬型代替交流電源設備 

電源車【可搬】 

軽油タンク【常設】 

タンクローリ（4kL）【可搬】 

計装設備※3 使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA広域）【常設】 

使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA）【常設】 

※1：水源については「3.13重大事故等の収束に必要となる水

の供給設備（設置許可基準規則第 56条に対する設計方針を

示す章）」で示す。 

※2：単線結線図を補足説明資料 54-2に示す。 

電源設備については「3.14電源設備（設置許可基準規則第

57条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※3：主要設備を用いた使用済燃料プール内燃料体等の著しい

損傷を緩和，臨界防止及び放射線の遮蔽対策を成功させるた

めに把握することが必要な原子炉施設の状態 

計装設備については「3.15計装設備（設置許可基準規則第

58条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

第 3.11－33表 代替燃料プール冷却設備に関する重大事故等対

処設備 

設備区分 設備名 

主要設備 

代替燃料プール冷却系 

代替燃料プール冷却系ポンプ【常設】 

代替燃料プール冷却系熱交換器【常設】 

使用済燃料プール【常設】※１ 

緊急用海水系※４ 

緊急用海水ポンプ【常設】 

関連

設備 

付属設備 
緊急用海水系※４ 

緊急用海水系ストレーナ【常設】 

水源 － 

流路 

代替燃料プール冷却系 

代替燃料プール冷却系配管・弁【常設】 

燃料プール冷却浄化系配管・弁【常設】 

スキマサージタンク【常設】 

緊急用海水系※４ 

緊急用海水系配管・弁【常設】 

残留熱除去系海水系配管・弁【常設】 

非常用取水設備※４ 

 ＳＡ用海水ピット【常設】 

 海水引込み管【常設】 

ＳＡ用海水ピット取水塔【常設】 

緊急用海水取水管【常設】 

緊急用海水ポンプピット【常設】 

注水先 使用済燃料プール【常設】 

電源設備※２（燃

料給油設備を含

む） 

常設代替交流電源設備 

常設代替高圧電源装置【常設】 

燃料給油設備 

軽油貯蔵タンク【常設】 

常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ【常設】 

計装設備※３ 

代替燃料プール冷却系 

使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域）【常設】 

使用済燃料プール温度（ＳＡ）【常設】 

 使用済燃料プール監視カメラ【常設】 

緊急用海水系※４ 

緊急用海水系流量（残留熱除去系熱交換器）【常設】 

緊急用海水系流量（残留熱除去系補機）【常設】 

サプレッション・プール水温度【常設】 

※１：水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる

水の供給設備（設置許可基準規則第56条に対する設計方針

を示す章）」で示す。 

※２：電源設備については「3.14 電源設備(設置許可基準規則

第57条に対する設計方針を示す章)」で示す。 

※３：計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規

則第 58条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※４：緊急用海水系及び非常用取水設備については「3.5 最終

ヒートシンクへ熱を輸送するための設備（設置許可基準規

則第 48条に対する設計方針を示す章）」で示す。    

表 3.11-15 燃料プール冷却系に関する重大事故等対処設備一覧 

 

設備区分 設備名 

主要設備 

燃料プール冷却ポンプ【常設】 

燃料プール冷却系熱交換器【常設】 

移動式代替熱交換設備【可搬型】 

大型送水ポンプ車【可搬型】 

付属設備 移動式代替熱交換設備ストレーナ【可搬型】 

水源※1 

非常用取水設備 

取水口【常設】 

取水管【常設】 

取水槽【常設】 

流路 

原子炉補機代替冷却系 配管・弁【常設】 

原子炉補機冷却系 配管・弁【常設】 

原子炉補機冷却系 サージタンク【常設】 

燃料プール冷却系 配管・弁【常設】 

燃料プール冷却系 スキマ・サージ・タンク【常設】 

燃料プール冷却系 ディフューザ【常設】 

ホース・接続口【可搬型】 

注水先 燃料プール【常設】 

電源設備※2 

（燃料補給設

備を含む。）  

常設代替交流電源設備 

ガスタービン発電機【常設】 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

ガスタービン発電機用サービスタンク【常設】 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ【常設】 

代替所内電気設備 

緊急用メタクラ【常設】 

メタクラ切替盤【常設】 

高圧発電機車接続プラグ収納箱【常設】 

非常用高圧母線Ｃ系【常設】 

非常用高圧母線Ｄ系【常設】 

燃料補給設備 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク【常設】 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク【常

設】 

タンクローリ【可搬型】 

計装設備※3 
燃料プール水位・温度（ＳＡ）【常設】 

燃料プール水位（ＳＡ）【常設】 

※１：水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水

の供給設備（設置許可基準規則第 56条に対する設計方針を

示す章）」で示す。 

※２：単線結線図を補足説明資料 54-2に示す。 

電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第

57条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※３：主要設備を用いた燃料プール内燃料体等の著しい損傷を

緩和，臨界防止及び放射線の遮蔽対策を成功させるために

把握することが必要な原子炉施設の状態 

計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第

58条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

・設備の相違 
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3.11.2.3.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

（1）燃料プール冷却浄化系ポンプ 

種類:うず巻形（6号炉），ターボ形（7号炉） 

容量:250m3/h/台 

全揚程:80m 

最高使用圧力:1.57MPa[gage] 

最高使用温度：66℃ 

77℃（重大事故等時における使用時の値） 

個数:1（予備 1※1） 

取付箇所:原子炉建屋地上 2階 

原動機出力：90kW（6号炉），110kW（7号炉） 

※1 6号炉は代替循環冷却系と同時に使用する

場合を除く。 

 

（2）燃料プール冷却浄化系 熱交換器 

個数:1（予備 1※2） 

伝熱容量：約 1.9MW/基（海水温度 30℃において） 

※2 代替循環冷却系と同時に使用する場合を除

く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11.2.4.2 主要設備の仕様 

  主要設備の仕様を以下に示す。 

(1) 代替燃料プール冷却系ポンプ 

型 式    うず巻形 

台 数    1 

容 量    約 124m３／h 

全 揚 程    約 40m 

最高使用圧力     0.98MPa[gage] 

最高使用温度     80℃ 

材 料    炭素鋼 

取 付 箇 所    原子炉建屋原子炉棟 4階 

電 動 機 出 力     約 30kW 

 

 

 

(2) 代替燃料プール冷却系熱交換器 

型 式    プレート式 

基 数    1 

伝 熱 容 量    約 2.31MW 

最高使用圧力      

一次側       0.98MPa[gage] 

二次側       0.98 MPa[gage] 

最高使用温度      

一次側       80℃ 

二次側       66℃ 

材 料     

    側 板       炭素鋼 

伝熱板       ステンレス鋼 

取 付 箇 所    原子炉建屋原子炉棟 4階 

(3) 使用済燃料プール 

種 類    ステンレス鋼内張りプール形 

（ラック貯蔵方式） 

貯 蔵 能 力    全炉心燃料の約 290％相当分 

 

 

 

 

 

3.11.2.3.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

(1) 燃料プール冷却ポンプ 

種類     ：ターボ形 

容量     ：約 200m3/h/台 

全揚程    ：約 88m 

最高使用圧力 ：1.37MPa[gage] 

最高使用温度 ：66℃ 

 

個数     ：１（予備１） 

取付箇所   ：原子炉建物原子炉棟中２階 

原動機出力  ：110kW 

 

 

 

(2) 燃料プール冷却系 熱交換器 

個数     ：１（予備１） 

伝熱容量   ：約 1.9MW/基（海水温度 30℃において） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設備仕様の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設備仕様の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添3.11-110



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.12 版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

(3) 熱交換器ユニット（6 号及び 7 号炉共用）

個数 ：4 式（予備 1） 

最高使用圧力 ：淡水側 1.37MPa[gage]／海水側 1.4MPa[gage] 

最高使用温度 ：淡水側 70 又は 90℃／海水側 80 又は 50℃ 

淡水側 70 又は 90℃／海水側 80 又は 40℃ 

設置場所 ：屋外 

保管場所 ：荒浜側高台保管場所及び大湊側高台保管場所 

熱交換器 

伝熱容量 ：約 23 MW/式（海水温度 30℃において） 

伝熱面積 ：約   m2/式 

：約   m2/式 

代替原子炉補機冷却水ポンプ 

種類 ：うず巻形 

容量 ：300 m3/h/台 

600 m3/h/台 

揚程 ：75m 

最高使用圧力 ：1.37MPa[gage] 

最高使用温度 ：70℃ 

原動機出力 ：110kW 

200kW 

(4) 緊急用海水ポンプ

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却

するための設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備

型 式 ターボ形

台 数 1（予備 1） 

容 量 約 844m３／h 

全 揚 程 約 130m 

最高使用圧力 2.45MPa[gage] 

最高使用温度 38℃ 

本 体 材 料 ステンレス鋼

取 付 箇 所 地下格納槽 

電 動 機 出 力 約 510kW 

(3) 移動式代替熱交換設備

個数 ：２（予備１） 

最高使用圧力 ：淡水側 1.37MPa[gage]/海水側

1.00MPa[gage] 

最高使用温度 ：淡水側 70℃/海水側 65℃ 

設置場所 ：屋外 

保管場所 ：第１，第３及び第４保管エリア 

熱交換器 

伝熱容量 ：約 23MW/組（海水温度 30℃において） 

伝熱面積 ：約  m2/組 

移動式代替熱交換設備淡水ポンプ 

種類 ：うず巻形 

容量 ：300m3/h/台 

揚程 ：75m 

最高使用圧力 ：1.37MPa[gage] 

最高使用温度 ：70℃ 

原動機出力  ：110kW 

個数  ：２ 

・設備の相違

【東海第二】 

⑪の相違

・他号炉と共用しない

・設備の相違

【東海第二】 

⑪の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

設備仕様の相違 
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個数 ：2 

    1 

（4）大容量送水車（熱交換器ユニット用）（6号及び 7号炉共

用） 

種類:うず巻形 

容量:900m3/h/台 

吐出圧力:1.25MPa[gage] 

最高使用圧力:1.3MPa[gage] 

最高使用温度:60℃ 

個数:4（予備 1） 

設置場所:屋外 

保管場所：荒浜側高台保管場所及び大湊側高台保管場所 

原動機出力 ：   kW 

 

 

(4) 大型送水ポンプ車 

 

種類     ：うず巻形 

容量     ：1,800m3/h/台 

吐出圧力   ：1.2MPa[gage] 

最高使用圧力 ：1.4MPa[gage] 

最高使用温度 ：40℃ 

個数     ：２（予備１） 

設置場所   ：屋外 

保管場所   ：第１，第３及び第４保管エリア 

原動機出力  ： 1,193 kW 

 

 

 

・他号炉と共用しない 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑪の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 設備仕様の相違 

 

 

 

なお，電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則

第57 条に対する設計方針を示す章）」，計装設備については「3.15 

計装設備（設置許可基準規則第58 条に対する設計方針を示す章）」

で示す。 

 なお，電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則

第 57条に対する設計方針を示す章）」，計装設備については「3.15 

計装設備（設置許可基準規則第 58条に対する設計方針を示す章）」

で示す。 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 

3.11.2.3.3 設置許可基準規則第43 条への適合方針 

3.11.2.3.3.1 設置許可基準規則第43 条第1 項への適合方針 

 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第43 条第1 項

一） 

 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放

射線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処

するために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

3.11.2.4.3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.11.2.4.3.1 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針（常

設並びに可搬型重大事故等対処設備の安全設計方針に対する適

合性） 

 (1) 環境条件（設置許可基準規則第43条第1項一） 

  

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合における温度，放

射線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処

するために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

3.11.2.3.3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.11.2.3.3.1 設置許可基準規則第 43条第１項への適合方針 

 

 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43条第１項

一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放

射線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処

するために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.3環境条件等」に示す。 

燃料プール冷却浄化系ポンプ及び燃料プール冷却浄化系

熱交換器は，原子炉建屋原子炉区域内に設置される設備で

あることから，想定される重大事故等時における，原子炉

建屋原子炉区域内の環境条件及び荷重条件を考慮し，その

機能を有効に発揮することができるよう，表 3.11-16に示

す設計とする。 

燃料プール冷却浄化系ポンプの操作は，想定される重大

(ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

代替燃料プール冷却系の代替燃料プール冷却系ポンプ及

び代替燃料プール冷却系熱交換器は，原子炉建屋原子炉棟

内に設置している設備であることから，その機能を期待さ

れる重大事故等時における原子炉建屋原子炉棟内の環境条

件を考慮し，以下の第3.11－34表に示す設計とする。 

（54－3－12,13） 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

燃料プール冷却ポンプ及び燃料プール冷却系熱交換器

は，原子炉建物原子炉棟内に設置される設備であることか

ら，想定される重大事故等時における，原子炉建物原子炉

棟内の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に

発揮することができるよう，表 3.11-16に示す設計とする。 

 

燃料プール冷却ポンプの操作は，想定される重大事故等

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑪の相違 

 

 

 

・資料構成の相違 
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事故等時において，中央制御室の操作スイッチから遠隔操

作可能な設計とする。 

 

 

代替原子炉補機冷却系の熱交換器ユニット及び大容量送

水車（熱交換器ユニット用）は，屋外の荒浜側高台保管場

所及び大湊側高台保管場所に保管し，重大事故等時にター

ビン建屋の接続口付近の屋外に設置する設備であることか

ら，想定される重大事故等時における，屋外の環境条件及

び荷重条件を考慮し，その機能が有効に発揮することがで

きるよう，以下の表 3.11-17の設計とする。 

熱交換器ユニット及び大容量送水車（熱交換器ユニット

用）の操作は，熱交換器ユニット及び大容量送水車（熱交

換器ユニット用）の付属の操作スイッチにより，想定され

る重大事故等時において，設置場所から操作可能な設計と

する。風（台風）による荷重については，転倒しないこと

の確認を行っているが，詳細評価により転倒する結果とな

った場合は，転倒防止措置を講じる。積雪の影響について

は，適切に除雪する運用とする。また，降水及び凍結によ

り機能を損なわないよう防水対策を行うとともに，凍結対

策を行う。さらに，使用時に海水を通水する熱交換器ユニ

ット内の一部，及び大容量送水車（熱交換器ユニット用）

は，海水の影響を考慮した設計とし，ストレーナを設置す

ることで異物の流入防止を考慮した設計とする。 

（54-3，54-4，54-7，54-8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時において，中央制御室の操作スイッチから遠隔操作可能

な設計とする。 

 

 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型

送水ポンプ車は，屋外の第１，第３及び第４保管エリアに

保管し，重大事故等時に移動式代替熱交換設備は原子炉建

物の接続口付近の屋外に設置し，大型送水ポンプ車は取水

槽付近の屋外に設置する設備であることから，想定される

重大事故等時における，屋外の環境条件及び荷重条件を考

慮し，その機能が有効に発揮することができるよう，以下

の表 3.11-17の設計とする。 

移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車の操作は，

移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車の付属の操作

スイッチにより，想定される重大事故等時において，設置

場所から操作可能な設計とする。風（台風）による荷重に

ついては，転倒しないことの確認を行っているが，詳細評

価により転倒する結果となった場合は，転倒防止措置を講

じる。積雪の影響については，適切に除雪する運用とする。

また，降水及び凍結により機能を損なわないよう防水対策

を行うとともに，凍結対策を行う。さらに，使用時に海水

を通水する移動式代替熱交換設備内の一部及び大型送水ポ

ンプ車は，海水の影響を考慮した設計とし，ストレーナに

より異物の流入を防止する設計とする。 

（54-3，54-4，54-7，54-8） 

【東海第二】 

東海第二では

3.11.2.3.3.1 (2)項に

記載 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑪の相違 
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表 3.11-16想定する環境条件及び荷重条件 

（燃料プール冷却浄化系ポンプ及び燃料プール冷却浄

化系熱交換器） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・

湿度・放射線 

原子炉建屋原子炉区域内で想定される温度，

圧力，湿度及び放射線条件下に耐えられる性

能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候に

よる影響 

屋外に設置するものではないため，天候によ

る影響は受けない。 

海水を通水す

る系統への影

響 

海水を通水することはない。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で

機器が損傷しないことを確認する（詳細は

「2.1.2耐震設計の基本方針」に示す）。 

風（台風）・積

雪 

原子炉建屋原子炉区域内に設置するため，風

（台風）及び積雪の影響は受けない。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁

波によりその機能が損なわれない設計とす

る。 
 

第3.11－34表 想定する環境条件 

（代替燃料プール冷却系ポンプ及び代替燃料プー

ル冷却系熱交換器） 

環境条件 対応 

温度，圧力，湿度，

放射線 

原子炉建屋原子炉棟内で想定される温度，

圧力，湿度及び放射線条件下に耐えられる

性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候によ

る影響 

屋外に設置する設備ではないため，天候に

よる影響は受けない。 

海水を通水する

系統への影響 

代替燃料プール冷却系ポンプ及び代替燃

料プール冷却系熱交換器の一次側は，海水

を通水することはない。 

代替燃料プール冷却系熱交換器の二次側

は，常時海水を通水するため耐腐食性材料

を使用する。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上

で機器が損傷しない設計とする。（詳細は

「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。） 

津波 
津波を考慮し防潮堤及び浸水防止設備を設

置する設計とする。 

風（台風），竜巻，

積雪，火山の影響 

原子炉建屋原子炉棟内に設置するため，風

（台風），竜巻，積雪及び火山の影響は受け

ない。 

電磁的障害 機械装置のため，電磁波の影響を受けな

い。 
 

表 3.11-16 想定する環境条件及び荷重条件 

（燃料プール冷却ポンプ及び燃料プール冷却系熱交換

器） 

 

環境条件等 対応 

温度・圧力・

湿度・放射線 

原子炉建物原子炉棟内で想定される温度，圧

力，湿度及び放射線条件下に耐えられる性能

を確認した機器を使用する。 

屋外の天候に

よる影響 

屋外に設置するものではないため，天候によ

る影響は受けない。 

海水を通水す

る系統への影

響 

海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で

機器が損傷しないことを確認する（詳細は

「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す）。 

風（台風）・積

雪 

原子炉建物原子炉棟内に設置するため，風

（台風）及び積雪の影響は受けない。 

電磁的障害 

重大事故等が発生した場合においても，電磁

波によりその機能が損なわれない設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設計方針の相違 
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 ⑤の相違 
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表 3.11-17想定する環境条件及び荷重条件 

（熱交換器ユニット及び大容量送水車（熱交換器ユニッ

ト用）） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・

湿度・放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射

線条件に耐えられる性能を確認した機器を

使用する。 

屋外の天候に

よる影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのな

いよう防水対策及び凍結対策を行える設計

とする。 

海水を通水す

る系統への影

響 

使用時に海水を通水する機器については海

水の影響を考慮した設計とする。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で

機器が損傷しないことを確認し，治具や輪留

め等を用いた転倒防止対策を行う。 

風（台風）・積

雪 

屋外で風荷重，積雪荷重を考慮しても機器が

損傷しないことを評価により確認する。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁

波によりその機能が損なわれない設計とす

る。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3.11-17 想定する環境条件及び荷重条件 

（移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・

湿度・放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射

線条件に耐えられる性能を確認した機器を

使用する。 

屋外の天候に

よる影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのな

いよう防水対策及び凍結対策を行える設計

とする。 

海水を通水す

る系統への影

響 

使用時に海水を通水する機器については海

水の影響を考慮した設計とする。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で

機器が損傷しないことを確認し，輪留め等を

用いた転倒防止対策を行う。 

風（台風）・積

雪 

屋外で風荷重，積雪荷重を考慮しても機器が

損傷しないことを評価により確認する。 

電磁的障害 

重大事故等が発生した場合においても，電磁

波によりその機能が損なわれない設計とす

る。 
 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑪の相違 

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43 条第 1 項二） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操

作できるものであること。 

(2) 操作性（設置許可基準規則第43条第1項二） 

  (ⅰ) 要求事項 

   想定される重大事故等が発生した場合において確実に操

作できるものであること。 

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43条第１項二） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操

作できるものであること。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.4操作性及び試験・検査性」

に示す。 

燃料プール冷却浄化系ポンプの起動は，中央制御室の操

作スイッチにより操作が可能な設計とする。また，系統構

成に必要な弁は，中央制御室の操作スイッチによる操作又

は設置場所での手動操作が可能な設計とする。中央制御室

の操作スイッチを操作するにあたり，運転員のアクセス性，

操作性を考慮して十分な操作空間を確保する。また，操作

対象については銘板をつけることで識別可能とし，運転員

の操作及び監視性を考慮して確実に操作が可能な設計とす

る。 

燃料プール冷却浄化系ポンプの操作は，中央制御室の操

  (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性

について」に示す。 

    代替燃料プール冷却系の代替燃料プール冷却系ポンプを

運転する場合は，中央制御室からのスイッチ操作で，燃料

プール冷却浄化系入口隔離弁の閉操作及び代替燃料プール

冷却系熱交換器出口弁，代替燃料プール冷却系ポンプ入口

弁の開操作を行った後，中央制御室からのスイッチ操作に

より代替燃料プール冷却系ポンプを起動し代替燃料プール

冷却系の循環運転を行う。また，中央制御室のスイッチに

より，緊急用海水ポンプを起動し，代替燃料プール冷却系

熱交換器へ海水の供給を行う。 

   代替燃料プール冷却系の操作に必要なポンプ及び弁を第

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

燃料プール冷却ポンプの起動は，中央制御室の操作スイ

ッチにより操作が可能な設計とする。また，系統構成に必

要な弁は，中央制御室の操作スイッチによる操作又は設置

場所での手動操作が可能な設計とする。中央制御室の操作

スイッチを操作するにあたり，運転員のアクセス性，操作

性を考慮して十分な操作空間を確保する。また，操作対象

については銘板をつけることで識別可能とし，運転員の操

作及び監視性を考慮して確実に操作が可能な設計とする。 

 

燃料プール冷却ポンプの操作は，中央制御室の操作スイ
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作スイッチにより遠隔操作可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替原子炉補機冷系の熱交換器ユニット及び大容量送水

車（熱交換器ユニット用）は，タービン建屋外部に設置し

ている接続口まで屋外のアクセスルートを通行してアクセ

ス可能な設計とするとともに，設置場所であるタービン建

屋脇にて輪留めによる固定等が可能な設計とする。ホース

の接続作業に当たっては，特殊な工具，及び技量は必要と

せず，簡便な結合金具による接続方式及びフランジ接続方

式並びに一般的な工具を使用することにより，確実に接続

が可能な設計とする。 

また，付属の操作スイッチにより設置場所であるタービ

ン建屋脇において熱交換器ユニット及び大容量送水車（熱

交換器ユニット用）の操作を行う。付属の操作スイッチを

操作するにあたり，運転員のアクセス性，操作性を考慮し

て十分な操作空間を確保する。また，操作対象については

銘板をつけることで識別可能とし，運転員の操作及び監視

性を考慮して確実に操作できる設計とする。 

その他操作が必要な電動弁である燃料プール冷却浄化系

ろ過脱塩器第一入口弁，燃料プール冷却浄化系ろ過脱塩器

第二入口弁，燃料プール冷却浄化系ろ過脱塩器出口弁，燃

料プール冷却浄化系ろ過脱塩器バイパス弁（（A）又は（B）），

残留熱除去系熱交換器（（A）又は（B））冷却水出口弁，常

用冷却水供給側分離弁（（A）又は（B）），常用冷却水戻り側

分離弁（（A）又は（B））については，中央制御室の操作ス

イッチによる操作が可能な設計とする。中央制御室の操作

スイッチを操作するにあたり，運転員のアクセス性，操作

性を考慮して十分な操作空間を確保する。また，操作対象

については銘板をつけることで識別可能とし，運転員の操

3.11－35表に示す。 

代替燃料プール冷却系ポンプの起動・停止・運転状態及

び弁の開閉状態については，中央制御室の表示灯・操作画

面表示等で視認可能な設計とし，中央制御室における監視

又は試験・検査等にて確認可能な設計とする。    

   中央制御室のスイッチを操作するに当たり，運転員等の

アクセス性及び操作性を考慮して十分な操作空間を確保す

る。また，スイッチには機器の名称等を表示した銘板の取

付け等又は画面表示等により，運転員の操作性及び監視性

を考慮して確実に操作できる設計とする。 

    （54－3－12,13） 

ッチにより遠隔操作可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型

送水ポンプ車は，原子炉建物外部に設置している接続口ま

で屋外のアクセスルートを通行してアクセス可能な設計と

するとともに，設置場所である原子炉建物脇及び取水槽脇

にて輪留めによる固定等が可能な設計とする。ホースの接

続作業に当たっては，特殊な工具，及び技量は必要とせず，

簡便な結合金具による接続方式及びフランジ接続方式並び

に一般的な工具を使用することにより，確実に接続が可能

な設計とする。 

また，付属の操作スイッチにより設置場所である原子炉

建物脇において移動式代替熱交換設備及び取水槽脇におい

て大型送水ポンプ車の操作を行う。付属の操作スイッチを

操作するにあたり，運転員のアクセス性，操作性を考慮し

て十分な操作空間を確保する。また，操作対象については

銘板をつけることで識別可能とし，運転員の操作及び監視

性を考慮して確実に操作できる設計とする。 

その他操作が必要な電動弁であるＦＰＣフィルタ入口

弁，ＦＰＣフィルタバイパス弁，Ａ－ＦＰＣ熱交入口弁，

Ｂ－ＦＰＣ熱交入口弁については，中央制御室の操作スイ

ッチによる操作が可能な設計とする。中央制御室の操作ス

イッチを操作するにあたり，運転員のアクセス性，操作性

を考慮して十分な操作空間を確保する。また，操作対象に

ついては銘板をつけることで識別可能とし，運転員の操作

及び監視性を考慮して確実に操作が可能な設計とする。 

表 3.11-18に操作対象機器の操作場所を示す。 

（54-3，54-4，54-7） 
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作及び監視性を考慮して確実に操作が可能な設計とする。 

表 3.11-18に操作対象機器の操作場所を示す。 

（54-3，54-4，54-7） 

 

 

 

 

表 3.11-18操作対象機器 

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

燃料プール冷却浄化系ポン

プ（A）  
起動・停止 中央制御室 

スイッチ操

作 

燃料プール冷却浄化系ポン

プ（B）  
起動・停止 中央制御室 

スイッチ操

作 

燃料プール冷却浄化系ろ過

脱塩器第一入口弁 
弁開→弁閉 中央制御室 

スイッチ操

作 

燃料プール冷却浄化系ろ過

脱塩器第二入口弁 
弁開→弁閉 中央制御室 

スイッチ操

作 

燃料プール冷却浄化系ろ過

脱塩器出口弁 
弁開→弁閉 中央制御室 

スイッチ操

作 

燃料プール冷却浄化系ろ過

脱塩器バイパス弁（A）  
弁閉→弁開 中央制御室 

スイッチ操

作 

燃料プール冷却浄化系ろ過

脱塩器バイパス弁（B）  
弁閉→弁開 中央制御室 

スイッチ操

作 

燃料プール冷却浄化系熱交

換器（A）出口弁 
弁開→弁閉 

原子炉建屋地上

2階 
手動操作 

燃料プール冷却浄化系熱交

換器（B）出口弁 
弁開→弁閉 

原子炉建屋地上

2階 
手動操作 

熱交換器ユニット 起動・停止 タービン建屋脇 
スイッチ操

作 

代替原子炉補機冷却水ポン

プ 
起動・停止 タービン建屋脇 

スイッチ操

作 

大容量送水車（熱交換器ユ

ニット用） 
起動・停止 タービン建屋脇 

スイッチ操

作 

熱交換器ユニット流量調整

弁 
弁閉→弁開 

熱交換器ユニッ

ト内 
手動操作 

代替冷却水供給止め弁（A）

  
弁閉→弁開 

タービン建屋地

上 1階 
手動操作 

代替冷却水戻り止め弁（A）  弁閉→弁開 
タービン建屋地

上 1階 
手動操作 

残留熱除去系熱交換器（A）

冷却水出口弁 
弁閉→弁開 中央制御室 

スイッチ操

作 

常用冷却水供給側分離弁

（A）  
弁開→弁閉 中央制御室 

スイッチ操

作 

常用冷却水戻り側分離弁

（A）  
弁開→弁閉 中央制御室 

スイッチ操

作 

可燃性ガス濃度制御系室空

調機（A）出口弁 
弁開→弁閉 

原子炉建屋地上

1階 
手動操作 

格納容器雰囲気モニタラッ

ク（A） 出口弁 

弁開→弁調整

開 

原子炉建屋地上

中 3階 
手動操作 

格納容器内雰囲気モニタ系

（A）室空調機冷却水出口弁

（6号炉のみ）  

弁開→弁調整

開 

原子炉建屋地上

中 3階 
手動操作 

燃料プール冷却浄化系ポン

プ室空調機（A）出口弁 

弁開→弁調整

開 

原子炉建屋地上

2階 
手動操作 

燃料プール冷却浄化系熱交

換器（A）出口弁 

弁開→弁調整

開 

原子炉建屋地上

2階 
手動操作 

燃料プール冷却浄化系ポン

プ（A）軸受冷却器冷却水出

口弁（6号炉のみ） 

弁開→弁調整

開 

原子炉建屋地上

2階 
手動操作 

非常用ガス処理系室空調機

（A）出口弁  
弁開→弁閉 

原子炉建屋地上

3階 
手動操作 

第 3.11－35表 操作対象機器 

機器名称 状態の変化 操作方法 操作場所 

代替燃料プール冷却系ポンプ 起動・停止 スイッチ操作 中央制御室 

代替燃料プール冷却系ポンプ

入口弁 
弁閉→弁開 スイッチ操作 中央制御室 

代替燃料プール冷却系熱交換

器出口弁 
弁閉→弁開 スイッチ操作 中央制御室 

燃料プール冷却浄化系入口隔

離弁 
弁開→弁閉 スイッチ操作 中央制御室 

 

表 3.11-18 操作対象機器設置場所 

機器名称 状態変化 操作場所 操作方法 

Ａ－燃料プール冷却ポンプ 起動・停止 中央制御室 
スイッチ操

作 

Ｂ－燃料プール冷却ポンプ 起動・停止 中央制御室 
スイッチ操

作 

ＦＰＣフィルタ入口弁 弁開→弁閉 中央制御室 
スイッチ操

作 

Ａ－ＦＰＣ熱交入口弁 弁閉→弁開 中央制御室 
スイッチ操

作 

Ｂ－ＦＰＣ熱交入口弁 弁閉→弁開 中央制御室 
スイッチ操

作 

ＦＰＣフィルタバイパス弁 弁閉→弁開 中央制御室 
スイッチ操

作 

移動式代替熱交換設備 起動停止 原子炉建物近傍 
スイッチ操

作 

移動式代替熱交換設備淡水ポ

ンプ 
起動停止 原子炉建物近傍 

スイッチ操

作 

大型送水ポンプ車 起動停止 取水槽近傍 
スイッチ操

作 

ＲＣＷ Ａ－ＡＨＥＦ供給配

管止め弁 
弁閉→弁開 

原子炉建物付属

棟１階 
手動操作 

ＲＣＷ Ａ－ＡＨＥＦ戻り配

管止め弁 
弁閉→弁開 

原子炉建物付属

棟１階 
手動操作 

熱交換器ユニット流量調整弁 弁閉→弁開 
移動式代替熱交

換設備内 
手動操作 

Ａ－ＲＣＷ常用補機冷却水入

口切替弁 
弁開→弁閉 中央制御室 

スイッチ操

作 

Ａ－ＲＣＷ常用補機冷却水出

口切替弁 
弁開→弁閉 中央制御室 

スイッチ操

作 

Ａ－ＲＨＲ熱交冷却水出口弁 
弁閉→弁調

整開 
中央制御室 

スイッチ操

作 

ＲＣＷ Ａ－ＤＥＧ冷却水入

口弁 
弁開→弁閉 

原子炉建物付属

棟地下２階 
手動操作 

ＡＨＥＦ Ｂ－供給配管止め

弁 
弁閉→弁開 屋外 手動操作 

ＡＨＥＦ Ｂ－戻り配管止め

弁 
弁閉→弁開 

原子炉建物付属

棟１階 
手動操作 

Ｂ－ＲＣＷ常用補機冷却水入

口切替弁 
弁開→弁閉 中央制御室 

スイッチ操

作 

Ｂ－ＲＣＷ常用補機冷却水出

口切替弁 
弁開→弁閉 中央制御室 

スイッチ操

作 

Ｂ－ＲＨＲ熱交冷却水出口弁 
弁開→弁調

整閉 
中央制御室 

スイッチ操

作 

ＲＣＷ Ｂ－ＤＥＧ冷却水入

口弁 
弁開→弁閉 

原子炉建物付属

棟地下２階 

スイッチ操

作 

ホース ホース接続 屋外 人力接続 
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残留熱除去系ポンプ室空調

機（A）出口弁 

弁開→弁調整

開 

原子炉建屋地下

3階 
手動操作 

残留熱除去系ポンプ（A）冷

却水出口弁  

弁開→弁調整

開 

原子炉建屋地下

3階 
手動操作 

残留熱除去系ポンプ（A）メ

カニカルシール冷却器冷却

水出口弁（6号炉のみ） 

弁開→弁調整

開 

原子炉建屋地下

3階 
手動操作 

サプレッションプール浄化

系ポンプ室空調機出口弁 
弁開→弁閉 

原子炉建屋地下

3階 
手動操作 

サプレッションプール浄化

系ポンプ軸受冷却器冷却水

出口弁（6号炉のみ） 

弁開→弁閉 
原子炉建屋地下

3階 
手動操作 

原子炉隔離時冷却系ポンプ

室空調機出口弁 
弁開→弁閉 

原子炉建屋地下

3階 
手動操作 

原子炉補機冷却水系ポンプ

（A）吸込弁 
弁開→弁閉 

タービン建屋地

下 1階 
手動操作 

原子炉補機冷却水系ポンプ

（D）吸込弁 
弁開→弁閉 

タービン建屋地

下 1階 
手動操作 

換気空調補機非常用冷却水

系冷凍機（A）冷却水温度調

節弁後弁 

弁開→弁閉 
コントロール建

屋地下 2階 
手動操作 

換気空調補機非常用冷却水

系冷凍機（C）冷却水温度調

節弁後弁 

弁開→弁閉 
コントロール建

屋地下 2階 
手動操作 

原子炉補機冷却海水ポンプ

（A）電動機軸受出口弁（7

号炉のみ） 

弁開→弁閉 
タービン建屋地

下 1階 
手動操作 

原子炉補機冷却海水ポンプ

（D）電動機軸受出口弁（7

号炉のみ） 

弁開→弁閉 
タービン建屋地

下 1階 
手動操作 

サージタンク（A）換気空調

補機非常用冷却水系側出口

弁 

弁開→弁閉 

原子炉建屋地上

4階（6号炉）原

子炉建屋地上 2

階（7号炉） 

手動操作 

代替冷却水供給第二止め弁

（B）  
弁閉→弁開 

タービン建屋地

上 1階 
手動操作 

代替冷却水戻り第二止め弁

（B）  
弁閉→弁開 

タービン建屋地

上 1階 
手動操作 

残留熱除去系熱交換器（B）

冷却水出口弁 
弁閉→弁開 中央制御室 

スイッチ操

作 

常用冷却水供給側分離弁

（B）  
弁開→弁閉 中央制御室 

スイッチ操

作 

常用冷却水戻り側分離弁

（B）  
弁開→弁閉 中央制御室 

スイッチ操

作 

可燃性ガス濃度制御系室空

調機（B）出口弁 
弁開→弁閉 

原子炉建屋地上

1階 
手動操作 

格納容器内雰囲気モニタ系

ラック（B）出口弁 

弁開→弁調整

開 

原子炉建屋地上

3階 
手動操作 

燃料プール冷却浄化系ポン

プ室空調機（B）出口弁 

弁開→弁調整

開 

原子炉建屋地上

2階 
手動操作 

燃料プール冷却浄化系熱交

換器（B）出口弁 

弁開→弁調整

開 

原子炉建屋地上

2階 
手動操作 

燃料プール冷却浄化系ポン

プ（B）軸受冷却器冷却水出

口弁（6号炉のみ） 

弁開→弁調整

開 

原子炉建屋地上

2階 
手動操作 

非常用ガス処理系室空調機

（B）出口弁 
弁開→弁閉 

原子炉建屋地上

3階 
手動操作 

残留熱除去系ポンプ室空調

機（B）出口弁 

弁開→弁調整

開 

原子炉建屋地下

3階 
手動操作 

高圧炉心注水系ポンプ（B）

冷却器冷却水出口弁 
弁開→弁閉 

原子炉建屋地下

3階 
手動操作 

高圧炉心注水系ポンプ室空 弁開→弁閉 原子炉建屋地下 手動操作 
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調機（B）出口弁 3階 

原子炉補機冷却水系ポンプ

（B）吸込弁 
弁開→弁閉 

タービン建屋地

下 1階 
手動操作 

原子炉補機冷却水系ポンプ

（E）吸込弁 
弁開→弁閉 

タービン建屋地

下 1階 
手動操作 

原子炉補機冷却海水ポンプ

（B）電動機軸受出口弁（7

号炉のみ）  

弁開→弁閉 
タービン建屋地

下 1階 
手動操作 

原子炉補機冷却海水ポンプ

（E）電動機軸受出口弁（7

号炉のみ）  

弁開→弁閉 
タービン建屋地

下 1階 
手動操作 

換気空調補機非常用冷却水

系冷凍機（B）冷却水温度調

節弁後弁 

弁開→弁閉 
コントロール建

屋地下 2階 
手動操作 

換気空調補機非常用冷却水

系冷凍機（D）冷却水温度調

節弁後弁 

弁開→弁閉 
コントロール建

屋地下 2階 
手動操作 

格納容器内雰囲気モニタ系

（B）室空調機冷却水出口弁

（6号炉のみ）  

弁開→弁調整

開 

原子炉建屋地上

3階 
手動操作 

残留熱除去系ポンプ（B）モ

ータ軸受冷却器冷却水出口

弁（6号炉のみ） 

弁開→弁調整

開 

原子炉建屋地下

3階 
手動操作 

残留熱除去系ポンプ（B）冷

却水出口弁 

弁開→弁調整

開 

原子炉建屋地下

3階 
手動操作 

高圧炉心注水系ポンプ（B）

メカニカルシール冷却器冷

却水出口弁（6号炉のみ）  

弁開→弁閉 原子炉建屋地下

3階 

手動操作 

サージタンク（B）換気空調

補機非常用冷却水系側出口

弁 

弁開→弁閉 原子炉建屋地上

4階（6号炉）原

子炉建屋地上 2

階（7号炉） 

手動操作 

ホース ホース接続 屋外 人力接続 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43 条第 1 項三） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中

又は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

(3) 試験検査（設置許可基準規則第43条第1項三） 

  (ⅰ) 要求事項 

   健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉運転中又

は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第１項三） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中

又は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4操作性及び試験・検査性」

に示す。 

燃料プール冷却浄化系は，表 3.11-19に示すように発電

用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能試験，弁動作試

験，分解検査，外観検査が可能な設計とする。 

 

燃料プール冷却浄化系ポンプは，発電用原子炉の運転中

又は停止中にケーシングカバーを取り外して，ポンプ部品

（主軸，軸受，羽根車等）の状態を確認する分解検査が可

能な設計とする。 

 

(ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性

について」に示す。 

    代替燃料プール冷却系の代替燃料プール冷却系ポンプ及

び代替燃料プール冷却系熱交換器は，第3.11－36表に示す

ように発電用原子炉運転中又は停止中に機能・性能検査，

弁動作確認及び分解検査が可能な設計とする。 

代替燃料プール冷却系ポンプは，分解検査として，ケー

シングカバーを取り外して，ポンプ部品（主軸，軸受，羽

根車等）の状態を確認する分解検査が可能な設計とする 

 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

燃料プール冷却系は，表 3.11-19に示すように発電用原

子炉の運転中又は停止中に機能・性能試験，弁動作試験，

分解検査，外観検査が可能な設計とする。 

 

燃料プール冷却ポンプは，発電用原子炉の運転中又は停

止中にケーシングカバーを取り外して，ポンプ部品（主軸，

軸受，羽根車等）の状態を確認する分解検査が可能な設計

とする。 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑪の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑪の相違 
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燃料プール冷却浄化系熱交換器は，発電用原子炉の運転

中又は停止中の試験・検査として，鏡板を取り外すことで

内部構成部品の状態を試験及び目視により確認する分解検

査が可能な設計とする。 

 

また，発電用原子炉の運転中又は停止中に，使用済燃料

プールを水源とし，燃料プール冷却浄化系ポンプを起動さ

せ，燃料プール冷却浄化系ろ過脱塩器第一入口弁，燃料プ

ール冷却浄化系ろ過脱塩器第二入口弁，燃料プール冷却浄

化系ろ過脱塩器出口弁，燃料プール冷却浄化系ろ過脱塩器

バイパス弁（A）又は燃料プール冷却浄化系ろ過脱塩器バイ

パス弁（B）を操作することで，燃料プール冷却浄化系ろ過

脱塩器をバイパスした状態で，重大事故等対処設備として

燃料プール冷却浄化系の機能・性能及び漏えいの有無の確

認が可能な設計とする。 

（54-5） 

 

弁については，分解検査として弁体等の部品の状態を確

認可能な設計とする。分解検査においては，浸透探傷試験

により，性能に影響を及ぼす指示模様の有無を確認する。

また，目視により，性能に影響を及ぼすおそれのあるき裂，

打こん，変形及び摩耗の有無を確認する。 

代替燃料プール冷却系熱交換器は，分解検査として，フ

レームを取り外して，熱交換器部品（プレート等）の状態

を確認する分解検査が可能な設計とする。分解検査におい

ては，目視により，性能に影響を及ぼすおそれのあるき裂，

打こん，変形及び摩耗の有無を確認する。 

代替燃料プール冷却系ポンプ及び代替燃料プール冷却系

熱交換器は，本系統を使った機能・性能試験を行うことで，

ポンプの吐出圧力・流量の確認に加え，運転時の振動，異

音，異臭及び漏えいの確認が可能な設計とする。弁につい

ては，弁動作確認を実施することで弁開閉動作の確認が可

能な設計とする。ポンプ，熱交換器及び系統配管・弁につ

いては，機能・性能検査等に合わせて外観の確認が可能な

設計とする。 

（54－5－4,5） 

 

 

 

 

 

燃料プール冷却系熱交換器は，発電用原子炉の運転中又

は停止中の試験・検査として，鏡板を取り外すことで内部

構成部品の状態を試験及び目視により確認する分解検査が

可能な設計とする。 

 

また，発電用原子炉の運転中又は停止中に，燃料プール

を水源とし，燃料プール冷却ポンプを起動させ，ＦＰＣフ

ィルタ入口弁，ＦＰＣフィルタバイパス弁，Ａ－ＦＰＣ熱

交入口弁又はＢ－ＦＰＣ熱交入口弁を操作することで，燃

料プール冷却系ろ過脱塩器をバイパスした状態で，重大事

故等対処設備として燃料プール冷却系の機能・性能及び漏

えいの有無の確認が可能な設計とする。 

（54-5） 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉では，２段

落後に記載 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑪の相違 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑪の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 系統構成の相違 

 

表 3.11-19燃料プール冷却浄化系の試験及び検査 

発電用原子炉

の状態 
項目 内容 

運転中又は停

止中 

機能・性能試験 運転性能，漏えいの確認 

弁動作試験 弁開閉動作の確認 

分解検査 

ポンプ及び熱交換器内部

構成部品の表面状態を，試

験及び目視により確認 

外観検査 ポンプ及び熱交換器外観

の確認 
 

第 3.11－36表 代替燃料プール冷却系の試験検査 

発電用原子炉

の状態 
項目 内容 

運転中又は停

止中 

機能・性能検

査 

ポンプ及び熱交換器の運転性能 

ポンプ，熱交換器及び系統配

管・弁の漏えい確認 

ポンプ，熱交換器及び系統配

管・弁の外観の確認 

弁作動確認 弁開閉動作の確認 

分解検査 

ポンプ又は弁の部品の表面状態

について浸透探傷試験及び目視

により確認 

熱交換器の部品の表面状態を，

目視により確認 
 

表 3.11-19 燃料プール冷却系の試験及び検査 

発電用原子

炉の状態 
項目 内容 

運転中又は 

停止中 

機能・性能試験 
運転性能，漏えいの確認，弁

開閉動作の確認 

分解検査 

ポンプ及び熱交換器内部構

成部品の表面状態を，試験及

び目視により確認 

外観検査 
ポンプ及び熱交換器外観の

確認 
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代替原子炉補機冷却系は，表 3.11-20 に示すように発電

用原子炉の停止中に，各機器の機能・性能検査，弁動作試

験，分解検査及び外観検査が可能であり，発電用原子炉の

運転中には弁動作試験が可能な設計とする。 

発電用原子炉の運転中又は停止中に車両としての運転状

態の確認が可能な設計とする。 

発電用原子炉の停止中の試験・検査として，熱交換器ユ

ニットのうち，熱交換器はフレームを取り外すことでプレ

ート式熱交換器の状態を試験及び目視により確認する分解

検査又は取替えが可能な設計とする。代替原子炉補機冷却

水ポンプは，ケーシングカバーを取り外して，ポンプ部品

（主軸，軸受，羽根車等）の状態を試験及び目視により確

認する分解検査又は取替えが可能な設計とする。大容量送

水車（熱交換器ユニット用）は，ケーシングを取り外すこ

とでポンプ部品（主軸，軸受，羽根車等）の状態を試験及

び目視により確認する分解検査又は取替えが可能な設計と

する。 

運転性能の確認として，熱交換器ユニット及び大容量送

水車（熱交換器ユニット用）の流量，系統（ポンプ廻り）

の振動，異音，異臭及び漏えいの確認を行うことが可能な

設計とする。 

発電用原子炉の運転中の試験・検査として，系統を構成

する弁は，単体で機能性能試験が可能な設計とする。 

ホースの外観検査として，機能・性能に影響を及ぼすお

それのある亀裂，腐食等がないことの確認を行うことが可

能な設計とする。 

（54-5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 原子炉補機代替冷却系は，表 3.11-20に示すように発電

用原子炉の停止中に，各機器の機能・性能検査，弁動作試

験，分解検査及び外観検査が可能であり，発電用原子炉の

運転中には弁動作試験が可能な設計とする。 

発電用原子炉の運転中又は停止中に車両としての運転状

態の確認が可能な設計とする。 

発電用原子炉の停止中の試験・検査として，移動式代替

熱交換設備のうち，熱交換器はフレームを取り外すことで

プレート式熱交換器の状態を試験及び目視により確認する

分解検査又は取替えが可能な設計とする。移動式代替熱交

換設備淡水ポンプは，ケーシングカバーを取り外して，ポ

ンプ部品（主軸，軸受，羽根車等）の状態を試験及び目視

により確認する分解検査又は取替えが可能な設計とする。

大型送水ポンプ車は，ケーシングを取り外すことでポンプ

部品（主軸，軸受，羽根車等）の状態を試験及び目視によ

り確認する分解検査又は取替えが可能な設計とする。 

運転性能の確認として，移動式代替熱交換設備及び大型

送水ポンプ車の流量，系統（ポンプ廻り）の振動，異音，

異臭及び漏えいの確認を行うことが可能な設計とする。 

発電用原子炉の運転中の試験・検査として，系統を構成

する弁は，単体で機能性能試験が可能な設計とする。 

ホースの外観検査として，機能・性能に影響を及ぼすお

それのある亀裂，腐食等がないことの確認を行うことが可

能な設計とする。 

（54-5） 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑪の相違 
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表 3.11-20代替原子炉補機冷却系の試験及び検査 

発電用

原子炉

の状態 

項目 内容 

運転中 

弁動作試験 弁開閉動作の確認 

車両検査

  

車両としての運転状態の確認 

停止中 

機能・性能

試験 

運転性能，漏えいの確認 

弁動作試験 弁開閉動作の確認 

分解検査 

熱交換器及びポンプ部品の表面状態

を，試験及び目視により確認又は取

替え 

外観検査 熱交換器，ポンプ及びホース外観の

確認 

車両検査 車両としての運転状態の確認 

 

 

 

 

 表 3.11-20 原子炉補機代替冷却系の試験及び検査 

発電用

原子炉

の状態 

項目 内容 

運転中 

機能・性能

試験 
弁開閉動作の確認 

車両検査 車両としての運転状態の確認 

分解検査 

熱交換器及びポンプ部品の表面状態

を，試験及び目視により確認又は取

替え 

停止中 

機能・性能

試験 

運転性能，漏えいの確認 

弁開閉動作の確認 

分解検査 

熱交換器及びポンプ部品の表面状態

を，試験及び目視により確認又は取

替え 

外観検査 
熱交換器，ポンプ及びホース外観の

確認 

車両検査 車両としての運転状態の確認 
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 ⑪の相違 

(4) 切り替えの容易性（設置許可基準規則第 43 条第 1 項四） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するため

に使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から速

やかに切り替えられる機能を備えるものであること。 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第43条第1項四） 

  (ⅰ) 要求事項 

   本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するため

に使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から速

やかに切り替えられる機能を備えるものであること。 

(4) 切り替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第 1項四） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するため

に使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から速

やかに切り替えられる機能を備えるものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.4操作性及び試験・検査性」

に示す。 

燃料プール冷却浄化系ポンプ及び燃料プール冷却浄化系

熱交換器は，本来の用途以外の用途として重大事故等に対

処するために使用しない。 

ただし，想定される重大事故等時においては，燃料プー

ル冷却浄化系ろ過脱塩器に通水しないことから，中央制御

室のスイッチ操作により，燃料プール冷却浄化系ろ過脱塩

器第一入口弁及び燃料プール冷却浄化系ろ過脱塩器第二入

口弁，燃料プール冷却浄化系ろ過脱塩器出口弁を閉操作し，

燃料プール冷却浄化系ろ過脱塩器バイパス弁（A）又は燃料

プール冷却浄化系ろ過脱塩器バイパス弁（B）を開操作する

  (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性

について」に示す。 

  代替燃料プール冷却系は，本来の用途として使用する。 

 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

燃料プール冷却ポンプ及び燃料プール冷却系熱交換器

は，本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するた

めに使用しない。 

ただし，想定される重大事故等時においては，燃料プー

ル冷却系ろ過脱塩器に通水しないことから，中央制御室の

スイッチ操作により，ＦＰＣフィルタ入口弁，Ｂ－ＦＰＣ

熱交入口弁又はＡ－ＦＰＣ熱交入口弁を閉操作し，ＦＰＣ

フィルタバイパス弁，Ａ－ＦＰＣ熱交入口弁又はＢ－ＦＰ

Ｃ熱交入口弁を開操作することで，速やかに燃料プール冷

却系ろ過脱塩器のバイパスラインに切り替えられる設計と

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】  

⑪の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 系統構成の相違 

 

 

添3.11-122



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.12 版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

ことで，速やかに燃料プール冷却浄化系ろ過脱塩器のバイ

パスラインに切り替えられる設計とする。 

代替原子炉補機冷却系の熱交換器ユニット及び大容量送

水車（熱交換器ユニット用）は，本来の用途以外の用途に

は使用しない。なお，原子炉補機冷却系から代替原子炉補

機冷却系に切り替えるために必要な操作弁については，原

子炉補機冷却系ポンプ吸込弁を閉操作し，熱交換器ユニッ

トの接続ラインの代替冷却水供給止め弁及び代替冷却水戻

り止め弁，熱交換器ユニット流量調整弁を開操作すること

で速やかに切り替えられる設計とする。なお，これら弁に

ついては中央制御室での操作スイッチによる操作又は現場

での手動操作が可能な設計とし，容易に操作可能とする。 

これにより図 3.11-9で示すタイムチャートのとおり速

やかに切替えが可能である。 

（54-4） 

する。 

 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型

送水ポンプ車は，本来の用途以外の用途には使用しない。

なお，原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む）から

原子炉補機代替冷却系に切り替えるために必要な操作弁に

ついては，移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車の

接続ラインのＡＨＥＦ供給配管止め弁及びＡＨＥＦ戻り配

管止め弁，並びに熱交換器ユニット流量調整弁を開操作し，

ＲＣＷ常用補機冷却水入口切替弁とＲＣＷ常用補機冷却水

出口切替弁を閉操作することで速やかに切り替えられる設

計とする。なお，ＡＨＥＦ供給配管止め弁，ＡＨＥＦ戻り

配管止め弁，熱交換器ユニット流量調整弁については，現

場での手動操作が可能な設計とし，容易に操作可能とする。

ＲＣＷ常用補機冷却水入口切替弁とＲＣＷ常用補機冷却水

出口切替弁については中央制御室での操作スイッチによる

操作と共に，現場での手動操作も可能な設計とし，容易に

操作可能とする。これにより図 3.11-11で示すタイムチャ

ートのとおり速やかに切り替えが可能である。 

（54-4） 
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図 3.11-9 燃料プール冷却浄化系のタイムチャート※ 

＊：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発

生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的

能力に係る審査基準」への適合状況についての 1．11 で示すタ

イムチャート（代替原子炉補機冷却系については代替循環冷却

系使用時における原子炉補機冷却系による補機冷却水供給と同

様の手順となることから 1.5 で示すタイムチャートを示す） 

 

 

 

 

 

図 3.11-11 燃料プール冷却系のタイムチャート※ 

※：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発

生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的

能力に係る審査基準」への適合状況についての 1.11で示すタイ

ムチャート（原子炉補機代替冷却系については代替循環冷却系

使用時における原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む）

による補機冷却水供給と同様の手順となることから 1.5 で示す

タイムチャートを示す） 
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手順の項目

電源確認

系統構成，ポンプ起動

※１　燃料プール冷却系Ａ系による燃料プール除熱を示す。また，燃料プール冷却系Ｂ系による燃料プール除熱については，除熱開始まで10分以内で可能である。

要員(数)

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

備考10 20 30 40 50 60

代替交流電源設備を使用した燃料プール冷却系
による燃料プール除熱

中央制御室運転員Ａ １

代替交流電源設備を使用した燃料プール冷却系による燃料プールの除熱 10分※１

手順の項目

電源確認

冷却水確保

移動，ＳＡ電源切替盤操作（Ｂ系）※１

移動，系統構成（非管理区域）

移動，系統構成（管理区域）

緊急時対策所～第４保管エリア移動※２

車両健全性確認

補機冷却水の供給，流量調整

緊急時対策所～第４保管エリア移動※２

車両健全性確認

補機冷却水の供給，流量調整

移動

 移動式代替熱交換設備への電源ケーブル接続

※１：非常用コントロールセンタ切替盤を使用する場合は，中央制御室運転員Ａにて５分以内に可能である。

※２：第１保管エリアの可搬設備を使用した場合は速やかに対応できる。

中央制御室運転員Ａ 1

送水準備（ホース敷設）

　緊急時対策要員6名で対応する。

　緊急時対策要員6名で対応する。大型送水ポンプ車配置，取水準備

移動式代替熱交設備配置，準備

必要な要員と作業項目

経過時間（時間）

原子炉補機代替冷却系による除熱
（原子炉建物南側接続口又は原子炉建物西側接

続口を使用した補機冷却水確保の場合）

緊急時対策要員

5 6 7 8

現場運転員Ｄ，Ｅ 2

現場運転員Ｂ，Ｃ 2

3

12

要員(数)

備考1 2 3 4

原子炉補機代替冷却系による除熱 ７時間20分

手順の項目

電源確認

　冷却水確保

移動，ＳＡ電源切替盤操作（Ａ系）※１

移動，系統構成（非管理区域）

移動，系統構成（管理区域）

緊急時対策所～第４保管エリア移動※１

車両健全性確認

　大型送水ポンプ車配置，取水準備

　送水準備（屋外ホース敷設）

　送水準備（屋内ホース敷設）

　補機冷却水の供給，流量調整

※１：非常用コントロールセンタ切替盤を使用する場合は，中央制御室運転員Ａにて５分以内に可能である。

※２：第１保管エリアの可搬設備を使用した場合は速やかに対応できる。

備考1 2 3 4 5 6 7 8

要員(数)

原子炉補機代替冷却系による除熱
（原子炉建物内接続口を使用した補機冷却水確
保の場合（故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズムによる影響がある場合））

中央制御室運転員Ａ 1

現場運転員Ｂ，Ｃ 2

現場運転員Ｄ，Ｅ 2

緊急時対策要員 6

必要な要員と作業項目

経過時間（時間）

原子炉補機代替冷却系による除熱

（原子炉建物内接続口を使用した補機冷却水確保の場合（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合））
７時間
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(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43 条第 1 項五） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもので

あること。 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第1項五） 

  (ⅰ) 要求事項 

   工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもので

あること。 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第１項五） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもので

あること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

燃料プール冷却浄化系ポンプ及び燃料プール冷却浄化系

熱交換器は，設計基準対象施設として使用する場合と同じ

系統構成で重大事故等対処設備として使用することによ

り，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

代替原子炉補機冷却系の熱交換器ユニットと大容量送水

車（熱交換器ユニット用）は，通常時は代替冷却水供給止

め弁及び代替冷却水戻り止め弁を表 3.11-21で示すとおり

閉運用しておくことで，接続先の系統と分離した状態で保

管することで，他の設備に悪影響を及ぼさない運用とする。 

代替原子炉補機冷却系を用いる場合は，弁操作によって，

通常時の系統構成から重大事故等対処設備としての系統構成

とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

また，系統運転時には原子炉補機冷却系と代替原子炉補機

冷却系を同時に使用しない運用とすることで，相互の機能に

悪影響を及ぼさない構成とする。 

代替原子炉補機冷却系の熱交換器ユニット及び大容量送水

車（熱交換器ユニット用）は，治具や輪留めによる固定等を

することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

熱交換器ユニット及び大容量送水車（熱交換器ユニット用）

は，飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

なお，熱交換器ユニット及び大容量送水車（熱交換器ユニ

ット用）は，想定される重大事故等時において，燃料プール

冷却浄化系による使用済燃料プールの除熱と残留熱除去系に

よる発電用原子炉若しくは原子炉格納容器内の除熱又は代替

循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱を同時に

使用するため，各系統の必要な除熱量を同時に確保できる容

量を有する設計とする。 

（54-3,54-4,54-5） 

 

(ⅱ) 適合性 

   基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等について」に示す。 

    代替燃料プール冷却系である代替燃料プール冷却系ポン

プ及び熱交換器は，通常待機時は代替燃料プール冷却系ポ

ンプ入口弁及び代替燃料プール冷却系熱交換器出口弁を閉

止しておくことで，燃料プール冷却浄化系と隔離する系統

構成としており，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。代替燃料プール冷却系による使用済燃料プールの冷却

を行う場合は，重大事故等対象設備としての系統構成とす

ることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。隔

離弁については第3.11－37表に示す。 

（54－3－12,13） 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

燃料プール冷却ポンプ及び燃料プール冷却系熱交換器

は，設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成

で重大事故等対処設備として使用することにより，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備と大型送

水ポンプ車は，通常時はＡＨＥＦ供給配管止め弁及びＡＨ

ＥＦ戻り配管止め弁を表 3.11-21で示すとおり閉運用して

おくことで，接続先の系統と分離した状態で保管すること

で，他の設備に悪影響を及ぼさない運用とする。 

原子炉補機代替冷却系を用いる場合は，弁操作によって，

通常時の系統構成から重大事故等対処設備としての系統構

成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

また，系統運転時には原子炉補機冷却系（原子炉補機海

水系を含む）と原子炉補機代替冷却系を同時に使用しない

運用とすることで，相互の機能に悪影響を及ぼさない構成

とする。 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型

送水ポンプ車は，輪留めによる固定等をすることで，他の

設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，飛散物

となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

なお，移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，

想定される重大事故等時において，燃料プール冷却系によ

る燃料プールの除熱と残留熱除去系による発電用原子炉若

しくは原子炉格納容器内の除熱又は残留熱代替除去系によ

る原子炉格納容器内の減圧及び除熱を同時に使用するた

め，各系統の必要な除熱量を同時に確保できる容量を有す

る設計とする。 

（54-3，54-4，54-5） 
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【柏崎 6/7】 

島根２号炉では治具

を使用しない  

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑪の相違 

添3.11-125



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.12 版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

表 3.11-21他系統との隔離弁 

取合系統 系統隔離弁 駆動方式 動作 

原子炉補機冷

却系 

代替冷却水供

給止め弁 

手動 通常時閉 

代替冷却水戻

り止め弁 

手動 通常時閉 

 

第 3.11－37表 他系統との隔離弁 

取合系統 系統隔離弁 駆動方式 動作 

燃料プール冷

却浄化系 

代替燃料プール冷却

系ポンプ入口弁 
電動駆動 

通常時閉 

電源喪失時閉 

代替燃料プール冷却

系熱交換器出口弁 
電動駆動 

通常時閉 

電源喪失時閉 
 

表 3.11-21 他系統との隔離弁 

取合系統 系統隔離弁 駆動方式 動作 

原子炉補機冷

却系（原子炉

補機海水系を

含む） 

ＡＨＥＦ供給配

管止め弁 
手動 通常時閉 

ＡＨＥＦ戻り配

管止め弁 
手動 通常時閉 

 

 

・設備の相違 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43 条第 1 項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故

等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう，

放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置

場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたもので

あること。 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第1項六） 

  (ⅰ) 要求事項 

   想定される重大事故等が発生した場合において重大事故

等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう，

放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置

場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたもので

あること。 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第１項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故

等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう，

放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置

場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたもので

あること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

燃料プール冷却浄化系及び代替原子炉補機冷却系の系統

構成に必要な機器の設置場所を表 3.11-22に示す。これら

は全て炉心損傷前の操作となり，想定される事故時におけ

る放射線量は高くなるおそれが少ないため操作が可能であ

る。なお，屋外にホースを設置する場合は，放射線量を確

認して，適切な放射線対策に基づき作業安全を確保した上

で作業を実施する。 

また，燃料プール冷却浄化系ポンプ及び燃料プール冷却

浄化系熱交換器は，原子炉建屋原子炉区域内に設置されて

いる設備であるが，中央制御室から操作可能な設計とする

ことにより，放射線による影響はない。 

（54-3,54-7） 

 

(ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

    代替燃料プール冷却系の系統構成のために操作が必要な

機器の設置場所，操作場所を第3.11－38表に示す。 

    代替燃料プール冷却系ポンプ，代替燃料プール冷却系ポ

ンプ入口弁，代替燃料プール冷却系熱交換器出口弁及び燃

料プール冷却浄化系入口隔離弁は，原子炉建屋原子炉棟に

設置されるが，中央制御室からの遠隔操作を可能とするこ

とで，操作場所の放射線量が高くなるおそれが少なくなる

よう設計する。線源からの離隔により，放射線量が高くな

るおそれの少ない場所で可能な設計とする。 

（54－3－12,13,54－4－5） 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

燃料プール冷却系及び原子炉補機代替冷却系の系統構成

に必要な機器の設置場所を表 3.11-22に示す。これらは全

て炉心損傷前の操作となり，想定される事故時における放

射線量は高くなるおそれが少ないため操作が可能である。

なお，屋外にホースを設置する場合は，放射線量を確認し

て，適切な放射線対策に基づき作業安全を確保した上で作

業を実施する。 

また，燃料プール冷却ポンプ及び燃料プール冷却系熱交

換器は，原子炉建物原子炉棟内に設置されている設備であ

るが，中央制御室から操作可能な設計とすることにより，

放射線による影響はない。 

（54-3，54-7） 
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表 3.11-22操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

燃料プール冷却浄化系ポ

ンプ（A） 

原子炉建屋地上 2

階 

中央制御室 

燃料プール冷却浄化系ポ

ンプ（B）  

原子炉建屋地上 2

階 

中央制御室 

燃料プール冷却浄化系ろ

過脱塩器第一入口弁 

原子炉建屋地上 2

階 

中央制御室 

燃料プール冷却浄化系ろ

過脱塩器第二入口弁 

原子炉建屋地上 2

階 

中央制御室 

燃料プール冷却浄化系ろ

過脱塩器出口弁 

原子炉建屋地上 2

階 

中央制御室 

燃料プール冷却浄化系ろ

過脱塩器バイパス弁（A）  

原子炉建屋地上 2

階 

中央制御室 

燃料プール冷却浄化系ろ

過脱塩器バイパス弁（B）  

原子炉建屋地上 2

階 

中央制御室 

燃料プール冷却浄化系熱

交換器（A）出口弁 

原子炉建屋地上 2

階 

原子炉建屋地

上 2階 

燃料プール冷却浄化系熱

交換器（B）出口弁 

原子炉建屋地上 2

階 

原子炉建屋地

上 2階 

熱交換器ユニット タービン建屋脇 タービン建屋

脇 

代替原子炉補機冷却水ポ

ンプ 

タービン建屋脇 タービン建屋

脇 

大容量送水車（熱交換器ユ

ニット用）  

タービン建屋脇 タービン建屋

脇 

熱交換器ユニット流量調

整弁 

熱交換器ユニット

内 

熱交換器ユニ

ット内 

代替冷却水供給止め弁（A） タービン建屋地上

1 階 

タービン建屋

地上 1階 

代替冷却水戻り止め弁（A）  タービン建屋地上

1 階 

タービン建屋

地上 1階 

残留熱除去系熱交換器（A）

冷却水出口弁 

原子炉建屋地下 2

階 

中央制御室 

常用冷却水供給側分離弁

（A）  

原子炉建屋地下 2

階 

中央制御室 

常用冷却水戻り側分離弁

（A）  

原子炉建屋地下 2

階 

中央制御室 

可燃性ガス濃度制御系室

空調機（A）出口弁 

原子炉建屋地上 1

階 

原子炉建屋地

上 1階 

格納容器雰囲気モニタラ

ック（A）出口弁 

原子炉建屋地上中

3 階 

原子炉建屋地

上中 3階 

格納容器内雰囲気モニタ

系（A）室空調機冷却水出

口弁（6号炉のみ）  

原子炉建屋地上中

3 階 

原子炉建屋地

上中 3階 

燃料プール冷却浄化系ポ

ンプ室空調機（A）出口弁 

原子炉建屋地上 2

階 

原子炉建屋地

上 2階 

燃料プール冷却浄化系熱 原子炉建屋地上 2 原子炉建屋地

第 3.11－38表 代替燃料プール冷却系操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

代替燃料プール冷却系ポン

プ 

原子炉建屋原子炉

棟4階 
中央制御室 

代替燃料プール冷却系ポン

プ入口弁 

原子炉建屋原子炉

棟4階 
中央制御室 

代替燃料プール冷却系熱交換

器出口弁 

原子炉建屋原子炉

棟4階 
中央制御室 

燃料プール冷却浄化系入口隔

離弁 

原子炉建屋原子炉

棟4階 
中央制御室 

 

表 3.11-22 操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

Ａ－燃料プール冷却ポン

プ 

原子炉建物原子

炉棟中２階 
中央制御室 

Ｂ－燃料プール冷却ポン

プ 

原子炉建物原子

炉棟中２階 
中央制御室 

ＦＰＣフィルタ入口弁 
原子炉建物原子

炉棟中２階 
中央制御室 

Ａ－ＦＰＣ熱交入口弁 
原子炉建物原子

炉棟３階 
中央制御室 

Ｂ－ＦＰＣ熱交入口弁 
原子炉建物原子

炉棟３階 
中央制御室 

ＦＰＣフィルタバイパス

弁 

原子炉建物原子

炉棟３階 
中央制御室 

移動式代替熱交換設備 
原子炉建物近傍 原子炉建物近

傍 

移動式代替熱交換設備淡

水ポンプ 
原子炉建物近傍 原子炉建物近

傍 

大型送水ポンプ車 取水槽近傍 取水槽近傍 

ＲＣＷ Ａ－ＡＨＥＦ供

給配管止め弁 

原子炉建物付属

棟１階 

原子炉建物付

属棟１階 

ＲＣＷ Ａ－ＡＨＥＦ戻

り配管止め弁 

原子炉建物付属

棟１階 

原子炉建物付

属棟１階 

熱交換器ユニット流量調

整弁 

熱交換器ユニッ

ト内 

熱交換器ユニ

ット内 

Ａ－ＲＣＷ常用補機冷却

水入口切替弁 

原子炉建物付属

棟地下１階 
中央制御室 

Ａ－ＲＣＷ常用補機冷却

水出口切替弁 

原子炉建物付属

棟２階 
中央制御室 

Ａ－ＲＨＲ熱交冷却水出

口弁 

原子炉建物原子

炉棟２階 
中央制御室 

ＲＣＷ Ａ－ＤＥＧ冷却

水入口弁 

原子炉建物付属

棟地下２階 

原子炉建物付

属棟地下２階 

ＡＨＥＦ Ｂ－供給配管

止め弁 
屋外 屋外 

ＡＨＥＦ Ｂ－戻り配管

止め弁 

原子炉建物付属

棟１階 

原子炉建物付

属棟１階 

Ｂ－ＲＣＷ常用補機冷却

水入口切替弁 

原子炉建物付属

棟地下１階 
中央制御室 
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交換器（A）出口弁 階 上 2階 

燃料プール冷却浄化系ポ

ンプ（A）軸受冷却器冷却

水出口弁（6 号炉のみ）  

原子炉建屋地上 2

階 

原子炉建屋地

上 2階 

非常用ガス処理系室空調

機（A）出口弁 

原子炉建屋地上 3

階 

原子炉建屋地

上 3階 

残留熱除去系ポンプ室空

調機（A）出口弁 

原子炉建屋地下 3

階 

原子炉建屋地

下 3階 

残留熱除去系ポンプ（A）

冷却水出口弁 

原子炉建屋地下 3

階 

原子炉建屋地

下 3階 

残留熱除去系ポンプ（A）

メカニカルシール冷却器

冷却水出口弁（6号炉のみ）  

原子炉建屋地下 3

階 

原子炉建屋地

下 3階 

サプレッションプール浄

化系ポンプ室空調機出口

弁 

原子炉建屋地下 3

階 

原子炉建屋地

下 3階 

サプレッションプール浄

化系ポンプ軸受冷却器冷

却水出口弁（6号炉のみ）  

原子炉建屋地下 3

階 

原子炉建屋地

下 3階 

原子炉隔離時冷却系ポン

プ室空調機出口弁 

原子炉建屋地下 3

階 

原子炉建屋地

下 3階 

原子炉補機冷却水系ポン

プ（A）吸込弁 

タービン建屋地下

1 階 

タービン建屋

地下 1階 

原子炉補機冷却水系ポン

プ（D）吸込弁 

タービン建屋地下

1 階 

タービン建屋

地下 1階 

換気空調補機非常用冷却

水系冷凍機（A）冷却水温

度調節弁後弁 

コントロール建屋

地下 2階 

コントロール

建屋地下 2階 

換気空調補機非常用冷却

水系冷凍機（C）冷却水温

度調節弁後弁 

コントロール建屋

地下 2階 

コントロール

建屋地下 2階 

原子炉補機冷却海水ポン

プ（A）電動機軸受出口弁

（7号炉のみ）  

タービン建屋地下

1 階 

タービン建屋

地下 1階 

原子炉補機冷却海水ポン

プ（D）電動機軸受出口弁

（7号炉のみ）  

タービン建屋地下

1 階 

タービン建屋

地下 1階 

サージタンク（A）換気空

調補機非常用冷却水系側

出口弁 

原子炉建屋地上 4

階（6 号炉）原子

炉建屋地上 2階（7

号炉） 

原子炉建屋地

上 4階（6号炉）

原子炉建屋地

上 2階（7号炉） 

代替冷却水供給第二止め

弁（B）  

タービン建屋地上

1 階 

タービン建屋

地上 1階 

代替冷却水戻り第二止め

弁（B）  

タービン建屋地上

1 階 

タービン建屋

地上 1階 

残留熱除去系熱交換器（B）

冷却水出口弁 

原子炉建屋地下 2

階 

中央制御室 

常用冷却水供給側分離弁

（B）  

原子炉建屋地下 2

階 

中央制御室 

Ｂ－ＲＣＷ常用補機冷却

水出口切替弁 

原子炉建物付属

棟２階 
中央制御室 

Ｂ－ＲＨＲ熱交冷却水出

口弁 

原子炉建物原子

炉棟２階 
中央制御室 

ＲＣＷ Ｂ－ＤＥＧ冷却

水入口弁 

原子炉建物付属

棟地下２階 

原子炉建物付

属棟地下２階 

ホース ホース接続 屋外 
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常用冷却水戻り側分離弁

（B） 

原子炉建屋地下 2

階 

中央制御室 

可燃性ガス濃度制御系室

空調機（B）出口弁 

原子炉建屋地上 1

階 

原子炉建屋地

上 1階 

格納容器内雰囲気モニタ

系ラック（B）出口弁 

原子炉建屋地上 3

階 

原子炉建屋地

上 3階 

燃料プール冷却浄化系ポ

ンプ室空調機（B）出口弁

原子炉建屋地上 2

階 

原子炉建屋地

上 2階 

燃料プール冷却浄化系熱

交換器（B）出口弁 

原子炉建屋地上 2

階 

原子炉建屋地

上 2階 

燃料プール冷却浄化系ポ

ンプ（B）軸受冷却器冷却

水出口弁（6 号炉のみ）

原子炉建屋地上 2

階 

原子炉建屋地

上 2階 

非常用ガス処理系室空調

機（B）出口弁 

原子炉建屋地上 3

階 

原子炉建屋地

上 3階 

残留熱除去系ポンプ室空

調機（B）出口弁 

原子炉建屋地下 3

階 

原子炉建屋地

下 3階 

高圧炉心注水系ポンプ（B）

冷却器冷却水出口弁 

原子炉建屋地下 3

階 

原子炉建屋地

下 3階 

高圧炉心注水系ポンプ室

空調機（B）出口弁 

原子炉建屋地下 3

階 

原子炉建屋地

下 3階 

原子炉補機冷却水系ポン

プ（B）吸込弁 

タービン建屋地下

1 階

タービン建屋

地下 1階

原子炉補機冷却水系ポン

プ（E）吸込弁 

タービン建屋地下

1 階

タービン建屋

地下 1階

原子炉補機冷却海水ポン

プ（B）電動機軸受出口弁

（7号炉のみ）  

タービン建屋地下

1 階

タービン建屋

地下 1階

原子炉補機冷却海水ポン

プ（E）電動機軸受出口弁

（7号炉のみ）  

タービン建屋地下

1 階

タービン建屋

地下 1階

換気空調補機非常用冷却

水系冷凍機（B）冷却水温

度調節弁後弁 

コントロール建屋

地下 2階

コントロール

建屋地下 2階

換気空調補機非常用冷却

水系冷凍機（D）冷却水温

度調節弁後弁 

コントロール建屋

地下 2階

コントロール

建屋地下 2階

格納容器内雰囲気モニタ

系（B）室空調機冷却水出

口弁（6号炉のみ）

原子炉建屋地上 3

階 

原子炉建屋地

上 3階 

残留熱除去系ポンプ（B）

モータ軸受冷却器冷却水

出口弁（6号炉のみ）

原子炉建屋地下 3

階 

原子炉建屋地

下 3階 

残留熱除去系ポンプ（B）

冷却水出口弁 

原子炉建屋地下 3

階 

原子炉建屋地

下 3階 

高圧炉心注水系ポンプ（B）

メカニカルシール冷却器

冷却水出口弁（6号炉のみ） 

原子炉建屋地下 3

階 

原子炉建屋地

下 3階 
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サージタンク（B）換気空

調補機非常用冷却水系側

出口弁 

原子炉建屋地上 4

階（6 号炉）原子

炉建屋地上 2階（7

号炉） 

原子炉建屋地

上 4階（6号炉）

原子炉建屋地

上 2階（7号炉） 

ホース 屋外 屋外 

 

 

3.11.2.3.3.2 設置許可基準規則第 43 条第 2 項への適合方針 

 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43 条第 2 項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するもの

であること。 

3.11.2.4.3.2 設置許可基準規則第 43条第 2項への適合方針

（常設重大事故等対処設備の安全設計方針に対する適合性） 

(1) 容量（設置許可基準規則第43条第2項一） 

(ⅰ) 要求事項 

   想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分

に余裕のある容量を有するものであること。 

3.11.2.3.3.2 設置許可基準規則第 43条第２項への適合方針 

 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第２項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するもの

であること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

燃料プール冷却浄化系ポンプ及び燃料プール冷却浄化系

熱交換器は，設計基準対象施設と兼用しており，設計基準

対象施設としてのポンプ流量及び伝熱容量が，想定される

重大事故等時において，使用済燃料プール内に貯蔵する使

用済燃料から発生する崩壊熱を除去するために必要なポン

プ流量及び伝熱容量に対して十分であるため，設計基準対

象施設と同仕様で設計する。 

使用済燃料プール内に貯蔵する使用済燃料が有する崩壊

熱量は，保管期間が最も短いもので原子炉からの取り出し

後 70日が経過した燃料が存在する場合の崩壊熱量である

約 2.6MW とし，燃料プール冷却浄化系ポンプは 1台で運転

し，熱交換器 1基に代替原子炉補機冷却系の冷却水を通水

することで除熱を行う設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

   代替燃料プール冷却系である代替燃料プール冷却系ポン

プ及び代替燃料プール冷却系熱交換器は，設計基準対象施

設である燃料プール冷却浄化系が有する使用済燃料プール

の除熱機能が喪失した場合においても，使用済燃料プール

に保管されている燃料の崩壊熱を除去できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

燃料プール冷却ポンプ及び燃料プール冷却系熱交換器

は，設計基準対象施設と兼用しており，設計基準対象施設

としてのポンプ流量及び伝熱容量が，想定される重大事故

等時において，燃料プール内に貯蔵する使用済燃料から発

生する崩壊熱を除去するために必要なポンプ流量及び伝熱

容量に対して十分であるため，設計基準対象施設と同仕様

で設計する。 

燃料プール内に貯蔵する使用済燃料が有する崩壊熱量

は，保管期間が最も短いもので原子炉からの取り出し後 50

日が経過した燃料が存在する場合の崩壊熱量である約

2.2MWとし，燃料プール冷却ポンプは１台で運転し，熱交

換器１基に原子炉補機代替冷却系の冷却水を通水すること

で除熱を行う設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑪の相違 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は改良工

事等がない場合の標準

定検期間（最短工程）で

ある 50 日を記載 

・記載方針の相違 

【東海第二】 
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燃料プール冷却浄化系熱交換器の容量は，重大事故等対

処設備として使用する場合における熱交換量が使用済燃料

プール水温約 77℃の場合において約 2.6MWであるが，重大

事故等対処設備として想定する条件での必要伝熱面積に対

して，設計基準対象施設として想定する条件での必要伝熱

面積が大きいことから，設計基準対象施設としての海水温

度 30℃，使用済燃料プール水温 52℃の場合の熱交換量約

1.9MWとする。 

(54-6) 

代替燃料プール冷却系熱交換器の容量は，設計基準対象

施設である使用済燃料プール冷却浄化設備の冷却機能と同

等とし，約2.31MWで設計する。 

 

 

 

 

 

 

また，燃料プール水を冷却可能な容量として，1台で約

124m３／hを送水可能な代替燃料プール冷却系ポンプ1台使

用する設計とする。 

全揚程は，燃料プール水を冷却可能な容量で送水する場

合の圧損（使用済燃料プールからの取出位置と使用済燃料

プールへの注水位置の圧力差，静水頭，機器圧損，配管及

び弁類の圧損）を考慮して，約40mを確保可能な設計とする。 

      （54－6－8～14） 

 

燃料プール冷却系熱交換器の容量は，重大事故等対処設

備として使用する場合における熱交換量が燃料プール水温

約 65℃の場合において約 2.9MWであるが，重大事故等対処

設備として想定する条件での必要伝熱面積に対して，設計

基準対象施設として想定する条件での必要伝熱面積が大き

いことから，設計基準対象施設としての海水温度 30℃，燃

料プール水温 52℃の場合の熱交換量約 1.9MWとする。 

（54-6） 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

設備の相違による崩

壊熱量の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑪の相違 

 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43 条第 2 項二） 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでない

こと。ただし，二以上の発電用原子炉施設と共用すること

によって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上す

る場合であって，同一の工場等内の他の発電用原子炉施設

に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第43条第2項二） 

  (ⅰ) 要求事項 

   常設重大事故等対処設備の各機器については，一部の敷

地を共有する東海発電所内の発電用原子炉施設において共

用しない設計とする。ただし，共用対象の施設ごとに要求

される技術的要件（重大事故等に対処するための必要な機

能）を満たしつつ，東海発電所内の発電用原子炉施設と共

用することにより安全性が向上し，かつ，東海発電所内及

び東海第二発電所内の発電用原子炉施設に対して悪影響を

及ぼさない場合は，共用できる設計とする。 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43条第２項二） 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでない

こと。ただし，二以上の発電用原子炉施設と共用すること

によって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上す

る場合であって，同一の工場等内の他の発電用原子炉施設

に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.1多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

燃料プール冷却浄化系ポンプ及び燃料プール冷却浄化系

熱交換器は，二以上の発電用原子炉施設において共用しな

い設計とする。 

(ⅱ) 適合性 

   基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等について」に示す。 

代替燃料プール冷却系である代替燃料プール冷却系ポン

プ及び代替燃料プール冷却系熱交換器は，一部の敷地を共

有する東海発電所内の発電用原子炉施設において共用しな

い設計とする。 

 

 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

燃料プール冷却ポンプ及び燃料プール冷却系熱交換器

は，二以上の発電用原子炉施設において共用しない設計と

する。 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑪の相違 
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（3）設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第

43条第 2項三） 

（i）要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事

故対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそ

れがないよう，適切な措置を講じたものであること。 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第43 

条第2 項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事

故対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそ

れがないよう，適切な措置を講じたものであること。 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43

条第２項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事

故対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそ

れがないよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.1多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

 

 

 

 

 

 

燃料プール冷却浄化系ポンプ及び燃料プール冷却浄化系

熱交換器は，設計基準事故対処設備である残留熱除去系ポ

ンプ及び熱交換器に対して多重性又は多様性，位置的分散

を図る設計としている。 

燃料プール冷却浄化系ポンプ及び燃料プール冷却浄化系

熱交換器の多様性又は，多重性，位置的分散について，表

3.11-23 に示す。 

(ⅱ) 適合性 

   基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等について」に示す。 

代替燃料プール冷却系である代替燃料プール冷却系ポン

プ及び代替燃料プール冷却系熱交換器は，設計基準対象施

設である燃料プール冷却浄化系ポンプ及び燃料プール冷却

浄化系熱交換器と同時に機能が損なわれないよう，第 3.11

－39表に示すとおり，多様性及び位置的分散を図る設計と

する。 

代替燃料プール冷却系ポンプ及び代替燃料プール冷却系

熱交換器は，燃料プール冷却浄化系ポンプ及び燃料プール

冷却浄化系熱交換器に対して原子炉建屋原子炉棟内の異な

る区画に設置することで位置的分散を図る設計としてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替燃料プール冷却系ポンプの電源は，常設代替交流電

源設備である常設代替高圧電源装置は，屋外の常設代替高

圧電源装置置場に設置する常設代替交流電源設備である常

設代替高圧電源装置からの独立した電源供給ラインから供

給可能とすることで，原子炉建屋付属棟内に設置された設

計基準対象施設である燃料プール冷却浄化系ポンプの電源

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

 

 

 

 

 

 

燃料プール冷却ポンプ及び燃料プール冷却系熱交換器

は，設計基準事故対処設備である残留熱除去ポンプ及び残

留熱除去系熱交換器に対して多重性又は多様性，位置的分

散を図る設計としている。 

 

 

 

また，重大事故等対処設備として使用する場合の燃料プ

ール冷却ポンプは常設代替交流電源設備からの給電により

駆動することで，残留熱除去系及び燃料プール冷却系の冷

却機能並びに残留熱除去系の補給機能として使用する場合

の，非常用交流電源設備により駆動する残留熱除去ポンプ

及び燃料プール冷却ポンプに対して多様性を有する設計と

する。 

燃料プール冷却ポンプ及び燃料プール冷却系熱交換器の

多様性又は，多重性，位置的分散について，表 3.11-23に

示す。 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑪の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑪の相違 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑪の相違 
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（非常用ディーゼル発電機）に対し多様性及び位置的分散

を図る設計とする。 

代替燃料プール冷却系ポンプのサポート系として，冷却

水を自然冷却とすることで，設計基準対象施設である燃料

プール冷却浄化系ポンプの冷却水（自然冷却）に対し多様

性を持たせた設計とする。 

代替燃料プール冷却系ポンプ及び代替燃料プール冷却系

熱交換器を使用する代替燃料プール冷却系の配管は，燃料

プール冷却浄化系配管の分岐点から燃料プール冷却浄化系

の配管との合流点までを独立した系統とすることで，燃料

プール冷却浄化系ポンプ及び残留熱除去系ポンプを使用し

た冷却系統に対して多様性を有する設計とする。 

表 3.11-23多様性又は多重性，位置的分散 

項目 設計基準事故対処設備 重大事故対処設備 

ポンプ 残留熱除去系ポンプ 

（A）（B）（C） 

燃料プール冷却浄化系

ポンプ 

（A）（B） 

原子炉建屋地下 3階 原子炉建屋 2階 

熱交換

器

残留熱除去系熱交換器 

（A）（B）（C） 

燃料プール冷却浄化系

熱交換器 

（A）（B） 

原子炉建屋地下 3階 原子炉建屋 2階 

駆動電

源

非常用交流電源設備 

（非常用ディーゼル発電

機） 

常設代替交流電源設備 

（第一ガスタービン発

電機） 

第 3.11－39表 多様性又は位置的分散 

項目 

設計基準対象施設 重大事故防止設備 

燃料プール冷却浄化系 代替燃料プール冷却系 

ポンプ 

燃料プール冷却浄化系ポ

ンプ

代替燃料プール冷却系ポ

ンプ

原子炉建屋原子炉棟4階 原子炉建屋原子炉棟4階 

熱交換器 

燃料プール冷却浄化系熱

交換器 

代替燃料プール冷却系熱

交換器 

原子炉建屋原子炉棟4階 原子炉建屋原子炉棟4階 

水源 使用済燃料プール 使用済燃料プール 

駆動用空

気 
不要 不要 

潤滑油 不要(内包油) 不要（内包油） 

冷却水 不要（自然冷却） 不要（自然冷却） 

駆動電源 

非常用ディーゼル発電機 常設代替高圧電源装置 

原子炉建屋付属棟地下1階 屋外 

表 3.11-23 多様性又は多重性，位置的分散 

項目 設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備 

ポ ン

プ 

Ａ，Ｂ－残留熱除

去ポンプ 

Ａ，Ｂ－燃料プー

ル冷却ポンプ

Ａ，Ｂ－燃料プール冷却

ポンプ 

原子炉建物原子

炉棟地下２階 

原子炉建物原子

炉棟中２階 

原子炉建物原子炉棟中２

階 

熱 交

換 器

Ａ，Ｂ－残留熱除

去系熱交換器 

Ａ，Ｂ－燃料プー

ル冷却系熱交換

器 

Ａ，Ｂ－燃料プール冷却

系熱交換器 

原子炉建物原子

炉棟１階 

原子炉建物原子

炉棟３階 
原子炉建物原子炉棟３階 

駆 動

電 源

非常用交流電源

設備 

（非常用ディー

ゼル発電機） 

非常用交流電源

設備 

（非常用ディー

ゼル発電機） 

常設代替交流電源設備 

（ガスタービン発電機） 

・設備の相違
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燃料プール冷却浄化系で使用する代替原子炉補機冷却系

は，原子炉補機冷却系と共通要因によって同時に機能を損

なわないよう，原子炉補機冷却系の海水系に対して独立性

を有するとともに，熱交換器ユニットから原子炉補機冷却

系配管との合流点までの系統について，原子炉補機冷却系

に対して独立性を有する設計とする。 

（54-2，54-3，54-4） 

 燃料プール冷却系で使用する原子炉補機代替冷却系は，

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む）と共通要因

によって同時に機能を損なわないよう，原子炉補機冷却系

（原子炉補機海水系を含む）の海水系に対して独立性を有

するとともに，移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ

車から原子炉補機冷却系配管との合流点までの系統につい

て，原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む）に対し

て独立性を有する設計とする。 

（54-2，54-3，54-4） 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑪の相違 

3.11.2.3.3.3 設置許可基準規則第 43 条第 3 項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43 条第 3 項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分

に余裕のある容量を有するものであること。 

 3.11.2.3.3.3 設置許可基準規則第 43条第３項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第３項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分

に余裕のある容量を有するものであること。 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑪の相違 

（以下，3.11.2.3.3.3

項について全て同様） 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2容量等」に示す。 

燃料プール冷却浄化系で使用する代替原子炉補機冷系の

熱交換器ユニット及び大容量送水車（熱交換器ユニット用）

は，使用済燃料プールの冷却機能が喪失した場合にあって，

燃料プール冷却浄化系ポンプが起動可能な状況において，

燃料プール冷却浄化系熱交換器の冷却水として，燃料プー

ル冷却浄化系熱交換器等で発生した熱を除去するために必

要な伝熱容量及びポンプ流量を有する熱交換器ユニット 1

セット 1式と大容量送水車（熱交換器ユニット用）1セッ

ト 1台を使用する。熱交換器ユニットの容量は熱交換容量

約 23MW として，大容量送水車（熱交換器ユニット用）の容

量は 900m3/hとして設計し，有効性評価「崩壊熱除去機能

喪失（取水機能が喪失した場合）」のシナリオにおいて代替

原子炉補機冷却系を用いて残留熱除去系によるサプレッシ

ョン・チェンバ・プール水冷却モード運転を行った場合，

有効性評価「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器

過圧・過温破損）代替循環冷却系を使用する場合」のシナ

リオにおいて代替循環冷却系による原子炉圧力容器への注

水及び格納容器スプレイの同時運転を行った場合，又は有

効性評価「高圧溶融物放出/格納容器雰囲気直接加熱」のシ

ナリオにおいて代替循環冷却系による原子炉格納容器下部

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

燃料プール冷却系で使用する原子炉補機代替冷却系の移

動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，燃料プール

の冷却機能が喪失した場合にあって，燃料プール冷却ポン

プが起動可能な状況において，燃料プール冷却系熱交換器

の冷却水として，燃料プール冷却系熱交換器等で発生した

熱を除去するために必要な伝熱容量及びポンプ流量を有す

る移動式代替熱交換設備１セット１台と大型送水ポンプ車

１セット１台を使用する。 

移動式代替熱交換設備の容量は熱交換容量約 23MWとし

て，大型送水ポンプ車の容量は 1,800m3/hとして設計し，

有効性評価「崩壊熱除去機能喪失（取水機能が喪失した場

合）」のシナリオにおいて原子炉補機代替冷却系を用いて残

留熱除去系によるサプレッション・プール水冷却モード運

転を行った場合，有効性評価「雰囲気圧力・温度による静

的負荷（格納容器過圧・過温破損）残留熱代替除去系を使

用する場合」のシナリオにおいて残留熱代替除去系による

原子炉圧力容器への注水及び格納容器スプレイの同時運転

を行った場合，又は有効性評価「高圧溶融物放出/格納容器

雰囲気直接加熱」のシナリオにおいて残留熱代替除去系に

よる格納容器スプレイの運転を行った場合に，同時に原子

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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・運用の相違 
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への注水及び格納容器スプレイの同時運転を行った場合

に，同時に代替 原子炉補機冷却系を用いて燃料プール冷

却浄化系による使用済燃料プールの冷却を行った場合の冷

却効果を確保可能な設計とする。 

また，熱交換器ユニットの保有数は，6号及び 7号炉共

用で 4セット 4式に加えて，故障時及び保守点検による待

機除外時のバックアップ用として 1式（6号及び 7号炉共

用）の合計 5式を保管する。 

大容量送水車（熱交換器ユニット用）の保有数は，6 号

及び 7号炉共用で 4セット 4台に加えて，故障時及び保守

点検による待機除外時のバックアップ用として 1台（6号

及び 7号炉共用）の合計 5台を保管する。 

 (54-6) 

 

炉補機代替冷却系を用いて燃料プール冷却系による燃料プ

ールの冷却を行った場合の冷却効果を確保可能な設計とす

る。 

 

また，移動式代替熱交換設備の保有数は，２セット２台

に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバック

アップ用として１台の合計３台を保管する。 

 

大型送水ポンプ車の保有数は，２セット２台に加えて，

故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用と

して１台の合計３台を保管する。 

（54-6） 

 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は PCVス

プレイにより PCV下部

へ注水を行う 

・他号炉と共用しない 

 

 

 

・他号炉と共用しない 

 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第 43 条第 3 項二） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は

短時間に発電用原子炉施設と接続することができる常設の

設備をいう。以下同じ。）と接続するものにあっては，当該

常設設備と容易かつ確実に接続することができ，かつ，二

以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用することが

できるよう，接続部の規格の統一その他の適切な措置を講

じたものであること。 

 (2) 確実な接続（設置許可基準規則第 43条第３項二） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は

短時間に発電用原子炉施設と接続することができる常設の

設備をいう。以下同じ。）と接続するものにあっては，当該

常設設備と容易かつ確実に接続することができ，かつ，二

以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用することが

できるよう，接続部の規格の統一その他の適切な措置を講

じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

代替原子炉補機冷却系の熱交換器ユニットを接続するた

めのホースは，タービン建屋側の接続口と口径を統一し，

かつフランジ構造とすることで，常設設備と確実に接続が

できる設計とする。 

また，6号及び 7号炉が相互に使用することができるよ

う，それぞれの熱交換器ユニット及びホースは，6号及び 7

号炉に接続できる設計とする。 

また，代替原子炉補機冷系の大容量送水車（熱交換器ユ

ニット用）を接続するためのホースは，熱交換器ユニット

の接続口と口径を統一しかつ簡便な接続方式である結合金

具による接続とすることで，確実に接続ができる設計とす

る。また，6号及び 7号炉が相互に使用することができる

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備を接続す

るためのホースは，屋外の接続口と口径を統一し，かつフ

ランジ構造とすることで，常設設備と確実に接続ができる

設計とする。 

 

 

 

また，原子炉補機代替冷却系の大型送水ポンプ車を接続

するためのホースは，移動式代替熱交換設備の接続口及び

屋内の接続口と口径を統一しかつ簡便な接続方式である結

合金具による接続とすることで，確実に接続ができる設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

・他号炉と共用しない 

 

 

 

 

 

 

・他号炉と共用しない 
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よう，それぞれの大容量送水車（熱交換器ユニット用）は，

6 号及び 7号炉の熱交換器ユニットに接続できる設計とす

る。 

(54-7) 

（54-7） 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第 43 条第 3 項三）

(ⅰ) 要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって

接続することができなくなることを防止するため，可搬型

重大事故等対処設備（原子炉建屋の外から水又は電力を供

給するものに限る。）の接続口をそれぞれ互いに異なる複数

の場所に設けるものであること。 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第 43条第３項三）

(ⅰ) 要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって

接続することができなくなることを防止するため，可搬型

重大事故等対処設備（原子炉建屋の外から水又は電力を供

給するものに限る。）の接続口をそれぞれ互いに異なる複数

の場所に設けるものであること。 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.1多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

代替原子炉補機冷却系の熱交換器ユニットの接続箇所で

ある接続口は，重大事故等時の環境条件，自然現象，外部

人為事象，溢水及び火災の影響により接続できなくなるこ

とを防止するため，接続口をそれぞれ互いに異なる位置的

分散された複数の場所に設ける設計とする。具体的には原

子炉補機冷却系 A系に接続する接続口と，原子炉補機冷却

系 B系に接続する接続口をそれぞれ設けることとし，6号

炉についてはタービン建屋北側屋外に 1箇所，タービン建

屋西側屋外に 1箇所に設置し合計 2箇所設置することで共

通要因によって接続できなくなることを防止する設計とす

る。 

7号炉については，タービン建屋西側屋外に 1箇所，タ

ービン建屋南側屋外に 1箇所設置し，合計 2箇所設置する

ことで共通要因によって接続できなくなることを防止する

設計とする。 

（54-7） 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型

送水ポンプ車の接続箇所である接続口は，重大事故等時の

環境条件，自然現象，外部人為事象，溢水及び火災の影響

により接続できなくなることを防止するため，接続口をそ

れぞれ互いに異なる位置的分散された複数の場所に設ける

設計とする。具体的には原子炉補機冷却系（原子炉補機海

水系を含む）Ａ系に接続する接続口と，原子炉補機冷却系

（原子炉補機海水系を含む）Ｂ系に接続する接続口をそれ

ぞれ設けることとし，原子炉建物南側屋外に１箇所，原子

炉建物西側屋外に１箇所，原子炉建物内に 1箇所，合計３

箇所設置することで共通要因によって接続できなくなるこ

とを防止する設計とする。 

（54-7） 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第 43 条第 3 項四）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重

大事故等対処設備を設置場所に据え付け，及び常設設備と

接続することができるよう，放射線量が高くなるおそれが

少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他

(4) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第３項四）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重

大事故等対処設備を設置場所に据え付け，及び常設設備と

接続することができるよう，放射線量が高くなるおそれが

少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他
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の適切な措置を講じたものであること。 の適切な措置を講じたものであること。 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.3環境条件等」に示す。 

代替原子炉補機冷却系の熱交換器ユニット及び大容量送

水車（熱交換器ユニット用）は，炉心損傷後の格納容器ベ

ントを実施していない状況で屋外使用する設備であり，想

定される重大事故等が発生した場合における放射線を考慮

しても作業への影響はないと想定しているが，仮に線量が

高い場合は線源からの離隔距離をとることにより，これら

設備の設置及び常設設備との接続が可能な設計とする。ま

た，現場での接続作業に当たって，簡便な結合金具による

接続方式及びフランジ接続方式により，確実に速やかに接

続が可能な設計とする。 

（54-7） 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型

送水ポンプ車は，炉心損傷後の格納容器ベントを実施して

いない状況で屋外使用する設備であり，想定される重大事

故等が発生した場合における放射線を考慮しても作業への

影響はないと想定しているが，仮に線量が高い場合は線源

からの離隔距離をとることにより，これら設備の設置及び

常設設備との接続が可能な設計とする。また，現場での接

続作業に当たって，簡便な結合金具による接続方式及びフ

ランジ接続方式により，確実に速やかに接続が可能な設計

とする。 

（54-7） 

 

（5）保管場所（設置許可基準規則第 43条第 3項五） 

（i）要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機

の衝突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故対処

設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮し

た上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管す

ること。 

 (5) 保管場所（設置許可基準規則第 43条第３項五） 

(ⅰ) 要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機

の衝突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故対処

設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮し

た上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管す

ること。 

 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.1多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

代替原子炉補機冷却系の熱交換器ユニット及び大容量送

水車（熱交換器ユニット用）は，地震，津波その他の自然

現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム

による影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設

備の配置その他の条件を考慮し，原子炉補機冷却水ポンプ

及び格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系と位置

的分散を図り，発電所敷地内の高台にある荒浜側高台保管

場所及び大湊側高台保管場所の複数箇所に分散して保管す

る。 

（54-8） 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大

型送水ポンプ車は，地震，津波その他の自然現象又は故

意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影

響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配

置その他の条件を考慮し，原子炉補機冷却水ポンプ及び

格納容器フィルタベント系と位置的分散を図り，発電所

敷地内の津波の影響を受けない場所にある第１，第３及

び第４保管エリアの複数箇所に分散して保管する。 

（54-8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，格納容

器フィルタベントライ

ン系を新たに重大事故

等対処設備として設置

することから，耐圧強化

ベントラインは自主対
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策設備として位置付け，

万一，炉心損傷前に格納

容器フィルタベント系

が使用できない場合に

耐圧強化ベントライン

を使用する運用として

いる 

〔理由〕 

耐圧強化ベントライ

ンには，格納容器フィル

タベントラインからの

分岐部に，フィルタベン

ト時の漏えい防止の観

点から，隔離弁を２弁直

列に設置している。一

方，格納容器フィルタベ

ント系は，ベント弁の並

列２重化及び操作機構

の多様化により，ベント

弁開放の信頼性を確保

している 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑨の相違 

 

(6) アクセスルートの確保（許可基準規則第 43 条第 3 項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型

重大事故等対処設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を

把握するため，工場等内の道路及び通路が確保できるよう，

適切な措置を講じたものであること。 

 (6) アクセスルートの確保（許可基準規則第 43条第３項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型

重大事故等対処設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を

把握するため，工場等内の道路及び通路が確保できるよう，

適切な措置を講じたものであること。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.4操作性及び試験・検査性」

に示す。 

代替原子炉補機冷却系の熱交換器ユニット及び大容量送

水車（熱交換器ユニット用）は，通常時は高台にある荒浜

側高台保管場所及び大湊側高台保管場所に分散して保管し

ており，想定される重大事故等が発生した場合においても，

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型

送水ポンプ車は，通常時は津波の影響を受けない場所にあ

る第１，第３及び第４保管エリアに分散して保管しており，

想定される重大事故等が発生した場合においても，保管場

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑨の相違 
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保管場所から接続場所までの運搬経路について，設備の運

搬及び移動に支障をきたすことのないよう，迂回路も考慮

して複数のアクセスルートを確保する。（『可搬型重大事故

等対処設備保管場所及びアクセスルートについて』参照） 

（54-9） 

所から接続場所までの運搬経路について，設備の運搬及び

移動に支障をきたすことのないよう，迂回路も考慮して複

数のアクセスルートを確保する。（『可搬型重大事故等対処

設備保管場所及びアクセスルートについて』参照） 

（54-9） 

（7）設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様

性（設置許可基準規則第 43条第 3項七） 

（i）要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によ

って，設計基準事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵

槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防止設備

の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要

な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，

適切な措置を講じたものであること。 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様

性（設置許可基準規則第 43条第３項七） 

(ⅰ) 要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によ

って，設計基準事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵

槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防止設備

の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要

な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，

適切な措置を講じたものであること。 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.1多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

代替原子炉補機冷却系の熱交換器ユニット及び大容量送

水車（熱交換器ユニット用）は，共通要因によって設計基

準事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能

若しくは常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれが

ある事故に対処するために必要な機能と同時にその機能が

損なわれるおそれがないよう，設計基準事故対処設備であ

る原子炉補機冷却系と表 3.11-24で示すとおり多様性，位

置的分散を図る設計とする。 

（54-2，54-3，54-4，54-7，54-8） 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型

送水ポンプ車は，共通要因によって設計基準事故対処設備

の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは常設重

大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処

するために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそ

れがないよう，設計基準事故対処設備である原子炉補機冷

却系（原子炉補機海水系を含む）と表 3.11-24で示すとお

り多様性，位置的分散を図る設計とする。 

（54-2，54-3，54-4，54-7，54-8） 
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表 3.11-24多様性又は独立性，位置的分散 

項目 
設計基準事故対処設備 重大事故対処設備 

原子炉補機冷却系 代替原子炉補機冷却系 

ポンプ 

（淡水） 

原子炉補機冷却水ポン

プ 

熱交換器ユニット

  

（代替原子炉補機冷却

水ポンプ） 

タービン建屋地下 1階 荒浜側高台保管場所及

び大湊側高台保管場所 

ポンプ 

（海水）

 

  

原子炉補機冷却海水ポ

ンプ 

大容量送水車 

 （熱交換器ユニット

用）  

タービン建屋地下 1階 屋外 

熱交換

器

  

原子炉補機冷却水系熱

交換器 

熱交換器ユニット

  

（熱交換器） 

タービン建屋地下 1階 荒浜側高台保管場所及

び大湊側高台保管場所 

最終ヒ

ートシ

ンク 

海水 海水 

駆動電

源 

非常用交流電源設備 

（非常用ディーゼル発

電機） 

不要 

（大容量送

水車（熱交

換器ユニッ

ト）） 

可搬型代

替交流電

源設備

（電源

車） （熱

交換器ユ

ニット

（代替原

子炉補機

冷却水ポ

ンプ）） 

原子炉建屋地上 1階 荒浜側高台保管場所及

び大湊側高台保管場所 
 

 表 3.11-24 多様性又は独立性，位置的分散 

項目 

設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備 

原子炉補機冷却系（原子

炉補機海水系を含む） 

原子炉補機代替冷却系 

ポンプ 

（淡水） 

原子炉補機冷却水ポン

プ 

移動式代替熱交換設備 

（移動式代替熱交換設

備淡水ポンプ） 

原子炉建物付属棟１階 
第１，第３及び第４保管

エリア 

ポンプ 

（海水） 

原子炉補機海水ポンプ 大型送水ポンプ車 

屋外 屋外 

熱 交 換

器

  

原子炉補機冷却系熱交

換器 

移動式代替熱交換設備

（熱交換器） 

原子炉建物付属棟１階 
第１，第３及び第４保管

エリア 

最 終 ヒ

ー ト シ

ンク 

海水 海水 

駆 動 電

源 

非常用交流電源設備 

（非常用ディーゼル発

電機） 

不要 

（大型送水

ポンプ車） 

常設代替

交流電源

設備（ガ

スタービ

ン 発 電

機） 

（移動式

代替熱交

換 設 備

（移動式

代替熱交

換設備淡

水 ポ ン

プ）） 

原子炉建物付属棟地下

２階 

第１，第３及び第４保管

エリア 
 

・設備の相違 
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3.11.2.4 使用済燃料プールの監視設備 

3.11.2.4.1 設備概要 

使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA 広域），使用済燃料貯

蔵プール水位・温度（SA）及び使用済燃料貯蔵プール放射線モ

ニタ（高レンジ・低レンジ）は，想定される重大事故等時によ

り変動する可能性のある範囲にわたり監視することを目的とし

て設置する。また，使用済燃料貯蔵プール監視カメラは，想定

される重大事故等時の使用済燃料プールの状態を監視するため

に設置する。なお，代替電源設備から給電が可能であり，中央

制御室で監視可能な設計とする。 

 

 

 

使用済燃料プール監視設備に関する重大事故等対処設備一覧

を表 3.11-25 に，系統概要図を図 3.11-10,11 に示す。 

3.11.2.5 使用済燃料プール監視設備 

3.11.2.5.1 設備概要 

使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域），使用済燃料プール

温度（ＳＡ）及び使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レ

ンジ・低レンジ）は，想定される重大事故等時に使用済燃料プ

ールの水位，温度及び上部の空間線量率が変動する可能性のあ

る範囲にわたり監視することを目的として設置する。また，使

用済燃料プール監視カメラは，想定される重大事故等時の使用

済燃料プールの状態を監視するために設置する。なお，使用済

燃料プール監視設備（使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置

を含む）は，直流又は交流電源が喪失した場合でも，代替電源

設備からの給電を可能とし，中央制御室で監視可能な設計とす

る。 

使用済燃料プール監視設備に関する重大事故等対処設備一覧

を第 3.11－40表に，系統概要図を第 3.11－14図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11.2.4 燃料プールの監視設備 

3.11.2.4.1 設備概要 

燃料プール水位・温度（ＳＡ），燃料プール水位（ＳＡ），燃

料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）及

び燃料プール監視カメラ（ＳＡ）は，想定される重大事故等時

により変動する可能性のある範囲にわたり監視することを目的

として設置する。また，燃料プール監視カメラ（ＳＡ）は，想

定される重大事故等時の燃料プールの状態を監視するために設

置する。なお，代替電源設備から給電が可能であり，中央制御

室で監視可能な設計とする。 

 

 

 

燃料プール監視設備に関する重大事故等対処設備一覧を表

3.11-25に，系統概要図を図 3.11-12に示す。 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

【東海第二】 

③の相違 
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表.3.11－25 使用済燃料プール監視設備に関する重大事故等対処

設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA 広域）【常

設】 

使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA）【常設】 

使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ（高レン

ジ・低レンジ）【常設】 

使用済燃料貯蔵プール監視カメラ【常設】 

（使用済燃料貯蔵プール監視カメラ用空冷装置

【常設】を含む） 

 

附属設備 ― 

水源 ― 

流路 ― 

注水先 ― 

電源設備
※1 

常設代替交流電源設備 

第一ガスタービン発電機【常設】 

軽油タンク【常設】 

タンクローリ（16kL）【可搬】 

第一ガスタービン発電機用燃料タンク【常設】 

第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ

【常設】 

可搬型代替交流電源設備 

電源車【可搬】 

軽油タンク【常設】 

タンクローリ（4kL）【可搬】 

所内蓄電式直流電源設備 

直流 125V蓄電池 A【常設】 

直流 125V蓄電池 A-2【常設】 

AM 用直流 125V蓄電池【常設】 

直流 125V充電器 A【常設】 

直流 125V充電器 A-2【常設】 

AM 用直流 125V充電器【常設】 

可搬型直流電源設備 

電源車【可搬】 

軽油タンク【常設】 

タンクローリ（4kL）【可搬】 

AM 用直流 125V充電器【常設】 

上記所内蓄電式直流電源設備への給電のための

設備として以下の設備を使用する。 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

※1：単線結線図を補足説明資料 54-2に示す。 

電源設備については「3.14電源設備（設置許可基準規

則第 57条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

 

第 3.11－40表 使用済燃料プール監視設備に関する重大事故対

処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域）【常設】 

使用済燃料プール温度（ＳＡ）【常設】 

使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・

低レンジ）【常設】 

使用済燃料プール監視カメラ【常設】 

（使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置【常設】

を含む） 

付属設備 － 

水源 － 

流路 － 

注水先 － 

電源設備※１

（燃料給油

設備を含む） 

常設代替交流電源設備 

常設代替高圧電源装置【常設】 

可搬型代替交流電源設備 

 可搬型代替低圧電源車【可搬】 

常設代替直流電源設備 

緊急用125V系蓄電池【常設】 

可搬型代替直流電源設備 

可搬型代替低圧電源車【可搬】 

可搬型整流器【可搬】 

代替所内電気設備 

燃料給油設備 

 軽油貯蔵タンク【常設】 

 常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ【常設】 

 可搬型設備用軽油タンク【常設】 

 タンクローリ【可搬】 

計装設備 － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3.11-25 燃料プール監視設備に関する重大事故等対処設備一覧 

 

設備区分 設備名 

主要設備 

燃料プール水位・温度（ＳＡ）【常設】 
燃料プール水位（ＳＡ）【常設】 
燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レン
ジ）（ＳＡ）【常設】 
燃料プール監視カメラ（ＳＡ）【常設】 
（燃料プール監視カメラ用冷却設備【常設】を含む。） 

付属設備 ― 

水源 ― 

流路 ― 

注水先 ― 

電源設備※1 

（燃料補給
設 備 を 含
む） 

常設代替交流電源設備 
ガスタービン発電機【常設】 
ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 
ガスタービン発電機用サービスタンク【常設】 
ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ【常設】 

可搬型代替交流電源設備 
高圧発電機車【可搬型】 
ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 
非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク【常設】 
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵

タンク【常設】 
タンクローリ【可搬型】 

所内常設蓄電式直流電源設備 
Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）【常設】 
Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ）【常設】 

常設代替直流電源設備 
ＳＡ用 115V 系蓄電池【常設】 
ＳＡ用 115V 系充電器【常設】 

可搬型直流電源設備 
高圧発電機車【可搬型】 
ＳＡ用 115V 系充電器【常設】 
ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 
非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク【常設】 
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵

タンク【常設】 
タンクローリ【可搬型】 

代替所内電気設備 
緊急用メタクラ【常設】 
メタクラ切替盤【常設】 
高圧発電機車接続プラグ収納箱【常設】 
緊急用メタクラ接続プラグ盤【常設】 
ＳＡロードセンタ【常設】 
ＳＡ１コントロールセンタ【常設】 
ＳＡ２コントロールセンタ【常設】 
充電器電源切替盤【常設】 
重大事故操作盤【常設】 
非常用高圧母線Ｄ系【常設】 

上記所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流
電源設備への給電のための設備として以下の設備を
使用する。 

常設代替交流電源設備 
可搬型代替交流電源設備 

 

・設備の相違 
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図 3.11-10 6 号炉 使用済燃料プール監視設備の系統概要図 

図 3.11-11 7 号炉 使用済燃料プール監視設備の系統概要図 

第 3.11－14図 使用済燃料プール監視設備の全体系統図 

※１：単線結線図を補足説明資料 54-2に示す。

電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準

規則第 57条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

図 3.11-12 燃料プール監視設備の系統概要図 ・設備の相違
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3.11.2.4.2 主要設備の仕様 

主要設備の仕様を表 3.11-26 に示す。 

  

3.11.2.5.2 主要設備の仕様 

設備の主要機器仕様を以下に示す。 

3.11.2.4.2 主要設備の仕様 

主要設備の仕様を表 3.11-26に示す。 

 

表 3.11-26主要設備の仕様 

名称 種類 計測範囲 個数 取付個所 

使用済燃料

貯蔵プール 

水位・温度

（SA広域）  

熱電

対 

6号

炉:T.M.S.L.201

80～31170㎜ 

7号

炉:T.M.S.L.201

80～31123mm  

6号炉:1 

（検出点

14箇所） 

7号炉:1 

（検出点

14箇所） 

原子炉建

屋 

地上 4階 

6号炉:0～

150QC 

7号炉:0～

150℃ 

使用済燃料

貯蔵プール 

水位・温度

（SA）  

熱電

対 

6号

炉:T.M.S.L.234

20～30420mm 

7号

炉:T.M.S.L.233

73～30373㎜ 

6号炉:1 

（検出点 8

箇所） 

7号炉:1 

（検出点 8

箇所） 

原子炉建

屋 

地上 4階 

6号炉:0～

150℃ 

7号炉:0～

150℃ 

使用済燃料

貯蔵プール 

放射線モニ

タ（高レン

ジ） 

電離

箱 

6号炉:101～

108mSv/h 

7号炉:101～

108mSv/h

  

6号炉:1 

7号炉:1  

原子炉建

屋 

地上 4階 

使用済燃料

貯蔵プール 

放射線モニ

タ（低レン

ジ） 

電離

箱 

6号炉:10-2～

105mSv/h 

7号炉:10-3～

104mSv/h  

6号炉:1 

7号炉:1  

原子炉建

屋 

地上 4階 

使用済燃料

貯蔵プール 

監視カメラ 

（使用済燃

料貯蔵プー

ル監視カメ

ラ用空冷装

置を含む） 

赤外

線カ

メラ 

― 

6号炉:1 

7号炉:1 

原子炉建

屋 

地上 4階 

※使用済燃料貯蔵ラック上端（6号炉:T.M.S.L.24420㎜，7

 

(1) 使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域） 

  兼用する設備は以下のとおり。 

  ・計装設備（重大事故等対処設備） 

個   数     水位：1 

             温度：1（検出点 2箇所） 

   計 測 範 囲    水位：EL.35,077mm～46,577mm※ 

             温度：0～120℃ 

   種   類     水位：ガイドパルス式 

             温度：測温抵抗体 

   取 付 箇 所    水位：原子炉建屋原子炉棟 6階 

             温度：原子炉建屋原子炉棟 6階 

※使用済燃料貯蔵ラック上端（EL.39,377mm），使用済燃料貯蔵ラ

ック底部（EL.35,097mm） 

(2) 使用済燃料プール温度（ＳＡ） 

 兼用する設備は以下のとおり。 

 ・計装設備（重大事故等対処設備） 

個   数       ：1（検出点 8箇所） 

計 測 範 囲      ：0～120℃ 

種   類       ：熱電対 

取 付 箇 所      ：原子炉建屋原子炉棟 6階 

(3) 使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ） 

 兼用する設備は以下のとおり。 

 ・計装設備（重大事故等対処設備） 

・放射線管理設備（重大事故等時） 

  個   数      ：1 

  計 測 範 囲      ：10－２Sv／h～10５Sv／h  

  種    類      ：イオンチェンバ 

  取 付 箇 所      ：原子炉建屋原子炉棟 6階 

(4) 使用済燃料プールエリア放射線モニタ（低レンジ） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

・放射線管理設備（重大事故等時） 

 個   数      ：1 

 計 測 範 囲      ：10－３mSv／h～10４mSv／h 

表3.11-26 主要設備の仕様 

名称 種類 計測範囲 個数 取付個所 

燃料プール

水位・温度

（ＳＡ） 

熱電対 

－ 1,000 ～

6,710mm※1 

（ EL34518 ～

42228） 

１ 

(検出点 

７箇所) 

 

原子炉建物

原子炉棟 

４階 

0～150℃ 

燃料プール

水位（ＳＡ） 

ガイド

パルス

式水位

検出器 

－ 4.30～ 7.30

ｍ※1 

（ EL31218 ～

42818） 

１ 

原子炉建物

原子炉棟 

４階 

燃料プール

エリア放射

線モニタ（高

レンジ）（Ｓ

Ａ） 

電離箱 101～108mSv/h １ 

原子炉建物

原子炉棟 

４階 

燃料プール

エリア放射

線モニタ（低

レンジ）（Ｓ

Ａ） 

電離箱 10-3～104mSv/h １ 

原子炉建物

原子炉棟 

４階 

燃料プール

監視カメラ

（ＳＡ） 

(燃料プール

監視カメラ

用冷却設備

を含む。) 

赤外線

カメラ 
－ １ 

原子炉建物

原子炉棟 

４階※2 

 

 

※１：基準点は，使用済燃料貯蔵ラック上端 

※２：燃料プール監視カメラ用冷却設備は，原子炉建物付属棟

内に取付け 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設備仕様の相違 
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号炉:T.M.S.L.24373 ㎜） 

使用済燃料貯蔵ラック底部（6号炉:T.M.S.L.19880mm，7号

炉:T.M.S.L.19880mm） 

 

 種   類      ：イオンチェンバ 

 取 付 箇 所      ：原子炉建屋原子炉棟 6階 

(5) 使用済燃料プール監視カメラ（使用済燃料プール監視カ

メラ用空冷装置を含む） 

 兼用する設備は以下のとおり。 

  ・計装設備（重大事故等対処設備） 

   個   数         ：1 

   種   類         ：赤外線カメラ 

   取 付 箇 所  赤外線カメラ：原子炉建屋原子炉棟 6階 

           空冷装置  ：原子炉建屋付属棟4階 

なお，電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則

第 57 条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

 なお，電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則

第 57条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

3.11.2.4.3 設置許可基準規則第 43 条への適合方針 

3.11.2.4.3.1 設置許可基準規則第 43 条第 1 項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43 条第 1 項

一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放

射線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処

するために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

3.11.2.5.3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.11.2.5.3.1 設置許可基準規則第 43条第 1項への適合方針 

(1) 環境条件（設置許可基準規則第43条第1項一） 

   

(ⅰ) 要求事項 

   想定される重大事故等が発生した場合における温度，放

射線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処

するために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

3.11.2.4.3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.11.2.4.3.1 設置許可基準規則第 43条第１項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43条第１項

一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放

射線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処

するために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA 広域），使用済燃

料貯蔵プール水位・温度（SA），使用済燃料貯蔵プール放射

線モニタ（高レンジ・低レンジ）及び使用済燃料貯蔵プー

ル監視カメラは，原子炉建屋原子炉区域内に設置している

設備であることから，想定される重大事故等時における原

子炉建屋原子炉区域内の環境条件を考慮し，その機能を有

効に発揮できるよう，表 3.11-27 に示す設計とする。 

使用済燃料貯蔵プール監視カメラ用空冷装置は，6 号炉，

7 号炉ともに原子炉建屋内の原子炉区域外に設置している

設備であることから，想定される重大事故等時における原

子炉建屋内の原子炉区域外の環境条件を考慮し，その機能

を有効に発揮できるよう，表 3.11-27 に示す設計とする。 

(ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

    使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域），使用済燃料プ

ール温度（ＳＡ），使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高

レンジ・低レンジ）及び使用済燃料プール監視カメラは，

原子炉建屋原子炉棟内に設置する設備であることから，重

大事故等時における原子炉建屋原子炉棟内の環境条件を考

慮し，以下の第3.11－41表に示す。 

 

使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置は，原子炉建屋

付属棟内に設置する設備であることから，重大事故等時に

おける原子炉建屋付属棟内の環境条件を考慮し，以下の第

3.11－41表に示す。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

燃料プール水位・温度（ＳＡ），燃料プール水位（ＳＡ），

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（Ｓ

Ａ）及び燃料プール監視カメラ（ＳＡ）は，原子炉建物原

子炉棟内に設置している設備であることから，想定される

重大事故等時における原子炉建物原子炉棟内の環境条件を

考慮し，その機能を有効に発揮できるよう，表 3.11-27に

示す設計とする。 

 

燃料プール監視カメラ用冷却設備は，原子炉建物付属棟

内に設置している設備であることから，想定される重大事

故等時における原子炉建物付属棟内の環境条件を考慮し，

その機能を有効に発揮できるよう，表 3.11-27に示す設計

とする。 

  （54-3） 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

【東海第二】 

③の相違 
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表 3.11-27想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・

湿度・放射線 

原子炉建屋原子炉区域内又は原子炉建屋内

の原子炉区域外で想定される温度，圧力，湿

度及び放射線条件下に耐えられる性能を確

認した機器を使用する。 

屋外の天候に

よる影響 

屋外に設置するものではないため，天候によ

る影響は受けない。 

海水を通水す

る系統への影

響 

海水を通水することはない。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で

機器が損傷しないことを確認する（詳細は

「2.1.2耐震設計の基本方針」に示す）。 

風（台風）・積

雪 

原子炉建屋原子炉区域内又は原子炉建屋内

の原子炉区域外に設置するため，風（台風）

及び積雪の影響は受けない。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁

波によりその機能が損なわれない設計とす

る。 

（54-3） 

第 3.11－41表 想定する環境条件 

環境条件 対応 

温度，圧力，湿

度，放射線 

使用済燃料プール監視設備の設置場所である

原子炉建屋原子炉棟内又は原子炉建屋付属棟

内で想定される温度，圧力，湿度及び放射線

条件下に耐えられる性能を確認した機器を使

用する。 

屋外の天候に

よる影響 

屋外に設置する設備ではないため，天候によ

る影響は受けない。 

海水を通水す

る系統への影

響 

海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機

器が損傷しない設計とする。(詳細は「2.1.2 

耐震設計の基本方針」に示す)。 

風（台風），竜

巻，積雪，火山

の影響 

原子炉建屋原子炉棟内又は原子炉建屋付属棟

内に設置するため，風（台風），竜巻，積雪及

び火山の影響は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等時においても，電磁波による影響

を考慮した設計とする。 

表 3.11-27 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・

湿度・放射線 

原子炉建物原子炉棟内又は原子炉建物付属棟

内で想定される温度，圧力，湿度及び放射線

条件下に耐えられる性能を確認した機器を使

用する。 

屋外の天候に

よる影響 

屋外に設置するものではないため，天候によ

る影響は受けない。 

海水を通水す

る系統への影

響 

海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機

器が損傷しないことを確認する（詳細は

「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す）。 

風（台風）・積

雪 

原子炉建物原子炉棟内又は原子炉建物付属棟

内に設置するため，風（台風）及び積雪の影

響は受けない。 

電磁的障害 

重大事故等が発生した場合においても，電磁

波によりその機能が損なわれない設計とす

る。 

・設備の相違

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43 条第 1 項二）

(ⅰ) 要求事項

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操

作できるものであること。 

(2) 操作性（設置許可基準規則第43条第1項二）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操

作できるものであること。 

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43条第１項二）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操

作できるものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA 広域），使用済燃

料貯蔵プール水位・温度（SA），使用済燃料貯蔵プール放射

線モニタ（高レンジ・低レンジ）及び使用済燃料貯蔵プー

ル監視カメラは，想定される重大事故等が発生した場合に

おいて中央制御室にて監視できる設計であり現場・中央制

御室における操作は発生しない。 

使用済燃料貯蔵プール監視カメラは，想定される重大事

故等が発生した場合において中央制御室にて監視できる設

計であるため現場及び中央制御室における操作の必要性は

(ⅱ) 適合性 

 基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域），使用済燃料プ

ール温度（ＳＡ），使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高

レンジ・低レンジ）及び使用済燃料プール監視カメラは，

想定される重大事故等時において中央制御室にて監視でき

る設計であり現場及び中央制御室における操作は発生しな

い。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

燃料プール水位・温度（ＳＡ），燃料プール水位（ＳＡ），

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（Ｓ

Ａ）及び燃料プール監視カメラ（ＳＡ）は，想定される重

大事故等が発生した場合において中央制御室にて監視でき

る設計であり現場・中央制御室における操作は発生しない。 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

②の相違

【東海第二】

③の相違
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ない。 

使用済燃料貯蔵プール監視カメラ用空冷装置は，想定さ

れる重大事故等時においても，原子炉建屋内の原子炉区域

外で空冷装置の弁及び付属の操作スイッチにより，設置場

所での操作が可能な設計とする。空冷装置の操作器，表示

器及び銘板は，操作者の操作及び監視性を考慮しており，

確実に操作できる設計とする。操作対象機器を表 3.11-28 

に示す。 

 

    使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置は，中央制御室

にて操作が可能であり，想定される重大事故等時において

も，確実に操作が可能な設計とする。 

中央制御室のスイッチで操作するにあたり，運転員の操

作性を考慮して十分な操作空間を確保する。また，スイッ

チは，機器の名称等を表示した銘板の取付け等により，運

転員の操作，監視性を考慮して，確実に操作が可能な設計

とする。操作対象機器を第 3.11－42 表に示す。 

 

 

燃料プール監視カメラ用冷却設備は，想定される重大事

故等時においても，原子炉建物内で冷却設備の弁及び付属

の操作スイッチにより，設置場所での操作が可能な設計と

する。冷却設備の操作器，表示器及び銘板は，操作者の操

作及び監視性を考慮しており，確実に操作できる設計とす

る。操作対象機器を表 3.11-28に示す。 

（54-3，54-9） 

表 3.11-28操作対象機器 

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

使用済燃料貯蔵プ

ール監視カメラ用

空冷装置 

停止→起動 原子炉建屋地

上 4階（原子

炉建屋内の原

子炉区域外） 

スイッチ

操作 

使用済燃料貯蔵プ

ール監視カメラ用

空冷装置空気供給

弁 

全閉→全開 原子炉建屋地

上 4階（原子

炉建屋内の原

子炉区域外） 

手動操作 

（54-3，54-9） 

 

第 3.11－42表 操作対象機器 

機器名称 状態の変化 操作方法 操作場所 

使用済燃料プー

ル監視カメラ用

空冷装置 

停止⇒起動 
スイッチ操

作 
中央制御室 

 

表 3.11-28 操作対象機器 

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

燃料プール監視カ

メラ用冷却設備 
停止→起動 

原子炉建物３

階 

（原子炉建物

付属棟内） 

スイッチ

操作 

燃料プール監視カ

メラ用冷却空気出

口弁 

全閉→全開 

原子炉建物３

階 

（原子炉建物

付属棟内） 

手動操作 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備構成の相違によ

る操作内容及び操作場

所の相違 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43 条第 1 項三） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中

又は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

(3) 試験検査（設置許可基準規則第43条第1項三） 

  (ⅰ) 要求事項 

   健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中

又は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第１項三） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中

又は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA 広域及び SA）は，

発電用原子炉の運転中又は停止中（計器を除外可能な期間）

に模擬入力による機能・性能の確認（特性の確認）及び校

正が可能な設計とする。 

 

 

使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ（高レンジ・低レン

ジ）は，発電用原子炉の運転中又は停止中（計器を除外可

能な期間）に模擬入力による機能・性能の確認（特性の確

(ⅱ) 適合性 

 基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

    使用済燃料プ一ル水位・温度（ＳＡ広域）及び使用済燃

料プール温度（ＳＡ）は，発電用原子炉の運転中又は停止

中に機能・性能検査が可能な設計とする。使用済燃料プ一

ル水位・温度（ＳＡ広域）及び使用済燃料プ一ル温度（Ｓ

Ａ）は，機能・性能検査として，検出器の温度1点確認，絶

縁抵抗測定及び校正が可能な設計とする。 

    使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レ

ンジ）は，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能

検査が可能な設計とする。使用済燃料プールエリア放射線

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

燃料プール水位・温度（ＳＡ）及び燃料プール水位（Ｓ

Ａ）は，発電用原子炉の運転中又は停止中（計器を除外可

能な期間）に模擬入力による機能・性能の確認（特性の確

認）及び校正が可能な設計とする。 

 

 

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）

（ＳＡ）は，発電用原子炉の運転中又は停止中（計器を除

外可能な期間）に模擬入力による機能・性能の確認（特性

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

【東海第二】 

③の相違 
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認）及び校正が可能な設計とする。なお，放射線モニタは，

線源校正を実施し基準線量当量率に対する検出器の特性の

確認を行う。 

 

使用済燃料貯蔵プール監視カメラは，発電用原子炉の運

転中又は停止中（計器を除外可能な期間）に機能・性能の

確認が可能な設計とする。 

 

使用済燃料貯蔵プール監視カメラ用空冷装置は，発電用

原子炉の運転中又は停止中（計器を除外可能な期間）に機

能・性能が可能な設計とする。 

 

 

なお，これらの計器の点検については，使用済燃料プー

ル監視設備が少なくとも 1 つ以上機能維持した状態で行

う。 

表 3.11-29 に使用済燃料プール監視設備の試験及び検査

を示す。 

モニタ（高レンジ・低レンジ）は，機能・性能検査として，

標準線源を用いた検出器の線源校正が可能な設計とする。

また，演算装置に模擬入力を行い計器校正が可能な設計と

する。 

    使用済燃料プール監視カメラは，発電用原子炉の運転中

又は停止中に機能・性能検査が可能な設計とする。使用済

燃料プール監視カメラは，機能・性能検査として，カメラ

の表示確認及び外観点検が可能な設計とする。 

    使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置は，発電用原子

炉の運転中又は停止中に機能・性能検査が可能な設計とす

る。使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置は，機能・性

能検査として，空冷装置の動作確認及び外観点検が可能な

設計とする。 

  なお，これらの計器の点検については，使用済燃料プー

ル監視設備が少なくとも 1つ以上機能維持した状態で行

う。 

第 3.11－43～47表に使用済燃料プール監視設備の試験

検査を示す。 

の確認）及び校正が可能な設計とする。なお，放射線モニ

タは，線源校正を実施し基準線量当量率に対する検出器の

特性の確認を行う。 

 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ）は，発電用原子炉の運転

中又は停止中（計器を除外可能な期間）に機能・性能の確

認が可能な設計とする。 

 

燃料プール監視カメラ用冷却設備は，発電用原子炉の運

転中又は停止中（計器を除外可能な期間）に機能・性能の

確認が可能な設計とする。 

 

 

なお，これらの計器の点検については，燃料プール監視

設備が少なくとも１つ以上機能維持した状態で行う。 

 

表 3.11-29に燃料プール監視設備の試験及び検査を示

す。 

（54-5） 
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表 3.11-29使用済燃料プール監視設備の試験及び検査 

計器名称 
発電用原子炉

の状態 
項目 内容 

使用済燃料貯蔵プ

ール水位・温度（SA

広域，SA） 

運転中又は停

止中 

機能・性能

試験 

絶縁抵抗

測定 

温度 1点

確認 

使用済燃料貯蔵プ

ール放射線モニタ

（高レンジ・低レン

ジ） 

運転中又は停

止中 

機能・性能

試験 

線源校正 

使用済燃料貯蔵プ

ール監視カメラ 

運転中又は停

止中 

機能・性能

試験 

表示確認 

使用済燃料貯蔵プ

ール監視カメラ用

空冷装置 

運転中又は停

止中 

機能・性能

試験 

動作確認 

（54-5） 

第3.11－43表 使用済燃料プール監視設備の試験検査 

（使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域）） 

発電用原子炉の状態 項目 内容 

運転中又は停止中 機能・性能検査 

検出器の絶縁抵抗測定 

検出器の温度1点確認 

計器校正 

(54－5－7) 

第3.11－44表 使用済燃料プール監視設備の試験検査 

（使用済燃料プール温度（ＳＡ）） 

発電用原子炉の状態 項目 内容 

運転中又は停止中 機能・性能検査 

検出器の絶縁抵抗測定 

検出器の温度1点確認 

計器校正 

(54－5－8) 

第3.11－45表 使用済燃料プール監視設備の試験検査 

（使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）） 

発電用原子炉の状態 項目 内容 

運転中又は停止中 機能・性能検査 
検出器の線源校正 

計器校正 

(54－5－8) 

第3.11－46表 使用済燃料プール監視設備の試験検査 

（使用済燃料プール監視カメラ） 

発電用原子炉の状態 項目 内容 

運転中又は停止中 機能・性能検査 
カメラの表示確認

外観点検

(54－5－9) 

第3.11－47表 使用済燃料プール監視設備の試験検査 

（使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置） 

原子炉の状態 項目 内容 

運転中又は停止中 機能・性能検査 
空冷装置の動作確認 

外観点検 

(54－5－9) 

表 3.11-29 燃料プール監視設備の試験及び検査 

計器名称 
発電用原子

炉の状態 
項目 内容 

燃料プール水位・温度

（ＳＡ） 

運転中又は

停止中 

機能・性能

検査 

絶 縁 抵

抗測定 

温 度 １

点確認 

計 器 校

正 

燃料プール水位（Ｓ

Ａ） 

運転中又は

停止中 

機能・性能

検査 

計 器 校

正 

燃料プールエリア放

射線モニタ（高レン

ジ・低レンジ）（ＳＡ） 

運転中又は

停止中 

機能・特性

検査 

線 源 校

正 

計 器 校

正 

燃料プール監視カメ

ラ（ＳＡ）

運転中又は

停止中 

機能・性能

検査 

外 観 点

検 

表 示 確

認 

燃料プール監視カメ

ラ用冷却設備

運転中又は

停止中 

機能・性能

検査 

外 観 点

検 

動 作 確

認 

・設備の相違
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(4) 切り替えの容易性（設置許可基準規則第 43 条第 1 項四） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するため

に使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から速

やかに切り替えられる機能を備えるものであること。 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第43条第1項四） 

  (ⅰ) 要求事項 

   本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するため

に使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から速

やかに切り替えられる機能を備えるものであること。 

(4) 切り替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第１項四） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するため

に使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から速

やかに切り替えられる機能を備えるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA 広域），使用済燃

料貯蔵プール水位・温度（SA），使用済燃料貯蔵プール放射

線モニタ（高レンジ・低レンジ）及び使用済燃料貯蔵プー

ル監視カメラは，想定される重大事故等時において他の系

統と切り替えることなく使用できる設計とする。 

なお，使用済燃料貯蔵プール監視カメラ用空冷装置の弁

及び付属の操作スイッチによる起動操作は，速やかに実施

可能な設計とする。使用済燃料貯蔵プール監視カメラ用空

冷装置の弁及び付属の操作スイッチによる起動操作に要す

る時間を，図 3.11-12 に示す。 

（54-4，54-9） 

 

  (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域），使用済燃料プ

ール温度（ＳＡ），使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高

レンジ・低レンジ）及び使用済燃料プール監視カメラは，

本来の用途以外の用途には使用せず，切り替えをしない設

計とする。 

 なお，使用済燃料プール監視カメラ用冷却装置の起動操

作は，速やかに実施可能な設計とする。 

（54－4－6） 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

燃料プール水位・温度（ＳＡ），燃料プール水位（ＳＡ），

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（Ｓ

Ａ）及び燃料プール監視カメラ（ＳＡ）は，想定される重

大事故等時において他の系統と切り替えることなく使用で

きる設計とする。 

なお，燃料プール監視カメラ用冷却設備の弁及び付属の

操作スイッチによる起動操作は，速やかに実施可能な設計

とする。燃料プール監視カメラ用冷却設備の弁及び付属の

操作スイッチによる起動操作に要する時間を，図 3.11-13

に示す。 

（54-4，54-9） 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

【東海第二】 

③の相違 

 

図 3.11-12 使用済燃料貯蔵プール監視カメラ用空冷装置のタイム

チャート＊ 

＊：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発

生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術

的能力に係る審査基準」への適合状況についての 1．11 で示

すタイムチャート 

 

 

 

図 3.11-13 燃料プール監視カメラ用冷却設備のタイムチャート※ 

 

※：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発

生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術

的能力に係る審査基準」への適合状況について（個別手順）

の 1.11で示すタイムチャート 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

設備構成の相違によ

る機動操作に要する時

間の相違 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43 条第 1 項五） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもので

あること。 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第1項五） 

  (ⅰ) 要求事項 

   工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもので

あること。 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第１項五） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもので

あること。 
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(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA 広域），使用済燃

料貯蔵プール水位・温度（SA），使用済燃料貯蔵プール放射

線モニタ（高レンジ・低レンジ），使用済燃料貯蔵プール監

視カメラ及び使用済燃料貯蔵プール監視カメラ用空冷装置

は，他の設備と遮断器又はヒューズによる電気的な分離を

行うことで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

  (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等について」に示す。 

  使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域），使用済燃料プ

ール温度（ＳＡ），使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高

レンジ・低レンジ），使用済燃料プール監視カメラ及び使用

済燃料プール監視カメラ用空冷装置は，他の設備と電気的

な分離を行うことで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

燃料プール水位・温度（ＳＡ），燃料プール水位（ＳＡ），

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（Ｓ

Ａ），燃料プール監視カメラ（ＳＡ）及び燃料プール監視カ

メラ用冷却設備は，他の設備と遮断器又はヒューズによる

電気的な分離を行うことで，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

【東海第二】 

③の相違 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43 条第 1 項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故

等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう，

放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置

場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたもので

あること。 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第1項六） 

  (ⅰ) 要求事項 

   想定される重大事故等が発生した場合において重大事故

等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう，

放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置

場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたもので

あること。 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第１項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故

等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう，

放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置

場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたもので

あること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA 広域），使用済燃

料貯蔵プール水位・温度（SA），使用済燃料貯蔵プール放射

線モニタ（高レンジ・低レンジ）及び使用済燃料貯蔵プー

ル監視カメラは，想定される重大事故時において中央制御

室にて監視できる設計であり現場における操作は発生しな

い。 

使用済燃料貯蔵プール監視カメラ用空冷装置は，原子炉

建屋内の原子炉区域外地上 4 階に設置されており，操作位

置の放射線量が高くなるおそれが少ないため操作が可能で

ある。 

操作対象機器の設置場所を，表 3.11-30 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

    使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域），使用済燃料プ

ール温度（ＳＡ），使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高

レンジ・低レンジ）及び使用済燃料プール監視カメラは，

想定される重大事故等時において中央制御室にて監視でき

る設計であり現場における操作は発生しない。 

 

  使用済燃料プール監視カメラ用冷却装置は，原子炉建屋

付属棟 4階に設置し，中央制御室にて操作が可能な設計と

するため現場における操作は発生しない。また，使用済燃

料プール監視カメラ用冷却装置の設置場所及び操作場所を

第 3.11－48表に示す。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

燃料プール水位・温度（ＳＡ），燃料プール水位（ＳＡ），

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（Ｓ

Ａ）及び燃料プール監視カメラ（ＳＡ）は，想定される重

大事故時において中央制御室にて監視できる設計であり現

場における操作は発生しない。 

 

燃料プール監視カメラ用冷却設備は，原子炉建物付属棟

３階に設置されており，操作位置の放射線量が高くなるお

それが少ないため操作が可能である。 

操作対象機器の設置場所を，表 3.11-30に示す。 

（54-3） 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

【東海第二】 

③の相違 
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表 3.11-30操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

使用済燃料貯

蔵プール監視

カメラ用空冷

装置 

原子炉建屋地上 4 階

（6 号炉） 

（原子炉建屋内の原

子炉区域外） 

原子炉建屋地上 4 階

（7 号炉） 

（原子炉建屋内の原

子炉区域外） 

原子炉建屋地上 4階

（6号炉） 

（原子炉建屋内の

原子炉区域外） 

原子炉建屋地上 4階

（7号炉） 

（原子炉建屋内の

原子炉区域外） 

使用済燃料貯

蔵プール監視

カメラ用空冷

装置空気供給

弁 

原子炉建屋地上 4 階

（6 号炉） 

（原子炉建屋内の原

子炉区域外） 

原子炉建屋地上 4 階

（7 号炉） 

（原子炉建屋内の原

子炉区域外） 

原子炉建屋地上 4階

（6号炉） 

（原子炉建屋内の

原子炉区域外） 

原子炉建屋地上 4階

（7号炉） 

（原子炉建屋内の

原子炉区域外） 

（54-3） 

第 3.11－48表 操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

使用済燃料プール監視カ

メラ用

空冷装置

原子炉建屋付属棟4階 
中央制御

室 

表 3.11-30 操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

燃料プール監視カメラ

用冷却設備 

原子炉建物３ 

階 

（原子炉建物

付属棟） 

原子炉建物３ 階 

（原子炉建物付

属棟） 

燃料プール監視カメラ

用冷却空気出口弁 

原子炉建物３ 

階 

（原子炉建物

付属棟） 

原子炉建物３ 階 

（原子炉建物付

属棟） 

・設備の相違

3.11.2.4.3.2 設置許可基準規則第 43 条第 2 項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43 条第 2 項一）

(ⅰ) 要求事項

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するもの

であること。 

3.11.2.5.3.2 設置許可基準規則第43条第2項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第43条第2項一）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するもの

であること。 

3.11.2.4.3.2 設置許可基準規則第 43条第２項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第２項一）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するもの

であること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA 広域）は，想定さ

れる重大事故等時において変動する可能性のある使用済燃

料プール上部から底部近傍までの範囲を測定できる設計と

する。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 使用済燃料プ一ル水位・温度（ＳＡ広域）は，想定され

る重大事故等時において変動する可能性のある使用済燃料

プール上部から底部近傍までの範囲にわたり水位を測定可

能な設計とする。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

燃料プール水位・温度（ＳＡ）は，想定される重大事故

等時において変動する可能性のある燃料プール上部から使

用済燃料貯蔵ラック上端近傍までの範囲を測定できる設計

とする。 

・設備の相違

【東海第二】 

③の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

  設備仕様の相違 
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使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA）は，想定される

重大事故等時において変動する可能性のある使用済燃料プ

ール上部から使用済燃料上端近傍までの範囲を測定できる

設計とする。 

使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ（高レンジ・低レン

ジ）は，想定される重大事故等時において変動する可能性

のある範囲を測定できる設計とする。 

使用済燃料貯蔵プール監視カメラ（使用済燃料貯蔵プー

ル監視カメラ用空冷装置を含む）は，想定される重大事故

等時において赤外線機能により使用済燃料プール及びその

周辺の状況が把握できる設計とする。 

（54-6） 

 

    使用済燃料プ一ル水位・温度（ＳＡ広域）及び使用済燃

料プール温度（ＳＡ）は，想定される重大事故等時におい

て変動する可能性のある範囲にわたり温度を測定可能な設

計とする。 

    使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レ

ンジ）は，重大事故等時において変動する可能性のある範

囲（3.1mSv／h以下）にわたり測定が可能な設計とする。 

   使用済燃料プール監視カメラは，想定される重大事故等

時において赤外線機能により使用済燃料プールの状況が把

握可能な設計とする。 

    （54－6－36～42） 

燃料プール水位（ＳＡ）は，想定される重大事故等時に

おいて変動する可能性のある燃料プール上部から底部近傍

までの範囲を測定できる設計とする。 

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）

（ＳＡ）は，想定される重大事故等時において変動する可

能性のある範囲を測定できる設計とする。 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ）（燃料プール監視カメラ用

冷却設備を含む。）は，想定される重大事故等時において赤

外線機能により燃料プールの状況が把握できる設計とす

る。 

（54-6） 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

【東海第二】 

③の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

  設備仕様の相違 

 

 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43 条第 2 項二） 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでない

こと。ただし，二以上の発電用原子炉施設と共用すること

によって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上す

る場合であって，同一の工場等内の他の発電用原子炉施設

に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第43条第2項二） 

  (ⅰ) 要求事項 

   常設重大事故等対処設備の各機器については，一部の敷

地を共有する東海発電所内の発電用原子炉施設において共

用しない設計とする。ただし，共用対象の施設ごとに要求

される技術的要件（重大事故等に対処するための必要な機

能）を満たしつつ，東海発電所内の発電用原子炉施設と共

用することにより安全性が向上し，かつ，東海発電所内及

び東海第二発電所内の発電用原子炉施設に対して悪影響を

及ぼさない場合は，共用できる設計とする。 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43条第２項二） 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでない

こと。ただし，二以上の発電用原子炉施設と共用すること

によって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上す

る場合であって，同一の工場等内の他の発電用原子炉施設

に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA 広域），使用済燃

料貯蔵プール水位・温度（SA），使用済燃料貯蔵プール放射

線モニタ（高レンジ・低レンジ），使用済燃料貯蔵プール監

視カメラ及び使用済燃料貯蔵プール監視カメラ用空冷装置

は，二以上の発電用原子炉施設において共用しない設計と

する。 

 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43 

条第 2 項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事

故対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそ

(ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等について」に示す。 

使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域），使用済燃料プ

ール温度（ＳＡ），使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高

レンジ・低レンジ），使用済燃料プール監視カメラ（使用済

燃料プール監視カメラ用空冷装置を含む）は，一部の敷地

を共有する東海発電所内の発電用原子炉施設において共用

しない設計とする。 

 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第43

条第2項三） 

  (ⅰ) 要求事項 

    常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事

故対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそ

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

燃料プール水位・温度（ＳＡ），燃料プール水位（ＳＡ），

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（Ｓ

Ａ），燃料プール監視カメラ（ＳＡ）及び燃料プール監視カ

メラ用冷却設備は，二以上の発電用原子炉施設において共

用しない設計とする。 

 

 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43

条第２項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事

故対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそ

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

【東海第二】 

③の相違 
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れがないよう，適切な措置を講じたものであること。 れがないよう，適切な措置を講じたものであること。 れがないよう，適切な措置を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA 広域），使用済燃

料貯蔵プール水位・温度（SA）及び使用済燃料貯蔵プール

放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）は，設計基準対処設

備である使用済燃料貯蔵プール水位，燃料プール冷却浄化

系ポンプ入口温度，使用済燃料貯蔵プール温度，燃料貯蔵

プールエリア放射線モニタ，燃料取替エリア排気放射線モ

ニタ及び原子炉区域換気空調系排気放射線モニタと共通要

因によって同時に機能が損なわれないよう，可能な限り位

置的分散を図る設計とすることで，共通要因によって同時

に機能を損なわれない設計とする（なお，使用済燃料貯蔵

プール水位・温度（SA 広域）と使用済燃料貯蔵プール水位・

温度（SA）についても，可能な限り位置的分散を図る設計

とする）。 

 

 

 

使用済燃料貯蔵プール監視カメラは，同一目的の使用済

燃料プール監視設備である使用済燃料貯蔵プール水位・温

度（SA 広域），使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA）及

び使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ（高レンジ・低レン

ジ）と多様性を考慮した設計とする。 

なお，使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA 広域），使

用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA），使用済燃料貯蔵プー

ル放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）及び使用済燃料貯

蔵プール監視カメラの電源については，非常用交流電源設

備（非常用ディーゼル発電機）に対して多様性を有する代

替電源設備から給電が可能な設計とする。 

（54-2,54-3,54-11） 

(ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等について」に示す。 

    使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域），使用済燃料プ

ール温度（ＳＡ）及び使用済燃料プールエリア放射線モニ

タ（高レンジ・低レンジ）及び使用済燃料プール監視カメ

ラ及び使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置は，共通要

因によって設計基準対象施設である使用済燃料プール水

位，燃料プール冷却浄化系ポンプ入口温度，使用済燃料プ

ール温度，燃料取替フロア燃料プールエリア放射線モニタ，

原子炉建屋換気系燃料取替床排気ダクト放射線モニタ及び

原子炉建屋換気系排気ダクト放射線モニタと同時に機能が

損なわれることを防止するために，可能な限り異なる階層

や使用済燃料プール内の異なる場所に設置することによる

位置的分散を図り，地震，火災，溢水等の主要な共通要因

故障によって同時に機能を損なわれない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

    また，使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域），使用済

燃料プール温度（ＳＡ），使用済燃料プールエリア放射線モ

ニタ（高レンジ・低レンジ）及び使用済燃料プール監視カ

メラ（使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置を含む）の

電源については，代替電源設備からの給電を可能としてお

り，多様性を考慮した設計とする。 

    使用済燃料プール監視設備の多様性，位置的分散につい

ては，第3.11－49表に示す。 

（54－2－2～4，54－11－21～23） 

 

 

 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

燃料プール水位・温度（ＳＡ），燃料プール水位（ＳＡ），

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（Ｓ

Ａ）は，設計基準対処設備である燃料プール水位，燃料プ

ール冷却ポンプ入口温度，燃料プール温度，燃料取替階エ

リア放射線モニタ及び燃料取替階放射線モニタと共通要因

によって同時に機能が損なわれないよう，可能な限り位置

的分散を図る設計とすることで，共通要因によって同時に

機能を損なわれない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ）は，同一目的の燃料プー

ル監視設備である燃料プール水位・温度（ＳＡ），燃料プー

ル水位（ＳＡ），燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・

低レンジ）（ＳＡ）と多様性を考慮した設計とする。 

 

なお，燃料プール水位・温度（ＳＡ），燃料プール水位（Ｓ

Ａ），燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）

（ＳＡ）及び燃料プール監視カメラ（ＳＡ）の電源につい

ては，非常用交流電源設備（非常用ディーゼル発電機）に

対して多様性を有する代替電源設備から給電が可能な設計

とする。 

（54-2，54-3，54-11） 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

【東海第二】 

③の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，原子炉

建物原子炉棟の排気放

射線モニタについては，

燃料取替階以外の原子

炉棟の放射線量の異常

を検知するための設備

であるため，16条要求

設備の対象外としてい

る 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

【東海第二】 

③の相違 
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第 3.11－49表 使用済燃料プール監視設備の多様性，位置的分散 

項目 

設計基準対象施設 重大事故等対処設備 

名称 
設置 

場所 

検出 

方式 
名称 

設置 

場所 

検出 

方式 

水位 
使用済燃料プール

水位 

原子炉

建屋原

子炉棟 

6階 

ディス

プレー

サ/フ

ロート

式

使用済燃料プ

ール水位・温度

（ＳＡ広域） 

原子炉建屋

原子炉棟 

6階 

ガイド

パルス

式 

温度 

使用済燃料プール

冷却浄化系ポンプ

入口温度 

原子炉

建屋原

子炉棟 

4階 

熱電対 
使用済燃料プ

ール水位・温度

（ＳＡ広域） 

使用済燃料プ

ール温度（Ｓ

Ａ） 

原子炉建屋

原子炉棟 

6階 

原子炉建屋

原子炉棟 

6階 

測温抵

抗体 

熱電対 使用済燃料プール

温度 

原子炉

建屋原

子炉棟 

6階 

熱電対 

放射線 

燃料取替フロア燃

料プールエリア放

射線モニタ 

原子炉

建屋原

子炉棟 

6階 

半導体 

使用済燃料プ

ールエリア放

射線モニタ（高

レンジ・低レン

ジ）

原子炉建屋

原子炉棟 

6階 

イオン

チェン

バ

原子炉建屋換気系

燃料取替床排気ダ

クト放射線モニタ

原子炉

建屋原

子炉棟 

6階 

半導体 

原子炉建屋換気系

排気ダクト放射線

モニタ

原子炉

建屋原

子炉棟 

3階 

半導体 

カメラ － － － 

使用済燃料プ

ール監視カメ

ラ 

原子炉建屋

原子炉棟 6

階 

赤外線 

使用済燃料プ

ール監視カメ

ラ用空冷装置

原子炉建屋

付属棟 4階 
－ 

・記載方針の相違

【東海第二】 

東海第二では，多様性

及び位置的分散につい

て表にまとめている 
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まとめ資料比較表 〔55条 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備 添付資料〕 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所 （2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

相違No. 相違理由

① 島根２号炉は，放水砲による放水開始前に放射性物質吸着材の設置による海洋拡散抑制対策を行うため，放射性物質吸着材は重大事故等対処設備として位置付けている

② 島根２号炉は，大型送水ポンプ車にて泡消火薬剤容器から泡消火薬剤を吸引，混合する

③
島根２号炉は，泡消火薬剤容器内に泡消火薬剤を保管。
柏崎6/7は，泡原液搬送車のタンクに泡消火薬剤を保管

④
島根２号炉は，初期対応における延焼防止処置に対して，化学消防自動車，小型動力ポンプ付水槽車，小型放水砲及び泡消火薬剤容器による泡消火を実施。
柏崎6/7は，化学消防自動車，水槽付消防ポンプ自動車及び大型化学高所放水車による泡消火を実施

⑤ 島根２号炉は，輪谷湾へのシルトフェンス設置に小型船舶を使用

　比較表において，相違理由を類型化したものについて以下にまとめて記載する。下記以外の相違については，備考欄に相違理由を記載する。
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3.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備【55 

条】 

【設置許可基準規則】 

（工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備） 

第五十五条 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷及び原

子炉格納容器の破損又は貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷に至

った場合において工場等外への放射性物質の拡散を抑制する

ために必要な設備を設けなければならない。 

（解釈） 

1 第５５条に規定する「工場等外への放射性物質の拡散を抑

制するために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれ

らと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

ａ）原子炉建屋に放水できる設備を配備すること。 

ｂ）放水設備は、原子炉建屋周辺における航空機衝突による

航空機燃料火災に対応できること。 

ｃ）放水設備は、移動等により、複数の方向から原子炉建屋

に向けて放水することが可能なこと。 

ｄ）放水設備は、複数の発電用原子炉施設の同時使用を想定

し、工場等内発電用原子炉施設基数の半数以上を配備する

こと。 

ｅ）海洋への放射性物質の拡散を抑制する設備を整備するこ

と。 
 

3.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備【55

条】 

【設置許可基準規則】 

（発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備） 

第五十五条 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷及び原

子炉格納容器の破損又は貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷に至

った場合において発電所外への放射性物質の拡散を抑制する

ために必要な設備を設けなければならない。 

(解釈) 

１ 第５５条に規定する「発電所外への放射性物質の拡散を抑

制するために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれ

らと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

  ａ）原子炉建屋に放水できる設備を配備すること。 

  ｂ）放水設備は、原子炉建屋周辺における航空機衝突によ

る航空機燃料火災に対応できること。 

  ｃ）放水設備は、移動等により、複数の方向から原子炉建

屋に向けて放水することが可能なこと。 

  ｄ）放水設備は、複数の発電用原子炉施設の同時使用を想

定し、発電所内発電用原子炉施設基数の半数以上を配備

すること。 

  ｅ）海洋への放射性物質の拡散を抑制する設備を整備する

こと。 
 

3.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備【55

条】 

【設置許可基準規則】 

（工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備） 

第五十五条 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷及び原

子炉格納容器の破損又は貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷に至

った場合において工場等外への放射性物質の拡散を抑制する

ために必要な設備を設けなければならない。 

（解釈） 

１ 第５５条に規定する「工場等外への放射性物質の拡散を抑

制するために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれ

らと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

ａ）原子炉建屋に放水できる設備を配備すること。 

ｂ）放水設備は、原子炉建屋周辺における航空機衝突による航

空機燃料火災に対応できること。 

ｃ）放水設備は、移動等により、複数の方向から原子炉建屋に

向けて放水することが可能なこと。 

ｄ）放水設備は、複数の発電用原子炉施設の同時使用を想定

し、工場等内発電用原子炉施設基数の半数以上を配備するこ

と。 

ｅ）海洋への放射性物質の拡散を抑制する設備を整備するこ

と。 
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3.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備 

3.12.1 設置許可基準規則第 55 条への適合方針 

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は使用済燃

料プール内の燃料体等の著しい損傷に至った場合において，

発電所外への放射性物質の拡散を抑制するため，以下の設備

を保管する。 

 

 

 

 

 

 

 

また，原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃

料火災に対応できる以下の設備を保管する。 

 

 

 

 

(1) 原子炉建屋放水設備（大気への放射性物質の拡散抑制）

（設置許可基準規則解釈の第 1 項 a),c),d)） 

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は使用済

燃料プール内の燃料体等の著しい損傷に至った場合におい

て，大気への放射性物質の拡散を抑制するため原子炉建屋

へ放水できる設計とする。 

 

 

 

具体的な設備は，以下のとおりとする。 

・大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）（6 号及び 7 

号炉共用） 

・放水砲（6 号及び 7 号炉共用） 

 

なお，原子炉建屋放水設備（大気への放射性物質の拡散

抑制）は，車両設計等による可搬設備にすることで，設置

場所を任意に設定し，複数の方向から原子炉建屋に向けて

放水できる設計とする。また，原子炉建屋放水設備（大気

への放射性物質の拡散抑制）は，6 号及び 7 号炉共用で 1 

3.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備 

3.12.1 設置許可基準規則第 55条への適合方針 

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は使用済燃料

プール内の燃料体等の著しい損傷に至った場合において，発電

所外への放射性物質の拡散を抑制するために必要な重大事故等

対処設備を保管する。 

3.12.1.1 重大事故等対処設備 

発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備とし

て，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は使用済燃

料プール内の燃料体等の著しい損傷に至った場合において，発

電所外への放射性物質の拡散を抑制するために，原子炉建屋放

水設備及び海洋拡散抑制設備を設ける。 

 

また，原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料

火災に対応できる設備として，原子炉建屋放水設備を設ける。 

 

(1) 炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は使用済燃

料プール内燃料体等の著しい損傷時に用いる設備 

ａ．大気への放射性物質の拡散抑制 

(a) 原子炉建屋放水設備による大気への放射性物質の拡散 

抑制 

大気への放射性物質の拡散を抑制するための重大事故

等対処設備として，原子炉建屋放水設備は，可搬型代替

注水大型ポンプ（放水用）により海水をホースを経由し

て放水砲から原子炉建屋へ放水できる設計とする。可搬

型代替注水大型ポンプ（放水用）及び放水砲は，設置場

所を任意に設定し，複数の方向から原子炉建屋に向けて

放水できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備 

3.12.1 設置許可基準規則第 55条への適合方針 

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は燃料プー

ル内の燃料体等の著しい損傷に至った場合において，発電所

外への放射性物質の拡散を抑制するため，以下の設備を保管

する。 

 

 

 

 

 

 

 

また，原子炉建物周辺における航空機衝突による航空機燃

料火災に対応できる以下の設備を保管する。 

 

 

 

 

(1) 原子炉建物放水設備（大気への放射性物質の拡散抑制）

（設置許可基準規則解釈の第 1 項 a),c),d)） 

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は燃料プー

ル内の燃料体等の著しい損傷に至った場合において，大気へ

の放射性物質の拡散を抑制するため原子炉建物へ放水できる

設計とする。 

 

 

 

具体的な設備は，以下のとおりとする。 

・大型送水ポンプ車 

 

・放水砲 

 

なお，原子炉建物放水設備（大気への放射性物質の拡散抑

制）は，車両設計等による可搬設備にすることで，設置場所

を任意に設定し，複数の方向から原子炉建物に向けて放水で

きる設計とする。また，原子炉建物放水設備（大気への放射

性物質の拡散抑制）は１セット以上確保する。 

 

 

 

 

 

 

・記載箇所の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，55条

まとめ資料本文

3.12.1.1に記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・他号炉と共用しない 

 

・他号炉と共用しない 

 

 

 

 

 

・他号炉と共用しない 
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セット以上確保する。 

 

(2) 海洋拡散抑制設備（海洋への放射性物質の拡散抑制）（設

置許可基準規則解釈の第 1 項 e)） 

 

大気への放射性物質の拡散を抑制するため放水砲による

放水を実施した場合において，放水によって取り込まれた

放射性物質の海洋への拡散を抑制できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的な設備は，以下のとおりとする。 

・放射性物質吸着材（6 号及び 7 号炉共用） 

 

 

 

 

・汚濁防止膜（6 号及び 7 号炉共用） 

・小型船舶（汚濁防止膜設置用）（6 号及び 7 号炉共

用） 

 

(3) 原子炉建屋放水設備（航空機燃料火災への泡消火）（設置

許可基準規則解釈の第 1 項 b),c),d)） 

 

 

原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火

 

 

ｂ．海洋への放射性物質の拡散抑制 

(a) 海洋拡散抑制設備による海洋への放射性物質の拡散抑   

制 

海洋への放射性物質の拡散を抑制するための重大事故 

等対処設備として，海洋拡散抑制設備は，汚濁防止膜等

で構成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

汚濁防止膜は，汚染水が発電所から海洋に流出する

12箇所（雨水排水路集水桝 9箇所及び放水路 3箇所）

に設置できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火災 

時に用いる設備 

ａ．航空機燃料火災への泡消火 

(a) 原子炉建屋放水設備による航空機燃料火災への泡消火 

原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料

 

 

(2) 海洋拡散抑制設備（海洋への放射性物質の拡散抑制）（設

置許可基準規則解釈の第 1項 e）） 

 

大気への放射性物質の拡散を抑制するため放水砲による放

水を実施した場合において，放水によって取り込まれた放射

性物質の海洋への拡散を抑制できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的な設備は，以下のとおりとする。 

・放射性物質吸着材 

 

 

 

 

・シルトフェンス 

・小型船舶 

 

 

(3) 原子炉建物放水設備（航空機燃料火災への泡消火）（設置

許可基準規則解釈の第１項 b),c),d)) 

 

 

原子炉建物周辺における航空機衝突による航空機燃料火災

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，放水

砲による放水開始前に

放射性物質吸着材の設

置による海洋拡散抑制

対策を行うため，放射

性物質吸着材は重大事

故等対処設備として位

置付けている（以下，

①の相違） 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，

3.12.2.1.1.2に記載 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 

・他号炉と共用しない 

 

・他号炉と共用しない 

・他号炉と共用しない 
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災に対応できる設計とする。 

 

 

 

 

具体的な設備は，以下のとおりとする。 

・大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）（6 号及び 7 

号 

炉共用） 

・放水砲（6 号及び 7 号炉共用） 

・泡原液混合装置（6 号及び 7 号炉共用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・泡原液搬送車（6 号及び 7 号炉共用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，原子炉建屋放水設備（航空機燃料火災への泡消

火）は，車両設計等による可搬設備にすることで，設置場

所を任意に設定し，複数の方向から原子炉建屋に向けて放

水できる設計とする。また，原子炉建屋放水設備（航空機

燃料火災への泡消火）は，6 号及び 7 号炉共用で 1 セット

以上確保する。 

なお，大気への放射性物質の拡散を抑制するための自主

火災に対応するための重大事故等対処設備として，原子

炉建屋放水設備は，可搬型代替注水大型ポンプ（放水

用）により海水を泡消火薬剤と混合しながらホースを経

由して放水砲から原子炉建屋周辺へ放水できる設計とす

る。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に対応できる設計とする。 

 

 

 

 

具体的な設備は，以下のとおりとする。 

・大型送水ポンプ車 

 

 

・放水砲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・泡消火薬剤容器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，原子炉建物放水設備（航空機燃料火災への泡消火）

は，車両設計等による可搬設備にすることで，設置場所を任

意に設定し，複数の方向から原子炉建物に向けて放水できる

設計とする。また，原子炉建物放水設備（航空機燃料火災へ

の泡消火）は，１セット以上確保する。 

 

なお，大気への放射性物質の拡散を抑制するための自主対

 

 

 

 

 

 

・他号炉と共用しない 

 

 

・他号炉と共用しない 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

・設備の相違 

島根２号炉は，大型

送水ポンプ車にて泡消

火薬剤容器から泡消火

薬剤を吸引，混合する

（以下，②の相違） 

・他号炉と共用しない 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，泡消

火薬剤容器内に泡消火

薬剤を保管。 

柏崎 6/7は，泡原液

搬送車のタンクに泡消

火薬剤を保管（以下，

③の相違） 

・他号炉と共用しない 

 

 

 

 

 

・他号炉と共用しない 
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対策設備として，以下を整備する。 

 

(4) 原子炉建屋放水設備を使用する際の監視設備 

大気への放射性物質の拡散を抑制するため，原子炉建屋

放水設備により原子炉建屋に向けて放水する際に，原子炉

建屋から漏えいする放射性物質又は放射性物質とともに放

出される水蒸気等の熱源を監視するため，以下の設備を保

管する。 

・ガンマカメラ 

・サーモカメラ 

 

また，航空機燃料火災へ対応するための自主対策設備と

して，以下を整備する。 

 

(5) 航空機燃料火災に対する初期消火設備（初期対応におけ

る延焼防止処置） 

原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火

災が発生した場合，初期対応における延焼防止処置をする

ため，以下の設備を保管する。 

・化学消防自動車 

・水槽付消防ポンプ自動車 

・大型化学高所放水車 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，航空機燃料火災へ対応するための自主対策設備

として，以下を整備する。 

 

(3) 航空機燃料火災に対する初期消火設備 

 

原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火

災が発生した場合，初期対応における泡消火及び延焼防止

処置をするため，以下の設備を使用する。 

   ・化学消防自動車 

   ・水槽付消防ポンプ自動車 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

策設備として，以下を整備する。 

 

(4) 原子炉建物放水設備を使用する際の監視設備 

大気への放射性物質の拡散を抑制するため，原子炉建物放

水設備により原子炉建物に向けて放水する際に，原子炉建物

から漏えいする放射性物質又は放射性物質とともに放出され

る水蒸気等の熱源を監視するため，以下の設備を保管する。 

 

・ガンマカメラ 

・サーモカメラ 

 

また，航空機燃料火災へ対応するための自主対策設備とし

て，以下を整備する。 

 

(5) 航空機燃料火災に対する初期消火設備 （初期対応におけ

る延焼防止処置） 

原子炉建物周辺における航空機衝突による航空機燃料火災

が発生した場合，初期対応における延焼防止処置をするた

め，以下の設備を保管する。 

・化学消防自動車 

・小型動力ポンプ付水槽車 

・小型放水砲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二は，

3.12.3.1.1 に記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，初期

対応における延焼防止

処置に対して，化学消

防自動車，小型動力ポ

ンプ付水槽車，小型放

水砲及び泡消火薬剤容

器による泡消火を実

施。 

柏崎 6/7は，化学消

防自動車，水槽付消防

ポンプ自動車及び大型

化学高所放水車による

泡消火を実施（以下，

④の相違） 
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・泡消火薬剤備蓄車 

 

・泡消火薬剤容器（消防車用） 

 

 

 

   ・消火栓（原水タンク） 

   ・防火水槽 

・泡消火薬剤容器 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

③の相違 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，水源

について 3.12.3.2.1に

記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添3.12-7



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所 （2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

3.12.2 重大事故等対処設備 

3.12.2.1 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備

（大気への放射性物質の拡散抑制，海洋への放射性物

質の拡散抑制，航空機燃料火災への泡消火） 

3.12.2.1.1 設備概要 

3.12.2.1.1.1 原子炉建屋放水設備（大気への放射性物質の拡散

抑制） 

原子炉建屋放水設備は，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容

器の破損又は使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷に至

った場合において，発電所外への放射性物質の拡散を抑制（大

気への放射性物質の拡散抑制）することを目的として使用す

る。 

ホースにより海を水源とする大容量送水車（原子炉建屋放水

設備用）と放水砲を接続することにより，原子炉建屋に向けて

放水する。また，大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）及び

放水砲は，設置場所を任意に設定し，複数の方向から放水でき

る設計とする。本系統は，現場においてホース等を敷設した

後，大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）の付属の操作スイ

ッチにより，設置場所で操作を行うものである。なお，大容量

送水車（原子炉建屋放水設備用）の燃料は，燃料補給設備であ

る軽油タンク及びタンクローリ（4kL）により補給できる設計

とする。 

燃料補給設備については，「3.14 電源設備（設置許可基準規

則第 57 条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

 

 

3.12.2.1.1.2 海洋拡散抑制設備（海洋への放射性物質の拡散抑

制） 

海洋拡散抑制設備は，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器

の破損又は使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷に至っ

た場合において，発電所外への放射性物質の拡散を抑制（海洋

への放射性物質の拡散抑制）することを目的として使用する。

放射性物質吸着材は，6 号及び 7 号炉に放水した汚染水が通

過する際に放射性物質を吸着できるよう，6 号及び 7 号炉の

雨水排水路集水桝 2 箇所に優先的に設置し，最終的に，5 号

炉雨水排水路集水桝 1 箇所及びフラップゲート入口 3 箇所の

計 6 箇所に設置する。 

 

3.12.2 重大事故等対処設備 

3.12.2.1 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備

(大気への放射性物質の拡散抑制，海洋への放射性物

質の拡散抑制，航空機燃料火災への泡消火) 

3.12.2.1.1 設備概要 

3.12.2.1.1.1 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための

設備(大気への放射性物質の拡散抑制) 

本系統は，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は

使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷に至った場合にお

いて発電所外への放射性物質の拡散を抑制(大気への放射性物

質の拡散抑制)することを目的として設置する。 

 

  ホースにより海を水源とする可搬型代替注水大型ポンプ（放

水用）と放水砲を接続することにより，原子炉建屋屋上へ放水

する。また，可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）及び放水砲

は，設置場所を任意に設定でき，複数の方向から放水可能な設

計とする。本系統は，現場においてホース等を敷設した後，可

搬型代替注水大型ポンプ（放水用）に付属したスイッチによ

り，現場での手動操作によって運転を行うものである。なお， 

可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）の燃料は，可搬型設備用

軽油タンクよりタンクローリを用いて給油する。 

   

可搬型設備用軽油タンク及びタンクローリについては，

「3.14電源設備(設置許可基準規則第 57 条に対する設計方針

に示す章)」で示す。 

 

3.12.2.1.1.2 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための

設備(海洋への放射性物質の拡散抑制) 

  本系統は，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は

使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷に至った場合にお

いて発電所外への放射性物質の拡散を抑制(海洋への放射性物

質の拡散抑制)することを目的として設置する。 

   

 

 

 

 

 

3.12.2 重大事故等対処設備 

3.12.2.1 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備

（大気への放射性物質の拡散抑制，海洋への放射性物

質の拡散抑制，航空機燃料火災への泡消火） 

3.12.2.1.1 設備概要 

3.12.2.1.1.1 原子炉建物放水設備（大気への放射性物質の拡散

抑制） 

原子炉建物放水設備は，炉心の著しい損傷及び原子炉格納

容器の破損又は燃料プール内の燃料体等の著しい損傷に至っ

た場合において，発電所外への放射性物質の拡散を抑制（大

気への放射性物質の拡散抑制）することを目的として使用す

る。 

ホースにより海を水源とする大型送水ポンプ車と放水砲を

接続することにより，原子炉建物に向けて放水する。また，

大型送水ポンプ車及び放水砲は，設置場所を任意に設定し，

複数の方向から放水できる設計とする。本系統は，現場にお

いてホース等を敷設した後，大型送水ポンプ車の付属の操作

スイッチにより，設置場所で操作を行うものである。なお，

大型送水ポンプ車の燃料は，燃料補給設備であるガスタービ

ン発電機用軽油タンク，非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タ

ンク又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タン

ク及びタンクローリにより補給できる設計とする。 

燃料補給設備については，「3.14 電源設備（設置許可基準

規則第 57 条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

 

 

3.12.2.1.1.2 海洋拡散抑制設備（海洋への放射性物質の拡散抑

制） 

海洋拡散抑制設備は，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容

器の破損又は燃料プール内の燃料体等の著しい損傷に至った

場合において，発電所外への放射性物質の拡散を抑制（海洋

への放射性物質の拡散抑制）することを目的として使用す

る。放射性物質吸着材は，放水した汚染水が通過する際に放

射性物質を吸着できるよう，雨水排水路集水桝３箇所に設置

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

放射性物質吸着材の
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その後，汚濁防止膜は，汚染水が発電所から海洋に流出する

4 箇所（北放水口 1 箇所及び取水口 3 箇所）に小型船舶（汚

濁防止膜設置用）を用いて設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12.2.1.1.3 原子炉建屋放水設備（航空機燃料火災への泡消

火） 

原子炉建屋放水設備は，原子炉建屋周辺における航空機衝突

による航空機燃料火災に対して泡消火をする目的として使用す

る。 

 

 

ホースにより海を水源とする大容量送水車（原子炉建屋放水

設備用）と放水砲を接続し，泡消火薬剤と混合しながら原子炉

建屋周辺へ放水する。本系統は，現場においてホース等を敷設

した後，大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）の付属の操作

スイッチにより，設置場所で操作を行うものである。 

 

なお，泡消火薬剤は，海水と混合して用いることから，海水

を混合した場合において，機能を発揮する泡消火薬剤を用い

る。大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）の燃料は，燃料補

給設備である軽油タンク及びタンクローリ（4kL）により補給

できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

汚濁防止膜は，放水によって放射性物質を取り込んだ汚染水

が発電所から海洋に流出する可能性のあるルートにある雨水排

水路集水桝 9箇所及び放水路 3箇所に設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12.2.1.1.3 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための

設備(航空機燃料火災への泡消火) 

  本系統は，原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機

燃料火災に対して泡消火をする目的として，可搬型代替注水大

型ポンプ（放水用），放水砲，泡混合器及び泡消火薬剤容器

（大型ポンプ用），可搬型設備用軽油タンク及びタンクローリ

を使用する。 

  放水砲は，ホースにより海を水源とする可搬型代替注水大型

ポンプ（放水用）と接続し，泡消火薬剤と混合しながら原子炉

建屋周辺へ放水する。本系統は，現場においてホース等を敷設

した後，可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）に付属したスイ

ッチにより，現場での手動操作によって運転を行うものであ

る。 

なお，泡消火薬剤は，海水と混合して用いることから，海水

を混合した場合において，機能を発揮する泡消火薬剤を用い

る。なお，可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）の燃料は，可

搬型設備用軽油タンクよりタンクローリを用いて給油する。 

 

 

可搬型設備用軽油タンク及びタンクローリについては，

「3.14電源設備(設置許可基準規則第 57 条に対する設計方針

 

 

 

その後，シルトフェンスは，汚染水が発電所から海洋に流

出する２箇所（２号炉放水接合槽及び輪谷湾）に設置する。

輪谷湾には，小型船舶を用いて設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12.2.1.1.3 原子炉建物放水設備（航空機燃料火災への泡消

火） 

原子炉建物放水設備は，原子炉建物周辺における航空機衝

突による航空機燃料火災に対して泡消火をする目的として使

用する。 

 

 

ホースにより海を水源とする大型送水ポンプ車と放水砲を

接続し，泡消火薬剤と混合しながら原子炉建物周辺へ放水す

る。本系統は，現場においてホース等を敷設した後，大型送

水ポンプ車の付属の操作スイッチにより，設置場所で操作を

行うものである。 

 

なお，泡消火薬剤は，海水と混合して用いることから，海

水を混合した場合において，機能を発揮する泡消火薬剤を用

いる。大型送水ポンプ車の燃料は，燃料補給設備であるガス

タービン発電機用軽油タンク，非常用ディーゼル発電機燃料

貯蔵タンク又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯

蔵タンク及びタンクローリにより補給できる設計とする。 

 

 

設置箇所及び設置箇所

数の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

シルトフェンスの設

置箇所及び設置箇所数

の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，輪谷

湾へのシルトフェンス

設置に小型船舶を使用

（以下，⑤の相違） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 
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上記設備の系統概要を図 3.12-1～4 に，重大事故等対処設

備一覧を表 3.12-1 に示す。 

に示す章)」で示す。 

 

 

上記系統の概要図を第 3.12－1～3図に，重大事故等対処設

備一覧を第 3.12－1表に示す。 

 

 

 

上記設備の系統概要を図 3.12-1～3に，重大事故等対処設

備一覧を表 3.12-1に示す。 

島根２号炉は，

3.12.2.1.1.1に記載 
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図 3.12-1 大気への放射性物質の拡散抑制 系統概要図 

 

 

 

 

 

図 3.12-2 海洋への放射性物質の拡散抑制（放射性物質吸着材）  

系統概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.12－1図 大気への放射性物質の拡散抑制 系統概要図 

 

 

 

第 3.12－2図 海洋への放射性物質の拡散抑制（汚染防止膜） 

系統概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.12-1 大気への放射性物質の拡散抑制 系統概要図 

 

 

 

 

 

 

図 3.12-2 海洋への放射性物質の拡散抑制 系統概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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図 3.12-3 海洋への放射性物質の拡散抑制（汚濁防止膜） 

系統概要図 

 

 

 
図 3.12-4 航空機燃料火災への泡消火 系統概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.12－3図 航空機燃料火災への泡消火 系統概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.12-3 航空機燃料火災への泡消火 系統概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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表 3.12-1 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための 

設備に関する重大事故等対処設備一覧 

 

第 3.12－1表 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための 

設備に関する重大事故等対処設備一覧 

 

表 3.12-1 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための 

設備に関する重大事故等対処設備一覧 

 

・設備の相違 
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3.12.2.1.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

(1) 大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）（6 号及び 7 号炉共

用） 

 

種類      ：うず巻形 

容量      ：900m3/h 

吐出圧力    ：1.25MPa[gage] 

 

最高使用圧力  ：1.3MPa[gage] 

最高使用温度  ：60℃ 

 

個数      ：1（予備 1※） 

使用箇所    ：屋外 

保管場所    ：荒浜側高台保管場所又は大湊側高台保管         

場所 

原動機の出力  ： 

※予備については大容量送水車（熱交換器ユニット用）及び

大容量送水車（海水取水用）の予備と兼用とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 放水砲（6 号及び 7 号炉共用） 

種類      ：ノンアスピレート 

最高使用圧力  ：0.9MPa[gage] 

最高使用温度  ：60℃ 

個数      ：1（予備 1） 

使用箇所    ：屋外 

保管場所    ：荒浜側高台保管場所又は大湊側高台保管

場所 

 

 

 

3.12.2.1.2 主要設備の仕様 

 

 (1) 可搬型代替注水大型ポンプ（放水用） 

兼用する設備は以下のとおり。 

  ・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備   

   型    式     うず巻形 

   容    量     約 1,380m３／h 

 

   全 揚 程     約 135m 

   最高使用圧力     1.4MPa[gage] 

   最高使用温度     60℃ 

原動機出力       約 847kW 

   台    数     1(予備 1＊) 

   設 置 場 所      屋外 

   保 管 場 所      西側，南側保管場所及び予備機置 

              場 

                          

 ＊「可搬型代替注水大型ポン 

プ」及び「可搬型代替注水

大型ポンプ（放水用）」は

同型設備であり，「可搬型

代替注水大型ポンプ」の予

備 1台と「可搬型代替注水

大型ポンプ（放水用）」の

予備 1台の計 2台は共用可

能とする。 

 

 (2) 放水砲 

   種    類     ノンアスピレート 

   最高使用圧力     1.0MPa[gage] 

   最高使用温度     80℃ 

   個    数     1(予備 1) 

   設 置 場 所      屋外 

   保 管 場 所      西側及び南側保管場所 

 

 

 

 

3.12.2.1.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

(1) 大型送水ポンプ車 

 

 

種類 ：うず巻形 

容量 ：1,800m3/h/台 

吐出圧力 ：1.4MPa[gage] 

 

最高使用圧力 ：1.4MPa[gage] 

最高使用温度 ：40℃ 

 

個数 ：１（予備１※１） 

使用箇所 ：屋外 

保管場所 ：第３及び第４保管エリア 

 

原動機の出力 ：1,193kW 

※１：予備については原子炉補機代

替冷却系の大型送水ポンプ車及

び海水取水用の大型送水ポンプ

車の予備と兼用する。 

 

 

 

 

 

 

(2) 放水砲 

種類 ：ノンアスピレート 

最高使用圧力 ：1.4MPa[gage] 

最高使用温度 ：40℃ 

個数 ：１（予備１） 

使用箇所 ：屋外 

保管場所 ：第１及び第４保管エリア 

 

 

 

 

 

 

・他号炉と共用しない 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備仕様の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・他号炉と共用しない 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備仕様の相違 
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(3)放射性物質吸着材（6 号及び 7 号炉共用）

a. 6 号及び 7 号炉雨水排水路集水桝用

材料  ：プルシアンブルー類縁体 

放射性物質吸着材容量  ：約 1,000kg/箇所 

個数   ：一式 

使用箇所   ：6 号及び 7 号炉雨水排水路

集水桝 

保管場所 ：荒浜側高台保管場所又は大

湊側高台保管場所 

b. 5 号炉雨水排水路集水桝用及びフラップゲート入口用

材料  ：プルシアンブルー類縁体 

放射性物質吸着材容量 ：約 500kg/箇所 

個数   ：一式 

使用箇所  ：5 号炉雨水排水路集水桝及

びフラップゲート入口 

保管場所 ：荒浜側高台保管場所又は大

湊側高台保管場所 

(4) 汚濁防止膜（6 号及び 7 号炉共用）

a. 取水口側（3 箇所）

種類 ：フロート式（カーテン付） 

個数 ：8※1 (予備 2)/箇所 

高さ ：8m 

幅  ：80m（一重）／80m（二重） 

使用箇所 ：5 号，6 号及び 7 号炉取水口 

保管場所 ：荒浜側高台保管場所又は大湊側高台保管

場所 

※1：4 本の二重構造

(3) 汚濁防止膜

 a.雨水排水路集水桝-1,2,3,4,7及び 8 

型 式 フロート式(カーテン付)

個 数 12（予備 12） 

高 さ 約 3m（1個当たり） 

幅 約 3m（1個当たり） 

設 置 場 所 雨水排水路集水桝 1,2,3,4,7及び 

8 

保 管 場 所 西側及び南側保管場所 

(3) 放射性物質吸着材

a.雨水排水路集水桝（No.３排水路）

材料 ：ゼオライト 

放射性物質吸着材容量 ：約 2,970kg/箇所 

個数 ：１組 

使用箇所 ：雨水排水路集水桝 

（No.３排水路） 

保管場所 ：第１及び第４保管エリア 

b.雨水排水路集水桝（２号炉放水槽南）

材料 ：ゼオライト 

放射性物質吸着材容量 ：約 720kg/箇所 

個数 ：１組 

使用箇所 ：雨水排水路集水桝（２号炉

放水槽南） 

保管場所 ：第１及び第４保管エリア 

c.雨水排水路集水桝（２号炉廃棄物処理建物南）

材料 ：ゼオライト 

放射性物質吸着材容量 ：約 810kg/箇所 

個数 ：１組 

使用箇所 ：雨水排水路集水桝（２号炉

廃棄物処理建物南） 

保管場所 ：第１及び第４保管エリア 

(4) シルトフェンス

a.２号炉放水接合槽

種類 ：フロート式（カーテン付） 

本数 ：２※２（予備２） 

高さ ：10m 

幅 ：10m（一重）／10m（二重） 

使用箇所 ：２号炉放水接合槽 

保管場所 ：第１及び第４保管エリア 

※２：１本の二重構造

・他号炉と共用しない

・設備の相違

【東海第二】 

①の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

設備仕様の相違 

・他号炉と共用しない

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備仕様の相違 

・記載表現の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，

3.12.2.1.3.2 (1) 容

量（設置許可基準規則

第 43条第 3項一）に示

す単位に合わせて記載 
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b. 北放水口側

種類  ：フロート式（カーテン付） 

個数  ：14※2 (予備 2) 

高さ  ：6m 

幅 ：140m（一重）／140m（二重） 

使用箇所  ：北放水口 

保管場所 ：荒浜側高台保管場所又は大湊側高台保管

場所 

※2：7 本の二重構造

(5) 泡原液混合装置（6 号及び 7 号炉共用）

種類  ：可搬型ノズル 

最高使用圧力  ：1.3MPa[gage] 

最高使用温度 ：60℃ 

個数 ：1（予備 1） 

使用箇所  ：屋外 

保管場所  ：荒浜側高台保管場所又は大湊側高台保管

場所 

(6) 泡原液搬送車（6 号及び 7 号炉共用）

種類 ：架装式 

容量 ：4,000L 

最高使用圧力  ：0.02MPa[gage] 

最高使用温度  ：60℃ 

個数  ：1（予備 1） 

使用箇所 ：屋外 

保管場所 ：荒浜側高台保管場所又は大湊側高台保管

場所 

b.雨水排水路集水桝-5,6及び 9

型    式     フロート式(カーテン付)

個 数 6（予備 6） 

高 さ 約 2m（1個当たり） 

幅 約 3m（1個当たり） 

設 置 場 所 雨水排水路集水桝 5,6及び 9 

保 管 場 所 西側及び南側保管場所 

c.放水路-A,B及び C

型 式 フロート式(カーテン付)

個 数 6（予備 6） 

高 さ 約 4m（1個当たり） 

幅 約 4m（1個当たり） 

設 置 場 所 放水路-A,B 及び C 

保 管 場 所 西側及び南側保管場所 

(4) 泡混合器

最高使用圧力 1.73MPa[gage] 

最高使用温度 60℃ 

個    数 1(予備 1) 

設 置 場 所 屋外 

保 管 場 所 西側及び南側保管場所 

(5) 泡消火薬剤容器（大型ポンプ用）

容 量 約 1m３（1個当たり） 

個 数 5（予備 5） 

泡消火薬剤量 5m３（予備 5m３） 

設 置 場 所  屋外 

保 管 場 所  西側及び南側保管場所 

b.輪谷湾

種類 ：フロート式（カーテン付） 

本数 ：32※３（予備２） 

高さ ：７～20m 

幅 ：320m（一重）／320m（二重） 

使用箇所 ：輪谷湾 

保管場所 ：第１及び第４保管エリア 

※３：16本の二重構造

(5) 泡消火薬剤容器

種類 ：容器 

容量 ：1,000L 

個数 ：５個（予備１） 

使用箇所 ：屋外 

保管場所 ：第１及び第４保管エリア 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

②の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

③の相違

【東海第二】

設備仕様の相違 
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(7) 小型船舶（汚濁防止膜設置用）（6 号及び 7 号炉共用） 

個数      ：1（予備 1） 

使用箇所    ：屋外 

保管場所    ：荒浜側高台保管場所又は大湊側高台保管

場所 

 

(6) 小型船舶 

個数 ：１（予備１）※４ 

使用場所 ：屋外 

保管場所 ：第１及び第４保管エリア 

※４：海上モニタリングの小型船舶と兼

用する。 

・他号炉と共用しない 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑤の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 設備仕様の相違 
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3.12.2.1.3 設置許可基準規則第 43 条への適合方針 

3.12.2.1.3.1 設置許可基準規則第 43 条第 1 項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43 条第 1 項

一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，

放射線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に

対処するために必要な機能を有効に発揮するものである

こと。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

大容量送水車（原子炉建屋放水設備用），放水砲，泡原

液混合装置，泡原液搬送車，放射性物質吸着材,汚濁防止

膜及び小型船舶（汚濁防止膜設置用）は，屋外の荒浜側

高台保管場所又は大湊側高台保管場所に保管し，屋外に

設置することから，想定される重大事故等時における，

屋外の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効

に発揮することができるよう，表 3.12-2 のとおりの設

計とする。また，大容量送水車（原子炉建屋放水設備

用）の操作は，大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）

に付属する操作スイッチにより，想定される重大事故等

時において設置場所での操作可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12.2.1.3 設置許可基準規則第 43条第 1項への適合方針 

3.12.2.1.3.1 設置許可基準規則第 43条第 1項への適合方針 

(1) 環境条件(設置許可基準規則第 43条第 1項一) 

  

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射

線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処する

ために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

可搬型代替注水大型ポンプ（放水用），放水砲，汚濁防止

膜， 泡混合器及び泡消火薬剤容器（大型ポンプ用）は，屋

外に設置することから，その機能を期待される重大事故等に

おける屋外の環境条件を考慮し，第 3.12－2表のとおりの設

計とする。また，設置場所から操作可能な設計とする。 

（55－2－1～3，55－6－1～4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12.2.1.3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.12.2.1.3.1 設置許可基準規則第 43条第 1項への適合状況 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43条第 1項

一） 

(ⅰ)要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放

射線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処

するために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.3環境条件等」に示す。 

大型送水ポンプ車，放水砲，泡消火薬剤容器，放射性物

質吸着材，シルトフェンス及び小型船舶は，屋外の第１，

第３及び第４保管エリアに保管し，屋外に設置することか

ら，想定される重大事故等時における，屋外の環境条件及

び荷重条件を考慮し，その機能を有効に発揮することがで

きるよう，表 3.12-2のとおりの設計とする。また，大型

送水ポンプ車の操作は，大型送水ポンプ車に付属する操作

スイッチにより，想定される重大事故等時において設置場

所での操作可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①，②，③，⑤の相

違 
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表 3.12-2 想定する環境条件及び荷重条件 

 

第 3.12－2表 想定する環境条件 

 

表 3.12-2  想定する環境条件及び荷重条件（1／2） 

 

 

表 3.12-2  想定する環境条件及び荷重条件（2／2） 

 

 

・設計方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，柏崎

6/7と同様に，ＳＡ事象

と重畳する自然現象の

規模を検討し，環境条

件として地震，風（台

風），凍結，降水，積雪

を考慮することとして

いる 
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(2) 操作性（設置許可基準規則第 43 条第 1 項二） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に

操作できるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査

性」に示す。 

大容量送水車（原子炉建屋放水設備用），放水砲，泡原

液混合装置及び泡原液搬送車は，設置場所を任意に設定

し，複数の方向から放水可能となるよう車両設計，又は

車両により屋外のアクセスルートを通行して運搬もしく

は移動ができ，設置場所にて輪留めによる固定等ができ

る設計とする。なお，想定される重大事故等時における

環境条件を考慮し，操作できる設計とする。 

 

大容量送水車（原子炉建屋放水設備用），放水砲，泡原

液混合装置及び泡原液搬送車の接続は，特殊な技量を必

要とせず，差込式結合金具を車載するスパナで締付け等

簡便な接続方式でホースと接続できる設計とする。な

お，大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）操作盤の操

作スイッチを操作するにあたり，運転員のアクセス性，

操作性を考慮して十分な操作空間を確保する。また，そ

れぞれの操作対象についてはスイッチにその名称を記載

することで識別可能とし，運転員の操作及び監視性を考

慮して確実に操作できる設計とする。 

 

 

 

放射性物質吸着材及び汚濁防止膜は，車両により屋外

のアクセスルートを通行し，運搬又は移動ができるとと

もに，容易に設置できる設計とする。汚濁防止膜は，設

置する際に，小型船舶（汚濁防止膜設置用）を使用す

る。小型船舶（汚濁防止膜設置用）は，車両により屋外

のアクセスルートを通行し，運搬できる設計とし，容易

に操縦できる設計とする。 

 

 

(2) 操作性(設置許可基準規則第 43条第 1項二) 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作

できるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）及び放水砲は，設置

場所を任意に設定でき，複数の方向から放水可能となるよう

設計とし，また，放水砲，泡混合器及び泡消火薬剤容器（大

型ポンプ用）は，車両による運搬及び移動ができ，設置場所

にて車留め等で固定が可能な設計とする。なお，その機能を

期待される重大事故等が発生した場合における環境条件を考

慮し，操作できる設計とする。 

 

可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）付属のスイッチを操

作するにあたり，重大事故等対応要員のアクセス性，操作性

を考慮して十分な操作空間を確保する。また，スイッチは，

機器の名称等を表示した銘板の取付け等により識別可能と

し，重大事故等対応要員の操作・監視性を考慮して確実に操

作できる設計とする。また，可搬型代替注水大型ポンプ（放

水用）は，設置場所にて車両の転倒防止装置及び輪留め等に

よる固定が可能な設計とする。 

可搬型代替注水大型ポンプ（放水用），放水砲，泡混合器

及び泡消火薬剤容器（大型ポンプ用）の接続作業に当たって

は，特殊な工具は必要とせず，簡便な接続金物並びに一般的

な工具により，確実に接続が可能な設計とする。 

 

汚濁防止膜は，車両により運搬が出来るとともに，その設

置に当たっては簡便な方法で設置できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43条第 1項二） 

(ⅰ)要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操

作できるものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査

性」に示す。 

大型送水ポンプ車及び放水砲は，設置場所を任意に設定

し，複数の方向から放水可能となる設計とし，また，大型

送水ポンプ車，放水砲及び泡消火薬剤容器は，車両により

屋外のアクセスルートを通行して運搬もしくは移動がで

き，設置場所にて輪留めによる固定等ができる設計とす

る。なお，想定される重大事故等時における環境条件を考

慮し，操作できる設計とする。 

 

大型送水ポンプ車，放水砲及び泡消火薬剤容器の接続

は，特殊な技量を必要とせず，一般的な工具を用いてホー

スと接続できる設計とする。なお，大型送水ポンプ車操作

盤の操作スイッチを操作するにあたり，運転員のアクセス

性，操作性を考慮して十分な操作空間を確保する。また，

それぞれの操作対象についてはスイッチにその名称を記載

することで識別可能とし，運転員の操作及び監視性を考慮

して確実に操作できる設計とする。 

 

 

 

 

 

放射性物質吸着材及びシルトフェンスは，車両により屋

外のアクセスルートを通行し，運搬ができるとともに，容

易に設置できる設計とする。輪谷湾にシルトフェンスを設

置する際には，小型船舶を使用する。 

小型船舶は，車両により屋外のアクセスルートを通行

し，運搬が可能で，使用場所である海上で航行できる設計

とする。また，操作スイッチにより現場での起動・停止が

可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ②，③の相違 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ②，③の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑤の相違 
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なお，海洋への放射性物質の拡散抑制を行う場合，防

潮堤の内側に放射性物質吸着材を設置（6 号及び 7 号炉

に放水した汚染水が流れ込む 6 号及び 7 号炉近傍の構内

雨水排水路の集水桝 2 箇所を優先的に設置し，最終的に

計 6 箇所）する。その後，汚濁防止膜の設置が可能な状

況（大津波警報，津波警報が出ていない又は解除され

た）において，汚濁防止膜を設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3.12-3 操作対象機器 

 

 

 

 

図 3.12-5 大気への放射性物質の拡散抑制のタイムチャート※ 

 

なお，海洋への放射性物質の拡散抑制を行う場合，雨水排

水路集水桝 9箇所及び放水路 3箇所の計 12箇所に汚濁防止

膜を設置する。 

各操作対象機器の操作性について，第 3.12－3表に記載す

る。 

（55-3-1～4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.12－3表 操作対象機器 

 

 

なお，海洋への放射性物質の拡散抑制を行う場合，防波

壁の内側に放射性物質吸着材を設置する。その後，シルト

フェンスの設置が可能な状況（大津波警報，津波警報が出

ていない又は解除された）において，シルトフェンスを設

置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3.12-3 操作対象機器 

 

 

 

 
図 3.12-4 大気への放射性物質の拡散抑制のタイムチャート※ 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，設置

箇所全てに放水した汚

染水が流れ込むため優

先順位はない 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，輪谷

湾にシルトフェンスを

設置するため，設置が

可能な状況において設

置作業を実施する 

 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

 

備考

手順の項目 要員(数)

移動（緊急時対策所から第４保管エリアまでの移動）

車両健全性確認（大型送水ポンプ車）

大型送水ポンプ車起動，送水開始

拡散抑制開始（流量調整・監視）

（要員12名のうち５名で大気への拡散抑制を実施）

移動（緊急時対策所から第４保管エリアまでの移動）

車両健全性確認（ホース展張車）

取水槽閉止板開放

放水砲の設置

送水準備（ホース敷設）

放水開始

拡散抑制開始（監視）

（要員12名のうち５名で大気への拡散抑制を実施）

大型送水ポンプ車及び放水砲による
大気への放射性物質の拡散抑制

6

6

必要な要員と作業項目

緊急時対策要員

緊急時対策要員

180 210 240 270

経過時間（分）

30 60 90 120 150

【取水箇所及び２号炉原子
炉建物周辺作業】
２号炉取水槽の閉止板開
放，放水砲の設置，ホース
敷設，放水操作等

【取水箇所周辺作業】
大型送水ポンプ車の運搬，
水中ポンプ設置，送水操作
等

送水準備（車両運搬，水中ポンプ設置）

大型送水ポンプ車及び放水砲による大気への放射性物質の拡散抑制

４時間30分
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図 3.12-6 海洋への放射性物質の拡散抑制 

（放射性物質吸着材）のタイムチャート※ 

 

 

図 3.12-7 海洋への放射性物質の拡散抑制（汚濁防止膜） 

のタイムチャート※ 

 

 

図 3.12-8 航空機衝突による航空機燃料火災時の手順の 

タイムチャート※ 

※：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及

び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審

査基準」への適合状況についての 1.12.2.1，2 で示すタイムチャート 

 

 

図 3.12-5 海洋への放射性物質の拡散抑制 

（放射性物質吸着材）のタイムチャート※ 

 

 

図 3.12-6 海洋への放射性物質の拡散抑制（シルトフェンス）

のタイムチャート※ 

 

 

 

図 3.12-7 航空機衝突による航空機燃料火災時の手順の 

タイムチャート※ 

 

 

 

 

 

 

 

 

※：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡

大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基

準」への適合状況についての 1.12.2.1，2 で示すタイムチャート 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手順の項目

移動（緊急時対策所から第４保管エリアに移動）

車両健全性確認（放射性物質吸着材運搬車）

資機材積込

設置（雨水排水路集水桝（No.３排水路））

移動（現場から第４保管エリア）

資機材積込

設置（雨水排水路集水桝（２号炉放水槽南））

設置（雨水排水路集水桝（２号炉廃棄物処理建物南））

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

備考20 40 60 80 100 120 160 180 260

要員(数)

放射性物質吸着材による海洋への
放射性物質の拡散抑制

緊急時対策要員 ５

200 220 240140 280

放射性物質吸着材による海洋への放射性物質の拡散抑制

４時間20分

手順の項目

移動（緊急時対策所から第４保管エリアに移動）

車両健全性確認（シルトフェンス運搬車）

積込・運搬

シルトフェンスの設置

運搬・小型船舶の準備

シルトフェンスの設置

必要な要員と作業項目
経過時間（分）

シルトフェンスによる海洋への
放射性物質の拡散抑制

緊急時対策要員 ７

要員(数)

80 120100 2220 40 60 20140 180 14 16 18160 24 備考

２号炉放水接合槽へのシルトフェンス（１重目）の設置

３時間

輪谷湾へのシルトフェンス（１重目）の設置

24時間

手順の項目

移動（緊急時対策所から第４保管エリアまでの移動）

車両健全性確認（大型送水ポンプ車）

送水準備（車両運搬，水中ポンプ設置）

大型送水ポンプ車起動，送水開始

泡消火開始（流量調整・監視）

（要員12名のうち５名で泡消火実施）

移動（緊急時対策所から第４保管エリアまでの移動）

車両健全性確認（ホース展張車，泡消火薬剤運搬車）

取水槽閉止板開放

放水砲の設置

送水準備（ホース敷設）

泡消火薬剤の設置

放水開始

泡消火開始（監視）

（要員12名のうち５名で泡消火実施）

【取水箇所周辺作業】
大型送水ポンプ車の運搬，
水中ポンプ設置，送水操作
等

【取水箇所及び２号炉原子
炉建物周辺作業】
２号炉取水槽の閉止板開
放，放水砲の設置，ホース
敷設，泡消火薬剤の設置，
放水操作等

6

要員(数)

必要な要員と作業項目

放水砲による消火活動

6

緊急時対策要員

緊急時対策要員

備考

経過時間（分）

100 120 140 320 340160 180 200 280 30080604020 260220 240

大型送水ポンプ車及び放水砲による泡消火開始

５時間10分
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(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43 条第 1 項三） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転

中又は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査

性」に示す。 

大容量送水車（原子炉建屋放水設備用），放水砲及び泡

原液混合装置は，発電用原子炉の運転中又は停止中に，

淡水貯水池を水源としたテストラインにより，独立して

機能・性能の確認及び漏えいの有無の確認が可能な系統

設計とし，外観の確認が可能な設計とする。運転性能の

確認として，大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）の

吐出圧力及び流量の確認を行うことが可能な設計とす

る。また，大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）及び

泡原液搬送車は，発電用原子炉の運転中又は停止中に，

車両としての運転状態の確認が可能な設計とする。さら

に，大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）は，発電用

原子炉の運転中又は停止中に，分解又は取替えが可能な

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放射性物質吸着材，汚濁防止膜及び小型船舶（汚濁防

止膜設置用）は，発電用原子炉の運転中又は停止中に，

外観の確認が可能な設計とする。 

 

 

 

(3) 試験検査(設置許可基準規則第 43条第 1項三) 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中

又は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査

性」に示す。 

可搬型代替注水大型ポンプ（放水用），放水砲及び泡混

合器は，運転中又は停止中に，淡水貯水池を水源とした試

験系統により独立して機能・性能検査及び外観検査が可能

な設計とする。 

機能・性能確認においては，淡水貯水池を水源とし，可

搬型代替注水大型ポンプ（放水用），仮設圧力計・流量計

及びホースの系統構成で循環運転が可能なテストラインを

設けることで，ポンプの吐出圧力・流量の確認に加え，運

転時の振動，異音，異臭及び漏えいの確認が可能な設計と

する。 

可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）は，車両として，

異常なく走行できることを確認可能な設計とする。 

可搬型代替注水大型ポンプは，発電用原子炉運転中又は

停止中に分解検査としてポンプ部品の状態を確認又は取替

が可能な設計とする。分解検査においては，浸透探傷試験

により，性能に影響を及ぼす指示模様の有無を確認可能な

設計とし，目視により，性能に影響を及ぼす恐れのあるき

裂，打こん，変形及び摩耗の有無を確認可能な設計とす

る。 

 

泡消火薬剤容器（大型ポンプ用）は，発電用原子炉運転

中又は停止中に，付属の目盛により容量の確認及び外観検

査が可能な設計とする。 

 

汚濁防止膜は，発電用運転中又は停止中に，外観検査が

可能な設計とする。 

 

 

 

 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第 1項三） 

(ⅰ)要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中

又は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査

性」に示す。 

大型送水ポンプ車及び放水砲は，発電用原子炉の運転中

又は停止中に，輪谷貯水槽を水源としたテストラインによ

り，独立して機能・性能の確認及び漏えいの有無の確認が

可能な系統設計とし，外観の確認が可能な設計とする。運

転性能の確認として，大型送水ポンプ車の吐出圧力及び流

量の確認が可能な設計とする。また，大型送水ポンプ車

は，発電用原子炉の運転中又は停止中に，車両としての運

転状態の確認が可能な設計とする。さらに大型送水ポンプ

車は，発電用原子炉の運転中又は停止中に，分解又は取替

えが可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

泡消火薬剤容器は，発電用原子炉の運転中又は停止中

に，付属の目盛により容量の確認及び外観の確認が可能な

設計とする。 

 

放射性物質吸着材及びシルトフェンスは，発電用原子炉

の運転中又は停止中に，外観の確認が可能な設計とする。 

 

 

小型船舶は，発電用原子炉の運転中又は停止中に，動作

及び外観の確認が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】  

②の相違 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ③の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ②の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 
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表 3.12-4 大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）の 

試験及び検査 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3.12-5 放水砲及び泡原液混合装置の試験及び検査 

 

 

 

 

表 3.12-6 泡原液搬送車の試験及び検査 

 

 

 

 

試験検査内容について，第 3.12－4表～第 3.12－7表に

記載する。 

（55－4－1～5） 

 

第 3.12－4表 可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）の試験検査 

 

 

 

第 3.12－5表 放水砲及び泡混合器の試験検査 

 

 

第 3.12-6表 泡消火薬剤容器（大型ポンプ）の試験検査 

 

 

 

 

 

 

 

表 3.12-4 大型送水ポンプ車の試験及び検査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3.12-5 放水砲の試験及び検査

 

 

 

 

表 3.12-6 泡消火薬剤容器の試験及び検査 

 

 

 ⑤の相違 

 

 

 

  

・設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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表 3.12-7 放射性物質吸着材，汚濁防止膜及び小型船舶（汚濁防

止膜設置用）の試験及び検査 

 

 

 

 

 

 

 

ホースの外観検査として，機能・性能に影響を及ぼす

おそれのある亀裂，腐食などがないことの確認を行うこ

とが可能な設計とする。 

 

(4) 切り替えの容易性（設置許可基準規則第 43 条第 1 項四） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するた

めに使用する設備にあっては，通常時に使用する系統か

ら速やかに切り替えられる機能を備えるものであるこ

と。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査

性」に示す。 

発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備

（大気への放射性物質の拡散抑制，海洋への放射性物質

の拡散抑制，航空機燃料火災への泡消火）は，想定され

る重大事故等時において他の系統と切り替えることなく

使用できる設計とする。 

 

 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43 条第 1 項五） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもの

であること。 

 

第 3.12－7表 汚濁防止膜の試験検査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 切替えの容易性(設置許可基準規則第 43条第 1項四) 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するため

に使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から速

やかに切り替えられる機能を備えるものであること。 

 

 

(ⅱ) 適合性 

     

 

発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備

(大気への放射性物質の拡散抑制，海洋への放射性物質の

拡散抑制，航空機燃料火災への泡消火)は，通常待機時は

接続先と分離された状態で西側及び南側保管場所に保管

し，本来の用途以外の用途には使用しない設計とする。 

    （55－3－1～4） 

 

(5) 悪影響の防止(設置許可基準規則第 43条第 1項五) 

(ⅰ) 要求事項 

発電所内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもので

あること。 

 

表 3.12-7 放射性物質吸着材及びシルトフェンスの 

試験及び検査 

 

 

表 3.12-8 小型船舶の試験及び検査

 

 

ホースの外観検査として，機能・性能に影響を及ぼすお

それのある亀裂，腐食などがないことの確認を行うことが

可能な設計とする。 

 

(4) 切り替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第 1項四） 

(ⅰ)要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するため

に使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から速

やかに切り替えられる機能を備えるものであること。 

 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査

性」に示す。 

発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備

（大気への放射性物質の拡散抑制，海洋への放射性物質の

拡散抑制，航空機燃料火災への泡消火）は，想定される重

大事故等時において他の系統と切り替えることなく使用で

きる設計とする。 

 

 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43 条第 1 項五） 

(ⅰ)要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもので

あること。 

 

・設備の相違 
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(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備

（大気への放射性物質の拡散抑制，海洋への放射性物質

の拡散抑制，航空機燃料火災への泡消火）は，他の設備

から独立して保管及び使用することで，他の設備に悪影

響を及ぼさない設計とする。なお，放射性物質吸着材

は，透過性を考慮した設計とすることで，雨水排水路集

水桝等からの溢水により他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。また，ゴミのつまり等により閉塞した場合

においても，放射性物質吸着材の吊り上げ等によって流

路を確保することができる設計とする。なお，重大事故

等時において必要となる電源車，可搬型代替注水ポンプ

等，屋外で使用する重大事故等対処設備は，屋外仕様で

あり，大気中に放出される水滴に対して影響はないが，

放水砲は，当該設備に直接放水しない位置に設置可能な

設計とする。 

 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43 条第 1 項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事

故等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよ

う，放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選

定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講

じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備

（大気への放射性物質の拡散抑制，海洋への放射性物質

の拡散抑制，航空機燃料火災への泡消火）において操作

が必要な機器の設置場所，操作場所を表 3.12-8 に示

す。大容量送水車（原子炉建屋放水設備用），放水砲，泡

原液混合装置及び泡原液搬送車は，移動又は運搬するこ

とで，線源からの離隔により，放射線量が高くなるおそ

れの少ない場所に設置及び操作可能な設計とする。放射

性物質吸着材，汚濁防止膜及び小型船舶（汚濁防止膜設

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備

(大気への放射性物質の拡散抑制，海洋への放射性物質の

拡散抑制，航空機燃料火災への泡消火)は，通常待機時は

接続先と分離された状態で保管することで，他の設備に悪

影響を及ぼさない運用とする。 

可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）は，保管場所にお 

いて，車両の転倒を防止するために固定し，他の設備に悪

影響を及ぼさない設計とする。 

なお，可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）及び放水砲 

のように屋外で使用する重大事故等対処設備は，屋外仕様

であり，大気中に放出される水滴に対して影響はないが，

当該設備に直接放水しない運用とする。     

（55－3－1～4） 

 

 

 

(6) 設置場所(設置許可基準規則第 43条第 1項六) 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故

等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう，

放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置

場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたもので

あること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備

(大気への放射性物質の拡散抑制，海洋への放射性物質の

拡散抑制，航空機燃料火災への泡消火)において操作が必

要な機器の設置場所，操作場所を第 3.12－7表に示す。可

搬型代替注水大型ポンプ（放水用），放水砲，泡混合器及

び泡消火薬剤容器（大型ポンプ用）は，移動又は運搬する

ことで，線源からの離隔により，放射線量が高くなるおそ

れの少ない場所に設置可能な設計とする。汚濁防止膜を設

置する際は，放射線量を確認して，適切な放射線防護対策

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備

（大気への放射性物質の拡散抑制，海洋への放射性物質の

拡散抑制，航空機燃料火災への泡消火）は，他の設備から

独立して保管及び使用することで，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。なお，放射性物質吸着材は，透過性

を考慮した設計とすることで，雨水排水路集水桝等からの

溢水により他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。ま

た，ゴミのつまり等により閉塞した場合においても，放射

性物質吸着材の吊り上げ等によって流路を確保することが

できる設計とする。なお，重大事故等時において必要とな

る高圧発電機車，大量送水車等，屋外で使用する重大事故

等対処設備は，屋外仕様であり，大気中に放出される水滴

に対して影響はないが，放水砲は，当該設備に直接放水し

ない位置に設置可能な設計とする。 

 

 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第 1項六） 

(ⅰ)要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故

等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう，

放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置

場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたもので

あること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備

（大気への放射性物質の拡散抑制，海洋への放射性物質の

拡散抑制，航空機燃料火災への泡消火）において操作が必

要な機器の設置場所，操作場所を表 3.12-9に示す。大型

送水ポンプ車，放水砲及び泡消火薬剤容器は，移動又は運

搬することで，線源からの離隔により，放射線量が高くな

るおそれの少ない場所に設置及び操作可能な設計とする。

放射性物質吸着材，シルトフェンス及び小型船舶を設置す

る際は，放射線量を確認して，適切な放射線対策に基づき

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

②，③の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 
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置用）を設置する際は，放射線量を確認して，適切な放

射線対策に基づき作業安全を確保した上で作業を実施す

る。 

 

 

なお，屋外にホースを設置する場合は，放射線量を確

認して，適切な放射線対策に基づき作業安全を確保した

上で作業を実施する。 

 

表 3.12-8 操作対象機器設置場所 

 

 

で作業安全確保を確認した上で作業を実施する。 

（55－2－1～3，55－6－1～4） 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.12－7表 操作対象機器 

 

 

作業安全を確保した上で作業を実施する。 

 

 

 

 

なお，屋外にホースを設置する場合は，放射線量を確認

して，適切な放射線対策に基づき作業安全を確保した上で

作業を実施する。 

 

表 3.12-9 操作対象機器設置場所  

 

 ①，⑤の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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3.12.2.1.3.2 設置許可基準規則第 43 条第 3 項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43 条第 3 項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十

分に余裕のある容量を有するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）及び放水砲

は，放射性物質の大気への拡散を抑制するため，又は，

航空機燃料火災に対応するため，放水砲による直状放射

により原子炉建屋の最高点である屋上に放水又は噴霧放

射により広範囲において放水できる設計とする。また，1 

台で複数炉に放水するため，移動等が可能な設計とし，6 

号及び 7 号炉共用で基数の半数の 1 台に加えて，故障時

及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として

1 台の合計 2 台を保管する。 

 

 

 

 

 

 

放射性物質吸着材は，海洋への放射性物質の拡散を抑

制するため，6号及び 7号炉の雨水排水路集水桝並びに 6

号及び 7号炉の雨水排水路から汚染水が溢れた場合の代

替排水路となる 5号炉の雨水排水路及びフラップゲート

入口 3箇所の計 6箇所に設置する。なお，保有量につい

ては，各設置場所の大きさ及び放水による汚染水が排水

可能となる放射性物質吸着材が設置可能な容量とする。 

 

汚濁防止膜は，海洋への放射性物質の拡散を抑制する

ため，設置場所に応じた高さ及び幅を有する設計とす

る。保有数は各設置場所の幅に応じて，必要な本数を 2

組（6号及び 7号炉共用）に加えて，破れ等の破損時及

び保守点検による待機除外時のバックアップ用として各

設置場所に対して予備 2本を保管する。 

 

3.12.2.1.3.2 設置許可基準規則第 43条第 3項への適合方針 

(1) 容量(設置許可基準規則第 43条第 3項一) 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分

に余裕のある容量を有するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）及び放水砲は，放

射性物質の大気への放射性物質の拡散を抑制するため，又

は，航空機燃料火災に対応するため，直状放射により原子

炉建屋の最高点である屋上に又は霧状放射により広範囲に

放水できる設計とする。また，可搬型代替注水大型ポンプ

（放水用）は，重大事故等時において大気への放射性物質

の拡散を抑制するため及び原子炉建屋周辺における航空機

衝突による航空機燃料火災の対応に必要な容量を有するも

のを１台使用する。保有数は 1セット 1台と，故障時及び

保守点検による待機除外時の予備として 1台の合計 2台を

保管する。但し，予備については，同型設備である可搬型

代替注水大型ポンプの予備 1台と共用可能とする。また，

放水砲は 1個と故障時及び保守点検による待機除外時の予

備として 1個の合計 2個を保管する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

汚濁防止膜は，海洋への放射性物質の拡散を抑制するた

め，海洋と接続される排水路上の雨水排水路集水桝 9箇所

及び放水路 3箇所に設置する設計とする。必要数は，各設

置場所に必要な幅に対して汚濁防止膜を二重に計 2本設置

することとし雨水排水路集水桝 9箇所の設置場所に計 18

本及び放水路 3箇所の設置場所に計 6本の合計 24本使用

する設計とする。また，予備については保守点検は外観検

3.12.2.1.3.2 設置許可基準規則第 43条第 3への適合状況 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第 3項一） 

(ⅰ)要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分

に余裕のある容量を有するものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

大型送水ポンプ車及び放水砲は，放射性物質の大気への

拡散を抑制するため，又は，航空機燃料火災に対応するた

め，放水砲による直状放射により原子炉建物の最高点であ

る屋上に放水又は噴霧放射により広範囲において放水でき

る設計とする。また，移動等が可能な設計とし，保有数は

１セット１台に加えて，故障時及び保守点検による待機除

外時のバックアップ用として１台の合計２台を保管する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

放射性物質吸着材は，海洋への放射性物質の拡散を抑制

するため，雨水排水路集水桝３箇所に設置する。なお，保

有量については，各設置場所の大きさ及び放水による汚染

水が排水可能となる放射性物質吸着材が設置可能な容量と

する。 

 

 

 

シルトフェンスは，海洋への放射性物質の拡散を抑制す

るため，設置場所に応じた高さ及び幅を有する設計とす

る。保有数は各設置場所の幅に応じて，必要な本数計 34

本に加えて，破れ等の破損時及び保守点検による待機除外

時のバックアップ用として各設置場所に対して予備２本を

保管する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・他号炉と共用しない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

放射性物質吸着材の

設置箇所及び設置箇所

数の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

シルトフェンスの設

置箇所及び設置箇所数

の相違 
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泡原液混合装置は，航空機燃料火災に対応するため，

放水砲による放水時，泡消火薬剤を注入できるものを 6

号及び 7号炉共用で基数の半数の 1台に加えて，故障時

及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として

1台の合計 2台を保管する。 

泡原液搬送車は，航空機燃料火災に対応するため，大

容量送水車（原子炉建屋放水設備用），放水砲及び泡原液

混合装置に接続することで泡消火できるものを 6号及び

7号炉共用で基数の半数の 1台に加えて，故障時及び保

守点検による待機除外時のバックアップ用として 1台の

合計 2台を保管する。 

 

小型船舶（汚濁防止膜設置用）は，汚濁防止膜を設置

するために必要な容量として，6号及び 7号炉共用で 1

台に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバ

ックアップ用として 1台の合計 2台を保管する。 

 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第 43 条第 3 項二） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又

は短時間に発電用原子炉施設と接続することができる常

設の設備をいう。以下同じ。）と接続するものにあって

は，当該常設設備と容易かつ確実に接続することがで

き，かつ，二つ以上の系統又は発電用原子炉施設が相互

に使用することができるよう，接続部の規格の統一その

他の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査

性」に示す。 

発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備

（大気への放射性物質の拡散抑制，海洋への放射性物質

査であり，保守点検中でも使用可能であるため，保守点検

用は考慮せずに，破れ等の破損時の予備として各設置場所

に対して 2本の計 24本を保管することとし，予備を含め

た保有数として設置場所 12箇所分の合計 48本を保管す

る。 

     

泡混合器は，航空機燃料火災に対応するため，1個と故

障時及び保守点検による待機除外時の予備として 1個の合

計 2個を保管する。また，泡消火薬剤容器（大型ポンプ

用）は，航空機燃料火災に対応するために必要な容量の泡

消火薬剤を保管できる設計とする。泡消火薬剤の保有数

は，必要な容量として 5m３確保し，故障時の予備として 5m

３の計 10m３を保管する。なお，泡消火薬剤容器（大型ポン

プ用）の容量は約 1m３／個であり，確保された泡消火薬剤

5m３を 1m３毎に分け 5個，予備の泡消火薬剤 5m３を 1m３毎

に分け 5個の計 10個を保管する。  

（55－5－1～13） 

 

 

 

 

 

 

(2) 確実な接続(設置許可基準規則第 43条第 3項二) 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備(発電用原子炉施設と接続されている設備又は

短時間に発電用原子炉施設と接続することができる常設の

設備をいう。以下同じ。) と接続するものにあっては，当

該常設設備と容易かつ確実に接続することができ，かつ，

二つ以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用するこ

とができるよう，接続部の規格の統一その他の適切な措置

を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

 

 

発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備

（大気への放射性物質の拡散抑制，海洋への放射性物質の

 

 

 

 

 

 

泡消火薬剤容器は，航空機燃料火災に対応するため，大

型送水ポンプ車に接続することで泡消火できるものを１セ

ット５個に加えて，泡消火薬剤容器の破損時及び保守点検

による待機除外時のバックアップ用として１個を保管す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

小型船舶は，シルトフェンスを設置するために必要な容

量として，保有数は１台に加えて，故障時及び保守点検に

よる待機除外時のバックアップ用として１台の合計２台を

保管する。 

 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第 43条第 3項二） 

(ⅰ)要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は

短時間に発電用原子炉施設と接続することができる常設の

設備をいう。以下同じ。）と接続するものにあっては，当

該常設設備と容易かつ確実に接続することができ，かつ，

二つ以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用するこ

とができるよう，接続部の規格の統一その他の適切な措置

を講じたものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査

性」に示す。 

発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備

（大気への放射性物質の拡散抑制，海洋への放射性物質の

・他号炉と共用しない 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ②，③の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・他号炉と共用しない 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑤の相違 
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の拡散抑制，航空機燃料火災への泡消火）は，常設設備

と接続しない設計とする。 

 

 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第 43 条第 3 項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によっ

て接続することができなくなることを防止するため，可

搬型重大事故等対処設備（原子炉建屋の外から水又は電

力を供給するものに限る。）の接続口をそれぞれ互いに異

なる複数の場所に設けるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備

（大気への放射性物質の拡散抑制，海洋への放射性物質

の拡散抑制，航空機燃料火災への泡消火）は，常設設備

と接続しない設計とする。 

 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第 43 条第 3 項四） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型

重大事故等対処設備を設置場所に据え付け，及び常設設

備と接続することができるよう，放射線量が高くなるお

それが少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設

置その他の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備

（大気への放射性物質の拡散抑制，海洋への放射性物質

の拡散抑制，航空機燃料火災への泡消火）は，想定され

る重大事故等が発生した場合においても，設置が可能な

設計とする。なお，大容量送水車（原子炉建屋放水設備

用），放水砲，泡原液混合装置，泡原液搬送車，放射性物

質吸着材及び汚濁防止膜の設置は，原子炉格納容器の破

損又は使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷に至

拡散抑制，航空機燃料火災への泡消火）は，常設設備と接

続しない設計とする。 

（55－2－1～3，55－6－1～4） 

 

(3) 複数の接続口(設置許可基準規則第 43条第 3項三) 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって

接続することができなくなることを防止するため，可搬型

重大事故等対処設備(原子炉建屋の外から水又は電力を供

給するものに限る。) の接続口をそれぞれ互いに異なる複

数の場所に設けるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

     

 

発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備

（大気への放射性物質の拡散抑制，海洋への放射性物質の

拡散抑制，航空機燃料火災への泡消火）は，常設設備と接

続しない設計とする。 

 

(4) 設置場所(設置許可基準規則第 43条第 3項四) 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重

大事故等対処設備を設置場所に据え付け，及び常設設備と

接続することができるよう，放射線量が高くなるおそれが

少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他

の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

可搬型代替注水大型ポンプ（放水用），放水砲，泡混合

器及び泡消火薬剤容器（大型ポンプ用）は，屋外で使用す

る設備であり，想定される重大事故等が発生した場合にお

ける放射線を考慮しても作業への影響はないと想定してい

るが，仮に線量が高い場合は，線源からの離隔距離をとる

こと，線量を測定し線量が低い位置に配備することによ

り，これら設備の設置場所への設置が可能な設計とし，汚

濁防止膜を設置する際は，放射線量を確認して，適切な放

拡散抑制，航空機燃料火災への泡消火）は，常設設備と接

続しない設計とする。 

 

 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第 43条第 3項三） 

(ⅰ)要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって

接続することができなくなることを防止するため，可搬型

重大事故等対処設備（原子炉建屋の外から水又は電力を供

給するものに限る。）の接続口をそれぞれ互いに異なる複

数の場所に設けるものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備

（大気への放射性物質の拡散抑制，海洋への放射性物質の

拡散抑制，航空機燃料火災への泡消火）は，常設設備と接

続しない設計とする。 

 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第 3項四） 

(ⅰ)要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重

大事故等対処設備を設置場所に据え付け，及び常設設備と

接続することができるよう，放射線量が高くなるおそれが

少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他

の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備

（大気への放射性物質の拡散抑制，海洋への放射性物質の

拡散抑制，航空機燃料火災への泡消火）は，想定される重

大事故等が発生した場合においても，設置が可能な設計と

する。なお，大型送水ポンプ車，放水砲，泡消火薬剤容

器，放射性物質吸着材及びシルトフェンスの設置は，原子

炉格納容器の破損又は燃料プール内の燃料体等の著しい損

傷に至る前に着手することとしていること，また，シルト

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ②，③の相違 
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る前に着手することとしていること，また，汚濁防止膜

及び小型船舶（汚濁防止膜設置用）は，原子炉建屋等か

ら離隔がとれている放水口等に設置することとしている

ことから，想定される重大事故等が発生した場合におけ

る放射線を考慮しても作業への影響は軽微であると想定

しているが，仮に線量が高い場合は，移動又は運搬する

ことで線源から離隔をとること，放射線量を測定し線量

が低い位置に配置すること，若しくは放射線量に応じて

適切な放射線対策に基づき作業安全を確保した上で作業

を実施することによって，設置及び接続可能な設計とす

る。また，大容量送水車（原子炉建屋放水設備用），放水

砲，泡原液混合装置及び泡原液搬送車は，特殊な技量を

必要とせず，差込式結合金具を車載するスパナで締付け

等簡便な接続方式で，確実に速やかにホースと接続が可

能である。 

 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第 43 条第 3 項五） 

(ⅰ) 要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空

機の衝突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故

対処設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を

考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所

に保管すること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備

（大気への放射性物質の拡散抑制，海洋への放射性物質

の拡散抑制，航空機燃料火災への泡消火）は，原子炉建

屋，タービン建屋及び廃棄物処理建屋から離れた荒浜側

高台保管場所又は大湊側高台保管場所に保管できる設計

とする。 

 

 

 

射線防護対策で作業安全確保を確認した上で作業を実施す

る。 

 

 

 

 

 

 

また，ホースの現場での接続作業に当たっては，簡便な

フランジ接続により，一般的な工具等を用い確実かつ速や

かに接続可能とすることで，作業線量の低減を考慮した設

計とする。 

 

 

（55－2－1～3，55－6－1～4） 

 

(5) 保管場所(設置許可基準規則第 43条第 3項五) 

(ⅰ) 要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機

の衝突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故対処

設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮し

た上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管す

ること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備

(大気への放射性物質の拡散抑制，海洋への放射性物質の

拡散抑制，航空機燃料火災への泡消火)は，地震，津波そ

の他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事

故等対処設備の配置その他の条件を考慮し，安全機能及び

使用済燃料プールの冷却機能若しくは注水機能と同時に機

能が損なわれないよう，位置的分散を図るため，西側又は

南側のどちらか一方の保管場所に保管する設計とする。 

（55－2－1～3） 

フェンス及び小型船舶は，原子炉建物から離隔がとれてい

る輪谷湾等に設置することとしていることから，想定され

る重大事故等が発生した場合における放射線を考慮しても

作業への影響は軽微であると想定しているが，仮に線量が

高い場合は，移動又は運搬することで線源から離隔をとる

こと，放射線量を測定し線量が低い位置に配置すること，

若しくは放射線量に応じて適切な放射線対策に基づき作業

安全を確保した上で作業を実施することによって，設置及

び接続可能な設計とする。また，大型送水ポンプ車，放水

砲及び泡消火薬剤容器は，特殊な技量を必要とせず，一般

的に使用される工具を用いて，確実に速やかにホースと接

続が可能である。 

 

 

 

 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第 43条第 3項五） 

(ⅰ)要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機

の衝突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故対処

設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮し

た上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管す

ること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備

（大気への放射性物質の拡散抑制，海洋への放射性物質の

拡散抑制，航空機燃料火災への泡消火）は，原子炉建物か

ら離れた第１，第３及び第４保管エリアに保管できる設計

とする。 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑤の相違 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ②，③の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

プラントの相違によ

る離隔対象設備の相違 
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(6) アクセスルートの確保（設置許可基準規則第 43 条第 3 項

六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬

型重大事故等対処設備を運搬し，又は他の設備の被害状

況を把握するため，工場等内の道路及び通路が確保でき

るよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査

性」に示す。 

発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備

（大気への放射性物質の拡散抑制，海洋への放射性物質

の拡散抑制，航空機燃料火災への泡消火）は，荒浜側高

台保管場所又は大湊側高台保管場所に保管しており，想

定される重大事故等が発生した場合においても，設備の

運搬，移動に支障をきたすことのないよう，迂回路も考

慮して複数のアクセスルートを確保する。 

（『可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルー

トについて』参照） 

 

 

 

 

 

 

 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様

性（設置許可基準規則第 43 条第 3 項七） 

(ⅰ) 要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因に

よって，設計基準事故対処設備の安全機能，使用済燃料

貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防

止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するた

めに必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれが

ないよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

 

(6) アクセスル一トの確保(設置許可基準規則第 43条第 3項六) 

 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型

重大事故等対処設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を

把握するため，発電所内の道路及び通路が確保できるよ

う，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査

性」に示す。 

発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備

(大気への放射性物質の拡散抑制，海洋への放射性物質の

拡散抑制，航空機燃料火災への泡消火)は，西側又は南側

のどちらか一方の保管場所に保管しており，想定される重

大事故等が発生した場合においても，設備の運搬，移動に

支障をきたすことのないよう，迂回路も考慮して複数のア

クセスルートを確保する。 

なお，アクセスルートの詳細については，「実用発電用

原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡

大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力

に係る審査基準」への適合状況について」の「1.0 重大

事故等対策における共通事項」添付資料 1.0.2「東海第二

発電所 可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセス

ルートについて」で示す。 

（55-8-1，2） 

 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様

性(設置許可基準規則第 43条第 3項七) 

 (ⅰ) 要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によ

って，設計基準事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵

槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防止設備

の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要

な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，

適切な措置を講じたものであること。 

 

 

(6) アクセスルートの確保（設置許可基準規則第 43条第 3項

六） 

(ⅰ)要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型

重大事故等対処設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を

把握するため，工場等内の道路及び通路が確保できるよ

う，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査

性」に示す。 

発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備

（大気への放射性物質の拡散抑制，海洋への放射性物質の

拡散抑制，航空機燃料火災への泡消火）は，第１，第３及

び第４保管エリアに保管しており，想定される重大事故等

が発生した場合においても，設備の運搬，移動に支障をき

たすことのないよう，迂回路も考慮して複数のアクセスル

ートを確保する。 

（『可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスル

ートについて』参照） 

 

 

 

 

 

 

 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様

性（設置許可基準規則第 43条第 3項七） 

(ⅰ)要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によ

って，設計基準事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵

槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防止設備

の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要

な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，

適切な措置を講じたものであること。 
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(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備

（大気への放射性物質の拡散抑制，海洋への放射性物質

の拡散抑制，航空機燃料火災への泡消火）は，可搬型重

大事故緩和設備であるが，原子炉建屋，タービン建屋及

び廃棄物処理建屋から離れた荒浜側高台保管場所又は大

湊側高台保管場所に保管できる設計とする。 

 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備

(大気への放射性物質の拡散抑制，海洋への放射性物質の

拡散抑制，航空機燃料火災への泡消火)は， 設計基準事故

対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しく

は注水機能又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るお

それがある事故に対処するために必要な機能と同時にその

機能が損なわれるおそれがないよう，安全機能等を有する

設備が設置されている原子炉建屋等と位置的分散を図り，

発電所敷地内の西側又は南側のどちらか一方の保管場所に

保管する設計とする。 

（55－7－1，2） 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備

（大気への放射性物質の拡散抑制，海洋への放射性物質の

拡散抑制，航空機燃料火災への泡消火）は，可搬型重大事

故緩和設備であるが，原子炉建物から離れた第１，第３及

び第４保管エリアに保管できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

プラントの相違によ

る離隔対象設備の相違 
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3.12.3 その他設備 

3.12.3.1 原子炉建屋放水設備を使用する際の監視設備 

3.12.3.1.1 設備概要 

3.12.1(4)に示した設備は，大気への放射性物質の拡散を抑

制するため，原子炉建屋放水設備により原子炉建屋に向けて放

水する際に，原子炉建屋から漏えいする放射性物質又は放射性

物質とともに放出される水蒸気等の熱源を監視する。なお，本

設備は事業者の自主的な取り組みで設置するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12.3.2 航空機燃料火災に対する初期消火設備（初期対応にお

ける延焼防止処置） 

3.12.3.2.1 設備概要 

3.12.1(5)に示した設備は，原子炉建屋周辺における航空機

衝突による航空機燃料火災が発生した場合に，初期対応におけ

る延焼防止処置を実施する。なお，本設備は事業者の自主的な

取り組みで設置するものである。 

本系統は，使用可能な淡水源がある場合は，防火水槽や消火

栓（淡水タンク）を水源とし，使用可能な淡水源がない場合

は，海を水源とする。 

 

大型化学高所放水車を使用する場合は，泡消火薬剤備蓄車を

接続するとともに，化学消防自動車又は，水槽付消防ポンプ自

動車にて水源から取水し，大型化学高所放水車に送水する。 

化学消防自動車を使用する場合は，単独，又は，泡消火薬剤

備蓄車を接続し，化学消防自動車にて水源から取水し，泡消火

を実施する。 

3.12.3 その他設備 

3.12.3.1 大気への放射性物質の拡散抑制 

3.12.3.1.1 設備概要 

可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）及び放水砲による大気

への放射性物質の拡散抑制にて原子炉建屋に海水を放水する

が，原子炉建屋から放出される放射性物質の漏えい程度を把握

することにより，大気への放射性物質の拡散抑制効果を確認す

るため，ガンマカメラ又はサーモカメラにより放射性物質を検

出し，大気への放射性物質の拡散抑制効果を確認する。なお，

本設備は事業者の自主的な取り組みで設置するものである。 

 

3.12.3.2 海洋への放射性物質の拡散抑制 

3.12.3.2.1 設備概要 

放射性物質吸着材は，放射性物質の海洋への拡散を抑制する

ため，汚濁防止膜を雨水排水路集水桝及び放水路に設置した後

に放射性物質吸着材設置が可能な状況において放射性物質吸着

材の設置を行う。なお，本設備は事業者の自主的な取り組みで

設置するものである。 

 

3.12.3.3 航空機燃料火災に対する初期消火設備 

 

3.12.3.3.1 設備概要 

3.12.1(4)に示した設備は，原子炉建屋周辺における航空機

衝突による航空機燃料火災が発生した場合に，初期対応におけ

る泡消火及び延焼防止を実施する。なお，本設備は事業者の自

主的な取り組みで設置するものである。 

  水源は，消火栓（原水タンク）又は防火水槽を使用する。 

 

 

 

 

 

 

化学消防自動車を使用する場合は，化学消防自動車にて水源

より取水し，泡消火を実施する。 

3.12.3 その他設備 

3.12.3.1 原子炉建物放水設備を使用する際の監視設備 

3.12.3.1.1 設備概要 

3.12.1(4)に示した設備は，大気への放射性物質の拡散を抑

制するため，原子炉建物放水設備により原子炉建物に向けて放

水する際に，原子炉建物から漏えいする放射性物質又は放射性

物質とともに放出される水蒸気等の熱源を監視する。なお，本

設備は事業者の自主的な取り組みで設置するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12.3.2 航空機燃料火災に対する初期消火設備（初期対応にお

ける延焼防止処置） 

3.12.3.2.1 設備概要 

3.12.1(5)に示した設備は，原子炉建物周辺における航空機

衝突による航空機燃料火災が発生した場合に，初期対応におけ

る延焼防止処置を実施する。なお，本設備は事業者の自主的な

取り組みで設置するものである。 

本系統は，使用可能な淡水源がある場合は，消火栓（ろ過水

タンク，補助消火水槽），ろ過水タンク，補助消火水槽，純水

タンクを水源とし，使用可能な淡水源がない場合は，海を水源

とする。 

小型放水砲を使用する場合は，泡消火薬剤容器を接続すると

ともに，化学消防自動車にて水源より取水し，小型放水砲に送

水する。 

化学消防自動車を使用する場合は，泡消火薬剤容器を接続

し，化学消防自動車にて水源から取水し，泡消火を実施する。 

なお，火災発生場所と使用する水源の場所が遠い場合，水源

近傍に小型動力ポンプ付水槽車を，水源と火災発生場所の中間

位置付近に化学消防自動車を設置し，水利を確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

①の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 水源の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ④の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

接続及び取水用設備

の相違 
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まとめ資料比較表 〔56条 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 添付資料〕 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

  

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

相違No. 相違理由

①
水源の位置付けによる相違（【重大事故対処設備】柏崎6/7：復水貯蔵槽，東海第二：代替淡水貯槽及び西側淡水貯水設備，島根２号炉：低圧原子炉代替注水槽
【代替淡水源（措置）】柏崎6/7：防火水槽，淡水貯水池，東海第二：対象設備なし，島根２号炉：輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）
【自主対策設備】東海第二：復水貯蔵タンク，島根２号炉：復水貯蔵タンク）

② 島根２号炉は，代替淡水源（措置）として，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を設置

③ ＳＡ水源の相違に伴う注水手段の相違

④
島根２号炉は，ＳＡ水源を水源とした各注水手順は常設重大事故等対処設備を使用する設計としており，可搬型設備を用いた手順は代替淡水源（措置）である，輪谷貯水槽（西
１）及び（西２）を使用する

⑤ ＳＡ水源の相違に伴う兼用する設備の相違

⑥ 島根２号炉は，柏崎6/7と同様に，ＳＡ事象と重畳する自然現象の規模を検討し，環境条件として地震，風（台風），凍結，降水，積雪を考慮することとしている

⑦ 島根２号炉は，系統の操作性を記載している

⑧ 島根２号炉は，海水取水用の大量送水車と送水用の大量送水車をホースで接続し，大量送水車と各系統を接続する

まとめ資料比較表　〔56条添付　重大事故等の収束に必要となる水の供給設備〕

　比較表において，相違理由を類型化したものについて以下にまとめて記載する。下記以外の相違については，備考欄に相違理由を記載する。
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3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備【56 条】 

【設置許可基準規則】 

（重大事故等の収束に必要となる水の供給設備） 

第五十六条 設計基準事故の収束に必要な水源とは別に、重大事

故等の収束に必要となる十分な量の水を有する水源を確保する

ことに加えて、発電用原子炉施設には，設計基準事故対処設備

及び重大事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要とな

る十分な量の水を供給するために必要な設備を設けなければな

らない。 

 

（解釈） 

１ 第５６条に規定する「設計基準事故の収束に必要な水源とは

別に、重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を有する

水源を確保することに加えて、発電用原子炉施設には、設計

基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故

等の収束に必要となる十分な量の水を供給するために必要な

設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果

を有する措置を行うための設備をいう。 

ａ）想定される重大事故等の収束までの間、十分な量の水を供

給できること。 

ｂ）複数の代替淡水源（貯水槽，ダム又は貯水池等）が確保さ

れていること。 

ｃ）海を水源として利用できること。 

ｄ）各水源からの移送ルートが確保されていること。 

ｅ）代替水源からの移送ホース及びポンプを準備しておくこと。 

ｆ）原子炉格納容器を水源とする再循環設備は、代替再循環設

備等により、多重性又は多様性を確保すること。（PWR） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備【56条】 

【設置許可基準規則】 

（重大事故等の収束に必要となる水の供給設備） 

第五十六条 設計基準事故の収束に必要な水源とは別に、重大

事故等の収束に必要となる十分な量の水を有する水源を確保

することに加えて、発電用原子炉施設には、設計基準事故対

処設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故等の収束に

必要となる十分な量の水を供給するために必要な設備を設け

なければならない。 

 

（解釈） 

１ 第56条に規定する「設計基準事故の収束に必要な水源とは

別に、重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を有する

水源を確保することに加えて、発電用原子炉施設には、設計

基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故

等の収束に必要となる十分な量の水を供給するために必要な

設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果

を有する措置を行うための設備をいう。 

ａ）想定される重大事故等の収束までの間、十分な量の水を供

給できること。 

ｂ）複数の代替淡水源（貯水槽、ダム又は貯水池等）が確保さ

れていること。 

ｃ）海を水源として利用できること。 

ｄ）各水源からの移送ルートが確保されていること。 

ｅ）代替水源からの移送ホース及びポンプを準備しておくこと。 

ｆ）原子炉格納容器を水源とする再循環設備は、代替再循環設

備等により、多重性又は多様性を確保すること。（PWR） 
 

3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備【56条】 

【設置許可基準規則】 

（重大事故等の収束に必要となる水の供給設備） 

第五十六条 設計基準事故の収束に必要な水源とは別に、重

大事故等の収束に必要となる十分な量の水を有する水源を確保

することに加えて、発電用原子炉施設には、設計基準事故対処

設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要

となる十分な量の水を供給するために必要な設備を設けなけれ

ばならない。 

 

（解釈） 

１ 第５６条に規定する「設計基準事故の収束に必要な水源と

は別に、重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を有す

る水源を確保することに加えて、発電用原子炉施設には、設

計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して重大事

故等の収束に必要となる十分な量の水を供給するために必要

な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効

果を有する措置を行うための設備をいう。 

ａ）想定される重大事故等の収束までの間、十分な量の水を供

給できること。 

ｂ）複数の代替淡水源（貯水槽、ダム又は貯水池等）が確保さ

れていること。 

ｃ）海を水源として利用できること。 

ｄ）各水源からの移送ルートが確保されていること。 

ｅ）代替水源からの移送ホース及びポンプを準備しておくこと。 

ｆ）原子炉格納容器を水源とする再循環設備は、代替再循環設

備等により、多重性又は多様性を確保すること。（PWR） 
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3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

3.13.1 設置許可基準規則第56 条への適合方針 

設計基準事故の収束に必要な水源とは別に，重大事故等の収

束に必要となる十分な量の水を有する水源を確保することに加

えて，発電用原子炉施設には，設計基準事故対処設備及び重大

事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要となる十分な

量の水を供給するために必要な重大事故等対処設備を設置及び

保管する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

3.13.1 設置許可基準規則第 56条への適合方針 

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は使用済燃料

プール内の燃料体等の著しい損傷に至った場合において，発電

所外への放射性物質の拡散を抑制するために必要な重大事故等

対処設備を保管する。 

 

 

3.13.1.1 重大事故等対処設備 

発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備のう

ち，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は使用済燃

料プール内の燃料体等の著しい損傷に至った場合において，発

電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備として，原

子炉建屋放水設備及び海洋拡散抑制設備を設ける。 

また，原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料

火災に対応できる設備として，原子炉建屋放水設備を設ける。 

(1) 炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は使用済燃

料プール内燃料体等の著しい損傷時に用いる設備 

ａ．大気への放射性物質の拡散抑制 

(a) 原子炉建屋放水設備による大気への放射性物質の拡散抑制 

大気への放射性物質の拡散を抑制するための重大事故等対

処設備として，原子炉建屋放水設備は，可搬型代替注水大型

ポンプ（放水用）により海水をホースを経由して放水砲から

原子炉建屋へ放水できる設計とする。可搬型代替注水大型ポ

ンプ（放水用）及び放水砲は，設置場所を任意に設定し，複

数の方向から原子炉建屋に向けて放水できる設計とする。 

ｂ．海洋への放射性物質の拡散抑制 

(a) 海洋拡散抑制設備による海洋への放射性物質の拡散抑制 

海洋への放射性物質の拡散を抑制するための重大事故等対

処設備として，海洋拡散抑制設備は，汚濁防止膜等で構成す

る。 

汚濁防止膜は，汚染水が発電所から海洋に流出する 12箇所

（雨水排水路集水桝 9 箇所及び放水路 3 箇所）に設置できる

設計とする。 

(2) 原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火災

時に用いる設備 

ａ．航空機燃料火災への泡消火 

原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火

3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

3.13.1 設置許可基準規則第 56条への適合方針 

設計基準事故の収束に必要な水源とは別に，重大事故等の収

束に必要となる十分な量の水を有する水源を確保することに加

えて，発電用原子炉施設には，設計基準事故対処設備及び重大

事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要となる十分な

量の水を供給するために必要な重大事故等対処設備を設置及び

保管する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設計方針の相違 

【東海第二】 

 適合方針の相違 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，設置許

可基準規則第 55条にて

記載 
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(1) 重大事故等の収束に必要となる水源の確保（設置許可基準規

則解釈の第1 項a），b)，c）） 

設計基準事故対処設備以外の水源の設備として，復水貯蔵

槽，サプレッション・チェンバ及びほう酸水注入系貯蔵タン

クを設置することで，重大事故等の収束に必要となる水を供

給できる設計とする。また，これら重大事故等の収束に必要

となる水源とは別に，複数の代替淡水源として淡水貯水池及

び防火水槽を設置する。 

更に，取水路から大容量送水車(海水取水用)を用いて海水

を取水することで，海を水源として利用できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 水の移送設備の整備（設置許可基準規則解釈の第1 項 

a),c),d),e)） 

重大事故等の収束に必要となる水源である復水貯蔵槽，サ

プレッション・チェンバ及び複数の代替淡水源（淡水貯水池

及び防火水槽）並びに海について，可搬型代替注水ポンプ（A-2 

級），大容量送水車（海水取水用）及びホース等を用いるこ

とにより移送手段及び移送ルートを確保し，いずれの水源か

らでも水を供給することができる設計とする。復水貯蔵槽へ

の水の供給については，廃棄物処理建屋外壁の接続口から供

給できる設計とする。 

なお，重大事故等の収束に必要となる水を供給するための

自主対策設備として，以下を整備する。 

災に対応するための重大事故等対処設備として，原子炉建屋

放水設備は，可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）により海

水を泡消火薬剤と混合しながらホースを経由して放水砲か

ら原子炉建屋周辺へ放水できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，重大事故等の収束に必要となる水を供給するための自

主対策設備として，以下を整備する。 

 

 

 

 

(1) 重大事故等の収束に必要となる水源の確保 （設置許可基準

規則解釈の第１項ａ），ｂ)，ｃ）） 

設計基準事故対処設備以外の水源の設備として，低圧原子

炉代替注水槽，サプレッション・チェンバ及びほう酸水貯蔵

タンクを設置することで，重大事故等の収束に必要となる水

を供給できる設計とする。また，これら重大事故等の収束に

必要となる水源とは別に，複数の代替淡水源として輪谷貯水

槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を設置する。 

更に，非常用取水設備（取水口，取水管，取水槽）から大

量送水車を用いて海水を取水することで，海を水源として利

用できる設計とする。 

想定される重大事故等が発生した場合において，輪谷貯水

槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）周辺の確認ができる設備

として，構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上）を

設置する。 

構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上）は，中央

制御室及び緊急時対策所から輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯

水槽（西２）の周辺を監視することが可能な設計とする。 

構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上）は，非常

用交流電源設備，常設代替交流電源設備及び可搬型代替交流

電源設備からの給電が可能な設計とする。 

 

(2) 水の移送設備の整備 （設置許可基準規則解釈の第１項a），

ｃ），ｄ）,ｅ）） 

重大事故等の収束に必要となる水源である低圧原子炉代替

注水槽，サプレッション・チェンバ及び複数の代替淡水源（輪

谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））並びに海について，

大量送水車，ホース等を用いることにより移送手段及び移送

ルートを確保し，いずれの水源からでも水を供給することが

できる設計とする。低圧原子炉代替注水槽への水の供給につ

いては，低圧原子炉代替注水槽の接続口から供給できる設計

とする。 

なお，重大事故等の収束に必要となる水を供給するための

自主対策設備として，以下を整備する。 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

水源の位置付けによ

る相違（以下，①の相違） 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，重大事

故等発生時においても，

海水注水切替え等の決

定・判断を遅滞なく行え

るよう，輪谷貯水槽（西

１／西２）周辺の土石流

の発生状況を確認でき

る，耐震性を有する構内

監視カメラをガスター

ビン発電機建物屋上に

新規設置する 
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(3) 淡水タンク（純水タンク，ろ過水タンク）を利用した水の供

給設備の整備

復水貯蔵槽を水源とした各種注水時において，純水タンク

が健全であり外部電源や仮設発電機により交流電源が確保で

きた場合には，純水タンクから純水移送ポンプを使用して復

水貯蔵槽へ水を供給できる設計とする。 

防火水槽を水源とした各種注水時において，淡水タンクが

健全な場合には，淡水タンクから防火水槽へホース等を使用

して水を供給できる設計とする。 

また，これら淡水タンクを水源として水を供給する場合に

は，淡水貯水池から淡水タンクへ水を供給できる設計とする。 

(4) 複数の海水取水手段の整備

水源として海を利用する場合，取水場所を海水取水路から

だけではなく護岸から，また，取水設備を大容量送水車（海

水取水用）だけではなく可搬型代替注水ポンプ（A-2 級），

又は代替原子炉補機冷却海水ポンプを用いることで，多様性

を持った設計とする。 

(5) ホース及び水頭差を利用した淡水移送手段の整備

水源として淡水貯水池を使用する場合，予め敷設している

ホースが健全であることが確認できた場合には，ホース及び

(3) 淡水タンク（多目的タンク，ろ過水貯蔵タンク，純水貯蔵タ

ンク及び原水タンク）を利用した水の供給設備の整備

西側淡水貯水設備又は代替淡水貯槽を水源とした原子炉注

水，格納容器スプレイ，格納容器頂部注水，格納容器下部注水

及び使用済燃料プール注水時において，淡水タンク（多目的タ

ンク，ろ過水貯蔵タンク，純水貯蔵タンク及び原水タンク）が

健全である場合には，可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代

替注水大型ポンプを使用して淡水タンクから西側淡水貯水設

備及び代替淡水貯槽へ水を補給できる設計とする。 

(4) 複数の海水取水手段の整備

海水の取水場所について，異なる場所から取水を可能とする

設計とする。 

(3) 淡水タンク（ろ過水タンク，純水タンク）並びに輪谷貯水

槽（東１）及び輪谷貯水槽（東２）を利用した水の供給設

備の整備 

低圧原子炉代替注水槽及び復水貯蔵タンクを水源とした

各種注水時において，ろ過水タンク（１号ろ過水タンク，

２号ろ過水タンク及び非常用ろ過水タンク）及び純水タン

クが健全な場合には，ろ過水タンク及び純水タンクから大

量送水車及びホース等を使用して低圧原子炉代替注水槽及

び復水貯蔵タンクへ水を供給できる設計とする。 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした

各種注水時において，輪谷貯水槽（東１）及び輪谷貯水槽（東

２）が健全な場合には，輪谷貯水槽（東１）及び輪谷貯水槽

（東２）から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）へ

大量送水車及びホース等を使用して水を供給できる設計とす

る。 

(4) 複数の海水取水手段の整備

水源として海を利用する場合，取水場所を非常用取水設備

（取水口，取水管，取水槽）からだけではなく荷揚場，２号

炉放水槽，１号炉取水槽及び３号炉取水管点検立坑から，ま

た，取水設備を大量送水車だけでなく大型送水ポンプ車を用

いることで，多様性を持った設計とする。 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，常設系

統の一部に仮設電源か

ら給電し使用する補給

手段はなく，可搬型設備

にて対応 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7は，高低差を

利用した水頭圧により

送水を行うため，ポンプ

は不要 

・運用の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，淡水補

給の実効性を考慮し，淡

水タンクへの補給より，

直接注水を選択 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，淡水移

送手段として，大量送水
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水頭差を利用し，淡水貯水池の淡水を6号及び7 号炉近傍まで

移送できる設計とする。 

車及びホースを使用し

て淡水を移送 

添3.13-6



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

3.13.2 重大事故等対処設備 

3.13.2.1 重大事故等の収束に必要となる水源 

3.13.2.1.1 設備概要 

設計基準事故の収束に必要な水源とは別に，重大事故等の収束

に必要となる十分な量の水を有する水源を確保する。 

 

 

 

重大事故等の収束に必要となる水源として，復水貯蔵槽，サプ

レッション・チェンバ及びほう酸水注入系貯蔵タンクを設置する。

また，これら重大事故等の収束に必要となる水源とは別に，代替

淡水源として淡水貯水池及び防火水槽を設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

復水貯蔵槽は，原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水に

使用する設計基準事故対処設備が機能喪失した場合の代替手段で

ある高圧代替注水系，低圧代替注水系（常設），代替格納容器ス

プレイ冷却系（常設）及び格納容器下部注水系（常設）並びに重

大事故等対処設備（設計基準拡張）である原子炉隔離時冷却系及

び高圧炉心注水系の水源として使用する。 

 

 

3.13.2 重大事故等対処設備 

3.13.2.1 重大事故等の収束に必要となる水源 

3.13.2.1.1 設備概要 

重大事故等の収束に必要となる水源は，重大事故等が発生した

場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，使用済

燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中の原子炉内

に装荷された燃料体の著しい損傷を防止することを目的として設

置するものである。 

重大事故等の収束に必要となる水源として，代替淡水貯槽，西

側淡水貯水設備，サプレッション・チェンバ及びほう酸水貯蔵タ

ンクを設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替淡水貯槽は，低圧代替注水系（常設），代替格納容器スプ

レイ冷却系（常設），格納容器下部注水系（常設）及び代替燃料

プール注水系（常設）の常設低圧代替注水系ポンプの水源として

使用する。また，低圧代替注水系（可搬型），代替格納容器スプ

レイ冷却系（可搬型），格納容器下部注水系（可搬型），代替燃

料プール注水系（可搬型）及び格納容器圧力逃がし装置（スクラ

ビング水の補給）の可搬型代替注水大型ポンプの水源として使用

する。 

3.13.2 重大事故等対処設備 

3.13.2.1 重大事故等の収束に必要となる水源 

3.13.2.1.1 設備概要 

設計基準事故の収束に必要な水源とは別に，重大事故等の収束

に必要となる十分な量の水を有する水源を確保する。 

 

 

 

重大事故等の収束に必要となる水源として，低圧原子炉代替注

水槽，サプレッション・チェンバ及びほう酸水貯蔵タンクを設置

する。これら重大事故等の収束に必要となる水源とは別に，代替

淡水源として輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を設置

する。また，重大事故等が発生した場合において，輪谷貯水槽（西

１）及び輪谷貯水槽（西２）周辺の確認ができる設備として構内

監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上）を設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

低圧原子炉代替注水槽は，原子炉圧力容器及び原子炉格納容器

への注水に使用する設計基準事故対処設備が機能喪失した場合の

代替手段である低圧原子炉代替注水系（常設），格納容器代替ス

プレイ系（常設）及びペデスタル代替注水系（常設）の水源とし

て使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，代替淡

水源（措置）として，輪

谷貯水槽（西１）及び輪

谷貯水槽（西２）を設置

（以下，②の相違） 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，重大事

故等発生時においても，

海水注水切替え等の決

定・判断を遅滞なく行え

るよう，輪谷貯水槽（西

１／西２）周辺の土石流

の発生状況を確認でき

る，耐震性を有する構内

監視カメラをガスター

ビン発電機建物屋上に

新規設置する 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

ＳＡ水源の相違に伴

う注水手段の相違（以

下，③の相違） 

・設備の相違 

【東海第二】 
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サプレッション・チェンバは，原子炉圧力容器及び原子炉格納

容器への注水に使用する設計基準事故対処設備が機能喪失した場

合の代替手段である代替循環冷却系並びに重大事故等対処設備

（設計基準拡張）である原子炉隔離時冷却系，高圧炉心注水系，

残留熱除去系（低圧注水モード），残留熱除去系（格納容器スプ

レイ冷却モード）及び残留熱除去系（サプレッション・チェンバ・

プール水冷却モード）の水源として使用する。 

 

 

ほう酸水注入系貯蔵タンクは，原子炉圧力容器への注水に使用

する設計基準事故対処設備が機能喪失した場合の代替手段である

ほう酸水注入系の水源として使用する。 

 

代替淡水源である淡水貯水池及び防火水槽は，復水貯蔵槽へ水

を供給するための水源であるとともに，原子炉圧力容器及び原子

炉格納容器への注水に使用する設計基準事故対処設備が機能喪失

した場合の代替手段である低圧代替注水系（可搬型），代替格納

容器スプレイ冷却系（可搬型）及び格納容器下部注水系（可搬型）

の水源として，また，使用済燃料プールの冷却又は注水に使用す

る設計基準事故対処設備が機能喪失した場合の代替手段である燃

料プール代替注水系の水源として使用する。 

 

 

 

代替淡水貯槽は，西側淡水貯水設備へ淡水を移送する水源とし

て使用する。 

西側淡水貯水設備は，低圧代替注水系（可搬型），代替格納容

器スプレイ冷却系（可搬型），格納容器下部注水系（可搬型），

代替燃料プール注水系（可搬型）及び格納容器圧力逃がし装置（ス

クラビング水の補給）の可搬型代替注水中型ポンプの水源として

使用する。 

西側淡水貯水設備は，代替淡水貯槽へ淡水を移送する水源とし

て使用する。 

 

 

 

 

 

サプレッション・チェンバは，高圧代替注水系の常設高圧代替

注水系ポンプ及び代替循環冷却系の代替循環冷却系ポンプの水源

として使用する。 

また，設計基準事故対処設備である，原子炉隔離時冷却系の原

子炉隔離時冷却系ポンプ，高圧炉心スプレイ系の高圧炉心スプレ

イ系ポンプ，低圧炉心スプレイ系の低圧炉心スプレイ系ポンプ，

低圧注水系，格納容器スプレイ冷却系及びサプレッション・プー

ル冷却系の残留熱除去系ポンプの水源として使用する。 

 

ほう酸水貯蔵タンクは，ほう酸水注入系のほう酸水注入ポンプ

の水源として使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サプレッション・チェンバは，原子炉圧力容器及び原子炉格納

容器への注水に使用する設計基準事故対処設備が機能喪失した場

合の代替手段である高圧原子炉代替注水系及び残留熱代替除去系

並びに重大事故等対処設備（設計基準拡張）である原子炉隔離時

冷却系，高圧炉心スプレイ系，低圧炉心スプレイ系，残留熱除去

系（低圧注水モード，格納容器冷却モード及びサプレッション・

プール水冷却モード）の水源として使用する。 

 

 

ほう酸水貯蔵タンクは，原子炉圧力容器への注水に使用する設

計基準事故対処設備が機能喪失した場合の代替手段であるほう酸

水注入系の水源として使用する。 

 

代替淡水源である輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）

は，低圧原子炉代替注水槽へ水を供給するための水源であるとと

もに，原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水に使用する設

計基準事故対処設備が機能喪失した場合の代替手段である低圧原

子炉代替注水系（可搬型），格納容器代替スプレイ系（可搬型）

及びペデスタル代替注水系（可搬型）の水源として，また，燃料

プールの冷却又は注水に使用する設計基準事故対処設備が機能喪

失した場合の代替手段である燃料プールスプレイ系の水源として

使用する。 

構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上）は，想定され

る重大事故等時の輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）周

島根２号炉は，ＳＡ水

源を水源とした各注水

手順は常設重大事故等

対処設備を使用する設

計としており，可搬型設

備を用いた手順は代替

淡水源（措置）である，

輪谷 貯水槽（西１）及

び（西２）を使用する（以

下，④の相違） 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ③の相違 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ②の相違 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 
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更に，上記以外の水源として海がある。 

 

 

 

 

 

 

 

海は，淡水が枯渇した場合に，復水貯蔵槽へ水を供給するため

の水源であるとともに，原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への

注水に使用する設計基準事故対処設備が機能喪失した場合の代替

手段である低圧代替注水系（可搬型），代替格納容器スプレイ冷

却系（可搬型），格納容器下部注水系（可搬型）の水源として，

また，使用済燃料プールの冷却又は注水に使用する設計基準事故

対処設備が機能喪失した場合の代替手段である燃料プール代替注

水系の水源として利用する。また，代替原子炉補機冷却系の大容

量送水車（熱交換器ユニット用）及び原子炉建屋放水設備である

大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）の水源としても利用する。 

 

上記に示す各系統の詳細は，3.1 緊急停止失敗時に発電用原子

炉を未臨界にするための設備（設置許可基準規則第44 条に対する

設計方針を示す章），3.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に

発電用原子炉を冷却するための設備（設置許可基準規則第45 条に

対する設計方針を示す章），3.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低

圧時に発電用原子炉を冷却するための設備（設置許可基準規則第

47 条に対する設計方針を示す章），3.5 最終ヒートシンクへ熱を

輸送するための設備（設置許可基準規則第48 条に対する設計方針

を示す章），3.6 原子炉格納容器内の冷却等のための設備（設置

許可基準規則第49 条に対する設計方針を示す章），3.7 原子炉格

納容器の過圧破損を防止するための設備（設置許可基準規則第50 

条に対する設計方針を示す章），3.8 原子炉格納容器下部の溶融

炉心を冷却するための設備（設置許可基準規則第51条に対する設

計方針を示す章），3.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備

（設置許可基準規則第54 条に対する設計方針を示す章）」及び

3.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備（設置

 

 

 

上記淡水源以外に海水を水源として使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

海水は，緊急用海水系の緊急用海水ポンプ，原子炉建屋周辺に

おける航空機衝突による航空機燃料火災への泡消火設備及び工場

等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備である可搬型代

替注水大型ポンプの水源として使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

辺を確認するための設備として使用する。なお，非常用交流電源

設備，常設代替交流電源設備及び可搬型代替交流電源設備から給

電が可能であり，中央制御室及び緊急時対策所で監視可能な設計

とする。更に，上記以外の水源として海がある。 

 

 

 

 

 

 

 

海は，淡水が枯渇した場合又は土石流の発生により輪谷貯水槽

（西１）及び輪谷貯水槽（西２）が使用できない場合に，低圧原

子炉代替注水槽へ水を供給するための水源であるとともに，原子

炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水に使用する設計基準事故

対処設備が機能喪失した場合の代替手段である低圧原子炉代替注

水系（可搬型），格納容器代替スプレイ系（可搬型）及びペデス

タル代替注水系（可搬型）の水源として，また，燃料プールの冷

却又は注水に使用する設計基準事故対処設備が機能喪失した場合

の代替手段である燃料プールスプレイ系の水源として利用する。

また，原子炉補機代替冷却系の大型送水ポンプ車及び原子炉建物

放水設備である大型送水ポンプ車の水源として利用する。 

 上記に示す各系統の詳細は，3.1 緊急停止失敗時に発電用原子

炉を未臨界にするための設備（設置許可基準規則第 44 条に対す

る設計方針を示す章），3.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時

に発電用原子炉を冷却するための設備（設置許可基準規則第 45 条

に対する設計方針を示す章），3.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ

低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備（設置許可基準規則

第 47 条に対する設計方針を示す章），3.5最終ヒートシンクへ熱

を輸送するための設備（設置許可基準規則第 48 条に対する設計

方針を示す章），3.6原子炉格納容器内の冷却等のための設備（設

置許可基準規則第 49 条に対する設計方針を示す章），3.7原子炉

格納容器の過圧破損を防止するための設備（設置許可基準規則第

50 条に対する設計方針を示す章），3.8原子炉格納容器下部の溶

融炉心を冷却するための設備（設置許可基準規則第 51 条に対す

る設計方針を示す章），3.11使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための

設備（設置許可基準規則第 54 条に対する設計方針を示す章）及

び 3.12発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備（設

島根２号炉は，重大事

故等発生時においても，

海水注水切替え等の決

定・判断を遅滞なく行え

るよう，輪谷貯水槽（西

１／西２）周辺の土石流

の発生状況を確認でき

る，耐震性を有する構内

監視カメラをガスター

ビン発電機建物屋上に

新規設置する 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，土石流

の発生により輪谷貯水

槽（西１）及び輪谷貯水

槽（西２）が使用できな

い場合があることから

記載 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，設置許

可基準規則の各条文と

の紐付を記載 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

許可基準規則第55 条に対する設計方針を示す章）」に記載する。 

 

これら重大事故等の収束に必要となる水源に関する重大事故等

対処設備等を表3.13-1 に示す。また，重大事故等の収束に必要と

なる水源に係る系統概要図を図3.13-1～16 に示す。 

 

 

これら重大事故等の収束に必要となる水源に関する重大事故等

対処設備等を第 3.13－1 表に示す。また，本系統に係る系統概要

図を第 3.13－1～17図に示す。 

 

置許可基準規則第 55 条に対する設計方針を示す章）に記載する。 

 

これら重大事故等の収束に必要となる水源に関する重大事故等

対処設備等を表 3.13-1に示す。また，重大事故等の収束に必要と

なる水源に係る系統概要図を図 3.13-1～21に示す。 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

図3.13-1 ほう酸水注入系 系統概要図 第 3.13－15図 系統概要図 

（ほう酸水貯蔵タンクを水源としたほう酸水注入系） 

図 3.13-1 ほう酸水注入系 系統概要図 

・設備の相違

図3.13-2 高圧代替注水系 系統概要図 第3.13－12図 系統概要図 

（サプレッション・チェンバを水源とした高圧代替注水系）

図 3.13-2 高圧原子炉代替注水系 系統概要図 

・設備の相違
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

図3.13-3 低圧代替注水系（常設） 系統要概図 第 3.13－1図 系統概要図 

（代替淡水貯槽を水源とした低圧代替注水系（常設）） 

図 3.13-3 低圧原子炉代替注水系（常設） 系統概要図 

・設備の相違

図3.13-4 低圧代替注水系（可搬型） 系統概要図 第 3.13－6図 系統概要図 

（代替淡水貯槽を水源とした低圧代替注水系（可搬型）） 

原子炉建屋東側接続口使用時 

図 3.13-4 Ａ－低圧原子炉代替注水系（可搬型） 系統概要図 

・設備の相違
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図 3.13-5 Ｂ－低圧原子炉代替注水系（可搬型） 系統概要図 

 

・設備の相違 

 

 

図3.13-5 代替原子炉補機冷却系 系統概要図 

（A 号機の例（B 号機も同様）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.13-6 原子炉補機代替冷却系 系統概要図（Ａ系の例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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図 3.13-7 原子炉補機代替冷却系 系統概要図（Ｂ系の例） 

 

 

 

 

 

 

図 3.13-8 原子炉補機代替冷却系 系統概要図 

（屋内の接続口を使用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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図3.13-6 代替格納容器スプレイ冷却系（常設） 系統概要図 

 

 

 

 

第 3.13－2図 系統概要図（代替淡水貯槽を水源とした 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）） 

 

 

図 3.13-9 格納容器代替スプレイ系（常設） 系統概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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図3.13-7 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型） 系統概要図 第 3.13－7図 系統概要図（代替淡水貯槽を水源とした 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）） 

原子炉建屋東側接続口使用時 

図 3.13-10 格納容器代替スプレイ系（可搬型）Ａ系 

系統概要図 

図 3.13-11 格納容器代替スプレイ系（可搬型）Ｂ系 

系統概要図 

・設備の相違

・設備の相違
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図3.13-8 代替循環冷却系 系統概要図 

 

第 3.13－13図 系統概要図 

（サプレッション・チェンバを水源とした代替循環冷却系） 

 

 

 

 

図 3.13-12 残留熱代替除去系 系統概要図 

・設備の相違 

 

図3.13-9 格納容器下部注水系（常設） 系統概要図 

 

 

 

第 3.13－3図 系統概要図 

（代替淡水貯槽を水源とした格納容器下部注水系（常設）） 

 

 

 

図 3.13-13 ペデスタル代替注水系（常設） 系統概要図 

・設備の相違 
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図3.13-10 格納容器下部注水系（可搬型） 系統概要図 

 

 

 

第 3.13－8図 系統概要図 

（代替淡水貯槽を水源とした格納容器下部注水系（可搬型）） 

原子炉建屋東側接続口使用時 

 

 

 

図 3.13-14 ペデスタル代替注水系（可搬型）（Ａ系） 

系統概要図 

・設備の相違 

  

 

 

図 3.13-15 ペデスタル代替注水系（可搬型）（Ｂ系） 

系統概要図 

 

 

 

 

・設備の相違 
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図3.13-11 燃料プール代替注水系（可搬型スプレイヘッダ） 

使用済燃料プールへ注水する場合 系統概要図 

 

 

 

 

 

図3.13-12 燃料プール代替注水系（可搬型スプレイヘッダ） 

使用済燃料プールへスプレイする場合 系統概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.13－9図 系統概要図（代替淡水貯槽を水源とした 

代替燃料プール注水系（注水ライン）（可搬型）） 

原子炉建屋東側接続口使用時 

 

 

 

図 3.13-16 燃料プールスプレイ系 （可搬型スプレイノズル） 

燃料プールへ注水及びスプレイする場合 

系統概要図 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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図3.13-13 燃料プール代替注水系（常設スプレイヘッダ） 

使用済燃料プールへ注水する場合 系統概要図 

 

 

 

第 3.13－10図 系統概要図 

(代替淡水貯槽を水源とした代替燃料プール注水系 

(常設スプレイヘッダ)(可搬型)) 

原子炉建屋東側接続口使用時 

 

 

 

 

図 3.13-17 燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ） 

燃料プールへ注水及びスプレイする場合 

系統概要図（Ａ系） 

 

 

 

 

 

図 3.13-18 燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ） 

燃料プールへ注水及びスプレイする場合 

系統概要図（Ｂ系） 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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図3.13-14 燃料プール代替注水系（常設スプレイヘッダ） 

使用済燃料プールへスプレイする場合 系統概要図 

 

 

 

 

 

 

 ・設備の相違 

 

 

第 3.13－4図 系統概要図 

（代替淡水貯槽を水源とした代替燃料プール注水系 

（注水ライン）（常設）） 

 

 

 

 

 

 

 ・設備の相違 
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第 3.13－5図 系統概要図 

（代替淡水貯槽を水源とした代替燃料プール注水系 

（常設スプレイヘッダ）） 

 

 

 

 

 

 

 ・設備の相違 

 

 

第 3.13－11図 系統概要図 

（格納容器圧力逃がし装置 

（フィルタ装置用スクラビング水の補給）） 

 

 

 

 

 ・設備の相違 
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第 3.13－14図 系統概要図（海水を水源とした緊急用海水系

（Ａ系供給）） 

 

 ・設備の相違 

 

図3.13-15 大気への放射性物質の拡散抑制 系統概要図 

 

 

 

 

 

 

第 3.13－16図 系統概要図 

（海水を水源とした大気への拡散抑制） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.13-19 大気への放射性物質の拡散抑制 系統概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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図3.13-16 航空機燃料火災への泡消火 系統概要図 第3.13－17図 系統概要図 

（海水を水源とした航空機燃料火災への泡消火） 

図 3.13-20 航空機燃料火災への泡消火 系統概要図 

図 3.13-21 構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上） 

系統概要図 

・設備の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，重大事

故等発生時においても，

海水注水切替え等の決

定・判断を遅滞なく行え

るよう，輪谷貯水槽（西

１／西２）周辺の土石流

の発生状況を確認でき

る，耐震性を有する構内

監視カメラをガスター

ビン発電機建物屋上に

新規設置する 

※：通信回線（有線系，無線系）は，土石流の影響を受けない設計とする。 

輪谷貯水槽（西 1）及び 
輪谷貯水槽（西 2） 

ガスタービン
発電機建物 

構内監視カメラ 
（ガスタービン発電機建物屋上） 

緊急時対策所 

【凡例】 

：有線系回線 

：無線系回線 

無線系回線 

２号炉 

中央制御室 

表示 

(監視モニタ)

無線系回線 

表示 

(監視モニタ)
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

表3.13-1 重大事故等の収束に必要となる水源に関する 

重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 主要水源 

復水貯蔵槽【常設】 

サプレッション・チェンバ【常設】 

ほう酸水注入系貯蔵タンク【常設】 

代替淡水源 

防火水槽【常設】 

淡水貯水池【常設】 

代替水源 

海 

附属設備 ― 

水源 ― 

流路 ― 

注水先 ― 

電源設備 ― 

計装設備※1 復水貯蔵槽水位（SA）【常設】 

サプレッション・チェンバ・プール水位【常設】 

※1：主要設備を用いた炉心損傷防止及び格納容器破損防止対策を

成功させるために把握することが必要な原子炉施設の状態 

計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第58 

条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

 

第3.13－1表 重大事故等収束のための水源に関する重大事故等

対処設備一覧 

 

表 3.13-1 重大事故等の収束に必要となる水源に関する 

重大事故等対処設備一覧（１／２） 

設備区分 設備名 

主要設備 

主要水源 

低圧原子炉代替注水槽【常設】 

サプレッション・チェンバ【常設】 

ほう酸水貯蔵タンク【常設】 

代替淡水源 

輪谷貯水槽（西１）【常設】 

輪谷貯水槽（西２）【常設】 

代替水源 

海 

構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物

屋上）【常設】 

附属設備 － 

水源 － 

流路 － 

注水先 － 

電源設備※１ 

非常用交流電源設備 

 非常用ディーゼル発電機（設計基準拡

張）【常設】 

常設代替交流電源設備 

 ガスタービン発電機【常設】 

 ガスタービン発電機用軽油タンク【常

設】 

 ガスタービン発電機用サービスタンク

【常設】 

 ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ

【常設】 

可搬型代替交流電源設備 

 高圧発電機車【可搬型】 

 ガスタービン発電機用軽油タンク【常

設】 

 非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タン

ク【常設】 

 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

燃料貯蔵タンク【常設】 

 タンクローリ【可搬型】 

・設備の相違 
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表 3.13-1 重大事故等の収束に必要となる水源に関する 

重大事故等対処設備一覧（２／２） 

設備区分 設備名 

電源設備※１ 

代替所内電気設備 

 緊急用メタクラ【常設】 

 メタクラ切替盤【常設】 

 高圧発電機車接続プラグ収納箱【常設】 

 緊急用メタクラ接続プラグ盤【常設】 

 非常用高圧母線Ｄ系 

計装設備※２ 

低圧原子炉代替注水槽水位【常設】 

サプレッション・プール水位（ＳＡ）【常

設】 

※１：単線結線図を補足説明資料 59-2に示す。 

なお，電源設備の適合性については「3.14 電源設備（設

置許可基準規則第 57 条に対する設計方針を示す章）」にて

示す。 

※２：主要設備を用いた炉心損傷防止及び原子炉格納容器破損防

止対策を成功させるために把握することが必要な原子炉の

状態。 

計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則

第 58条に対する設計方針を示す章）」で示す。 
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3.13.2.1.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

(1)復水貯蔵槽 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個数   ： 1 

容量   ： 約2,100m3 

 

 

種類   ： ライニング槽 

取付箇所 ： 廃棄物処理建屋地下2 階 

 

(2)サプレッション・チェンバ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個数   ： 1 

容量   ： 約3,600m３ 

 

 

 

取付箇所 ： 原子炉建屋原子炉区域 

 

 

3.13.2.1.2 主要設備の仕様 

  主要設備の仕様を以下に示す。 

(2) 代替淡水貯槽 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却す

るための設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 

・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

    基数         1 

    容量         約 5,000m３ 

    最高使用圧力     静水頭 

    最高使用温度     66℃ 

種類         鉄筋コンクリート貯槽 

    取付箇所       常設低圧代替注水系格納槽内 

  

(3) サプレッション・チェンバ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉格納施設 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却す

るための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却す

るための設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

    基数         1 

    容量         約 3,400m３ 

（サプレッション・チェンバ・プール水量を示す。） 

    最高使用圧力     310kPa［gage］ 

    最高使用温度     104℃ 

    取付箇所       原子炉建屋原子炉棟 

 

 

3.13.2.1.2 主要設備の仕様 

主要設備の仕様を以下に示す。 

(1) 低圧原子炉代替注水槽 

  兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷

却するための設備 

 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

 

 

個数   ： １ 

容量   ： 約 1,230 m3 

 

 

種類   ： 貯蔵槽 

取付箇所 ： 低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内 

 

(2) サプレッション・チェンバ 

    兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉格納容器 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷

却するための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷

却するための設備 

 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

  

個数   ： １ 

容量   ： 約 2,800 m3 

 

 

 

取付箇所 ： 原子炉建物原子炉棟地下２階 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

ＳＡ水源の相違に伴

う兼用する設備の相違

（以下，⑤の相違） 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設備仕様の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑤の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設備仕様の相違 
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なお，ほう酸水注入系貯蔵タンクについては「3.1 緊急停止失

敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備（設置許可基準規

則第44 条に対する設計方針を示す章）」，計装設備については

「3.15 計装設備（設置許可基準規則第58 条に対する設計方針を

示す章）」で示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.13.2.1.3 代替淡水源の仕様 

代替淡水源の仕様を以下に示す。 

(1)淡水貯水池 (6 号及び7 号炉共用) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) ほう酸水貯蔵タンク 

兼用する設備は以下のとおり。 

・ほう酸水注入系 

・緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却す

るための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

    種類         円筒縦型 

    容量         約 19.5m３ 

    最高使用圧力     静水頭 

    最高使用温度     66℃ 

    基数         1 

    取付箇所       原子炉建屋原子炉棟 5階 

 

 

(1) 西側淡水貯水設備 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却す

るための設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 

・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

(3) 構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上） 

台数   ： １ 

取付箇所 ： ガスタービン発電機建物屋上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，ほう酸水貯蔵タンクについては「3.1 緊急停止失敗時に

発電用原子炉を未臨界にするための設備（設置許可基準規則第 44 

条に対する設計方針を示す章）」，電源設備については「3.14 電

源設備（設置許可基準規則第 57条に対する設計方針を示す章）」，

計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58 条

に対する設計方針を示す章）」で示す。 

 

 

 

 

 

 

 

3.13.2.1.3 代替淡水源の仕様 

代替淡水源の仕様を以下に示す。 

(1) 輪谷貯水槽（西１） 

    兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷

却するための設備 

 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

 

・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，重大事

故等発生時においても，

海水注水切替え等の決

定・判断を遅滞なく行え

るよう，輪谷貯水槽（西

１／西２）周辺の土石流

の発生状況を確認でき

る，耐震性を有する構内

監視カメラをガスター

ビン発電機建物屋上に

新規設置する 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，構内監

視カメラ（ガスタービン

発電機建物屋上）の電源

を 57条に記載 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，58条

にて記載 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑤の相違 
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個数   ： 1 

容量   ： 約18,000m3 

取付箇所 ： 屋外 

(2)防火水槽 (6 号及び7 号炉共用)

個数   ： 2(予備1) 

容量   ： 約100m3 

取付箇所 ： 屋外 

3.13.2.1.4 設置許可基準規則第43 条への適合方針 

3.13.2.1.4.1 設置許可基準規則第43 条第1 項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第43 条第1 項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射

線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処する

ために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

復水貯蔵槽は廃棄物処理建屋内に設置している設備であ

ることから，想定される重大事故等時における，廃棄物処理

建屋内の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に

発揮することができるよう，以下の表3.13-2 に示す設計と

する。 

基数 1 

容量 約 5,000m３ 

最高使用圧力 静水頭 

最高使用温度 66℃ 

種類 鉄筋コンクリート貯槽 

取付箇所  屋外 

3.13.2.1.3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.13.2.1.3.1 設置許可基準規則第 43条第 1項への適合方針 

(1) 環境条件（設置許可基準規則第 43 条第 1項一）

(ⅰ) 要求事項 

 想定される重大事故等が発生した場合における温度，放

射線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処

するために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

代替淡水貯槽は常設低圧代替注水系格納槽内に設置する

設備であることから，その機能を期待される重大事故等が

発生した場合における，常設低圧代替注水系格納槽の環境

条件を考慮し，その機能を有効に発揮することができるよ

う，以下の第 3.13－2表に示す設計とする。 

西側淡水貯水設備は，屋外の地下に設置する設備である

個数 ： １ 

容量 ： 約 5,000m3 

取付箇所 ： 屋外 

(2) 輪谷貯水槽（西２）

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷

却するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備

・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備

個数 ： １ 

容量 ： 約 5,000m3

取付箇所 ： 屋外 

3.13.2.1.4 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.13.2.1.4.1 設置許可基準規則第 43条第 1項への適合方針 

(1)環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43条第 1項一）

(ⅰ)要求事項

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射

線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処する

ために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

低圧原子炉代替注水槽は，低圧原子炉代替注水ポンプ格納

槽内に設置している設備であることから，想定される重大事

故等時における，低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内の環境

条件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に発揮すること

ができるよう，以下の表3.13-2に示す設計とする。 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備仕様の相違 

・ＳＡ水源の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

①の相違

・ＳＡ水源の相違
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サプレッション・チェンバは原子炉建屋原子炉区域内の設

備であることから，想定される重大事故等時における，原子

炉建屋原子炉区域内の環境条件及び荷重条件を考慮し，その

機能を有効に発揮することができるよう，以下の表3.13-2

に示す設計とする。 

（56-2,56-3） 

ことから，その機能を期待される重大事故等が発生した場

合における，屋外の地下の環境条件を考慮し，その機能を

有効に発揮することができるよう，以下の第 3.13－2 表に

示す設計とする。 

サプレッション・チェンバは格納容器内の設備であるこ

とから，その機能を期待される重大事故等が発生した場合

における，格納容器内の環境条件を考慮し， その機能を有

効に発揮することができるよう，以下の第 3.13－2 表に示

す設計とする。 

（56－3－1，2） 

サプレッション・チェンバは，原子炉建物原子炉棟内の設

備であることから，想定される重大事故等時における，原子

炉建物原子炉棟内の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機

能を有効に発揮することができるよう，以下の表3.13-2 に示

す設計とする。 

構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上）は，ガス

タービン発電機建物屋上に設置している設備であることか

ら，想定される重大事故等時における環境条件を考慮し，そ

の機能を有効に発揮することができるよう，以下の表 3.13-3

に示す設計とする。 

（56-3，56-4） 

【東海第二】 

①の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，重大事

故等発生時においても，

海水注水切替え等の決

定・判断を遅滞なく行え

るよう，輪谷貯水槽（西

１／西２）周辺の土石流

の発生状況を確認でき

る，耐震性を有する構内

監視カメラをガスター

ビン発電機建物屋上に

新規設置する 
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表3.13-2 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿

度・放射線 

廃棄物処理建屋内及び原子炉建屋原子炉区

域内で想定される温度，圧力，湿度及び放

射線条件下に耐えられる性能を確認した機

器を使用する。 

屋外の天候によ

る影響 

屋外に設置するものではないため，天候に

よる影響は受けない。 

海水を通水する

系統 

への影響 

淡水だけでなく海水も使用できる設計とす

る（常時海水を通水しない）。なお，可能

な限り淡水源を優先し，海水通水は短期間

とすることで，設備への影響を考慮する。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で

機器が損傷しないことを確認する（詳細は

「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す）。 

風（台風）・積雪 廃棄物処理建屋内及び原子炉建屋原子炉区

域内に設置するため，風（台風）及び積雪

の影響は受けない。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電

磁波によりその機能が損なわれない設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第3.13－2表 想定する環境条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表3.13-2 低圧原子炉代替注水槽及びサプレッション・チェンバ 

の想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿

度・放射線 

低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内及び原子

炉建物原子炉棟内で想定される温度，圧力，

湿度及び放射線条件に耐えられる性能を確認

した機器を使用する。 

屋外の天候によ

る影響 

屋外に設置するものではないため，天候によ

る影響は受けない。 

海水を通水する

系統への影響 

淡水だけでなく海水も使用できる設計とする

（常時海水を通水しない）。なお，可能な限り

淡水源を優先し，海水通水は短期間とするこ

とで，設備への影響を考慮する。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機

器が損傷しないことを確認する（詳細は

「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す）。 

風（台風）・積雪 低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内及び原子

炉建物原子炉棟内に設置するため，風（台風）

及び積雪の影響は受けない。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁

波によりその機能が損なわれない設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，柏崎

6/7と同様に，ＳＡ事象

と重畳する自然現象の

規模を検討し，環境条件

として地震，風（台風），

凍結，降水，積雪を考慮

することとしている（以

下，⑥の相違） 
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(2) 操作性（設置許可基準規則第43 条第1 項二） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操

作できるものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

復水貯蔵槽を水源とする高圧代替注水系，低圧代替注水系

（常設），代替格納容器スプレイ冷却系（常設）及び格納容

器下部注水系（常設）の操作性については，「3.2 原子炉冷

却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するため

の設備（設置許可基準規則第45 条に対する設計方針を示す

章）」，「3.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用

原子炉を冷却するための設備（設置許可基準規則第47 条に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 操作牲（設置許可基準規則第 43条第 1項二） 

 (ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操

作できるものであること。 

 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性に

ついて」に示す。 

 

重大事故等の収束に必要な水源である西側淡水貯水設備及

び代替淡水貯槽については，通常待機時使用する水源からは

切り離されており，水源としては独立しているため，常時保

有水は十分に確保されている。また，代替淡水貯槽の保有水

を確保するための操作弁は常時開のため操作は不要である。 

 

 

表3.13-3 構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上） 

の想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿

度・放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射

線強度に耐えられる性能を確認した機器を使

用する。 

屋外の天候によ

る影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのない

よう防水対策及び凍結対策を行える設計とす

る。 

海水を通水する

系統への影響 

海水を通水することはない。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機

器が損傷しないことを確認する。（詳細は

2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す） 

風（台風）・積雪 屋外で風荷重，積雪荷重を考慮しても機器が

損傷しないことを確認する。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁

波によりその機能が損なわれない設計とす

る。 

 

 

(2)操作性（設置許可基準規則第 43条第 1項二） 

(ⅰ)要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作

できるものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

低圧原子炉代替注水槽を水源とする低圧原子炉代替注水系

（常設），格納容器代替スプレイ系（常設）及びペデスタル

代替注水系（常設）の操作性については，「3.4 原子炉冷却

材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設

備（設置許可基準規則第47 条に対する設計方針を示す章）」，

「3.6原子炉格納容器内の冷却等のための設備（設置許可基準

規則第49 条に対する設計方針を示す章）」及び「3.8原子炉

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，重大事

故等発生時においても，

海水注水切替え等の決

定・判断を遅滞なく行え

るよう，輪谷貯水槽（西

１／西２）周辺の土石流

の発生状況を確認でき

る，耐震性を有する構内

監視カメラをガスター

ビン発電機建物屋上に

新規設置する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ＳＡ水源の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ①の相違 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，系統の

操作性を記載している
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対する設計方針を示す章）」，「3.6 原子炉格納容器内の冷

却等のための設備（設置許可基準規則第49 条に対する設計

方針を示す章）」及び「3.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心

を冷却するための設備（設置許可基準規則第51 条に対する

設計方針を示す章）」に記載する。 

 

サプレッション・チェンバを水源とする代替循環冷却系の

操作性については，「3.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止

するための設備（設置許可基準規則第50 条に対する設計方

針を示す章）」に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第43 条第1 項三） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又

は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

復水貯蔵槽は，表3.13-3 に示すように発電用原子炉の停

止中に，上部に設置しているハッチを開放し水中カメラによ

り内部の確認が可能な設計とする。また，漏えいの有無の確

認が可能な設計とする。発電用原子炉の運転中には漏えい目

視箱により漏えいのないことの確認が可能な設計とする。 

 

 

サプレッション・チェンバは，表3.13-4 に示すように発

電用原子炉の停止中に，内部の確認が可能な設計とする。ま

た，気密性能の確認として，全体漏えい率試験が可能な設計

 

 

 

 

 

 

サプレッション・チェンバの保有水を確保するための操作

は不要である。 

（56－7－1～4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 試験検査（設置許可基準規則第43条第1項三） 

 (ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中

又は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性

について」に示す。 

 

西側淡水貯水設備及び代替淡水貯槽は，第3.13－3表に示

すように発電用原子炉停止中に外観検査が可能とする。上

部に設置しているマンホール又はハッチを開放し，異常の

有無を水中カメラにて確認を行うことが可能な設計とす

る。また，発電用原子炉運転中でも中央制御室にて水位に

異常のないことの確認を行うことが可能な設計とする。  

 

サプレッション・チェンバは，第3.13－4表に示すように

発電用原子炉停止中に目視検査にて異常の有無の確認及び

機能・性能検査にて原子炉格納容器全体漏えい率試験によ

格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備（設置許可基

準規則第51 条に対する設計方針を示す章）」に記載する。 

 

 

 

 

サプレッション・チェンバを水源とする高圧原子炉代替注

水系及び残留熱代替除去系の操作性については，「3.2 原子

炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するた

めの設備（設置許可基準規則第 45 条に対する設計方針を示

す章）」及び「3.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するた

めの設備（設置許可基準規則第 50 条に対する設計方針を示

す章）」に記載する。 

 

構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上）は，想定

される重大事故等時において中央制御室及び緊急時対策所に

て監視できる設計であり現場，中央制御室及び緊急時対策所

における操作は発生しない。 

 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第43条第1項三） 

(ⅰ)要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又

は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

低圧原子炉代替注水槽は，表3.13-4に示すように発電用原

子炉の停止中に，上部に設置しているハッチを開放し水中カ

メラにより内部の確認が可能な設計とする。また，漏えいの

有無の確認が可能な設計とする。発電用原子炉運転中でも中

央制御室にて水位に異常のないことの確認を行うことが可能

な設計とする。 

 

サプレッション・チェンバは，表3.13-5に示すように発電

用原子炉の停止中に，内部の確認が可能な設計とする。また，

気密性能の確認として，原子炉格納容器漏えい率試験が可能

（以下，⑦の相違） 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ③の相違 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

⑦の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，重大事

故等発生時においても，

海水注水切替え等の決

定・判断を遅滞なく行え

るよう，輪谷貯水槽（西

１／西２）周辺の土石流

の発生状況を確認でき

る，耐震性を有する構内

監視カメラをガスター

ビン発電機建物屋上に

新規設置する 

 

・ＳＡ水源の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ①の相違 
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とする。発電用原子炉の運転中には中央制御室にて24時間に

1 回の頻度で水位の確認により漏えいの有無の確認が可能

な設計とする。 

 

 

 

 

（56-4） 

り漏えいのないことの確認を行える設計とする。また，発

電用原子炉運転中でも中央制御室にて水位に異常のないこ

との確認を行うことが可能な設計とする。 

 

 

 

 

（56－5－1～5） 

な設計とする。発電用原子炉の運転中には中央制御室にて24

時間に1回の頻度で水位の確認により漏えいの有無の確認が

可能な設計とする。 

構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上）は，表

3.13-6に示すように，発電用原子炉の運転中又は停止中に，

機能・性能試験及び外観検査が可能な設計とする。 

 

（56-5） 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，重大事

故等発生時においても，

海水注水切替え等の決

定・判断を遅滞なく行え

るよう，輪谷貯水槽（西

１／西２）周辺の土石流

の発生状況を確認でき

る，耐震性を有する構内

監視カメラをガスター

ビン発電機建物屋上に

新規設置する 

表3.13-3 復水貯蔵槽の試験及び検査 

発電用原子炉の 

状態 
項目 内容 

停止中 外観検査 水中カメラにより内部を確認 

漏えいの有無の確認 

運転中 異常監視 漏えい目視箱により漏えいのな

いことを確認 
 

第 3.13－3表 西側淡水貯水設備及び代替淡水貯槽の試験検査 

 

表3.13-4 低圧原子炉代替注水槽の試験及び検査 

発電用原子

炉の状態 
項目 内容 

停止中 外観検査 水中カメラにより内部を確認 

漏えいの有無の確認 

運転中 
異常監視 水位の監視により異常の有無を

確認 
 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

表3.13-4 サプレッション・チェンバの試験及び検査 

発電用原子炉の 

状態 

項目 

 
内容 

停止中 外観検査 目視により内部を確認 

機能・性能

試験 

全体漏えい率試験により気密性

能を確認 

運転中 異常監視 水位の監視により漏えいのない

ことを確認 
 

第3.13－4表 サプレッション・チェンバの試験検査 

 

表3.13-5 サプレッション・チェンバの試験及び検査 

発電用原子

炉の状態 
項目 内容 

停止中 外観検査 目視により内部を確認 

機能・性能試

験 

原子炉格納容器漏えい率試験に

より気密性能を確認 

運転中 異常監視 水位の監視により漏えいのない

ことを確認 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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表3.13-6 構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上）の 

試験及び検査 

発電用原子

炉の状態 
項目 内容 

運転中又は 

停止中 

機能・性能試

験 

機能・性能（輪谷貯水槽（西１）

及び輪谷貯水槽（西２）周辺の

映像の表示）の確認 

外観検査 機器表面状態の外観の確認 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，重大事

故等発生時においても，

海水注水切替え等の決

定・判断を遅滞なく行え

るよう，輪谷貯水槽（西

１／西２）周辺の土石流

の発生状況を確認でき

る，耐震性を有する構内

監視カメラをガスター

ビン発電機建物屋上に

新規設置する 

(4) 切り替えの容易性（設置許可基準規則第43 条第1 項四）

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するため

に使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から速や

かに切り替えられる機能を備えるものであること。 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

復水貯蔵槽を水源とする高圧代替注水系，低圧代替注水系

（常設），代替格納容器スプレイ冷却系（常設）及び格納容

器下部注水系（常設）の切り替えの容易性については，「3.2 

原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却

するための設備（設置許可基準規則第45 条に対する設計方

針を示す章）」，「3.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時

に発電用原子炉を冷却するための設備（設置許可基準規則第

47 条に対する設計方針を示す章）」，「3.6 原子炉格納容

器内の冷却等のための設備（設置許可基準規則第49 条に対

する設計方針を示す章）」及び「3.8 原子炉格納容器下部の

溶融炉心を冷却するための設備（設置許可基準規則第51 条

に対する設計方針を示す章）」に記載する。 

サプレッション・チェンバを水源とする代替循環冷却系の

切り替えの容易性については，「3.7 原子炉格納容器の過圧

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第43条第1項四）

(ⅰ) 要求事項 

 本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するため

に使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から速

やかに切り替えられる機能を備えるものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性

について」に示す。 

西側淡水貯水設備，代替淡水貯槽及びサプレッション・

チェンバを水源とする際には，切替え操作は不要である。

(4)切り替えの容易性（設置許可基準規則第43条第1項四）

(ⅰ)要求事項

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために

使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から速やか

に切り替えられる機能を備えるものであること。 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

低圧原子炉代替注水槽を水源とする低圧原子炉代替注水系

（常設），格納容器代替スプレイ系（常設）及びペデスタル

代替注水系（常設）の切り替えの容易性については，「3.4 原

子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却する

ための設備（設置許可基準規則第47 条に対する設計方針を示

す章）」，「3.6原子炉格納容器内の冷却等のための設備（設

置許可基準規則第49 条に対する設計方針を示す章）」，「3.8

原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備（設置

許可基準規則第51 条に対する設計方針を示す章）」に記載す

る。 

サプレッション・チェンバを水源とする高圧原子炉代替注

水系及び残留熱代替除去系の切り替えの容易性については，

・ＳＡ水源の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

①の相違

・記載方針の相違

【東海第二】 

⑦の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7】 
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破損を防止するための設備（設置許可基準規則第50 条に対

する設計方針を示す章）」に記載する。 

 

 

 

 

 

 

（56-3） 

 

 

 

 

 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43 条第1 項五） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもので

あること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

復水貯蔵槽及びサプレッション・チェンバは，重大事故等

時に弁操作等により重大事故等対処設備としての系統構成

とすることで，他の設備に対して悪影響を及ぼさない設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（56－4－1～5） 

 

 

 

 

 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第1項五） 

 (ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもので

あること。 

 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止について」に示す。 

西側淡水貯水設備及び代替淡水貯槽は，他系統と接続さ

せないようにすることで，他の水源から独立して単独で使

用可能とし，悪影響を及ぼさない設計とする。 

サプレッション・チェンバは，設計基準対象施設として

使用する場合と同じの系統構成で，想定される重大事故時

に水源として使用することにより，他の設備に対して悪影

響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「3.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を

冷却するための設備（設置許可基準規則第45 条に対する設計

方針を示す章）」及び「3.7 原子炉格納容器の過圧破損を防

止するための設備（設置許可基準規則第50 条に対する設計方

針を示す章）」に記載する。 

構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上）は，想定

される重大事故等時において他の系統と切り替えることなく

使用できる設計とする。 

（56-4） 

 

 

 

 

 

(5)悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第1項五） 

(ⅰ)要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであ

ること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等について」に示す。 

低圧原子炉代替注水槽及びサプレッション・チェンバは，

重大事故等時に弁操作等により重大事故等対処設備としての

系統構成とすることで，他の設備に対して悪影響を及ぼさな

い設計とする。 

 

 

 

構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上）は，他の

設備と遮断器又はヒューズによる電気的な分離を行うこと

で，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 ③の相違 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，重大事

故等発生時においても，

海水注水切替え等の決

定・判断を遅滞なく行え

るよう，輪谷貯水槽（西

１／西２）周辺の土石流

の発生状況を確認でき

る，耐震性を有する構内

監視カメラをガスター

ビン発電機建物屋上に

新規設置する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，重大事

故等発生時においても，

海水注水切替え等の決

定・判断を遅滞なく行え

るよう，輪谷貯水槽（西

１／西２）周辺の土石流

の発生状況を確認でき
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(6) 設置場所（設置許可基準規則第43 条第1 項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故

等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう，放

射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所

への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものである

こと。 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

復水貯蔵槽を水源とする高圧代替注水系，低圧代替注水系

（常設），代替格納容器スプレイ冷却系（常設）及び格納容

器下部注水系（常設）の系統構成に操作が必要な機器の設置

場所，操作場所については，「3.2 原子炉冷却材圧力バウン

ダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備（設置許可

基準規則第45 条に対する設計方針を示す章）」，「3.4 原

子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却す

るための設備（設置許可基準規則第47 条に対する設計方針

を示す章）」，「3.6 原子炉格納容器内の冷却等のための設

備（設置許可基準規則第49 条に対する設計方針を示す章）」

及び「3.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための

設備（設置許可基準規則第51 条に対する設計方針を示す

章）」に記載する。 

サプレッション・チェンバを水源とする代替循環冷却系の

系統構成に操作が必要な機器の設置場所，操作場所について

は，「3.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備

（設置許可基準規則第50 条に対する設計方針を示す章）」

に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第1項六） 

 (ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故

等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう，

放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置

場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたもので

あること。 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

西側淡水貯水設備，代替淡水貯槽及びサプレッション・

チェンバを水源とするための操作は不要である。 

（56－3－1，2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第1項六） 

(ⅰ)要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等

対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射

線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所へ

の遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであるこ

と。 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

低圧原子炉代替注水槽を水源とする低圧原子炉代替注水系

（常設），格納容器代替スプレイ系（常設）及びペデスタル

代替注水系（常設）の系統構成に操作が必要な機器の設置場

所，操作場所については，「3.4 原子炉冷却材圧力バウンダ

リ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備（設置許可基

準規則第47 条に対する設計方針を示す章）」，「3.6原子炉

格納容器内の冷却等のための設備（設置許可基準規則第49 条

に対する設計方針を示す章）」及び「3.8原子炉格納容器下部

の溶融炉心を冷却するための設備（設置許可基準規則第51 条

に対する設計方針を示す章）」に記載する。 

 

 

 

サプレッション・チェンバを水源とする高圧原子炉代替注

水系及び残留熱代替除去系の系統構成に操作が必要な機器の

設置場所，操作場所については，「3.2 原子炉冷却材圧力バ

ウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備（設置

許可基準規則第45 条に対する設計方針を示す章）」及び「3.7 

原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備（設置許可

基準規則第50 条に対する設計方針を示す章）」に記載する。 

 

構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上）は，想定

される重大事故等時において中央制御室及び緊急時対策所に

て監視できる設計であり現場における操作は発生しない。 

 

 

 

 

る，耐震性を有する構内

監視カメラをガスター

ビン発電機建物屋上に

新規設置する 

 

 

 

 

 

 

・ＳＡ水源の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ①の相違 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 ⑦の相違 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ③の相違 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，重大事

故等発生時においても，

海水注水切替え等の決

定・判断を遅滞なく行え

るよう，輪谷貯水槽（西
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3.13.2.1.4.2 設置許可基準規則第43 条第2 項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第43 条第2 項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するもの

であること。 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

復水貯蔵槽は，設計基準対象施設と兼用しており，設計基

準対象施設としての容量が，代替淡水源（淡水貯水池及び防

火水槽）又は海を利用するまでの間に必要な容量を有してい

るため，設計基準対象施設と同仕様で設計する。 

復水貯蔵槽の水量が最も少なくなる事故シーケンスは，重

大事故等対策の有効性評価で想定する各事故シーケンスの

うち，高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱，原子炉圧

力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用及び溶融炉心・コンク

リート相互作用である。これらは，過渡事象を起因事象とし，

かつ，発電用原子炉への全ての注水機能が確保できないとし

て，炉心損傷を進展させた場合について評価する事故シーケ

ンスである。当該事故シーケンスにおいて，淡水の使用量は

号炉あたり7 日間で約2,700m３ であり，復水貯蔵槽の貯水量

約1,700m３号炉が枯渇するのは事象発生から約14 時間後程

度であり，事象発生12 時間後に代替淡水源（淡水貯水池及

び防火水槽）又は海水を供給するまでの間，重大事故等の収

束に必要となる，十分な容量を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.13.2.1.3.2 設置許可基準規則第43条第2項への適合方針 

 (1) 容量（設置許可基準規則第43条第2項一） 

 (ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するもの

であること。 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

 

 

 

重大事故等対策の有効性評価で想定する事故シーケンス

グループ等のうち，代替淡水貯槽の使用水量が最も多くな

る事故シーケンスグループ等は，雰囲気圧力・温度による

静的負荷（格納容器過圧・過温破損）（代替循環冷却系を使

用できない場合）である。 

 

 

この事故シーケンスグループ等での，淡水使用量は7日間

で約5,490m３である。 

この淡水使用量に対して，代替淡水貯槽の貯水量4,300m

３が枯渇するのは事象発生から3日以降であり，事象発生後

余裕を持って代替淡水源である西側淡水貯水設備，淡水タ

ンクの淡水又は海水を補給することで，十分な容量を有す

る設計とする。 

重大事故等対策の有効性評価で想定する事故シーケンス

グループ等のうち，西側淡水貯水設備を水源とした原子炉

等への注水において使用水量が最も多くなる事故シーケン

スグループ等は，全交流動力電源喪失（ＴＢＰ）である。

この事故シーケンスグループ等での，淡水使用量は7日間で

約2,160m３である。 

 

 

 

 

 

 

 

3.13.2.1.4.2 設置許可基準規則第43条第2項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第43条第2項一） 

(ⅰ)要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するもので

あること。 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

 

 

 

低圧原子炉代替注水槽の水量が最も少なくなる事故シーケ

ンスは，重大事故等対策の有効性評価で想定する各事故シー

ケンスのうち，高圧・低圧注水機能喪失である。これは，低

圧原子炉代替注水系（常設）により炉心を冷却することによ

って炉心損傷の防止を図り，また，格納容器代替スプレイ系

（可搬型）による原子炉格納容器冷却，格納容器フィルタベ

ント系による原子炉格納容器除熱を実施する事故シーケンス

である。当該事故シーケンスにおいて，淡水の使用量は７日

間で約 3,600m3であり，低圧原子炉代替注水槽の貯水量約

740m3が枯渇するのは事象発生から約 21時間後程度であり，

事象発生２時間 30分後に代替淡水源（輪谷貯水槽（西１）及

び輪谷貯水槽（西２））を供給するまでの間，重大事故等の

収束に必要となる，十分な容量を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

１／西２）周辺の土石流

の発生状況を確認でき

る，耐震性を有する構内

監視カメラをガスター

ビン発電機建物屋上に

新規設置する 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ＳＡ水源の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ＳＡ水源の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 
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サプレッション・チェンバは，設計基準対象施設と兼用し

ており，設計基準対象施設としての保有水量による水頭が，

代替循環冷却系で使用する復水移送ポンプの必要有効吸込

水頭に対して十分であるため，設計基準対象施設と同仕様で

設計する。 

 

 

 

 

 

 

 

（56-5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第43 条第2 項二） 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでない

こと。ただし，二以上の発電用原子炉施設と共用することに

よって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上する

場合であって，同一の工場等内の他の発電用原子炉施設に対

して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

 

 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

 

この淡水使用量に対して，西側淡水貯水設備は貯水量

4,300m３を保有することから必要水量を確保している。 

サプレッション・プール水を水源として利用する代替循

環冷却系においては，サプレッション・プール水を代替循

環冷却系ポンプにて循環させる系統構成である。しかし，

他の高圧炉心スプレイ系，原子炉隔離時冷却系及び高圧代

替注水系と系統構成が違い，ポンプの上流側に既設の残留

熱除去系ポンプ及び熱交換器があり，NPSH評価上厳しいと

想定されるため，サプレッション・プール水は，代替循環

冷却ポンプのNPSH評価を満足するために必要な水位（EL 

2.9m）に対して十分な容量を有する設計とする。 

 

 

 

（56－6－1～16） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第43条第2項二） 

 (ⅰ) 要求事項 

    常設重大事故等対処設備の各機器については，一部の敷

地を共有する東海発電所内の発電用原子炉施設において共

用しない設計とする。ただし，共用対象の施設ごとに要求

される技術的要件（重大事故等に対処するための必要な機

能）を満たしつつ，東海発電所内の発電用原子炉施設と共

用することにより安全性が向上し，かつ，東海発電所内及

び東海第二発電所内の発電用原子炉施設に対して悪影響を

及ぼさない場合は，共用できる設計とする。 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等について」に示す。 

 

 

 

サプレッション・チェンバは，設計基準対象施設と兼用し

ており，設計基準対象施設としての保有水量による水頭が，

高圧原子炉代替注水系で使用する高圧原子炉代替注水ポンプ

及び残留熱代替除去系で使用する残留熱代替除去ポンプの必

要有効吸込水頭に対して十分であるため，設計基準対象施設

と同仕様で設計する。 

 

 

 

構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上）は，想定

される重大事故等時において輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯

水槽（西２）周辺の状況が把握できる設計とする。 

（56-6） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)共用の禁止（設置許可基準規則第43条第2項二） 

(ⅰ)要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこ

と。ただし，二以上の発電用原子炉施設と共用することによ

って当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上する場合

であって，同一の工場等内の他の発電用原子炉施設に対して

悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

 

 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ③の相違 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，重大事

故等発生時においても，

海水注水切替え等の決

定・判断を遅滞なく行え

るよう，輪谷貯水槽（西

１／西２）周辺の土石流

の発生状況を確認でき

る，耐震性を有する構内

監視カメラをガスター

ビン発電機建物屋上に

新規設置する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添3.13-39



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

復水貯蔵槽及びサプレッション・チェンバは，二以上の発

電用原子炉施設において共用しない設計とする。 

西側淡水貯水設備，代替淡水貯槽及びサプレッション・

チェンバは，一部の敷地を共有する東海発電所内の発電用

原子炉施設において共用しない設計とする。 

低圧原子炉代替注水槽，サプレッション・チェンバ及び構

内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上）は，二以上の

発電用原子炉施設において共用しない設計とする。 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，重大事

故等発生時においても，

海水注水切替え等の決

定・判断を遅滞なく行え

るよう，輪谷貯水槽（西

１／西２）周辺の土石流

の発生状況を確認でき

る，耐震性を有する構内

監視カメラをガスター

ビン発電機建物屋上に

新規設置する 

(3) 設計基準対処設備との多様性（設置許可基準規則第43 条第2

項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故

対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれ

がないよう，適切な措置を講じたものであること。 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

復水貯蔵槽を水源とする高圧代替注水系，低圧代替注水系

（常設），代替格納容器スプレイ冷却系（常設）及び格納容

器下部注水系（常設）の多様性については，「3.2 原子炉冷

却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するため

の設備（設置許可基準規則第45 条に対する設計方針を示す

章）」，「3.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用

原子炉を冷却するための設備（設置許可基準規則第47 条に

対する設計方針を示す章）」，「3.6 原子炉格納容器内の冷

却等のための設備（設置許可基準規則第49 条に対する設計

方針を示す章）」及び「3.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心

を冷却するための設備（設置許可基準規則第51 条に対する

設計方針を示す章）」に記載する。 

サプレッション・チェンバを水源とする代替循環冷却系の

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第43

条第2項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事

故対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそ

れがないよう，適切な措置を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等について」に示す。 

重大事故等対処設備の水源である西側淡水貯水設備は，原

子炉建屋原子炉棟外に設置することにより，原子炉格納容器

内のサプレッション・チェンバ及び原子炉建屋原子炉棟内の

ほう酸水貯蔵タンクと位置的分散を図る設計とする。 

また，代替淡水貯槽は，原子炉建屋原子炉棟外の常設低圧

代替注水系格納槽内に設置することにより，原子炉格納容器

内のサプレッション・チェンバ及び原子炉建屋原子炉棟内の

ほう酸水貯蔵タンクと位置的分散を図る設計とする。 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第43条

第2項三） 

(ⅰ)要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故

対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれが

ないよう，適切な措置を講じたものであること。 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

低圧原子炉代替注水槽を水源とする低圧原子炉代替注水系

（常設），格納容器代替スプレイ系（常設）及びペデスタル

代替注水系（常設）の多様性については，「3.4 原子炉冷却

材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設

備（設置許可基準規則第47 条に対する設計方針を示す章）」，

「3.6原子炉格納容器内の冷却等のための設備（設置許可基準

規則第49 条に対する設計方針を示す章）」及び「3.8原子炉

格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備（設置許可基

準規則第51 条に対する設計方針を示す章）」に記載する。 

サプレッション・チェンバを水源とする高圧原子炉代替注

・ＳＡ水源の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

①の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

④の相違

・記載方針の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，適合性

を各条文にて記載 

・設備の相違
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多様性については，「3.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止

するための設備（設置許可基準規則第50 条に対する設計方

針を示す章）」に記載する。 

（56-2） 

水系及び残留熱代替除去系の多様性については，「3.2 原子

炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するた

めの設備（設置許可基準規則第45 条に対する設計方針を示す

章）」及び「3.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するため

の設備（設置許可基準規則第50 条に対する設計方針を示す

章）」に記載する。 

構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上）は，非常

用交流電源設備に対して常設代替交流電源設備及び可搬型代

替交流電源設備から給電できる設計とする。 

（56-3） 

【柏崎 6/7】 

③の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，構内監

視カメラ（ガスタービン

発電機建物屋上）の電源

を 57条に記載 
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3.13.2.2 水の供給設備 

3.13.2.2.1 設備概要 

水の供給設備は，重大事故等の収束に必要となる十分な量の水

を有する水源である復水貯蔵槽，サプレッション・チェンバ及び

代替淡水源（淡水貯水池及び防火水槽）並びに海について，移送

手段及び移送ルートを確保し，いずれの水源からでも水を供給す

ることを目的として設置するものである。 

 

 

 

 

代替淡水源（淡水貯水池及び防火水槽）から復水貯蔵槽へ淡水

を供給する設備は，可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）及びホース

等で構成する。復水貯蔵槽への淡水の供給は，代替淡水源（淡水

貯水池及び防火水槽）より可搬型代替注水ポンプ（A-2級），ホー

ス及び建屋外壁の接続口を用いて供給する。 

 

復水貯蔵槽へ海水を供給する設備は，大容量送水車(海水取水

用)及びホース等で構成する。復水貯蔵槽への海水の供給は，非常

用取水設備の海水貯留堰，スクリーン室及び取水路より大容量送

水車(海水取水用)，可搬型代替注水ポンプ（A-2 級），ホース及

び建屋外壁の接続口を用いて供給する。 

また，各系統へ海水を供給する設備は，大容量送水車(海水取水

用)及びホース等で構成する。各系統への海水の供給は，非常用取

水設備の海水貯留堰，スクリーン室及び取水路より大容量送水車

(海水取水用)及びホースを用いて供給する。 

なお，復水貯蔵槽への水の供給設備で使用する可搬型代替注水

ポンプ（A-2 級）は，低圧代替注水系（可搬型），代替格納容器

スプレイ冷却系（可搬型），格納容器下部注水系（可搬型）及び

燃料プール代替注水系と兼用する。 

これら水の供給設備に関する重大事故等対処設備を表3.13-5 

に示す。また，本系統に係る系統概要図を図

3.13-3,4,6,7,9,10,11,12,13,14,17 に示す。 

3.13.2.2 水の供給設備 

3.13.2.2.1 設備概要 

水の供給設備は，重大事故等の収束に必要となる十分な量の水

を有する水源である西側淡水貯水設備，代替淡水貯槽及びサプレ

ッション・チェンバ，また，代替淡水源である淡水タンク及び海

水について，移送手段及び移送ルートを確保し，いずれの水源か

らでも水を供給することを目的として設置するものである。この

水の供給設備は，海水や代替淡水源から水源への水の移送設備と，

水源から注水先（原子炉圧力容器，原子炉格納容器及び使用済燃

料プール）への注水設備がある。 

 

代替淡水貯槽への水の移送は，代替淡水源である西側淡水貯水

設備又は淡水タンクから西側及び南側保管場所で保管している可

搬型代替注水中型ポンプとホースにて実施可能な設計とする。 

西側淡水貯水設備への水の移送は，代替淡水源である代替淡水貯

槽又は淡水タンクから西側及び南側保管場所で保管している可搬

型代替注水大型ポンプとホースにて実施可能な設計とする。 

海からの西側淡水貯水設備及び代替淡水貯槽への海水の移送に

ついては，海水取水箇所（ＳＡ用海水ピット）より西側及び南側

保管場所で保管している可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代

替注水大型ポンプとホースにて実施可能な設計とする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの水を供給する重大事故等対処設備を第 3.13-5 表に示

す。また，本系統に係る系統概要図を第 3.13－18 図～第 3.13－

19図に示す。 

3.13.2.2 水の供給設備 

3.13.2.2.1 設備概要 

水の供給設備は，重大事故等の収束に必要となる十分な量の水

を有する水源である低圧原子炉代替注水槽，サプレッション・チ

ェンバ及び代替淡水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西

２））並びに海について，移送手段及び移送ルートを確保し，い

ずれの水源からでも水を供給することを目的として設置するもの

である。 

 

 

 

代替淡水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））か

ら低圧原子炉代替注水槽へ淡水を供給する設備は，大量送水車，

ホース等で構成する。低圧原子炉代替注水槽への淡水の供給は，

代替淡水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））より

大量送水車，ホース等を用いて供給する。 

 

低圧原子炉代替注水槽へ海水を供給する設備は，大量送水車，

ホース等で構成する。低圧原子炉代替注水槽への海水の供給は，

非常用取水設備（取水口，取水管，取水槽）より大量送水車，ホ

ース等を用いて供給する。 

 

また，各系統へ海水を供給する設備は，大量送水車，ホース等

で構成する。各系統への海水の供給は，非常用取水設備（取水口，

取水管，取水槽）より大量送水車，ホース等を用いて供給する。 

なお，低圧原子炉代替注水槽への水の供給設備で使用する大量

送水車は，低圧原子炉代替注水系（可搬型），格納容器代替スプ

レイ系（可搬型），ペデスタル代替注水系（可搬型）及び燃料プ

ールスプレイ系と兼用する。 

 

これら水の供給設備に関する重大事故等対処設備を表3.13-7に

示す。また，本系統に係る系統概要図を図3.13-3,4,5,9,10,11, 

13,14,15,16,17,18及び22に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ＳＡ水源の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ①の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

各系統へ海水を供給

する設備の相違 

・ＳＡ水源の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ①の相違 
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図3.13-17 復水貯蔵槽への水の供給 系統概要図 

 

 

 

 

 

第 3.13－18図 系統概要図（代替淡水貯槽への水の移送設備） 

 

 

 

 

第 3.13－19図 系統概要図（西側淡水貯水設備への 

水の移送設備） 

 

 

第 3.13-22図 低圧原子炉代替注水槽への 

水の供給 系統概要図 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水中ポンプ

海水

防波

壁

原子炉建物

低圧原子炉

代替注水槽

（約1,230m3）

大量送水車

ホース【可搬】

送
水
ヘ
ッ
ダ

輪谷貯水槽
（西２）

（約5,000m3）

輪谷貯水槽
（西１）

（約5,000m3）

大量送水車

・電源設備については「3.14 電源設備 （設置許可基準規則第57条に対する設計方針を示す章」で示す。

・計装設備については「3.15 計装設備 （設置許可基準規則第58条に対する設計方針を示す章」で示す。

大量送水車
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表3.13-5 水の移送設備に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）【可搬】 

大容量送水車(海水取水用)【可搬】 

附属設備 － 

水源 代替淡水源 

防火水槽【常設】 

淡水貯水池【常設】 

代替水源 

 海 

非常用取水設備 

海水貯留堰【常設】 

スクリーン室【常設】 

取水路【常設】 

流路 可搬型代替注水ポンプ（A-2 級） 

ホース・接続口【可搬】 

CSP 外部補給配管・弁【常設】 

大容量送水車(海水取水用) 

ホース【可搬】 

注水先 － 

電源設備（燃料補

給設備を含む）※１ 

燃料補給設備 

軽油タンク【常設】 

タンクローリ（4kL）【可搬】 

計装設備※２ 復水貯蔵槽水位（SA）【常設】 

 

※1：単線結線図を補足説明資料56-2 に示す。 

電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則

第57 条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※2：主要設備を用いた炉心損傷防止及び格納容器破損防止対策

を成功させるために把握することが必要な原子炉施設の状

態 

計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第

58 条に対する設計方針を示す章）」で示す。 
 

第3.13－5表 水を供給する重大事故等対処設備一覧 

 

 

表 3.13-7 水の移送設備に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 大量送水車【可搬】 

附属設備 可搬型ストレーナ【可搬】 

水源 代替淡水源 

輪谷貯水槽（西１）【常設】 

輪谷貯水槽（西２）【常設】 

代替水源 

 海 

非常用取水設備 

 取水口【常設】 

 取水管【常設】 

 取水槽【常設】 

流路 大量送水車 

 ホース【可搬】 

注水先 － 

電源設備（燃料補

給設備を含む。）※1 

燃料補給設備 

 ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

 非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク

【常設】 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃

料貯蔵タンク【常設】 

タンクローリ【可搬】 

計装設備※２ 低圧原子炉代替注水槽水位【常設】 

 

※１：電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第

57 条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

 

※２：主要設備を用いた炉心損傷防止及び原子炉格納容器破損防

止対策を成功させるために把握することが必要な原子炉施

設の状態。 

計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第

58 条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

 

・設備の相違 
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3.13.2.2.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

(1)可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）（6 号及び7 号炉共用）

種類 ： うず巻形 

容量 ： 120m３/h/台 

吐出圧力 ： 0.85MPa[gage] 

最高使用圧力   ： 2.0MPa[gage] 

最高使用温度   ： 60℃ 

個数 ： 16（予備1） 

設置場所 ： 屋外 

保管場所 ： 荒浜側高台保管場所及び大湊側高台保

管場所並びに5 号炉東側第二保管場所 

原動機出力 ： 100kW 

(2)大容量送水車(海水取水用)（6 号及び7 号炉共用）

3.13.2.2.2 主要設備の仕様 

(1) 可搬型代替注水中型ポンプ

兼用する設備は以下のとおり。

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却す

るための設備

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備

型式 うず巻形 

容量 約210m３／h（1台当たり） 

全揚程 約100m 

最高使用圧力 1.4MPa[gage] 

最高使用温度 60℃ 

原動機出力 147kW（1台当たり） 

台数 4(予備1) 

設置場所 屋外 

保管場所 西側，南側保管場所及び予備機置場 

(2) 可搬型代替注水大型ポンプ

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却す

るための設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備

3.13.2.2.2 主要設備の仕様 

主要設備の仕様を以下に示す。 

(1) 大量送水車

兼用する設備は以下のとおり。

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷

却するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備

・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備

種類 ： ディフューザ型 

容量 ： 168m3/h/台 

吐出圧力 ： 0.85MPa[gage] 

最高使用圧力 ： 1.6MPa[gage] 

最高使用温度 ： 40℃ 

台数 ： （海水取水用）２（予備１※） 

（送水用）２（予備１※） 

設置場所 ： 屋外 

保管場所 ： （海水取水用）第１，３及び第４保管

エリア

（送水用）第２，３及び第４保管エリ

ア 

原動機出力  ： 230kW 

※海水取水用及び送水用に使用する大量送水車は同型設

備であり，予備は兼用可能とする。 

・設備の相違

【東海第二】 

⑤の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備仕様の相違 
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種類 ： うず巻形 

容量 ： 900m３/h/台 

吐出圧力 ： 1.25MPa[gage] 

最高使用圧力   ： 1.3MPa[gage] 

最高使用温度   ： 60℃ 

個数 ： 2（予備1） 

設置場所 ： 屋外 

保管場所 ： 荒浜側高台保管場所及び大湊側高台保 

管場所 

原動機出力 ：   kW 

なお，電源設備については，「3.14 電源設備（設置許可基準規

則第57 条に対する設計方針を示す章）」，計装設備については

「3.15 計装設備（設置許可基準規則第58条に対する設計方針を

示す章）」で示す。 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

・使用済燃料貯蔵槽の冷却のための設備

型式 うず巻形 

容  量 約1,320m３／h（1台当たり） 

全揚程 約140m 

最高使用圧力 1.4MPa[gage] 

最高使用温度 60℃ 

原動機出力 約847kW（1台当たり） 

台数 2（予備1*） 

設置場所 屋外 

保管場所 西側保管場所，南側保管場所 

及び予備機置場 

＊「可搬型代替注水大型ポンプ」及び「可搬型代替注水大型ポン

プ（放水用）」は同型設備であり，「可搬型代替注水大型ポン

プ」の予備1台と「可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）」の予

備1台の計2台は共用可能とする。 

なお，電源設備については，「3.14 電源設備（設置許可基準規

則第57条に対する設計方針を示す章）」，計装設備については「3.15 

計装設備（設置許可基準規則第58 条に対する設計方針を示す章）」

で示す。 
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3.13.2.2.3 設置許可基準規則第43 条への適合方針 

3.13.2.2.3.1 設置許可基準規則第43 条第1 項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第43 条第1 項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射

線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処する

ために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）は，屋外の荒浜側高台保

管場所及び大湊側高台保管場所並びに5 号炉東側第二保管

場所に保管し，重大事故等時に屋外に設置する設備であるこ

とから，その機能を期待される重大事故等時における，屋外

の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に発揮す

ることができるよう，以下の表3.13-6 に示す設計とする。 

大容量送水車(海水取水用)は，屋外の荒浜側高台保管場所

及び大湊側高台保管場所に保管し，重大事故時に屋外に設置

する設備であることから，その機能を期待される重大事故等

時における，屋外の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機

能を有効に発揮することができるよう，以下の表3.13-6 に

示す設計とする。 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）及び大容量送水車（海水

取水用）の操作は，付属の操作スイッチにより，想定される

重大事故等時において，設置場所から可能な設計とする。風

（台風）による荷重については，転倒しないことの確認を行

っているが，詳細評価により転倒する結果となった場合は，

転倒防止措置を講じる。積雪の影響については，適切に除雪

する運用とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.13.2.2.3 設置許可基準規則第43条への適合方針  

3.13.2.2.3.1 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針 

 (1) 環境条件（設置許可基準規則第43条第1項一） 

 (ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放

射線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処

するために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポン

プは，西側及び南側保管場所に保管し，重大事故等時に西

側淡水貯水設備，代替淡水貯槽，淡水タンク及び海付近の

屋外に設置する設備であることから，その機能を期待され

る重大事故等が発生した場合における屋外の環境条件を考

慮し，以下の第3.13－6表に示す設計とする。 

 

 

 

 

 

 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポン

プの操作は，可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注

水大型ポンプに付属するスイッチにより，設置場所から操

作可能である。 

 

 

 

 

 

 

風（台風）及び竜巻による風荷重については，当該荷重

を考慮しても機能維持できる設計とする。積雪，火山の影

響については，適切に除雪，除灰する運用とする。 

 

 

 

3.13.2.2.3 設置許可基準規則第43条への適合方針 

3.13.2.2.3.1 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第43条第1項一） 

(ⅰ)要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射

線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処する

ために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

大量送水車は，屋外の第１，２，３及び第４保管エリアに

保管し，重大事故等時に屋外に設置する設備であることから，

その機能を期待される重大事故等時における，屋外の環境条

件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に発揮することが

できるよう，表3.13-8に示す設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

大量送水車の操作は，付属の操作スイッチにより，想定さ

れる重大事故等時において，設置場所から可能な設計とする。

風（台風）による荷重については，転倒しないことの確認を

行っているが，詳細評価により転倒する結果となった場合は，

転倒防止措置を講じる。積雪の影響については，適切に除雪

する運用とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設計方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は詳細評

価により転倒する結果

となった場合に措置を

講じる 

 

 

・設計方針の相違 

【東海第二】  

 ⑥の相違 
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また，降水及び凍結により機能を損なうことのないよう，

防水対策が取られた機器を使用し，凍結のおそれがある場合

は暖気運転を行い凍結対策とする。常時海水を通水する大容

量送水車(海水取水用)は，海水の影響を考慮した設計とし，

大容量送水車(海水取水用)にストレーナを設置することで

異物の流入を防止する設計とする。 

（56-3，56-7） 

表3.13-6 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿

度・放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射

線条件下に耐えられる性能を確認した機器

を使用する。 

屋外の天候によ

る影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのな

いよう防水対策及び凍結対策を行える設計

とする。 

海水を通水する

系統への影響 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）は，淡水だ

けでなく海水も使用できる設計とする（常時

海水を通水しない）。なお，可能な限り淡水

源を優先し，海水通水は短期間とすること

で，設備への影響を考慮する。 

大容量送水車(海水取水用)は，使用時に海水

を通水するため，海水の影響を考慮した設計

とする。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で

機器が損傷しないことを確認し，治具や輪留

め等により転倒防止対策を行う。 

風（台風）・積雪 屋外で風荷重，積雪荷重を考慮しても機器が

損傷しないことを評価により確認する。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁

波によりその機能が損なわれない設計とす

る。 

また，降水及び凍結により機能を損なうことのないよう，

防水対策がとられた可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型

代替注水大型ポンプを使用し，凍結のおそれがある場合は

暖気運転を行い凍結対策とする。 

（56－8－1，2） 

第3.13－6表 想定する環境条件 

また，降水及び凍結により機能を損なうことのないよう，

防水対策が取られた機器を使用し，凍結のおそれがある場合

は暖気運転を行い凍結対策とする。海水を通水する大量送水

車は，海水の影響を考慮した設計とし，機器付のストレーナ

により異物の流入を防止する設計とする。 

（56-4，56-8） 

表3.13-8 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿

度・放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射

線条件下に耐えられる性能を確認した機器

を使用する。 

屋外の天候によ

る影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのな

いよう防水対策及び凍結対策を行える設計

とする。 

海水を通水する

系統への影響 

大量送水車は，淡水だけでなく海水も使用で

きる設計とする（常時海水を通水しない）。

なお，可能な限り淡水源を優先し，海水通水

は短時間とすることで，設備への影響を考慮

する。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で

機器が損傷しないことを確認し，輪留め等に

より転倒防止対策を行う。 

風（台風）・積雪 
屋外で風荷重，積雪荷重を考慮しても機器が

損傷しないことを評価により確認する。 

電磁的障害 

重大事故等が発生した場合においても，電磁

波によりその機能が損なわれない設計とす

る。 

・設備の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，海水を

通水する際の異物混入

防止について記載 

・設計方針の相違

【東海第二】

⑥の相違 
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(2) 操作性（設置許可基準規則第43 条第1 項二） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操

作できるものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

復水貯蔵槽へ水を供給するための操作が必要な機器及び

操作に必要な弁を表3.13-7 に示す。このうち，CSP 外部注

水ライン東側注入弁(A)及びCSP 外部注水ライン東側注入弁

(B)並びにCSP 外部注水ライン西側注入弁(A)及びCSP 外部

注水ライン西側注入弁(B)については，接続口が設置されて

いる屋外の場所から手動操作で弁を開閉することが可能な

設計とする。 

 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）及び大容量送水車(海水

取水用)については，付属の操作スイッチからのスイッチ操

作で起動する設計とする。可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）

及び大容量送水車（海水取水用）は付属の操作スイッチを操

作するにあたり，運転員のアクセス性，操作性を考慮して十

分な操作空間を確保する。また，それぞれの操作対象につい

ては銘板を付けることで識別可能とし，運転員の操作及び監

視性を考慮して確実に操作できる設計とする。 

 

 

 

 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）及び大容量送水車（海水

取水用）は，車両として屋外のアクセスルートを通行してア

クセス可能な設計とするとともに，設置場所にて輪留めによ

る固定等が可能な設計とする。 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）を接続する接続口とホー

スの接続作業に当たっては，特殊な工具及び技量は必要とせ

ず，簡便な結合金具による接続方式並びに一般的な工具を使

用することにより，確実に接続が可能な設計とする。 

大容量送水車（海水取水用）と可搬型代替注水ポンプ（A-2 

(2) 操作性（設置許可基準規則第43条第1項二） 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合において確実に操

作できるものであること。 

 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性

について」に示す。 

 

操作に必要なポンプ，弁及びホースを第3.13－7表に示

す。 

 

 

 

 

 

 

可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポン

プを，水源近傍に配置するとともにホース接続を実施し，

系統構成を実施した後，原子炉建屋東側又は西側接続口，

高所東側又は西側接続口の弁を開とし，可搬型代替注水中

型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプ付属のスイッチに

よりポンプを起動することで注水を行う。 

    可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポン

プ付属のスイッチは， 重大事故等対応要員の操作性を考慮

して十分な操作空間を確保する。また，スイッチは，機器

の名称等を表示した銘板の取付け等により識別可能とし，

重大事故等対応要員の操作・監視性を考慮して確実に操作

できる設計とする。 

     

 

 

 

ホースの接続作業に当たっては，特殊な工具は必要とせ

ず，簡便な接続金物及び一般的な工具により，確実に接続

が可能とする。 

 

 

(2) 操作性（設置許可基準規則第43条第1項二） 

(ⅰ)要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作

できるものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

低圧原子炉代替注水槽へ水を供給するための操作が必要な

機器を表3.13-9に示す。 

 

 

 

 

 

 

大量送水車については，付属の操作スイッチからのスイッ

チ操作で起動する設計とする。大量送水車は付属の操作スイ

ッチを操作するにあたり，運転員のアクセス性，操作性を考

慮して十分な操作空間を確保する。また，それぞれの操作対

象については銘板を付けることで識別可能とし，運転員の操

作及び監視性を考慮して確実に操作できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

大量送水車は，車両として屋外のアクセスルートを通行し

てアクセス可能な設計とするとともに，設置場所にて輪留め

による固定等が可能な設計とする。 

 

大量送水車を接続する接続口とホースの接続作業に当たっ

ては，特殊な工具及び技量は必要とせず，簡便な結合金具に

よる接続方式並びに一般的な工具を使用することにより，確

実に接続が可能な設計とする。 

大量送水車とホースの接続作業に当たっては，簡便な接続

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，低圧原

子炉代替注水槽への水

の供給時の弁操作は不

要 
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級）とのホースの接続作業に当たっては，簡便な接続とし，

接続治具を用いてホースを確実に接続できる設計とする。 

大容量送水車（海水取水用）と各系統との接続は，簡便な

接続とし，接続治具を用いてホースを確実に接続できる設計

とする。 

（56-6） 

 

 

 

 

 

表3.13-7 操作対象機器 

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

可搬型代替

注水ポンプ

（A-2 級） 

停止→起動 各設置場所(6/7号炉

建屋周り) 

 

スイッチ

操作 

大容量送水

車(海水取水

用) 

停止→起動 各設置場所(取水路周

り) 

スイッチ

操作 

CSP 外部注

水ライン東

側注入弁(A) 

弁閉→弁開 屋外(廃棄物処理建屋

東側) 

手動操作 

CSP 外部注

水ライン東

側注入弁(B) 

弁閉→弁開 屋外(廃棄物処理建屋

東側) 

手動操作 

CSP 外部注

水ライン西

側注入弁(A) 

弁閉→弁開 屋外(廃棄物処理建屋

西側) 

手動操作 

CSP 外部注

水ライン西

側注入弁(B) 

弁閉→弁開 屋外(廃棄物処理建屋

西側) 

手動操作 

ホース ホース接続 各設置場所(6/7号炉

建屋周り) 

人力接続 

 

 

 

 

 

 

 （56－7－1～4） 

 

 

 

 

 

第 3.13－7表 操作対象機器 

 
 

とし，接続治具を用いてホースを確実に接続できる設計とす

る。 

 

 

 

（56-7） 

 

 

 

 

 

表 3.13-9 操作対象機器 

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

大量送水車 

 

停止→起動 

 

各設置場所（輪谷貯水

槽（西１），輪谷貯水

槽（西２）周り，２号

炉建物周り，非常用取

水設備周り） 

スイッチ

操作 

 

ホース ホース接続 各設置場所 人力接続 
 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，海水取

水用の大量送水車と送

水用の大量送水車をホ

ースで接続し，大量送水

車と各系統を接続する

（以下，⑧の相違） 

 

・設備の相違 
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(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第43 条第1 項三） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又

は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）は，表3.13-8 に示すよ

うに発電用原子炉の運転中又は停止中に分解又は取替え，車

両としての運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計と

する。また，発電用原子炉の運転中又は停止中に，淡水貯水

池を水源とし，可搬型代替注水ポンプ（A-2 級），仮設流量

計，ホースの系統構成で淡水貯水池へ送水する試験を行うテ

ストラインを設けることで他系統と独立した試験系統で機

能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な系統設計とする。 

 

 

 

 

大容量送水車(海水取水用)は，表3.13-9 に示すように発

電用原子炉の運転中又は停止中に分解又は取替え，車両とし

ての運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。ま

た，発電用原子炉の運転中又は停止中に，淡水貯水池を水源

とし，大容量送水車(海水取水用)，仮設流量計，ホースの系

統構成で淡水貯水池へ送水する試験を行うテストラインを

設けることで他系統と独立した試験系統で機能・性能及び漏

えいの有無の確認が可能な系統設計とする。 

 

なお，接続口から復水補給水系主配管までのラインについ

ては，上記の試験に加えて，発電用原子炉の運転中及び停止

中に各接続口の弁動作試験を実施することで弁開閉動作の

確認が可能な設計とする。 

ホースは，機能・性能に影響を及ぼすおそれのある亀裂，

腐食等がないことの外観確認を行うことが可能な設計とす

る。 

 

(3) 試験検査（設置許可基準規則第43条第1項三） 

 (ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中

又は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性

について」に示す。 

 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポン

プの試験検査について，第3.13－8表に示す。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポン

プは，発電用原子炉運転中又は停止中に，機能・性能検査，

弁動作確認，車両検査が可能な設計とする。 

機能・性能検査として，水源から可搬型代替注水中型ポ

ンプ又は可搬型代替注水大型ポンプ，仮設圧力計・流量計，

ホースの系統構成で循環運転を実施することにより，ポン

プの吐出圧力・流量の確認に加え，運転時の振動，異音，

異臭及び漏えいの確認が可能な設計とする。ポンプについ

ては，機能・性能検査等に合わせて外観の確認が可能な設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホースについては，機能・性能に影響を及ぼすおそれの

あるき裂，ジョイント部の腐食等が無いことを確認可能な

設計とする。 

弁については，分解検査として弁体等の部品の状態を確

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第43条第1項三） 

(ⅰ)要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又

は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

大量送水車は，表3.13-10に示すように発電用原子炉の運転

中又は停止中に分解又は取り替え，車両としての運転状態の

確認及び外観の確認が可能な設計とする。また，発電用原子

炉の運転中又は停止中に，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水

槽（西２）を水源とし，大量送水車，仮設流量計，ホースの

系統構成で輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）へ送

水する試験を行うテストラインを設けることで他系統と独立

した試験系統で機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な

系統設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホースは，機能，性能に影響を及ぼすおそれのある亀裂，

腐食等がないことの外観確認を行うことが可能な設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

設備の相違による試

験内容の相違 

 

 

 

・設備の相違 
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（56-4） 

表3.13-8 可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）の試験及び検査 

発電用原子

炉の状態 

項目 内容 

運転中又は 

停止中 

機能・性能試

験 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）

の運転性能（吐出圧力，流量）及

び漏えいの有無の確認 

弁動作試験 弁開閉動作の確認 

分解検査 ポンプを分解し，部品の表面状態

を，試験及び目視により確認又

は，必要に応じて取替え 

外観検査 ポンプ及びホースの外観確認 

車両検査 可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）

の車両としての運転状態の確認 

認可能な設計とする。分解検査においては，浸透探傷試験

により，性能に影響を及ぼす指示模様の有無を確認可能な

設計とし，目視により，性能に影響を及ぼすおそれのある

き裂，打こん，変形及び摩耗の有無を確認可能な設計とす

る。また，発電用原子炉運転中又は停止中に弁動作確認を

実施することで，弁の開閉動作を確認可能な設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポン

プは，車両として異常なく走行できることを確認可能な設

計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポン

プは，発電用原子炉運転中又は停止中に分解検査としてポ

ンプ部品の状態を確認又は取替が可能な設計とする。分解

検査においては，浸透探傷試験により，性能に影響を及ぼ

す指示模様の有無を確認可能な設計とし，目視により，性

能に影響を及ぼすおそれのあるき裂，打こん，変形及び摩

耗の有無を確認可能な設計とする。 

（56－5－1～5） 

第3.13－8表 可搬型代替注水大型ポンプの試験検査 

（56-5） 

表 3.13-10 大量送水車の試験及び検査 

発電用原子炉

の状態 
項目 内容 

運転中又は 

停止中 

機能・性能試

験 

大量送水車の運転性能（吐出圧

力，流量）及び漏えいの有無の

確認 

分解検査 ポンプを分解し，部品の表面状

態を，試験及び目視により確認

又は必要に応じて取り替え 

外観検査 ポンプ及びホースの外観確認 

車両検査 大量送水車の車両としての運

転状態の確認 

【東海第二】 

設備の相違による試

験内容の相違 

・設備の相違
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表3.13-9 大容量送水車（海水取水用）の試験及び検査 

発電用原子炉

の状態 

項目 内容 

運転中又は 

停止中 

機能・性能試

験 

大容量送水車（海水取水用）の運

転性能 

（吐出圧力，流量）及び漏えいの

有無の確認 

弁動作試験 弁開閉動作の確認 

分解検査 ポンプを分解し，部品の表面状態

を，試験及び目視により確認又

は，必要に応じて取替え 

外観検査 ポンプ及びホースの外観確認 

車両検査 大容量送水車（海水取水用）の車

両としての運転状態の確認 
 

  ・設備の相違 

 

 

 

 

 

(4) 切り替えの容易性（設置許可基準規則第43 条第1 項四） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するため

に使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から速や

かに切り替えられる機能を備えるものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）及び大容量送水車(海水

取水用)は，本来の用途以外の用途には使用しない。 

 

 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）による代替淡水源（淡水

貯水池及び防火水槽）から復水貯蔵槽への淡水の供給並びに

大容量送水車(海水取水用)及び可搬型代替注水ポンプ（A-2 

級）から復水貯蔵槽への海水の供給に必要な資機材の移動，

設置，起動操作については図3.13-18～20 で示すタイムチャ

ートのとおり速やかに切り替えることが可能である。 

（56-3） 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第43条第1項四） 

 (ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するため

に使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から速

やかに切り替えられる機能を備えるものであること。 

 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性

について」示す。 

 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポン

プは，通常待機時は接続先の系統と分離された状態で西側

及び南側保管場所に保管し，本来の用途以外には使用しな

い設計とする。 

 

 

(4) 切り替えの容易性（設置許可基準規則第43条第1項四） 

(ⅰ)要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために

使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から速やか

に切り替えられる機能を備えるものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

大量送水車は，本来の用途以外の用途には使用しない。 

 

 

 

大量送水車による代替淡水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪

谷貯水槽（西２））から低圧原子炉代替注水槽への淡水の供給

並びに大量送水車から低圧原子炉代替注水槽への海水の供給

に必要な資機材の移動，設置，起動操作については図3.13-23

及び24で示すタイムチャートのとおり速やかに切り替えるこ

とが可能である。 

（56-4） 
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・運用の相違
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(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43 条第1 項五） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもので

あること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）及び大容量送水車(海水

取水用)は，通常時は接続先の系統と分離して保管し，重大

事故等時に接続，弁操作等により，通常時の系統構成から重

大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）及び大容量送水車（海水

取水用）は，治具や輪留めによる固定等をすることで，他の

設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）及び大容量送水車（海水

取水用）は，飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。 

 

 

(56-4) 

 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第43 条第1 項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故

等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう，放

射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所

への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものである

こと。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

復水貯蔵槽への水の供給のために操作が必要な機器の設

置場所，操作場所を表3.13-10 に示す。可搬型代替注水ポン

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第1項五） 

 (ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもので

あること。 

 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等について」に示す。 

 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポン

プは，通常待機時は接続先の系統と分離された状態で保管

することで，他の設備に悪影響を及ぼさない運用とする。 

 

 

 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポン

プは，保管場所において転倒しない設計とすることで，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。設置場所におい

ては，車両転倒防止装置又は輪留めにより固定することで，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。また，可搬型

代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，固

縛等を実施することで，飛散物となって他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。 

 

 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第1項六） 

 (ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故

等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう，

放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置

場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたもので

あること。 

 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

操作が必要な機器の設置場所及び操作場所を第3.13－9

表に示す。 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第1項五） 

(ⅰ)要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであ

ること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

 

大量送水車は，通常時は接続先の系統と分離された状態で

保管し，重大事故等時に接続することにより，通常時の系統

構成から重大事故等対処設備としての系統構成とすること

で，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

大量送水車は，輪留めによる固定等をすることで，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

大量送水車は，飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさ

ない設計とする。 

 

 

 

 

（56-5） 

 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第1項六） 

(ⅰ)要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等

対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射

線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所へ

の遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであるこ

と。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

低圧原子炉代替注水槽への水の供給のために操作が必要な

機器の設置場所，操作場所を表3.13-11に示す。大量送水車及

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，弁操作

による系統構成が不要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ＳＡ水源の相違 
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プ（A-2 級），大容量送水車（海水取水用），ホース，CSP 外

部注水ライン東側注入弁(A)及びCSP 外部注水ライン東側注

入弁(B)並びにCSP 外部注水ライン西側注入弁(A)及びCSP 

外部注水ライン西側注入弁(B)は全て屋外にあるため，操作

位置及び作業位置の放射線量が高くなるおそれが少ないた

め，操作が可能である。 

 

 

 

 

（56-3，56-6） 

 

表3.13-10 操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

可搬型代替注水ポ

ンプ（A-2 級） 

各設置場所(6/7 号

炉建屋周り) 

各設置場所(6/7 号

炉建屋周り) 

大容量送水車(海水

取水用) 

各設置場所(取水路

周り) 

各設置場所(取水路

周り) 

 

CSP 外部注水ライ

ン東側注入弁(A) 

屋外(廃棄物処理建

屋東側) 

屋外(廃棄物処理建

屋東側) 

CSP 外部注水ライ

ン東側注入弁(B) 

屋外(廃棄物処理建

屋東側) 

屋外(廃棄物処理建

屋東側) 

CSP 外部注水ライ

ン西側注入弁(A) 

屋外(廃棄物処理建

屋西側) 

屋外(廃棄物処理建

屋西側) 

CSP 外部注水ライ

ン西側注入弁(B) 

屋外(廃棄物処理建

屋西側) 

屋外(廃棄物処理建

屋西側) 

ホース 各設置場所(6/7 号

炉建屋周り) 

各設置場所(6/7 号

炉建屋周り) 
 

屋外で操作する可搬型代替注水中型ポンプ，可搬型代替

注水大型ポンプ，原子炉建屋東側又は西側接続口の弁，高

所東側又は西側接続口の弁及びホースは屋外に設置する設

計とするが，作業は放射線量が高くなるおそれが少ないタ

イミングで実施可能であることから操作が可能である。ま

た，作業に当たっては，放射線量を確認し，適切な放射線

防護対策で作業安全確保を確認した上で作業を実施する。

仮に線量が高い場合は，線源からの遠隔距離をとること，

線量を測定し線量が低い場所で作業を行うことにより，こ

れらの設備の設置及び常設設備との接続が可能である。 

（56－3－1,2） 

 

第 3.13－9表 操作対象機器 

 

びホースは全て屋外にあるため，操作位置及び作業位置の放

射線量が高くなるおそれが少ないため，操作が可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（56-4，56-7） 

 

表3.13-11 操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

大量送水車 

各設置場所（輪谷貯

水槽（西１）及び輪

谷貯水槽（西２）周

り，２号炉建物周

り，非常用取水設備

周り） 

各設置場所（輪谷貯

水槽（西１）及び輪

谷貯水槽（西２）周

り，２号炉建物周

り，非常用取水設備

周り） 

ホース 各設置場所 各設置場所 

 

 

 

 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，弁操作

による系統構成が不要 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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3.13.2.2.3.2 設置許可基準規則第43 条第3 項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第43 条第3 項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分に

余裕のある容量を有するものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

復水貯蔵槽への水の供給のために使用する場合の可搬型

代替注水ポンプ（A-2 級）の容量は，運転中の発電用原子炉

における重大事故シーケンスのうち，水使用の観点から厳し

い有効性シナリオとなる雰囲気圧力・温度による静的負荷

（格納容器過圧・過温破損）（代替循環冷却系を使用しない

場合）に係る有効性評価解析（原子炉設置変更許可申請書添

付書類十）において，有効性が確認されている復水貯蔵槽へ

の供給流量130m３/h を満足する設計とする。 

復水貯蔵槽への海水の供給のために使用する場合の大容

量送水車(海水取水用)の容量は，運転中の発電用原子炉にお

ける重大事故シーケンスのうち，水使用の観点から厳しい有

効性シナリオとなる雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納

容器過圧・過温破損）（代替循環冷却系を使用しない場合）

に係る有効性評価解析（原子炉設置変更許可申請書添付書類

十）において，有効性が確認されている可搬型代替注水ポン

プ（A-2 級）を用いた復水貯蔵槽への供給流量130m３/h を満

足する設計とする。 

また，復水貯蔵槽への水の供給のために使用する場合の可

搬型代替注水ポンプ（A-2 級）の揚程は，水源と供給先の圧

力差（大気開放である淡水貯水池又は防火水槽と復水貯蔵槽

の圧力差），静水頭，配管やホース及び弁類の圧損を基に設

定する。 

 

復水貯蔵槽への海水の供給のために使用する場合の大容

量送水車（海水取水用）の揚程は，水源と供給先の圧力差（海

と可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）吸込口の圧力差），静水

頭，配管やホース及び弁類の圧損を基に設定する。 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）は，重大事故等時におい

て，復水貯蔵槽への水の供給に必要な流量を確保できる容量

を有するものを1 セット4 台使用する。保有数は1 プラント

3.13.2.2.3.2 設置許可基準規則第 43条第 3項への適合方針 

 (1) 容量（設置許可基準規則第43条第3項一） 

 (ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分

に余裕のある容量を有するものであること。 

 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

代替淡水貯槽への補給として使用する場合の可搬型代替

注水中型ポンプは，原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の

状態であって，設計基準事故対処設備が有する原子炉の冷

却機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び原

子炉格納容器の破損を防止するために必要な注水量を有す

る設計とする。 

 

 

注水量としては，炉心の著しい損傷の防止の重要事故シ

ーケンスのうち，代替淡水貯槽の使用水量が最も多くなる

事故シーケンスである雰囲気圧力・温度による静的負荷（格

納容器過圧・過温破損）（代替循環冷却系を使用しない場

合）に係る有効性評価解析（原子炉設置変更許可申請書添

付書類十）における淡水消費率を包絡する補給流量が最大

196m３／hであることから，ポンプ1台当たり210m３／h以上

を注水可能な設計とし，2台使用する設計とする。 

 

全揚程（吐出圧力）としては，有効性が確認されている

原子炉への注水流量における圧損（水源（代替淡水貯槽）

と注水先（原子炉圧力容器）の圧力差，静水頭，機器圧損，

配管・ホース及び弁類圧損）を考慮し，約1.40MPa［gage］

の吐出圧力を確保可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

可搬型代替注水中型ポンプは，重大事故等時において注

水に必要な容量を有するものを1セット2台使用する。保有

数は2セットで4台と，故障時及び保守点検による待機除外

3.13.2.2.3.2 設置許可基準規則第 43条第 3項への適合状況 

(1) 容量（設置許可基準規則第43条第3項一） 

(ⅰ)要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分に

余裕のある容量を有するものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

低圧原子炉代替注水槽への水の供給のために使用する場合

の大量送水車の容量は，運転中の発電用原子炉における重大

事故シーケンスのうち，水使用の観点から厳しい有効性シナ

リオとなる崩壊熱除去機能喪失（残留熱除去系が故障した場

合）に係る有効性評価解析（原子炉設置変更許可申請書添付

書類十）において，有効性が確認されている低圧原子炉代替

注水槽への供給流量120m3/hを満足する設計とする。 

 

低圧原子炉代替注水槽への海水の供給のために使用する場

合の大量送水車の容量は，運転中の発電用原子炉における重

大事故シーケンスのうち，水使用の観点から厳しい有効性シ

ナリオとなる崩壊熱除去機能喪失（残留熱除去系が故障した

場合）に係る有効性評価解析（原子炉設置変更許可申請書添

付書類十）において，有効性が確認されている低圧原子炉代

替注水槽への供給流量120m3/hを満足する設計とする。 

 

 

また，低圧原子炉代替注水槽への水の供給のために使用す

る場合の大量送水車の揚程は，水源と供給先の圧力差（大気

開放である輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）と低

圧原子炉代替注水槽の圧力差），静水頭やホース及び弁類の圧

損を基に設定する。 

 

低圧原子炉代替注水槽への海水の供給のために使用する場

合の大量送水車の揚程は，水源と供給先の圧力差（海と低圧

原子炉代替注水槽の圧力差），静水頭やホース及び弁類の圧損

を基に設定する。 

海水取水に使用する大量送水車は，重大事故等時において，

低圧原子炉代替注水槽への水の供給に必要な流量を確保でき

る容量を有するものを１セット１台使用する。保有数は２セ

 

 

 

 

 

 

 

 

・ＳＡ水源の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ①の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ＳＡ水源の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ①の相違 

 

 

  

・他号炉と共有しない 
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あたり2 セット8 台で，6 号及び7 号炉共用で4 セット16 

台と，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ

用として1台（共用）の合計17 台を分散して保管する。 

大容量送水車(海水取水用)は，重大事故等時において，可

搬型代替注水ポンプ（A-2 級）への海水の供給に必要な流量

を確保できる容量を有するものを6号及び7 号炉共用で1 セ

ット1 台使用する。保有数は6 号及び7 号炉共用で2セット2 

台と，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ

用として1 台（共用）の合計3 台を分散して保管する。 

代替水源からの移送ホースは，複数ルートを考慮してそれ

ぞれのルートに必要なホースの長さを満足する数量の合計

に，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップを

考慮した数量を分散して保管する。 

（56-5） 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第43 条第3 項二）

(ⅰ) 要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短

時間に発電用原子炉施設と接続することができる常設の設

時の予備として1台の合計5台を保管する。 

西側淡水貯水設備への補給として使用する場合の可搬型

代替注水大型ポンプは，原子炉冷却材圧力バウンダリが低

圧の状態であって，設計基準事故対処設備が有する原子炉

の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及

び原子炉格納容器の破損を防止するために必要な注水量を

有する設計とする。 

注水量としては，炉心の著しい損傷の防止の重要事故シ

ーケンスのうち，西側淡水貯水設備の使用水量が最も多く

なる事故シーケンスである雰囲気圧力・温度による静的負

荷（格納容器過圧・過温破損）（代替循環冷却系を使用し

ない場合）に係る有効性評価解析（原子炉設置変更許可申

請書添付書類十）における淡水消費率を包絡する補給流量

が最大196m３／hであることから，ポンプ1台当たり1,320m３

／h以上を注水可能な設計とし，1台使用する設計とする。 

全揚程（吐出圧力）としては，有効性が確認されている

原子炉への注水流量における圧損（水源（西側淡水貯水設

備）と注水先（原子炉圧力容器）の圧力差，静水頭，機器

圧損，配管・ホース及び弁類圧損）を考慮し，約1.40MPa

［gage］の吐出圧力を確保可能な設計とする。 

可搬型代替注水大型ポンプは，重大事故等時において注

水に必要な容量を有するものを1セット1台使用する。保有

数は2セットで2台と，故障時及び保守点検による待機除外

時の予備として1台の合計3台を保管する。但し，予備につ

いては，同型設備である可搬型代替注水大型ポンプ（放水

用）の予備1台と共用可能とする。 

（56－6－7～12） 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第43条第3項二）

(ⅰ) 要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は

短時間に発電用原子炉施設と接続することができる常設の

ット２台と，故障時及び保守点検による待機除外時のバック

アップ用として１台の合計３台を分散して保管する。

送水に使用する大量送水車は，重大事故等時において，大

量送水車への海水の供給に必要な流量を確保できる容量を有

するものを１セット１台使用する。保有数は２セット２台と，

故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用とし

て１台の合計３台を分散して保管する。 

代替水源からのホースは，複数ルートを考慮してそれぞれ

のルートに必要なホースの長さを満足する数量の合計に，故

障時及び保守点検による待機除外時のバックアップを考慮し

た数量を分散して保管する。 

（56-6） 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第43条第3項二）

(ⅰ)要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短

時間に発電用原子炉施設と接続することができる常設の設備

・他号炉と共用しない
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備をいう。以下同じ。）と接続するものにあっては，当該常

設設備と容易かつ確実に接続することができ，かつ，二以上

の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用することができ

るよう，接続部の規格の統一その他の適切な措置を講じたも

のであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

復水貯蔵槽への水の供給に用いる可搬型代替注水ポンプ

（A-2 級）の接続箇所は，低圧代替注水系(可搬型)，代替格

納容器スプレイ冷却系（可搬型），格納容器下部注水系(可

搬型)及び燃料プール代替注水系にも使用することができる

よう,可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）から来るホースと接

続口について，簡便な接続方式である結合金具にすることに

加え，接続口の口径を75A 又は65A に統一し，75A/65A の接

続治具を配備しておくことで確実に接続ができる設計とす

る。また，6 号及び7 号炉が相互に使用することができるよ

う，可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）から来るホースと接続

口について，ホースと接続口を簡便な接続方式である結合金

具にすることに加え，接続口の口径を75A 又は65A に統一

し，75A/65A の接続治具を配備しておくことで確実に接続が

できる設計とする。 

大容量送水車（海水取水用）と可搬型代替注水ポンプ（A-2 

級）との接続は，簡便な接続とし，接続治具を用いてホース

を確実に接続できる設計とする。 

 

大容量送水車（海水取水用）と各系統との接続は，簡便な

接続とし，接続治具を用いてホースを確実に接続できる設計

とする。 

 

なお，ホースについては車両にて設置場所まで輸送し，容

易に敷設できる設計とする。 

 

 

 

 

設備をいう。以下同じ。）と接続するものにあっては，当

該常設設備と容易かつ確実に接続することができ，かつ，

二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用すること

ができるよう，接続部の規格の統一その他の適切な措置を

講じたものであること。 

 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性

について」に示す。 

 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポン

プ側のホースと接続口については，フランジ接続にするこ

とで，一般的に使用される工具を用いてホースを確実に接

続できる設計とする。また，原子炉建屋東側接続口，原子

炉建屋西側接続口及び高所接続口の口径を統一し，確実に

接続できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替淡水貯槽への移送は，代替淡水貯槽上部のハッチを

設け，ハッチを手動開放することで確実に移送ができる設

計とする。 

西側淡水貯水設備への移送は，西側淡水貯水設備上部の

をいう。以下同じ。）と接続するものにあっては，当該常設

設備と容易かつ確実に接続することができ，かつ，二以上の

系統又は発電用原子炉施設が相互に使用することができるよ

う，接続部の規格の統一その他の適切な措置を講じたもので

あること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

低圧原子炉代替注水槽への水の供給に用いる大量送水車の

接続箇所は，低圧原子炉代替注水系（可搬型），格納容器代

替スプレイ系（可搬型），ペデスタル代替注水系（可搬型）

及び燃料プールスプレイ系にも使用することができるよう，

大量送水車から来るホースと接続口について，簡便な接続方

式である結合金具にすることで確実に接続ができる設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

大量送水車との接続は，簡便な接続とし，接続治具を用い

てホースを確実に接続できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

なお，ホースについては車両にて設置場所まで輸送し，容

易に敷設できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ＳＡ水源の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

 

 

 

 

 

・他号炉と共有しない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑧の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

設備の相違による操

作方法の相違 
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（56-6） 

 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第43 条第3 項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって接

続することができなくなることを防止するため，可搬型重大

事故等対処設備（原子炉建屋の外から水又は電力を供給する

ものに限る。）の接続口をそれぞれ互いに異なる複数の場所

に設けるものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

復水貯蔵槽への水の供給で用いる可搬型代替注水ポンプ

（A-2 級）の接続箇所である接続口は，重大事故等時の環境

条件，自然現象，外部人為事象，溢水及び火災の影響により

接続できなくなることを防止するため，接続口をそれぞれ互

いに異なる複数の場所に設ける設計とする。 

6 号及び7 号炉については，接続口から復水補給水系配管

まで鋼製配管でつながる「CSP 大容量注水接続口（東）」を

廃棄物処理建屋東側に１箇所，「CSP大容量注水接続口（西）」

を廃棄物処理建屋西側に１箇所設置し，合計2 箇所設置する

ことで共通要因によって接続できなくなることを防止する

設計とする。 

（56-6） 

 

マンホールを設け，マンホールを手動開放することで確実

に移送ができる設計とする。 

（56－7－1～4） 

 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第 43条第 3項三） 

 (ⅰ) 要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって

接続することができなくなることを防止するため，可搬型

重大事故等対処設備（原子炉建屋の外から水又は電力を供

給するものに限る。）の接続口をそれぞれ互いに異なる複

数の場所に設けるものであること。 

 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等について」に示す。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポン

プの接続箇所である接続口は，重大事故等時の環境条件，

自然現象，外部人為事象，溢水及び火災の影響により接続

できなくなることを防止するため，原子炉建屋の異なる面

の隣接しない位置に接続口を設置することとし，原子炉建

屋東側に1箇所，原子炉建屋西側に1箇所設置し，合計2箇所

を設置することで，共通要因によって接続することができ

なくなることを防止する設計とする。また，津波の影響を

考慮し，常設代替高圧電源装置置場近傍に高所接続口を2

箇所設置し，共通要因によって接続することができなくな

ることを防止する設計とする。  

（56－3－1,2） 

 

 

（56-7） 

 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第43条第3項三） 

(ⅰ)要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって接

続することができなくなることを防止するため，可搬型重大

事故等対処設備（原子炉建屋の外から水又は電力を供給する

ものに限る。）の接続口をそれぞれ互いに異なる複数の場所

に設けるものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

低圧原子炉代替注水槽は，可搬型重大事故等対処設備（原

子炉建物の外から水又は電力を供給するものに限る。）では

ないことから対象外である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（56-7） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，ＳＡ

水源である低圧原子炉

代替注水槽は地下格納

槽であり，可搬型設備

ではない 

 

 

 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第43 条第3 項四） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重

大事故等対処設備を設置場所に据え付け，及び常設設備と接

続することができるよう，放射線量が高くなるおそれが少な

い設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切

な措置を講じたものであること。 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第43条第3項四） 

 (ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重

大事故等対処設備を設置場所に据え付け，及び常設設備と

接続することができるよう，放射線量が高くなるおそれが

少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他

の適切な措置を講じたものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第43条第3項四） 

(ⅰ)要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大

事故等対処設備を設置場所に据え付け，及び常設設備と接続

することができるよう，放射線量が高くなるおそれが少ない

設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な

措置を講じたものであること。 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 
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可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）及び大容量送水車(海水

取水用)は，想定される重大事故等が発生した場合における

放射線を考慮しても作業への影響はないと想定しているが，

仮に線量が高い場合は線源からの離隔距離をとること，線量

を測定し線量が低い位置に配置することにより，これら設備

の設置，接続及び弁操作等が可能である。 

また，復水貯蔵槽への水の供給に用いる接続箇所と可搬型

代替注水ポンプ（A-2 級）のホース接続作業に当たっては，

簡便な結合金具による接続方式にすることに加え，接続口の

口径を75A 又は65A に統一し，75A/65A の接続治具を配備し

ておくことで確実に速やかに接続が可能な設計とする。 

大容量送水車（海水取水用）と可搬型代替注水ポンプ（A-2 

級）との接続は，簡便な接続とし，接続治具を用いてホース

を確実に接続できる設計とする。 

大容量送水車（海水取水用）と各系統との接続は，簡便な

接続とし，接続治具を用いてホースを確実に接続できる設計

とする。 

（56-6） 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポン

プは，原子炉建屋東側及び西側接続口の弁，高所東側及び

西側接続口の弁，ホースは屋外に設置する設計とするが，

作業は放射線量が高くなるおそれが少ないタイミングで実

施可能であることから操作が可能である。また，作業に当

たっては，放射線量を確認し，適切な放射線防護対策で作

業安全確保を確認した上で作業を実施する。仮に線量が高

い場合は，線源からの離隔距離を確保するとともに，状況

に応じ仮設遮蔽の設置等を実施した上で，線量を測定し線

量が低い場所で作業を行うことにより，可搬型代替注水中

型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプの設置及び常設設

備との接続が可能な設計とする。 

接続口及びホースの現場での接続作業に当たっては，簡

便なフランジ接続により，一般的な工具等を用い確実かつ

速やかに接続可能とすることで，被ばく線量の低減を考慮

した設計とする。 

（56－3－1,2） 

大量送水車は，想定される重大事故等が発生した場合にお

ける放射線を考慮しても作業への影響はないと想定している

が，仮に線量が高い場合は線源からの離隔距離をとること，

線量を測定し線量が低い位置に配置することにより，これら

設備の設置，接続及び操作等が可能である。 

また，低圧原子炉代替注水槽への水の供給に用いる接続箇

所と大量送水車のホース接続作業に当たっては，簡便な結合

金具による接続方式にすることで確実に速やかに接続が可能

な設計とする。 

（56-7） 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

⑧の相違

(5) 保管場所（設置許可基準規則第43 条第3 項五）

(ⅰ) 要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の

衝突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故対処設備

及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上

で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管するこ

と。 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）は，地震，津波その他の

自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリ

(5) 保管場所（設置許可基準規則第43条第3項五）

(ⅰ) 要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機

の衝突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故対処

設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮し

た上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管す

ること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止について」に示す。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポン

プは，地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航

(5) 保管場所（設置許可基準規則第43条第3項五）

(ⅰ)要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の

衝突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故対処設備

及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上で

常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管すること。 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

大量送水車は，地震，津波その他の自然現象又は故意によ

る大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響，設計基
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ズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処

設備の配置その他の条件を考慮し，発電所敷地内の荒浜側高

台保管場所及び大湊側高台保管場所並びに5 号炉東側第二

保管場所に分散して保管する。 

大容量送水車(海水取水用)は，地震，津波その他の自然現

象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに

よる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の

配置その他の条件を考慮し，発電所敷地内の荒浜側高台保管

場所及び大湊側高台保管場所に分散して保管する。 

（56-7） 

 

(6) アクセスルートの確保（設置許可基準規則第43 条第3 項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重

大事故等対処設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握

するため，工場等内の道路及び通路が確保できるよう，適切

な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）は，通常時は高台の荒浜

側高台保管場所及び大湊側高台保管場所並びに5 号炉東側

第二保管場所に分散して保管しており，想定される重大事故

等が発生した場合においても，保管場所から接続場所までの

運搬経路について，設備の運搬及び移動に支障をきたすこと

のないよう，迂回路も考慮して複数のアクセスルートを確保

する。 

大容量送水車(海水取水用)は，通常時は荒浜側高台保管場

所及び大湊側高台保管場所に分散して保管しており，想定さ

れる重大事故等が発生した場合においても，保管場所から接

続場所までの運搬経路について，設備の運搬及び移動に支障

をきたすことのないよう，迂回路も考慮して複数のアクセス

ルートを確保する。（『可搬型重大事故等対処設備保管場所

及びアクセスルートについて』参照） 

 

（56-8） 

空機の衝突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故

対処設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考

慮し，常設低圧代替注水系ポンプと位置的分散を図り，発

電所敷地内の西側及び南側保管場所に保管することで位置

的分散を図る設計とする。 

 

 

 

 

 （56－8－1，2） 

 

(6) アクセスルートの確保（許可基準規則第43条第3項六） 

 (ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型

重大事故等対処設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を

把握するため，工場等内の道路及び通路が確保できるよう，

適切な措置を講じたものであること。 

 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性

について」に示す。 

 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポン

プは，通常待機時は西側及び南側保管場所に保管するため，

想定される重大事故等が発生した場合における，保管場所

から設置場所までの経路について，設備の運搬及び移動に

支障をきたすことのないよう，迂回路も考慮して複数のア

クセスルートを確保する。なお，アクセスルートについて

は，「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大

事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために

必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況について」

の「1.0 重大事故等対策における共通事項」添付資料1.0.2

「東海第二発電所 可搬型重大事故等対処設備保管場所及

びアクセスルートについて」で示す。 

 

 

 

（56－9－1～4） 

準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件

を考慮し，発電所敷地内の第１保管エリア，第２保管エリア，

第３保管エリア及び第４保管エリアに分散して保管する。 

 

 

 

 

 

 

（56-8） 

 

(6) アクセスルートの確保（許可基準規則第43条第3項六） 

(ⅰ)要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重

大事故等対処設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握

するため，工場等内の道路及び通路が確保できるよう，適切

な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

大量送水車は，通常時は第１保管エリア，第２保管エリア，

第３保管エリア及び第４保管エリアに分散して保管してお

り，想定される重大事故等が発生した場合においても，保管

場所から接続場所までの運搬経路について，設備の運搬及び

移動に支障をきたすことのないよう，迂回路も考慮して複数

のアクセスルートを確保する。（『可搬型重大事故等対処設

備保管場所及びアクセスルートについて』参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（56-9） 
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(7)設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様性

（設置許可基準規則第43 条第3 項七）

(ⅰ) 要求事項

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によっ

て，設計基準事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の

冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防止設備の重

大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機

能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な

措置を講じたものであること。 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）は，共通要因によって，

設計基準事故対処設備の安全機能，使用済燃料プールの冷却

機能若しくは注水機能又は常設重大事故防止設備の重大事

故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能と

同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，発電所敷地

内の高台の大湊側高台保管場所及び荒浜側高台保管場所並

びに5 号炉東側第二保管場所に分散して配置する設計とす

る。 

大容量送水車(海水取水用)は，共通要因によって，設計基

準事故対処設備の安全機能，使用済燃料プールの冷却機能若

しくは注水機能又は常設重大事故防止設備の重大事故に至

るおそれがある事故に対処するために必要な機能と同時に

その機能が損なわれるおそれがないよう，発電所敷地内の大

湊側高台保管場所及び荒浜側高台保管場所に分散して配置

する設計とする。 

（56-3，56-6，56-7） 

3.13.3 その他設備 

3.13.3.1 淡水タンク（純水タンク，ろ過水タンク）を利用した水

の供給設備 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様

性（設置許可基準規則第 43条第 3 項七）

(ⅰ) 要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によ

って，設計基準事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵

槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防止設備

の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要

な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，

適切な措置を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等について」に示す。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポン

プは，設計基準事故対処設備の安全機能，使用済燃料プー

ルの冷却機能及び注水機能及び常設重大事故防止設備であ

る常設低圧代替注水系ポンプに対し，多様性及び位置的分

散を図る設計としている。 

3.13.3 その他設備 

3.13.3.1 淡水タンク（多目的タンク，ろ過水貯蔵タンク，純水

貯蔵タンク及び原水タンク）を利用した水の供給設備 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様性

（設置許可基準規則第43条第3項七）

(ⅰ)要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によっ

て，設計基準事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の

冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防止設備の重大

事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能と

同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置

を講じたものであること。 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

大量送水車は，共通要因によって，設計基準事故対処設備

の安全機能，燃料プールの冷却機能若しくは注水機能又は常

設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対

処するために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそ

れがないよう，発電所敷地内の第１保管エリア，第２保管エ

リア，第３保管エリア及び第４保管エリアに分散して配置す

る設計とする。 

（56-4，56-7，56-8） 

3.13.3 その他設備 

3.13.3.1 淡水タンク（ろ過水タンク，純水タンク）並びに輪谷

貯水槽（東１）及び輪谷貯水槽（東２）を利用した水

の供給設備の整備 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，淡水タ

ンク以外の淡水源から

代替淡水源（措置）への

補給手段を整備 
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3.13.3.1.1 設備概要 

淡水タンクを利用した水の供給設備は，純水タンク又はろ過水

タンクが健全な場合に，これらタンクから復水貯蔵槽と防火水槽

へ水を供給する設備である。なお，本設備は事業者の自主的な取

り組みで設置するものである。 

復水貯蔵槽を水源とした各種注水時において，純水タンクが健

全であり外部電源や仮設発電機により交流電源が確保できた場合

には，純水タンクから純水移送ポンプを使用して復水貯蔵槽へ水

を供給できる設計とする。 

防火水槽を水源とした各種注水時において，淡水タンク（純水

タンク若しくはろ過水タンク）が健全な場合には，淡水タンクか

ら防火水槽へ水を供給できる設計とする。 

また，これら淡水タンクを水源として水を供給する場合には，

淡水貯水池から淡水タンクへ水を供給できる設計とする。 

（56-9） 

3.13.3.2 複数の海水取水手段の整備 

3.13.3.2.1 設備概要 

海を水源とし海水を供給する場合，取水場所を海水取水路から

だけではなく護岸から，また，取水設備を大容量送水車(海水取水

用)だけではなく可搬型代替注水ポンプ（A-2 級），又は代替原子

炉補機冷却海水ポンプを用いることで，多様性を持った設計とす

る。なお，本設備は事業者の自主的な取り組みで設置するもので

ある。 

（56-9） 

3.13.3.1.1 設備概要 

淡水タンクを利用した水の供給設備は， 多目的タンク，ろ過水貯

蔵タンク，純水貯蔵タンク及び原水タンクが健全な場合に，これ

らタンクから西側淡水貯水設備及び代替淡水貯槽へ水を供給する

設備である。なお，本設備は事業者の自主的な取り組みで設置す

るものである。 

3.13.3.1.1 設備概要 

淡水タンクを利用した水の供給設備は，ろ過水タンク（１号

ろ過水タンク，２号ろ過水タンク及び非常用ろ過水タンク）及

び純水タンクが健全な場合に，これらタンクから低圧原子炉代

替注水槽及び復水貯蔵タンクへ，輪谷貯水槽（東１）及び輪谷

貯水槽（東２）が健全な場合に輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯

水槽（西２）へ水を供給する設備である。 

なお，本設備は事業者の自主的な取り組みで設置するもので

ある。 

低圧原子炉代替注水槽及び復水貯蔵タンクを水源とした各種

注水時において，ろ過水タンク（１号ろ過水タンク，２号ろ過

水タンク及び非常用ろ過水タンク）及び純水タンクが健全な場

合には，ろ過水タンク（１号ろ過水タンク，２号ろ過水タンク

及び非常用ろ過水タンク）及び純水タンクから大量送水車を使

用して低圧原子炉代替注水槽及び復水貯蔵タンクへ水を供給で

きる設計とする。 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした各

種注水時において，輪谷貯水槽（東１）及び輪谷貯水槽（東２）

が健全な場合には，輪谷貯水槽（東１）及び輪谷貯水槽（東２）

から輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）へ大量送水車

を使用して水を供給できる設計とする。 

（56-10） 

3.13.3.2 複数の海水取水手段の整備 

3.13.3.2.1 設備概要 

海を水源として海水を送水する場合，取水場所を非常用取水

設備（取水口，取水管，取水槽）からだけではなく荷揚場，２

号炉放水槽，１号炉取水槽及び３号炉取水管点検立坑から，ま

た，取水設備を大量送水車だけでなく大型送水ポンプ車を用い

ることで，多様性を持った設計とする。なお，本設備は事業者

の自主的な取り組みで設置するものである。 

（56-10） 

・ＳＡ水源の相違

・設備の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，大量送

水車を使用し淡水タン

クから低圧原子炉代替

注水槽及び復水貯蔵タ

ンクへ水を供給

・運用の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，淡水補

給の実効性を考慮し，淡

水タンクへの補給より，

直接注水を選択 

・設備の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，複数の

海水取水手段を整備 
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3.13.3.3 ホース及び水頭差を利用した淡水移送手段の整備 

3.13.3.3.1 設備概要 

水源として淡水貯水池を使用する場合，予め敷設しているホー

スが健全であることが確認できた場合には，ホース及び水頭差を

利用し，淡水貯水池の淡水を6 号及び7号炉近傍まで移送できる設

計とする。 

（56-9） 

 

3.13.4 水源を利用する重大事故等対処設備について 

3.13.4.1 主要水源を利用する重大事故等対処設備 

 主要水源を利用する重大事故等対処設備について，表3.13-11 

に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.13.4 水源を利用する重大事故等対処設備について 

3.13.4.1 主要水源を利用する重大事故等対処設備 

 主要水源を利用する重大事故等対処設備（常設）について，第

3.13－9表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.13.3.3 水源を利用する重大事故等対処設備について 

3.13.3.3.1 主要水源を利用する重大事故等対処設備 

主要水源を利用する重大事故等対処設備について，表 3.13-12 

に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，淡水移

送手段として，大量送水

車及びホースを使用し

て淡水を移送 
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表3.13-11 主要水源を利用する重大事故等対処設備 

 

第3.13－9表 主要水源を利用する重大事故等対処設備（常設） 

 

表3.13-12 主要水源を利用する重大事故等対処設備 

 

・設備の相違 
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3.13.4.2 代替淡水源を利用する重大事故等対処設備 

代替淡水源を利用する重大事故等対処設備について，表3.13-12 

に示す。 

表3.13-12 代替淡水源を利用する重大事故等対処設備 

主要水源を利用する重大事故等対処設備（可搬型）について，

第3.13－10，11表に示す。 

第3.13－10表 主要水源を利用する重大事故等対処設備（可搬型） 

第3.13－11表 主要水源を利用する重大事故等対処設備（可搬型） 

3.13.3.3.2 代替淡水源を利用する重大事故等対処設備 

代替淡水源を利用する重大事故等対処設備について，表

3.13-13 に示す。 

表3.13-13 代替淡水源を利用する重大事故等対処設備 ・設備の相違
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3.13.4.3 海を利用する重大事故等対処設備 

海を利用する重大事故等対処設備について，表3.13-13 に示す。 

 

 

表3.13-13 海を利用する重大事故等対処設備 

 

3.13.4.2 海を利用する重大事故等対処設備 

 海を利用する重大事故等対処設備について，第3.13－12表に示

す。 

 

第3.13－12表 海を利用する重大事故等対処設備 

 

 

3.13.3.3.3 海を利用する重大事故等対処設備 

海を利用する重大事故等対処設備について，表 3.13-14 に示

す。 

 

表3.13-14 海を利用する重大事故等対処設備 

  

 

 

 

 

・設備の相違 
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3.13.4.4 水の循環又は除熱を目的とする重大事故等対処設備 

水の循環又は除熱を目的とする重大事故等対処設備について，

表3.13-14 に示す。 

表3.13-14 水の循環又は除熱を目的とする重大事故等対処設備 

3.13.4.3 水の循環又は除熱を目的とする重大事故等対処設備 

 水の循環又は除熱を目的とする重大事故等対処設備について，

第3.13－13表に示す。 

第3.13－13表 水の循環又は除熱を目的とする 

重大事故等対処設備 

3.13.3.3.4 水の循環又は除熱を目的とする重大事故等対処設備 

水の循環又は除熱を目的とする重大事故等対処設備について，

表3.13-15 に示す。 

表3.13-15 水の循環又は除熱を目的とする重大事故等対処設備 ・設備の相違
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